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三井住友銀行は、2011年（平成 23年）4月に発足から 10周年を迎
えました。当行の 10年間のあゆみとその前史をまとめた『三井住友銀
行十年史』が、このたび発刊の運びとなり、皆さまのお手元にお届け
することができますことは、まことに喜ばしい限りです。
本書が取り上げた期間を振り返りますと、1990年頃に始まったバブ
ル崩壊は、わが国が戦後経験したことのなかった金融危機という大波
となって、銀行経営を揺り動かしました。激動する経営環境の中で、
住友銀行とさくら銀行は、存亡を賭け、さらなる発展を目指して合併
を決断し、2001年 4月、三井住友銀行として新たな一歩を踏み出しま
したが、合併後も不良債権問題への対応、自己資本の充実、政策投資
株式の大幅な圧縮が最優先の経営課題となり、厳しい状況が続きまし
た。当行グループが、かつて経験したことのないこれらの重い経営課
題を克服して難局を切り抜け、1990年代後半の金融危機の中で支援を
受けた公的資金を完済したのは、2006年 10月のことでした。
その後も、リーマン・ショックや欧州債務危機の発生など、世界的
な金融情勢の動揺が相次いで起きましたが、当行が受けた影響は、欧
米主要金融機関に比べて限定的であり、むしろ相対的な優位性が高
まっています。当行は、その優位性をいかしてグローバル展開を強化
するなど、「最高の信頼を得られ世界に通じる金融グループ」実現に向
けた成長戦略を打ち出し、力強く歩を進めているところです。
このように、歴史と呼ぶにはまだ年月の経過が浅い、合併から 10年
という期間の中であっても、前半と後半では、当行が置かれた状況は
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一変していますが、これは、この期間が、平時の 10年を何倍にも凝縮
したような激動の時代であったからにほかなりません。今日、われわ
れが、さまざまな成長戦略に注力することが可能になっているのは、
ただ時勢の変化が有利に働いたということにとどまらず、かつての厳
しい経営環境の下で、難局と試練に立ち向かってきた先輩諸氏の尽力
の賜物であり、われわれはこれに報いるべく、この 10年間の得がたい
経験と教訓を、有効に活用し、次代に引き継いでいかねばなりません。
現在、わが国は、経済・産業の再生、デフレからの脱却、東日本大
震災からの復興など、多くの課題に直面していますが、われわれは、
Team SMBCとして一丸となってイノベーションに挑戦し、先輩諸氏
が残した足跡に、新たな成果を積み重ねることを通じて、日本経済、
さらには世界経済の発展に貢献する金融グループにならなければなり
ません。私も、その実現に向けて、先頭に立って正々堂々と進んでま
いる所存です。
お客さま・株主をはじめ各方面の皆さまには、今後も一層のご支援
を賜りますよう、お願い申し上げます。

2013年 1月

頭　　取
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凡　　　例

 1．本書は、三井住友銀行の発足から満 10年まで、すなわち 2001年 4月 1日から 2011年 4月 1日まで
を中心的な記述対象としたほか、それ以前の、バブル崩壊前後から合併に至るまでの経緯について
も記述した。

 2．巻末の資料は、2001年 4月 1日から 2011年 4月 1日までを原則とした。資料のうち、年表について
は、本文でバブル崩壊前後以降の金融史をまとめているため、1990年 1月 1日から 2011年 4月 1日
までとしたが、当行関連の事項は、合併時の経営首脳が旧行それぞれで就任した 1997年より前を簡
略的な掲載とした。

 3．表記は、内閣告示「常用漢字表」「現代仮名遣い」「送り仮名の付け方」「外来語の表記」と、それら
をもとに新聞用語懇談会が定めた基準に準拠している『最新用字用語ブック（第 6版）』（時事通信社）
に、原則として、基づいた。ただし、当行が組織名などの一部分で用いている表記が一般用語とし
て出てくる場合は、適宜、当行の表記にそろえた。また、海外の地名や会社名において、一部で現
地の表記を用いた。

 4．行内の用語は、合併前の旧行によって異なる例があったが、組織名や商品・サービス名などを除いて、
三井住友銀行における用語に統一して記述した。

 5．個人の氏名と役職、法人の名称などは記載当時のものを用い、必要に応じて、その後の名称などを
補記した。個人の敬称は省略した。法人の名称は、株式会社を原則として略し、また、法人の略称
として慣用されているものがあれば、適宜、用いた。

 6．年の表記は、西暦を用いた。和暦については、節ごとに、最初に年表記が登場する箇所に併記した
ほか、これと異なる元号となる年にも、原則として、補った。なお、引用の中で和暦が用いられて
いる場合は、そのまま記述した。

 7．「　」は、原則として、訓示などの引用、句の範囲指定、資料の表題、通称や造語の表示に使用した。
なお、一部の商品・サービス名や行内用語について、誤読の回避や読みやすさの観点から、使用し
た場合がある。

 8．『　』は、書籍・冊子の名称に用いたほか、「　」を二重に利用する場合に使用した。

 9．“　”は、強調したい語句に使用した。

10．本文中の図表には、利用した資料を記載しているが、当行の資料だけを利用して作成している場合
には、記載を省略した。図表の計数は、原則として、四捨五入しているが、一部の項目で表示単位
未満を切り捨てている場合があり、注に表記した。図表において切り捨てで表示している項目は、
本文の表記でも同様であるが、本文では注記を略した。
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はじめに

2011年（平成 23年）4月 1日、三井住友銀行は発足から 10周年の記念日を迎えた。

10年目に当たった 2010年度には、10月に本店移転、11月にニューヨーク証券取引

所（NYSE：New York Stock Exchange）上場と、節目を象徴する出来事が続いた。

合併以来、本店機能は日比谷地区と大手町地区に分散していたが、本店移転によっ

て大手町地区にほぼ集約され、グローバルに事業展開するにふさわしい本拠地を得た。

10月 18日に催されたオープニングセレモニーで、頭取の奥正之（三井住友フィナン

シャルグループ会長）は次のように述べた。

新本店の竣工、オープン、これを契機と致しまして、私たちは、従来から言っ

ております、一つの銀行“One SMBC”のスピリットをさらに発展させ、その質

を向上させていかなければなりません。そして私どもの、普段から申し上げてお

ります「企業精神」、「より高い付加価値をお客さまに提供し、そしてお客さまと

ともに発展する、そして、関係するステークホルダーの負託にしっかり応えるべ

く、持続的な成長を図っていく」、このことを改めて心に刻みまして、本年、そ

して次なる 10年、さらには 50年、100年と持続的な成長を図るべく、最大限の

努力を払って参る所存でございます。

11月には、旧住友銀行、旧さくら銀行の頃から長年の課題であった NYSE上場を、

三井住友フィナンシャルグループとして実現し、「最高の信頼を得られ世界に通じる

金融グループの実現に向けて、グローバルプレーヤーとしてのビジネス展開を加速す

る体制」＊1をつくり上げた。ニューヨークで 11月 1日夕刻（現地時間）に開催した

上場記念レセプションにおけるスピーチの中で、三井住友フィナンシャルグループ社

長（三井住友銀行会長）の北山禎介は、「合併 10年目で NYSE上場を果たすのは、

国際的に競争力のある金融グループを目指すというわれわれのゴールの礎となる」旨

を述べた。

 ＊1 NYSE上場プロジェクトを開始することを決定した 2007年 12月の当行経営会議による。
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このように、大きな意義を持つ 10年目を迎える

ことができた当行であったが、合併以降の道のり

は、2010年 10月 6日の部店長会議において、奥と

北山がそれぞれ振り返ったように、平たんには程

遠かった。北山が指摘したように、三井住友銀行

が誕生した 2001年 4月当時は、「まさに『失われ

た 10年』の真っ只中」で、「国内の金融機関は（中

略）不良債権問題の対応に追われており、非常に厳

しい業務運営を余儀なくされて」いた。奥は、と

りわけ三井住友銀行発足後の 4年間について、「バ

ブル崩壊後の不良債権の集中処理に脇目も振らず、

そして昼夜を分かたず集中した時期であり、成長

というよりは、とにかく生き抜くんだ、生き残る

んだということが目標であった」と振り返った。

奥は、頭取就任直後の 2005年 7月 1日の部店長

会議においても、合併後の 4年間について「歯止めを失ったデフレの進行と、これに

伴う未曾有の金融危機の発生という、かつて私どもが経験したことがないような、大

変厳しいアゲインストの業務環境が長い間続き、当行としてまさに生き残りを賭けて、

必死の努力がなされた期間であったわけであります」と述べている。経営首脳に強い

印象を残したことが端的に示しているように、輝かしい未来を掴むために大海原へ漕

ぎ出した三井住友銀行は、船出早々、かつてないほどの荒天に遭遇し、役職員一丸と

なった必死の努力で難破を免れたのである。

多難であった時期を乗り切り、10周年の節目を迎えた今、当然のことながら、三

井住友銀行の視線は新たな 10年、さらにその先の未来に向いている。三井住友フィ

ナンシャルグループも同様である。2010年 10月の部店長会議では、奥も北山も、グ

ローバルプレーヤーという目標を強調し、グローバルな目線で新たな 10年における

成長分野への取り組みを考える際、国際業務は無論のこと、国内業務においても中国、

アジア、その他の新興国の成長力や活力をビジネス強化に結び付ける発想が不可欠で

あるという認識を披露した。

また、三井住友銀行の発足 10周年に当たる 2011年 4月 1日に、日興コーディアル

2010 年 10 月 6日の部店長会議 
（上から奥頭取、会場の様子、北山社長）
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証券の社名を SMBC日興証券へ変更することが部店長会議の前に決まっており、奥、

北山ともに、グループ一体となって銀証融合ビジネスを実現していく方針を強調した。

奥が訓示の中で説明したように、社名変更は、その強い気持ちを込めたものであった。

他方で、グローバルにビジネスを展開する金融機関である以上、リーマン・ショッ

ク後の金融危機を踏まえて策定された国際的な資本規制、流動性規制の枠組みである

バーゼルⅢを念頭に経営を行っていかねばならないという問題意識を、奥、北山それ

ぞれが表明した。

奥は、バーゼルⅢについて、「完全実施は 2019年と、相応の猶予期間が設けられる

とともに、段階的実施が受け入れられたわけだが、要求されるコア Tier 1比率のレ

ベルは、ベースの 4.5％に資本保全バッファー 2.5％を加えた 7％ということで、従来

の 2％に比して大変高い目標になってしまった。（中略）この目標をクリアしていくた

めには、安定的な利益の積み上げとアセットクオリティのコントロールを継続的に強

化していく必要があるが、特に、コア Tier 1の構成要素は、『普通株式＋内部留保・

剰余金』に限定されるため、（中略）しっかりとボトムライン収益を計上し、剰余金を

積み上げていくことに集中する必要がある」と語り、行内を引き締めた。

北山も、「バーゼルⅢが導入されることで、グローバルな金融市場で生き残るため

のハードルは一段と高くなっています」と指摘した上で、「高い目標に向かって果敢

にチャレンジし、それを確実に実行していく、これが“SMFGらしさ”であります」

と鼓舞した。

全社的な経営方針という意味では、奥と北山は、この他にも訓示の中で多くの指針

を示している。内容が多方面にわたる訓示の中から、行史の書き出しにおいて、三井

住友銀行の 10年の歩みとその前史、そして新たな 10年という観点から、一部分だけ

を切り出して紹介したのは、バブル崩壊と不良債権問題、中国やアジア、その他の新

興国の台頭、BIS規制、金融持株会社の下でのグループ経営や銀証融合ビジネスの道

を開いた金融自由化の進展など、行史の記述を展開していく上で欠かせないキーワー

ドや歴史的背景などを垣間見ることができるためである。奥と北山の訓示の中に、そ

れらが凝縮されている。

中でも、経営首脳に強烈な印象を残したのは「予想を超える大嵐の中」での多難な

経営の舵取りであった。その発生源をさかのぼれば、バブル崩壊にたどり着く。1990

年頃は金融激動の時代の幕開きとなった。
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図表①　10年の歩み
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グループ『有価証券報告書』『投資家説明会資料（データブック）』

（注１）  世界・実質経済成長率は暦年。
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己資本比率は三井住友銀行。
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金融激動の時代の始まり
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第1 章 バブル崩壊と金融不安の台頭

 1 1990 年前後の一大転機と当行の歩み─行史の概観

◉1990年前後に集中した大きな変化
2010年（平成 22年）10月の部店長会議における奥と北山の訓示の中に凝縮された、

三井住友銀行を語る上で欠かせないキーワードや歴史的背景をさかのぼると、バブル

崩壊をはじめ、東西冷戦の終結、BIS規制の始まり、金融自由化など、1990年前後

の時代が浮かび上がってくる。これらの転機は、それに由来する、以後の展開を含め

て、三井住友銀行誕生前の旧両行の経営に影響を及ぼしただけでなく、合併後の 10

年、さらには新たな 10年においても、目指すべき針路を定める上で織り込まなけれ

ばならない経営環境や課題となっている。

本節では、行史全体を最初に概観しておくという位置付けから、1990年前後の一

大転機の動向と、それによって生じた課題に対して旧行当時を含む三井住友銀行がど

のように対応してきたかを、要約する。

年代順に追えば、経営環境の転機の中で先行したのは金融自由化である。1970年

代後半から、経済・金融情勢の変化に促されて金利や金融市場、内外資金取引などの

面で金融の自由化・国際化が既に動き出しており、1990年当時は、業務分野の規制

見直しが、具体化に向けた詰めの途上にあった。

BIS規制は、1980年代後半に国際的な動きが持ち上がり、1990年当時は、具体的

な目標比率設定がない、初期段階の適用が始まっていたが、いよいよ年度末から中間

目標比率が適用される段階であった。

金融機関にとって密接な金融市場や金融制度に関する動きだけでなく、より広範な

経営環境の転機として、1990年を前に、後に東西冷戦の終結につながる劇的な政治

的変化が、ソビエト連邦（ソ連）・東欧圏で起き始めた。

またわが国では、まさに 1990年がバブル崩壊の入り口となった。東西冷戦の終結
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は、世界の枠組みを変える可能性を持つ動きとして早くから注目を集めたが、バブル

崩壊に関しては、その多大な影響が当初から的確に予想されたわけではなかった。一

般には、資産価格反落をバブル潰しの成功と受け止める雰囲気さえあった。しかし、

金融機関にとって、真っ先に、そして重くのしかかってきたのは、バブル崩壊の影響

であった。

1990年前後に生じた一大転機とその後の展開、さらに当行の歩みとの関わりは次

の通りである。

◉バブル崩壊と長期にわたる難局
日経平均株価は、1989年 12月 29日の東京証券取引所大納会で、終値での史上最

高値 3万 8915円 87銭を記録したが、1990年に入ると一転して下落基調となった。

地価に関しては、株価と異なり、取引所価格に基づいて毎営業日、算出される総合的

な指標がないこと、列島改造ブームの際の全国一律の高騰と異なり、地域や用途に

よって価格動向の差が大きかったことから、この日を境に価格が低下したという時点

を絞り込みにくい。そのかわりに、節目を象徴する出来事として、しばしば言及され

図表 1─1─1 ①　バブルの崩壊
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（資料）日本不動産研究所『市街地価格指数』、日本経済新聞社ホームページ
（注１）日経平均株価は月末。
（注２）市街地価格指数のデータは各年 3月末、9月末。
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るのが不動産業向け融資の総量規制である。1990年 3月 27日、大蔵省は、金融面か

らの地価問題への対応策として、金融機関に通達「土地関連融資の抑制について」＊2

を発出して 4月 1日から実施した。

各種の手段によって資金を調達して株式や不動産などの資産取引に回していた企業

は、バブルが崩壊したことで、短期的な売買で利益を得ようとする思惑が外れること

となった。ただし、こうしたバブル崩壊の典型的な例だけが企業業績を圧迫したわけ

ではない。景気の谷となった 1986年（昭和 61年）11月の後に生じた「平成景気」は、

第 1次石油危機後では最大、最長（当時）の好況であったため、企業が将来見込む成

長率も高まり、設備投資計画や人員計画が強気化した。バブル崩壊と相前後して

1991年 2月に「平成景気」が転機（山）を迎えると、好況時に拡張した設備（工場、

店舗、オフィスなど）や雇用が過剰であることが明らかになった。債務、設備、雇用

という「三つの過剰」は、長期にわたって企業活動の重荷となった。

バブル崩壊後の日本経済の長い低迷は、後に「失われた 10年（15年、20年）」と

表現されることが多くなったが、米州開発銀行や世界銀行が、1980年代の中南米の

経済低迷や世界の貧困問題の改善の遅れについて改めて「失われた 10年」と表現し

た報告書を出したのは、くしくも、わが国が「失われた 10年（15年、20年）」の入

り口に近付きつつあった 1990年であった。それが徐々にわが国の状況に置き換えら

れ、金融危機が深刻化した 1998年頃に一気に定着した。

企業の業績不振は、金融機関側からみれば、取引先に信用供与している資産の質に

関わる問題となる。金融機関にとって資産劣化への対処としての不良債権処理や、資

本毀
き

損
そん

への対処としての資本政策は、その後、まさに生き残りがかかるほど重要な経

営課題となっていった。また、バブル崩壊やその後の金融不安、経済・産業構造の調

整の長期化による業績不振などによって、株価水準の大幅な低下が何度も生じたこと

から、金融商品の時価会計の適用範囲の拡大と相まって、いわゆる政策投資株式＊3

の株価変動リスクが経営上の重大な課題となった。

 ＊2 通達の概要は、①不動産業向け貸出については、公的な宅地開発機関に対する貸出を除き、その増勢
を総貸出の増勢以下に抑制することを目途とする、②前記①の趣旨に鑑み、不動産業および建設業、
ノンバンクの 3業種に対する融資の実行状況を報告する、の 2点であった。

 ＊3 金融機関や一般企業が、長期的な取引関係の強化のために保有したり、安定株主確保のために発行側
から保有を期待されている株式。互いに保有し合う「持ち合い株式」となっている場合が多いが、「片
持ち」の場合もある。
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不良債権問題は、1990年代前半から早くも銀行経営に影を落とし始めた。住友銀

行は、不良債権問題の早急な決着を図って、1995年 3月期に、当時としては異例の

赤字決算を断行し、さくら銀行も 1996年 3月期に不良債権処理を重視して赤字決算

に踏み切った。しかし、その後の経済情勢の悪化と、資産価格低迷の長期化とが相互

に絡み合って、問題の根は深く、一通りのめどを付けることができたという観測が何

度となく覆された。そして、不良債権問題は、その処理の大きさによって生じる資本

の毀損とその対応策、公的資金の存在に起因する監督当局のガバナンス強化の動きな

どとも関係しつつ、合併後の三井住友銀行に重くのしかかった（241ページ以降参照）。

大きな山場は、2002年 10月に策定された金融再生プログラムへの対応であったが、

三井住友銀行は、奥の言葉（2ページ参照）にあったように、「バブル崩壊後の不良債

権の集中処理に脇目も振らず、そして昼夜を分かたず集中した」結果、金融再生プロ

グラムによって課された 2004年度までの不良債権比率半減目標を達成することがで

きた（355ページ参照）。

2011年 4月 1日の日経平均株価（終値）がバブル崩壊直前の約 4分の 1でしかな

いことが端的に示しているように、三井住友銀行誕生前、誕生後の 20年余りの間、

株価は上昇局面を間にはさみながら、全体を通じては大幅に水準を切り下げた。保有

株式の圧縮によって株価変動リスクを適正規模に抑えることも、バランスシートのク

リーンアップの一環として、重要な経営課題となった。金融機関が自主的な取り組み

を進める一方で、法制面から銀行等の株式保有を Tier 1の額以内に制限する仕組み

が 2001年 11月に整えられ、2006年 9月 30日から実施された（225ページ参照）。

当行は、このような厳しい情勢の中でグループ傘下のわかしお銀行を存続銀行とす

る合併を立案し、これによる消滅銀行、（旧）三井住友銀行の合併差益を利用して大幅

な有価証券含み損の処理を通じた財務体質の健全化を図り、2003年 3月末時点で、

保有株式残高をおおむね Tier 1と同じ水準まで削減した（255ページ参照）。

このように不良債権処理や保有株式の圧縮に取り組みつつ、業務面で戦略施策を進

めていくためには、資本増強が不可欠であった。当行は、さまざまな調達手段で資本

市場での調達を進めたほか、1998年 3月に金融安定化法＊4、1999年 3月に早期健全

 ＊4 正式名称は「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律」。
 ＊5 正式名称は「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」。
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化法＊5に基づき、公的資金による資本増強を行った。公的資金は、不良債権処理や

株価下落などに対する資本の厚みの確保として機能していたが、他方で、経営に一定

の制約が課されたほか、2004年 12月の金融改革プログラムで示された方針により、

資本政策に影響を受ける可能性も生じた。このため、三井住友フィナンシャルグルー

プは、公的資金返済の前倒しを急ぎ、2006年 10月に完済した（394ページ以降参照）。

このように、1990年に株価下落から始まったバブル崩壊は、不良債権比率半減目

標達成と公的資金完済によって区切りを迎えるまで、おおよそ 15、16年間にわたり、

三井住友銀行の経営に影響を及ぼし続けた。

◉BIS 規制の導入と強化の動き
バブル崩壊は、後年、不良債権処理や政策投資株式の圧縮に伴う負担発生によって

資本政策上の課題を生むこととなったが、経営の健全性の観点から資本の厚みを確保

することは、バブル崩壊の影響が顕著になる以前から、銀行の自己資本比率に関する

国際統一基準、いわゆる BIS規制の導入を受けて、重要な経営課題となっていた。

図表 1─1─1 ②　バブル崩壊から生じた経営課題と当行の対応

経

　営

　環

　境

経

　営

　課

　題

当
行
の
対
応

1995年頃1990年前後 2011年2000年頃 2005年頃

1997、1998年の
金融危機

住専問題

金融再生
プログラム

金融改革
プログラム

不良債権処理⇒

政策投資株式を
含む保有株式圧縮⇒

資本の厚み
確保⇒

公的資金返済

不良債権処理に
よる赤字決算の始まり
（住友銀行 1995年 3月期、
さくら銀行 1996年 3月期）

公的資金完済

自助努力の資本増強と
公的資金（金融安定化法、
早期健全化法）

早期是正措置導入

不良債権比率
半減目標達成

バブル
崩壊の
始まり

銀行等株式保有制限法

株式保有制限
目標達成

金融自由化の進行
税効果会計
金融商品の時価会計

繰延税金資産
計上の見直し

資本増強⇒

引当方法の見直し

BIS規制対応⇒
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「自己資本の測定と基準に関する国際的統一化」（以下、バーゼルⅠ）は、関係各国

の銀行監督当局、中央銀行の代表者による合意と中央銀行総裁会議の支持を経て、

1988年 7月にバーゼル銀行監督委員会から公表された＊6。

わが国では、経営諸比率指導の一環として従来から示されていた自己資本比率規

制＊7に関する大蔵省銀行局長通達＊8が 1988年 12月に改正され、1988年 3月期分か

らバーゼルⅠが適用されることとなった。これにより、1990年度末（1991年 3月末）

から 2年間は自己資本比率 7.25％が中間目標比率、1992年度末（1993年 3月末）以

降は最終目標として 8％が最低比率となった。従来の経営諸比率指導における自己資

本比率の基準より厳しいと受け止められていた国際統一基準の導入によって、銀行経

営においては、自己資本の強化、量よりも質や収益性に重点を置いた資産運営、リス

ク管理の高度化などを一層重視しなければならなくなった。

また、1998年 4月に早期是正措置が導入されると、自己資本比率は経営の健全性

を判断する客観的な基準と位置付けられ、事前に規定された充実の状況に係る区分に

従って監督当局の対応がとられることになった（61ページ以降参照）。さらに、不良債

権処理や株価下落の影響が収益以上に膨らむと、自己資本に影響が及ぶことになるた

め、金融機関にとって資本政策の重みが増した。

BIS規制は、信用リスク主体であった当初のバーゼルⅠに市場リスクが追加され＊9、

その後のバーゼルⅠからバーゼルⅡへの進化を経て、現在では、2010年 12月にバー

ゼル銀行監督委員会から「テキスト」が示されたバーゼルⅢへの対応が、三井住友銀

行を含む主要行の課題となっている（525ページ以降参照）。これに関して、奥と北山が、

高い目標であることを指摘した上で、果敢に取り組む方針を示したのは、既に述べた

通りである。

 ＊6 バーゼル銀行監督委員会は、各国の中央銀行と銀行監督当局をメンバーとして、金融システムの安定
に関する国際的な協議、調整などを行っている。一方、BIS（Bank for International Settlements、国際
決済銀行）はスイスのバーゼルに本部を置く国際機関で、メンバーは各国中央銀行。バーゼル銀行監
督委員会の事務局機能を BISが提供しているため、自己資本比率規制は BIS規制と呼ばれることがあ
る。

 ＊7 従前の国内規制における自己資本比率の基準では、分母は総資産（バーゼルⅠはリスク加重資産）、海
外支店を有する金融機関の自己資本比率は 6％程度（バーゼルⅠは最低比率として 8％）などとなって
いた。

 ＊8 後に金融制度改革法で、銀行法など各業法に根拠規定が置かれた。
 ＊9 バーゼルⅠは、当初の信用リスク主体の概念から、市場リスクを含む概念に進化し、わが国では 1998

年 3月末から適用が開始された（132ページの脚注 99も参照）。
＊10 同時期の 12月 8日には、ロシア、ウクライナ、ベラルーシの首脳が会合してソビエト連邦の消滅を確

認する宣言を行うという、東西冷戦終結を象徴する出来事もあった。
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◉東西冷戦の終結が引き起こした「世界地図の変化」
わが国でバブル崩壊が始まろうとする頃、世界では、第 2次世界大戦後、40年余

り続いてきた東西冷戦の構造を変える出来事が起きた。これによって加速した「世界

地図の変化」は、さまざまな分野、経路でわが国の企業行動、ひいては銀行の業務戦

略を左右する要因となった。

ポーランドで先行していた政治・経済改革の動きは、1989年に急速に他の東欧社

会主義諸国に波及し、11月には東西冷戦の象徴的存在であったベルリンの壁が崩壊、

12月には米ソ首脳のマルタ会談で冷戦終結が宣言された。翌 1990年 10月にはドイ

ツが統一された。

一方、欧州共同体（EC）には、以前から新たな統合形式を目指す動きがあり、

1991年 12月 9日からオランダのマーストリヒトで開かれた欧州理事会では、欧州中

央銀行（ECB）の設立、単一通貨の採用など、より高度の統合体である欧州連合

（EU）を目指す欧州連合条約（マーストリヒト条約）草案が合意された（発効は

1993年 11月）＊10。

欧州統一の動きは、東西冷戦の終結によって、従前の西欧諸国を前提とした概念か

図表 1─1─1 ③　BIS 規制の導入と強化による経営課題と当行の対応

経

　営

　環

　境

経
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　課

　題

当
行
の
対
応
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自己資本比率
8％の達成・維持

BIS
規制の
導入

優先株式、永久劣後債等
の発行開始

バーゼルⅠ
最終目標の
期限

時価発行公募
増資の停止

バーゼルⅡ公表

3本の柱への対応

バブル崩壊
の始まり

バーゼルⅠ修正
市場リスク規制の
導入

早期是正
措置導入

金融再生
プログラム

金融
危機

自助努力の資本増強と
公的資金（金融安定化法、
早期健全化法）

リスク管理の充実⇒

VaRによる市場リスクの
計測・管理の導入

資本の厚み確保⇒

内部格付制度
の高度化
オペレーショナル
リスクの計測

（世界金融危機）

リスク管理体制強化（改組）

バーゼルⅢ
テキスト公表

資本増強⇒

VaRモデル改善

自己資本の
量と質の見直し
への対応

流動性規制
導入予定
への対応

大規模な増資

優先株式や
負債性資本
等の消却
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ら範囲が拡大し、2011年 4月現在の EU構成国は旧社会主義諸国を含む 27カ国、う

ち共通通貨ユーロを導入している国は 17カ国である。こうした動きは、西欧の 12カ

国で構成されていた東西冷戦終結当時の ECの視点に立てば「東方拡大」であったが、

東欧地域、さらにはロシアを投資先として考えるようになった米国や日本など欧州以

外の国々からみれば、冷戦終結以前から起きつつあったグローバル化が、旧社会主義

諸国も一体化した、さらに大規模な動きになったことを意味した。

各国の旧社会主義諸国への投資は、当初は賃金など製造コストに着目した生産拠点、

輸出拠点としての活用を狙ったものであったが、直接投資の寄与などによって当該諸

国の所得水準が高まるにつれて、需要先として現地市場を開拓するための投資や、増

加した進出企業の活動を支援するための投資など、内容が多様化した。わが国の金融

機関も、日本からの進出企業に対する情報やサービスの提供、現地企業との取引拡大

などを行うために、ロシアや東欧地域に拠点を配置するようになっている。

三井住友銀行では、旧両行の頃を含めて、経営の効率化やリスクアセットの削減を

優先していた時期に欧州での国際業務を縮小傾向としたこともあったが、近年では、

潜在的な成長力が期待されるロシアなどの旧ソビエト連邦諸国、東欧、中東への窓口

として、また米国と並ぶ高度な金融取引の二大市場として再評価を進めている（454

ページ以降参照）。

他方で、通貨統合をはじめとする経済統合を政治統合より前倒しで進めてきたこと

は、それぞれの国の政治情勢の影響を受けやすい財政規律に格差が生じるという問題

を通じて、一部欧州諸国の財政危機につながった。最近になって EUは、深刻な世界

的金融危機につながりかねない欧州債務問題の解決という難題を抱えるに至っている
（524ページ参照）。

三井住友銀行にとっても、欧州の財政危機の行方は注視すべき対象となっているが、

債務問題が生じている国々に対するエクスポージャーは小さく、直接的なリスクは限

定的となっている。

アジアでは、東西冷戦の終結は、欧州で起きたような急激な体制変化という形では

現れなかったが、それ以前に生じていた各国間の関係断絶や冷却化を修正しようとす

る動きを促進した。また、東西冷戦終結前の 1985年から 1987年、終結後の 1993年

＊11 アジア NIEs（Newly Industrializing Economies）は韓国、台湾、香港、シンガポール。
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から 1995年に、2度にわたって急激な円高進行に直面した日本企業が、アジア

NIEs＊11、ASEAN、中国などに進出先をシフトさせながら生産拠点の海外展開を進め

図表 1─1─1 ④　世界地図の変化（国・地域別の GDP構成比）

1990年

2010年

（資料）  IMF『World Economic Outlook』、国連『National Accounts Statistics』
（注１）  2010年（IMF推計）の GDP（ドル表示）の上位 15カ国は国別表示、その他の国・

地域は地理的な要素、歴史的な要素によって 7グループに分けて表示。内訳は
OECD加盟国のうち 11カ国（米国、日本、ドイツ、フランス、英国、イタリア、
カナダ、スペイン、オーストラリア、メキシコ、韓国）、OECD非加盟国のうち
4カ国（中国〈香港、台湾、マカオを除く〉、ブラジル、インド、ロシア）。7グルー
プは、個別表示 15カ国を除く、①アジア、②欧州、③中東、④アフリカ、⑤中
南米、⑥オセアニア、⑦旧ソビエト連邦（ロシア、バルト三国を除く）・モンゴル・
北朝鮮。

（注２）  15カ国と 7グループの GDP構成比（対世界）を、図におけるそれぞれの面積の
相対的な大きさで表したが、グループとして表示した国・地域は、グループ全体
で表現しており、グループ内の個々の国・地域の GDP構成比変化は反映してい
ない。
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たことも、国際分業体制の形成と投資先の経済発展を促進する要因となった。中国の

改革・開放政策を受けて、韓国や台湾の企業も中国への直接投資を加速させた。

アジア経済は、1990年当時、既にその高い成長力が注目され、世界の成長センター

として期待が高まりつつあった。1997年のアジア通貨危機によって厳しい試練に直

面したが、日本をはじめとする国際的な金融支援や、米国の「IT景気」に刺激され

た輸出増加によって危機を脱し、その後は再び、世界経済を牽引する最も有望な地域

であるとみられるようになった。とりわけ中国経済の拡大には目覚ましいものがある。

また 1990年当時は、アジアの中でも環太平洋地域が主に注目されていたが、最近で

は BRICs＊12の一角であるインドの将来性にも期待が集まっている。このため、わが

国の企業や金融機関は、成長戦略における重点分野として、アジアでの事業展開を

行っている。

三井住友銀行では、旧両行の頃を含めて、国際業務を縮小していた期間においても

アジア拠点網の縮小を相対的に小幅にとどめた。その後、全行一丸となった努力に

図表 1─1─1 ⑤　東西冷戦の終結から生じた経営課題と当行の対応

経

　営

　環

　境

経

　営

　課

　題

当
行
の
対
応

1995年頃1990年前後 2011年2000年頃 2005年頃

グローバル化の加速

BRICsなど新興国経済の台頭

アジアを中心に海外の
高い成長を捕捉⇒

海外拠点網の削減と
資産圧縮（ただし、
アジアは小幅にとどめる）

東西
冷戦の
終結

EUの「東方拡大」
（東欧諸国が多数加盟）

ロシア、東欧、中東、中南米、
アフリカへの拠点配置⇒

バブル崩壊
の始まり

ジャパン・プレミアム

ASEANの加盟国拡大

（アジア通貨危機） （世界金融危機）

アジア・オセアニアでの
拠点拡充や業務・資本提携⇒

アジアにおける業務拡大⇒

クロスボーダーの課題に
対する部門間協働⇒

リスク管理の高度化、
部門間協働を図る組織改定⇒

（欧州債務問題）

業務展開、環境変化に即したリスク管理

不良債権処理等により
リスク許容度が縮小

旧東側諸国を含む
新興国への投資拡大
中国の経済
開放政策

外貨資金調達力
の低下

＊12 ブラジル（Brazil）、ロシア（Russia）、インド（India）、中国（China）。
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よって不良債権問題などの経営課題を克服して、国際業務への経営資源配分を再び強

化できるようになってからは、アジア重視の姿勢を一段と鮮明にしている。アジア市

場は三井住友銀行にとってフロンティアであり、アジアでの業容拡大の成否が成長の

鍵を握っているとさえいえる状況となっている（387、443、448ページなど参照）。

1990年前後から加速したグローバル化の奔流、世界経済の地殻変動の結果、今や、

銀行のビジネスにおいては、アジアをはじめとする海外の動きを思考、行動に結び付

けることが不可欠となった。奥は、その重要性を「世界地図の中で考え、行動しよ

う」という表現で、繰り返し訴えた。

図表 1─1─1 ⑥　当行グループのグローバルネットワーク
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（注１） ■：  支店（上海、香港、台北、ソウル、シンガポール、ラブアン、ホーチミン、ハノイ、バンコック、シドニー、
ニューヨーク、ケイマン、デュッセルドルフ、ブラッセル、ドバイ）

    ◆：  出張所（クアラルンプール、ロスアンゼルス、サンフランシスコ、ヒューストン、メキシコシティ、ボゴタ、
ヨハネスブルグ）

       ●    ：  駐在員事務所（大連、重慶、ヤンゴン、マニラ、アムステルダム、マドリード、プラハ、ドーハ、バハレー
ン、テヘラン、カイロ）

     ●  ：  三井住友銀行（中国）有限公司と欧州三井住友銀行の本支店、出張所、駐在員事務所
         （三井住友銀行〈中国〉有限公司　本店〈上海〉、天津支店、広州支店、蘇州支店、杭州支店、北京支店、

瀋陽支店、上海浦西出張所、天津濱海出張所、蘇州工業園区出張所、常熟出張所）
         （欧州三井住友銀行　本店〈ロンドン〉、パリ支店、ミラノ支店、モスクワ駐在員事務所）
     ▲  ：  その他の主要な現地法人
（注２）  2011年 4月 1日現在（拠点設置ベース）。
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◉金融自由化の進展が道を開いたグループ経営戦略
一方、経営環境の中で金融機関にとってより密接した分野である金融市場や金融制

度に関しては、1990年より前の年代からの一連の流れとして、金利や業務分野など

の自由化が次々に実施または検討の時期を迎えていた。

1990年当時、金利規制の緩和・撤廃は最終局面に向かいつつあった。1989年 10月

には、自由金利商品である大口定期預金の最低預入単位が 1,000万円に引き下げられ

た。小口定期預金の金利自由化については、1989年 6月に先導的な商品として準自

由金利の小口MMCが最低預入単位 300万円で導入された。預金金利自由化は、そ

の後、1993年 6月に定期預金で、また 1994年 10月には流動性預金（当座預金を除

く）で完了した。

金融自由化のうち業務分野に関する規制の緩和・撤廃は、金利規制の緩和・撤廃よ

り実現が遅れていた。専門制、分業制を特徴とする金融制度は、戦後の混乱の中で、

戦前から存在した枠組みを土台としたり、米国の制度を取り入れたりしながら、さま

ざまな経緯によって形づくられたものであった。戦後復興期、高度成長期、安定成長

期と日本経済の局面が移り変わり、世界的にも金融の自由化、グローバル化、証券化

などさまざまな動きが次々に出てくるようになると、昔ながらの縦割りの制度は実情

にそぐわなくなったが、長い間続いてきた業務分野規制の抜本的な緩和・撤廃を実際

に行おうとすれば、立場による考え方の相違、取り組みへの積極性・消極性などが分

野ごとに複雑に入り組み、調整は容易ではなかった。

結局、金融制度改革を実施するための法的枠組みである金融制度改革法が成立した

のは 1992年 6月、施行されたのは 1993年 4月であった。これにより、業態別子会社

を設立して銀行業務、証券業務、信託業務に相互参入ができることになったが、実施

に当たっては政省令等によって当初の業務範囲や参入時期などに制約が設けられた。

東京銀行以外の都市銀行は、長期信用銀行、信託銀行、証券会社などの相互参入一番

手に比べて、最も早い銀行でも、証券子会社で約 1年、信託銀行子会社（信託子会

社）で約 2年遅い設立となった。また、業態別子会社が扱える当初の業務範囲も制限

の強い内容であった。

住友銀行とさくら銀行は、1994年から 1996年にかけて、それぞれ証券子会社と信

託子会社を設立した（116、121ページ参照）。いわゆる激変緩和措置によって参入時期、

業務範囲の制約は受けたが、都市銀行にとっては待望の制度改革実現であり、各業態
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別子会社は早期に業容を拡大し、収益経営基盤を固めるべく、それぞれ経営努力を重

ねることとなった。

その後、金融制度改革の検討の過程では独占禁止法の規定があるために断念された

経緯のある金融持株会社が、独占禁止法改正等によって設立可能となったことや、各

業態別子会社の親会社である金融機関で再編の波が起きたことから、当初設立された

業態別子会社の多くは合併や営業譲渡などによって姿を大きく変えた。旧両行が設立

した証券子会社、信託子会社も 1999年から 2001年にかけて、相次いで譲渡された。

金融グループの形式は、金融制度改革法によって各種金融業務分野への相互参入が

実現した当時は、各業態の金融機関の下に、自身の業務分野以外の業態別子会社を設

ける方式であったが、現在では、金融持株会社の下に、さまざまな業態の金融機関や

金融サービス会社が連なる構成が大半となっている。

図表 1─1─1 ⑦　金融自由化の進行と当行の対応

経
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　環

　境

経

　営

　課

　題

当
行
の
対
応

1995年頃1990年前後 2011年2000年頃 2005年頃

金融制度改革
（業務分野相互
参入の始まり）

新たな業務分野の
強化（投資銀行業務など）⇒

個人・法人に対する
資金運用ビジネス強化

金融
自由化の
進行

日本版ビッグバン
の進行

持株会社体制
への移行

グループ経営改革

業態別子会社
（証券・信託）の設立

大和証券との
戦略的提携

金利自由化完了

店舗設置数規制
撤廃（都銀）

金融自由化に即した
個人業務の強化

法個分離、チャネル改革等
の営業体制変革

保険窓販の解禁と範囲拡大

投信窓販の解禁 証券仲介業務の解禁

遺言信託業務の解禁

新規業務への対応

金融持株会社の解禁
銀行子会社に関する
規制緩和

戦略的な拠点配置
（東海地区）

グループ経営強化

日興コーディアル証券
（SMBC日興証券）の
グループ化と協働強化

店舗ネットワーク戦略

ALM担当部署を
含む市場業務の
体制強化

市場業務の機会拡大と
リスクの複雑化

短期金融市場の改革
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三井住友銀行の場合は、2002年 12月、新たに設立した三井住友フィナンシャルグ

ループの完全子会社（100％子会社）となり、2003年 2月には、三井住友カード＊13、

三井住友銀リース（2007年 10月から三井住友ファイナンス＆リース＊14）、日本総合

図表 1─1─1 ⑧　グループ経営の変化
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100%

22%

三井住友ファイナンス＆リース

日本総合研究所

SMBCフレンド証券

SMFGカード＆クレジット

三井住友カード

セディナ

SMBC日興証券

プロミス

リース業務

システム開発・情報処理業務、
コンサルティング業務等

証券業務

クレジットカード業務

消費者金融業務

100%

100%

60%

100%

100%

100%

66%

【2011年 4月 1日現在】

三井住友フィナンシャルグループ

三井住友銀行 （注）

（注）  SMFGカード＆クレジットによるセディナの完全子会社化は 2011年 5月（4月時点ではグループ合算の議決権比
率 69％）。
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研究所の 3社が、三井住友フィナンシャルグループの完全子会社となった（256ページ

参照）。証券業務に関しては、三井住友フィナンシャルグループの下にホールセール

証券業務を担う合弁会社として大和証券エスエムビーシー（大和証券 SMBC）、リ

テール証券業務を担う SMBCフレンド証券（2003年 4月発足）を配していたが、

2009年の枠組み変更によって大和証券 SMBCに関する合弁は解消となり、新たにグ

ループ入りした日興コーディアル証券（2011年 4月から SMBC日興証券）が三井住

友銀行の完全子会社となっている（538ページ以降参照）。

また、日本版ビッグバン以降、次々に実現した改革によって、投資信託や保険、信

託業務など、三井住友銀行本体で提供できる金融商品・サービスは多様化した。

かつて戦略的な店舗展開の制約となっていた店舗の設置数や営業方式に関する規制

はなくなり、特定の地域に、短期間に重点的な店舗配置を行うことが可能になった。

三井住友銀行では、地域戦略上、東海地区に追加投資を行い、2008年から 2年間で

支店数を倍増させ、営業体制を強化した（382ページ参照）。

わが国に強い金融規制が存在した時代には、金融機関が競合相手との規模や業容の

大きな差を克服しようとすれば、合併などを考えるしかなかった。しかし、自由化が

進んだことで、お客さまにとってより価値の大きな金融商品・サービスを、どのよう

に素早く、効果的に提供するか、それを通じて自らも競合相手をしのぐ速度で発展で

きるかは、金融機関の創意工夫と努力次第となった。三井住友銀行、三井住友フィナ

ンシャルグループは、これらに的確に対応することによって、合併後の 10年で競合

金融グループを上回る飛躍的な成長を遂げた。

そして、「世界地図の変化」やバーゼルⅢなど新たな金融規制強化の動きなど、さ

まざまな経営環境に即して、常に一歩先を読み、機動的な対応を図りつつ、「最高の

信頼を得られ世界に通じる金融グループ」を目指して、新たな 10 年の歩みを進めて

いる。

＊13 2011年 4月現在、三井住友フィナンシャルグループの完全子会社である中間持株会社 SMFGカード
＆クレジット（2008年 10月設立）を通じて約 66％の持株比率となっている。

＊14 2007年 10月に三井住友銀リースと住商リースの合併によって誕生。三井住友フィナンシャルグルー
プの持株比率は当初 55％、2011年 4月現在 60％。
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 2 太陽神戸三井銀行の発足とさくら銀行への行名変更

◉三井・太陽神戸合併の時代背景
1990年（平成 2年）前後は、経営環境激変期の入り口という意味で、重要な転機

であったが、同時に、それ以前に生じていた環境変化への戦略的対応として、三井銀

行と太陽神戸銀行の合併構想が進み、そして実現した時期でもあった。金融規制に

よって銀行間の順位がほぼ固定化されていた時代の名残が経営体力の差として残る中

で、BIS規制や金融自由化などへの対応を考えねばならなかった両行首脳は合併を決

断し、1990年 4月 1日に太陽神戸三井銀行が発足、1992年 4月 1日には行名をさく

ら銀行に変更した（591ページ参照）。やがて三井住友銀行となって合流する 2本の大

河の一方である、さくら銀行誕生につながる時代背景は以下のようなものであった。

金融機関は、1970年代、1980年代から、資金需要の変化や自由金利市場の拡大な

ど、時代の変化を意識せざるを得なくなっていた。

それまでは、借入需要は旺盛であり、日本経済の着実な成長と資産価格の上昇基調

を背景に信用コストは総じて低位にあったため、銀行は原資となる預金を獲得して貸

出を増やせば、収益の増加を期待できた。ただし、貸出増加額規制（窓口指導）＊15、

預金金利や商品性に対する規制、店舗規制などが広く存在していたため、銀行間の順

位はほぼ固定化されていた。

実際には、収益関連の指標では、多少例外があり、個別行の経営努力によって、預

金や貸出金の規模の順位通りにならない場合があった。住友銀行は、都市銀行上位

行＊16の中で預金や貸出金の規模においては最大でなかったが、収益関連の指標でし

ばしば首位を占め、その収益力の強さは次第に定評を得ていった。しかし、上位と中

位、中位と下位のように異なるグループの間では、国内預貸金規模の違いによって生

じる基礎的な収益の差を、個別行の業績向上策だけで克服することは困難であった。

また、上位行同士、中位行同士のように規模が近い場合でも、規制の影響が大きい預

金や貸出金においては、銀行間の順位が入れ替わることはまれであった。

＊15 日本銀行による窓口指導には中断、廃止された時期があったほか、「指導」の強さ、内容、対象金融機
関の範囲は時期によって変更があった。

＊16 当時、都市銀行の経営指標などを比較する場合、預金規模や貸出金規模に応じて、上位、中位、下位
の 3グループに分けることが多かった。
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預金規模や貸出金規模で大きな順位変動が起きるのは、合併が行われた場合であっ

た。1971年（昭和 46年）3月 11日、共に中位行であった日本勧業銀行と第一銀行が

合併合意を発表し、10月 1日に誕生した第一勧業銀行は、預金や貸出金の規模が都

市銀行の中で最大となった。1973年 2月 13日には、共に都銀下位行であった神戸銀

行と太陽銀行が合併合意を発表し、10月 1日に太陽神戸銀行が発足した（593ページ

参照）。太陽神戸銀行は、中位行であった三井銀行、東海銀行と預金や貸出金の規模

がほぼ同程度となった。

各種金融規制に縛られているという制約条件の下では、現状を打破して飛躍的に業

容を拡大しようとすれば再編以外に道はなかった。

他方で、この 2件の合併と相前後して、日本経済の高度成長期を支えた諸条件が変

わる出来事が偶然重なり、安定成長期への移行や資金の流れの変化など、金融機関を

取り巻く環境を変えることとなった。

第一勧業銀行が誕生した 1971年 10月をはさんで、戦後長く続いた 1ドル 360円の

固定相場制が終了した。8月に米国が発表したドルと金との交換停止、12月のスミソ

ニアン協定によって、新たな固定相場は 1ドル 308円となった。太陽神戸銀行の合併

合意発表があった 1973年 2月にはその維持も困難となり、3月には本格的な変動相

場制に移行して、円高が進んだ。太陽神戸銀行が誕生した 1973年 10月には第 1次石

油危機が起き、安定した価格と供給を前提に原油を輸入して経済活動を行うことがで

きた時代は終わった。直後の 11月に景気は山を迎え、高度成長期も終了した。

設備資金の需要は高度成長期ほど強くなくなり、いわゆる減量経営により運転資金

の増勢も鈍化した。大企業を中心とする借入需要鈍化は、専門制、分業制によって業

務分野が分かれていた各種金融機関のあり方を揺るがした。設備投資を自己資金で賄

う動きが徐々に強まって、長期金融を担っていた長期信用銀行や信託銀行が特に影響

を受け、後年に起きる金融危機や金融再編の伏線となった。金融機関の間では、優良

な中小企業との取引深耕を目指す動きが活発化した。

経済成長の鈍化を受けて税収が伸び悩む一方で、社会保障や教育など国民生活に関

わる歳出は増加する傾向にあったため、国債の発行が増加した。国債の発行増加は流

通市場の拡大を促し、既発債という自由金利商品を生んだ。また、債券売買の形を借

りた短期の自由金利取引である債券現先が、企業などの余剰資金を吸収して急成長し
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たことは、規制金利体系下の銀行預金では運用ニーズに十分応えられなくなったこと

の表れであった。都市銀行は、かねて構想があった譲渡性預金（CD）の実現に向け

て動き、1979年 5月に CDの発行が始まった。CDは、勘定科目は預金と別建てに

なったが、法的性格は預金であり、預金金利自由化の端緒であった。

さらに、内外資金取引の自由化が次々に進められた。この背景には、変動相場制移

行によって資本取引規制の必要性が薄れたことや、国際収支のインバランス（不均

衡）を理由に日米経済摩擦が繰り返し起きるうちに、摩擦の対象がわが国の金融・資

本市場の制度問題にまで及んだことがあった。自由化を受けて、都市銀行は、ドルな

どの外貨やユーロ円を利用した業務を拡大させたため、国内円預金などの規模比較の

意義は薄れてきた。

また、1980年代後半になると、エクイティーファイナンス＊17が活発化した。投資

家側は、キャピタルゲインへの期待から競ってエクイティーファイナンスに応じ、調

図表 1─1─2 ①　安定成長期移行による部門別資金過不足の変化
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（資料） 内閣府『国民経済計算年報』
（注１） 家計は個人企業や対家計民間非営利団体（学校法人、宗教法人等）を含む。
（注２） 非金融法人は民間および公的。
（注３） 政府は中央および地方、社会保障基金。
（注４） 金融機関（民間および公的）の資金過不足表記を省略。
（注５） 1990年基準（68SNA）の計数を利用。

＊17 新株発行や、新株予約権付社債（当時は転換社債、新株引受権付社債）の発行のように株主資本の増
加をもたらす資金調達。
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達側では、資本コストとして主に金利や配当の支払いに関心を払っていたために、借

り入れや普通社債発行より低コストの調達手段と見なして積極的に利用した。こうし

た動向は、長期信用銀行、信託銀行に特に大きな影響を与えたが、都市銀行などでも、

多かれ少なかれ、貸出先の新規開拓に注力する必要性が生じたという点は共通であっ

た。

金融規制が緩和・撤廃される方向に動き始めたことによって、金融機関の経営も量

より質が問われる時代といわれるようになってきた。預金金利の自由化が進んだこと

を利用して、仮に市場実勢を大きく上回る金利で預金を増やしても、調達金利に見合

う運用先を確保できなければ収益にはマイナスに作用した。店舗もただ多ければよい

ということではなく、採算性が重視されるようになった。

しかし、銀行の収益を左右する要因として「規模の利益（規模の経済性）」が完全

に消失したわけではなく、また成長を見込める地域の店舗網を拡充する利点も依然大

きかった。大蔵省による店舗規制は、店舗の設置場所、小型店舗や機械化店舗といっ

た新たな形態の導入などの点で緩和が進められたが、一般店舗、小型店舗の設置数規

制は残ったため、合併という選択をせずに、有望な地域の店舗を他の金融機関より顕

著に増強することはできなかった＊18。

金融機関を取り巻く環境が以上のような状況にあった 1986年 10月 1日、住友銀行

が平和相互銀行を合併した（589ページ参照）。この合併により、住友銀行の全国の店

舗数は第一勧業銀行とほぼ同程度まで増え、特に首都圏の店舗数が増加した。預金や

貸出金の規模も、第一勧業銀行に次ぐ第 2位となった。

当時、規制緩和、都心再開発、金融自由化・国際化の進展などの諸条件が重なって、

国際都市、国際金融市場としての東京の将来性に対する期待が強まっていた。金融緩

和、資産効果などが押し上げ要因となって、大型景気、「平成景気」が生まれようと

していたが、その中心も東京であった。地方との格差が取り上げられ、東京一極集中

問題が盛んに論じられた。

＊18 一般店舗、小型店舗の設置数規制が撤廃されたのは、地方銀行、第二地方銀行などは 1993年度、都市
銀行は 1995年度になってからであった。
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◉合併直前の三井銀行と太陽神戸銀行の状況
この頃、太陽神戸銀行と三井銀行では、それぞれ経営首脳の交代があった。太陽神

戸銀行では、元大蔵事務次官の松下康雄が、取締役を経て、1987年 6月、頭取に就

任した。三井銀行では、1988年 6月、末松謙一が副社長から社長に就任した。2人は

1926年（大正 15年）生まれの同い年で、20年ほどの付き合いがあり、互いに信頼感

を持っていた。

当時、三井銀行と太陽神戸銀行は、同じ中位行として業績を競っていたが、銀行の

特徴は対照的だった。三井銀行は戦前から多くの有力企業と親密な取引関係にあった

反面、国内店舗数は少なかった。戦後は、企業の旺盛な資金需要に応えつつ、貸出の

原資となる預金増強に取り組んだが、各種金融規制が存在したため、飛躍的に預金を

増やすことは難しかった。三井銀行にとって店舗網の拡充は、他の銀行以上に重要な

課題であった。

その中で、伝統的に証券関係業務や国際業務に力を注いできた三井銀行にとって、

検討が進み始めた業務分野の自由化は、規制に縛られて量の制約に直面しがちだった

預金・貸出業務の枠を広げ、総合的な金融サービスの提供によって新たな発展を探る

扉を開く期待を抱かせるものであった。

ただし、問題は長年続いてきた量の制約の影響だった。金融自由化が部分的に進ん

だことで変化は起きつつあったとはいえ、銀行の収益力の基礎として預貸金の規模は

依然として重要な要素であったし、金融規制色が濃かった従前はなおさら決定的で

あった。そのような期間が長く続いたことによって、年々の蓄積の差として、資本や

含み益の大きさ、従業員の数など、銀行の基礎的な体力ともいうべき部分に、預貸金

規模の差が影響していた。基礎的な体力の差によって、業務範囲の拡大のためにどの

程度の物的投資、人的投資が可能か、左右されるおそれがあった。また、新たな業務

は軌道に乗れば大きな収益を期待できる反面、当面は先行投資となる上に、その後も

環境次第で損益の変動が大きくなる可能性も考慮しておかねばならず、伝統的業務の

厚みは経営の安定性という面でも重要であった。

加えて、バーゼルⅠの適用開始によって、伝統的業務にせよ、新たに範囲が広がる

業務にせよ、リスクアセットの増加を伴う規模の拡大には従来にも増して自己資本が

必要な時代が到来しつつあった。バーゼルⅠへの対応は、他の大手行にとっても共通

の課題であったが、三井銀行にとっては、規模の拡大実現に向け克服すべき制約条件
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が強まったことを意味した。

一方、太陽神戸銀行は、1973年の合併によって、都市銀行の中でも特に店舗数が

多い銀行の一角に入っていた。店舗ごとの採算性を重視する必要がある経営環境に変

わりつつあったため、店舗の合理化を進めていたが、店舗数の多さは太陽神戸銀行の

特色の一つであった。

安定成長期への移行により、主に大企業では銀行借入への依存が低下する一方、中

小企業ではまだ自己資金が手薄であり、資本市場の利用も容易でなかったことから、

銀行借入に対する需要は根強かった。また、個人に関しても、旧来の住宅ローンや提

携ローンだけでなく、住宅改装（リフォーム）やアパート建設のためのローン、カー

ドローンなどが広まってきていた。当時、各銀行は中小企業や個人のお客さまとの取

引拡充を重点施策としており、先行して成果を上げた銀行も出ていた。太陽神戸銀行

は、店舗網をいかして、この競争に臨もうとしていた。

また、神戸銀行発祥の地である兵庫県に数多くの店舗があり、兵庫県や神戸市など

の指定金融機関として地方公共団体との取引に積極的に取り組んでいたことも、太陽

神戸銀行の特色であった。

他方、太陽神戸銀行にとって、大企業取引や国際業務は強化すべき課題であった。

長い取引関係がある有力企業はあったが、いわゆる企業グループ、金融グループとい

う関係ではなく、他行が主力銀行の場合もあった。主力銀行であれば、貸出だけでな

く、外国為替取り扱いや社債発行、社員や関連会社との取引などに幅広く関与できる

機会を期待できたが、主力銀行以外では同様にはいかなかった。

また、国際的な事業展開を行う企業は、大企業だけにとどまらず、中堅・中小企業

へ広がりつつあった。わが国の銀行は、内外連携の態勢を整えて、企業の海外進出支

援や、現地での金融サービスや情報提供などを強化し、お客さまの期待に応えようと

力を注いでいた。太陽神戸銀行は、合併後、海外拠点配置を積極的に行ってきたが、

上位行や、同じ中位行でも上位行並みの海外拠点数を持っていた三井銀行に比べると、

まだ不十分であった。

オンラインシステムの更新や機能拡充、また将来、銀行の業務範囲拡大が実現した

場合の物的投資、人的投資において、基礎的な経営体力の差が対応能力に影響しかね

ないという懸念は三井銀行と共通していた。
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◉合併の道筋とさくら銀行への行名変更
三井銀行、太陽神戸銀行がそれぞれ固有に抱える課題と、共通して直面する課題に

どう立ち向かうべきか、それぞれの銀行の経営に責任を持つ者として末松、松下は絶

えず自問していたが、1989年 3月 9日の夜、末松の発案により 2人で会う機会を設

けることとなった。末松は、その時は、会合の場の雰囲気をとっさに考慮して、合併

を話題にしなかった。ただし、2人は言外に互いが問題意識を共有している様子を

悟った。3月 24日の昼、2人は場所を改めて会うこととなった。この場で 2人は、金

融機関を取り巻く経営環境が大きく変わりつつあり、互いの銀行が課題への対応を迫

られている状況について話し合った。末松は、両行が抱える課題を克服し、飛躍的な

発展を遂げる方策として合併を提案した。

両行首脳同士の話し合いを契機に合併の検討が始まったが、過去に他の銀行で、検

討や準備が十分進まないうちに構想が明るみになった影響で合併が頓挫した例があっ

たことから、検討は限られた人数で極秘のうちに進めることとなった。5月 23日、

首脳同士だけでなく、一部の役員も交えた初めての顔合わせがあり、三井銀行からは

末松の他 2人、太陽神戸銀行からは松下の他 3人が出席した。両首脳の指示によって、

この中から両行各 1人が合併に向けて必要な擦り合わせを行うこととなった。交渉窓

口となった 2人の役員は、合併公表まで十数回にわたり、場所を変えながら話し合い

を行い、末松、松下の了承を得ながら、合併に関わる基本的な事項について交渉を進

めた。

1989年 8月には合併公表に向けた準備は大詰めを迎えた。両行はそれぞれ 8月 28

日に臨時取締役会を開催し、合併の基本的な事項について合意した覚書、了解事項に

基づき合併を進めることを決議した。その時点では、合併の発表を 30日に行う予定

であったが、その後、大手経済紙が 29日付朝刊で両行の合併構想を報道する動きが

明らかになったため、急
きゅう

遽
きょ

、1日繰り上げることとなった。

29日、末松と松下は都内のホテルで共同記者会見を行い、三井銀行と太陽神戸銀

行が 1990年 4月 1日を期に対等の立場で合併を行うことについて両行経営陣の間で

合意に達したこと、合併の法手続き上、三井銀行を存続会社とすること、太陽神戸銀

行の株式 1株に対して三井銀行の株式 0.8株を割当交付すること、新銀行の名称は太

陽神戸三井銀行とするが合併後 3年以内に新しい名称に変更すること、本店を九段

（太陽神戸銀行東京本部所在地）に置くこと、新銀行の会長に松下、頭取に末松が就

任することなどを発表した。金融機関の経営も量より質が問われると言われることが
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増えてきた中で、大型合併を目指したこと

について、記者会見で末松は、量か、質か

という単純な問題ではなく、ある程度の量

がないと質もついていかない時代になった

という認識を示した。

末松は、共同記者会見の後に開催した三

井銀行の臨時支店長会における社長訓示で、

合併を決断するに至った経緯について、次

のように説明した。

合併を決断する動機となった経営環境認識でありますが、ここもと、金融の自

由化・国際化が急速に進展し、かつ新しい金融秩序を求めて制度改革問題が俎
そ

上
じょう

に上るなかで、我々都市銀行の経営課題は、かたや既存業務を中心に経営の効率

化を図りつつ他方で新種業務への進出、内外ネットワークの拡充、機械化投資な

ど膨大な人・物・金という経営資源投下を行うことにより、高度化・多様化する

顧客ニーズに応えていく必要に迫られていると申せましょう。しかも、こうした

業務展開に当たっては同時に、BIS自己資本比率規制の導入された現在「資本力

の大小で業容規模が決定される」という国際的な極めて厳しい制約の下で行わね

ばならないという状況にあります。（中略）

さて、合併の重要性は以上の通りでありますが、この合併という大きな課題、

その戦略的意義は端的に申しまして、「中位行の規模的制約より来るハンディか

ら脱却して、量・質兼ね備えた代表的総合金融機関に飛躍すること」にあると申

せましょう。

また、三井銀行と太陽神戸銀行という合併の組み合わせの意義について、松下は、

共同記者会見の後に開催した太陽神戸銀行の緊急支店長会議における頭取訓示で、次

のように説明した。

まず第一には、何といっても、合併後出張所を含めて国内 591＊19という営業

＊19 1989年 7月末の両行の国内店舗数（本支店と出張所）の合計。

このブロックは著作権上の
理由で表示できません
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拠点の数に見る通り、国内店舗ネットワークの大幅な拡充強化が図れることであ

ります。（中略）

第二は、大企業から個人取引にわたる顧客基盤の大幅な拡充強化が達成される

ことであります。（中略）

第三は、国際化への対応力が質・量ともに一段と強化されることであります。

企業の多国籍化、金融の国際化、ボーダレス化に対応してグローバル展開を行う

には、広範囲の拠点網に加え、個々の拠点の質的強化が要請されることは論をま

ちません。（中略）

さらに、本合併に伴い、コンピューター等経費の重複を排除することにより経

営体質の強化を図ることが出来る一方、人・物・金の経営諸資源は大幅に強化さ

れ、「規模の利益」を最大限に追求できるほか、都銀としての飛躍的な地位向上

が期待されるのであります。

同じく 8月 29日、合併準備手続きを円滑に推進するために、両行それぞれ 4人の

役員から成る合併委員会と、同委員会を補佐する機関として、合併委員会事務局を設

置し、9月 7日に初会合を開いた。以後、合併まで合計 21回、新銀行の運営に関す

る基本的事項や、合併手続きのうち重要な事項などについて調整を行った。

10月 18日に開いた第 4回合併委員会では、合計 16の提案の中から絞られていた 4

案に対する投票によって、シンボルマークを「さくらの花」、コーポレートカラーを

さくら色、コーポレートロゴタイプはゴシック体を基本としたデザインとする案が選

ばれた。20日に、このシンボルマークなどを発表すると、マスコミによって一斉に

報道されたが、合併後 3年以内に行名を変更するとしていたことを受けて、新しい銀

行名は「さくら銀行？」と書いた全国紙もあった。この時点では「さくら銀行」とい

う行名が決まっていたわけではないが、シンボルマークに「さくらの花」を採用した

ことは、後に新しい銀行名を検討する際に影響が及ぶこととなった。

1990年 4月 1日、半年余りの合併準備を経て、太陽神戸三井銀行が誕生した。合

併直前の 1990年 3月期の数値を合算すると、総貸出残高は都市銀行最大、総預金は

第 2位であり、金融規制が強かった当時は銀行の基礎的な収益力を左右する決定的な

要素であった預貸金規模の拡大は実現された。他方、合併効果実現前の数字とはいえ

利益は第 6位であった（図表 1─1─2 ②）。金融自由化が進んでも「規模の利益」は
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完全には消失せず、収益には規模の差の影響が残る反面、システム投資など規模にか

かわらず一定以上必要となる経費があるため、利益の格差は、預金や貸出金の大きさ

による対比より開く傾向にあった。このため、合併前の旧両行の利益を合算しても、

預貸金規模のように他の上位グループと遜色ない水準とはならなかった。

これは、合併後に名実ともに一つの銀行といえるような組織、人事、事務・システ

ム、店舗配置などを早急に実現できなければ、合併前の数字を単に合算した利益水準

から抜け出るための条件が整わないことを示唆していた。ただし、性急な対応によっ

て行内に誤解や無用の摩擦が生じれば、かえって実質的な一体化を遅らせる要因とな

りかねないというジレンマがあった。

三井銀行は、第一国立銀行創立時から三井と縁故のあった第一銀行と 1943年に合

併して帝国銀行となったが、旧両行のすれ違いによって、1948年に新しい帝国銀行

と第一銀行に分離した歴史があった（591ページ参照）＊20。戦後、大きな課題となった

店舗数の少なさは、戦前の少数店舗経営の名残に加えて、この分離が一因であり、三

図表 1─1─2 ②　太陽神戸三井銀行発足当時の都市銀行内の位置付け 

三井＋太陽神戸 都市銀行平均
都銀中
の順位

三井
銀行

太陽神戸
銀行

上位 5行
平均

中下位 7行
平均

店舗数（除く出張所） 店 533 ① 210 331 260 308 227

国　　　内
海　　　外

店
店

513
20

①
②

194
16

319
12

246
14

291
17

215
12

預金（含む CD）
（1店舗当たり）

億円
億円

466,537
862

②
⑦

249,431
1,188

217,106
656

289,334
1,062

449,847
1,475

174,683
766

貸出金
（1店舗当たり）

億円
億円

364,255
673

①
⑦

191,128
910

173,127
523

199,595
736

298,756
980

128,766
562

経常利益
当期純利益

億円
億円

2,157
1,159

⑥
⑥

1,260
650

898
509

1,729
877

3,071
1,550

771
396

自己資本比率（経過基準）
自己資本比率（最終基準）

％
％

8.18
7.05

⑪
⑪

8.02
6.91

8.40
7.23

8.73
8.13

8.40
8.37

8.96
7.95

（資料）  各行有価証券報告書、太陽神戸三井銀行『ハンドブック』、合併委員会事務局ニュース No. 47
（注１）  諸計数は 1990年 3月期。ただし、「三井＋太陽神戸」の店舗数は 1990年 4月 1日時点（発足時の統廃合後）。
（注２）  都市銀行平均（除く東京銀行）は単純平均。ただし店舗数は平均後の国内と海外の合計。
（注３）  金額は四捨五入しており、内訳の和と合計が一致しない場合がある。自己資本比率は小数第 3位以下を切り捨て。
（注４）  順位は、1990年 3月末時点の都銀 12行（除く東京銀行）のうち「三井＋太陽神戸」を 1行と見なした 11行の

中で求めた。

＊20 帝国銀行は、1944年に十五銀行を合併したが、十五銀行は、分離の際、新しい帝国銀行側に属した。
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井銀行にとって苦い経験であった。太陽神戸銀行との合併構想公表の当日に開催した

臨時支店長会で、会長の神谷健一は、旧帝国銀行に入行した後、分離を経験したこと

を訓示の中で語った上で、「旧帝国銀行の誤りを二度と繰り返してはなりません」と

述べた。

一方、太陽神戸銀行は、1973年の合併以降、神戸と東京にそれぞれ本部機能を置

きながら、慎重に合併効果を追求していた。

太陽神戸三井銀行では、三井銀行が持っていた帝国銀行分離という歴史と、太陽神

戸銀行が持つ合併の経験を踏まえて、拙速な対応を避けながら、他方で、合併の時期

とほぼ重なるように激動の様相を強め始めた経営環境を意識して、効率面において合

併効果を追求する必要性が強調された。ただし、その後の経済・金融情勢の変化は速

く、量の合併効果に質が十分に兼ね備わらないうちに、金融激動の局面を迎える結果

となった。

太陽神戸三井銀行にとって、収益力の増強と並んで喫緊の課題は、自己資本比率の

引き上げであった。合併直前の 1990年 3月末の自己資本比率は、補完的項目（Tier 2）

の一部を基本的項目（Tier 1）に充当できる経過措置ベース＊21では 8.18％と他の都

市銀行上位行と同程度であり、中間目標の 7.25％を上回っていた。しかし、最終ベー

スで算定すれば 7.05％であり、経過期間終了後の 1992年度末（1993年 3月末）以降

はその算定方法に基づいて最終目標である最低基準 8％を満たす必要があることを見

越すと、早急な対策が必要であった。Tier 1を左右するのは資本金や内部留保蓄積で

あったが、内部留保の厚みに関しては、年々蓄積されてきた「規模の利益」の差が色

濃く出て、旧両行を合算しても、長年、上位行であった各行との差が大きく、合併効

果をいかして早急に利益増強を図る必要があった。

1986年 5月の大蔵省銀行局長通達により、経営諸比率指導の一環として、バーゼ

ルⅠとは異なる仕組みであったが自己資本比率の目標基準が示されたことや、1987

年 1月に、後のバーゼルⅠにつながる米英共同提案が明らかになったことから、わが

国銀行界はエクイティーファイナンスのラッシュとなった。三井銀行と太陽神戸銀行

も 1987年度、1988年度に時価発行公募増資などによって合わせて約 3,200億円を調

達した。この 2年間の両行合計の増資額は、他の上位行とほぼ同程度であった。しか

＊21 1987年度末から 1990年度末前までは基本的項目について最大限 25％まで、1990年度末から 1992年
度末前までは同じく 10％まで、補完的項目を充当して算定できる経過措置が設けられていた。
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し株価が史上最高値を記録した 1989年度には、合併比率に影響を及ぼすエクイティー

ファイナンスを見合わせた。他の上位行は、この 1年間だけで、住友銀行の約 4,800

億円を筆頭に、おおむね 1行当たり平均 2,800億円程度の調達を実施した。

三井銀行と太陽神戸銀行は、合併後の増資に期待をつないでいたが、市場動向はこ

の間に激変してしまった。日経平均株価は、1989年 12月 29日に終値での史上最高

値 3万 8915円 87銭を付けたが、1990年に入ると一転して下落基調となり、太陽神

戸三井銀行が営業を開始した 1990年 4月 2日の終値は 2万 8002円 07銭と、約 3カ

月で 28％も下がっていた。このような株価動向を受けて、新銀行発足直前の 3月下

旬から発行市場は機能を停止してしまった。結局、時価発行公募増資が再開されたの

は 1994年 3月で、それも実質的に対象企業を少数に限定する条件付きであった。こ

のため、合併後に制度が整えられた劣後ローンや劣後債、優先株式などによって BIS

自己資本増強を行ったが、1989年度に普通株式で増資ができていたか否かの違いは、

やがて金融不安が増殖し、銀行の自己資本の厚みや内容に関心が集中するようになっ

た時に、大きな差異として影響することとなった。

太陽神戸三井銀行は、旧両行の名前がそれぞれお客さまに親しまれてきたことを考

慮して、旧行の名称を合わせた行名で発足したが、行名が当時の都市銀行の中で最も

長く、お客さまからは、銀行名を記入する際に面倒である、不便であるという声が多

く上がっていた。合併に当たって、新聞などで「太
たいしん

神三井」という略称の利用も呼び

かけたが、解決の決定打にはならなかった。そこで、合併後 1年が経過した 1991年

4月に、頭取を委員長とする行名変更検討委員会を設置した。お客さまの声を踏まえ

て早急な対応が必要という判断であった。

検討材料の一つとして全行的なアンケートを実施したところ、ひらがな表記の「さ

くら銀行」が約半数となり、カタカナ、漢字、英語を含めると関連の名称が約 6割を

占めた。その他のステークホルダーの声なども含めて行名変更検討委員会で検討を重

ね、総合的な判断として、1991年 5月 8日の取締役会で、1992年 4月から株式会社

さくら銀行へ商号を変更するために、大蔵省に対して認可を求める手続きに入ること、

定款変更の議案を 6月の株主総会に提出すること、を決めた。

約 1年間にわたる行名変更の準備は順調に進み、太陽神戸三井銀行は、1992年 4

月 1日、さくら銀行として新たな一歩を踏み出した。
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合併、行名変更時を含む初期のさくら銀行においては、バブル崩壊が進んだ時期に

重なったことなどから、合併による規模の拡大を土台にさらに量の増強を進めるので

はなく、自己資本比率規制への対応を含む質の向上に力を注いだが、銀行を取り巻く

経営環境は厳しさを増していった。

図表 1─1─2 ③　さくら銀行の主要業務指標の推移
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（資料）各行有価証券報告書、太陽神戸三井銀行『ハンドブック』
（注１）  諸計数は各年 3月期の数字。預金、貸出金、自己資本比率は期末。
（注２）  さくら銀行の 1990年 3月期は三井銀行と太陽神戸銀行の合計、1991年 3月期、1992年 3月期は行名変更前（太

陽神戸三井銀行）。
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 3 不良債権問題の発生と初期の金融不安

◉散発し始めた中小金融機関などの経営破綻
1990年（平成 2年）1月から始まった株価のバブル崩壊、4月から実施された不動

産業向け融資の総量規制、1991年 2月を山として後退局面に入った景気動向など、

1990年頃を境に、企業や金融機関を取り巻く経営環境は様変わりとなった。過大な

資金を資産取引に注ぎ込んでいた企業では、早々に経営難に陥るところが多かった。

1991年の企業倒産は、件数は多くなかったが、負債総額は過去最高（当時）に急増

した（図表 1─1─3 ①）。土地や株式に対する投資や投機の失敗で、1件当たりの負債

額が大きい財テク倒産、バブル型倒産が増えたためである。その後、販売減少、売掛

金回収難など本業不振を原因とする不況型倒産も目立つようになった。倒産に至らな

いまでも、借入の元利返済が滞る企業も増えていった。

業績不芳の企業の広がりは、金融機関にとって不良債権発生の源となった。ノンバ

ンク＊22や中小金融機関の一部では、自己資本の厚みや収益力に比べて不良債権処理

の負担が重くなり、経営が悪化した。1991年 4月には、金融機関系のノンバンクが

破綻する最初の事例が起きた＊23。1992年 4月には、主要取引先の業績悪化の影響で

＊22 ノンバンクは「預金等を受け入れないで与信業務を営む会社」。大蔵省銀行局長の私的研究会であるノ
ンバンク研究会報告書（1991年 4月）による。

図表 1─1─3 ①　バブル崩壊前後の企業倒産の動向
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経営再建の道を探っていた東邦相互銀行を伊予銀行が合併した（発表は 1991年 7月）。

この合併では、預金保険機構が、1971年（昭和 46年）7月の設立後初めて資金援助

（この事例では低利融資）を行った＊24。その後の破綻処理でも、預金保険機構が資金

援助を行う例が一般的となった。

問題が複雑であったのはノンバンクである。ノンバンクは、設立経緯から独立系、

金融機関系、製造業や流通業などの事業会社系に大別され、業務内容も事業金融、

リース、信販、住宅金融などさまざまであったが、バブル期に、資産取引に伴う資金

需要に応じて貸出を急拡大させた会社が少なからず存在した。バブルが崩壊すると、

業績不振に陥った企業では、ノンバンクに対する元利返済が滞るようになった。ノン

バンクの貸出の原資は、主に金融機関からの借入であったが、借入先は広く分散して

いた。設立の経緯から系列と見なされている金融機関や、融資シェアが上位の金融機

関であっても、融資額が圧倒的に大きいとはいえない場合が多かった。

多数の金融機関が、複数のノンバンクに対して、各社の借入の一部を融資している

にとどまるが、絡み合った関係を足し合わせると、金融機関全体からのノンバンクの

借入は多額であるという構図は、問題の解決を難しくした。後述する住宅金融専門会

社（住専）の破綻処理が典型的な例であるが（45ページ以降参照）、それより前の金融不

安の萌芽期では、住専を含め、経営に問題が生じたノンバンクに対して、金利減免

（引き下げ）などの金融支援により再建の道が模索された。

◉不良債権額公表の開始
企業倒産が増加し、中小金融機関の経営行き詰まりが散発したり、系列ノンバンク

の経営悪化がささやかれたりする状況になれば、金融機関の経営内容、特に不良債権

に対して関心が強まるのは自然な成り行きであった。外資系金融機関や民間調査機関

による不良債権推計値が出回るようになったが、定義や推計方法次第で金額が大きく

異なり、情報の混乱が株式市場などに及ぼす影響を懸念する見方もあった。開示基準

を統一して、金融機関の経営情報の一つとして不良債権額を公表する必要性が強まり

つつあった。

＊23 静岡信用金庫系列のノンバンク、静信リースが会社更生法の適用を申請。
＊24 設立当初、破綻処理の仕組みは、預金保険機構から預金者に所定の保険金を直接支払う狭義のペイオ

フ方式だけであったが、1986年 7月に、破綻金融機関を救済する金融機関に対してペイオフコスト内
で資金援助を行う方式が導入された。ペイオフコストとは、保険金支払方式を採用した場合に見込ま
れる費用である。なお、農協や漁協に関して同様の役割を担っていた農水産業協同組合貯金保険機構
では、1987年 7月に資金援助（金銭贈与）を決めた例があった。
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大蔵省は、1992年 4月、都市銀行、長期信用銀行、信託銀行 3業態で 6カ月以上

利払いが停止している延滞債権額の概数（1992年 3月期）が 7兆円から 8兆円とい

う推計金額を初めて示した。また 1992年 9月中間期の全国銀行決算概況速報の発表

の際も、3業態の 6カ月以上延滞債権額の聞き取り結果（12兆 3,000億円程度）を明

らかにした。

情報開示のあり方については、12月に、金融制度調査会が、①近い将来において

元本回収が不可能になる蓋
がい

然
ぜん

性
せい

が高い破綻先債権額については、全ての銀行が開示す

る、②将来、元本回収が不可能に変わる蓋然性がある延滞債権額については、当面、

都市銀行、長期信用銀行、信託銀行で開示する、③金利減免・金利棚上げ先に対する

債権額は、債務者の再建・支援が図られ、元本の回収が前提とされていることから、

当面は開示範囲に含めない、という趣旨の考え方を示した＊25。

全国銀行協会連合会＊26は、この考え方を踏まえて、1993年 3月に「ディスクロー

ジャー制度における統一開示基準の見直しについて」を決定し、いわゆる不良債権の

情報を開示項目に加えた。この結果、利息が 6カ月以上延滞して未収利息を収益不計

上とすることが税務基準で認められる貸出金のうち、①会社更生手続開始や破産の申

し立てなどがあった債務者に対する破綻先債権額は全ての加盟銀行の開示項目、②破

綻先債権額（①の対象）と、金利棚上げ（金利返済の一時猶予）によって未収利息不

計上としている貸出金（開示対象外）を除いた金額、すなわち延滞債権額は都市銀行、

長期信用銀行、信託銀行の開示項目とされた。金利減免先に対する貸出金は、金利減

免にもかかわらず未収利息不計上に当たる状態になっていなければ開示対象に該当し

ないため、再建・支援を図っている金利減免・金利棚上げ先に対する貸出金は、基本

的には開示の対象外であった。

以上の基準による開示（ディスクロージャー）は、1993年 3月期から 1995年 3月

期まで続いた。元本回収が不可能になる蓋然性によって開示対象が分けられたが、債

務者の経営再建が進んで元本回収が実現するかどうかは、さまざまな要因に左右され

た。資産価格の下落が業績悪化の主因であれば、再建の行方は資産市場の動向次第で

あった。景気悪化による売り上げ不振が業績不芳の原因であれば、景気がいつから、

どの程度力強く回復するかが問題であった。本業の不振が単に循環的な景気悪化では

＊25 金融機関のディスクロージャーに関する作業部会中間報告「金融機関の資産の健全性に関する情報開
示について」。

＊26 1999年 4月（および 2011年 4月）に改組と名称変更があったため、以下、1999年 3月以前を全国銀
行協会連合会、それ以後を全国銀行協会と記す。
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なく、東西冷戦の終結による世界経済の枠組み変化や生産の海外シフトなど、構造的

な要因を抱えているのであれば、新たな収益源の開拓や不採算部門の切り離しなど抜

本的な経営改善策が功を奏するか否かが鍵を握った。

債務者の経営再建に向けた動きは、厳しい展開となった。日経平均株価は、1992

年 3月には 2万円を割り込んだ。バブル期の地価高騰は東京中心であったが＊27、全

国でほぼ一様に上がった列島改造ブームの後でさえも短期間の下落だったのに対して、

バブル崩壊後 10年以上、東京だけでなく全国的に低下傾向が続くことになった。「平

成景気」後の景気後退局面は 2年 8カ月に及び、第 2次石油危機後の 3年間の後退に

次ぐ長さとなった。しかも、その間の経済成長率は第 2次石油危機後の後退期より著

しく低かった。従来と異なり、金融支援先の経営状況は、改善するどころか、一段と

悪化する場合も多かった。そうなると、開示対象に含めていなかった金利棚上げや金

利減免を行っている貸出が破綻先債権になってしまうことも起きた。このため開示基

準見直しの必要性が強まっていった。

図表 1─1─3 ②　1990 年代前半の経済情勢
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（右目盛）

（資料）  内閣府「景気基準日付」、日本銀行『主要企業短期経済観測調査』、  
日本経済新聞社ホームページ

（注１） 業況判断 DIは、「良い」と回答した企業と「悪い」と回答した企業の割合の差。
（注２） 影を付けた期間は景気後退期。

＊27 例外は大阪で、東京から数年後れて著しい地価上昇が起きたため、バブル崩壊の影響を強く受けた（8
ページ、図表 1─1─1 ①参照）。一方、名古屋をはじめ一部の地方大都市では、バブル以前に比べれば
地価が上昇したが、東京や大阪の上昇率とは顕著な差があった。
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◉弱い景気回復力と徐々に深刻化した金融不安
景気は、財政政策、金融政策による需要刺激努力や在庫調整の進展などを受けて、

1993年 10月にようやく谷を迎えたが、その後の回復は必ずしも順調ではなかった。

このため、不況から脱するための景気対策の後も、回復を維持するための政策が続け

られた＊28。

この頃を含め、1990年代の経済対策の中心を占めたのは、需要拡大策であった。

ただし、バブル崩壊後、最初の大型景気対策となった 1992年 8月 28日の総合経済対

策の中に「金融システムの安定性の確保」という項目が入っていたように、金融シス

テムの安定や不良債権問題の解決が重要な政策課題であることは、早くから認識され

ていた。

わが国では、戦後長い間、大規模な金融不安が発生したことがなく、有事の備えは

十分整備されていなかったが、従来は、他の金融機関との合併などによって、破綻発

生による混乱が回避されていた。しかし、破綻金融機関の経営内容がバブル崩壊と景

気低迷によって一段と深刻になる一方で、かつてのように規模拡大の魅力が薄れてく

ると、預金保険機構による資金援助があっても救済に手を挙げる金融機関は現れにく

くなった。

その最初の例が 1994年 12月に破綻した東京協和信用組合と安全信用組合であり、

受け皿となる金融機関として、1995年 1月に東京共同銀行が設立された。この時、

全国銀行協会連合会会長行であった住友銀行は、日本銀行、全国信用協同組合連合会

と共に発起人となり、他の民間金融機関に先立ち、設立時に出資を行った。

制度として別にペイオフ方式（36ページ、脚注 24参照）はあったが、仮に実施すれ

ば預金者の動揺を招き、信用不安を引き起こしかねないという懸念があり、資金援助

方式を利用しつつ預金全額保護が図られた。救済金融機関が現れないような、これ以

降の破綻例でも、その都度、受け皿となる金融機関を新たに設立したり、東京共同銀

行を利用したりすることで、資金援助方式が採用された＊29。

＊28 1992年 8月に事業規模 10.7兆円の総合経済対策、1993年 4月に同 13.2兆円の「総合的な経済対策の
推進について」、9月に同約 6兆円の緊急経済対策、1994年 2月に同 15.3兆円の総合経済対策が打ち
出された。1990年代の経済対策では、公共事業や減税などの事業規模や「真水」（事業規模のうち
GDP増加につながる財政支出等の部分）の額が主に関心を集めた。金融政策は、1991年 7月に公定
歩合引き下げに転じ、1992年以降は景気配慮色がより鮮明になった。

＊29 1995年に破綻したコスモ信用組合、木津信用組合、兵庫銀行を例に取ると、受け皿となった金融機関
は、コスモ信用組合が東京共同銀行、木津信用組合が整理回収銀行（東京共同銀行から改称、50ペー
ジ参照）、兵庫銀行がみどり銀行（新規設立、193ページ参照）であった。
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 4 政策課題が集中した 1995 年と住友銀行、さくら銀行の動き

◉阪神・淡路大震災の発生と住友銀行、さくら銀行の対応
わが国は、1995年（平成 7年）、戦後 50年という節目の年を迎えた。バブル崩壊

後の混迷を背景に戦後の政治・経済・社会体制に対する問題意識が強まったことと相

まって、次の 50年の基盤となる新しいシステムを構築しようという動きを支持する

声が多くなっていた。

ただし 1995年は、1月に阪神・淡路大震災、4月に円レートの史上最高値更新（1

ドル 79円 75銭）＊30、7月から 8月にかけてコスモ信用組合、木津信用組合、兵庫銀

行の破綻や、経営不安が続く住宅金融専門会社に対する大蔵省の第 2次立入調査、9

月に大和銀行ニューヨーク支店の損失隠し問題などが次々に起きた。海外では日本の

金融システムに対する不安が強まり、都市銀行上位行であっても、日本の金融機関で

あるというだけの理由で外貨資金調達に際して金利上乗せを強いられるジャパン・プ

レミアムが発生するようになった。中長期的な課題よりも当面の問題への対応がまず

急がれた。

1995年 1月 17日午前 5時 46分、兵庫県淡路島北部を震源地とするマグニチュー

ド 7.3の大地震が近畿地方を襲った。死者約 6,400人、負傷者は 4万 4,000人弱、25

図表 1─1─4 ①　阪神・淡路大震災の概要

【各地の震度】 【被害状況】
震度 7 神戸市中央区三宮、須磨区鷹取、長田区大橋、兵庫区大開、

灘区六甲道、東灘区住吉、芦屋市芦屋駅付近、西宮市夙川等、
宝塚市の一部、など

震度 6 神戸、洲本
震度 5 京都、彦根、豊岡
… （以下、略）

人的被害 死　　　者 6,434人
行方不明者 3人
負　傷　者 43,792人

住家被害 全　　　壊 104,906棟
半　　　壊 144,274棟
一 部 破 損 390,506棟

火　　災 全　　　焼 7,036棟
半 焼 な ど 538棟

（資料）消防庁『阪神・淡路大震災について（確定報）』（2006年 5月 19日）
（注）   震度 7は気象庁の現地調査による。

＊30 1995年 4月 19日、東京外国為替市場での史上最高値（変動相場制移行後）。なお、この最高値は、
2011年 3月まで長らく更新されなかった。
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万棟近い住家が全・半壊し、避難者数は一時 30万人を超えた。被害総額は約 10兆円

（兵庫県推計、県内対象）にも及んだ。当行でも、さくら銀行で 1人、住友銀行で 1

人の従業員が亡くなったほか、両行合わせて 40人の従業員家族の尊い命が奪われ、

負傷者も 181人（従業員およびその家族）に及んだ。

特にさくら銀行は、沿革をさかのぼれば前身の一つが神戸銀行であり、兵庫県内に

多数の店舗を擁していたために被害も甚大だった。地震が発生した 17日は、約 450

カ店の銀行店舗が休業したが、さくら銀行においても兵庫県内の 83拠点をはじめ、

関西 2府 4県で合計 119拠点が休業を余儀なくされた。

震災初日、道路・鉄道などの交通インフラが寸断されたため、平常通りの出勤は困

難であったが、多くの役職員が徒歩や自転車、バイクなどにより、徐々に関西本部ビ

ル（神戸市中央区）や各営業店などに駆け付けた。幸い関西本部ビルは無事だったが、

建物の内部は、キャビネットや機器類の転倒、スプリンクラーの誤作動、停電による

エレベーターの停止などにより、通常業務を行えるような状況ではなかった。そうし

た中、『緊急時マニュアル』に基づき、九段の本店と関西本部に対策本部を設置して、

関西本部では、定時出勤できた数少ない従業員が、自家用発電機への切り替え、従業

員の安否確認、営業店への当面の事務対応指示ファクシミリの送付、オンライン復旧

作業、本店への状況報告などを開始した。しかし、電話回線の混雑や店舗の倒壊、営

業店の従業員不在などにより、情報収集は難航し、被災地区のほぼ全拠点の状況把握

が完了したのは午後 7時頃であった。

一方、営業店においても、出勤してきた従業員が営業再開に向けた復旧作業を開始

した。店舗によっては建物の損壊が著しく、三宮支店や三宮南口支店など 5店舗は修

地震により激しく損壊したさくら銀行三宮支店の入居
ビル＊31

三宮方面に向けて歩く人に、住友銀行西宮支店
前で配った手づくりの地図

＊31 写真提供 人と防災未来センター
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復不能、板宿支店や芦屋支店など 20店舗は大規模改修が必要なほど破損しており、

前述の通り 17日は 119拠点が休業やむなしという状況となった（さらに 45拠点は

カードサービスコーナーのみの営業）。

17日午後 3時には、頭取の橋本俊作を本部長とする総合対策本部（事務局は総務

部）を設置し、神戸の現地対策本部と連携しながら、本店各部と営業店による総力を

挙げての復旧作業が夜まで続いた。銀行は社会におけるインフラであり、緊急時こそ

お客さまのお役に立たなければならない、安心を届けなければならないという思いに

支えられて、多くの従業員が自らも被災者であったにもかかわらず、それぞれの役割

に奮闘した。そのかいあって、カードサービスコーナーのみや仮営業所での営業も含

めて、翌 18日には 119拠点のうち 75拠点が営業を開始し、19日には 16拠点、20日

には 10拠点が、営業再開に漕ぎ着けた。そして、震災から 6日後の 23日には、22

拠点が仮営業所での営業という状態ではあったものの、全拠点が営業を再開した。そ

の頃には東京からの応援部隊も被災地の各営業店に駆け付け、一時は総勢二百数十人

もの従業員が派遣されるなど、まさに銀行全体が一体となって被災地区を支援した。

状況は、住友銀行も同様だった。さくら銀行に比べると兵庫県内の拠点は少なかっ

たが、17日は兵庫県下の 15拠点をはじめとする 18拠点が休業を余儀なくされた。

ここでも、従業員の奮闘により、翌 18日には 12拠点が営業を再開し、23日からは

全拠点で営業を行うことができるようになった。

また金融機関の公共性にも鑑み、預金・融資などの取り扱いにおいて、被災者の便

宜を考慮した対応を図った。両行をはじめ被災地に店舗を持つ銀行は、21、22日お

よび 28、29日の銀行休業日に一部店舗にて臨時営業を行った。通帳や印鑑、キャッ

シュカードを失くした預金者のためには、さまざまな本人確認手段を講じて預金の払

い戻しに応じた。震災の被害のため借り入れが必要な個人や事業者に対しては、低利

の住宅特別融資や災害復旧融資などを行った＊32。

また、住友銀行、さくら銀行はそれぞれお客さまと従業員からの義援金を取りまと

めて社会福祉法人中央共同募金会に贈呈したほか、さくら銀行は被災したかたがたへ

の見舞金として 1億円を兵庫県に、住友銀行は義援金として 1億円を中央共同募金会

に寄附した。
＊32 例えば、さくら銀行では被災した中堅・中小企業向けの融資として、信用保証協会の制度融資を活用

した「さくらフェニックスⅠ」や「さくらフェニックスⅢ」、銀行独自商品の「さくらフェニックスⅡ」
や「さくらフェニックスⅣ」など資金使途に応じた商品を用意した。
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さらに、さくら銀行は、被災地域の復興に向けて、本格的な協力体制を整えた。2

月 1日に、総合対策本部内に阪神大震災復興プロジェクトチームを設置したが、3月

1日には総合対策本部およびプロジェクトチームにかえて、震災の復旧から復興へ向

けての施策推進活動の全行的整備・強化を担当する復興推進室を総合企画部内に設置

した。また、被災地域の自治体などの復興事業に対する協力と推進支援を担当する復

興プロジェクト室を関西地域開発部内に設けた。

阪神・淡路大震災は、まさに予測不能な天変地異によるものであったが、『緊急時

マニュアル』や平常時からの訓練が役立ったことと、何よりも従業員一人一人のお客

さまを思う気持ちとわが身を顧みない努力・尽力によって、乗り切ることができた。

その一方で、当時の『緊急時マニュアル』には、店舗が倒壊した場合、役職員が所属

部店に出勤できない場合、電話回線が使えない場合を想定した対応ルールが未整備で

あった点など、まだ改善の必要があったこと、結局はそこにいる“人”の力が最も頼

りになることが、図らずも実証された。

当行は、阪神・淡路大震災の経験をいかして、その後も、マニュアルの改定や災害

時対応演習の実施など、緊急時対策の見直しを常時実施している。

◉住友銀行の赤字決算決断
住友銀行が、業績見通し修正の発表を行い、当時の大手銀行としては異例の赤字決

算の方針を明らかにしたのは、阪神・淡路大震災発生から間もない 1995年 1月 27日

のことであった。

住友銀行は、1995年 3月期決算で、前期に比べて約 3.6倍の 8,265億円の不良債権

処理を行い、当期純利益で 3,355億円の損失を計上した。赤字決算は、戦時補償の打

ち切りという特殊な状況下であった 1946年（昭和 21年）以来のことで、大手銀行と

しては異例の、果断な対応であった＊33。頭取の森川敏雄は、赤字決算の意義につい

て次のように説明している＊34。

この赤字決算を決断するに至りましたのは、他行に先駆けて、いわゆるバブル

＊33 戦時補償打ち切りに伴う損失処理のため、各金融機関は 1946年 8月 11日午前零時現在で「打ち切り
決算」を行ったが、利息の未収などによって、住友銀行（純損失 223万円）、第一銀行分離前の（旧）
帝国銀行（同 536万円）など多くの金融機関が赤字となった。

＊34 1995年 4月 3日の入行式における頭取訓示。



44　　第 1編　金融激動の時代の始まり

の後遺症であります不良債権問題にしっかりと決着をつけ、今後の本格的な金融

自由化時代を切り拓いていく基礎体力の強化に勢いをつける狙いがあったもので

あります。従いまして、この赤字決算は飽くまでも前向きな、銀行を健全化する

ものであります（略）。

当初、この方針に基づいて業績見通し修正の発表

の準備を進めていたちょうどその時期に阪神・淡路

大震災が発生したため、住友銀行では、発表の日程

について細心の注意を払った。また、当時、住友銀

行は初めて全国銀行協会連合会会長行を務めていた。

このため森川は、赤字決算について住友銀行頭取と

しての経営判断の正しさを確信しつつも、全国銀行

協会連合会会長である立場から、銀行業界全体に影

響する可能性を持つ市場等の反応が気がかりであっ

た。1月 27日に業績見通し修正の発表を行った後は、

これが住友銀行の株価のみならず株式市場全体にど

う響くのか、森川をはじめ経営陣は、固唾をのんで見守った。しかし、ふたを開けて

みれば、邦銀の不良債権問題への対応の遅れを懸念していた市場からの評価は高く、

株価は上昇することとなった。

結果だけを述べるのであれば、住友銀行の 1995年 3月期決算における不良債権処

理は、狙い通りに不良債権問題を早急に決着させることにはつながらなかった。1993

年 10月を谷とする景気上昇は、バブル崩壊後の調整局面の終了を告げるものではな

く、1997年には財政ショックによって景気後退が始まり、金融危機によってさらに

深刻化した。何らかの経営上の課題を抱えながらも再建を目指していた企業が、再建

を果たす事例よりも、破綻に追い込まれたり、再建計画の見直しを迫られたりする事

例が目立つようになっていった。

加えて、不動産価格の低下が続いたことで、問題債権の担保資産価値が下落し、不

足分に対して追加的な引当処理（不良債権処理）を行わざるを得ない事態が繰り返し

起きた。早期に担保を処分しようとしても、不動産流動化市場が発達していなかった

当時の状況では、容易でなかった。

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません
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バブル崩壊後、間もない頃は、株価が大幅に下落したとはいえ、金融機関の保有株

式の簿価が低かったため、有価証券の含み益が、いわばリスクバッファーの機能を果

たしていた。しかし、含み益の実現によって株式簿価の水準が徐々に切り上がる一方

で、株価は、短期的に上昇することはあっても、中長期的には低下傾向をたどったた

め、保有する有価証券に含み損が累増するようになった。

住友銀行を含めて、金融機関のバランスシート問題は、解決に向かうどころか、む

しろ悪化していった。

しかし、1995年 3月期の赤字決算が、他行の先を行く思い切った決断であったこ

とは間違いない。

◉世論の反発を受けた住専処理問題
1995年 4月には、阪神・淡路大震災からの復旧・復興事業や円高への対応策とし

て総事業規模 7兆円の緊急円高・経済対策、9月には同 14.2兆円の経済対策が取りま

とめられた。金融政策においても、4月と 9月に公定歩合引き下げが実施され、9月

の利下げ後の公定歩合は 0.5％となった＊35。

緊急円高・経済対策では、金融機関の不良債権について、おおむね 5年の間で積極

的な処理を進め問題解決のめどを付けるという方針が盛り込まれ、1996年の住専国

会で成立した金融三法につながっていった＊36。

1995年 8月には、大蔵省が住専に対して、1991～ 1992年以来となる第 2次立入調

査を行い、ちまたで取り沙汰されていた経営の苦境が裏付けられた。

住専は、持ち家比率がまだ低かった 1971年に、住宅ローンを主な業務として設立

が始まり、1979年までに計 8社が設立された＊37。このうち、後に住専処理の対象と

なったのは 7社である。設立時に出資を行ったり、後に資本参加したりした銀行、保

険会社、証券会社などは、いわゆる母体行、母体金融機関（以下、母体行）と呼ばれ

た＊38。ただし、出身者が住専の社長に就任した母体行もあればそうでない母体行も
＊35 金利自由化の進行によって、公定歩合が金利変更の起点となっていた規制金利時代とは状況が変化し

ていたが、一般的な受け止め方として、1995年当時、公定歩合操作に対する注目度はまだ高かった。
＊36 緊急円高・経済対策の後、1995年 6月に大蔵省が「金融システムの機能回復について」を発表、その後、

金融制度調査会で審議が行われた。
＊37 1971年 6月に日本住宅金融が設立されたのを皮切りに、住宅ローンサービス、住総、総合住金、第一

住宅金融、地銀生保住宅ローン、日本ハウジングローン、農林系統金融機関による協同住宅ローンの
8社が設立された。住専 7社は、協同住宅ローン以外の 7社を指す。

＊38 住専と取引がある母体行以外の金融機関は一般行と呼ばれた。
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あり、他方、母体行以外の出身者が社長となった住専もあるなど、関係は多様であっ

た。

住友銀行は、株式会社住宅ローンサービスの母体行であった。さくら銀行も太陽銀

行当時の経緯から同社の母体行であるとともに、三井銀行、神戸銀行当時の経緯から

日本住宅金融株式会社の母体行でもあった。

住専の住宅ローン業務は、当初は順調であったが、住宅金融公庫の融資拡大や民間

金融機関の住宅ローンへの注力によって、次第に業務環境が厳しくなった。このため

住専は、活路を求めて、宅地開発・分譲を行う企業や、より広範囲の不動産業向けに

融資を積極化した。これらが、バブル崩壊によって深刻な不良資産となった。

住専の経営問題は、バブル崩壊から間もなくささやかれるようになり、1991～

1992年には大蔵省の第 1次立入調査で資産の劣化が明らかになった。当時は、紆
う よ

余

曲折を経て関係金融機関の支援策がまとめられたが、経営再建は多難で、行き詰まり

懸念を払拭できず、わが国の金融部門が抱える大きな懸案事項、Jusen Problem（住

専問題）として、海外でも取り上げられるほどになった。しかし、対処すべき金額の

大きさ、取引関係があった金融機関の多様さと対処に臨む姿勢の相違や経営体力の差、

財政資金投入の是非などが複雑に入り組んで、解決に時間を要していた。

1995年 12月 19日に「住専問題の具体的な処理方策について」＊39が閣議決定され

るまでの関係者間の調整は難航を極めたが、閣議決定をもって事態が収拾されたわけ

ではなく、1996年 1月から 6月の第 136回国会（常会）、いわゆる住専国会は、この

問題で紛糾した。とりわけ議論を呼んだのは、住専 7社の回収不能な不良債権に係る

一次損失処理見込額の一部 6,800億円の負担など計 6,850億円の財政上の措置（公的

資金の利用）を行うことであった＊40。

政府が住専処理に公的資金を利用することを決めた理由は、問題解決に手間取れば、

わが国の金融システムの安定性と、国内・海外からの信頼が損なわれ、預金者保護に

も支障が出ると懸念したためである。しかし、当時は、1997年以降のように金融危

機を目の当たりにした後と異なり、金融システムの安定性確保という意義は理解され

＊39 「住専問題の具体的な処理方策について」は主に回収不能な不良債権の処理（一次損失）に関するもの
であったが、1996年 1月 30日には、回収の可能性がある債権の扱いと、その後、生じる可能性があ
る損失処理（二次損失）についての方策、「住専処理方策の具体化について」が閣議了解された。

＊40 一次損失処理に係る 6,800億円の他に、預金保険機構が住専処理のために新たに担う業務を円滑に運
営できるように、国が預金保険機構に 50億円の出資を行う枠組みであった（図表 1─1─4 ②参照）。
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づらかった上に、住専の経営行き詰まりの経緯がバブル経済の負の面を象徴するよう

なものであったために、世論の強い反発を招いた。

住専処理の具体的枠組みについても、さまざまな議論があった。関係金融機関の間

で損失負担（見込）に著しい軽重があり、母体行への負担が特に重かったが、母体行

以外という点で同一の一般行と農林系統金融機関の負担差も大きく、金融業界や識者

などの間では公平性、妥当性について論議を呼んだ。しかし、そのような論点は、公

的資金投入そのものに反対する広範な声にかき消されがちであった。

住専国会では、公的資金投入の是非や住専の経営悪化を招いた責任の所在などを巡

り、政府・与党と野党の間で激しい論戦が起き、審議が難航した。住専処理法＊41は、

会期末前日の 1996年 6月 18日にようやく成立し（6月 21日施行）、19日に住専国会

は閉幕した。

7月 26日には、住専から貸出債権等の資産を譲り受けて回収等を行う住宅金融債

権管理機構（住管機構、現在は整理回収機構）が預金保険機構の出資によって設立さ

れた。預金保険機構には、住専の債務処理や貸出債権等の回収などに係る資金援助な

どを住管機構に対して行う特例業務が加わり、この経理を他の業務と区分するために

住専勘定が設けられた。住管機構の設立は、関

係金融機関がこの住専勘定に拠出した金融安定

化拠出基金のうち 1,000億円と、日本銀行が同

じく住専勘定に拠出した 1,000億円を原資とし

て行われた。

住専 7社と住管機構は、8月 31日に財産譲

渡契約を締結し、財産譲渡、資産査定の後、12

月に対価の決済や住専の借入の返済などが行わ

れた。住専 7社の財産譲渡の対価は約 6兆 900

億円であったが、関係金融機関に対する債務処

理には約 6兆 5,000億円の不足が生じた＊42。こ

の一次損失は、母体行の債権全額放棄と一般行

の一部債権放棄約 5兆 2,900億円、住専から融

資の全額返済を受けるとされた農林系統金融機  

＊41 正式名称は「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法」。
＊42 1995年 12月の処理方策決定の段階では、6兆 4,100億円の見込みであった。

このブロックは著作権上の
理由で表示できません



48　　第 1編　金融激動の時代の始まり

関が住管機構への贈与を通じて行った支援 5,300億円、国が住専勘定の緊急金融安定

化基金に補助金を交付し、それを住管機構への助成を通じて行った支援 6,800億円で

処理された。また、住管機構が住専 7社から財産を譲り受けた対価の決済資金約 6兆

900億円のうち約 5兆 7,900億円は、母体行、一般行、農林系統金融機関が低利融資

を行った＊43。

住管機構は、1996年 12月に預金保険機構に承認された処理計画に沿って、15年以

内（2011年末）の完了をめどに、譲り受けた貸出債権の回収や土地、有価証券の処

分等を行うこととなった。個々の回収や処分において、もし住管機構が譲受価額を下

回る金額しか得られなければ、損失が生じる。これが、二次損失である。二次損失集

計額の 2分の 1は、金融安定化拠出基金から住管機構への助成金で賄う仕組みであっ

た。残り 2分の 1の損失集計額については、もし回収益集計額より多ければ＊44、国が、

超過額に相当する補助金を、必要と認める年度に預金保険機構に交付し、預金保険機

構が補助金の範囲内で住管機構に損失補てん助成金を交付することになっていた。た

だし、処理完了のめどの時期が近付いた 2011年に、国による補助金（新たな財政措

置）を利用せずに二次損失の処理を行う仕組みがまとめられた＊45。この時、全国銀

行協会会長行であった三井住友銀行は、裏方として取りまとめに尽力した。

また、以上のような住専処理法に基づく枠組みとは別に、農林系統金融機関を含む

民間金融機関と日本銀行が新たな拠出を行って、社団法人新金融安定化基金を設立す

ることとなった。これは、住専処理に公的資金を利用することに対して世論の厳しい

反応があったことから、住専処理法が成立した翌日（1996年 6月 19日）に、政府・

与党が、国民負担をできるだけ軽減するよう努力するという観点に基づき、基金実現

の要請を含む一連の対応について、声明を出したことを受けたものであった。

＊43 融資条件は一律ではなく、図表 1─1─4 ②に一例を示したような差があった。
＊44 逆に、二次損失集計額の 2分の 1より回収益集計額が多くなった年度には、超過額が住管機構（現在

は整理回収機構）から預金保険機構を通じて国に納付され、2011年にまとめられた処理策の一部に利
用された。

＊45 二次損失の処理などのために、預金保険法が 2011年 5月に改正された。処理策の概要は、次の通りで
ある。

 ①  2011年末に処理すべき二次損失の見積額を、政府と民間が 0.7兆円ずつ負担する。
 ② 政府負担分には、整理回収機構の住専債権の回収益のほか、他の破綻金融機関の債権回収益の繰り

入れ、社団法人新金融安定化基金からの運用益贈与などを充当（住専処理法で可能性を掲げていた
国の補助金交付、すなわち公的資金投入を行わずに、所要資金を手当てする）。

 ③ 一方、民間負担分は、金融安定化拠出基金からの助成（原資は、同基金運用益、同基金から整理回
収機構への出資相当額）などを充当。
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9月 25日、全国銀行協会連合会会長行であったさくら銀行は、設立代表者として、

同基金の概要などを発表した。この基金のうち、民間金融機関の拠出金が充てられる

図表 1─1─4 ②　住専処理の概要

債
務
保
証

母体行

一般行

農林系統金融機関

関係金融機関
（住専への対応）

関係金融機関住管機構住専

債権放棄
1.79兆円

債権放棄
3.50兆円

返済
不能
5.29
兆円

6,800億円

5,300億円

返済 7.30兆円

支援
贈与

財産
譲渡

自己資金

借り入れ
5.79
兆円

母体行

一般行

緊急金融
安定化基金

出資
2,000億円

金融安定化拠出基金

住専勘定

預金保険機構

国 日本銀行

助成
6,800億円

支援

補助
6,800
億円

出資
50億円

拠出
1,000億円

農林系統
金融機関

助成
（二次
損失
関係等）

一般勘定

拠出
1.00兆円

第一勘定

第二勘定
業務終了時に
住管機構に
贈与

新金融安定化
基金

拠出
8,100億円

関係金融
機関等に
よる国民
負担の軽
減努力

住専処理の財政措置 拠出
1,000億円

一次
損失
6.50
兆円

財産
譲渡
対価
（純）
6.09
兆円

譲受
財産
（純）
対価
支払

低利融資
（3カ月円
TIBOR
＋0.125％、
15年後
一括返済）

低利融資
（都銀短プラ
平均、10年
据置後 5年
間均等返済）

（住管機構などへの対応）

（注）金額は概数。
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第二勘定を国債で運用し、基金設置後 15年の業務終了時には、運用益を住管機構に

贈与することによって国民負担軽減を図ろうとするもので、実際、前述した 2011年

取りまとめの二次損失処理策では、政府負担分（二次損失の 2分の 1）の一部に充て

ることにより、新たな財政措置を回避する仕組みを構成する一要素となった。

住専国会では、住専処理法と共に、金融三法の一つとして預金保険法が改正され、

1996年度から 2000年度までの 5年間の特例措置として、ペイオフコストを超える特

別資金援助の導入＊46や、経営行き詰まりが多く発生していた信用組合の破綻処理を

行う仕組みが整えられた。従来は、個別案件ごとに資金援助方式を可能にする枠組み

をつくってペイオフを回避する努力が続けられてきたが、特例措置として預金全額保

護を 5年間続けることになったために、裏付けとなる制度がつくられた。また、東京

共同銀行は 1996年 9月に、破綻信用組合の不良債権の買い取りと回収を行う機関へ

と機能が拡充され、名称を変更して整理回収銀行（現在は整理回収機構）となった。

預金保険機構は、整理回収銀行に出資を行い、改正預金保険法に基づいて、破綻信用

組合に関連する業務を委託できることとなった。

◉住友銀行による大和銀行の米国業務撤退支援
1995年 9月 26日、大和銀行は同行ニューヨーク支店における現地採用従業員の不

祥事により 11億ドルの損失が発生していることを公表し、さらに 10月 9日には、同

行の米国信託現地法人において組織的な損失隠
いんぺい

蔽問題があったことを公表した。これ

に対して米国の金融監督当局は 11月 2日（現地日付）、「1996年 2月 2日までに、大

和銀行在米拠点の全営業を停止し撤退のこと」という内容の命令を下した。

1995年は、わが国で金融機関の経営問題が立て続けに起きていただけに、この事

態が大和銀行の経営に及ぼす影響についてあらぬ憶測が生じることを避ける必要が

あった。また、大和銀行が不祥事や損失隠しを発表した時期は、年末に向けて外貨資

金確保の需要が強まる頃であったために、大和銀行問題が表面化する前から生じてい

たジャパン・プレミアムが一気に拡大した。大幅なジャパン・プレミアムが定着すれ

ば、わが国の金融機関全体の国際業務に多大な影響が生じるおそれがあった。大和銀

行問題を一刻も早く収拾し、金融不安の芽を摘む必要があった。

＊46 特別資金援助を裏付ける財源として、預金保険制度の加入金融機関は、預金保険機構に、新たに特別
保険料（0.036％）を支払うことになった。また、通常の資金援助など従来の預金保険制度に対応する
一般保険料の料率も 0.012％から 0.048％に引き上げられた。
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このような状況の中、大和銀行首脳から住友銀行会長

の巽外夫に対して支援要請があり、米金融監督当局から

課せられた 90日という短い撤退期限の中で、住友銀行は

できる限りの協力を行うことになった。

両行は 1995年 11月 6日、それぞれ本件に関する専任

チームを発令し、精力的に準備を進めた。その結果、命

令期限の 1996年 2月 2日（現地日付）までに、以下の業

務継承を終えることができた。

①住友銀行が米国内に 14支店を開設。

② 大和銀行米州業務部 15支店の資産・店舗等の営業

を、上記 14支店およびシカゴ支店で譲り受け。

③ 大和銀行信託会社の信託業務および大和銀行ニューヨーク支店のカストディー

業務を、住友銀行ニューヨーク信託会社で譲り受け。

住友銀行は、上記の支店を統括するため、ニューヨークに米州業務部を設置した。

この間、国内では、これを契機として住友銀行と大和銀行が合併するのではないか

との観測が流れ、実際、そのような場合を想定して、行内の小グループで検討を進め

たことはあったが、最終的には、報道されたような合併という状況にまで進展しな

かった。

大和銀行の米国撤退の課題が解決されたことや、年末に向けた外貨資金需要の高ま

りが一巡したこと、さらに住専問題など、その他の金融不安要因に対する当面の収拾

策がまとまったことなどを受けて、1995年 10月から 11月にかけて拡大したジャパ

ン・プレミアムは、その後、一転して縮小に向かった。

住友銀行が本件で開設した支店は 1990年代後半に削減対象となった（124ページ参

照）。しかし、住友銀行が 1995年に大和銀行の米国撤退を支援する決断を下したこと

は、当時の邦銀の国際的信用不安の広がりを抑える一助となった。

◉さくら銀行の太平洋銀行破綻処理への協力
1995年度の期末が迫る中、経営再建中だった太平洋銀行が 1996年 3月期に債務超

過に陥ることが避けられない状況となり、太平洋銀行を支援していたさくら銀行、富

 
 
 

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません



52　　第 1編　金融激動の時代の始まり

士銀行、東海銀行、三和銀行の 4行は再建を断念せざるを得なくなった。期末最終営

業日であった 3月 29日金曜日の夜遅く、4行は以下の点について合意した旨の共同

声明を発表した。

①経営継続が困難となった太平洋銀行については商法の手続きにより解散する。

② その場合、太平洋銀行の回収不能資産については、自己資本の全額取り崩しお

よび 4行負担によって償却するほか、ペイオフコストの範囲内で預金保険の援

助を要請する。

③ 太平洋銀行の受皿となる新銀行は 4行の子会社とするが、法的制約によっては、

さくら銀行を代表とすることとなる。

④新銀行は 4行が引き続き支援する。

救済策の詳細が詰まっていない段階での発表だったが、前年（1995年）のコスモ

信用組合や兵庫銀行、木津信用組合の破綻以降、太平洋銀行からも預金の流出が続い

ており、金融システムの安定と預金者保護を優先した結果の決断であった。

太平洋銀行は、1911年（明治 44年）に相互貯金株式会社として設立され、1917年

（大正 6年）に相互無尽株式会社へ商号を変更、1951年（昭和 26年）に相互銀行法

の下で第一相互銀行となった。

1980年代に入ると同行は積極路線を推し進め不動産融資に注力したが、1986年 8

月の大蔵省検査で、大口融資規制に抵触するような特定の不動産業者向け過剰融資と

問題債権の存在を指摘された。しかし、その後も状況改善が進まず、1988年の大蔵

省検査では、再度大口融資規制違反の指摘を受けるに至った。

これを受けて第一相互銀行は経営を刷新することを決め、資本などの面で関係が

あった太陽神戸銀行、富士銀行、東海銀行、三和銀行の 4行が 1988年 12月に第 1次

支援策を打ち出した。これにより、1989年（平成元年）6月に大蔵省 OBを会長に迎

え、太陽神戸銀行常務取締役経験者が頭取に就任、その他支援行 3行からも役員を受

け入れた。また、特定の大口問題債権については、処理のための新設会社に移して回

収を進めることになり、買取資金を 4行が融資した。

1989年 10月、第一相互銀行は普通銀行への転換と同時に太平洋銀行と行名を変更

し、4行支援により再建に努めたが、バブル崩壊とその後の地価下落によって不良債
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権処理は思うように進まず、1992年には、4行と日本銀行による低利融資や、店舗等

売却による償却財源の捻出といった第 2次支援を受けた。しかし、新たに発生する不

良債権の処理が追い付かず、1996年 3月、ついに経営が行き詰まった。

3月 29日の 4行声明に基づき太平洋銀行の救済策の具体的内容の検討が進められ

たが、信用不安に伴う預金流出を防ぐ観点からも、できるだけ早く救済策を実施する

必要があった。

主な課題のうち、4行出資による受皿銀行設立の可否に関しては、さくら銀行から

の事前相談に対して公正取引委員会から「一定の取引分野における競争を実質的に制

限することとなるおそれがある旨の指摘」があった。このため、さくら銀行が資本金

400億円を全額出資して、6月 6日にわかしお銀行＊47を設立し（589ページ参照）、さ

くら銀行の常務取締役経験者が頭取に就任した。これは、普通銀行（さくら銀行）が

普通銀行（わかしお銀行）を子会社とする初めての例となった。

一方、富士銀行、東海銀行、三和銀行の 3行は、わかしお銀行に合計 933億円の劣

後ローンを供与した。

太平洋銀行の不良債権と、第 1次支援策において別会社に移して回収を進めていた

大口問題債権の残存分については、太平洋銀行の自己資本全額取り崩し、支援 4行に

よる債権放棄などにより処理した。また、わかしお銀行は預金保険機構から 1,170億

円の資金援助を受けて、太平洋銀行の資産のうち正常資産を中心に承継した。

わかしお銀行は、1996年 9月 17日に営業を開始した。従来からの共同支援体制を

維持して、他の支援 3行や日本銀行などからも役員を受け入れたが、100％出資であ

るさくら銀行色が濃くなった＊48。さくら銀行は、わかしお銀行の経営を管理・支援

していくため、10月に金融法人部内にわかしお室を設置した。

わかしお銀行は営業開始と同時に、「お客様からの信頼の創造」を目標に第 1次中

期経営計画を開始し、失われた信頼回復へ向けた第一歩を踏み出した。

一方、太平洋銀行は 10月 25日に株主総会で解散を決議し、2000年 9月 29日、清

算を結了した。

＊47 新銀行名の「わかしお」の由来については、「『若々しさ』と『時代を拓く潮流の勢い』をイメージし、
さらに、地域の皆様に親しまれ、好感を持たれるように‘ひらがな’で『わかしお』と表記」したと
説明されている（1997年 8月発行のわかしお銀行ディスクロージャー誌）。

＊48 わかしお銀行営業開始時の常勤役員 10人の構成は、さくら銀行から 5人、日本銀行・富士銀行・東海
銀行・三和銀行から各 1人、太平洋銀行出身が 1人。
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 5 改革重視の政策の陰で生じた危機の芽

◉橋本政権「六つの改革」への道
わが国は、バブル崩壊後、直面する問題に対処することに追われていたが、当面の

課題の山場であった住専処理策が固まったことで、ようやく中長期的な課題に取り組

む環境が整ったようにみえた。

住専国会が閉会して間もない 1996年（平成 8年）6月 25日、1997年 4月から消費

税率を 3％から 5％に予定通り引き上げることが閣議で決定された＊49。消費税率引き

上げは、後に 1997年以降の景気に与えた影響について議論を呼んだが、「ゴーサイ

ン」が出たのは、住専国会直後であった。

1995、1996年に景気対策として行った特別減税も打ち切られることになった。景

気優先の政策を続けてきた結果、財政の健全性に課題が生じているという認識や、対

症療法的な景気刺激策では効果が一時的にとどまり、持続的な成長につながらないと

いう問題提起が行われるようになり、後年盛り上がる構造改革重視の先駆けのような

雰囲気が生まれていた。

橋本首相は、1996年 11月 8日の第 2次橋本内閣組閣後の記者会見で、行政改革、

経済構造改革、金融システム改革、財政構造改革、社会保障構造改革という「五つの

改革」を最重要課題として挙げ、後に教育改革を加えた「六つの改革」によって、変

革と創造を目指す政策を打ち出した＊50。金融システム改革については、11月 11日に、

首相から蔵相、法相に対して全力を挙げて取り組むよう指示があり、いわゆる日本版

ビッグバン＊51が動き出した。財政構造改革については、当面の目標を 2003年におい

て「一切の聖域なし」に歳出の改革と縮減を行うことなどを掲げた財政構造改革 5原

則が 1997年 3月 18日に示された。

＊49 消費税率引き上げを含む税制改革関連法は 1994年 11月に成立していたが、消費税法の附則に「税率
については、（中略）必要があると認めるときは、平成 8年 9月 30日までに所要の措置を講ずる」と
いう見直し規定が設けられていた。なお、国税としての消費税率は 3％から 4％への引き上げであり、
新設の地方消費税（税率 1％）と合わせて 5％となるが、単に消費税率と記す。

＊50 1996年 1月に村山首相の跡を継いだ橋本首相は、就任当時から、21世紀にふさわしい新しいシステム
づくりに取り組む方針を明らかにしていた。

＊51 1986年 10月に英国で実施された証券市場の一大改革を、ビッグバン（宇宙の起源に関する仮説の用語）
と表現することが多かったため、わが国の金融システム改革は日本版ビッグバンと呼ばれた。
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東西冷戦の終結と情報通信の発達を背景に世界の経済・金融が一体化の方向に進み、

地球規模の大競争（メガコンペティション）時代に入ったといわれる環境変化を迎え

て、時代にそぐわなくなった古い制度や慣行などを変革し、21世紀にふさわしい政治、

経済、社会、行政のシステムを構築しようという「六つの改革」の理念は、時宜にか

なっていた。ただし、この改革によって急激に経済政策の舵を切ったことは、1997

年度の日本経済に横揺れを引き起こした。景気後退が始まり、11月の金融危機発生

で揺れが一層増幅された。大揺れとなったわが国の経済・金融情勢を安定させるため

に、改革路線の一部変更や、金融危機対応の政策導入につながった（149ページ以降参

照）。

他方で、改革の流れを引き継いで、金融危機の最中に実施の時期を迎えたのは、行

政改革の大きなテーマの一つであった大蔵省の組織見直しであった。東京協和・安全

の 2信組にまつわる不祥事や、一連の金融行政の手法に問題意識を強めた与党などか

ら、いわゆる財政金融分離問題を含む大蔵省改革の議論が盛り上がり、1996年 12月

に閣議決定された行政改革プログラムで、大蔵省から金融検査・監督部門を分離する

方針が固まった。1998年 6月に金融監督庁が発足した時期は、1997年 11月に起きた

金融危機が、短期間の小康状態の後、次の展開に進んでいく最中であった。

また、この議論の中から、日本銀行法を抜本的に見直す動きが始まり、全文改正さ

れた日本銀行法が 1997年 6月に成立、1998年 4月に施行された。これにより、金融

政策の独立性が法制度として明確化された。

◉日本版ビッグバン
日本版ビッグバンに関しては、1997年 1月の外国為替等審議会の答申に続き、6月

には企業会計審議会、金融制度調査会、証券取引審議会、保険審議会の意見書や論点

整理、報告書、答申もまとまったため、これらを総合して、改革の全体像とタイムス

ケジュールを明確にした「金融システム改革のプラン～改革の早期実現に向けて～」

（1997年 6月 13日）が策定された。

わが国の金融市場を 2001年までにロンドン、ニューヨーク並みの国際金融市場と

して再生するという目標達成に向けて、日本版ビッグバンは、Free（市場原理が働く

自由な市場に）、Fair（透明で信頼できる市場に）、Global（国際的で時代を先取りす

る市場に）の 3原則に照らして必要と考えられる多方面にわたる規制改革を包含して

いた。既に金融制度改革法によって、業態別子会社方式による相互参入が始まってい
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たとはいえ、解禁当初は激変緩和のために業態別子会社の業務範囲に制限が加えられ

ていた。一方、日本版ビッグバンでは、かつての垣根を越える業務拡大や商品規制撤

図表 1─1─5 ①　日本版ビッグバンに関連して行われた主な改革項目、諸施策

会
計
制
度
・

税
制

市場原理が働く自由な市場に

金
融
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

金
融
仲
介
者

市

　
　場

Global
国際的で時代を先取りする市場に

Fair
透明で信頼できる市場に

Free

会計ビッグバン

○投資信託等の整備
 ・証券総合口座の導入
 ・会社型投資信託の導入
 ・私募投資信託の導入
○証券デリバティブの全面解禁

 ・個別株式オプションの導入
 ・有価証券店頭デリバティブの導入
○資産流動化の環境整備

 ・SPC法の制定
○新しい社債商品の導入

 ・永久債
 ・株価指数等リンク債

○有価証券定義の見直し
・有価証券定義の拡充
・金融サービス法等の検討

○電子マネー・電子決済の実現

○銀行等による投資信託窓口販売の導
入
○銀行等による保険の窓口販売の導入
○参入規制の改革

 ・外国為替公認銀行制度、両替商制
度、指定証券会社制度の廃止

 ・証券会社の免許制から原則登録制
への移行

 ・投信委託業者の免許制から認可制
への移行

 ・相互参入の促進（証券子会社・信
託銀行子会社の業務範囲制限の撤
廃、保険会社と金融他業態との間
の子会社による参入可能化）

○証券会社の専業義務の撤廃と業務の
多角化
○株式売買委託手数料の自由化
○普通銀行による普通社債の発行の解
禁
○ノンバンクの社債等の発行による資
金調達の自由化
○持株会社制度の導入・活用
○保険相互会社の株式会社化

○銀行等への早期是正措置の導入
○保険会社への早期是正措置の導入
○証券会社の健全性のチェックの充実
（自己資本規制比率の見直しなど）
○破綻の際の投資家保護、利用者保護
の枠組みの整備
 ・投資者保護基金、保険契約者保護
機構の創設

 ・分別管理の徹底

○対外決済や資本取引に係る事前の許
可・届出制度を原則廃止
○上場銘柄の取引所集中義務の撤廃
○PTS（私設取引システム）の導入
○店頭登録市場の機能強化
○未上場・未登録株式市場の整備
○貸株市場の整備

○公正取引ルール（利益相反やインサ
イダー取引関連）の整備
○検査・監視・処分体制の充実・強化
○紛争処理制度の整備・充実
○公認会計士監査の充実・強化
○ディスクロージャー情報へのアクセ
ス改善（電子化やインターネット）
○投資家・消費者教育の充実

○社債発行の円滑化
○証券取引・決済制度の整備

 ・システム売買の拡充
 ・社債受け渡し・決済制度
○上場･公開等の円滑化

 ・上場承認の事前届出制への移行
 ・株式新規公開時のブックビルディ
ング方式の導入

○一括清算ネッティングの導入

○証券税制の見直し ○連結主体への移行
○会計基準の整備

 ・税効果会計に係る会計基準
 ・研究開発費等に係る会計基準
 ・退職給付に係る会計基準
 ・金融商品に係る会計基準

（注）網かけした項目は、本文中で直接または間接的に関連の記述を行ったもの。
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廃、相互参入促進など、金融市場の構造改革という観点から、規制の撤廃・緩和が一

層徹底された。

日本版ビッグバンは、その進行と並行して景気失速や金融危機が生じるという思わ

ぬ展開となり、将来を見据えた改革よりも金融システムの混乱収拾に世の中の関心が

集まるようになった。そのような波乱の中で、日本版ビッグバンに盛り込まれた多彩

な項目を実現するための具体的措置は着々と進められた。1997年 5月成立の改正外

為法＊52（1998年 4月施行）、1997年 6月成立の改正独占禁止法（1997年 12月施行）

などに続いて、1998年 6月には関係法律 24本の改正を一括化した金融システム改革

法＊53が成立し、一部の改正を除いて 1998年 12月に施行された。

日本版ビッグバンによって実現した多方面にわたる改革項目を、関係する諸施策な

どを含めて整理すると、図表 1─1─5 ①の通りである。

◉会計ビッグバン、会社法制の改正
日本版ビッグバンには、金融分野以外に、会計制度の改革、会計ビッグバンが盛り

込まれていた。日本版ビッグバンより前から持ち上がっていた問題意識として、わが

国の会計制度を海外でも通用する内容に変えていかなければ、国際的な制度間競争、

市場間競争に取り残されかねないという認識があった。しかも、各国の会計基準の差

異をできるだけ埋めていこうとする国際会計基準統一の動きが出ていた。当時、欧米

諸国では連結決算が重視されていたのに対して、わが国では、1977年 4月から連結

財務諸表制度が導入されていたものの、単体の財務情報が主で、連結情報は副次的な

扱いであった。このため、1995年 10月から企業会計審議会において「連結財務諸表

を巡る諸問題」について審議が始まった。また、欧米で先行していた金融商品の時価

会計については、1996年 6月から企業会計審議会の下に特別部会を設けて検討を進

めることとなった＊54。

その後、日本版ビッグバンの動きが始まり、企業会計審議会に対しても、改革の構

想を取りまとめるよう要請が行われた。検討対象としては、連結の範囲やキャッシュ
＊52 正式名称は「外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律」。改正によって「外国為替及び外国

貿易法」に改められた。
＊53 正式名称は「金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律」。
＊54 ただし、金融市場における相場などの短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得ることおよ

びそのような取引により生じ得る損失を減少させる目的で行う特定取引（トレーディング勘定）に対
する時価評価は、1996年 6月に成立した経営健全性確保法（正式名称は「金融機関等の経営の健全性
確保のための関係法律の整備に関する法律」）によって、1997年 4月から導入可能となっていた。こ
の時価評価が、その後の有価証券やデリバティブなどへの適用の先駆けであった。
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フロー計算書導入、税効果会計全面適用などの問題を含む連結決算制度、時価会計の

あり方などの金融商品会計関連、退職給付債務の扱いなど企業年金の会計処理などが

あった。中でも、連結の範囲や税効果会計、金融商品会計の動向は、後に不良債権や

政策投資株式の処理に関連して、わが国の金融機関にとって大きな意味を持つことと

なった。

連結の範囲については、企業会計審議会が 1997年 6月に公表した「連結財務諸表

制度の見直しに関する意見書」で、従来の持株基準にかえて、子会社、関連会社の範

囲の決定にそれぞれ支配力基準、影響力基準を導入することになり＊55、同審議会に

よる具体的な取り扱いの整理＊56、関係省令改正などを経て、1999年 4月以後開始の

事業年度から適用されることとなった。

税効果会計については、国際的には適用が原則であったが、わが国では、従来、連

結財務諸表に任意で適用することは可能であったものの、会計基準が未整備であった。

また、個別財務諸表に対しては導入されていなかった。企業会計審議会は、1998年

10月に「税効果会計に係る会計基準の設定に関する意見書」をまとめ、日本公認会

計士協会による実務指針作成などを経て、ようやく税効果会計が 1999年 4月以後開

始の事業年度から連結、単体共に全面的に適用されることになった。また、1999年 4

月より前に開始する事業年度から適用することも可能であったため、住友銀行、さく

ら銀行をはじめ多くの金融機関は 1999年 3月期から適用を開始した＊57。

従来、有税の貸倒償却・引当を実施した場合、当該期の会計上の費用になっても税

法上の損金にならず、将来、条件を満たした期に損金になるため、会計上と税法上で

計上時点のずれが生じていた。しかし、税効果会計によって、①一時差異の増減金額

に実効税率＊58を乗じた金額を法人税等調整額として損益計算書に計上して、法人税

等の前払いで起きる当期純利益の悪化を防ぎ、②貸借対照表には将来回収が見込まれ

＊55 持株基準では、子会社は議決権の 50％超を所有している先、関連会社は 20％以上 50％以下を所有し
ている先であったが、議決権保有割合を動かすことで財務諸表を操作する余地があるという批判が出
ていた。支配力基準、影響力基準では、経営実態に応じて判断を行うため、議決権保有割合の操作に
よる意図的な連結外しを防止する効果が期待された。

＊56 1998年 10月公表の「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な
取扱い」。

＊57 住友銀行、さくら銀行ともに、連結財務諸表については以前から税効果会計を採用していた。
＊58 法人に対する所得課税（国税と地方税）の一部が損金として扱われることを調整した実質的な税負担

率。わが国では 1998、1999年の税制改正によって、改正前の約 50％から改正後は約 40％に下がった。
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る税額を繰延税金資産として計上して、一時差異の影響を調整することが可能になっ

た。他方で、法人税等の前払いという概念が成り立つためには、将来、十分な課税所

得を生み出して、前払い分を減額すべき税金が発生する見込みが確かなものでなけれ

ばならない。この問題は、後に金融再生プログラムにおいて、論点になった。

また、前払い分を減額できる法人税等の額は、国の税制改正（法人税率の変更等）

や地方自治体の独自課税などによる影響も受けるため、東京都が、2000年 4月から、

法人事業税について、資金量 5兆円以上の銀行業等に対する外形標準課税（いわゆる

東京都銀行税）をにわかに導入した際、住友・さくら両行など適用対象となった各行

は、繰延税金資産の取り崩しが発生し、法人税等調整額の費用計上が膨らむ（当期利

益が減少する）こととなった＊59。東京都では法人事業税が業務粗利益に対して課さ

れるようになり、所得に対する課税でなくなったことを受けて、税効果会計の計算に

含める税金から除かれるため、一時差異によって将来減額（前払い分の回収）を見込

むことができる金額が減少したためである。課税対象となった銀行のうち 21行は、

2000年 10月、この課税を違憲かつ違法なものであるとして行政訴訟に踏み切り、東

京都が課税を定めた条例を無効とする第一審（東京地方裁判所）および第二審（東京

高等裁判所）の判決を経て、2003年 10月、最高裁判所において東京都および東京都

知事と和解を行った＊60。

金融商品の時価会計については、企業会計審議会から 1999年 1月に「金融商品に

係る会計基準の設定に関する意見書」が公表され、2000年 4月以後開始する事業年

度から、保有目的に応じて時価評価を行うこととなった。このうち、売買目的の有価

証券、特定金銭信託等、デリバティブは評価差額を損益に計上するのに対して、「そ

の他有価証券」は、評価差額の合計に税効果会計を適用した上で貸借対照表の「資本

の部」に計上する全部資本直入法か、評価益となっているものは「資本の部」に直入

する一方で評価損となっているものは損益計算書に計上する部分資本直入法のどちら

＊59 資金量 5兆円以上の銀行業等に対し、業務粗利益に対して 3％（日本銀行等の特別法人は 2％）の税率
で税負担を求める「東京都における銀行業等に対する事業税の課税標準等の特例に関する条例」が、
2000年 3月 30日に成立し、4月 1日に施行された。なお、大阪府でも、2000年 6月、同趣旨の条例
が施行されたが、税の徴収は見送られた。

＊60 「東京都外形標準課税条例無効確認等請求」の訴訟は、東京都が、和解の骨子であった①税率を 2000
年度（事業年度）にさかのぼって 0.9％に引き下げ、課税年度を 2003年度までとする条例改正を行い、
施行する、②納付済みの事業税額との差額を還付し還付加算金を支払う、という 2点を実施したこと
を受けて、2003年 10月 8日に和解が成立し、各行は訴えを取り下げた。
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かを選択して会計処理を行うことになった。また、「その他有価証券」については、

2001年 4月以後開始する事業年度から適用する経過措置がとられた。

同意見書では、有価証券の時価評価だけでなく、貸倒見積高を適切に算定するため

の会計基準が整備され、1999年 4月に日本公認会計士協会が貸倒引当金などに関連

する実務指針を一部改正する背景の一つとなった＊61（233ページも参照）。

また、商法において会社法制の改正が頻繁に行われたのも、1990年代後半以降の

＊61 日本公認会計士協会は、早期是正措置導入の環境整備の一環で 1997年 4月に資産の自己査定に係る内
部統制の検証、貸倒償却および貸倒引当金の監査に関して実務指針（62ページ、脚注 63参照）を取
りまとめたが、その後、①金融危機発生と金融再生法、早期健全化法など対応策の整備、②アジア通
貨危機などを受けたカントリーリスクの適切な評価と引当金計上に関する事務ガイドライン改定、さ
らに③企業会計審議会の金融商品に係る意見書公表、④金融検査マニュアル取りまとめなどが相次い
だ。このような情勢変化への対応や調和を図るために、同指針の改定が行われた。

図表 1─1─5 ②　商法の改正

会社のあり方（企業再
編、コーポレートガバナ
ンス）

企業金融、株式制度、会計法制
その他（グローバル
化、ITの普及・発展
への対応など）

1997年改正
（5月①、同②、11月）

・合併手続きの簡素化
・利益供与罪の厳罰化

・自己株式取得規制の緩和（①ストック
オプション制度の導入、②取締役会決
議による、利益による自己株式消却な
ど）

1998年改正（3月） ・自己株式取得規制の緩和（時限措置と
して、取締役会決議による、資本準備
金による自己株式消却など）

1999年改正（8月） ・株式交換・株式移転
制度の創設

2000年改正（5月） ・会社分割制度の創設
2001年改正
（6月、11月、12月）

・監査役制度の機能強
化

・取締役等の会社に対
する責任の制限

・株主代表訴訟制度の
見直し

・自己株式取得・保有規制の緩和（金庫
株の導入）

・単元株制度の導入（単位株制度は廃止）
・新株予約権制度の導入
・種類株式の種類拡大
・法定準備金の減少手続きの規制緩和

・会社関係書類の
電子化
・株主総会の招集、
議決権行使の電
子化

2002年改正（5月） ・委員会等設置会社制
度の導入

・株主総会特別決議の
定足数緩和

・種類株主による取締役、監査役の選解
任制度の導入

・資本減少、法定準備金の減少手続きの
合理化

・外国会社規制の
見直し

（注１）  商法の会社法制部分は、2003、2004 年にも改正が行われた後、2005年 6月に成立した会社法として全面的に整
理し直された。

（注２） 改正年の括弧内は、国会で法律が成立した月である。
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特徴である。これは、日本版ビッグバンによる動きとは異なるが、わが国の企業経営

を取り巻く環境変化やグローバル化の進行などの中で、法制度を時代に即した内容に

変える動きが生じたという点においては類似していた。一連の改正は、一般企業だけ

でなく、住友・さくら両行を含む金融界にとっても、再編に際しての会社組織構築や、

資本政策、配当原資の確保、コーポレートガバナンスの体制整備など、その後のさま

ざまな経営課題への対応を法制面から支える、重要な内容を含むものであった。

◉早期是正措置と自己査定
日本版ビッグバンでは、わが国の金融市場を活性化させるための課題として、規制

の撤廃・緩和だけでなく、不良債権処理を掲げた。前述の「金融システム改革のプラ

ン」（1997年 6月）の中でも、「不良債権問題の速やかな処理を促進するとともに、

早期是正措置の導入やディスクロージャーの拡充などを通じて金融機関等仲介者の健

全性確保に努め、金融システムの安定に万全を期すことが重要である」との記述が行

われている。

早期是正措置は、金融機関の健全性を確保するために監督当局が講じるべき措置が

裁量的な運営によって時機を失することがないように、客観的な指標として自己資本

比率を採用して、事前に定めた明確な発動基準に従って実施する枠組みである。法制

化は金融システム改革より前のことであり、1996年 6月、住専国会で成立した金融

三法のうち経営健全性確保法によって関係業法が改正されていた＊62。金融システム

改革当時は、1998年 4月からの導入を前に、準備が進められているところであった。

1996年 9月から制度の具体的内容の検討を進めていた「早期是正措置に関する検

討会」（大蔵省銀行局長の私的な研究会）は、12月に「中間とりまとめ」を公表した。

これを受けて、1997年 3月には、大蔵省大臣官房金融検査部長が通達「早期是正措

置制度導入後の金融検査における資産査定について」を金融証券検査官などに対して

発出し、金融機関にも内容を明らかにした。また 7月には、金融証券検査官の証明が

税務当局の課税要件認定に代わるものとして扱われてきた不良債権償却証明制度を廃

止する通達を発出した。これによって金融機関は、自己査定に基づいて必要な償却処

＊62 これによって銀行法などに必要な改正が行われた。銀行法で行われた改正のうち主な部分は、第 26条
に第 2項を設けて、監督当局が講じる措置が、自己資本の充実の状況に照らして必要と認める場合には、
裁量的な運営ではなく、事前に定めた充実の状況に係る区分に応じて行うようにしたことである。
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理を行い、償却に係る税務処理についても自ら要件適合性を判断して申告することに

なった。大蔵省は、続いて、早期是正措置の対象となる三つの区分（その後 1998年

11月の見直しにより内訳を追加、図表 1─1─5 ③）とそれぞれの発動基準を定めた銀

行法施行規則の改正や、資産の自己査定や償却・引当のあり方などを盛り込んだ通達

改正（銀行局長）などを行った。この改正で、従来、有税償却や有税引当の内容を事

前に当局に提出するものとされていた部分が削除された。

1997年 4月には、日本公認会計士協会が会員に対し実務指針＊63を示した。同指針

には、金融機関の内部統制の有効性を評価する際の留意事項として、営業関連部署か

ら独立した資産査定部署または資産監査部署が自己査定の実施または監査に当たり、

牽制機能が十分に働いているか確かめることや、これらの部署が貸倒償却および貸倒

引当金の計上額について一次的な判断を行っているか確かめることなどが盛り込まれ

ていた。このため、住友銀行、さくら銀行をはじめ、金融機関では組織改正が相次い

だ＊64。

中小金融機関でも自己査定の試行が始まった。中小金融機関の貸出先は中小企業が

大半で、一般的に大企業に比べて業績や財務体質などが磐石でないため、自己査定に

おいては分類基準の適用に難しい判断を要した。

「早期是正措置に関する検討会」は「中間とりまとめ」で、「米国においては金融機

関の不良債権処理に概ね目途がついたとされる 92年末に早期是正措置が導入された

のと比べると、我が国においては、金融機関全体としては不良債権の処理が進んでい

るもののなお状況は区々であり、制度導入時の環境は異なるとの見方がある」と指摘

していた。

企業業績のおおよその方向を左右する景気が悪化に転じ、担保価値に影響する資産

価格の下落が続くという経済環境は、不良債権問題には逆風であった。しかも、資産

の状況が自己資本比率を通じて監督当局による行政措置の発動と連動性を強めるとな

れば、懸念のある貸出について、特に主力銀行以外から、返済要請などの動きが出て

も不思議でない状況が醸成され始めていた。ただし、非主力行であっても信用連鎖の

＊63 「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関
する実務指針」。1999年 4月一部改正（60ページ、脚注 61参照）。

＊64 住友銀行は 1996年 4月に融資企画部の部内室として与信監査室を設置（同室は 1999年 2月の組織改
定で与信監査部に変更）、さくら銀行は、1997年 4月、自己査定の試行開始に当たり資産監査部を設
置した。
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一翼を担っていることに違いはなく、仮に中小金融機関など非主力行から返済要請の

動きが強まって主力行が肩代わりせざるを得ないような状況になれば、主力行に大き

な負担となることが懸念された。

また、早期是正措置では、客観的な指標として自己資本比率を採用し、発動基準も

事前に定められているとはいえ、後に金融再生プログラムに関して市場などでさまざ

まな憶測が生じたように、仮に引当金算定基準や繰延税金資産の取り扱いなどが大き

く変更されれば、自己資本比率が影響を受け、発動基準に該当する状況が生じる可能

性を内包していた。

このように、企業業績や資産価格の動向を含む経済・金融情勢との相互関連や、自

己資本比率算定に係る基準や運用ルールの変更による影響が懸念される状況が生じた

ことはあったものの、早期是正措置は、金融行政の根幹を成す制度として存続してい

る。

図表 1─1─5 ③　早期是正措置の概要

第 1区分
（過少資本行） 8％未満

経営改善計画の提出
（原則として資本の増強に
係る措置を含む）
およびその実行命令

経営改善計画の提出
およびその実行命令

第 2区分
（著しい過少
資本行）

4％未満

自己資本の充実に資する
以下の措置の命令
①資本増強計画の提出
　および実行
②配当または役員賞与の禁
　止または抑制
③総資産の圧縮
　または増加抑制
など

自己資本の充実に資する
以下の措置の命令
①自己資本充実計画の提出
　および実行
②配当または役員賞与の禁
　止または抑制
③総資産の圧縮
　または増加抑制
など第 2区分の 2

（特に著しい
過少資本行）

2％未満

4％未満

2％未満

1％未満

以下の選択を求め、
選択した措置の実施命令
①自己資本の充実
②大幅な業務の縮小
③合併または銀行業の廃止
　等

第 3区分 0％未満 0％未満 業務の一部
または全部の停止命令

業務の一部
または全部の停止命令

区分
（早期健全化法
の区分） 国際基準行 国内基準行 早期健全化法導入後 （参考）当初

措置の概要自己資本比率

非区分
（健全行） 8％以上 4％以上

区分
（早期健全化法
の区分） 国際基準行 国内基準行

自己資本比率

区
分
に
該
当
し
な
い

区
分
に
該
当
す
る

自
己
資
本
比
率
の
状
況

金
融
機
関
の
資
産
・
負
債
等

金
融
機
関
に
よ
る
自
己
査
定
と
償
却
・
引
当

財務諸表の監査

事前に定めた基準に沿って対応検査等により適切性を検証

金融監督当局

外部監査人
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第2 章 住友銀行・さくら銀行の経営戦略

	 1	 住友銀行における業務体制の抜本改革

◉経営首脳の交代
住友銀行では、1997年（平成 9

年）6月 27日の取締役会で森川

敏雄が頭取を辞任して取締役会長

に就任し、後任の頭取には副頭取

の西川善文が就任した。

西川は、1938年（昭和 13年）

生まれ、奈良県出身。1961年に

住友銀行に入行、丸ノ内支店長、

企画部長兼融資企画部長などを歴任。1986年取締役に就任し、1989年常務取締役、

1991年専務取締役、1996年副頭取に累進した。この間、企画部長兼融資企画部長な

どを委嘱された後、企画部、関連事業部、経済調査部、事業調査部、審査第四部、融

資第三部などを担当した。

就任直後の従業員全員に向けた頭取就任メッセージにおいて西川は、次のように語

りかけた。

頭取としての私の最大の目標は、住友銀行を“信頼度ナンバーワン”の銀行に

するということであります。（中略）

ある先人の言葉に「ものごとを成し遂げるには、行動するだけではなく夢を描

かなければならず、計画するだけではなく信じなければならない」というのがあ

ります。厳しい時代ではありますが、私は、夢と信念をもって、信頼度ナンバー

ワンの銀行の構築に向けて、全身全霊を傾注してまいる決意であります。どうか、

私と一緒に、このチャレンジングな仕事に立ち向かっていただくよう切にお願い

森川会長（左）と西川頭取（右）



第 2章　住友銀行・さくら銀行の経営戦略　　65	

をします。

また頭取就任に際しての記者会見においては、自らの座右の銘を『孟子』の「為さ

ざるなり。能わざるに非ざるなり」であると述べている。できないのは能力がないか

らではなく、やっていないだけだ、との意味である。1997年 7月 4日に開催された

臨時支店長会議の場では、業務運営の基本的考え方として、①「お客様に新しい価値

を」、②スピードの重視、③得意分野への絞り込み、④リスクへの挑戦とリスクコン

トロール、の 4点を明示し、「変化には真正面から取り組み、それを先取りする形で

対応していかなければならない」と力説した。また 9月までに 23回にわたって支店

長朝食会を開催し、国内の全支店長と意見交換を行う場を設けた。

金融自由化の進展は、業務範囲の拡大への対応にとどまらず銀行自身の経営のあり

方、業務の進め方にも大きな影響を及ぼすこととなる。1997年 1月、住友銀行は大

規模な本店組織の見直しを実施した。この組織改定の最大のポイントは、グループ制

の導入である。これは、各組織の対象マーケットに対する権限と責任を明確化し、関

連機能（業務・審査・事務）を一体化することを通じて業務推進力の強化を狙ったも

のである。具体的には、

①国内の中堅・中小企業および個人

に関連する業務を所管する支店業

務グループ

②日系大企業（グループ関連会社取

引を含む）に関連する業務を所管

する企業金融グループ

③海外企業などに関連する業務を所

管する国際業務グループ

④市場取引を所管する市場営業グ

ループ

の四つの対象マーケット別グループ

を設置して、各グループの統括部など

がグループ内各部間の調整やグループ

内の資源配分などの権限を持つことと

図表 1─2─1 ①　1997 年 1月の本店組織改定

設 

置

廃 

止

統 

合

支店業務グループ
国際業務グループ

EC業務部
営業事務部
証券企画部運用開発室
市場事務部
検査部市場監査室
東京営業推進部（＊）

企業金融グループ
市場営業グループ

個人業務部プライベートバンキング室
国際金融法人部
市場営業第三部
システム企画部
検査部システム監査室
企画部金融調査室（＊）

事務企画部
事務指導部
市場管理部資金室
国際金融事務部
経済調査部（＊）

事務企画部国際事務企画室
個人業務部店頭サービス室
資金証券管理部
システム部

業務統括部店舗企画室　→　業務統括部
支店第三部　　　　　　→　支店第二部
国際業務部　　　　　　→　国際総括部
審査第三部　　　　　　→　審査第二部
人事部厚生室　　　　　→　人事部
管財部　　　　　　　　→　総務部
東京オンライン事務部　→　オンライン事務部（＊）

（＊）は 1997年 4月の組織改定。
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した。この組織改定は、かつて総本部制＊65という名称で行われていた事業部制の組

織運営を、新しい考え方に基づいて改めて導入したものということができる。

一方、法人向けの新種商品開発・販売支援機能を受け持つ金融商品開発部、私募債

の受託推進等を所管する証券企画部、M&Aや大型プロジェクト関連のアドバイザ

リーを行う情報開発部は、各対象マーケット別グループに対して横断的に商品、アド

バイザリーサービスを提供する部署と位置付けた。その後、1998年 7月にはこれら

の機能を統合して金融商品開発力を強化することを目的に、キャピタルマーケットグ

ループを設置した。

この他にも、1997年 4月にかけてリスク管理機能の強化、組織の簡素化・効率化

等を狙いとする組織の見直しを行った。

◉法人業務と個人業務の分離へ向けた動き
（1）カルチャーの変革

その後、各業務グループにおいて業務推進体制の見直しを進めたが、中でも劇的な

変革が実現したのが支店業務グループである。

同グループは、国内の中堅・中小企業および個人に関連する業務を所管するため業

務内容が多岐にわたり、また、全ての支店が独立して全ての業務を行うという「個店

主義」の考え方の下で運営されていた。そこで、これを見直して支店ごとに取り組む

べき戦略ウェイトを明確化した上で、エリアマーケティングの徹底により全店ネット

ワークを活用した業務運営体制を、人材配置を含めて、確立する方針を打ち出した。

具体的には、開拓余地の大きい顧客層とそれに応じた業務によって、支店を 14の

タイプに区分した上で、1997年 4月から各支店に他店と重複しない責任地域を定め

るテリトリー制を導入した。それまで住友銀行においては「支店間の競争は業務推進

の活力源」という考え方が根強く、地理的な活動制限はなされていなかったが、この

ことは支店から遠隔地の取引先が増加するという非効率の発生などの弊害をもたらし

ていた。そこで、効率的な業務運営体制の構築のために抜本的なカルチャー変革に踏

み込むこととした。

＊65 総本部制は、1979年 7月から 1988年 1月まで用いられた、総本部長の権限が強い事業部制型の組織
体系である。導入当初はマーケット別に設置された営業総本部（大企業取引）、業務総本部（国内の法
人・個人取引）、国際総本部（国際業務）のライン 3総本部の他、企画総本部、管理第一総本部、管理
第二総本部を設置した。なお、総本部制廃止後も 1991年 3月までは「本部制」という名称の下に、同
様の考え方が継承された。
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テリトリー制の導入に加えて、エリア戦略の

観点から、エリア一体運営の導入と支店ブロッ

ク制＊66の見直しを行った。エリア一体運営とは、

近隣にある相対的に大規模な支店と小規模な 1、

2支店を一体的に運営することを通じて、より

広いエリアを効率的にカバーしようとするもの

である。1996年 11月から町田と新小岩の二つ

のエリアで試行を行った後、その結果を踏まえて 1997年 4月から 26エリアに拡大し

た。一方、支店ブロック制は、大規模な支店をブロック統括母店として 5～ 15カ店

程度を一つの単位として地域別に構成するものであり、①ブロック母店によるブロッ

ク内エリアにおける業務戦略の策定・実行、②ブロックが管轄するエリアにおける地

域情報交流の促進、などを企図したものであった。1997年度初時点では、西日本・

東日本にそれぞれ 20ブロックずつ、計 40ブロックを設置した。

（2）体制見直しの背景と道のり

金融自由化の進展に対応するための業務・組織の見直しは、日本版ビッグバンを法

制面で実現した金融システム改革法が 1998年 6月に成立したことにより、大きな転

機を迎えた。特に銀行本体による投資信託の窓口販売が 12月に解禁されることと

なったことは、個人業務の将来性に大きな展望を開かせるものであった＊67。このよ

うな規制緩和の流れを先取りする形で、住友銀行では 1997年 7月に組織横断的な新

金融商品販売対応委員会（通称「窓販委員会」）を発足させ、リスク商品の取り扱い

に関する検討を重ねていた。同委員会は、1997年 9月から 1998年 1月にかけて、

マッキンゼー社との共同チームにおいて「投信販売は今後の個人関連業務の重要な柱

になり得る。この業務に成功するためには、従来の預金関連業務とはまったく異なる

新規事業と位置付けた上で、当初から積極参入することが必要」という仮説が一定の

条件の下で成り立つことを検証、これを踏まえて 1998年 1月には投信業務準備室を

新たに設置した。

法人業務を分離した形での個人業務の立ち上げという新たな挑戦に向けた特筆すべ

図表 1─2─1 ②　支店業務グループの変革

新
た
に
支
店
の
区
分
を

設
定
し
た
上
で

支店ブロック制の見直し

エリアー体運営の導入

テリトリー制の導入

＊66 個人業務・法人業務分離後の 2000年 4月に個人業務において導入したブロック制（75ページ参照）
と異なり、この時点では支店から法人業務は分離されていなかった。

＊67 法律改正が必要でない「投資信託委託会社への店舗貸しによる直接販売」は、1997年 12月に解禁済
みであり、住友銀行では投資信託委託会社 2社によるいわゆる「間貸し」を行った。
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き動きとしては、かねて水面下で接触してきた、米国シティバンク・プライベートバ

ンキング本部企画部長の久保田達夫を 1998年 4月に正式に招聘したことを挙げるこ

とができる（顧問を経て 6月に常務取締役に就任）。当時、社外取締役などを除けば、

銀行の外部から役員を招
しょう

聘
へい

することは珍しく、さらに業務部門の責任者に配置する

というのは画期的なことであった。投資信託の販売を柱に据えた新規事業としての個

人業務の立ち上げ期において、外部から新たな業務運営の考え方を導入したことは、

その後の個人業務進展の原動力になった。

一方、法人取引基盤の強化に向けては、今後成長が見込まれる業種の有望中堅企業

に対して事業調査部が個社別に短期・集中調査の上、取引方針を明確に打ち出す体制

を構築した。1997年 9月に開始したこの調査方法は SIR（Strategic Investment 

Research）と名付けられ、実際の融資に際しては、所管審査部は SIRの取引方針に

基づいてその他の要素も勘案し、認可することとした。

これらを踏まえて、1998年 7月には支店業務グループのグループ内本部として法

人業務第一本部（西日本所管）と法人業務第二本部（東日本所管）、および個人業務

本部を設置する本店組織改定を実施、さらに 1999年 4月をめどに支店業務グループ

を法人業務グループと個人業務グループに分離し、それぞれをプロフィットセンター

化することを行内および行外に示した。

具体的な業務推進体制の見直しについては、1998年 6月に発足したマーケット別

業務推進プロジェクトチームにおいて、検討を重ねた。マーケット別の業務推進体制

を導入するということは、本店各部のみならずお客さまとの接点であるチャネルのあ

り方の変革へとつながる。これは、支店を通じて全ての商品・サービスを提供すると

いう従来のフルバンキングの支店組織を抜本的に見直すことを意味しており、対象

マーケットに適した拠点の配置や業務の進め方にとどまらず、従業員の人事面にも大

きく影響を及ぼす大変革であった。幅広い論点を精力的に検討したプロジェクトチー

ムの答申は、数次にわたる経営会議での白熱した議論を経て、実行に移された。同時

に、このプロジェクトを成功させるためには、全行的に抜本的な意識変革を行うこと

が不可欠であるとの考えから、新営業体制のコンセプトを行内へ浸透させるためのさ

まざまな工夫がなされた。

1998年 7月、臨時支店長業務懇談会において新体制の狙いと内容が明らかにされ

た後、10月には頭取名で「【乞う】営業体制の変革に向けて」と題する電子メールが
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国内の全従業員に向けて発信さ

れた。これは、頭取宛てに直接、

営業体制の変革に関する忌
き

憚
たん

の

ない意見・疑問点などを送るよ

う求めたものである。これに対

しては、1999年 1月までに、急

激な変化への戸惑い、お客さま

とのリレーション変化への悩み、

事務の合理化・効率化推進が不

可欠であること、人事施策の見

直しの必要性など、延べ 100通

を超える多種多様な意見・要望

等が寄せられ、その後のさまざ

まな打ち合わせ会や意見提出者

への直接回答などを通じて、フィードバックされた。

また、1998年 12月 7日から 17日にかけて「営業体制の改革を頭取と語る会」を

東西各 2回ずつ開催し、約 300人の若手従業員と頭取が直接意見交換する機会を設け

た。一方、実際の運営に当たっての業務・事務フロー上の問題確認などを目的として、

1998年 11月から東西の 3エリア一体運営店と 1支店で新営業体制について試行を実

施した。

これらを踏まえ、1999年 1月の支店長業務懇談会では、頭取から改めてより明確

な営業体制改革の目的が示された。その趣旨は、フルバンキングの支店組織という体

制から抜け出していくために、従来の支店概念を創造的に破壊し、集約化と専門化を

キーワードとして、マーケット別に営業体制を再構築することによって顧客対応力の

向上と大幅なコスト削減を目指すもので、経営のパラダイムシフトともいえる改革で

あった。

この支店長業務懇談会の後、1月 12日から 22日にかけて 4月からの新営業体制導

入に向けた支店長打合会を東西で延べ 19回開催したほか、ほぼ同時期に運営要領勉

強会を東西で延べ 12回開催するなど、認識の共有化の徹底を図った。

このような経緯を経て、まず 1999年 2月に本店各部の組織改定を先行して実施し、

頭取から国内全従業員宛てに発信したメール
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支店業務グループを廃止し、その機能を新たに設置した法人業務グループと個人業務

グループに分離再編した。さらに 4月には、支店組織の改定および法人部などの設置

を実施し、個人取引および地元法人取引を行う営業店である支店を 284カ所、中堅・

中小企業取引を集約した法人部を 116カ所、それぞれ設置した。ここにマーケット別

の営業体制の構築が実現した。

◉マーケット別の業務推進の始動
（1）法人業務の推進体制

法人業務グループは、従来支店で行っていた業務のうち、中堅・中小企業向け取引

を抽出し、新たな組織体系の下で所管した。本店組織としては、法人業務戦略企画等

を所管する法人総括部などを設置、一方、

新営業体制の導入によって 116カ所に集

約された法人部については、地域ごとに

設置された 14の地域法人営業本部がサ

ブ PC（サブプロフィットセンター）と

してそれぞれの地域の法人部を傘下に置

く体制を整えた。なお、政府・地方公共

団体等との取引に関しては、原則として

本店公務法人部と東京公務法人部に集中

し、両部を傘下に置く公共法人営業部を

設置した。

法人部の組織面での特徴は、課制度を

図表 1─2─1 ③　国内営業体制の改革による変化（概念図）
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図表 1─2─1 ④  法人業務グループの組織図 
（1999年 4月）
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廃止して、部長－部員のフラットな組織とした点にある。これは、法人部設置の目的

である、法人営業ノウハウを有する人材の結集による情報・ノウハウの共有化と、そ

れまで取引先課・融資課・外国課に分かれていたお客さまとの窓口の一本化を実現し、

あらゆるニーズに素早くお応えしていくために最適な体制として導入したものである。

なお、若手への教育・育成の観点等から、担当者でありつつ取りまとめ役も担うチー

ムリーダー、融資オフィサーを配置した。

（2）個人業務の推進体制

個人業務グループは、①個人取引、②地元法人（中小企業よりも小規模の企業・個

人自営業）取引、③法人業務関連の融資・外為事務などを含む事務＊68、を所管した。

図表 1─2─1 ⑤　個人業務グループの組織図（1999年 4月）
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＊68 事務については、1999年 2月の支店業務グループの廃止に際して、同グループに属していた支店事務
部を個人業務グループに配置した。支店事務部は個人業務に関する事務に加えて、法人業務関連の事
務も担当した。また、新営業体制での実際の支店組織においては、預金・為替等を取り扱うお客さま
営業課に加え、その業務内容に応じて、融資・外為業務に関するミドルバック事務や資産形成ビジネ
スを担当するお客さま業務課、および資産運用ビジネスを担うお客さま相談課の設置の有無を決めた。
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業務のターゲットとしたのは、次の五つの顧客セグメントである。

①老後生活に備え金融資産を形成するというニーズ、およびライフステージのさま

ざまな局面で時々の資金調達ニーズを有する資産形成層

②退職金等を含む一定の金融資産について運用ニーズを有する資産運用層

③主として支払・決済サービスに対するニーズが高い層

④いわゆる富裕個人層

⑤地元法人などのオーナー・経営者である個人事業主

1998年 11月には、個人業務グループの設置に先立ち、発足後の同グループにサブ

PCとして編入することを既定方針として、各顧客セグメントに対応する形で、業績

責任を負う本店組織である①ファミリーバンキング営業部、②投資サービス営業部、

③リモートバンキング営業部、④プライベートバンキング営業部、⑤ビジネスオー

ナー営業部、を支店業務グループに設置した。このように地域ごとではなく、顧客セ

グメントごとにサブ PCを設置したのが、個人業務の新運営体制の大きな特徴である。

1998年 12月の投資信託の窓口販売解禁時には、比較的リスクが低い円建てMMF

（マネー・マネジメント・ファンド）から高リスクのものまで 24種類のファンドの取

り扱いを開始した。72支店に投資相談専門従業員として合わせて約 240人のファイ

ナンシャル・コンサルタント（FC）とファイナンシャル・コンサルタント・マネー

ジャー（FCM）を配置し、これらの投資相談専門従業員が近隣の支店のお客さまへ

の営業活動を行うことで、全店にて投資信託を取り扱う体制を整えた。投資相談専門

　 ローンプラザ（横浜）

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません
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従業員を配置した支店のうち梅田北口、天神町の 2カ店では、対外的に投資サービス

プラザの名称を使用し、資産運用相談特化店とする取り組みを試行した。新規業務の

立ち上げに当たって大きな役割を果たした FCなどには、1998年 2月から 9月にか

けて中途採用された、破綻した山一証券関係の元従業員約 120人が含まれている。

なお、住宅ローンの推進に特化した組織としては、1998年 1月にローンプラザを

27カ所に設置した。もともと住友銀行では、1989年以降ローンセンターを順次配置

し、提携した不動産業者からの情報に基づいて最寄りの支店に住宅ローン案件を紹

介・斡
あっせん

旋していたが、ローンプラザでは所長に対して住宅ローンの実行権限を付与し、

より推進力を高めることとした。一部のローンプラザでは、休日営業も実施した。

（3）国際業務の推進体制

マーケット別の業務推進力を強化するための組織の見直しは、米州および欧州でも

それぞれ 1998年 10月、1999年 4月に実施した。これらの組織改定では、支店ある

いは駐在員事務所という形式は残したまま業務上の組織を設置した。

具体的には、日系のお客さまを担当する米州営業第一部および欧州営業第一部、非

日系のお客さまを担当する米州営業第二部および欧州営業第二部、シンジケートロー

ンやプロジェクトファイナンスなどの高度な金融技術が必要となる商品・サービスを

提供する米州営業第三部および欧州営業第三部を設置、さらに各支店・駐在員事務所

の事務を所管する米州事務部および欧州事務部を置いた。

一方、国内においては 1999年 1月、非日系の大企業を母社とする在日外資系企業

300社強との取引を専門に行う、国際法人営業部を設置した。これは、海外のコアカ

スタマー企業（グローバルに対応すべき企業）との取引強化を目指して、国内での取

引についてもグローバル・専門的な業務推進を行うことを目的とするものであった。

図表 1─2─1 ⑥　欧州におけるマーケット対応組織の概念（支店のみ、1999年 4月）
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	 2	 住友銀行の個人業務戦略

◉拠点の運営体制の見直し
1999年（平成 11年）4月の新営業体制は、個人・法人業務再編後の支店について、

主として資産形成層のお客さまへのサービス提供を担う 247カ店をファミリーバンキ

ング営業部（FB部）の所管に、主として資産運用層のお客さまへのサービス提供を

担う 37カ店を投資サービス営業部（投サ部）の所管に、それぞれ区分する形で始動

した。この時、投サ部所管のうち 29カ店と FB部所管店のうち 43カ店を FC常駐店

とした。

先にも触れた通り、個人のお客さま向けの相談業務は銀行にとって全く新しい業務

であり、望ましい営業体制の構築を目指してさまざまな変更を順次進めた。まず、資

産形成層のお客さまへのサービス提供に関しては、1999年 3月から西葛西と豊中の 2

カ店で試行していたライフプランニング相談コーナーをマネーライフ・コンサルティ

ング・デスク（MCデスク）と名付けて 1999年度上期に 13カ店で試行、下期にはさ

らに 42カ店に導入して、本格的な展開を図った。MCデスクは、カウンターライン

の一部にブース形式で設置し、お客さまからのライフステージに応じた金融に関する

ご相談を受けやすくすることで、預金、ローン、投資信託などに関するワンストップ

のサービスを提供することを狙いとしていた。また、資産形成層のお客さまが通常の

銀行の営業時間にはアクセスしにくいことを考慮し、土曜営業や夜間営業も行った。

一方、資産運用層のお客さまへのサービス提供に関しては、お客さまの間口を拡大

し取引を深めていくため、2000年 4月に体制の大きな見直しを行った。その一つが

投資サービスプラザの本格展開である。投資サービスプラザは、資産運用に関する強

いニーズが見込まれる支店に、資産運用ビジネスに特化した専門拠点として当初 21

カ所に設置、支店長から独立した「ジェネラルマネージャー」の他、FCM、FCを配

置した。また、資産運用ビジネスへの一段の注力を行う支店（36カ店）を新たに投

資サービス戦略店と位置付けた＊70。

2000年 4月の営業拠点の見直しによって投資サービス営業部が 21カ所の投資サー

＊70 投資サービス戦略店のうち 5カ店では、支店長が同じ拠点内にある投資サービスプラザの「ジェネラ
ルマネージャー」を兼務し、行内的には「プラザ支店」と称した。
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ビスプラザと投資サービス戦略店（36カ店）および関東・関西以外に所在する都市

独立店（19カ店）を所管し、ファミリーバンキング営業部が郊外店（146カ店）と都

心店（76カ店）を所管することとした。

さらに 2000年 4月には、新営業体制の下で、エリア制の拡大とブロック制の導入

を行った。エリア制とは、個人・法人業務再編前から継続して行っていたエリア一体

運営を拡大・強化するもので、エリア母店と一体運営店が協働・連携することにより、

お客さまへの対応力の強化と業務の一段の効率化を両立させることが狙いであった。

既に 1999年度の段階で 28エリア（一体運営店 38カ店）を設置していたが、これを

49エリア（同 69カ店）に拡大、一体運営店の支店長はエリア母店の副支店長を兼務

することとした。一方ブロック制は、個人・法人業務再編前の 1998年度まで行われ

ていた支店運営の考え方を地域単位での個人業務推進の観点から改めて導入したもの

で、同一の鉄道沿線を軸に 31ブロック（東日本 16ブロック、西日本 15ブロック）

を設置した。その目的は、①本店各部と支店とのコミュニケーションの活性化、②各

支店における業務運営の標準化・レベルアップであり、ブロック構成店の支店長の中

から 1人をブロック部長に任命した。この段階では、幅広い情報交換が主目的であっ

たため、ファミリーバンキング営業部・投資サービス営業部がそれぞれ所管する支店

をまたがる形でのブロック編成がなされ、ブロックとしての業績責任も明確化されな

かった。

図表 1─2─2 ①　個人部門の主な営業拠点の区分（2000年 4月）

区　分 拠点数 所管
専門拠点 投資サービスプラザ 21カ所 投サ部

支　　店

投資サービス戦略店
エリア母店・独立運営店 28カ店（0）

投サ部プラザ支店 5カ店（5）
一体運営店 3カ店（0）

郊　外　店
エリア母店・それに準ずる独立運営店 52カ店（9）

FB部

上記以外の独立運営店 50カ店（0）
一体運営店 44カ店（0）

都　心　店
エリア母店・それに準ずる独立運営店 36カ店（7）
上記以外の独立運営店 18カ店（0）
一体運営店 22カ店（0）

都市独立店 19カ店（0） 投サ部

（注）支店の拠点数欄の（　）内の数字は、投資サービスプラザが配置されている支店数。
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住友銀行の個人のお客さま向け投信販売業務は、2001年 3月には 318人の FCを

支店に配置し、46種類の幅広い商品ラインアップをそろえるに至るなど順調に拡大

し、販売実績（預かり残高）も 5,863億円に達した。

◉ダイレクトバンキングチャネルの拡充
デリバリーチャネルの見直しに関して、支店体制の再構築と併せて進めたのがダイ

レクトバンキングチャネルの拡充である。お客さまの銀行へのアクセスに対するニー

ズの変化に対応するため、「いつでも、どこでも、自由自在に」利用できるチャネル

の構築に向け、電話、インターネット、ATM、郵便などを通じたダイレクトバンキ

ングの強化を図った。

（1）テレホンバンキング

住友銀行では、1990年 10月に「住友のハローダイヤル」を設置し、フリーダイヤ

ルで商品やサービス内容の照会に答えるだけでなく、お客さまへ電話で商品・サービ

ス案内を開始、また、1993年 2月にはお客さまからの預金残高問い合わせなどに対

応する電話照会センターとしてテレホンセンターも設置していた。

これらのサービスを内容面でも時間的にもさらに拡充し、個人のお客さま向けに

1997年 6月にサービスを開始したのが「住友のハローダイレクト」である。これは、

フリーダイヤルにおいてオペレーターがお客さまの依頼内容を伺い、内容確認の上、

口座からの振込、定期預金の追加預入・解約をは

じめとする取引、諸届けの受け付けなどを実行す

るものであった。サービス時間も、平日は午前 8

時から午後 9時、土曜・日曜・祝日は午前 9時か

ら午後 9時（勘定記帳が必要な取引は午後 5時）

までと、大幅に拡大した。事前登録なしに電話で

振込ができるサービスは、都市銀行としては初の

取り組みであった。

その後、ハローダイレクトで内容と時間の両面

でサービスを拡充した。1998年 6月からは事前

登録先への振込や預金間の振替について 24時間

サービスを開始、このサービス提供のため、1997
ハローダイレクトの新聞全面広告
（1997年 4月）
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年 6月に豊島園テレホンバンキングセンターを、1999年 10月には神戸テレホンバン

キングセンターをそれぞれ設置した。

ハローダイレクトの利用拡大は、お客さまの利便性向上だけでなく銀行にとっても

窓口をはじめとする事務の削減という効果を生むものである。そこで積極的な推進を

図り、1999年 7月には契約者（ハローダイレクト会員）数が 100万人を突破すると

いう成果を上げた。

（2）インターネットバンキング

住友銀行では 1995年 12月、パソコンを用いる

個人向けホームバンキングとして「パソコンバン

キング」を導入したが、その後のインターネット

の普及などを踏まえて 1997年 1月、邦銀で初の

インターネットバンキングとなる「パソコンバン

キング（インターネット方式）」を開始し、1998

年 2月には 24時間サービスを始めた。その上で

1998年 6月、新サービス「WEBダイレクト」を

開始した。

一方、1999年 2月には、NTTドコモが iモー

ド＊71サービスを提供開始するのと歩調を合わせて、住友のモバイルバンキング「モ

バイルダイレクト」の取り扱いを開始した。

2000年 11月には、テレホンバンキング、インターネットバンキング、モバイルバ

ンキングという個別の契約により、個別に提供していたサービスを統合し、一つの契

約で、全てのチャネルを通じて、共通のサービスを提供する、個人のお客さま向け新

サービス「ワンズダイレクト＊72」の取り扱いを開始した。このサービスは、「一人一

人のお客さまを、いちばん理解するサービス」をモットーに、より便利で使いやすい

サービスを目指して進められ、合併後の新銀行にも One’sダイレクトとして引き継が

れて、個人のお客さま向けの唯一のリモートバンキングサービスと位置付けられるこ

ととなった。

＊71 iモードは、NTTドコモの登録商標。
＊72 対外的には、「ワンズダイレクト」だけでなく「One’s DIRECT」という表記も用いた。

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません
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◉MCIF の高度化と活用
お客さまのニーズが高度化・複雑化する一方、銀行側の商品・サービス提供チャネ

ルの多様化が進む中で、一人一人のお客さまに対して適切かつきめ細かな対応を行う、

あるいは効率的なキャンペーンを実施するためには、個々のお客さまに関する鮮度の

高い情報を保持して、有効なデータマイニング＊73・分析手法を確立しなければなら

ない。

そこで重要になるのが、個人顧客情報システムである。もともと住友銀行では、

1990年に個人 CIF（Customer Information File）開発に着手し、1991年から順次シス

テムを稼働させていたが、十分に活用されたとは言い難かった。そこで 1997年 3月

の第 1回システム戦略会議の議題の一つとして「個人 CIFの再構築」を取り上げ、

抜本的な見直しを図ることとした。

まず 1997年 12月から 1998年 4月にかけて、ハードウェアの入れ替え、分析ソフ

トの導入、分析データベースの再構築を行った。1998年 10月、チャネルサーバーを

導入してセールスデータベースの新規作成が可能となったことにより、11月 24日か

ら全店に個人顧客情報システム（MCIF：Marketing Customer Information File）を導

入することとした。これにより、従来の残高・資金移動などに関する情報に加えて、

その他のお客さま情報が名寄せ・一元化され、かつその情報を口座がある店にとどま

らず全店・テレホンバンキングセンターと共有することが可能となった。情報の登録

も、各店から行うことができた。1998年 12月から開始した投資信託の窓口販売にお

いてはお客さまの適合性を確認することが重要なポイントであったため、MCIFの導

入はこれにも寄与するものであった。

その後もMCIFの機能は順次拡充され、例えば 2000年 8月に追加したライフプラ

ン相談機能は、お客さまの属性と収入・支出などのシミュレーション基礎情報に基づ

き、将来のライフプランの基礎となる家計収支の推移を示す表やグラフを出力できる

など、業務推進を直接的に支援する機能を備えることとなった。

一人一人のお客さまとしっかりと向き合うためのインフラとして整備されたMCIF

の思想は、合併後の新銀行における個人業務運営にも受け継がれている。

＊73 データマイニングとは、大規模・大容量のデータの中から、隠れた法則や関連性等を統計的データ解
析により見出す手法のこと。
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◉ブランド戦略One’s SUMITOMOの展開
個人業務の体制整備と共に商品・サービスの拡充が進む中、個人のお客さまによる

銀行選別の基準としてブランドの重要性が認識され始めた。

そもそもブランドとは「企業のお客さまに対する価値の約束」である。お客さまに

価値を認めていただくためには、そのニーズがどこにあるかを明確に認識しなければ

ならない。そこで、お客さまの金融に関する根源的ニーズは Recognitionと Peace of 

Mindである、との考えに立ち、図表 1─2─2 ②のようなポジショニングステートメ

ント（目標とする顧客認識）を定めた。

これに基づいて打ち出したブランドスローガンが「One’s SUMITOMO『ひとりひ

とり』のお客様を、いちばん理解するサービス業になる。」である。

この新しいブランド戦略については、

2000年 2月に開催された個人業務グ

ループ部店長打合会において概要が明

らかにされた後、その展開に向けてさ

まざまな手が打たれた。まず、従業員

一人一人がブランドを担うという意識

を定着させるため、「『住友銀行ブラン

ド戦略』始動」と題する、頭取インタ

ビューを中心としたブランド戦略紹介

ビデオを各部店で視聴、さらに、『One’s 

SUMITOMO通信』という名称の行内

ニュースレターを継続的に発行し、個

人業務グループの全員に配布した。

加えて、2000年 3月から 4月にかけて、同ブランド戦略に込めた思いを「お客さ

ま一人一人に提供したい『金融サービス』とは何か」という観点から自由に記入する

アンケートを、個人業務グループの全従業員を対象に実施した。このアンケートには

5,000通を超える回答が寄せられた。行内電子メールにも専用ポストを設置し、ブラ

ンド戦略に関する意見・質問を随時受け付ける体制を整えた。

対外的には、5月からテレビ広告の放映を開始したほか、行内アンケートにより選

出された 4人の従業員が登場する、新聞の全面広告も掲出した。

図表 1─2─2 ②　ポジショニングステートメント

住友銀行は、
家族とともに堅実な生活を実現したい人々にとって
ひとりひとりをきちんと理解し（Recognition）
それぞれの安心を提供する（Peace of Mind）

金融サービス業である

ブランドスローガン
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各メディアでのブランド戦略展開と歩調を合わせて、各支店でも One’s 

SUMITOMOポスターの掲示などを行い、その中で各部店の在籍者が出演する部店別

ポスターを製作して当該部店に掲示するという、新しい試みも行った。ホームページ

上にも One’s SUMITOMOコーナーを設置し、広告活動の紹介や、お客さまからのご

質問に従業員がお答えするコーナーなどを設けた。

このように、個人業務グループは、対外コミュニケーションと行内コミュニケー

ションを関連させながら、ブランドのお客さまへの浸透と、個人業務に携わる従業員

の意識改革（ブランド意識の醸成、モラールアップ）を同時に実現させる各種施策に

取り組んだ。
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	 3	 住友銀行の法人業務戦略

◉「住友の法人営業」ブランドの確立を目指して
1999年（平成 11年）4月の新営業体制の発足に当たって、法人業務グループが直

面していた大きなテーマは、①償却引当後収益の極大化、②新しいスタイルの法人営

業体制の構築であった。このうち前者に関しては、収益管理手法の見直しに加えて、

貸金ポートフォリオの改善を企図したさまざまな施策を打ち出した。また後者につい

ても、お客さまの多様なニーズに応えるための新商品・サービス提供や運営面での工

夫を重ねた。

その際、これらを実現するためのキーワードとして Solution、Speed、Specialtyの

「3つの S」を定め、新しい法人営業の方向性を宣言した（図表 1─2─3 ①）。

◉収益管理手法の見直し
住友銀行では 1998年 1月、国内の主要与信先（国内事業法人与信の約 9割）を対

象に、与信審査の際の個社別採算管理指標として信用リスク調整後収益率（RAROA：

Risk Adjusted Return On Assets）の考え方を導入した。RAROAとは、信用リスクの

図表 1─2─3 ①　「3 つの S」

Solution（ソリューション）
取・融・外の知識に情報武装力を兼ね備えた上で、お客さまのリスク・ニーズを的
確に捉え問題解決に向けた提案を行うことができる自己完結型の「法人営業のプロ」
を目指します。

Speed（スピード） 
ITの駆使および組織のフラット化により意思決定のスピードを上げ、顧客対応力
を強化します。 

Specialty（スペシャリティー）
「法人営業のプロ」としてふさわしい、金融スキル・知識の習得に努め専門性の一
段のアップを目指します。また、法人業務部財務開発チームにプロダクツの専門家
を集約し、法人業務部との完全協働体制により、高度な金融ニーズに対応します。 

（注）  取・融・外とは、新営業体制導入前の支店における、取引先課（渉外業務）、融資課
（融資関連業務）、外国課（外国業務）のことを指す。
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計量化によって見積もられた信用コ

ストを表面上の収益から差し引いた

「引当後収益に対する資産効率」を

示す指標である（図表 1─2─3 ②）。

新営業体制の下での法人業務にお

いては、本格的な個社別のソリューションビジネスの展開のため個々の企業に対する

業務推進計画を明確に策定することとした。予算・実績管理の方法も見直し、従来の

支店単位から一歩踏み込み、個社別に行うこととした。個社別の予算計画と実績管理

に当たっては、RAROAの考え方を取り入れ、表面上の収益性だけでなく、リスクに

見合ったリターンの確保をより明確に進めることができるようにした。

信用コストの計量化には、企業格付を活用した。与信取引を行う際には、与信先の

経営内容や財務内容、事業内容、およびキャッシュフロー状況や与信に関する回収・

保全の状況を重視して審査を行うが、このような考え方を基本として、信用リスクに

関する企業内容を段階的に表現したものが企業格付である。同格付は、当初 1996年

7月に導入した後、モデルの改定や格付区分の細分化を進めた。なお、1999年 2月に

は企業格付に加えて、与信期間・担保・保証などの案件の取引条件を勘案した与信格

付も導入した。

◉貸金ポートフォリオの改善
貸金ポートフォリオを改善し、かつ収益性の向上につなげるためには、相対的に残

高比率が高い業種等向けへの貸金や問題先貸金を圧縮する一方で、今後の成長が見込

まれる業種・企業向けの貸金を増強することが必要となる。そこで行ったのが、次の

ような施策である。

（1）審査体制の変更（1999年 4月）

まず、審査部に所属したまま地域法人営業本部に駐在する審査役（地域本部担当審

査役）を配置した。地域本部担当審査役のミッションは、当該地域法人営業本部に属

する法人部と協働しながら保全の強化が必要な先、あるいは問題与信先と直接交渉を

行う一方、本店各部と密接に情報を交換することで、迅速かつ適正な対応により償

却・引当額の極小化を図ることにあった。

審査部内には、特定業種への与信集中リスクを回避する観点から、特にきめ細かな

図表 1─2─3 ②　個社別採算管理指標RAROA

信用コスト＝与信残高×格付別デフォルト確率×（1－回収率）

RAROA＝
業務粗利益－信用コスト－経費

与信残高
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管理が必要な特定業種の審査を担当する、特定業種担当審査役の制度を導入した。

これにより、従来は店別担当制であった審査役体制を、①特定先担当（審査部が選

定した大口先を担当）、②地域本部担当、③特定業種担当、④一般先担当、⑤延滞先

担当（再建可能性が低い先を担当）という、機能別担当制に変更した。

また、これらの新しい審査役の配置などに加えて、金利・アセット運営などの計数

分析をもとに与信ポートフォリオの改善を目指すことをミッションとする企画チーム

を審査部内に設置した。

（2）成長企業向け取引の強化

中小企業向け貸出の増強は、収益上の課題であるポートフォリオ改善という側面に

とどまらず、社会的な要請も強く、かつ後述する公的資金導入時の「経営の健全化の

ための計画」（経営健全化計画）にも記載したものであったため、早急な対応が必要

であった。そこで、1998年 8月の閣議決定に基づいて 10月に創設された中小企業金

融安定化特別保証制度を用いた融資の積極的推進に加えて、独自の新商品を矢継ぎ早

に導入した。組織面でも、成長分野の中堅・中小企業向け取引の強化・推進を目的と

して、法人業務部内にニュービジネス取引推進室を設置した。

1997年 1月に創設した総額 200億円のニュービジネス支援ファンドは、マルチメ

ディア分野などの成長企業に対して積極的に対応するための融資商品である。1999

年 11月には、同ファンドの中期型を発展させた元金据置付きの中期・無担保融資制

度「ニュービジネスブリッジ」を導入した。

1999年 8月には、中堅・中小企業向けに、借り入れ当初の金利を低く設定し、

キャッシュフローに余裕を持った返済が可能となる利息平準型証書貸付「ドリーム

パートナー」を開始。さらに 2000年 3月には、中小企業を対象とする、総額 1,000

億円規模の小口無担保貸金ファンドを創設した。

2000年 9月には中期貸金特別ファンドを創設した。これは、今後の取引拡大が見

込まれる優良な新規先、将来的な主力銀行化を展望した取引の深耕を図る先などを対

象に、総額 100億円で取扱期間を限定して設定したファンドで、ゼロ金利政策解除な

どの環境変化に伴う借入金利の固定化ニーズに対応する商品であった。同ファンドは

2001年 2月まで計 4回（各回、総額 100億円）設定された。
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◉営業活動の効率化
新営業体制の狙いの一つは法人取引における生産性の向上であり、従来以上に営業

活動における効率性を高めていくことが課題であった。

そのためのシステムインフラとして活用したのが営業店情報システムの SSS

（Strategic Support System）である。SSSは 1997年度から利用が始まった、主として

法人向けの営業活動をサポートするシステムの総称であり、①お客さまとの取引経

緯・折衝内容や財務情報を管理する顧客情報管理システム、②個々の具体的案件の進

捗管理等を行う「案件管理」、③お客さまの個別のニーズ（業務斡
あっせん

旋など）を他の拠

点などと共有する「情報マーケット」の他、提案書取引事例検索システム、計数情報

管理システム、業務運営サポートシステム、接待贈答管理システムなどで構成されて

いた。

一方、お客さまとのコミュニケーションをより密で効率的なものとするためのメー

ルネットワーク構築にも力を注いだ。これは、お客さま企業と法人部員との間で、電

子メール、「Windows版パソコンサービス」（後述）、ファクシミリのいずれかの方法

でコミュニケーションを確保しようとする試みであり、お客さまへのタイムリーな情

報提供、お客さまからの質問に対するスピーディーな回答に加えて、従来は往訪・面

談で行っていた営業活動の一部を代替することで営業推進の効率化を図ることを目的

としたものであった。

より高い専門性やスキルが必要となる業務への対応としては、専門家を地域法人営

業本部もしくは法人部に配置し、法人部員と協力してお客さまのニーズにいち早く対

応する体制をとった。具体的には、エレクトロニックバンキング（EB）システム商

品のスキルを有するプロダクトオフィサー（法人 EC業務部に所属）や、デリバティ

ブに関する高度な知識を有するデリバティブセールスエンジニア（キャピタルマー

ケット営業部に所属）、外国為替や為替スワップ、通貨オプション等の市場性取引を

推進するトレジャリーオフィサー（市場営業第一部に所属）、外為取引を推進する外

国業務推進オフィサー（法人業務部に所属）などが、活躍した。

◉合理化・効率化ニーズへの対応
財務・経理事務の合理化というお客さまのニーズが高まる中、この問題に対するソ

リューションの一環として住友銀行は ITを活用した新商品の提供にも力を入れた。

1996年 9月に提供を開始した「Windows版パソコンサービス」は、お客さまのパ



第 2章　住友銀行・さくら銀行の経営戦略　　85	

ソコンから直接、取引情報の照会、振込・給与振込などのデータ伝送、振込・振替な

どが行えるサービスであり、発売後 1年で契約数が 1万社を大きく上回る実績を上げ

た。さくら銀行との統合合意発表後は、商品相互取り扱いの一環で、さくら銀行の中

小企業等向け EBサービスの商品性を取り入れたパソコンバンク・ナビ ジュニアを

簡易版 EBサービスとして投入し、利用対象先を広げる努力を重ねた。また、外国送

金や信用状開設の依頼など外国為替取引を行うことができる「Windows版パソコン

サービス（外国為替版）」に加え、2000年 10月には、お客さまのパソコンから先物

為替予約の締結を可能とする「住友のオンライン・ディーリング・サービス」の提供

を開始した。

財務・経理事務の合理化というお客さまの問題解決に役立つサービスとして 1998

年 8月に提供を始めたのが「パーフェクト」である。これは、売上回収などの際に発

生するお客さまの入金照合事務の効率を向上させるシステムであった。具体的には、

お客さまに代金請求先などの数に応じた振込入金専用の口座を開設していただき、請

求書ごとに振込先として異なる口座を指定、入金時には銀行から口座番号情報付きの

振込入金明細を提供することにより口座番号情報による入金確認を可能とするもので

ある。1999年 5月以降は、「パーフェクト」専用の仮想支店も順次開設し、対応力の

強化にも努めた。

「パーフェクト」は 2000年 2月、従来にない独自性が認められてビジネスモデル特

許を取得した。

◉スモールビジネスの展開
スモールビジネスの中でも比較的小規模な企業（地元法人）等との与信取引は、個

図表 1─2─3 ③　「パーフェクト」の概要

〈営業店〉

入
金
指
定
口
座

〈「パーフェクト」専用支店〉

②請求書発行

振込人 A

③振込
振込人 B

振込人 C

振込人 A専用口座

導入企業

振込人 B専用口座

振込人 C専用口座

④
即
時
振
替

①被振込専用
　口座開設

⑤口座番号情報が付加された
　振込入金明細提供
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人業務グループ傘下のビジネスオーナー営業部が担い、新営業体制下における支店の

お客さま業務課が、信用保証協会保証付貸出金や定型貸出金を中心に携わることと

なった。もっとも、同業務に関しては取引拠点の集約によるさらなる効率化の推進と

専門性の向上の必要性が当初から認識されていた。そこで 1999年 8月から新小岩、

御茶ノ水、鳳、守口の 4カ所においてそれぞれ 10支店前後の同業務を集中するビジ

ネスローンセンターの試行を実施、その結果を踏まえて 2000年度上期に、ビジネス

ローンプラザと名称を改めて 41カ所（うち分室 22カ所）に増強し、その後も順次設

置を進めた。

ビジネスローンプラザがターゲットとするスモールビジネスは、総体としては大き

なマーケットである一方、個々の取引規模は小さいため、必然的に取扱件数が多いと

いう特性がある。そこで、効率性と収益性の両立を目指して、ビジネスローンプラザ

で積極的に推進したのが、信用保証協会保証付貸出金、ビジネスサポートローン、

Value Doorなどである。

ビジネスサポートローンとは、クレジット・スコアリング・モデル（財務データ、

顧客属性などをもとに中小企業のデフォルト率と相関が強い指標値を算出する与信判

断システム）に基づいて開発した、法人向けの貸金商品である。住友銀行では、1996

年から事業調査部、融資企画部および審査関連各部を中心に、米国フェアアイザック

社が開発したモデルをもとに独自のモデル開発に取り組んでいた。これによりビジネ

スサポートローンは、①スコアリングに基づく審査結果を迅速に回答することが可能、

②統計的手法により信用リスクを定量化し、これに見合った貸出金利の設定が可能、

といった特徴を有する商品として 1999年 12月から試行的に提供を開始、2000年 5

月以降本格的な展開を始めた。なお、商品の特性上、ルールに則って過失なく実行さ

れた同ローンについては、ビジネスローンプラザ所長の貸金採り上げ責任は問わない

こととした。

Value Doorは、スモールビジネス取引の対象となる企業などに対して、次の五つ

のコンテンツをパッケージ化し、インターネットを通じて情報提供、決済、経営相

談・アウトソーシングなどのサービスを提供するものであった。

① E─メールネットワーク

②パソコンバンク・ナビ　ジュニア

③ SMC─Net（住友経営懇話会におけるサービスメニューの一部をインターネット
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を活用して提供）

④ iソーシング（日本総研エー・エス・ピーのア

ウトソーシング支援サービス）

⑤ NETdeBIZ.com（中小企業向けの業務支援サイ

ト）

なお、同サービスは 2000年 6月に Value Netとい

う名称で提供を開始したが、10月に Value Doorに改

称し、半年後に統合を控えていたさくら銀行におい

ても取り扱いを開始した。

ビジネスサポートローンと Value Doorについては、

2000年 6月の取扱開始と同時に、法人部が担当する

スモールビジネス先に対しても提供を開始した。

新規取引先の開拓に向けては、ビジネスオーナー営業部に事業開発チームを設置し、

一括提携推進営業を展開した。これは、フランチャイザーや大手メーカーなどとの提

携による、フランチャイズチェーン提携ローンやビジネスサポートローンの一括セー

ルス、あるいは大手会計事務所などとの提携を通じてスモールビジネス顧客の開拓を

図る試みであった。

その後 2000年 10月、ビジネスオーナー営業部の所属を法人業務グループに変更し

た。これに伴い、ビジネスローンプラザも法人業務グループの営業店に変更したが、

その際、スモールビジネスへの取り組み強化を狙いとして、法人部長が所長を兼務す

るビジネスローンプラザを郊外に 28カ所設置、さらに既存の分室も見直したことで、

拠点数は 56カ所（うち分室 9カ所）に拡大した。

以上のような、成長企業向け取引の強化およびスモールビジネスの展開などにより、

住友銀行の中小企業向け貸出（実勢ベース・除くインパクトローン）は、公的資金導

入に伴って提出した経営健全化計画を超過達成し、1999年度に 4,370億円、2000年

度に 2,386億円、それぞれ増加した。

NETdeBIZ.com のチラシ



88　　第 1編　金融激動の時代の始まり

	 4	 住友銀行のシステム戦略

◉システム戦略の見直し
住友銀行では、1996年（平成 8年）4月にスタートした 3カ年計画「Challenge 21

計画」における「戦略的強化分野へのフォーカシング」という基本戦略に基づき、シ

ステム戦略に関するプロジェクトチームを組成、経営会議に対して 11月に最終答申

を行った。そこでは、①システム化案件意思決定プロセスの見直し、② EUC（End 

User Computing）の推進、③業務別アウトソーシングの推進、の 3点について基本

的な考え方が了承された。

システム化案件の意思決定プロセスに関しては、システム化ニーズを有するユー

ザー部門がシステム化案件登録を行う制度を導入。大型案件については経営会議の場

でシステム戦略会議を開催して、企画案件の開発優先順位付けや開発済み案件の効果

レビューなどを行うこととなり、第 1回会議を 1997年 3月に開催した（その後半年

ごとに定例開催）。一方、経常的な小口案件については、システム開発案件会議（部

長会）において、優先順位を審議することとなった。

EUCについても、体制の整備を進めた。EUCとは、「情報（システム）の利用者が、

自ら主体的に高度な情報検索・加工や簡易なシステム開発等に取り組むこと」である。

主として勘定系システムの高度化に重きを置いた第 3次オンラインまでと比べ、1994

年から 1995年にかけて稼働した第 4次オンラインは、情報系システムの高度化にも

力を入れた。しかし、ユーザー部門の使い勝手の問題から必ずしも十分にシステムが

活用されないケースが生じていたことから、ユーザー部門にパソコンの応用的な活用

を行い得る人材を配置することで、業務ニーズに基づくスピーディーなシステム対応

を目指すことにした。1997年度には、システム企画部から 22人の業務支援要員を、

ユーザーである各業務部門に派遣（EUC派遣）したが、例えば個人業務部への派遣

者は、ローン商品の開発に当たってシステム上の登録を迅速にするための検討を行う

などの役割を果たした。一方、ユーザー部門からはシステム企画部にトレーニーを派

遣するなど、相互の人材交流を進めた。

なお、システム開発のアウトソーシングに関しては、その後の西暦 2000年問題へ

の取り組み強化や連結ベース見直し等の会計基準変更など、対応すべき経営環境の大

きな変化が生じたこともあり、その実現は三井住友銀行が発足した 2001年度以降に
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持ち越すこととなった。

◉新営業店端末（WIT）の導入
住友銀行では 1987年（昭和 62年）10月以降、窓口および後方の事務記帳を行う

汎用端末機として ACT（All purpose Communication Terminal）を用いていた。ACT

は、処理スピードの速さなど当時としては画期的な新機能を搭載した端末であったが、

その後の業務多様化や事務フローの抜本的変革に対応するために必要な機能拡張にお

いて、ハード面での限界が顕著に生じていた。

そこで新たに開発され、1998年 10月から試行を開始したのがWIT（Work-flow 

Innovation Terminal）である。WITの最大の特徴は、大幅にイメージ処理能力が向上

した新型スキャナー（デスク・スタンド・スキャナー）を搭載したことである。これ

によって、従来 OCR（光学式文字認識）処理が困難とされていた伝票などを自動的

に読み取ることが可能となり、窓口における記帳事務の大幅な合理化・効率化が可能

となった。また、伝票などの印影をイメージ読み取りすることで、既にイメージ登録

してあるお客さまの印鑑と端末画面上で自動照合することも可能となった。これらは

いずれも、わが国の銀行では初めて営業店に導入された先端技術であり、この結果、

お客さまの店頭での待ち時間を短縮する効果を生んだ。

この技術は、行内の事務手続きにおける BPR（Business Process Re-engineering）

にも大いに貢献するものであった。各種書類がイメージ処理技術によって電子データ

化されることにより、従来は手入力していた情報登録が自動化されたほか、事務処理

を行うセンターに対して書類ではなく電子データで情報を送信することを通じた合理

化効果も生まれた。これは、従来の業務の進め方を大きく変革する、文字通りの

Work-flow Innovationであった。

ちなみに、印影照合のシステム化は、従来預金通帳の副印鑑で行っていた他店での

出金に際して、副印鑑を必要としない取引を可能とするものであり、これはその後、

預金の不正払出防止効果のある副印鑑制度の廃止（2001年 4月）へつながった＊74。

WITのもう一つの大きな特徴は、従来の専用 OS（基本ソフト）ではなく汎用性の

＊74 さくら銀行では、1998年 12月に印鑑照合システムの全店ネットワークを構築し、専用の印鑑照会機
で照会できるようにした。これに伴い、通帳への副印鑑貼付を順次廃止した。印鑑照合システムは、
合併後にWITによる印鑑照合システムに統合した。
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ある米国マイクロソフト社のウィンドウズ NTを OSと

して採用したことである。これによって情報系端末と

しての利用の幅も格段に広がることとなり、例えば従

来は紙ベースでの対応が必要であった行内諸文書（マ

ニュアル、ルールブックなど）を端末画面上で検索で

きる環境としたことで、それらの改定時にも遅滞なく

変更内容を反映できるようになった。

1998年度中に 5カ店において先行的に導入したWIT

は、2001年度までかけて配備を行う予定であったが、

その後計画を前倒しして 2000年度中に全営業店への設置を完了した。

   WIT
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	 5	 さくら銀行の「ブレイクスルー」への挑戦

◉経営首脳の交代
さくら銀行は、1997年（平成 9年）4

月 25日の取締役会で、経営首脳の交代

を決議した。全国銀行協会連合会会長の

任期を終えた橋本俊作は 6月 1日付で頭

取を辞任して、後任の頭取には専務取締

役の岡田明重が就任することとなった。

同時に、取締役会長の末松謙一も辞任し

て、後任の会長に専務取締役の高﨑正弘

が就任することが決まった。

岡田は 1938年（昭和 13年）生まれ、

東京都出身。1963年に三井銀行に入行、新橋支店長などを経て、三井銀行と太陽神

戸銀行の合併に際しては統合調整の時期に合併委員会事務局次長、1990年 4月の発

足時には総合企画部長となった。その後、1991年取締役に就任、1995年常務取締役、

1996年専務取締役に累進した。この間、総合企画部長の他、日本橋営業部長、東京

営業部長を委嘱された。

頭取就任直後の 6月 2日に開催された臨時支店長会議で岡田は、日本版ビッグバン

の進行を見据えて、自己資本利益率（ROE：Return On Equity）など数値目標の重視、

不良債権の早期処理、チャネル改革の必要性などを訴えた上で、次のような経営方針

を示した。

今後の経営体制については、「経営資源投入の選択と集中」「変化に対する柔軟

かつフラットな組織と運営」「戦略遂行のスピード重視」を三つの柱としたいと

考えています。

「選択と集中」とは、（中略）従来型の総花的戦略とは決別し、自由な業務範囲

の中で、より強みを伸ばせる分野、成長させ強くする分野を選択し、有限な経営

資源をそこに集中していくことであります。（中略）

2点目の組織・運営については、変化に対応できる柔軟かつフラットなものに

高﨑会長（左）と岡田頭取（右）
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すべきと考えております。（中略）マーケットに対応したユニットを作り、そのユ

ニットで業務の権限と責任が完結するいわゆるカンパニー制が現在の選択肢の中

で最も有効ではないかと考えております。

最後の 3点目は、（中略）マネジメントラインが長すぎて、意思決定に時間を要

することのないように、無駄な時間を要しないように、各種決裁権限も含めて改

革を致します。

◉第 4次中期経営計画の策定とROEマネジメント
さくら銀行は、頭取交代後すぐに新たな中期経営計画の策定に着手し、1997年 10

月から 2000年 3月までの 2年半を対象期間とする第 4次中期経営計画を取りまとめ

た。同計画では、創造的破壊を通じて既成の壁を打ち破り、顧客価値を創出するとい

う意味で、スローガンを「Breakthrough（ブレイクスルー）」とした（以下、中計

「ブレイクスルー」）。

計画の基本理念は、お客さまはもちろんのこと株主や投資家、あるいは社会などの

ニーズに応えるステークホルダー重視の経営を実践し、株価や格付なども含めた外部

から評価されるさくら銀行を創ることとした。その一環として、株主・投資家の負託

に応えるべく、2000年 3月期までに ROEを 7％以上、自己資本比率を 10％以上とす

ることを目標として掲げた。収益性と健全性の両立である。この実現のために、新た

な業務運営手法として ROEマネジメントを導入した。

さくら銀行における ROEマネジメントとは、収益単位ごとに銀行の経営資源であ

る自己資本を配分し（割当資本）、その割当資本に対するリスク調整後の収益の割合

を統合 ROEと定義して、パフォーマンス評価の統一的な経営指標とする手法である

（図表 1─2─5 ①）。統合 ROEに基づく業務運営は 1997年度下期に試行され、1998年

度上期から本格導入された。中計「ブレイクスルー」は、この ROEマネジメントを

図表 1─2─5 ①　さくら銀行のROEマネジメント

統合 ROE ＝
業務粗利益 ─ （経費  ＋  信用コスト）

割当資本

リスクを一定範囲内に
コントロール

経費・信用コストの
極小化

リスク対比収益の
極大化
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実践・徹底するための施策が中心であった。

中計「ブレイクスルー」の具体的な基本施策は図表 1─2─5 ②の通りである。まず

パフォーマンス管理を行うための収益単位としてカンパニー制・グループ制を導入し、

権限委譲によりスピード経営の実現と責任の明確化を図った。併せて、カンパニー

制・グループ制導入による副作用で銀行全体としてのチームワークが失われることの

ないように、全役職員が共有すべき企業風土である「さくらスピリット」＊75の醸成を

図ることとした。また、統合 ROEにより各業務を評価し、収益性の高い「尖った分

野」に焦点を当てて経営資源を投入する「選択と集中」を実践。さらに、統合 ROE

の分子控除項目となる信用コストを極小化させるためにリスク管理体制の高度化を増

強する施策として、顧客価値創造による収益の極大化と経費の削減を同時に実現する

ために BPR（抜本的な業務改革）の推進に力を注いだ。

中計「ブレイクスルー」はその後定期的に見直しを行い、住友銀行との合併まで本

計画をベースに業務運営・業務改革を進めていった。

◉BPR（抜本的な業務改革）の実施
さくら銀行は、頭取の主催により役員間のアイデア交換などを行う BPR連絡会議

を設置し、BPR推進のための事務局として、総合企画部内に専任担当者 3人から成

る BPRチームを 1997年 7月に設けた（11月から 6人に増員）。BPRは、中計「ブレ

イクスルー」においても基本施策の一つに据えられ、これ以降、BPRを合言葉にさ

まざまな改革を進めていった。

図表 1─2─5 ②  第 4 次中期経営計画「ブレイクスルー」基本施策

・カンパニー制・グループ制導入と「さくらスピリット」醸成

・「尖った分野」の創出・強化と経営資源集中

・変革の時代を乗り切るリスク管理体制の構築

・BPR（抜本的な業務改革）による資源効率の飛躍的向上

・「良き企業市民」としてのさくら銀行の確立

＊75 「銀行の論理」に傾きがちだった従来の考え方を破壊し、組織の枠組みを越えて、顧客価値（お客さま
にとっての価値）を創造していくためのチームワーク精神であり、それを支える新たな企業風土のこ
と。
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BPRチームは、顧客価値をさくら銀行の BPRの基軸に据え、①改革意識の醸成、

②顧客価値を生み出さない内向的業務の徹底的排除、③顧客価値創出のための新たな

業務プロセスの創造の 3点を具体的な取組方針に掲げた。

まず、顧客価値を基軸とした考え方・行動を全従業員に徹底し浸透させるために、

BPRの推進について通達で全行に周知した上で、頭取出演のビデオによる経営者メッ

セージの発信、BPRの基本コンセプトを記載したポスターの全店配布・掲示などを

行った。さらに、全従業員が改革プランを提案できる BPR POSTをノーツ上に設けて、

改革に向けたアイデアの吸収と情報の共有化を図った。BPR POSTへは半年余りで約

1,000件もの提案が寄せられるなど、改革意識は全行的に醸成されていった。

一方、本店各部は、BPR POSTへの提案のうち早期に着手可能なものから対応する

と同時に、担当業務の BPR施策を部ごとに策定して、内向的業務の排除と新たな業

務プロセスの創造に向けて動き出した。各部が作成した BPR施策については、BPR

チームと各部が一緒になって内容の検討を行い、具体的な BPRアクションプランを

図表 1─2─5 ③　業務プロセス改革案の概要

目　標 内　容
本社改革 戦略性の強化 ・徹底した本社のスリム化

迅速な業務執行 ・分権化
権限と責任の明確化 ・執行役員制度の導入

DC改革（注 2） 顧客重視の施策 ・統合 ROEマネジメント手法の確立
迅速な業務執行 ・DCを支える業績評価制度の確立
権限と責任の明確化 ・マーケット別運営の強化（法人部門と個人

部門の分離等）
経営資源投入プロセス改革 効果的な経営資源（人材）投入 ・成果主義型人事制度の導入

・採用・人事異動権限の DCへの委譲
審査プロセス改革 統合 ROEに基づく融資運営 ・信用格付制度の精緻化

迅速な意思決定 ・稟議の電子化による高度化・ローコスト化
ローコストオペレーション ・自動審査の拡大による効率化

情報支援プロセス改革 ITを梃子とした業務改革 ・さくら CRMの全店拡大
・新店頭受付システムの開発

チャネル改革
（渉外プロセス改革）

顧客対応力の強化 ・次世代型チャネルへの早期移行
チャネルの強化 ・店舗統廃合の促進
迅速な意思決定 ・専門分野のフロントへの人材配置

・ノンブランチ型チャネルの展開

（注１）それぞれの改革の詳細については後述。
（注２）DCはディビジョンカンパニーのこと。
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作成、その達成・進捗状況を業績評価に反映させるなど、大胆な枠組みでアクション

プランの実施を徹底していった。

BPRアクションプランは本店各部が主体的に取り組んだものであるが、組織を越

えて実施すべき抜本的な全行改革プランについては業務プロセス改革案として取りま

とめ、BPRチーム主導で関連部と調整を図りながら進めていった。その中には、銀

行にとって大きく舵を切ることとなった改革も多く含まれていた。概要は図表 1─2─

5 ③の通りである。

こうした BPRに終わりはないが、次に述べる DC制（ディビジョンカンパニー制）

導入やチャネル改革など一定の役割を果たしたところで、BPRチームは 2000年 3月

に解散した。

◉DC制導入
DC制は社内分社の一種で、事業部門に権限と責任を付与し、あたかも独立した会

社のように運営するものである。さくら銀行における DC制導入の狙いは、ROEマ

ネジメントの徹底とマーケット別運営の強化にあった。

DC改革については、中計「ブレイクスルー」の基本施策の一つとして、BPR実施

図表 1─2─5 ④　さくら銀行の組織図概要（1999年 10月）

海外支店
出張所
駐在員事務所
現地法人

営業部・支店
出張所
代理店

コンプライアンス部門

経営基盤部門

戦略部門

リスク管理部門

人事・総務部門

監査役
監査役会 監査役室

国際企業 DC

支店営業グループ

コンシューマー
バンキンググループ

プロジェクトグループ

投資銀行 DC

トレジャリーグループ

商
業
銀
行
Ｄ
Ｃ

経

営

会

議

取

締

役

会
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以前から検討を行っていたが、1997年 10月、他部門に先駆けてまず投資銀行業務で

DC制を導入した。これは、日本版ビッグバンに対応して投資銀行業務をいち早く強

化するために実施した改革であり、責任役員はプレジデントとして、投資銀行 DCに

関する予算や人事、組織改廃の権限などを付与され、原則として独立運営を行うこと

ができる体制の下で収益責任を負った。

商業銀行業務についても、大企業や中堅・中小企業、個人などマーケットごとに独

立運営すべきであったが、それぞれの相互関連性が強く、また営業やお客さま管理の

システムが支店をベースに構築されていたことから、DC制の導入は継続検討課題と

して、支店営業グループ、営業部グループ、海外営業グループという三つのグループ

に分け、責任役員に一定の権限を付与する形にとどめた。

2年後の 1999年 10月には全社的な DC制の導入を実施し、投資銀行 DCに加えて、

新たに商業銀行 DC、国際企業 DC、プロジェクトグループ、トレジャリーグループ

を設置して、五つの DC・グループと本社各部門から成る組織に改定した。

さくら銀行の中核ともいえる商業銀行 DCは、個人、中堅・中小企業向けの商業銀

行業務を所管した。国際企業 DCは、優良大企業の内外一体となった事業展開にグ

ローバルベースで対応した。プロジェクトグループは、他の DCから不良債権を引き

取って効率的な債権回収を図った。トレジャリーグループは、ALM委員会を中心と

したリスク管理のもと、戦略的なポジション運営により安定的な収益獲得を目指した。

プロジェクトグループとトレジャリーグループは、共に組織の規模や事業領域を勘案

して組織名をグループとしたが、実際は他の DC同様に独立した組織として運営した。

また、本社も戦略部門やリスク管理部門など五つに再編し、DC間の相互連携確保

やリスクの全社的マネジメント、全行戦略に基づく経営資源の再配分などを担った。

DC制の導入により、各 DCが事業領域に応じたスペシャリティーを高め、迅速な

意思決定に基づく的確な戦略展開を行うことで、それまで以上に質の高い価値ある商

品・サービスを提供することが可能となった。また DC制は執行役員制度や統合

ROEの導入などと連動しており、DC改革はさくら銀行の組織運営のベースとなる改

革であった。

◉チャネル改革（渉外プロセス改革）
さくら銀行は、店舗通達の撤廃＊76、ITによる技術革新の進行、お客さまのニーズ

の多様化・高度化といった環境変化に対応するため、BPRの一環としてチャネルの
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抜本的見直しを行った。

チャネル改革の目的は、「マーケット別のお客さま対応力の強化」と「コスト競争

力の大幅な改革」を同時に実現することにあった。そのために、マーケットごとの顧

客価値の再確認と、問題点の洗い出し、解決策の検討を行った。その結果、適切なア

ドバイスやビジネスに役立つ情報を必要とする大企業、中堅・中小企業や個人富裕層

については、専門的な知識も持った担当者による“One to One”でのお客さま対応が

必要であり、そのために渉外機能を集約して専門性を高度化させることで顧客価値を

創出することが重要と考えた。一方で、「いつでも、どこでも、どんな方法でも」と

いう決済機能の利便性を求める個人のお客さまに対しては、従来よりも軽装備化して、

より広くより多く決済チャネルを展開していく必要があった。

こうした考え方に基づき、チャネル改革の第一歩として、複数店の渉外機能を渉外

チャネルに集約し、支店を決済機能に特化したチャネルとする形態への移行を進める

こととした。しかし、その移行に当たっては、支店長の位置付けの見直し、事務の集

中処理体制の構築、人事評価体系の見直しなど関連項目が多岐にわたっていた。そこ

で、チャネル見直しのための組織として 1998年 2月にチャネル改革部を設置し、同

部を事務局とするプロジェクトチームを立ち上げて、チャネル改革を推進することと

した。

チャネル改革部では、東京の江東地区（錦糸町支店など 6カ店）に江東営業部を設

置し、7月から 3カ月間の試行を行った。その際に実施したお客さまアンケートの結

果などを踏まえて、次世代型チャネルのタイプとして営業部設置型、母店集約型、法

人集約型の 3タイプへと順次移行させていった。

営業部設置型は、渉外機能と渉外事務を集約した営業部を新たに設け、支店は決済

機能に特化したチャネルとする方式で、中堅・中小法人や与信管理上注意を要する貸

出先、個人富裕層の取引について、勘定は支店に残したまま渉外機能と融資・ロー

ン・外為などの渉外事務を営業部に集約した。また近隣の支店が 2、3カ店しかない

ような場合は、営業部を新設せずに機能だけを母店に集約し、母店と支店の支店長を

兼務とすることで実質的な一体運営を図った（母店集約型）。さらに、僚店間に距離

のある郊外などでは、法人取引に係る渉外と事務のみを集約店へと統合した（法人集

＊76 1995年度に都市銀行等の一般店舗および小型店舗の設置数規制が完全撤廃され、いわゆる出店規制の
うち「量」に係る規制はなくなった。1997年度には店舗通達そのものが廃止され、24時間営業など「質」
に関する制約もなくなった。
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約型）。

次世代型チャネルへの移行による機能の分離・集約に合わせて、1999年 4月から、

従来型支店における組織も機能別組織（渉外課、融資課、外国課）からマーケット別

組織（営業第一課、営業第二課、外国課）＊77へと変更した。これは、“One to One”

でお客さまに対応する体制をとることにより管理体制強化を狙うと同時に渉外人員の

効率化を図るものであった。これにより、本店各部、次世代型チャネル、従来型チャ

ネルの全てにおいて、マーケット別組織へと移行することとなった。

なお、この時期の組織改革とチャネル改革は、お客さまへの対応力向上と効率性と

を求めて試行錯誤を繰り返しており、2000年 6月から 10 月にかけての組織改定では

商業銀行 DCを法人業務グループと個人業務グループに再編し、個別・マスという顧

客対応方針別組織から、法人・個人というマーケット別組織へと移行した。併せて

2000年 10月に営業店の体制も変更し、法人業務グループは 10地域法人営業本部と

186法人営業部、88のビジネスサポートプラザ（マス法人取引拠点）、個人業務グ

ループは 53ブロックと 330支店という体制とした。

＊77 原則として、営業第一課が個別対応を要する法人を担当し、営業第二課がマス対応を行う法人（マス
法人）と個人全般を担当する形を基本型とするが、支店の規模等によっては 3課以上で構成されたケー
スもあった。

図表 1─2─5 ⑤　さくら銀行のマーケット別本店組織の変遷
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チャネル改革においては、次世代型チャネルへの移行と同時に非効率な店舗の統廃

合や営業譲渡なども実施したが、こうした施策によってお客さまの利便性が低下しな

いように、新チャネルの展開も進めた。

具体的には、テレホンバンキングの開始（1998年 4月）、東京・目黒に新設した邦

銀最大規模のコールセンターの稼働（1999年 1月）、株式会社エーエム・ピーエム・

ジャパンとの業務提携によるコンビニバンキング＠ BΛNK（アットバンク）の展開

（1999年 3月）、ショッピングセンター内への軽量化店舗であるインストアブランチ

の出店（1999年 7月）、などを進めた。

またさくら銀行は、ITやマルチメディア技術を活用した新たなアクセス手法の開

発にも従来から力を入れ、法人向けには、1996年 4月に、都市銀行初のウィンドウ

ズ 95対応の EB商品であるさくらバンキング・マネージャー（大企業・中企業向け）、

1998年 11月にパソコンバンク・ナビ（中企業・小企業・事業性個人向け）を開始し

た。一方、個人向けには、1998年 7月に専用ソフトなしにパソコンから銀行取引が

できる「さくらのブラウザバンキングサービス」を開始した＊78。

「さくらのブラウザバンキングサービス」は、携帯電話業界で圧倒的なシェアを

誇っていた NTTドコモが、1999年 2月に iモードサービスを始めると同時に携帯電

話での利用を開始した。iモード開始と同時に振込まで対応できた都市銀行は、さく

ら銀行と住友銀行、三和銀行の 3行だけであった。その中でもさくら銀行のサービス

は、事前登録なしで即時振込ができるという当時としては画期的な機能を備えており、

契約者数は飛躍的に増加した。

以上のように、さくら銀行は、お客さまの行動スタイルの変化に合わせてアクセス

チャネルを多様化させ、リアルとバーチャルを組み合わせるなど多面的な取引を可能

にすることで、お客さまの利便性を低下させることなく、全体としてチャネルコスト

の削減を図っていった。

◉情報支援プロセス改革
DC改革とチャネル改革により、高度化・専門化するお客さまのニーズへの対応力

強化を図る一方で、こうした業務改革を仕組みの面から支えるために、情報支援プロ

セス改革を行った。その核となったものが、お客さま情報共有システム・さくら

＊78 個人向けの先行サービスとしては、1996年 11月に開始した「おうちでバンク」があった。
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CRMの導入である。同システムは、一部店舗での試行を含めて約 1年半の開発期間

を経て、1999年 3月から全店に導入した。

それ以前は、勘定系データを除いたお客さま情報や、渉外活動に係る記録の大半を

紙ベースで保管しており、電子化したデータも拠点内のサーバーに独自に保存してい

た。これを全行統一のフォームで共有できるようにしたものがさくら CRMである。

「CRM」の名称は、いわゆる Customer Relationship Managementの略であると同

時に、Continuous Relationship Marketingの意味も込められており、「大切なお客さ

まの情報を共有し、顧客ニーズに的確に対応する」との考え方を体現した命名であっ

た。さくら CRMの導入は渉外ワークフローを変えていく上で大きな意味を持ってい

た。すなわち、①情報の蓄積と共有化、②渉外活動の標準化やノウハウの共有化によ

るお客さまへの対応力の強化、③時間とコストの削減、の 3点において効果が大き

かった。

同一のお客さまが支店やコールセンターなど複数のチャネル経由でアクセスするよ

うになると、チャネル間の情報連携ができていないとお客さまに対して適切な対応が

できないため、情報の蓄積と共有化は、チャネル改革への対応上必要不可欠なことで

あった。さくら CRMによって、お客さまとの取引経緯・折衝内容を記録していた

「取引先カード」など、それまで紙ベースで記録していたデータを電子化したことで、

拠点内での情報共有という点でも利便性が向上した。

さくら CRMには渉外担当者の行動計画や行動記録、お客さまごとのニーズや材料

なども入力されており、それに対して上司や本店各部がコメントする仕組みになって

いた。これにより渉外担当者のプロセス管理・行動管理を通じて渉外活動の標準化、

ノウハウの共有化が図られ、お客さま対応力の向上へとつながっていった。

さらに、紙ベースの回覧が不要となったり、材料把握が容易になったことで会議の

時間が短縮されたりと、時間とコストの削減にも役立った。

さくら CRMは、当初、中堅・中小企業や個人富裕層など個別の渉外担当者が付い

ているお客さまを対象に導入したが、対象となるお客さまによって必要な情報も異な

ることから、大企業向けには別に営業部版さくら CRMを開発した。

なお、住友銀行との合併を控えた 2000年 10月、それまでに蓄積されたお客さまの

情報を、一斉にイントラネットベースの新システムへと移行した。さくら CRMは、

法人営業部 CRMと個人 CRMにそれぞれ引き継がれ、それまでカバーできていな

かった顧客層向けに新たに BSP CRMと個人MCIFを開発・導入した＊79。また、営
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業部版さくら CRMもイントラネット化して、名称を国際企業 CRMとした。

こうして、さくら CRMを軸に、渉外ワークフローの見直しが進められた。

さくら CRMの他にも、日進月歩の ITを活用して、さまざまな業務改革や営業支

援改革を行った。例えば、イントラネット上で文書の起案・決裁・保管管理・閲覧が

行える文書決裁システム、本店各部従業員全員のスケジュールを共有できるスケ

ジュール管理システム、融資の稟
りん

議
ぎ

書作成・回付・決裁を電子的に行う融資稟議シス

テムなどを導入した。

＊79 「BSP CRM」は、前述（98ページ）のビジネスサポートプラザ（BSP）のお客さまを対象とした
CRM。「個人MCIF」は、「さくら CRM」の対象となっている富裕層以外の個人のお客さまを対象に
したデータベース。
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	 6	 さくら銀行の個人取引への注力

◉さくら銀行の個人取引基盤の強み
中計「ブレイクスルー」では、「『尖った分野』の創出・強化と経営資源集中」を基

本施策の一つに据え、業務の収益性やマーケットの成長性・競合度合などをベースに、

強化分野の選定と経営資源の集中を実施するとした。具体的には、個人ローンや資産

運用サービスなどの個人向け取引、優良中堅・中小企業法人向け取引、後述するコア

大企業との取引（特に、非金利収入などアセットを使わないビジネス）などを「尖っ

た分野」と位置付けた。

中でも最優先マーケットと位置付けたのがリテール事業、すなわち個人や中堅・中

小企業向け取引である。このうち個

人取引については、さくら銀行は、

邦銀最大規模の取引基盤を有してい

たが、従来、その強みを十分にいか

し切れていなかった。そこで、お客

さまの信頼を勝ち取ることを通じて、

巨大な顧客基盤という強みをいかし、

収益力を高めるために、さまざまな

施策を打ち出した。

◉個人向けローンの拡充
住宅ローンなど個人向けローンは、高収益率を期待できる分野であり、さくら銀行

は、ここに資産の傾斜配分を行う業務戦略を採用した。

まず、不動産業者持ち込みによる案件の増強を図るため、専用ルートである住宅

ローンセンターを増設した。1997年（平成 9年）末に 25カ所だった住宅ローンセン

ターは、2000年 4月末には 51カ所とほぼ倍増した（不動産開発業者専門の住宅ロー

ン開発センター 2カ所を除く）。

また、1998年 1月からローン相談デスク・さくら L. A.（さくら Loan Adviserの略）

を設置し、当時としては先進的な取り組みとして、平日夜間や土日祝日にも住宅ロー

ンなどの相談や申し込みの受け付けを開始した。これは、主たる住宅購入層である

図表 1─2─6 ①　さくら銀行のリテール基盤取引の状況

基盤項目 計数 都銀順位
個人普通預金口座 15百万 2位
給与振込指定口座 2百万 1位
年金振込指定口座 550千 1位
クレジットカード会員数 4百万 1位
個人ローン残高 7.3兆円 1位

（注）  計数、都銀順位はさくら銀行『経営の健全化のための計画』
（1999年 3月）による。
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30～ 40歳代のお客さまが来店しやすいように設けたチャネルで、それまで不動産業

者への対応だけを行っていた住宅ローンセンターと一体で運営した。さくら L. A.運

営に当たっては変則的な労働時間への対応を考える必要があった。そこで、銀行とは

切り離して弾力的かつ効率的な運営を行うため、1998年 4月に株式会社としてさく

らローンアドバイザーを設立し、住宅ローンセンターおよびさくら L. A.の運営を新

会社に委託することにした。さくら L. A.は、渋谷西支店と船橋支店船橋駅前出張所

に新設店がオープンしてからわずか半年で、一気に 20店舗まで拡大した。

一方無担保ローンの分野では、従来から「さくらの〈人生応援ローン〉」と題して

ライフステージに合わせた目的別ローンを取り扱っていたが、1997年 10月から無担

保貸越機能の付いた新型総合口座「マイプラス 10」の取り扱いを開始し、店頭セー

ルスの主力商品として販売を強化した。

こうしたチャネル、商品、体制など全行一丸となった取り組みにより、さくら銀行

のローン残高は着実に増加し、中でも住宅ローン残高は 1999年 3月期末以降、全国

銀行中トップとなった。また、さくら銀行の国内業務部門の貸出に占める住宅ローン

の割合をみると、1995年 3月の 14.2％から 2001年 3月には 24.3％へと 10.1％ポイン

トも上昇しており、資産内容の改善にも大きく寄与した。

◉資産運用ビジネスの増強
さくら銀行の優位性である顧客基盤とネットワークを最大限にいかすという考えに

さくら L. A. を見開きで大きく取り上げたディスクロージャー誌
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立って、個人向けローンと並んで重要視したのが、資産運用ニーズへの対応であった。

さくら銀行では、そのための体制づくりとして、1996年度初から中堅・中小企業

オーナーなどを含めた個人富裕層を専門に担当するファイナンシャルプランナー

（FP）の養成に積極的に取り組んだ。FPは、1997年度末には約 430人、1998年度末

には約 1,000人となった。これらの FPを、プライベートバンキング部所属のさらに

高度な知識・スキルを持った 40人以上のファイナンシャルアドバイザー（FA）がサ

ポートする体制を構築した。FPは、経常的な資産運用相談や情報提供はもちろんの

こと、不動産の有効活用、税務相談、相続対策、事業承継など総合的な資産運用アド

バイス、提案型セールスを行うことにより、預かり資産だけでなくアパートローンな

ど個人取引全般の囲い込みを図っていった。

そうした中、日本版ビッグバンにより投資信託の窓口販売（窓販）が 1998年 12月

に解禁された。投資信託の窓販は、お客さまの幅広い資産運用ニーズに応えるための

品ぞろえという観点に加え、個人取引の収益性向上という点でも銀行にとって重要な

意味を持っており、さくら銀行は投資信託を戦略商品と位置付けて積極的に取り組ん

だ。

まず 1997年 10月、投信窓販準備のために関連部による全行プロジェクトチームを

設置し、コンサルティング的アプローチにより商品提案を行っていくことや、系列に

かかわらず良い商品を積極的に品ぞろえするといった基本コンセプトを確認した。12

月からは間貸し方式による投資信託販売が先行解禁されたため、銀行窓口での投信販

売準備と同時並行的に、さくら投信投資顧問と組んで間貸し方式による投資信託販売

を開始し、お客さま対応ノウハウの吸収を図った。

1998年 4月には全行プロジェクトチームを発展的に解消して投資商品部を設置し、

商品選定や営業店支援など投信窓販に係

る営業部店支援機能を一元化した。併せ

て、商品ファンドや公共債など投資商品

に係る営業店支援の機能も投資商品部に

集約した。この他、販売担当者の教育・

研修の実施、預金との誤認防止策などコ

ンプライアンスの徹底、販売用ツールの

準備、ヘルプデスクの設置、投資商品部

によるイントラネットでの各種情報提供お客さまにお送りした投資信託のパンフレットなど
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など、入念な準備を進めた。

1998年 12月の投信窓販開始時の取扱商品は 18社 24種類で、円建てMMFから海

外債券・海外株式投信まで、幅広い品ぞろえであった。各店の FP・FAがお客さまを

訪問して説明・販売を行うことで全店にて取り扱いを開始した。さらに 70カ店には

投信専用窓口を店頭に設置し、専任の投資商品アドバイザーが販売を担当した。投資

商品アドバイザーは渉外課に所属する一般職が務め、証券会社に勤務経験があり豊富

な投信知識を持つ中途採用の従業員と、さくら銀行初となった一般職向け公募による

選抜者とで構成した。

こうして万全の準備の下で開始した投資信託の窓口販売は、1999年 9月末に預か

り残高 2,222億円、2000年 3月末に 6,168億円と順調に拡大し、2001年 3月末時点で

は 7,089億円と都市銀行トップの残高となった。

しかし、個人金融サービスにおける競争は激化する一方であり、さくら銀行は、こ

れまでの延長線上ではない、斬新な一手を打ち出した。それが、ITの活用と提携（ア

ライアンス）戦略という二つの手段をキーワードに展開した 3事業、すなわち、コン

ビニバンキング＠ BΛNK、新たな消費者ローン事業＠ Loanおよびインターネット専

業銀行のジャパンネット銀行である。さくら銀行は、この 3事業を「21世紀のさら

なる成長に向けた新しいビジネスモデル」と位置付け、3事業を相互に連関させる複

合展開をすることで、競合他行・他社との差別化を図っていった。

◉コンビニバンキング＠BΛNKの展開
さくら銀行では、1998年度から 2000年度にかけて抜本的なチャネル改革と、大胆

な店舗統廃合を実施した。その際、改革によりお客さまの利便性が低下しないように、

図表 1─2─6 ②　さくら銀行の新ビジネスモデル概念図
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コールセンターの設置やブラウザバンキングの機能向上

など代替となるアクセスチャネルを拡充した。その一つ

が、エーエム・ピーエム・ジャパン＊80との業務提携によ

り展開したコンビニバンキング＠ BΛNKである。

エーエム・ピーエム・ジャパンが展開する am/pmは中

堅クラスのコンビニエンスストアながら、その店舗は首

都圏や近畿圏に集中しており、銀行店舗との補完性という点では申し分のないネット

ワークであった。店舗統廃合などによるお客さまの利便性低下を防ぎたいさくら銀行

のニーズと、金融コンテンツ提供により集客力を高めたいエーエム・ピーエム・ジャ

パンのニーズが合致し、コンビニバンキング展開に向けた提携が成立した。

さくら銀行にとっては、運営コストを通常の店舗外 ATMの 3分の 1程度と低く抑

えることができたことも大きかった。これは、コンビニエンスストアという既存設備

を活用できたことに加えて、日本 IBMと共同で新型 ATMを開発し、省スペースや

現金装
そう

填
てん

などのアウトソーシングを実現したことによる。コンビニバンキングはお客

さまの利便性確保とコスト削減を同時に実現できるという意味でメリットの大きな施

策であった。

コンビニバンキングの展開は、1999年 3月に am/pm東五反田 5丁目店などに設置

したのを皮切りに、2000年 3月に 509カ所、2001年 3月には 1,075カ所と一気に拡

大した。このような形で、大規模かつ 24時間フル稼働（24時間稼働体制は 2000年 4

月から実施）のフル機能 ATMネットワークを、銀行独自のチャネルとしてコンビニ

エンスストアチェーンで展開したのは国内初の取り組みであった。

さくら銀行では、コンビニバンキングなど新しいコンセプトによるチャネル展開を、

＠ BΛNKのブランドで展開していった。“＠”には、「いつでもどこでも、あなたの

そばにある（英語の at）便利さ」という意味と、インターネットから連想される「時

空を超えた先進性」というイメージが込められている。また“Λ”は、「さくら銀行

の尖った分野、新しいチャネルのフラッグシップ」との意味を込めてデザインした。

こうしたさくら銀行の先進的な試み、サービスの特性が評価され、＠ BΛNKは「1999

年日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞 日経金融新聞賞」に選ばれた。

＊80 当時、首都圏を中心に店舗展開し、都市型コンビニエンスストアの先駆けとなった。その後、ファミリー
マートと合併し、国内の am/pm店舗は全てファミリーマート店舗に転換された。

＠BΛNKロゴ
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◉新たな消費者ローン事業＠ Loan への参入
個人向けの小口・無担保カードローンを主力商品とする新しい形態のローン会社さ

くらローンパートナー（サービス名 ＠ Loan〈アットローン〉）は、さくら銀行 60％

出資、住友銀行、エーエム・ピーエム・ジャパン、三洋信販（当時）、日本生命保険

（以下、日本生命）の各 10％出資により設立され、2000年 7月に営業を開始した。

当時の消費者ローンマーケットは消費者金融専業大手を中心に高成長を続けていた

が、銀行の無担保ローンに限っていえば横ばいから若干の減少と伸び悩んでいた。こ

れは、消費者金融会社が、土日祝日深夜も営業、自動契約・申込機による申込受付、

ローンカードの即時発行などによって利便性を高めて利用者拡大を図るビジネススタ

イルを取っていたことに比べると、お客さまにとって銀行の敷居は高く、またカード

発行までに 10日程度かかるなどニーズに応えられていなかったためと考えられる。

他方で、消費者金融会社は、利用層の間口を広げた分、信用コスト増加が避けられ

なかったことに加えて、イメージ向上のためにテレビや新聞による大量広告を行い、

自動契約・申込機設置に多大な設備投資コストをかけるなど、高コストを高金利でカ

バーする構造となっていた。そこで、さくら銀行では、こうした消費者金融会社より

も低い金利でローン商品を提供することにより、ミドルリスク層あるいはローリスク

層のニーズを新たに開拓していこうという戦略を立てた。これがさくらローンパート

ナーの＠ Loanのモデルである。

さくらローンパートナーでは、消費者金融会社と同程度以上の利便性を提供するた

めに、ローン契約機（＠ Loan BOX）をコンビニエンスストア（am/pm）に設置し、

かつ即時に審査を行い即時にカードを発行した。また、IT活用によるセンター集中

化と統計解析を駆使した精緻な審査モデルにより少人数でのローコスト運営を行いコ

スト抑制に努めた。

開業と同時に 30台設置した＠ Loan BOXは 2000年末には 300台に増加、それとと

もに融資残高も伸び始めた。開業から 4年 2カ月後の 2004年 9月には 1,000億円を

突破するなど順調に事業を拡大していった。

◉インターネット専業銀行・ジャパンネット銀行の設立
インターネット専業銀行・ジャパンネット銀行は、2000年 10月に営業を開始した。

出資は、さくら銀行 50％の他、住友銀行 10％、富士通と日本生命が 10％ずつ、東京

電力、三井物産、NTTドコモ、NTT東日本がそれぞれ 5％であった。わが国初のイ
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ンターネット専業銀行であったこと、当時最大の加入者数シェアを誇っていたイン

ターネットプロバイダーであるニフティ株式会社（サービス名 ＠ nifty〈アット・ニ

フティ〉）と手を組んだことなど、その先進性と戦略性は高く評価された。

インターネット専業銀行設立の検討は、営業開始からさかのぼること 1年半前に始

まった。その背景には、インターネット利用者数が 1997年末の 1,155万人から 1998

年末には 1,694万人へと急増していたことがあり＊81、さくら銀行はネットユーザーの

デファクトスタンダード（事実上の標準）となるような決済手段を提供すべくイン

ターネット銀行設立を検討していた。インターネット銀行構想は、ニフティを子会社

に持ち自社ネットワーク事業のコンテンツ拡充を目指す富士通のニーズとも合致した

ことから、1999年 7月にさくら銀行と富士通は基本合意に至った。その後、iモード

サービスを擁する NTTドコモや、広範な顧客基盤を抱える日本生命など各社の資本

参加が決まり、前述の資本構成での船出となった。

本ビジネスをさくら銀行本体ではなく新銀行設立により展開することとしたのは、

別会社化により迅速な意思決定が行えること、メインフレームに依存しないオープン

系のシステム採用などにより低コスト化を図ることができること、例えば口座維持手

数料徴収による不稼働口座防止などの効率経営が期待できること、預金への高い金利

付与などさくら銀行本体とは異なる独自の特徴あるサービスの提供が可能であること、

といった理由によるもので、差別化戦略によりネットユーザーから支持を取り付け、

新たなブランドの構築と先駆者利益の獲得を図っ

た。

ジャパンネット銀行は、営業開始後に iモードに

よるサービス提供や、Yahoo!オークション、楽天

市場との提携などアライアンス戦略を展開するな

ど、決済ビジネスモデルに重点を置く方針を強め

ていったことが功を奏し、その口座数は 1年 7カ

月後の 2002年 5月には 50万を、2004年 12月には

100万を突破し、業績も 2005年 3月期には黒字化

を達成した。

＊81 インターネット利用者数は、郵政省の『通信白書』（現在の総務省『情報通信白書』）による。

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません
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	 7	 さくら銀行の法人取引への取り組み

◉統合リスク管理体制の構築と収益力の強化
法人取引における課題は、ROEマネジメントに則りリスクに見合ったプレミアム

を徴求できる金利設定を徹底することと、資産増加を伴わないビジネスの推進により

非金利収入を増強することにあった。

ROEマネジメントが目指した、安全性の確保と収益性の向上を同時に実現させる

ためには、取引先の信用リスクを定量的に計測し、リスクに見合った金利を確保して

いくことで、経費と信用コスト控除後の収益を極大化させることが求められた。その

基礎となる信用格付制度の構築は、ROEマネジメントの導入前から始まっていた。

さくら銀行では、1996年（平成 8年）6月、融資企画部内に新たなグループを設置し、

並行して関係各部と横断的なプロジェクトチームを組成して、信用格付制度の構築と

信用リスクの定量分析手法の開発に着手した。当時の経営環境として、同月に成立し

た経営健全性確保法によって早期是正措置が法制化され、1998年 4月の導入に向けて、

金融機関は資産の自己査定を実施する体制の整備などに動き出すところであった。信

用格付は、信用リスクの計量化はもちろんのこと、資産の自己査定や与信管理プロセ

スの高度化においてもベースとなる重要な仕組みである。

信用格付の実施に当たっては、以前から用い

ていた統合財務データ管理システムによる財務

評点、すなわち定量評価を基本として、債務返

済能力に応じて 1～ 10の債務者格付に分類。

これに、三井銀行・太陽神戸銀行合併後の延滞

倒産先データを用いて計測した信用格付ごとの

倒産確率と、担保条件などを勘案した倒産後の

回収率を加味してリスク量を計測した。信用格

付制度は原則として全ての債務者を対象とし、

自己査定や当局検査等との整合性も確保した区分けとした。

信用格付制度の導入は 1997年 4月に営業店宛てに通知され、6月にはまず国内一

般事業法人を対象に融資企画部が付与・計測した取引先ごとの信用格付、リスク量
（予想損失額、134ページ、図表 1─2─11①参照）、リスク率（予想損失額の貸出残高に対す

信用リスク計量化プロジェクトチームに対
する表彰
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る割合）などが営業店に還元された。多く

の従業員にとって信用格付制度は新しい考

え方であったので、『信用格付制度の手引

き』を作成して営業店に配布し、周知徹底

と浸透を図った。同時に、従来から取引採

算の指標として用いていた投資収益率

（ROI：Return On Investment）水準のめど

にかえて、信用リスクの概念を付加した ROI基準を信用格付区分ごとに示した。ROI

（経費控除前、経費控除後）の基準は信用リスクが大きい信用格付区分ではリスクを

反映した水準に設定され、営業店は、各取引先について、原則として経費控除前 ROI

と経費控除後 ROIの両方を充足することを求められた。

さらに 1997年 11月には、貸出金利・スプレッドのガイドラインを信用格付ごとに

設定した。これは、ROI基準が手数料や外為損益も含む粗利をベースに算出される基

準であったのに対して、貸出金利だけを対象とする基準で、信用リスクに見合ったリ

ターンの確保という考え方を、より徹底させるために設けたものである。また 1998

年 4月からは、採算指標を、粗利益を軸とした採算基準から新基準である信用コスト

経費控除後収益率（ネット ROI）へと変更した。

信用格付を付与するためのモデルについては、1998年度上期に新「財務評点モデ

ル」を導入して高度化を図り、併せて、その対象を、財務の特殊性からそれまで対象

外としてきたリース、ノンバンク、さらには生損保、銀行へと拡大した。

このように、信用格付制度に基づく

新たな貸出金運営施策が相次いで打ち

出される中、営業店ではリスクに見

合ったリターンの確保に向け、お客さ

まと精力的な折衝を続けた。当然のこ

とながら、単に金利引き上げを依頼す

るだけではお客さまの同意を得られな

いことも多かった。そこで、後に述べ

るような提案型渉外活動により顧客価

値を実現しながら、銀行としての適正

な利ざや確保に腐心した。

図表 1─2─7 ②　総資金利ざや（国内業務部門）の推移

0.0
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0.6

0.8
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5行平均
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（年／月期）

（％）

（資料）各行ディスクロージャー誌から作成

図表 1─2─7 ①　経費控除前・控除後のROI

〔経費控除前 ROI〕

粗利益（＝資金損益＋手数料＋外為損益）
総貸出金＋支払承諾

〔経費控除後 ROI〕

粗利益－経費
総貸出金＋支払承諾
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大企業取引においても、適正な利ざや確保に向けた折衝を行った。また、限られた

経営資源を効率的に活用するために、「選択と集中」を進めた。具体的には、1998年

1月に、取引地位や取引規模、信用力などを基準にコア大企業および特定大企業合計

で約 140社を選定し、これらの先には経営資源を集中的に投入することとした。

銀行業界に対する世の中の視線が厳しくなっていく中での折衝がいかに大変なもの

であったかは想像に余りあるが、従業員一人一人の努力が実を結び、総資金利ざや

（国内業務部門）は大幅に改善した。2001年 3月期の総資金利ざやは、都市銀行上位

6行の中でさくら銀行が第 1位となった。

個々の取引先ごとあるいは貸出金において、リスクに見合ったリターンを確保する

ことと同様に重要なことは、リスクを考慮したポートフォリオ管理を行うことであっ

た。この目的のために開発された管理ツールが店別ポートフォリオ・データベース

（店別ポートフォリオ DB）である。

1998年 5月から使用を開始した店別ポートフォリオ DBは、エンドユーザーが開

発したツールをレベルアップしたものである。店別ポートフォリオ DBは、取引先ご

と、あるいは営業店ごとの計数をさまざまな切り口により把握できるだけでなく、与

信ポートフォリオ運営の基本方針に基づき、営業店の業務計画の策定と見直しを行う

こともできるようになっており、当時としては画期的なツールであった。

各営業店は毎月ポートフォリオ計画の見直しを実施し、融資企画部、支店統括部、

コーポレートバンキング部などの関連所管部はそのデータを吸い上げることで銀行全

体のポートフォリオを月次で把握し、業務施策に反映させた。

また 1999年 10月には、信用リスク管理をより厳格に行うために、新たに与信モニ

タリング制度を導入した。それまで信用格付は年に 1回見直しを実施していたが、そ

の頻度では債務者の状態が急変した場合に適切性を欠くことから、信用格付の見直し

を経常的に行う仕組みとして導入したものである。

具体的には、決算書入手をトリガー（モニタリング実施の要否を決める事象）とす

る最低年 1回の定期モニタリングに加え、売上高の急減や 1回目の不渡り発生など一

定のトリガーにより見直しを行う経常モニタリングを実施する制度で、これにより与

信ポートフォリオのタイムリーな把握が可能となった。
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◉中小企業向け貸出の強化
法人業務の収益力強化のためには、良質な貸出増加による資産の入れ替えも課題で

あった。特に中小企業向け貸出については、中小企業の銀行借入以外の資金調達手段

が限られていることから社会的な要請が強く、また経営健全化計画において貸出残高

増加を対外的に公約していたことから、個人向けローンと並んで、積極的に貸出強化

を図った。

しかし、優良な中小企業は限られており、他の金融機関に先駆けて優良案件を発掘

し、リレーションを構築していくことが重要であった。そこでまず、ニーズ発掘のた

めに法人業務部から営業店をサポートするための各種資料を還元した。また、1999

年度上期から貸出案件一括協議という仕組みを設けた。これは、案件の段階から営業

店と所管の審査部が事前に協議を行うことで取組方針を早期に明確化できる制度で、

これによりお客さまに対して迅速に融資方針を回答することが可能となり、他行に先

んじることができた。

1999年 4月には、優良法人向けの貸出資金として、特別ファンド 1,000億円を設定

した。このファンドの最大の特徴は、前述した貸出金利・スプレッドのガイドライン
（110ページ参照）の適用対象外としたことである。利ざや改善については引き続き取

り組んでおり、採算性の向上と優良貸出先の確保という観点では難しい貸出運営のバ

ランスが求められたが、他行競合案件においては価格競争力という優位性を持つ仕組

みとなっていた。特別ファンドは、2000年度上期まで適宜追加設定した。

優良法人向け貸出増強の一方で、ローコスト運営により収益拡大を図る新たなビジ

ネスモデルとして導入したのが、1999年 10月に取り扱いを開始したさくらビジネス

ローンである。さくらビジネスローンは中堅・中小法人向けに開発した無担保小口

ローンで、商品設計からオペレーションまでを標準化することでローコスト化を実現

した商品であった。すなわち、リスクコントロールについては信用リスク計量化モデ

ルに基づいて商品全体としてポートフォリオ運営により管理を行い、業務プロセスの

うち審査・決裁や回収管理を営業店から切り離し、ビジネスローンセンターに集約し

て効率化を図った。なお、2000年 10月の商業銀行 DC内の営業店の体制移行により、

中堅・中小法人向けに 88拠点設置したビジネスサポートプラザでは、さくらビジネ

スローンが主力商品という位置付けであった。

この他にも、中小企業向け貸出強化のため、さまざまな施策を打ち出した。1999

年 5月には、信用保証協会保証付貸出金など制度融資のみの取引先向け貸出業務を集
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約した法人融資相談専用拠点としてさくらビジネスローンオフィス（BLO）を設置。

さくらカスタマーズローンは、1999年 11月に取り扱いを開始した中小企業限定の特

別融資制度で、EBや外為など付随取引の状況に応じて金利を優遇できる仕組みと

なっていた。2000年 6月に設けた法人新規専用ファンドは、優良な新規貸出先を獲

得するために設けた特別ファンドである。また中小企業向けパッケージ商品 Value 

Doorは、中小企業の経営上の各種ニーズ（資金調達・運用、決済、情報入手、経営

相談など）に対し、パソコンを活用して対応するサービスで、2000年 10月に取り扱

いを開始した。

この結果、経営健全化計画における中小企業向け貸出は、1999年度が 2,000億円の

増加計画に対して実績は 2,242億円増加、2000年度は 1,000億円の増加計画に対して

1,372億円増加と、いずれも超過達成となった。

◉提案型渉外活動の展開
法人業務の収益力を強化するために、非金利収入の増強も推進した。非金利収入の

うち、それまでしばしば減額または免除してきた振込手数料や口座振替手数料といっ

た従来型手数料の引き上げ折衝を行ったのはもちろんであるが、それ以上に重視した

のが提案型渉外活動である。

BPRチーム（93ページ参照）の概念整理によれば、中堅・中小企業の代表的な顧客

価値は「経営への適切なアドバイス、事業拡大に繋がる情報提供」である。さくら銀

行は顧客価値の実現を目標に、提案型渉外活動の強化を図った。

1997年 10月に実施した本店組織見直しの目的の一つも、提案型渉外活動による営

業力の強化にあった。この組織改定では、投資銀行業務を他部門に先駆けて DC化し

たほか、コーポレートバンキング部内に専門家集団である先端金融サービスグループ

を設置するなど、先進的な商品・サービスの開発機能を強化した。同時に、本店各部

は営業店サポート機能を強化し、提案ツール集や提案マニュアルを作成したほか、お

客さま情報のデータベース化などを推進した。

1998年 3月にノーツ上に設置した「提案型渉外データベース」も、営業店サポー

トツールの一つである。これは、営業店が、想定されるお客さまニーズと提案の内容、

それに対するお客さまの反応などを順次登録し、それに対して本店各部が適宜アドバ

イスを実施するという一種のナレッジマネジメントのような仕組みで、本店各部と営

業店で情報を共有できるだけでなく、営業店の担当者がお客さまの業種やテーマ別に
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案件を検索して、他店の事例を共有できるツールとなっていた。さらに、提案コンテ

ストを実施し、登録された提案内容の中から優れたものに対して個人表彰を行った。

これにより好事例の共有だけでなく、担当者のモチベーション向上も図った。

またお客さまのニーズに応えるために、提案型渉外活動に資するさまざまな商品・

サービスを開発して標準化した。

このうち、企業の合理化・効率化ニーズへの対応として、1997年 10月に「グロー

バル EBサービス」の取り扱いを開始した。これは 1998年 4月に改正外為法の施行

が予定されていたことをにらんで販売を開始したもので、企業の海外拠点や海外現地

法人がさくら銀行の海外支店に開設している口座の照会や資金移動を、国内で行うこ

とができた。また 1998年 5月に取り扱いを開始した「さくらグループ CMS（キャッ

シュ・マネジメント・システム）」は、企業グループ内各社の口座を常時オンライン

で把握・資金移動などができるツールで、グループの資金効率化に資するサービスで

あった。1999年 10月に取り扱いを始めた「ナイスキャッチ」は、振込入金が大量に

発生する企業の、売掛金消込事務の効率化ニーズに応えるものである。

資金調達手段の多様化ニーズに応え

る商品・サービスとしては、他にもコ

ミットメントラインや一括ファクタリ

ング・個別ファクタリング、債権流動

化などがある。

大企業への提案としては、M&Aに

関連するアドバイザリー業務と資金の

供給、不動産プロジェクトファイナン

スなどのノンリコースベースやプロジェクトベースのファイナンス、シンジケート

ローンの組成などを実施した。また、直接金融市場からの資金調達に際しては公募

債・私募債やコマーシャルペーパー（CP）の受託なども行っており、いずれも全国

銀行の中で毎年トップクラスの実績を残した。

この他、会計基準変更に対応した年金・退職金計算サービス、大手監査法人との業

務提携による経営診断調査、MBOスキーム＊82による事業承継対策、株式公開支援、

公益信託・ベンチャー育成基金によるベンチャー企業支援、企業の財務をサポートす

る経営指標シミュレーションソフトの販売など、幅広い提案型渉外活動を展開した。

＊82 MBO（Management Buy-Out）とは、会社の経営陣などが自社株式買収などにより経営権を取得すること。

法人向け各種提案書のひな型
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	 8	 投資銀行業務への取り組み

◉投資銀行業務を巡る環境変化
1990年代には、①銀行・証券の業務規制緩和の進展、②資産流動化・証券化など

の新しい金融取引手法の拡大など、銀行の投資銀行業務を巡る環境が大きく変化した。

投資銀行業務とは、一般的に狭い意味では、証券会社のホールセール業務に近く、

株式・債券の引受業務、M&Aを含む財務戦略のアドバイザリー業務が、主な内容で

ある。広義の投資銀行業務には、流通市場での株式・債券等の売買業務や自己資金で

の事業投融資業務が含まれる。また、商業銀行が行う投資銀行業務については、シン

ジケートローンや資産流動化などのいわゆる市場型間接金融、不動産ノンリコース

ローンやプロジェクトファイナンスなどの各種の非伝統的な資金調達支援などまでを

含むさらに広義の概念として使われている。

かつては、銀行と証券の業際問題が障壁となっていたが、前述のように 1990年代

には規制緩和が進められた。まず 1993年（平成 5年）4月の金融制度改革法の施行

に伴い、銀行は、いわゆる業態別子会社を通じて、証券業務に参入することができる

ようになった（ただし、当初は業務範囲や参入時期などに制約が設けられた）。さら

に、1998年 3月の金融持株会社関連 2法＊83の施行により、銀行持株会社の下での証

券会社の保有が可能になり、また 1998年 12月の金融システム改革法の施行により、

銀行が証券会社を含む金融サービス会社の株式を従来の上限である 5％を超えて保有

することが可能になった。1999年 10月には、業態別子会社の業務範囲制限が撤廃さ

れた＊84。

新しい金融取引手法の拡大については、1990年代後半に、資産流動化・証券化に

関連した法制面での環境整備が一段と進行した。具体例としては、1998年 9月、

SPC法＊85が施行され、証券化の際に特定目的会社（SPC：Special Purpose Company）

と称される名目的な会社を活用した不動産を含む資産の流動化の促進が図られた。

1998年 10月からは債権譲渡特例法＊86に基づく債権譲渡登記制度が実施され、手続

＊83 正式名称は「持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律」「銀行持株会
社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律」。

＊84 銀行本体の証券業務は、証券取引法およびその後身の金融商品取引法により、引き続き、原則禁止さ
れている。

＊85 正式名称は「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」。
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き面で債権流動化の障害になっていた第三者対抗要件の具備手続きが簡便化された。

さらに、2000年 11 月施行の改正 SPC法＊87では、流動化対象資産の拡大、SPC設立

の一層の簡素化等が行われた。

◉証券子会社の設立と投資銀行担当部門の設置
住友銀行とさくら銀行は、業態別子会社の設立によって証券業務への取り組みを強

化した上で、1990年代後半には、投資銀行業務を銀行グループの業務の大きな柱の

一つと位置付けた体制づくりに着手した。

さくら銀行においては、1994年 10月に証券子会社であるさくら証券を設立し、

1997年 10月には日本版ビッグバンに対応して投資銀行業務を強化する観点から、同

業務を独立性の強い投資銀行ディビジョンカンパニー（投資銀行 DC）として社内分

社化した。当時まだ DC制導入前だった支店営業グループ、営業部グループ、海外営

業グループの長に責任役員の呼称を用いたのに対して、投資銀行 DCの長にはプレジ

デントの呼称と責任役員よりも強い人事・予算などの権限を与えた。

投資銀行 DCの本店各部としては、投資銀行 DCの経営計画、プレジデントのス

タッフ機能などを担当する企画部に加えて、為替資金部、金融市場営業部、資本市場

部、企業情報部、資金証券管理部を配置した。企画部内にはプレジデントが有する人

事権に対応して人事室を設置した。さらに 1998年 4月には、投資銀行 DCに投資信

託の評価・選定を担う投資商品部を設けた。

住友銀行においては、1994年 11月に証券子会社である住友キャピタル証券を設立

したほか、1995年 8月にベンチャーキャピタル会社である住銀インベストメントを

設立した。1996年 4月から開始した 3カ年計画「Challenge 21計画」においても、

国内外の証券関連ビークルなどを抜本的に強化する方針を打ち出した。主な対象は、

海外についてはロンドンに本店を置く証券現地法人である住友ファイナンス・イン

ターナショナル、国内については住友キャピタル証券、住銀投資顧問、および同社を

設立母体として投資信託委託業務を行うエス・ビー・アイ・エム投信である。銀行本

体からは 1996年 4月に市場営業第一部金融商品開発室を独立させて設置した金融商

品開発部が、デリバティブ関連商品、流動化関連商品の開発を行う立場から、これら

＊86 正式名称は「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」。
＊87 法律の名称は「資産の流動化に関する法律」に改められた。
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の証券関連ビークルと協働することとした。

1998年 7月には、外部コンサルタントであるマッキンゼー社との議論を含む約 1

年にわたる投資銀行業務戦略の検討を踏まえて、行内、グループ会社の投資銀行業務

の一体化と強化を図るため、証券企画部等の機能を再編し、プロダクト対応組織とし

てキャピタルマーケットグループを設置した。キャピタルマーケットグループの本店

各部は、キャピタルマーケット部、情報開発部、金融商品開発部で構成した。キャピ

タルマーケット部は、子会社等を含むグループの業務企画・管理と、航空機ファイナ

ンスを中心とするストラクチャードファイナンス業務を所管する部として新設された。

情報開発部はM&A業務を、金融商品開発部はデリバティブ業務および流動化業務を

主に扱った。この組織改定によって、証券企画部を証券部に改称し、その部内室とし

てアセットマネジメント室を新設した。

◉住友銀行の大和証券との戦略的提携
住友銀行は、各証券関連ビークルに対する資本投入の増強や取扱業務の拡大などを

続けたが、次第に業務の再構築が必要ではないかとの問題意識が高まってきた。そこ

で、キャピタルマーケット業務、資産運用（アセットマネジメント）業務について、

それぞれ外部のコンサルタントを導入し、業務の今後のあり方について検討を進めた。

その検討の過程において、住友銀行は、1986年（昭和 61年）に米国の有力投資銀

行の一つであるゴールドマン・サックス社（Goldman, Sachs＆ Co.）へ出資した際の

議論およびその出資経過を考えると、カルチャーの面で銀行とは大きく異なる、また

ノウハウの蓄積に膨大な時間とコストがかかるキャピタルマーケット業務やアセット

マネジメント業務において、自前で内生的にレベルアップを図っていくというアプ

ローチには限界があるとの結論に達した。

同じ頃、証券業界を取り巻く環境は厳しさを増していた。バブル崩壊後の株式売買

高激減による委託手数料の低迷、不良債権を抱えた関連ノンバンク支援の重荷などに

よって業績が低迷していたことに加えて、1997年には当時の四大証券において相次

いで損失補てん事件などの不祥事が発覚し、行政処分が課されたほか、企業などから

も発注停止や取引除外の動きが広がった。1997年 11月には三洋証券、山一証券が経

営破綻に追い込まれ、他の証券会社は、社会的信頼の回復、財務基盤の強化、日本版

ビッグバンを勝ち抜く経営戦略の構築が急務となった。
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このような情勢の中、大和証券の首脳から西川

に協働の申し込みがあったことをきっかけに、両

社は、1997年末頃から、検討チームを結成して

具体案について議論に入った。後述するように
（187ページ以降参照）、わが国では 1997年秋以降の

金融の混乱期を経て、金融機関の提携の動きが盛

り上がっていた。1998年 5月には日本興業銀行

と野村証券が特定分野での共同事業に関する提携

を、6月には日興証券と米国トラベラーズ・グ

ループが資本提携を含む包括的な提携を発表した。

住友銀行と大和証券は、大手証券会社を巡る動

きが一気に加速したことに加え、1998年 6月に大和証券の子会社の格付が引き下げ

られるという事態が生じたことから、協議を加速させることとなった＊88。

銀行と証券というカルチャーが大きく異なる両社が包括的に提携していくための協

議という特性上、考え方の擦り合わせには双方の努力が必要であったが、事務レベル

での協議も含めて集中的に検討を進めた結果、1998年 7月 28日には両社の間で基本

合意書が締結され、同日、都内のホテルにおいて記者発表を行うに至った。この日の

「大和証券と住友銀行との戦略的提携について」と題する記者発表資料では、提携の

目的を以下のように述べている。

この提携の趣旨は、日本版ビッグバンの進展により今後急拡大が見込まれる

ホールセール証券業務、デリバティブ業務およびアセット・マネジメント業務に

おいて、お客様の多様化・高度化するニーズに最高水準の金融サービスで的確に

お応えすることのできる体制を両社の協力により築き上げていくことであります。

そのため、合弁で展開する事業においては、両社の既存事業を単純に統合・継

続するのではなく、外資系金融機関とのグローバルな提携や外部からの人材招聘

も視野に入れると同時に、経営のあらゆる面でグローバルスタンダードを採り入

れ、競争力の強化に努めてまいります。

＊88 1998年 6月 26日、ムーディーズは大和証券の欧米等海外現地法人の長期格付けを Baa2から Baa3に
引き下げ、さらに一段の格下げ方向で見直すと発表した。ムーディーズは、格下げの理由として、事
業構成の戦略的見直し、経費の削減の進展が不十分であることなどを指摘した。

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません
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この提携により、両社がそれぞれの分野で長年に亘り培ってきた顧客基盤、商

品・サービスの開発力・提供力、金融ノウハウ、ブランド等が有機的に統合され、

質の高いフルラインの金融サービスを本邦最大規模のクライアントベースに対し

て提供する、ホールセール分野における本邦最強の体制が実現するものと考えて

おります。

提携合意の要点は、ホールセール証券業務、デリバティブ業務、アセットマネジメ

ント業務における合弁事業の実施である＊89。住友銀行の取り組みは、かつての四大

証券会社の一角を相手に、かつ幅広い業務分野において提携を行うという点で、競合

他行の先を行くものであった。

大和証券との詰めの協議を経て、1999年 4月、大和証券エスビーキャピタル・マー

ケッツ（大和 SBCM）、大和住銀投信投資顧問が営業を開始した。

大和 SBCMは、4月 5日に住友銀行と大和証券から出資および営業譲渡を行って

発足した株式会社である。資本金は 2,056億円で、出資比率については大和証券＊90

が 60％、住友銀行が 40％であった。発足に当たり、住友銀行は住友キャピタル証券

の業務を営業譲渡し、併せて銀行本体からM&A、デリバティブ部門の一部等を移管

した。一方、大和証券はデリバティブ業務を含むホールセール証券業務を営業譲渡し

た＊91。グループ関係の観点からいえば、大和 SBCMは大和証券の連結子会社、住友

銀行の持分法適用関連会社である。

一方、大和住銀投信投資顧問は、投資顧問業務、投資信託業務等のアセットマネジ

メント業務を行う合弁会社である。4月 1日に大和投資顧問を存続会社として、同社、

住銀投資顧問、エス・ビー・アイ・エム投信の 3社が合併し、その際、住友銀行グ

ループと大和証券グループ以外からも出資を得た。資本金は 20億円で、出資比率に

＊89 住友銀行は、大和証券との戦略的提携の実現とほぼ同時期に、リテール証券業務においても、営業ネッ
トワーク拡充に取り組んだ。具体的には、個人投資家によるオンライントレードの普及を展望して、
1999年 3月、米国の大手ネット証券である DL Jディレクト社、大和証券等と共同でネット証券会社
であるディーエルジェイディレクト・エスエフジー証券を、関連会社として設立した。同社は、株主
の異動を経て、2003年 11月に、楽天の子会社となり、2004年 7月に楽天証券に社名変更した。

＊90 4月 26日、大和証券は持株会社化を目的として、リテール証券業務も子会社に営業譲渡し、社名を大
和証券グループ本社に変更した。この社名変更に伴い、大和 SBCMは住友銀行と大和証券グループ本
社との合弁会社となった。なお、営業譲渡以降のリテール証券子会社の社名は大和証券である。

＊91 基本合意では別会社として設立を予定していたデリバティブ業務については、大和 SBCMに統合し、
社内分社体制により一体運営を行うこととなった。
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ついては住友銀行グループが約 44％、大和証券グループが約 44％、米国の大手資産

運用会社 T.ROWE PRICE ASSOCIATES,INC.（T.Rowe Price）＊92が 10％、住友信託銀

行が約 2％であった。

住友銀行は、大和証券との合弁会社の設立に対応し、行内の体制見直しを行った。

具体的には、1999年 2月の組織改定で、キャピタルマーケットグループの各部およ

び証券部を、企画・管理機能などを担うキャピタルマーケット企画部と、ストラク

チャードファイナンス業務、デリバティブ業務、流動化業務、社債受託業務、シンジ

ケーション業務などを担うキャピタルマーケット営業部に再編した。なお、情報開発

部については、大和 SBCMにM&A業務を移管したことから、1999年 4月に廃止し

た。情報開発部の廃止後は、銀行におけるM&Aの窓口は、法人業務部M&Aチーム

が担当することとなり、M&A案件を一元管理し大和 SBCMと協働した。また同チー

ムは、中堅企業の案件を中心に、案件に応じて、自らアドバイザリー契約の当事者と

なった。

住友銀行と大和証券との提携については、発表当初、格付機関が住友銀行の格付見

図表 1─2─8 ①　住友銀行グループと大和証券グループとの提携スキーム

40％出資 営業譲渡
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10％
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約 44％出資
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合併合併

合併

＊92 T.Rowe Priceは、1937年設立の米国の大手資産運用会社である。
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通し（アウトルック）を「安定的」から「弱含み（ネガティブ）」に変更し、また大

和証券の格付も据え置くなど、格付の改善には結び付かず、両社の株価にも大きな変

動はみられなかった。

しかし、この提携は、日本版ビッグバンが進展する中で、お客さまに最も質の高い

サービスを提供するために自前主義にこだわらずに本格的な提携を選択する決断をし

たという点で、わが国の金融史において転換点の一つとなる出来事であった。

◉信託業務への取り組み
資産流動化等の手法として有効な信託業務については、従来、銀行・信託の分離政

策が取られ、信託業務に従事し得る銀行は信託銀行等に限定されていたが、1993年 4

月の金融制度改革法の施行に伴い業態間の相互参入が実施され、普通銀行、証券会社

等が信託銀行子会社を設立することが可能になった。当初は、信託銀行子会社の業務

範囲に一定の制約が設けられていたが、これらの業務範囲制限は 1999年 10月までに

基本的に撤廃された。

このような金融制度改革に呼応して、住友銀行とさくら銀行は、投資銀行業務でお

客さまに提供する資金調達支援策などに信託機能を活用したサービスを加えることと

した。住友銀行は 1996年 6月にすみぎん信託銀行を設立し、同行の業務を前述の大

和証券との提携に対応する 1999年 2月の組織改定の際にキャピタルマーケットグ

ループの中に位置付けた。さくら銀行においては、1995年 12月にさくら信託銀行を

設立し、1997年 10月に投資銀行 DCを導入すると、さくら信託銀行を同 DCが所管

する戦略子会社の一つとした。

しかし、その後、公的資金による資本増強を受けてコスト競争力の一層の強化が求

められたため、すみぎん信託銀行を 2000年 4月に、さくら信託銀行を 2001年 6月に

それぞれ他行に譲渡することとなった＊93。

＊93 住友銀行は 2000年 4月にすみぎん信託銀行の全株式を住友信託銀行に譲渡した（住友信託銀行は、
2000年 8月、すみぎん信託銀行を吸収合併）。一方、さくら信託銀行の譲渡は住友銀行とさくら銀行
の合併後に実施された。さくら信託銀行は、新銀行（三井住友銀行）の子会社に移行した後、2001年
6月に中央三井信託銀行に譲渡された（さくら信託銀行は、その後の事業・業界再編と行名変更により、
2011年 4月現在、同月発足した三井住友トラスト・ホールディングス傘下の中央三井アセット信託銀
行となっている）。
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	 9	 国際業務への取り組み

◉国際業務を巡る情勢
（1）1990年代の世界経済の情勢

1990年代の世界の経済・金融情勢をみると、東西冷戦の終結で経済・金融活動の

グローバルな展開を制約していた政治的な障壁が低くなり、情報通信技術の進歩や、

新しい金融取引手法の発達などにも後押しされて、経済・金融のグローバル化が加速

した。いくつかの通貨危機や金融危機が起きて短期的なリスク要因になることもあっ

たが、全期間を通してみれば、世界経済はグローバル化の進行を伴いながら規模が拡

大した。

米国では、1990年代の大半で景気拡大局面が続いた。欧州では、1999年（平成 11

年）1月から銀行間取引など非現金取引を対象に、単一通貨ユーロが導入された＊94。

ロシアでは、1998年、ルーブル売りの圧力に直面し債務不履行の宣言に追い込まれ

たものの、その後は主要輸出品目である資源価格の上昇が追い風となり、経済は比較

的早期に回復に向かった。アジア NIEsや ASEAN諸国は、1990年代に入ってからも

高い成長を続けたが、1997年には通貨危機に直面した。しかし、1990年代末には、

世界的な IT関連機器需要の増大を背景とする輸出の大幅な増加や個人消費の増加に

より景気は急回復した。中国では、経済の発展による所得水準の向上と巨大な人口を

背景に、単に生産拠点としてではなく、商品・サービスを販売する市場としての性格

も急速に備えていった。

（2）国際金融市場における邦銀のプレゼンス低下

1980年代、邦銀は高い格付と豊富な流動性などを背景に国際業務を拡大した。し

かし、1990年代に入ると、国内におけるバブル崩壊による資産内容の悪化によって

経営体力が大幅に低下し、邦銀は一転して国際業務の縮小を図った。

邦銀の国際銀行市場におけるシェアの低下を、BISの統計でみると、次の通りであ

る。BIS報告銀行全体の国際部門資産に占める邦銀のシェアは、1990年から 1992年

にかけて大幅に低下した後、1995年半ばまではほぼ横ばいで推移し、その後、1997

＊94 2002年 1月からユーロ紙幣・硬貨の流通が始まった。
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年後半から再び急速に低下した（1998年末：約 18％）。一方、この間、ドイツ系銀行

やスイス系銀行をはじめとする欧州系銀行は、いわゆる新興諸国＊95への積極的な投

融資や、通貨統合を視野に入れた欧州域内での取引活発化に伴い、邦銀とは対照的に、

そのシェアを上昇させた。

邦銀の国際業務の縮小は、主にバブルの崩壊による資産内容の悪化に伴う資本毀
き

損
そん

と、BIS規制への対応によるものである。

1990年代後半、不良債権処理額（貸倒引当金繰入、貸出金償却等）が著しく増大

したことから、邦銀の当期純利益は、ほとんどの年度で赤字決算となった。赤字決算

は、自己資本比率における基本的項目（Tier 1）の毀損を意味する。Tier 1の毀損が

始まると、劣後債等による補完的項目（Tier 2）の算入上限額（Tier 1と同額まで）

も下がることから、各行は自己資本比率を維持する各種施策を、資産圧縮を含め、総

動員する必要に直面した。

自己資本比率の問題に加えて、邦銀の活動は、信用力・格付の悪化に伴う外貨調達

力の低下によっても制約を受けた。特に大手金融機関の破綻にみられるように、日本

の金融システム不安が深刻化した 1997年末から 1999年初めにかけては、邦銀が金融

図表 1─2─9 ①　BIS 報告銀行全体の国際部門資産残高に占める主要国銀行のシェア
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（資料） Bank for International Settlements『Locational Banking Statistics』
（注１）  上の資料の中の銀行の本店国籍を基準とする計数（四半期末）を用いてグラフを作成。

すなわち、日本の場合であれば、邦銀の国際部門資産を海外店や現地法人を含む連結
ベースで示している。

（注２）  1996年第 4四半期以降の計数は、連結対象となる地域が増加したため、それより前
の計数と完全には連続しない。

＊95 ここで引用した BISの統計では、アジア（日本、香港、シンガポールを除く）、中南米、アフリカ、
中東、東欧（ロシアなど旧ソ連諸国を含む）を新興諸国と定義している。
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市場から資金調達を行うことは極めて困難な状況となった。量的な制約だけでなく、

住専処理などを受けていったんは低下していたジャパン・プレミアムが金融危機で急

上昇し、調達コストが跳ね上がったため、採算面からも国際業務を見直さざるを得な

かった。

◉国際業務の見直し
住友銀行、さくら銀行も、以上のような邦銀全体の状況と同様、BIS規制や採算上

の問題によって海外市場で許容できるリスクや資産規模が極めて限定されたため、収

益の展望と主要日系顧客との取引維持の可能性などを勘案しながら、海外拠点の絞り

込みと資産の圧縮を行った。住友銀行、さくら銀行を含め、わが国の金融機関にとっ

ては雌伏の時であった。

住友銀行では、1997年 6月にムンバイ支店を開設した時点の 40支店が海外拠点数

（海外支店数）のピークで、以後は思い切った縮小を行い、ピークから 2000年末まで

に、17支店へと 5割超の削減を実施した。この削減対象には、大和銀行の米国から

の撤退支援の際に営業等譲受のために開設した 14支店が含まれているが、これを除

図表 1─2─9 ②　ジャパン・プレミアムの推移（月末値）
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（資料） Bloomberg をもとに作成
（注１）  ドル資金市場に関し、相対的に邦銀の参加比率が高い市場で観察された金利と、

同比率が低い市場で観察された金利との差をジャパン・プレミアムと認識し、本
邦オフショア市場（Japan Offshore Market）における 3カ月物ユーロドル金利の売
り気配値（アスクレート）が 3カ月物ドル LIBOR（ロンドン銀行間取引金利）を
どの程度上回っているかを算出。

（注２） 1ベーシスポイントは 0.01％。
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いても約 3割の削減率である。拠点地域別にみると、米州では 21支店から 3支店へ

（廃止：アトランタ、ヒューストン、大和銀行の営業等譲受のために開設した 14支店、

出張所化：シカゴ、サンフランシスコ）、欧州では 8支店から 4支店へ（廃止：フラ

ンクフルト、ミラノ、バルセロナ、駐在員事務所化：マドリード）、アジアでは 11支

店から 10支店へ（廃止：チョンブリ、アユタヤ、新設：蘇州）と縮小した。

海外子会社についても大幅な見直しを行った。住友銀行の国際業務展開の歴史を

彩った海外子会社も例外としなかった。主な事例を挙げると、米国で 1998年に加州

住友銀行を売却したほか、欧州では 1998年にスイス住友銀行を閉鎖し、1999年に

ゴッタルド銀行を売却した＊96。2000年にはドイツ住友銀行を清算した。

一方、さくら銀行の海外拠点数（海外支店数）の状況をみると、1996年 11月に

ニューデリーを支店化した時点の 28支店をピークとして縮小期に入った。海外支店

は、ピークから 2000年末までに、16支店へと約 4割削減した。地域別にみると、米

州では 8支店から 3支店へ（廃止：アトランタ、ヒューストン、サンフランシスコ、

シアトル、出張所化：シカゴ）、欧州では 8支店から 3支店へ（廃止：パリ、ハンブ

ルク、ミラノ、バルセロナ、マドリッド）、アジアでは 12支店から 10支店へ（廃止：

広州、ソウル）と縮小した。

海外子会社についても、1998年にドイツさくら銀行を閉鎖し、1999年にトルコさ

くら銀行を売却するなどのリストラを実施した。

◉競争力強化のための対応
住友銀行とさくら銀行は、国際業務に慎重な対応を余儀なくされつつも、国際金融

ビジネスでの一定のプレゼンスを自らの存立基盤の一つと見なしていたことから、同

時に反転攻勢に備えて競争力強化を図る前向きな再構築にも着実に取り組んだ。中で

も、例えば、アジア重視、顧客志向型業務体制づくり、各種プロダクト強化、システ

ム高度化は、合併後、2000年代半ばの三井住友銀行の国際業務の再強化につながる

＊96 加州住友銀行は、米国カリフォルニア州サンフランシスコ市に本店をおく銀行でリテール業務を主力
とした。当初、住友銀行が 1925年（大正 14年）に同州サクラメント市に設立・開業した。同法人は
第 2次世界大戦中に米国に接収・閉鎖され、1952年（昭和 27年）、住友銀行は戦前とは別法人の加州
住友銀行を設立し、1953年に営業を開始した。1998年、ユタ州等を営業基盤とする地銀持株会社ザイ
オンス・バンコーポレーションに売却。ゴッタルド銀行は、スイスのティチーノ州ルガノ市に本店を
置く銀行で資産運用受託業務を主力とした。設立は 1957年。1984年、住友銀行が買収。1999年、ス
イスの生命保険会社スイス・ライフに売却。



126　　第 1編　金融激動の時代の始まり

意義ある取り組みであった。

（1）アジア重視

1990年代に入ってからの日本の対外直接投資の推移をみると、アジア向け、中で

も中国および ASEAN諸国に向けた直接投資が大きく増加していた。日系企業のグ

ローバル展開を支援するという立場から、住友・さくら両行はアジア重視の拠点戦略

を採用した。

地域別海外支店数の推移でみた通り、両行は、海外拠点網を縮小した 1990年代後

半も、アジア地域においては、再編・再配置等でコスト削減を図りつつも、拠点網の

規模を微減にとどめた。

アジア地域の拠点網の縮小を比較的小幅にとどめた背景には、世界の成長センター

としてビジネス機会が拡大していたことに加え、この地域の市場特性も影響していた。

すなわち、アジアには、経済発展度合い、諸規制、諸制度の整備状況などが大きく異

なる国々が存在し、銀行が抱えるリスクも各国でさまざまであった。欧米ではロンド

ン、ニューヨークなどから広範囲の地域をカバーすることで拠点の大幅削減を行った

のに対して、アジアでの同様の対応は困難であった。

1990年代半ばから 2001年 4月の合併にかけて、住友銀行は、タイのチョンブリ支

店、アユタヤ支店を廃止する一方で、1997年にインドにムンバイ支店を、中国に蘇

州支店を開設した。また、さくら銀行は、ソウル支店、広州支店を廃止する一方で、

1995年にチョンブリ支店、アユタヤ支店を開設し、1996年にはニューデリー駐在員

事務所の支店化を行った。

（2）顧客志向型業務体制づくり

住友・さくら両行は、それぞれ業容の縮小を余儀なくされる中で、お客さまにより

価値の高いサービスを提供できるよう体制の見直しを実施した。

住友銀行では、従来の拠点主義から脱するために組織の見直しを行い、顧客ニーズ

に迅速に対応できるマーケット別の組織へと改編した。具体的には、1998年 10月に

米州、1999年 4月に欧州において、旧来の支店組織を、日系企業を担当する米州営

業第一部および欧州営業第一部、非日系企業を担当する米州営業第二部および欧州営

業第二部、シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、トレードファイナンス

などの高度な金融技術を使った商品・サービスを提供する米州営業第三部および欧州
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営業第三部へと改編した（73ページ参照）。国内でも、1999年 1月に、海外のグローバ

ル企業を母社とする在日外資系企業に対して、国内外一体の専門的なサービスを提供

する国際法人営業部を設置した。

さくら銀行では、国際業務における重心を、複合的な取引が期待できる日系大企業

へ移す方針を強化した。1999年 10月、商業銀行業務にもディビジョンカンパニー

（DC）制を導入した際、大企業を担当する営業部グループと海外営業グループを統合

し、国際企業 DCを発足させた。国際企業 DCは、取引地位や取引規模、信用力など

の観点から重視すべき優良大企業にグローバルな対応を行う機能を担った。

（3）各種プロダクト強化

住友・さくら両行にとって、国際業務の縮小期にあっても、引き続き国際的金融機

関として、欧米系有力銀行に伍して、お客さまにサービスの提供を行うために、先端

業務の強化に継続的に取り組むことが不可欠であった。

住友銀行は、1990年代後半、シンジケートローン、プロジェクトファナインス、

証券化ビジネスなどで、『International Financing Review』などの海外金融専門誌のラ

ンキングで上位に入るといった実績を残した。「Challenge 21計画」のフェーズⅡ

（1999年 4月から 2001年 3月まで）においては、国際業務に関して、証券化・流動

化ビジネスに積極的に取り組むほか、欧米の先進的金融ノウハウを国内とアジアに還

流させる方針を示した。

さくら銀行においても、同じく 1990年代後半、国際金融機関と協調したシンジ

ケートローン、ファイナンシャルアドバイザー業務で注目される実績を上げた。中期

経営計画を見直した 1999、2000年度の施策においては、国際業務に関して、ローン

仲介業務、債務リストラやプロジェクトファイナンスなどにおけるファイナンシャル

アドバイザー業務、ファイナンスアレンジ（シンジケートローン、リースファイナン

スなど）、M&Aアドバイザリー業務、決済ビジネスなどを、融資業務以外での増強

業務とした。

（4）システムの高度化

国際業務においても、国内業務と同様に、業務の多様化・高度化の進展に伴い、効

率的なシステムの開発・導入が必要であった。
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住友銀行は、新しい海外勘定系システムである GIS（Global Integrated System）を、

1999年 5月にニューヨーク支店で、また 2001年 1月にロンドン支店で全面稼働させ

た。GISの導入は、米州および欧州におけるお客さまマーケット別の業務推進体制へ

の移行に対応したことに加え、フロントからバックに至る業務の STP（Straight 

Through Processing）化の推進など、ミドルバック業務の効率化に大きな役割を果た

した。また、クレジット・ポートフォリオ管理や流動性・事務リスク管理など、業務

管理・リスク管理の高度化も実現した。

さくら銀行においては、海外業務に関するシステムの広範な見直しの中で、新海外

勘定系システム STACS（Sakura Total ACcounting System for overseas branch）の開

発を行った。このシステムは、オンバランス・オフバランスの統合管理、多通貨取引

管理などの点で収益・リスク管理の強化を図っており、1993年 10月にシカゴ支店に

導入した後、1995年 2月までに利用を全海外支店に拡大した。さらに、1995年から

1997年にかけては BIS規制対応などのためのレベルアップを目指した開発に取り組

み、与信状況・顧客採算の一元把握などを可能にした。改良版は 1998年までに海外

全支店に導入された。
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	 10		 市場業務への取り組み

◉市場業務を取り巻く環境の動向
銀行の市場業務の役割は、①国内外の資金・為替・債券・デリバティブなどの市場

での取引を通じ、お客さまの資金運用やリスクヘッジなどのニーズに応えること、②

各種収益機会を捉えたポジション運営により、自行の抱える市場リスク、流動性リス

クを適切に管理しながら、収益の極大化を図ることである。

1990年代、金利の自由化を含む規制緩和に合わせた市場慣行などの改革、金融・

情報技術の発展などを背景にして、銀行にとって市場業務の機会が大きく拡大する一

方、リスクの複雑化・多様化も進行した。

市場慣行などの改革については、短期金融市場では 1980年代から、コール・手形

取引のレート刻み幅の細分化・多様化および期間の多様化などの運営見直しが進めら

れていた。1990年代も、取引条件の一層の緩和・多様化を含め、環境の変化に合わ

せた改革が続けられた。

金融・情報技術の発展については、デリバティブ、資産流動化・証券化などに関す

る手法が発展した。

制度整備については、銀行の市場業務に特に大きな影響を与えたのは、時価会計の

導入である。1997年（平成 9年）4月施行の経営健全性確保法の中で銀行法が改正さ

れ、銀行等のトレーディング勘定（銀行法の用語では「特定取引勘定」）に時価評価

を採用することが可能になった。時価会計を採用すると、市場の金利や相場によって

収益に影響が出るため、その対応を含めて市場業務の的確な運営が銀行等の経営にお

いてますます重要になった。また、1999年 10月には、日本版ビッグバンの一環で、

普通銀行による普通社債の発行が解禁された。銀行にとっては中長期資金の安定的調

達の手段が増えることになった＊97。

1990年代の市場動向における重大な出来事としては、1997年秋に発生した金融危

＊97 1999年 10月、住友銀行は規制緩和後の第 1号として、普通社債を 1,000億円発行した。同月に、さく
ら銀行も普通社債を 700億円発行した。これらは、不良債権問題が深刻化する当時の情勢下で、社債
を発行できるだけの信頼を投資家から得ていた邦銀は限られていたという点で、大変意義のある出来
事であった。住友銀行の普通社債は、定期的・継続的に発行されるベンチマーク債として発行された。
ベンチマーク債の発行は、三井住友銀行にも引き継がれ、2011年 1月には第 52回債を発行した。
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機があった。その後、1999年に日本銀行のゼロ金利政策や公的資金による主要行な

どへの資本増強などによって市場に落ち着きが戻るまでは、短期金融市場などにおい

て、カウンターパーティーリスクに対する警戒心と、自らの流動性を厚くしようとす

る動きが強まり、市場の需給調整機能が低下した（150ページ以降参照）。このため市場

業務には、従前にも増して、リスク管理に細心の注意が求められるようになった。

この他、1990年代後半には、日本銀行当座預金決済、国債決済の即時グロス決済

（RTGS：Real Time Gross Settlement）化に向けた動きが始まり、2001年 1月に導入

された＊98。これらは、支障なく稼働している限り、普段、意識されることは少ない

インフラであるが、わが国の決済システムの中核を構成する部分であるため、円滑な

導入に向けて、金融機関は検討段階を含めて準備に追われた。

◉リスク管理能力および収益力の強化に向けた組織体制の構築
住友・さくら両行は、業務環境が変化する中で、市場業務のリスク管理能力および

収益力の強化に向けた組織体制の構築に取り組んだ。両行に共通する主な施策は、リ

スク管理部署による取引実施部署の牽制体制の確立、バンキング業務とトレーディン

グ業務の組織上の分離、顧客対応力の強化である。これらの施策は、合併後の三井住

友銀行の市場業務担当部門の組織の骨格につながっていった。

リスク管理部署による取引実施部署の牽制体制の確立は、収益確保や業務遂行の事

情でリスク評価にバイアスがかかるという事態を回避するための施策である。住友銀

行においては、1995年 5月に市場リスク管理の統括部署として市場管理部を設置した。

1997年 1月の組織改定（133ページ参照）で、四つの対象マーケット別グループの一つ

として市場業務を担当する市場営業グループを設置した際には、同グループの企画管

理・調査を担当するチーム（グループ統括役員の直轄）に、市場管理部が担っていた

「資産・負債の総合管理」（ALM：Asset Liability Management）の総括機能を移管す

るなどして、市場管理部を牽制実施部署と明確に位置付け、組織上、市場営業グルー

プの外に置いた。

さくら銀行においては、1996年 10月に設置したリスク統括部が牽制機能の確立に

＊98 日本銀行は 1996年 12月に日本銀行当座預金決済の RTGS化を実現する考えを公表して、当座預金取
引先や民間決済システム運営者の意見収集に入った。日本銀行は、この段階では、2000年中を目標に
RTGS化を実現したいとしていた。
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向けた基本方針の策定等を担った。

バンキング業務とトレーディング業務については、1997年 3月に全国銀行協会連

合会が、時価会計導入に当たっての基本的ガイドラインとして『銀行のトレーディン

グ勘定における時価会計に関する指針』を公表した。その中では、区分経理を導入す

べきであるとした上で、区分経理の恣意性を排除し透明性を確保する観点から、両業

務を行う組織の構成人員を分けるべきであるという指針が示された。住友銀行は、既

述の 1997年 1月の組織改定で、外貨バンキング業務および対支店カスタマー業務を

行う市場営業第一部、円貨バンキング業務を行う市場営業第二部、トレーディング業

務を行う市場営業第三部へと業務再編を行った。さくら銀行は、1997年 5月の組織

改定で、関係部の業務再編を行い、新設の金融市場営業部の中に円貨に関するトレー

ディング業務を行うトレーディング室を、また為替資金部の中に外貨に関する同業務

を行うトレーディング室を新たに設置した。

顧客対応力の強化については、選択肢が急速に多様化しつつある市場取引において、

お客さまの運用・調達ニーズに適切に対応し注文を確保することは、銀行の収益の増

強と安定化のために大変重要であった。住友銀行においては、お客さまの利便性の向

上を通じた取引増強を図るため、一定額以上の取引実績が見込まれる大口のお客さま

に、取引のある営業店を経由せず直接対応するダイレクトディールの推進などを行っ

た。ダイレクトディールの推進においては市場営業第二部、同第三部にお客さまとの

窓口となる担当者を置き、また対象商品を段階的に拡大した。さらに 1999年 4月に

は、ダイレクトディールを準大口のお客さまにまで拡大し、併せて、市場営業第一部

にもダイレクトディールの担当者を新たに配置した。これにより、市場営業グループ

各部がお客さまとの窓口を持つ体制となった。さくら銀行は、1997年 5月に新設し

た金融市場営業部に円貨とデリバティブに関する顧客対応機能を集約し、特に取引拡

大が見込まれる金融法人の開拓を図るため、同部の中に金融法人営業グループを設置

した。併せて、同じく金融市場営業部に設置した金融エンジニアリング室が、顧客対

応力強化に向けた金融先端技術の研究開発等に取り組むこととした。
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	 11		 リスク管理への取り組み

◉リスク管理を取り巻く情勢
1990年代には、商品や業務の自由化、金融・情報技術の発展等に伴い、銀行経営

に係るリスクの複雑化、多様化が進んだ。また、そのような情勢を踏まえて、国内や

海外の金融監督当局からリスク管理に関するさまざまな要請が行われた。これらを背

景として、銀行はリスク管理の充実と経営の変革を進めた。

わが国の大手銀行の場合、信用リスク管理の充実に力を入れた背景として、バブル

期の貸出行動への反省があったことに加え、資金需要が低調な中で融資業務を収益源

として確保するためには、適切なリスクテイクとリスクコントロールが不可欠になっ

たという事情がある。この一環で、新たな内部格付制度の導入を通じた信用リスクの

分布の把握が進められた。

市場リスクについては、BISの自己資本比率規制において、銀行が抱える市場リス

ク量に対しても追加で自己資本を求める方向で、バーゼル銀行監督委員会での議論が

進行していたことが、取り組みに大きく影響した＊99。

また、わが国の大手銀行がリスク管理の充実に注力したもう一つの背景としては、

先進的なリスク管理手法を持つ欧米主要行と国際業務で伍していくために、同等以上

の体制を早く備える必要があったことも挙げられる。

リスク管理の充実に向けた取組内容は、各行が置かれた状況によってさまざまな差

異がある一方で、共通にみられる主な特徴として、①統合的なリスク管理の導入、②

評価・分析手法の高度化・精緻化、③業務運営・経営戦略面での活用、があった。ま

た、これらの実現に向けて、体制および行内インフラの整備、経営陣による関与強化

が進められた。

◉統合的なリスク管理の導入
住友・さくら両行は、主要なリスクをその種類ごとに、担当の部署や拠点が把握・

＊99 1988年（昭和 63年）のバーゼル合意（いわゆる信用リスクを対象とする自己資本比率規制）の公表後、
バーゼル銀行監督委員会は市場リスクに対応した規制案の策定に着手した。同委員会は、1993年（平
成 5年）4月に当初案を公表し、市中協議に基づく改定と再度の市中協議を経て、1996年 1月に最終
規制内容を公表した。



第 2章　住友銀行・さくら銀行の経営戦略　　133	

管理できるよう体制整備に取り組んでいた。しかし、対象リスクが複数の部署や拠点

に関わる場合、全行的なリスク把握が課題であった。また、収益確保や業務遂行の事

情によって行き過ぎたリスクテイクが行われないように、営業推進の担当部署から独

立してリスク評価を任務とする組織の設置、ALMの枠組みの強化、先進的なリスク

計量化システムの導入などの体制を整備する必要があった。

住友銀行においては、1995年（平成 7年）5月、ALM企画・運営体制を再構築し

た。具体的には、四半期ごとの ALM会議について、主催者を企画部担当役員から頭

取へ変更する形で、経営陣の関与を強めた。併せて、市場動向に的確に反応できるよ

う、企画部の ALM総括機能を、市場リスク管理を担う新設の市場管理部に移管し、

ALM会議の事務局も企画部から市場管理部に変更した。また、関連各部次長による

月次の資金打合会についても、市場管理部担当役員が開催する ALM打合会へと変更

した。1997年 1月の組織改定で、市場管理部は ALM総括機能を新設の市場営業グ

ループに移管する一方で、リスク極度等遵
じゅん

守
しゅ

状況・損益状況の管理業務などを担う

こととなり、牽制実施部署との位置付けがさらに明確になった。

信用リスクについては、1995年 5月、行内の一元的管理を目的として、融資企画

部を設置した。さらに、1999年 6月には、経営陣のリスク管理への関与を強化する

ため、融資企画担当役員を委員長とし与信ポートフォリオ運営企画などを検討する融

資委員会と ALM会議を経営会議に統合し、それぞれの名称を信用リスク会議、市場

リスク会議とした。

一方、さくら銀行においては、1995年 10月、ALM委員会の事務局を強化するた

めに、同事務局である総合企画部 ALM室に、資金証券営業部のトレジャリーグルー

プを合流させて新たに財務部を設置した。この組織対応に並行して、1995年度には、

市場リスクの計測を従来の週次から日次に強化できる管理システムの構築を行った。

1996年 10月には、リスク統括部を設置し、資金証券企画部、為替資金部、国際企画

部、財務部などに分散していた行内の市場リスクを一元的に管理することとした。リ

スク統括部は市場リスク管理だけでなく、全行的観点から経営計画や新規業務のリス

ク検証も行った。当時、銀行が直面する各種リスクを統一的に管理するリスク管理専

担部署を設置したのは、都市銀行の中で初めてのことであった。信用リスクについて

は、1997年 6月、融資企画部に与信ポートフォリオ企画・管理機能を追加し、統合

的な管理ができる体制を整備した。
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◉評価・分析手法の高度化、精緻化
（1）市場リスク

住友・さくら両行は、それぞれ 1995年度に VaR（Value at Risk）による市場リス

クの計測・管理の導入を開始して、関連システムの整備を進めた。

VaRは、特定の保有期間中に、一定の確率でポートフォリオに発生し得る最大損失

を統計的に予測するリスク指標である。世界の主要行では、1990年代になって、金

融商品の多様化を背景に、バンキングとトレーディングの両勘定のリスクを総合的に

把握でき、かつ過去のデータを使った確率的な情報を取り込むことができる手法とし

て、VaR法が広く採用されるようになっていた。VaRの概念は、その後、1997年末

（日本では 1998年 3月末）から適用が開始された市場リスクを対象とする BIS規制

におけるリスク量の指標としても採用された。

（2）信用リスク

住友銀行では、1995年 5月に設置した融資企画部での検討を踏まえ、1996年 7月

に国内主要取引先への行内企業格付制度の導入を始めた。1999年 2月には、同制度

に基づく企業格付とそれに案件の取引条件を勘案した与信格付から構成される行内格

付制度に移行した。

さくら銀行では、1996年 6月、融資企画部内に信用格付制度の構築および信用リ

スクの定量分析等を進めるグ

ループを設置し、1997年 4月

には、信用格付制度の導入を開

始した。信用リスクの計量化に

よって、平均的に発生が予想さ

れる損失額と平均を超えて発生

する損失額（図表 1─2─11 ①

参照）などを推定できるように

なり、信用格付の区分ごとに信

用リスクの大きさに差があるこ

とから、取引採算の指標を格付

区分に応じたものとした（110

ページ参照）。

図表 1─2─11 ①　信用リスク計量化の概念図

損失の平均的な発生
見込額
（予想される損失額）

予想を超えて発生する
損失額＝b－a

大
損失額

小 a b

発生頻度 信用リスクを管理する上で想定す
る一定の条件（例えば信頼係数
99％、言い換えると、これを上回
る損失額が発生する確率は 1％）
の下で起こり得る最大損失額

（注１）   予想される損失額は、与信を行う上で費用として収益でカバー
すべきもので、信用コストという。

（注２）   予想を超えて発生する損失額は、自己資本の範囲内に収めら
れるように管理すべきもので、これに必要な資本を信用リス
ク資本という。
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住友銀行も 1997年度下期には、信用リスク計量モデルの開発に着手することを決

定し、1998年度中にモデルの運用を開始した。

（3）事務リスク、システムリスク等

市場リスク、信用リスク以外のリスク分野についても、各行は、事務リスク、シス

テムリスクなどに担当セクションを割り当て、部店内検査、事務規程類の整備、シス

テムサポートの強化などの各種の施策を実施し、相応の成果を上げてきていた。ただ

し、1990年代末の時点においては、これらの分野においては計量化手法が確立して

おらず、データの蓄積も初期段階の状況であった。

世界の動向に目を向けると、1998年 9月にバーゼル銀行監督委員会が公表したオ

ペレーショナルリスク管理のサーベイ結果に関する文書、『Operational Risk 

Management』＊100にみられるように、世界主要行の間ではオペレーショナルリスク

に対する関心が高まっていた。サーベイ結果に関する文書は、世界の主要行が、一つ

のリスクカテゴリーとしてオペレーショナルリスクを意識し、その包括的な測定方法

を開発する方向に向かっていることを示していた。

このような情勢を踏まえて、両行は、オペレーショナルリスクの包括的な把握・評

価に取り組み始めた。住友銀行では、1999年 6月、コーポレートガバナンス強化の

ための経営体制の見直しに伴う規程の改定に合わせて、オペレーショナルリスク管理

に関する基本方針を経営会議付議・報告事項に追加した。その際、オペレーショナル

リスクは、「システムリスク、事務リスク、法務リスク、レピュテーショナルリスク

等」と定めた。さくら銀行では、オペレーショナルリスクを「事務リスクおよびシス

テムリスク」と定義して、過去の実損データに基づく統計的分析によるリスクの計量

化を実施し、2000年度下期に、部門別の統合 ROEの算出に当たり、必要資本の賦課

を実施した。

◉業務運営、経営戦略面での活用
リスク管理には、リスクの計量化とそのモニタリングを通じて、リスク量を管理す

＊100 オペレーショナルリスクの定義に関して、バーゼル銀行監督委員会の本件文書は、「一般的な定義に
ついて合意は形成されていない。多くの銀行では、オペレーショナル・リスクは、マーケット・リ
スクおよび信用リスクに分類されない他の全てのリスクと定義付けている。また、いくつかの先では、
さまざまな人為的または技術的エラーによって生じる損失に関わるリスクと定義付けている」（日本
銀行仮訳）と記述している。
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るという側面だけでなく、リスク・リターンのチェックを通じて、より実質的な収益

管理や経営資源の最適配分を目指すという側面がある。このリスク調整後の収益（率）

を表す代表的な指標としては、信用コスト控除後収益＊101、信用コスト控除後収益

率＊102、資本コスト控除後収益＊103等がある。

住友銀行では、1997年度下期に、リスク・リターンの視点を強化する観点から、

個社別採算管理指標として RAROAを導入し、段階的に営業店の業績評価などに活用

した（81ページ参照）。RAROAとは、業務粗利益から経費と信用コストを控除した額

を与信残高で割った値で、引当後収益に対する資産効率を示す指標である。また、

2000年度に、株主価値を重視した経営の強化を目指す観点から、リスク資本コスト

勘案後収益の概念に基づく SVA（Sumitomo Value Added）による業務部門の評価の

試行を開始した。リスク資本コスト勘案後収益は、当期純利益からリスク資本コス

ト＊104を控除して算出される額である。「リスク資本コストとは株主が期待する最低

限のリターンの水準である」と考えれば、SVAがプラスかマイナスかで、当期純利

益が株主の求める水準に達しているか否かが示されることになる。

さくら銀行では、統合 ROEに基づく業務運営を 1997年度下期に試行的に開始し、

1998年度上期から本格的に導入した（92ページ参照）。統合 ROEは、業務粗利益から

経費と信用コストを控除した額を、リスク計量化に基づいて収益単位ごとに配分され

た自己資本（割当資本）で割った値で、資本効率を表す指標である。1997年 10月開

始の中計「ブレイクスルー」で、ROEマネジメントを実践・徹底する施策を進め、

統合 ROEを資本の再配分のプロセスに活用した。また、1999年 3月期、2000年 3

月期の部門別統合 ROE（実績値）を、ディスクロージャー誌で公開した。

◉西暦 2000年問題
かつてコンピューターソフト・機器やその集合体である各種システムにおいて、西

暦を 4桁ではなく下 2桁のみのデータとして扱い、上 2桁を‘19’と仮定して日付処

理を行うことが広範に行われていた。しかし、この方法では、2000年以降の日付デー

タを処理する場合、例えば 2000年が 1900年と認識されてしまう不具合が発生する。

＊101 信用コスト控除後収益＝業務純益－信用コスト
＊102 信用コスト控除後収益率＝信用コスト控除後収益÷リスク資本額
＊103 資本コスト控除後収益＝信用コスト控除後収益－リスク資本額×資本コスト率
＊104 リスク資本コスト＝リスク資本額×資本コスト率　なお、リスク資本額とは、当該業務から発生す

ることが想定される損失をカバーするために必要な資本の額である。
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これが西暦 2000年問題である。

金融機関は日付処理が関係する業務が多く、一部で起きた問題が金融機関同士の取

引を通じて波及すれば、最悪の場合、世界の金融市場に重大な影響が及びかねないリ

スクを内包していた。このため各国の金融監督当局や中央銀行は、早くから、さまざ

まな対策に動き出した。

米国では、1996年 6月、複数の金融監督当局によって構成される連邦金融機関検

査協議会（FFIEC＊105）が、金融機関に対して、西暦 2000年問題に関してアクション

プランを作成し、経営陣が解決に向けた手順に関与するよう注意を促した。また、

1997年 9月の G10中央銀行総裁会議の声明は、西暦 2000年問題が単に技術的な問題

ではなく、金融機関のトップ経営陣の関心を要することを指摘した。同会議の了承を

受けてバーゼル銀行監督委員会が公表した文書でも、同様の趣旨から、問題対応に向

けたチェックリストが示された。

わが国では、1997年 8月、日本銀行が考査用の資料として西暦 2000年問題対応に

関するチェックリストを作成し、チェックポイントの一つとして、問題をシステム部

門やメーカー任せにすることなく、経営陣が積極的に関与して全社的に取り組む体制

となっているか否かを挙げた。また、金融監督庁は、1998年 9月に、対応の進捗が

遅れて決済システムなどに影響を与えるおそれがある金融機関に対して行政処分を発

動するという事務ガイドラインを発出し、さらに 12月にはガイドラインをより詳細

なものに改定した。

西暦 2000年問題に関しては、障害発生を未然に防ぐために入念な準備を行うこと

が必要なだけでなく、万一の場合に備えて、危機管理計画（コンティンジェンシープ

ラン）を作成しておくことも必須であった。このため、金融監督庁の事務ガイドライ

ンにおいても、日本銀行のチェックリストにおいても、危機管理計画の作成が掲げら

れた。

住友銀行では 1996年 6月に西暦 2000年問題への対応に着手し、1997年 8月には

本店各部に横断的なワーキングチームを組成してシステム面を中心に対策を検討して

いた。しかし、本問題がシステム面にとどまらず銀行業務全般に大きな影響を及ぼす

可能性があることが明らかとなったため、1998年 8月に経営会議役員（企画部担当

＊105 FFIEC：The Federal Financial Institutions Examination Council
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役員・システム企画部担当役員）を委員長とする西暦 2000年問題委員会を設置し、

経営陣自らが直接指揮・監督する体制を構築した。実際の対応は、企画部およびシス

テム企画部が務めた西暦 2000年問題委員会事務局の下で、順次進められた。

まず行ったのが、システムの対応確認である。銀行が自ら開発したシステムについ

て調査・改定・内部確認テストを行う一方、他社が開発したシステムについては西暦

2000年問題に対応済みであることの確認を開発元に求めるだけでなく行内でもテス

トを行った。また、金庫、エレベーター、電話交換機などの設備機器については、各

メーカーに対して対応の有無についての照会を行い、必要なものについてはメーカー

に対応作業を求めた。この結果、重要なシステムと設備機器については 1999年 6月

までに、その他のシステムについては 8月までに確認を完了した。次に、EBをご利

用いただいているお客さまや他の金融機関などと住友銀行のシステムとの接続確認を

行い、9月までにほぼ完了させた。

このような準備を踏まえて、10月以降年末にかけて、①システムの総合検証のた

め約 3万 2,000項目を確認する総合リハーサル、②システム誤作動対応訓練、③停電

等の社会インフラ障害対応訓練、④設備機器障害対応訓練などを、繰り返し実施した。

西暦 2000年問題には、①障害発生の可能性がある日を特定できる、②バックアッ

プシステムも同時に利用不能となる可能性がある、③自行以外の外部要因にも大きく

左右される、④国内外を問わず広範な地域で同時に問題が発生し得る、など通常とは

異なる特殊性が存在していた。そこで、事前対策と障害等発生時の対策を整理した西

暦 2000年問題危機管理計画を取りまとめた。同計画

には万が一の際のシステム復旧や業務復旧のための

コンティンジェンシープランと共に、各営業店での

対応を整理した営業店マニュアルが含まれており、

行内向けの研修も徹底的に行った。これらの他にも、

システムの新規リリース・改定の一時凍結、融資先

のお客さまに対する西暦 2000年問題への取組状況ア

ンケートの実施、障害発生に備えた決済用資金の確

保、お客さまからの問い合わせに対応する専用フリー

ダイヤルの設置、衛星回線を利用するイリジウム携

帯電話の全営業店への配備など、さまざまな事前準

備を行った。 西暦 2000 年問題への対応
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こうして迎えた 1999年の 12月 31日から 2000年 1月 4日の間、大手町の東京本部

と大阪の本店に西暦 2000年問題対策本部を設置して、国内外合わせてピーク時約

1,400人体制＊106で各種システム・設備の稼働状況、接続状況などの確認を実施した。

結果的に、1月 3日から順次開店した海外支店、1月 4日に新年の営業を始めた国内

支店共に特に障害は発生せず、整斉と通常通りの業務が行われたのは、万全の事前準

備の賜物であった。

さくら銀行では、1996年 7月から、システム戦略委員会において西暦 2000年問題

への対応について検討を行ってきたが、問題の重要性に鑑み、1999年 1月に西暦

2000年問題対策委員会（委員長：総合企画部担当役員、副委員長：システム部担当

役員）を設置、その下部組織として実務者レベルの西暦 2000年問題対策協議会を設

けて具体的な準備を進めた。

まずシステムリスクに対しては、1997年 8月からシステムの修正と内部テストを

繰り返し実施した上で、1998年 10月からは外部システムとの接続テストを行った。

1999年 6月までには日銀ネットや全銀システム、手形交換システムなど外部金融ネッ

トワークとの確認テストを終え、さらに EB契約先

などお客さまとの接続テストも行った。システム対

応と並行して、勘定系システムなどの誤作動早期発

見マニュアルおよび危機管理計画を策定し、問題発

生から危機管理計画発動までの訓練を行った。また、

業務委託先の対応状況の確認や、建物設備・事務機

器などの確認作業も行った。

営業店に対しては、ビデオニュースや通達による

周知、事務管理責任者宛ての説明会、事務勉強会の

開催など行内教育を徹底した。また危機管理計画の

営業店向けマニュアルの作成、同計画の営業店での

試行、試行結果を踏まえたマニュアルの修正などを

行い、障害発生時にも業務が継続できるよう準備し

た。

＊106 メーカーや業務委託先等の保守要員、センター運行要員約 100人を含む。

システム障害などに備えた訓練用に
決済事業部が作成した障害・緊急事
務連絡
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この他に、流動性リスクに備えて主要貸出先 3,500社に対して年末年始の資金繰り

ヒアリングを行ったほか、西暦 2000年問題に伴う損害発生等に備え、契約書・約款

のチェックを実施した（法務リスク対応）。また、取引先に西暦 2000年問題への対応

状況に関するアンケートを実施して対応を促し、その結果を与信取組方針に反映させ

て与信リスクの低減を図った。さらにレピュテーショナルリスクに備えて、銀行の取

組状況の対外広報、お客さまからの照会対応窓口として 2000年問題インフォメー

ションセンターの設置、新規システム案件の一時凍結などの対応を行った。1999年 9、

10月には外部コンサルティング会社による評価を 2カ月にわたって実施、主に訴訟

リスク・法務リスクと危機管理計画の内容をチェックし、その指摘に基づき修正を図

るなど入念に対応した。

2000年を迎えるに当たっては、1999年 12月 30日から 2000年 1月 7日までの間、

対策本部を本店（九段）と日比谷本部、神戸の関西本部に設けて、情報の集約や重要

問題発生時の意思決定機能を持たせる一方で、営業店への対応窓口として本店各部に

対策室を設置した。さらに、各営業店においては西暦 2000年問題連絡責任者を定め、

問題発生時の連絡に加え、ノーツによる定時報告を義務付けた。年末年始には延べ

2,200人以上が出勤し不測の事態に備えたが、万全の準備のかいあって障害が発生す

ることもなく年明けの営業を開始することができた。



第 2章　住友銀行・さくら銀行の経営戦略　　141	

	 12		 	コンプライアンス、コーポレートガバナンスの取り組みと体制

◉コンプライアンス
コンプライアンスの確保、すなわち法令等を含む社会的規範の遵

じゅん

守
しゅ

は、企業市民

にとって当然の基本原則である。中でも経済活動に不可欠な資金決済機能と金融仲介

機能を担っている銀行は、一般企業にも増して重い社会的責任と公共的使命を負って

いる。このため、銀行は長年にわたりコンプライアンスの強化に取り組んできたが、

1990年代に入り、コンプライアンスの重要性を再度強く認識し、それを着実に実践

することを求められるようになった。

その背景として、第一に、1990年代に銀行を含む金融機関や役職員が関係する不

祥事が断続的に表面化して、金融機関への信頼が著しく揺らいだことが挙げられる。

株価のバブル崩壊が起きて間もなく、多くの証券会社が大口投資家に対して損失を

補てんしていたことが明るみに出て、指弾を浴びた。また銀行でも、従業員による不

正融資事件が相次いで発覚して、銀行業界に対する信頼が傷付いた。こうした不正融

資事件は、バブル経済の下で収益追求と内部管理のバランスが崩れたことによって生

じたものであった。経済団体連合会（当時）は 1991年（平成 3年）9月に経団連企

業行動憲章を制定して、企業行動や商慣行のあり方などを総点検するように各企業や

業界団体に求めた＊107。

1995年に発覚したいわゆる大和銀行ニューヨーク支店損失事件が示唆するように、

法令やルールの逸脱は最悪の場合には経営上の危機に直結することとなる＊108。この

事件を踏まえ、1995年 12月 26日、大蔵省の金融検査・監督等に関する委員会は報

告書＊109を公表し、金融機関に対して、①内部検査の充実、②外部の専門家による業

務監査の実施、③内部監査担当者、法令遵守担当者の設置等、④市場関連リスク管理

体制の確立、などを求めた。

＊107 憲章の冒頭には「証券・金融業界の一連の事件を契機に、国民から信頼され、国際的にも通用する
企業行動の確立が求められている」と記述された。

＊108 海外の金融機関の例では、米国の投資銀行ソロモン・ブラザーズで発覚した米国債不正入札（1991年）、
英国のマーチャントバンク、ベアリング・ブラザーズ・グループで発覚した社内規則に反する巨額
のデリバティブ取引（1995年）などがある。

＊109 報告書の題名は「今後の金融検査・監督等のあり方と具体的改善策について」。
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1997年には、大手証券会社の他、一部の大手都市銀行でも特殊株主に対する利益

供与が明るみに出た。その後、全国銀行協会連合会は 1997年 9月に倫理憲章を定め、

「今日、社会からの信頼を揺るがす問題が生じ、信頼の回復を図ることが喫緊の課題

となっていることは、銀行界全体として厳しく受け止めなければならない」と自戒を

込めた。

1998年には、銀行、証券会社など、多くの金融機関の従業員による金融監督当局

職員に対するいわゆる過剰接待問題などが発覚した。1998年 7月、金融監督庁は本

件に関連した金融機関に対し銀行法第 26条等に基づく行政処分を実施し、その内容

を公表した。この処分で、さくら銀行は、コンプライアンス体制の充実・強化を含む

内部管理体制の強化等を命じられた。住友銀行に対する処分では、併せて第三者であ

る弁護士等で構成される業務監査委員会を行内に設置し、業務改善計画の策定や報告

に当たり、事前にその意見を聴き、監査を受けることとされた。

さらに、両行とも、住専問題に関連して、住専への案件紹介者責任を追及された
（170ページ参照）。

コンプライアンス再強化の背景として第二に、1990年代、とりわけ後半には、日

本版ビッグバンに代表される本格的自由化、すなわち自己責任とルール重視の社会の

到来を迎え、それに見合う厳格な自己規律が必要とされたことも指摘できる。

両行が、企業倫理までを含むコンプライアンスの強化に取り組んだ主な具体的内容

は、次の通りである。

住友銀行は、1997年 12月、『コンプライアンス・ハンドブック』と題する冊子を

役職員に配布した。これは、銀行の役職員として業務に際し遵守すべき法令の趣旨、

違反が招く結果等を解説したものである。1998年 7月には、総務部法務室を法務部

とし、部内にコンプライアンス・チームを設置することで、コンプライアンス体制を

整備した。1998年 10月には、コンプライアンスを行内のすみずみまで徹底するため

に、本店各部室等にコンプライアンス・オフィサーを、国内各店にコンプライアンス

委員を配置した。1999年 2月には、「4つの目標」とそれに対応する 20項目の原則な

ど役職員の行動準則、行動規範を具体化した『コンプライアンス・マニュアル』を制

定し、3月に役職員に配布した。

一方、さくら銀行は、1996年 12月に制定した「行動規範」に基づき進めてきたコ
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ンプライアンスの取り組みを強化するために、1999年 4月、遵守すべき法令の解説、

違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に提示した『法令遵守マニュアル』を

制定した。また、同じく 1999年 4月には、コンプライアンスのための具体的な実践

計画であるコンプライアンス・プログラムの策定を開始し、以後は進捗状況に基づい

て定期的に見直した。併せて、1999年 7月に、各拠点での的確な指導・管理を行う

ために、本店各部と各営業店にコンプライアンス担当者（一部の部店にはコンプライ

アンス・オフィサー）を配置した。さらに 2000年 3月には、『法令遵守マニュアル』

に行動規範を追加した『コンプライアンス・マニュアル』を制定して役職員に配布し

た。

◉コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスは、ステークホルダーの立場から経営のモニタリングを行

う、あるいは経営者がステークホルダーに対してアカウンタビリティー（説明責任）

を果たすもので、特に経営陣をどのように規律付けるかということが注目される場合

が多い。1990年代には、コーポレートガバナンスの話題が国際的な広がりをみせ

た＊110。日本においても、 バブル崩壊後の低迷する企業収益の改善、企業不祥事の防

止等の観点から、コーポレートガバナンスが注目された。ソニーをはじめとして執行

役員制度の導入など、取締役会の改革を行う企業が現れたのもこの時期である＊111。

このような情勢下、住友銀行とさくら銀行は、コンプライアンスの再重視と並行し

て、コーポレートガバナンスの強化にも取り組み、経営のチェック機能の強化等を狙

いとして、取締役会の機能強化、執行役員制度やストックオプション制度の導入を

行った。具体的な内容は、次の通りである。

住友銀行は、1998年 6月、役職員の企業価値の向上に対する意識を高め、長期的

な業績向上を通じて株主の利益の向上を図る観点からストックオプション制度を導入

した。1999年 6月には、取締役会の機能強化に向けて、取締役会の内部委員会とし

てリスク管理委員会、報酬委員会、人事委員会を設置した。これらの内部委員会は、

会長、社外取締役および執行役員を兼務する一部の取締役で構成し、客観的な立場で

＊110 例えば、経済協力開発機構（OECD）は、1996年にコーポレートガバナンスについての諮問委員会
を設置し、1999年 5月に閣僚理事会で「コーポレート・ガバナンス原則」を承認した。この原則に
基づいて、バーゼル銀行監督委員会は、9月、コーポレートガバナンスの定着を促すための実務的な
ガイダンスに当たる「銀行組織にとってのコーポレート・ガバナンスの強化」を公表した。

＊111 ソニーによる執行役員制度の導入の方針発表は 1997年 5月であり、6月の株主総会終了後の取締役
会を経て執行役員を選任した。
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の審議を可能とする体制を構築した。この際、社外取締役を 2人から 3人に増員した。

併せて、執行役員制度を導入し、経営の重要事項の決定・監督機能と業務執行機能の

分離を図った。1998年 7月時点で 39人であった取締役の人数は、2000年 6月には、

18人に減少した。

一方、さくら銀行は、1999年 6月、執行役員制度を導入して、取締役会における

審議の一層の活性化、相互監視の実効性の向上、スピード経営の実現に取り組んだ。

併せて、取締役、執行役員の長期的な業績向上に対する意欲や士気を一層高めるため

に、ストックオプション制度を導入した。1998年 6月時点で 45人だった取締役の人

数は、2000年 6月には 15人になった。2000年 6月には、2人の社外取締役を選任し、

経営に対する監督機能の一層の強化を図った。
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	 13		 人事制度の見直し

◉住友銀行の人事制度見直し
住友銀行では 1993年（平成 5年）7月に人事制度を見直し、年功序列的な色合い

を薄めて本給と職務手当から成る賃金体系に改めるとともに、人事評価項目を公開し

た自己申告シートを用いて上司との面談により評価結果をフィードバックするシステ

ムを構築していた。しかしその後、日本版ビッグバンをはじめとする金融自由化の進

展により金融サービスが多様化し、各サービスの提供にさらに高度な専門性が求めら

れるようになった。

そこで 1998年 6月、経営会議において、人事制度の見直しに着手することを決め

た。見直しに当たっては、①職務の重要性および組織への貢献度に応じた処遇の確立、

②透明性・納得性のより高い人事評価システムの構築、③業務多様化に応じたスペ

シャリスト処遇およびプロフェッショナル養成の徹底、の 3点を基本的な考え方とし

た。

まず、外部コンサルティング機関が管理職に対してインタビューを行い、「仕事結

果の影響度」など 16項目から成る国際基準に則った職務評価を実施、これに基づい

てスケーリングした職務等級を定めた。この職務等級に応じて決定されるのが職務給

である。一方、職能給は新たに導入した人事評価の

ためのシステム、Prism（プリズム）に基づいて決定

される。Prismとは、Professional-ism（プロフェッ

ショナリズム）と Rational-ism（合理主義・客観主

義）の意味合いを込めて名付けたものである。Prism

では、具体的な職務区分に応じた評価項目と評価

ウェイト、評価基準などを具体的に開示した。本人

と上司は能力診断シートなどを用いて面談し、最終

査定結果も本人にフィードバックされることとなる。

この評価に応じて職能給が決定され、職能給が一定

金額に達した場合は原則として上位の資格へ昇格す

るというシステムを導入した。なお、それまでの給 Prism の解説書
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与体系では、本給と職務手当の割合を 7：3としていたが、新制度では職能給と職務

給の比率が 3：7と大きく変更された。

併せて、成果管理制度も導入した。これは、年度初時点において本人と上司が打ち

合わせの上で目標設定を行い、期末には本人と上司の面談により達成度をもとに成果

評価を行うものである。この成果評価は、賞与に反映されることとなる。

それぞれの職務における高い専門性が求められることになると、幅広い分野をロー

テーションで経験させてゼネラリストを養成するという人事運用も見直しを迫られた。

そこで導入したのがキャリアカテゴリー制である。これは、（新卒）入行 8年目から

20年目の従業員全員（経営職階を除く）を対象として、原則として本人の希望・適

性に基づき各人の本籍となるキャリアベースを認定するものである。いったん認定さ

れた後は、一定の要件を満たす限り、原則として当該キャリアカテゴリーに対応する

職務内でのポスト登用が保証される。本制度の導入に伴って、キャリアベース確定前

の従業員については、入行 1～ 3年目を基礎教育期間、同 4年目以降をキャリア開発

期と位置付けて、次代を担うプロフェッショナルを目指して自らの希望・適性を見極

め、成長するための期間とした。

これらの新制度は、1999年 10月に導入した。

図表 1─2─13 ①　キャリアカテゴリーの一覧（住友銀行）

キャリアカテゴリー 対象業務 対応職務（例）
コーポレートバンカー 企業金融業務 RM、法人部、海外日系、回収、リース

企業審査、企業調査
法人企画・商品開発、支店業務課（ミドルバック）

リテールバンカー 個人取引業務 支店業務課（フロント）、支店相談課、ローン、MC、ク
レジットカード
個人審査
個人企画・商品開発、支店営業課、事務管理

インベストメントバンカー／
インターナショナルバンカー

投資銀行業務／
国際金融業務

証券引受・販売、M&A、プロジェクトファイナンス、海
外非日系、PB
証券リスク管理、国際審査
投資銀行・国際業務企画・商品開発、事務管理

ディーラー／
トレジャリースタッフ

市場取引業務 資金・為替・証券・デリバティブディーリング、証券販売、
デリバティブセールス、ファンドマネジャー
市場リスク管理
市場業務企画・商品開発、事務管理

コーポレートスタッフ 企画・管理等 企画、人事、総務、信用リスク管理、システム、広報、
法務、関係会社企画・総務スタッフ
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◉さくら銀行の人事制度見直し
さくら銀行は、BPRのうち経営資源投入プロセス改革の一環として人事制度改革

を実施した。これは、金融システム不安に立ち向かう一方で日本版ビッグバンによる

競争激化を迎えるという厳しい環境を乗り切るためには、競争力の向上、組織の活性

化が不可欠との考えによるものである。そこで、成果へのこだわりや競争意欲の醸成

など従業員の意識改革を促していくために、評価・処遇の基準を能力（人）から職務

（仕事）に転換する、いわゆる成果主義型人事制度を 1999年 7月から導入した。

具体的には、それまで職務遂行能力により決まっていた資格を廃止し、担当する

「職務の大きさ（＝ジョブサイズ）」により決まる職務等級制度を導入した。

評価制度については、職務遂行能力や取組姿勢などにより総合的に評価する方式か

ら、人材・職務（ジョブサイズ）・成果（達成度）の三つの評価により異動・給与・

賞与が決まる方式とした。その際、人材面を評価するための基準として、行動特性

（コンピテンシー）と「共有すべき価値観（コーポレートバリュー）」という新たな評

価基準を導入した。コンピテンシーとは、その職務において高い成果を生み出すため

に安定的に発揮される行動特性のことで、コンピテンシーを明示しこれに基づき評価

することで、人材の配置・選抜・育成が容易になると同時に、従業員自らの意識改革

や能力開発が期待できるものである。また「共有すべき価値観」は、組織が分化、権

限委譲されていく中で、銀行全体としての求心力を維持しシナジーを発揮していくた

めに、銀行が目指すべき方向に基づく具体的な行動を明示したものである。

給与・賞与については、ジョブ

サイズと実績により決まってくる

こととなる。年齢や保有能力に

よって決めていた本人給や資格

給・職務給を廃止し、ジョブサイ

ズと目標達成度合い、つまりは銀

行への貢献度により決まる役割給

に一本化した。ただし、若手総合

職や一般職については、能力開発

の度合いに応じて支払われる開発

給も設けた。また賞与は、組織と

個人の業績達成度合いに応じて支 『新人事制度の手引き』
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給する方式とした。

こうした改革の意図したところは、年功的運用を廃止して適材適所で人材を配置す

ることである。能力開発・育成期間を除いて、入行時期に関係なく、成果とコンピテ

ンシー次第で責任あるポストへの早期登用を行った。加えて、成果に対して適正に報

いることで、従業員のやる気と競争意識を高めることにつながった。

また新たな制度が適切に運営され、多くの従業員がそのチャンスをいかせるように

するための施策として、キャリア開発のための進路指導を行うコーチング制度の導入、

行内公募制度の大幅な拡大、部店長に対する評価に多面性を持たせ公正なものとする

ための 360度評価などを実施した。

図表 1─2─13 ②　さくら銀行の新旧人事制度比較（総合職の例）

職能資格制度（職務遂行能力による位置付け） 職務等級制度（職務の大きさによる位置付け）

経営職階経営職階

組合員層組合員層

8段階（M1～M8）

7段階（J1～ J7）

開発給 能力開発の度合い

役割給 職務の大きさと目標達成度合い 100％

割合
基準

50％

J1以外 J1等級

新　制　度旧　制　度

基準

50％0％

評価
制度

30％

資格給

職務給

保有能力

職務（ただし資格連動）

等級
制度
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第3 章 金融危機発生と金融再編の波

 1 財政ショック、アジア通貨危機、そして金融危機へ

◉改革路線に影を落とした景気悪化
消費税率が引き上げられ、特別減税が廃止された 1997年（平成 9年）4～ 6月期

の実質経済成長率は前期比マイナスとなった。消費税率引き上げ前の駆け込み需要の

反動減で個人消費が落ち込んだことが主因であったが、問題は、続く 7～ 9月期の個

人消費の回復が弱かったことであった。

また海外では、アジア通貨危機が起きた。7月 2日、以前から投機筋のバーツ売り

圧力を受けていたタイは、実質的なドルペッグを断念して変動相場制へ移行した。こ

図表 1─3─1 ①　1990 年代半ば以降の経済情勢
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日経平均株価（月末）
（右目盛）
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（資料）  内閣府「景気基準日付」、日本銀行『主要企業短期経済観測調査』、  
日本経済新聞社ホームページ

（注１） 業況判断 DIは、「良い」と回答した企業と「悪い」と回答した企業の割合の差。
（注２） 影を付けた期間は景気後退期。
（注３） 金融危機は、劇的な状況となった 1997年 11月をもって一連の流れの代表とした。
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れは事実上の通貨切り下げに追い込まれたものであり、同様の通貨制度を採用してい

た他のアジア諸国にも問題が波及した。アジア通貨危機の影響で、7～ 9月期以降、

わが国の輸出は減少傾向となった。

後に、景気の転換点（山）は 5月であったことが明らかになる。「六つの改革」は、

景気後退という逆風の中で進められることとなった。

アジア通貨危機はその後も拡大し、10月には香港に飛び火した。香港ドル防衛を

目的とした大幅な金利引き上げによって香港の株価が暴落し、欧米や日本にも波及し

て世界同時株安が起きた。アジア通貨危機は、11月には、ついに隣国の韓国を巻き

込む段階に達した。タイ、インドネシア、韓国は、単なる通貨下落にとどまらず、国

内の金融問題と対外的な流動性枯渇によって、深刻な経済危機に陥り、IMFに支援

を要請した。

◉1997年の金融危機
国内では、11月に、以前の破綻例に比べて規模が格段に大きい金融機関の経営行

き詰まりが立て続けに起きたことで、金融危機が発生した。

11月 3日、三洋証券が会社更生法適用を申請した。1997年には中小証券 2社の自

主廃業が既に起きていたが、三洋証券は準大手で規模が大きかった上に、上場証券会

社の会社更生法適用申請は初めてのことであった。しかし、一般顧客の資産は保全処

分の例外とされたことや、自主再建が難しくなりつつある状況に関して、ある程度推

測が成り立ち得る経過をたどったことから、即座に金融危機を引き起こす事態には至

らなかった。

ただし、海外の金融市場では、しばらく落ち着いていたジャパン・プレミアムが再

び拡大し始めた。また、三洋証券が短期金融市場の無担保コール取引によって調達し

ていた資金の債務弁済ができなくなり、コール市場で初めて債務不履行が生じた。こ

のため短期金融市場では、既に芽生えていたカウンターパーティーリスク（取引相手

が決済を履行できなくなるリスク）を警戒する動きが、さらに強まった。

11月 17日、北海道拓殖銀行（拓銀）は、「短期金融市場における調達環境の悪化」

から業務の継続が困難になったと発表した。大蔵大臣、日本銀行総裁も談話を出し、

わが国の金融システムの安定と地域の金融機能維持のために、必要な措置を講じるこ

となどを明らかにした。

「短期金融市場における調達環境の悪化」とは、この発表があった前の週の金曜日
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（14日）に、当日が準備預金の積み期間の最終営業日だったにもかかわらず、必要な

残高を確保できなかったことである＊112。拓銀は、バブル崩壊で痛手を被っていたた

め、三洋証券の破綻で強まったカウンターパーティーリスク回避の影響を受けた。14

日の時点では、債務不履行を引き起こしたわけではなかったが、所要準備額を積めず

に過怠金を課されることは異例であったので＊113、市場が不安定な状況下で何の対策

もなしに週明けの 17日に営業すれば、資金繰りが付かなくなる可能性が高かった。

それまでは、何らかの政策的対応によって大手行の破綻は避けられるだろうという

観測もあったが、現実は異なった。それでも、市場全体が機能不全に近い状態に陥る

ことは、ぎりぎりで回避されていたが、1週間後の 11月 24日、四大証券の一角で

あった山一証券が自主廃業に向けて営業を休止すると発表したことで状況は一変した。

山一証券は、バブル崩壊後の株式売買高激減による委託手数料の低迷、不良債権を

抱えた関連ノンバンク支援の重荷などの経営課題を抱えていた。これらの課題は他の

証券会社にも共通していたが、大手の中では山一証券の業績低迷が目立っていた。こ

のため、1997年に大手証券会社などで新たに不祥事が発覚して発注停止や取引除外

の動きが広がると、業績への追加的な影響が憂慮されていた。事前に問題の一部は認

識されていたが、11月に入ってから破綻までの動きは急激であった。11月 6日、既

に投資適格の中で最も低い水準であった山一証券の社債格付が、さらに引き下げられ

る可能性が明らかになった。この日以降、山一証券の株価は一気に下落した。21日

の夕方には、社債格付引き下げが発表された。わが国の市場は翌 22日から 24日まで

3連休であったが、休み明けの 25日の顧客の反応や、資金繰りが強く懸念された。

21日の時点ではまだ公表されていなかったが、別の重大な問題もあった。22日に

大蔵省は、山一証券に巨額の簿外債務が存在する疑いが濃厚であることや、今後の経

営体制について早急に考えをまとめるように指示していることなどを明らかにした。

事態切迫を受け、山一証券は、24日、証券取引法の規定に基づいて、25日付で営

業を休止することを大蔵省に届け出た。24日には、三洋証券、拓銀の時と同様、大

蔵大臣、日本銀行総裁の談話が発表され、加えて大蔵大臣から金融システムに関して

＊112 積み期間は、毎月 1日から月末までの預金等の日々の残高から計算される法定準備預金額（所要準
備額）に対して、毎月 16日から翌月 15日までであるが、1997年 11月 15日は土曜日であったため、
15日までの平均残高が所要準備額を上回るように、14日に所定額以上を確保しておく必要があった。

＊113 所要準備額に達しなかった不足額をもとに計算した金額を、翌月 15日までに過怠金として日本銀行
を通じて政府に納付する必要が生じた。
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も談話が発表された。これらの談話では、顧客資産の保護には万全を期すこと、市場

に対して潤沢な資金供給を行うことなど、金融システム全体の安定確保の措置が強調

された。

しかし、3連休明けの翌 25日、金融市場は混乱に陥った。株式市場では株価が下

がり、外国為替市場では円安が進んだ。ただし、それよりも、一部の金融機関で取り

付けに近い状況が生じたことと、短期金融市場の機能が麻痺してしまったことが一層

深刻な問題であった。①毎週のように、しかも規模の大きい金融機関の経営破綻が起

きたこと、②山一証券の場合、11月に入ってからの事態進行が速く、何が急に起き

るかわからないという警戒心が生まれたこと、③破綻を招いた要因の一つが巨額の簿

外債務であったため、取引相手のリスクを判断する拠り所への信頼が揺らいだこと、

④余裕資金を持つ金融機関が市場に資金を出さずに手元資金を厚くする安全策をとっ

たこと、などが複合的に作用した結果であった。

25日から一部の金融機関で起きていた取り付けに近いような状況は、26日も収ま

らなかった。短期金融市場の動揺も続いた。このため、26日、大蔵大臣と日本銀行

総裁の共同談話が発表され、金融システムの安定性確保に万全を期すことが再度強調

された。

短期金融市場の混乱は、日本銀行がさまざまな取り組みによって流動性供給を続け

図表 1─3─1 ②　リスク警戒傾向の強まり
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（資料） 日本銀行『全国企業短期経済観測調査』、東京短資株式会社ホームページ
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た結果、元通りではないにせよ、徐々に落ち着きを取り戻した（図表 1─3─1 ②）。

ただし、市場で資金の取り手に回る機会が多い都市銀行などでは、ささいなきっかけ

で資金繰りに支障が生じることがないように、従前にも増して、日々の流動性管理に

細心の注意を払った。また、日本銀行による流動性供給は、金融危機が引き起こした

さまざまな問題の一部分への対症療法であり、金融システム安定のためには総合的な

対策が求められた。円資金に比べて、わが国の金融機関がドルなど外貨資金を調達す

る環境はなお厳しく、わが国の金融システムに対する信頼回復が急務であった。

不況による企業業績の悪化と金融危機に、早期是正措置導入という制度の変わり目

も重なって、金融機関が信用リスクを慎重に見極めようとする動きを強めたことにつ

いて、企業などからは政策対応を求める声も高まった。

◉金融安定化法による公的資金
金融危機を会期中に含む第 141回国会（臨時会）＊114では、金融再編や破綻処理の

多様化に備えるために預金保険法が改正された。しかし、この改正は、金融危機が発

生する前に法案が提出され、大規模な金融危機を想定したものではなかったため、成

立までの過程で、金融危機対策としての位置付けや、改正に盛り込まれていた特定合

併＊115を監督当局が斡
あっせん

旋する要件などについて、国会で議論を呼んだ。

また、金融危機の只中の 11月 28日に成立した財政構造改革法＊116で掲げられた歳

出削減の原則と、既に進んでいた景気後退、さらには金融危機による一段の悪化懸念

への政策対応の必要性との整合性も課題となった。

このような情勢を受けて、与党の中核であった自由民主党は、国会閉会後の 12月

16日、「金融システム安定化のための緊急対策」を決定した。その内容は、預金者・

証券投資家・保険契約者の保護、不良債権処理の促進、金融機関の自己資本充実策な

どさまざまな対策を、交付国債や政府保証を最終的な財源の担保として活用して実施

するという政策提言であった。

12月 17日、政府は特例公債（赤字国債）を財源に特別減税を実施する方針を公表

した。財政構造改革を推進してきた経緯からすれば重い決断であったが、緊迫する経

＊114 会期は 1997年 9月 29日から 12月 12日までであった。
＊115 二つ以上の破綻金融機関のみによる新設合併（特定合併）を対象に資金援助を可能とする、2001年

3月 31日までの時限措置で、1998年 5月に合併合意した福徳銀行、なにわ銀行に唯一適用されたが、
同年 10月に預金保険法が改正された際、1999年 4月から廃止されることとなった（160ページ参照）。

＊116 正式名称は「財政構造改革の推進に関する特別措置法」で、歳出の改革と縮減などを掲げた財政構
造改革 5原則（54ページ参照）を法的に裏付けた。
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済・金融情勢を踏まえた緊急的な政策であった。

12月 24日には、大蔵省が、1998年 4月から実施される早期是正措置の弾力的運用

を国内基準適用行に対して行うこと、自己資本比率の安定化策として、長期保有目的

の株式評価について、一般企業と同様、原価法と低価法の選択を可能とすることなど

を明らかにした＊117。

「金融システム安定化のための緊急対策」に盛り込まれた預金者の保護、金融機関

の自己資本充実策などは、第 142回国会（常会）において金融安定化二法として整備

された（1998年 2月 16日成立）＊118。このうち預金保険法の改正では、預金保険機構

＊117 これらの対応に関しては、具体化に必要となる銀行法施行規則や通達の改正などが、1998年 2月 27
日に行われた。

＊118 他にも土地の再評価に対する検討が進められ、議員立法による「土地の再評価に関する法律」が同
国会会期中の 1998年 3月 31日に成立した。

図表 1─3─1 ③　預金保険機構の各業務に対する公的資金枠
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改正預金保険法（2000年5月
成立）の一部施行（6月）や国の
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（資料） 預金保険機構『預金保険機構年報』
（注１） 枠の大きさであって実際の使用額ではない。
（注２）  この後も、制度改正による数々の変更を経て、2011年度現在（当初予算）、一般勘定（特例業務勘定を承継済み）

に 19兆円、金融再生勘定に 3兆円となっている。また図表に掲げた勘定以外に、改正預金保険法（2000年 5月
成立、2001年 4月施行）で定められた危機対応勘定に 17兆円、金融機能強化法（2004年 6月成立、2004年 8
月施行）で、定められた金融機能強化勘定に 12兆円の政府保証枠が設けられている。
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の資金調達に対して必要であれば政府保証を付す仕組みが、信用組合以外の破綻処理

にも広げられ、交付国債と合わせ 17兆円の公的資金枠が初めて設けられた（図表 1─

3─1 ③）＊119。

もう一方の金融安定化法では、金融機関等が発行する優先株式・劣後債の引受、劣

後ローンの貸出（以下、優先株式等の引受等）を、2001年 3月 31日までの時限措置

として預金保険機構が整理回収銀行に委託できることとなり、これらの金融危機管理

業務を区分経理する金融危機管理勘定には、政府保証、交付国債と合わせ 13兆円の

公的資金枠が設けられた＊120。

優先株式等の引受等を申請する金融機関は、「経営の健全性の確保のための計画」

を提出しなければならず、預金保険機構に置かれる金融危機管理審査委員会が計画を

適当と認めなければ、引受等の手続きは進まない。1998年 2月 26日に金融危機管理

審査委員会で優先株式等の引受等の承認の可否を判定する審査基準が決定されると、

優先株式等の発行等を検討していた金融機関は、改めて引受等の承認申請の是非や申

請内容、「経営の健全性確保のための計画」の詰めなどを行い、結局、住友銀行、さ

くら銀行を含む大手 19行＊121中 18行（都市銀行 9行、長期信用銀行 3行、信託銀行

6行）と地方銀行 3行が申請を行った。21行に対して承認された優先株式等の引受等

の合計は 1兆 8,156億円で、資本増強のために設けられた公的資金枠 13兆円のうち、

利用されたのはごく一部であった。

金融安定化法による自己資本の充実支援は、わが国全体としての金融機能安定を一

時的に取り戻す一定の効果があった。しかし、土台となった「金融システム安定化の

ための緊急対策」の発表によって大枠が明らかにされてからは、日本銀行による市場

安定化策と相まって、危機発生直後に比べて混乱がいったん落ち着きをみせかけてい

たことも手伝い、このとき申請された優先株式等の引受等の額は、後に不良債権や有

＊119 預金等の全額保護を行うに当たり、ペイオフコストを超える部分の処理を一般金融機関、信用組合
に区分して行う仕組み（1996年 6月の預金保険法改正、50ページ参照）を廃止して、特例業務勘定
を設けて統合、同勘定の借り入れまたは債券発行に政府保証枠を設定した（10兆円）。同勘定に設け
られた特例業務基金には 7兆円の国債が交付され、必要に応じて償還を請求して破綻処理財源を確
保できることとなった（拓銀の破綻処理で利用された）。

＊120 金融危機管理勘定による借り入れまたは債券発行に政府保証枠が付与された（10兆円）。また、同勘
定に設けられた金融危機管理基金に 3兆円の国債が交付され、預金保険機構は必要に応じて償還を
請求して整理回収銀行に対する貸付等の財源を確保できることとなった。

＊121 金融危機前の大手 20行（187ページ参照）のうち拓銀が破綻したため、この時点では 19行。その後、
長銀、日債銀の破綻により 17行となった。
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価証券の含み損への備えとしてさらに厚い自己資本が必要となることを考えると、不

十分であった。

◉1998年の金融危機
21行に対する自己資本の充実支援から間もない 1998年 4月 24日、政府は、当時

としては過去最大の、総事業費 16兆円超の総合経済対策を発表した。また、1997年

11月に成立したばかりの財政構造改革法を改正し、財政健全化の目標年度を 2003年

度から 2005年度に延ばす方針も決定した。

総合経済対策では、公共投資と特別減税による需要喚起策の他、経済構造改革と、

金融問題に関する対応が柱として掲げられた。これを受けて政府・与党は、共同債権

買取機構による買取業務の再開＊122など土地・債権流動化に係る施策や、経営困難に

陥る金融機関が現れる場合に備えた受皿銀行（ブリッジバンク）制度から成る金融再

生トータルプラン（第 1次および第 2次取りまとめ）を 6月から 7月にかけて発表し

た。

ブリッジバンク制度は、預金保険法の改正によって破綻金融機関の預金者等を保護

する仕組みが整った反面、借り手を保護する方途を検討する必要があるという問題意

識によるもので、そのうち公的ブリッジバンクの設立には、金融安定化法によって設

けた公的資金枠を利用する構想であった。

これらをもとに、政府・与党は、8月 5日、ブリッジバンク法＊123や不動産関連権

利調整臨時措置法＊124、債権管理回収業法＊125、土地・債権の流動化を図る競売手続

関連三法＊126の各案から成る金融再生トータルプラン関連 6法案を第 143回国会（臨

時会）に提出した。しかし、4月 24日の総合経済対策から 3カ月余りの間に、情勢

にさまざまな変化が生じていた。

＊122 株式会社共同債権買取機構は、1993年 1月に民間金融機関（当初 162社）の出資により設立され、3
月から買取業務を開始したが、設立当初、業務期間のめどを 10年間（不動産担保付債権の買取業務
は設立後 5年間、取得した不動産を原則として 5年以内に売却）としていたことから、1998年 3月
にいったん買取業務を終了していた。

＊123 正式名称は「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律及び預金保険法の一部を改正する法
律」。

＊124 正式名称は「不動産に関連する権利等の調整に関する臨時措置法」。
＊125 正式名称は「債権管理回収業に関する特別措置法」。
＊126 正式名称は「金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置

に関する法律」「競売手続の円滑化等を図るための関係法律の整備に関する法律」「特定競売手続に
おける現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法」。
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第一に、7月の参議院選挙で野党の議席が過半数を占め、衆議院と参議院で与野党

の勢力図がねじれ状況となっていた＊127。

第二に、金融行政の体制が過渡期を迎えていた。いわゆる財政金融分離問題に対し

て 1996年に一応の決着が図られた結果（55ページ参照）、1998年 6月に金融監督庁が

発足したが、国会審議などにおいて、金融行政を担う組織のあり方が引き続き論点と

なった。

第三に、「風説の流布」まがいの情報を利用しながら金融機関の経営課題を突く動

きが 6月頃から勢いを増し、金融危機再燃の兆候が出ていた。日本長期信用銀行（長

銀）の株価は、6月上旬に月刊誌に経営問題を指摘する記事が掲載され、さらに市場

にさまざまな憶測が流される中で急落し、2週間足らずの間に約 4分の 1の水準に落

ち込んだ。

長銀は、専門制、分業制の下で長期金融を担っていた存立基盤が失われていく過程

で、バブル期にノンバンクや不動産業向けの融資を拡大させ、多額の不良債権を抱え

たことが経営の重荷となっていた。1997年にスイス銀行（SBC、当時）との提携構

想によって活路を開こうとしたが、1998年になると提携の内容に対する評価が厳し

くなっていた。

第 143回国会（臨時会）は、金融安定化策のあり方を巡って政府・与党と野党の間

で論戦が繰り広げられたため、金融国会と呼ばれた。

9月 3日には、野党 3会派が、政府・与党案の対案として、金融再生法＊128、改正

預金保険法＊129、金融再生委員会設置法、同関係法整備法＊130の各案から成る金融再

生関連 4法案を提出した。衆議院と参議院で与野党の勢力図がねじれ状況となってい

たため、双方の法案成立は難航が予想された。このため、金融危機の深刻化を懸念し

て日経平均株価がバブル崩壊後の最安値更新を繰り返し、多くの大手金融機関の株価

が急落した。

一方、海外では、8月にロシア危機が勃発した。9月下旬には、ロシア危機の影響

で米国のヘッジファンド LTCM（ロング・ターム・キャピタル・マネジメント）の

＊127 参議院選挙の敗北を受けて橋本首相は退陣し、小渕内閣が誕生した。
＊128 正式名称は「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」。
＊129 正式名称は「預金保険法の一部を改正する法律」。
＊130 正式名称は「金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」。
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経営が行き詰まり、国際的な金融危

機につながることを警戒したニュー

ヨーク連邦準備銀行のしつらえに

よって、欧米の主要金融機関が協調

して混乱を回避する手立てがとられ

た。

国内・海外で緊迫度が増す中で、

政府・与党は、野党の金融再生関連

4法案の内容を大幅に受け入れる形

で収拾を図った。この結果、同 4法

案と、政府・与党提出の 6法案のう

ち 4法案、合わせて 8法案が、一部に与野党協議による共同修正＊131を施した上で

10月 12日に成立した。一方、破綻処理の手順や遂行主体などに関して野党側の合意

が得られなかったブリッジバンク法と、同じく債務者の安易な救済につながりかねな

いとされた不動産関連権利調整臨時措置法の 2法案は廃案となった。

10月 12日に成立した法律のうち、金融再生委員会設置法、同関係法整備法によっ

て、総理府の外局として、国務大臣を委員長とする金融再生委員会が設置され、金融

監督庁は同委員会に置かれることとなった＊132。金融再生委員会は、金融機関の破綻

に対する必要な施策実施、金融機関に対する監督などを担い、金融破綻処理制度およ

び金融危機管理に関する調査、企画および立案を大蔵省と共管すると定められた。

次に金融再生法は、金融機関の破綻処理に係る法律であり、経営の健全性確保が困

難な金融機関を存続させないこと、株主と経営者等の責任を明確にさせること、金融

仲介機能を維持すること（借り手保護）などの原則に従い、金融再生委員会によって

2001年 3月末までに集中的に処理を実施することとなった。破綻処理では、民間の

受皿金融機関への営業譲渡などによって対応が終了するまでの枠組みとして、金融整

理管財人による管理＊133、承継銀行による業務承継＊134、特別公的管理＊135の三つが

＊131 金融再生関連 4法案を提出した野党 3会派の一部は、この共同修正に加わらなかった。
＊132 2000年 7月には、2001年 1月の省庁再編（225ページ、脚注 174参照）に先立ち、金融監督庁と大

蔵省金融企画局を統合して、金融再生委員会に金融庁を置く改組が行われた。この結果、金融庁は、
民間金融機関等に対する検査・監督に加え、国内金融等に関する制度の企画・立案（金融破綻処理
制度および金融危機管理に関するものを除く）を担うこととなった。

このブロックは著作権上の
理由で表示できません
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設けられた。

このうち特別公的管理は、わが国の金融機能に重大な障害を生じさせるなど、一定

の要件に該当する破綻金融機関に関して、金融再生委員会が開始を決定できる、いわ

ゆる一時国有化の仕組みである（金融再生法第 36条によるもの）。加えて、いわば破

綻の手前ともいうべき、預金等の払い戻しを停止するおそれが“生ずる”と認める場

合で、国際金融市場に重大な影響を及ぼすおそれがあるなど、一定の要件に該当する

銀行に関して、同じく金融再生委員会が適用を決定できるとされた（同第 37条によ

るもの）。

破綻金融機関については預金等の払い戻しを停止するおそれがあるとき、破綻の手

前にある銀行については、同じく、おそれが“生ずる”と認められるときに、その旨

およびその埋由を金融再生委員会に申し出なければならないとの条文が設けられたが、

申し出は特別公的管理開始決定の要件ではなかった。

長銀は、金融再生法の施行日となった 10月 23日に、預金等の払い戻しを停止する

おそれが“生ずる”と認められる旨の申し出を行ったが、実質的には債務超過と判断

され＊136、同法第 37条ではなく第 36条が適用された。

一方、日本債券信用銀行（日債銀）は、特別公的管理開始の予告を通告されて弁明

を行ったが、長銀のような申し出は行わず、12月 13日に同じく第 36条による特別

公的管理開始の決定を受けた＊137。日債銀も、バブル期にノンバンクや不動産業向け

の貸出を拡大させ、多額の不良債権を抱えた。長銀より早く、バブル崩壊後間もなく

不良債権問題の重さが指摘されるようになり、1997年には系列ノンバンク向け貸出

＊133 地域に対する影響が大きい破綻金融機関に対して、金融再生委員会が金融整理管財人による業務・
財産の管理を命ずる処分を行う仕組みで、当初 2001年 3月末までの時限措置であったが、後に 2000
年 5月の預金保険法改正によって、2001年 4月以降、預金保険法の枠組みとして恒久化された。

＊134 金融整理管財人による被管理金融機関に受皿金融機関が現れるまでの経過的な措置として活用され
る仕組みであるが、金融安定化法を活用しない点などが、廃案となったブリッジバンク法案と異なっ
ていた。2001年 3月末までの時限措置が恒久化された経緯は金融整理管財人による管理と同じであ
る。

＊135 特別公的管理は 2001年 3月末までに終了すると定められた。
＊136 金融監督庁は、発足直後の 7月から日本銀行と連携して主要 19行に対する集中的な検査・考査を実

施済みであった。長銀の場合、金融監督庁の資産査定に基づいて同行基準による償却・引当を実施
しても、1998年 9月期における自己資本は 1,600億円とされたが、有価証券等の含み損などが 5,000
億円あるという検査結果であったため、実質的には債務超過と判断された。また日債銀の場合は、
検査結果に基づいて資産査定を見直して同行基準による償却・引当を実施すれば、1998年 3月期に
おいて債務超過と判断された。

＊137 金融再生委員会の発足は 12月 15日になったため、長銀、日債銀の特別公的管理決定は内閣総理大
臣名で行われた。
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金を含む不良債権処理で毀損した自己資本を、報道などで奉加帳方式と形容された第

三者割当増資によって補充して急場をしのいだこともあった。ただし、1998年の金

融危機では、株価動向などが長銀に比べて安定し、表面的には話題の中心から外れて

いた。

長銀と日債銀の経営破綻の要因は、直接的にはバブル期に拡大させた貸出の劣化で

あったが、そのような貸出行動の背景には、高度成長期の終盤から安定成長期にかけ

て急速に進んだ長期信用銀行制度の存在意義の低下があった（23ページ参照）。3行存

在していた長期信用銀行のうち 2行が相次いで破綻したことは、既に実態的に変貌が

進んでいたとはいえ、戦後の金融制度が新しい時代に適合しなくなったことを明白に

示すものであった。また、1998年 6月の合併構想表面化から 10月の交渉打ち切り表

明までの間、住友信託銀行による長銀合併の可能性に対してさまざまな形式で公的な

期待が明らかにされたにもかかわらず実現しなかったこと、1997年に金融界が応じ

た日債銀の第三者割当増資が無価値となったこと＊138、金融安定化法の下で公的資金

による資本増強を受けた長銀、日債銀が金融再生法によって特別公的管理になったこ

となど、政府と金融機関の関係や金融行政のあり方が従前と大きく変わったことを示

す出来事が続いたのも、この当時の特筆すべき動きであった。

金融再生法では、金融機関の財務内容等の透明性の確保のために、金融機関に対し

て資産査定の報告と公表を義務付けた。これを受けて、1999年 3月期から、銀行法

などに基づくリスク管理債権の他に、金融再生法開示債権の公表が始まった（165ペー

ジ参照）。

他方、破綻前の公的資金投入のあり方や遂行機関などに関して野党側の反対が強

かった金融安定化法については、金融再生法の附則によって廃止されることとなった。

改正預金保険法では、特定合併を対象とする資金援助の仕組みが 1999年 4月から

廃止されることになった。この仕組みは、健全でない金融機関を存続させないという、

金融再生法などの基本的考えに合致しなかった。また、住管機構と整理回収銀行を一

体化した株式会社として、整理回収機構を創設することになった（1999年 4月発足）。

＊138 日債銀の株式は特別公的管理開始決定を受けて預金保険機構に取得され、1999年 6月 14日、金融再
生委員会の株価算定委員会によって対価の額が 0円とされたため、この第三者割当増資に応じて得
た株式は無価値となった。なお長銀の株式も、1999年 3月 30日、対価の額が 0円とされた。
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◉早期健全化法による公的資金
金融再生法などによって金融機関の破綻処理の枠組みが整った一方で、金融安定化

法の廃止とも絡んで、破綻前の対策が必要とする考えも根強かった。金融再生法など

8法案の成立に向けた動きが大詰めに近付いていた 1998年 10月 7日、与党は、金融

機能の早期健全化を図り、金融システム再構築と経済活性化に資することを目的とす

る早期健全化法の法案を提出した。同法案は与党と野党 2会派による共同修正の後、

10月 16日に成立し、先に成立していた金融再生法と同じ 10月 23日に施行された。

早期健全化法は、破綻していない金融機関に対する資本増強の道を残すものであり、

申し込み期限が 2001年 3月末であること、預金保険機構が特例業務として担い区分

経理を行うこと、特例業務を実施するために行う借り入れなどに政府保証枠が付与さ

れることなど、金融安定化法の資本増強と共通する部分、類似する部分が多かっ

た＊139。

他方、金融安定化法で資本増強の審査を行ったのは、預金保険機構に置かれた金融

危機管理審査委員会であったが、早期健全化法では、金融機関の検査・監督権限を持

つ金融再生委員会である点が大きな違いであった。また、早期健全化法では資本増強

の適用条件などが詳しく定められた。適用措置や条件は自己資本比率によって 4区

分＊140が設けられ、このうち健全な自己資本の状況にある金融機関の場合は、経営状

況が悪化している金融機関との合併や営業譲受等、急激かつ大幅な信用収縮の改善や

回避、金融再編の視点から資本増強が不可欠である場合に限って、役職員数・経費の

抑制等による経営の合理化、市場の評価を高めるための方策、利益流出の抑制などを

基準に可否が決められることになった。

1998年 12月 15日に発足した金融再生委員会は、「株式等の引受け等の承認基準」

「優先株等の配当率等に関する基本方針」「金融再生委員会の運営の基本方針」「資本

増強に当たっての償却・引当についての考え方」などを相次いでまとめた。これらに

よって、金融機関からの資本増強の申請などへの対応は、不良債権処理や有価証券含

み損について発生し得るリスクを十分に織り込んで進められることが明らかになった。

まず償却・引当に関しては、①担保・保証で保全されていない破綻懸念先債権は

＊139 業務名は金融機能早期健全化業務、勘定名は金融機能早期健全化勘定。同勘定に対する政府保証枠
は 25兆円（図表 1─3─1 ③）。

＊140 国際統一基準の対象金融機関の場合、8％以上が健全な自己資本の状況、4％以上 8％未満が過少資本
の状況、2％以上 4％未満が著しい過少資本の状況、0％以上 2％未満が特に著しい過少資本の状況と
された。
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70％を目安、②同じく要管理先債権は 15％を目安、③その他の要注意先債権は「平

均残存期間を勘案して算出された適正な貸倒実績率等」とされた＊141。次に有価証券

等の評価方法は、商法および一般社会通念に照らして公正で妥当と認められる企業会

計の基準によれば原価法、低価法のどちらでも可能とされていたものが、「現行会計

基準において実際には有価証券の含み損の処理を行わない場合でも、資本増強の審査

に当たっては、これを考慮する」とされた。

長銀、日債銀に対して金融再生法による特別公的管理の措置が進められる一方で、

他の大手行などからは、金融再生委員会発足前から、早期健全化法による、健全な自

己資本の状況にある金融機関に対する資本増強の枠組みを想定した公的資金導入申請

の意向が相次いで明らかになっていた。最終的には 1999年 3月、住友・さくら両行

を含む大手 17行中 14行（都市銀行 8行、長期信用銀行 1行、信託銀行 5行）と地方

銀行 1行が公的資金による資本増強を受けた。

金融再生委員会が発足すると、資本増強を申請予定であった 15行に対する予備審

査として、1999年 1月 26日から、経営健全化計画（素案）の書面審査や代表者への

ヒアリングが順次始まった。金融再生委員会は、資本増強の申請への対応に当たって、

自助努力による資本増強と併せて、早期健全化法の枠組みを活用して、不良債権処理

＊141 破綻懸念先、要管理先、その他の要注意先については 167ページの図表 1─3─1 ⑧とその注を参照。

図表 1─3─1 ④　公的資金による資本増強
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公的資金：1行当たり平均 約 5,000億円

資本増強額

（資料）預金保険機構『預金保険機構年報』
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や有価証券の含み損を考慮してもなお十分な自己資本を確保するよう求める方針を

とった。

3月 4日には予備審査を経た 15行から正式な申請が行われ、金融再生委員会は申

請行の代表者へ再度ヒアリングを実施するなど最終的な審査を行った上で、3月 12

日に 15行に対して申請の承認を行った。承認された優先株式等の引受等の合計は 7

兆 4,592億円で、1行当たりの平均で約 5,000億円と、金融安定化法によって実施さ

れた 1998年 3月の資本増強が同じく 900億円弱であったことと比較して、本格的な

公的資金注入となった。

また、早期健全化法による資本増強に向けた手続きが進行していた 1999年 2月、

日本銀行は金融政策運営面から経済活動を強く支援するために、いわゆるゼロ金利政

策の導入を決定した。

政策対応によって経済・金融情勢の動揺がひとまず落ち着く中で、金融再編の動き

が活発化していった（187ページ以降参照）。

◉不良債権の動向
主要行は、1993年 3月期から破綻先債権と延滞債権の開示を始めたが、当時の開

示基準で、元本回収の見込みを理由に対象外としていた金利減免先・金利棚上げ先に

対する貸出金が、支援先の経営悪化によって破綻先債権になってしまう例もあった
（36ページ参照）。住専に対して金利減免等が行われていたことは、金融支援先の元本

回収の可能性に対して、疑問を投げかけられる一因になった。

金融制度調査会（ディスクロージャー作業部会）は、1995年 5月に「金融機関の

資産の健全性に関する情報開示範囲の拡大について」を取りまとめ、金利減免等債権

の開示を 1996年 3月期から実施することが望ましいとした。この考えは、大蔵省の

「金融システムの機能回復について」（1995年 6月）に盛り込まれ、主要行は、その

趣旨を踏まえて、1995年 9月期に前倒しで金利減免等債権を開示した。さらに、

1996年 3月期から、全国銀行協会連合会の統一開示基準改定を踏まえて、金利減免

等債権に加えて経営支援先債権の開示も始めた＊142。開示範囲の拡充によって、いわ

ゆる不良債権の総額は大幅に増加した（図表 1─3─1 ⑤）。

＊142 金利減免「等」は、金利減免と金利棚上げ（37ページ参照）。金利減免とは、債務者の支援のために、
金利を約定条件改定時の公定歩合以下に引き下げる等の措置。経営支援とは、債務者の再建支援の
ために、損金処理について税務当局の認定を受けて、一部債権放棄を行うなどの措置。
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図表 1─3─1 ⑤  主要行の不良債権の動向 
（1992年 3月期～ 1996年 3月期）
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経営支援先
債権

（資料）  金融年報編集委員会『金融年報』、大蔵省公表資料、金融監督
庁『金融監督庁の 1年』、金融制度調査会資料、各行決算資料

（注）    主要行は、都市銀行 11行、長期信用銀行 3行、信託銀行 7行
の 21行の計数。

図表 1─3─1 ⑥  主要行の不良債権の動向 
（1996年 3月期～ 1998年 3月期）
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（資料） 金融年報編集委員会『金融年報』、大蔵省公表資料、各行決算資料
（注１）  主要行は、拓銀を除く都市銀行 9行、長銀と日債銀を除く長期信

用銀行 1行、信託銀行 7行の 17行の計数。ただし、1996年 3月
期は三菱銀行と東京銀行の合併前のため 18行。

（注２）  金利減免等・経営支援先債権以外の貸出条件緩和債権は差額とし
て求めた。
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開示範囲の拡大後、破綻先債権、延滞債権、金利減免等債権、経営支援先債権の合

計額は、1996年 3月期以降、主要行ではおおむね減少傾向となった（図表 1─3─1 ⑥）。

しかし、1997年には、大手金融機関を含む経営破綻が相次ぎ、不良債権情報開示を

求める論調がさらに勢いを増した。全国銀行協会連合会は、経営の一層の透明性向上

の観点から、米国証券取引委員会（米国 SEC：U.S. Securities and Exchange 

Commission）による情報開示規制を参考に開示内容を拡充することを決めた。

新たに開示対象になったのは、3カ月以上延滞債権＊143と貸出条件緩和債権である。

貸出条件緩和債権には、従来の金利減免等債権と経営支援先債権だけでなく、それ以

外にも、債務者に有利な取り決めを行った貸出を広く含めることとなった。新しい概

念では、開示債権の範囲拡大により、回収不能に陥る可能性が相対的に小さい貸出も

対象に含まれるため、総称としてリスク管理債権を用いた。

1998年 3月期のリスク管理債権の額は、3カ月以上延滞債権が新たに加わり、貸出

条件緩和債権の概念が従来の金利減免等債権と経営支援先債権より広がったため、従

来概念の公表金額を上回った。いわゆる不良債権の概念が変更になるたびに公表金額

が大きくなったことは、「不良債権処理が進んでいない」「適正な情報開示が行われて

いない」という不信を招いた。

1998年 4月からは早期是正措置が導入され、金融機関は、自らが制定した自己査

定の基準により、商法や企業会計原則などの観点から公正・妥当と認められる方法で、

資産の評価と償却・引当を行うことを求められるようになった。長銀、日債銀の破綻

では、自己査定と監督当局の検査結果に乖離があったために、その原因を自己査定の

甘さとみる批判も生じた。

1998年 12月には、金融システム改革法と関係政省令が施行され、ディスクロー

ジャーは、銀行法によって、従来の訓示規定から、不備記載、虚偽記載に対する罰則

付きの義務規定へ変更となった＊144。また、単体ベースに加えて連結ベースの公表が

始められることになった。

長銀、日債銀の特別公的管理につながった金融再生法に基づき、1999年 3月期か

ら金融再生法開示債権の公表が始まった。1999年 3月期の金融再生法開示債権（除

く正常債権）とリスク管理債権では、概念や定義の違いを主因に、金融再生法開示債

＊143 元本または利息の支払いが 3カ月以上延滞となっている貸出金（破綻先債権と延滞債権以外）。
＊144 この銀行法施行規則で開示項目が規定されたことや、後述する金融再生法でも施行規則で公表事項

が規定されたことを受けて、全国銀行協会連合会は 1999年 3月に統一開示基準を廃止した。
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権の方が大きかったため＊145、金融危機によって金融機関に対する視線が厳しくなっ

ていたことも手伝って、以前の開示方法は不十分だったのではないかという論評が生

じた。金額に差が生じる要因を、ディスクロージャー誌などで丁寧に説明して、株主

やお客さまに正しく理解していただく必要があった。

金融再生法開示債権とリスク管理債権の金額に差が生じた要因は、①貸出以外の資

産を含むか否かという対象資産の違いと、②自己査定で破綻先、実質破綻先、破綻懸

念先と判定された債務者に対する貸出のうち一定の元利返済が行われている場合の区

分方法の違い＊146、が代表的な例であった。

後者の要因に関しては、早期是正措置導入以前の不良債権処理は税務基準による部

分が大きかったため、税務基準によって未収利息を収益不計上とすることが認められ

る状態か否かで貸出を分ける方法がとられていたことが、リスク管理債権の区分に影

＊145 全国銀行 138行では、1999年 3月期の金融再生法開示債権が約 33.9兆円、リスク管理債権が約 29.6
兆円であった。

＊146 金融再生法開示債権では債務者の状況により区分、リスク管理債権は債権の状況により区分すると
いう違いがあった。

図表 1─3─1 ⑦  主要行の不良債権の動向 
（1998年 3月期～ 1999年 3月期）
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（資料）  金融年報編集委員会『金融年報』、大蔵省公表資料、金融庁
『金融庁の 1年』、各行決算資料

（注１）  主要行は、拓銀を除く都市銀行 9行、長銀と日債銀を除く
長期信用銀行 1行、信託銀行 7行の 17行の計数。

（注２）  1999年 3月期においては、一部の金融機関で、部分直接償
却により貸出金等を減額する会計処理が行われている。
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響していた。ただし、住友・さくら両行をはじめ一部の銀行は、1999年 3月期から、

自己査定で破綻先、実質破綻先、破綻懸念先に区分した債務者に対する貸出について

は、全て未収利息を収益計上しないこととしたため、1999年 3月期のリスク管理債

権は、税務基準によっていた 1998年 9月期との差は生じたものの＊147、金融再生法

開示債権との差は、対象資産の範囲を理由とする違いに限定された（図表 1─3─1 ⑦、

図表 1─3─1 ⑧）。

＊147 従来であれば未収利息を収益不計上とする貸出金とならずに 3カ月以上延滞債権、貸出条件緩和債
権、または「リスク管理債権に該当しない債権」に区分されていたものが、主に延滞債権に該当す
るようになった。このため、リスク管理債権の総額が増え、内訳では延滞債権の割合が高くなった。

図表 1─3─1 ⑧　金融再生法開示債権とリスク管理債権の関係
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（注１）  債務者区分のうち要注意先は、要管理先と「要管理先以外の要注意先」（その他の要注意先）
に分けられる。

（注２）  要管理先とは、（金融機関が信用供与している）債権の全部または一部が、金融再生法に定
める要管理債権（リスク管理債権における 3カ月以上延滞債権または貸出条件緩和債権に
相当）に当たる債務者である。

（注３）  要管理先に対する債権は、要管理先債権である。要管理先債権は、全部が要管理債権であ
る場合だけでなく、要管理債権と「要管理債権に当たらない債権」（正常債権）の両者が含
まれる場合もある。
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 2 住友銀行における不良債権処理と資本増強

◉不良債権処理の促進
住友銀行は、大幅な不良債権処理の実行に伴う 1994年度（平成 6年度）の赤字決

算断行の後も、「資産内容の健全性を早期に回復すること」を経営上の最重要課題と

位置付け、1995年度から 1996年度にかけて住専向け債権への引当金積み増し、系列

ノンバンク支援のための関連会社支援損計上、償却の実施や共同債権買取機構への債

権売却など、引き続き不良債権処理を進めた。これらは、当時としては「可能な限り

の処理を行う」との経営判断に基づいて実施したものであった。

しかし、1998年 4月の早期是正措置導入の前提として 1997年度から自己査定に基

づく償却・引当が始まったことで、様相が一変する。不良債権も、従来の基準から変

更してリスク管理債権を開示することとした。財務上の不良債権処理に関しては、自

己査定によって破綻先、実質破綻先と区分されたもののうち直接償却されていない債

権に加えて、従来は必ずしも個別の引当対象としていなかった破綻懸念先向け債権に

ついても債権償却特別勘定への繰入額が 8,013億円（1996年度は 941億円）と激増し

た。また、不動産担保付債権等を投資家に売り切り方式で売却する流動化策を実施し

て延滞債権等売却損を 432億円計上するなど、不良債権の処理手法も拡充した。この

結果、1997年度の不良債権処理額（一般貸倒引当金繰入額を含むベース）は 1兆 730

億円に達した。これ以外にも、アジア通貨危機への対応として、アジア地域向け債権

については個別引当に加えて蓋
がいぜん

然的なリスクに対して一般貸倒引当金積み増しを行う

などした結果、1997年度は 6,217億円の大幅な当期純損失を計上することとなった。

なお、貸倒引当金の計上など財務上の手当てを行った不良債権については、これら

の回収を進めて最終的に資金化することが必要となる。そこで 1997年 10月、不良債

権回収業務を専門に担当する融資業務部を新設した。その際、東京に 2カ所、大阪に

1カ所の集中店を融資業務部の分室として設置し、同部が集中的に不良債権回収業務

に対応することで、支店が前向きの業務に専念できる体制を整備した。

1998年度も厳しい状況は続き、景気が一段と落ち込む中で貸出債権の劣化が進ん

だ。さらに、金融監督庁の金融検査マニュアル制定、日本公認会計士協会の実務指針
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見直し、金融再生委員会の償却・引当についての考え方（161ページ参照）の公表など

を受けて、①要注意先・正常先に対する一般貸倒引当金の積み増し、②破綻懸念先

（債権のうち担保等で保全されていない部分）に対する引当率の引き上げ、の 2点に

ついて償却・引当ルールを見直した。その趣旨は、貸倒リスクが顕在化する前の潜在

的なリスクに対してその備えを厚くし、資産健全化のための財務上の手当てをより万

全なものとすることにあった。

貸出債権の劣化の進行と償却・引当ルールの見直しが相まって、1998年度の不良

債権処理額は 1兆 725億円に達し、2年連続の大幅赤字となる 3,741億円の当期純損

失を計上することとなった。

不良債権残高の開示も見直した。1997年度から開示しているリスク管理債権に関

しては、自己査定において無価値もしくは回収不能と認定したⅣ分類額について直接

減額（部分直接償却）する方法を導入（3,419億円の残高削減影響）する一方で、貸

出金の未収利息を不計上とする基準を実質的に厳格化したことが 1兆 62億円の残高

増加要因となり、1998年度末のリスク管理債権は約 2兆円に膨れ上がった。また、

同年度末の残高から開示を始めた金融再生法開示債権（不良債権の定義として用いる

場合は正常債権を除く、以下同じ）は、2兆 137億円であった。

図表 1─3─2 ①　住友銀行の不良債権関連各種指標の推移 （億円、％）

不良債権
処理額

不良債権残高
業務純益 当期純利益

自己資本比率
増減 （連結） うち Tier 1

1994年度（1995年 3月期）  8,265  9,459 △ 1,669 2,436 △ 3,355  8.48 4.85

1995年度（1996年 3月期）  3,534 14,876 ─ 4,143 421  9.20 4.64

1996年度（1997年 3月期）  3,264 10,742 △ 4,133 3,382 353  8.75 4.50

1997年度（1998年 3月期） 10,730 14,691 ─ 3,376 △ 6,217  9.23 4.76

1998年度（1999年 3月期） 10,725 20,137 ─ 3,965 △ 3,741 10.95 5.57

1999年度（2000年 3月期）  6,807 19,170 △ 967 3,894 488 11.60 5.88

2000年度（2001年 3月期）  5,580 15,616 △ 3,554 4,477 557 10.94 5.95

（注１）  不良債権処理額は、1994～ 1996年度：一般貸倒引当金繰入額を含まない、1997～ 2000年度：一般貸倒引当金
繰入額を含む。

（注２）  不良債権残高は、1994年度：破綻先債権・延滞債権の合計、1995、1996年度：破綻先債権・延滞債権・金利減
免等債権・経営支援先債権の合計、1997年度：リスク管理債権、1998～ 2000年度：金融再生法開示債権。

（注３）  不良債権残高増減のうち 1995年度は、不良債権の定義が前年度と同じ場合にはマイナス 729億円、同じく 1997
年度はマイナス 690億円、1998年度はマイナス 1,736億円。

（注４）  業務純益は、1994～ 1996年度：一般貸倒引当金繰入後、1997～ 2000年度：一般貸倒引当金繰入前。
（注５）  金額は四捨五入、自己資本比率は小数第 3位以下を切り捨て。
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◉住管機構との和解
不良債権の処理を加速している中、住専問題に関連して新たに生じたのが住管機構

（47ページ参照）からの責任追及と損害賠償請求であった。住専処理法に基づき 7月に

設立された住管機構は、諸官庁、法曹界、金融機関、不動産業界などの出身者から成

る各分野の専門家によって、住専 7社から譲り受けた債権の回収に向けた取り組みを

進めていた。

その過程において、住専問題への関与者責任追及の一環として住専への案件紹介者

責任の追及も行われ、住友銀行が関与する問題案件を巡り住管機構は 1998年 6月に

3件、10月に 2件の計 5件について、総額約 50億円の損害賠償を求める訴訟を東京

地方裁判所に提起した。9月には、預金保険機構が住管機構を指導する立場として訴

訟に補助参加することが認められた。これに対して住友銀行は、旧住専は自ら審査し

て与信の可否を判断する能力を有しており、自己責任で貸し付けを実行したことなど

を主張した。

この裁判は、住管機構側が「金融機関のモラルを問う」ことが訴訟の意義と強調し

たこともあって社会的に高い関心が寄せられ、NHKのドキュメンタリー番組「不良

債権・300日の攻防～銀行の責任は問えるのか～」が放映されるなど、非常に注目を

集めた。実際には、1998年 11月、裁判所から和解勧告が行われ、未提訴分を含め 73

事案（未回収残高約 647億円）について 1999年 1月にかけて和解協議を重ねた後、2

月 1日に和解が成立した。和解条項において、住友銀行は「いわゆるバブル期におい

て旧住専への案件紹介を含む業務姿勢に一部行き過ぎ」があり、「法的責任を否定し

きれない事案があった」と認めた。また、「行き過ぎの原因の一つが銀行業務の公共

性に対する認識の不足にあったことを認めると

共に、その反省に立って、今後は一段と銀行の

公共性・社会的役割を自覚した業務運営を行う

ように努力する」と表明し、和解金として 30億

円を支払った。

住友銀行は 2月 1日に談話を発表し、和解を

受諾した理由について、今後の金融界における

激しい競争に勝ち抜き、新しい時代に対応して
  
　

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません
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いくためには、過去の有形・無形の負の遺産とはできるだけ早期に決別し、前向きな

姿勢で業務に専念することが極めて重要、との経営判断によるものであることを明ら

かにした。

その後、住管機構と整理回収銀行が合併して 1999年 4月に発足した整理回収機構

は、その他の銀行に対しても案件の紹介責任に基づく損害賠償を請求した。さくら銀

行もその中の一つに含まれており、2000年 3月 22日、10億円の和解金を支払うこと

などを内容とする民事調停が、大阪地方裁判所で成立した。

◉資本調達と公的資金の導入
不良債権処理の加速に伴う大幅な当期純損失計上により、住友銀行は資本の大きな

毀
き

損
そん

への対応を迫られることとなった。

1996年 6月、住友銀行は 1990年 3月以来約 6年ぶりとなる資本調達を実施した。

これは、住友銀行が発行する転換社債と、同行の海外子会社が発行する強制交換劣後

社債（満期償還時には全て住友銀行普通株式に転換される）とを組み合わせたスキー

ムであり、海外市場において 1,000億円を調達した。しかし、1996年 3月期に 9.20％

であった自己資本比率（連結）は、株価の下落に伴う上場有価証券含み益の減少と、

円安による外貨建て資産の増加とが相まって、1997年 3月期には 8.75％まで低下し

ていた。1997年度は、前述の通り自己査定に基づく償却・引当による大幅な不良債

権処理が見込まれていたことから、これによる自己資本の大幅な毀損に備えた資本調

達を早い段階から検討していた。

検討の結果として選択したのが、米国に設立した子会社である SB Treasury 

Company LLC＊148が米ドル建ての永久優先証券を発行し、連結決算上の少数株主持

分として計上するスキームである。これは BIS規制上、Tier 1資本としての算入要件

を満たすと同時に、外貨建ての資本を調達するところに大きな意味を有するもので

あった。わが国の商法が株式を外貨建てで発行することを前提としていない中、自己

資本比率規制における為替リスクのヘッジ策として、この手法は新しいものであった。

＊148 LLC：Limited Liability Company
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さらに、海外の投資家層の拡大という意味でも新たな資本調達の道を開くこととなっ

た。当該永久優先証券は海外投資家から予想以上の人気を集め、1998年 2月 18日に

18億ドル発行された。

1998年 3月 4日、住友銀行は永久劣後債＊149 1,000億円の発行について、金融安定

化法に基づき公的資金による引受を申請することを取締役会において決議した。その

目的は、1998年のディスクロージャー誌において示した通り、「自己資本の強化をて

ことしまして、銀行の公共的使命である『金融の円滑化』、『質の高い金融サービスの

提供』を全うするため」であり、「当行を含め金融機関が公的資金を受け入れること

が、わが国金融システムに対する内外の不安を払拭し、システムの信頼回復と安定化

につながると判断したこと」などを理由とするものであった。

このように、この時の公的資金導入は「わが国金融システムに対する内外の不安へ

の対処」という色彩が少なからずみられ、今となって振り返れば、個別の民間金融機

関として、自らが危急存亡の淵に立たされているとの切迫感は必ずしも強くなかった

ことは否めない。一方で、民間銀行として公的資金を導入することのインパクトは大

きかった。公的資金導入の申請を行った 3月 5日には、頭取自ら支店長および本店各

部室長などに宛ててメールを発信し、公的資金受け入れの理由を説明した。併せて金

融危機管理審査委員会に提出した「経営の健全性の確保のための計画」に盛り込んだ

大幅なリストラ策などについて、「皆さんに是非ともご理解頂きたい点は、経営の合

理化は決して公的資金の受入れのために行うものではなく、来るべき優勝劣敗の時代

を当行が勝ち抜いていくために、自ら克服していかなければならない課題である」と

いう考えを部下従業員にも徹底するよう依頼した。

さらに 3月 9日には、本店の部長を対象に臨時の全体部長会を開催し、頭取訓示お

よび質疑応答を行って上記メールの趣旨をさらに具体的に説明することで、その内容

の周知徹底を図った。

1997年度においては、大幅な当期純損失の計上など、自己資本の減少要因があっ

＊149 正式には、第 1回無担保変動利付永久社債（劣後特約付き）。
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たが、一方で前述の自己資本調達の他、「土地の再評価に関する法律」（154ページ、脚

注 118参照）に基づいて計上した再評価差額金の 45％を Tier 2に算入したこと、さら

には海外資産などの資産圧縮によってリスクアセットを削減したことなどにより、自

己資本比率は 9.23％と 9％台に戻った。

1998年度の厳しい状況に対しても、自助努力による自己資本の調達と、公的資金

による優先株式の引受申請を行った。1998年度も、大幅な不良債権処理に伴う赤字

決算が見込まれたことから、まずは最低限必要な 8％の自己資本比率保持を確実なも

のとすることが喫緊の課題であった。1998年 10月のバーゼル銀行監督委員会の会合

において、いわゆるタックスヘイブンに親銀行のファイナンスのための特別目的会社

を設立し、Tier 1資本の調達を行うことが承認され、わが国においてもこれを受けて

自己資本比率基準等の改正が行われたことから、住友銀行はこの新たに認められたス

キームを活用することとした。まず、銀行 100％出資の海外子会社 SB Equity 

Securities （Cayman） Limited を設立、同社が 1999年 2月に 3,150億円と 3月に計 250

億円、合計で 3,400億円の優先出資証券を私募形式で国内投資家向けに発行した。こ

れを連結子会社の少数株主持分として Tier 1に算入することで、自己資本比率 8％の

確保は確実なものとなった。

しかし、1998年 10月に金融再生法と早期健全化法が成立・施行され、大手銀行の

特別公的管理（一時国有化）が現実のものとなる中、財務基盤を強化し、高度かつ多

様な金融サービスの提供継続のために必要な国際競争力を維持するためには、10％以

上の自己資本比率確保が不可欠であることは明らかであった。住友銀行では 10月以

降、経営会議において資本増強をはじめとする直面する経営課題について数次にわた

る議論を重ね、上記の通り民間資金による資本調達で 8％を確保しただけでなく、こ

れとは別に公的資金によって 10％の自己資本比率を確保する方針を、次第に固めて

いった。同時に、外部流出の抑制やリストラ策の強化など、その後、経営健全化計画

に盛り込むこととなる各種の施策についても、検討を重ねた。

11月 20日の中間決算発表時に 3,000億円から 5,000億円の公的資金の申請につい

て検討中であることを表明した住友銀行は、1999年 3月 4日の取締役会において、

優先株式 5,010億円について早期健全化法に基づき公的資金による引受を申請するこ
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とを決議した。この優先株式は、配当非累積、

非参加条項および一斉転換条項が付いた転

換型優先株式であり、第 1回優先株式と第 2

回優先株式の 2種類に分かれていた。これ

について、金融再生委員会が公的資金申請

行の代表者にヒアリングを実施した 3月 8

日に、西川は記者会見の場で記者からの質

問に答えて、「第 1回優先株 2,010億円につ

いては普通株に転換、第 2回の 3,000億円に

ついては、収益が計画通りに実現すれば平

成 14年度から 3年間で返済、消却できると

考えている」との方針を明らかにした。

1997年度末の劣後債に続き 2度目の公的資金導入と

なるこの申請は、1999年 3月 12日に金融再生委員会に

よって承認された。申請の際に提出した「経営の健全化

のための計画」（経営健全化計画）には、2003年 3月期

までを展望して、① 1998年 3月期対比で役員数を約

20％、従業員数を約 15％それぞれ削減する、②同様に

国内支店を 40カ店、海外支店を 22カ店それぞれ削減す

る、③役員報酬および人件費を削減する、④石神井運動

場、甲子園運動場や全国 10カ所の直営保養所などを閉

鎖して外部への売却を進めていく、など厳しいリストラ

計画を示した上で、「戦略による差別化」と「時間的先

行による差別化」を実現するための、業務再構築に向けた新たなビジネスプランを盛

り込んだ。

1年前の公的資金導入と比べると、個別の民間金融機関経営における切迫感はかな

りの程度高まっていた。それは、3月 8日の記者会見において西川が「この（経営健

全化）計画は、当行が今後の金融メガコンペティション時代を『勝ち抜くための戦

略』であり、この計画の考え方を当行組織の隅々まで浸透させ、計画を実現し、『国

金融再生委員会に提出した経営健
全化計画

このブロックは著作権上の
理由で表示できません
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際的に通用する信頼度ナンバーワン銀行』に仕立て上げることがまさに経営そのもの

であり、私が責任をもって遂行してまいる所存でございます」と語ったことからも、

明らかである。

1999年 3月期の自己資本比率は 10.95％となり、1998年 3月期比 1.72％ポイントの

大幅上昇となった。これは、自己資本額については、大規模な不良債権処理を主因と

する大幅な赤字を優先出資証券の発行や公的資金の導入による自己資本増強策によっ

てカバーしたこと、一般貸倒引当金の増加によって Tier 2が増加したことなどから

前期末より約 13％増加する一方で、リスクアセットについては円高により外貨建て

アセットの円換算額が減少したこと、海外資産や外貨資金ディーリング関連資産の圧

縮を実施したことなどから前期末より約 5％減少したためである。

1998年から 1999年にかけて導入された公的資金は、さくら銀行への導入分と合わ

せて新銀行に引き継がれ、合併後 5年にわたって公的資金返済が、経営における大き

な課題として存在し続けることとなる。

図表 1─3─2 ②　住友銀行の第 1回および第 2回優先株式の発行概要

第 1回優先株式 第 2回優先株式
発行総額 2,010億円 3,000億円
発行株式数 6,700万株 1億株
払込期日 1999年 3月 30日
優先利益配当金 1株当たり 10円 50銭（年率 0.35％） 1株当たり 28円 50銭（年率 0.95％）
転換請求期間 2002年 5月 1日から 2009年 2月 26日まで 2005年 8月 1日から 2009年 2月 26日まで
当初転換価額 1,400円 2005年 8月 1日の時価（下限 980円）

転換価額の修正
2002年 8月 1日から 2008年 8月 1日ま
で毎年 8月 1日の時価に修正（修正後の
転換価額の下限 980円）

2006年 8月 1日から 2008年 8月 1日ま
で毎年 8月 1日の時価に修正（修正後の
転換価額の下限 980円）

転換による発行株式 住友銀行の額面普通株式
一斉転換条項 2009年 2月 27日に時価にて一斉転換（一斉転換価額の下限 500円）

（注）  時価：基準日に先立つ 45取引日目に始まる 30取引日の東京証券取引所における住友銀行の普通株式の普通取引
の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数を除く）。
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 3 さくら銀行における不良債権処理と資本増強

◉不良債権処理の促進
1995年（平成 7年）3月期に不良債権問題の早期解決を目指して赤字決算に踏み

切った住友銀行に続き、1996年 3月期には多くの大手銀行が赤字決算を行った。さ

くら銀行も住専向け債権に関わる償却を含む 9,501億円の不良債権処理を行い、その

結果、4,268億円の当期純損失を計上した。これについて、頭取の橋本は、1996年 4

月 4日の支店長会議で次のように述べた。

今回の決算は、申すまでもなく、不良債権の処理促進により経営基盤の安定と、

財務体質の強化を目指すものであります。赤字計上という選択も、将来を展望し

た財務戦略上の合理性を追求した結果であり、ポジティブな視点で評価すべきも

のと考えます。（中略）しかしながら、これで完全終了というわけでなく、相当の

不良債権予備軍の存在を考えますと、これを契機にさらに対応を加速させること

が必要であります。

さくら銀行は、不良債権の発生防止と回収促進の機能を強化するために、審査・管

理体制の整備を既に進めていた。1994年 10月には回収専任チームとして「融資渉外

室」＊150を設置した。「融資渉外室」は、お客さまと直接折衝を行い担保不動産の処理

や法的手続きへの移行などにより、早期の処理完了を図った。1995年 4月には健全

先と問題与信先とで審査部門の担当を分離し、併せて、主要な支店に問題与信先のみ

を担当する専門ラインを設け、再建策の策定、支援見極めとそのために必要な情報の

収集、回収策の実施などを当該部署が専門に対応する体制とした。

不良債権への対応の強化によって 1997年 3月期の不良債権処理額も相当な規模と

なったが、大規模な処理を行った 1996年 3月期に比べれば減少し、当期純利益も黒

字に戻った。

一方、1998年 4月からの早期是正措置導入を前に、1997年度から自己査定を踏ま

＊150 設立当初は、組織規程に基づかない、呼称としての「融資渉外室」であった。
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えた償却・引当が始まった。

1997年 6月に頭取に就任した岡田は、専務取締役当時、大蔵省銀行局長の私的な

研究会である「早期是正措置に関する検討会」に金融機関の特別メンバーとして参加

して、償却・引当が従来以上に金融機関の自己責任原則に基づく枠組みとなることに

強い印象を受け、不良債権問題に正面から向き合う決意を固めた。頭取就任の時期は、

景気が後退局面に転じ、さらに深刻な金融危機と不況に進んでいく入り口とほぼ重な

り、金融機関の不良債権問題を取り巻く情勢は厳しさを増していた。

さくら銀行は、1998年 3月期には 1兆 1,810億円と、それまでで最大の不良債権処

理を実施し、当期純損失は 2,205億円と 2年ぶりの赤字決算となった。さらに、1999

年 3月期も 1兆円を超える処理を行い、当期純損失 3,753億円と 2期連続の赤字決算

となった。

不良債権の処理方法については、当初は引当金の積み増しと共同債権買取機構への

売却等を含む償却が大半であったが、1997年頃からは、バルクセールによる売却を

実施するなど手段も多様化させていった。

1998年 4月には、特に大口の問題与信先対応機能を強化するために、不動産・ノ

ンバンクなどの特定業種および一部の大口問題与信先の審査の所管を審査第三部に集

約し、再建計画の立案やその実施状況の管理、支援の見極め等を集中して行う体制と

し、問題与信の圧縮を図った。また、これら大口問題与信先のうち支店が所管してい

た要注意先・破綻懸念先については、本店営業部内に設けた大口問題先の集中部に所

管を変更し、回収実行機能を強化した。

さらに、債権管理回収業法が 1999年 2月に施行され、いわゆるサービサー業務が

解禁されたことを受け、融資部融資渉外室と関連ノンバンク 4社の不良債権回収部門

を集約する形でさくら債権回収サービス株式会社を設立し（7月営業開始）、債権回

収の強化、サービサー業務のビジネスチャンス確保と同時にコスト削減を図った。

しかし、さくら銀行の積極的な不良債権処理の取り組みに対して、市場の反応は異

なった。表面的に比較すれば、当時、貸出金に占める不良債権の比率は、都市銀行の

平均値を上回っていたが、これは、いずれ処理しなければならなくなる問題債権には

早めに対処する方針をとったためである。前倒しで処理を進めた結果、2000年 3月

期以降、さくら銀行の不良債権処理額は大幅に減少し、不良債権の比率（金融再生法
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開示債権ベース）も、住友銀行との合併を控えた 2001年 3月末の時点では、都市銀

行の中で最低水準の 3.8％にまで改善した。

しかし、特に 1997、1998年の金融危機当時は、金融機関の経営の健全性に対する

疑心暗鬼が一段と強まる状況であったため、「風説の流布」まがいの情報を流しつつ

市場で巨額の取引を行って、利益を得ようとする投機筋などに利用され、負の印象が

助長された面があった。

金融機関の自己責任原則に基づき、各行が自主的に定めた基準で実施する資産の自

己査定と償却・引当は、会計監査や監督当局の検査を通じて適度な統一性の確保が図

られるにせよ、一定の個別性が生じる余地があった。このため、その後、各金融機関

の自己査定の情報を横断的、時系列的に蓄積していくことができた監督当局を別にす

れば、自己査定が開始されて間もない段階で、各行の状況を厳密な意味で比較するこ

とは難しかった＊151。しかし当時は、型にはまった印象と、それに沿うような表面的

な比較結果に基づく分析や報道などが少なくなかった。さくら銀行は、投機筋などの

図表 1─3─3 ①　さくら銀行の不良債権関連各種指標の推移  （億円、％）

不良債権
処理額

不良債権残高
業務純益 当期純利益

自己資本比率
増減 （連結） うち Tier 1

1994年度（1995年 3月期）  3,592 14,108 △ 481 1,602 245  8.72 4.78

1995年度（1996年 3月期）  9,501 23,062 ─ 3,332 △ 4,268  8.37 4.18

1996年度（1997年 3月期）  5,030 17,755 △ 5,307 2,817 510  8.92 4.46

1997年度（1998年 3月期） 11,810 14,754 ─ 2,955 △ 2,205  9.12 4.56

1998年度（1999年 3月期） 10,236 18,001 ─ 2,741 △ 3,753 12.33 7.17

1999年度（2000年 3月期）  4,499 17,236 △ 765 3,135 571 12.53 7.45

2000年度（2001年 3月期）  2,611 12,609 △ 4,627 3,554 822 11.31 7.36

（注１）  不良債権処理額は、1994～ 1996年度：一般貸倒引当金繰入額を含まない、1997～ 2000年度：一般貸倒引当金
繰入額を含む。

（注２）  不良債権残高は、1994年度：破綻先債権・延滞債権の合計、1995、1996年度：破綻先債権・延滞債権・金利減
免等債権・経営支援先債権の合計、1997年度：リスク管理債権、1998～ 2000年度：金融再生法開示債権。

（注３）  不良債権残高増減のうち 1995年度は、不良債権の定義が前年度と同じ場合にはマイナス 1,752億円、同じく
1997年度はマイナス 6,355億円、1998年度は 5,205億円。

（注４）  業務純益は、1994～ 1996年度：一般貸倒引当金繰入後、1997～ 2000年度：一般貸倒引当金繰入前。
（注５）  金額は四捨五入、自己資本比率は小数第 3位以下を切り捨て。

＊151 監督当局が、債務者区分の統一に向けた姿勢を強く打ち出すようになったのは、2001年以降、政府
が構造改革重視の経済政策運営に転換して、不良債権問題の解決を構造改革と不可分と位置付ける
ようになってからである。この頃には、自己査定の開始から一定期間を経て、検査情報等の蓄積が
進んでいた。
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動きも噂される中で株価や各金融市場の動きに細心の注意を払いながら、収益力強化、

資本増強などの信頼回復策に全力で取り組んでいった。

また、こうした諸施策を投資家やアナリストをはじめとする外部に対して積極的に

発信していくために、1998年 4月に総合企画部内に IR室を設け、併せて IR責任者

として専任役員を配置し、IR機能の強化を図った。

◉金融危機以前の自己資本対策
さくら銀行にとって、1990年の合併の時点から、BIS自己資本比率規制への対応

が重要な課題であった。出発点ないし初期値ともいうべき合併直前の 1990年 3月末

の自己資本比率＊152は、Tier 2の一部を Tier 1に充当できる、当時の経過措置ベース

では他の上位 5行平均をやや下回る程度であったが、最終基準ベースで算定すると差

が大きかった。これは、Tier 1の自己資本比率が低かったためであり、その主因は次

の 2点であった。

第一は、1990年 4月の合併によって生じたエクイティーファイナンスの空白期で

ある。合併を控えた三井銀行と太陽神戸銀行は、株価が史上最高値を記録した 1989

年度に増資を見合わせた。その間に株価のバブル崩壊が始まり、合併直前の 1990年

3月下旬から発行市場が機能を停止してしまったため、合併後に予定していた増資も

不可能となった。

第二は、長年上位行であった各行との間で、内部留保の厚みに差があったことであ

る。三井銀行と太陽神戸銀行の合併前は金融規制が長く続いた時代であり、利益の格

差は、預金や貸出金の規模による対比より開く傾向にあった。過去に蓄積された「規

模の利益」の差が色濃く出る内部留保は、旧両行を合算しても、他の大手行を下回る

水準であった。

自己資本比率向上のための方策については、金融制度調査会が 1988年 3月から検

討を行っていた。1991年 5月には同調査会の制度問題専門委員会作業部会が報告を

取りまとめ、劣後転換社債の導入や一般債権流動化の見直しについて提言を行った。

こうした検討・提言を受けて、リスクアセットのコントロールに資する手法として一

般貸付債権流動化への信託方式導入（1992年 12月）などが解禁され、自己資本拡充

＊152 三井銀行と太陽神戸銀行の関連計数を統合して試算。
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策として外貨建て永久劣後債の海外発行（1992年 7月）や永久劣後ローン（1992年

9月）、株式交換権付永久劣後債（1993年 3月）などの発行が可能となった。

そこで、さくら銀行は、1992年 3月に海外に設立した子会社によりユーロ円建て

交換優先株式を 1,000億円発行したほか、8、9月には海外子会社が永久劣後債 8億ド

ルを発行する方式で、自己資本の拡充を行った＊153。これらの資本拡充策はいずれも

Tier 2であり、自己資本への算入限度は Tier 1の同額までであったため、Tier 1の増

強が不可欠であったが、時価発行増資が事実上停止状態にあったことから、拡充手段

は限られていた。

そのような折、1991年 4月に施行された改正商法により優先株式の発行が容易に

なったこと、1993年 2月の大蔵大臣発表「金融機関の融資対応についての所見」に

おいて Tier 1に算入可能な優先株式の具体的検討が表明されたことから、さくら銀

行では 1993年 2月に「優先株ワーキンググループ」を設置し、優先株式の発行につ

いての検討を開始した。

優先株式の発行はわが国の金融機関で初めてのことであり、検討すべき課題は多

かった。ワーキンググループでは、商法上の課題について弁護士見解を踏まえて検討

を進め、また普通株主の理解や株価への影響などについても考慮した結果、非累積の

転換社債型優先株式を一般公募により発行することとし、配当負担の早期解消を図る

ために期間 3年半での一斉転換条項付きとした。

1994年 3月、さくら銀行は優先株式 1,000億円を一般募集した（払込期日 3月 31

日、発行日 4月 1日）。優先株式発行により Tier 1が増強され、さらに Tier 2の算入

限度の引き上げ効果も加わったことから、1994年 3月期の BIS自己資本比率は、

1993年 3月期の 8.96％から 0.54％ポイント上昇して 9.50％となった。

◉その後の資本調達と公的資金の導入
（1）金融安定化法に基づく公的資金の導入

金融安定化法の成立および金融危機管理審査委員会による審査基準決定を受けて、

さくら銀行は法の趣旨に鑑み、わが国金融システムの信頼回復に協力するため、1998

年 3月 4日の取締役会で、公的資金 1,000億円導入の申請を行うことを決めた。発行

＊153 ユーロ円建て交換優先株式は銀行本体の普通株式への交換が可能な優先株式。1992年 3月の発行当
時は太陽神戸三井銀行であり、同行は、交換実施に備えるため、海外子会社の優先株式発行と同じ日、
ユーロ円建て転換社債 1,000億円を発行した。



第 3章　金融危機発生と金融再編の波　　181 

形態は Upper Tier 2＊154に算入できる永久劣後債とした。Tier 1に算入可能な転換型

優先株式としなかった理由は、株式の希薄化が懸念されたことと、申請時の株価が

500円前後となっており定款に定めた下限強制転換価額 500円と近接していたことに

よる。また同じく Tier 1に算入できる社債型優先株式の発行については、定款の変

更が必要であった。

さくら銀行は、前述の通り、将来的なリスクを圧縮するために 1998年 3月期に積

極的な不良債権処理を実施したが、これに伴い当期純利益は赤字となり、BIS規制上

の自己資本が大きく減少した。このため、公的資金導入により Tier 2は増加したも

のの、Tier 1の減少によって自己資本への算入上限が下がったため、1,000億円のう

ち約 744億円は 1998年 3月期においては自己資本に算入することができなかった。

しかし、債権流動化の実施や貸出金の圧縮などリスクアセットの大幅な削減により、

1998年 3月期の BIS自己資本比率は 9.12％となり、1997年 3月期比 0.20％ポイント

改善した。

（2）自助努力による資本調達と早期健全化法に基づく公的資金導入

1990年 4月 1日の合併以降、さくら銀行の株価は紆
う よ

余曲折を経ながらも総じて低

下傾向にあった。その一般的要因としては、バブル崩壊により市場全体として株価が

低下基調だったこと、銀行業界全体に共通する株価値下がり要因として、金融不安の

台頭で銀行株が敬遠されたことがある。

加えて、さくら銀行個別の要因として、優先株式に絡む市場の動きの影響があった。

1994年 3月に発行した第 1回優先株式の転換期限は 1997年 9月末であったが、その

期限が近付く頃、財政ショックによる景気悪化、アジア通貨危機の発生、後に金融危

機の中で行き詰まることとなったいくつかの金融機関を巡る経営苦境の観測など、株

式市場には売りの材料が相次いで発生した。折りあしく優先株式の一斉転換期限が近

付きつつあったさくら銀行株は、希薄化を理由に売られやすかっただけでなく、株価

の方向性が傾きやすい状況を利用した投機的な売りを仕掛けられて、下落が目立つよ

うになった。

また、さくら銀行は、1998年 3月期、1999年 3月期に積極的な不良債権処理を行

い、前倒しで対応を進めた結果、2000年 3月期以後の不良債権処理額は急激に縮小

＊154 Tier 2は全体として Tier 1の同額まで自己資本に算入できるが、その内訳で、Tier 1の 50％を限度
として算入できるものを Lower Tier 2、50％という上限のないものを Upper Tier 2という。
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することとなるが、それ以前の、金融機関の経営

の健全性に対して不信感が強かった時期には、多

額の不良債権を他にもまだ抱えていると受け止め

られがちであった。このため、市場関係者などが

各自、試算の都合上、仮定した不良債権要処理額

を前提にすると、大手行の中で自己資本に課題が

あるグループに入るとみられるようになっていた。

これらの悪材料が重なったことで、とりわけ

1997年以降は、投機の対象となったいくつかの金

融機関と共に、さくら銀行の株価が、市場全体の動き以上に下落する傾向が強まった。

当時、さくら銀行は、BPRやリテールマーケットへの注力、チャネル改革など施策

を打ち出し始めた時期であったが（92ページ以降参照）、その成果が目に見える形で具

体化し、市場の信頼を取り戻していくのはまだ先のことである。

1998年 6月以降、長銀に関するさまざまな憶測が市場に流れて、金融危機が再燃

し始めた。8月には、ロシア危機によって世界的な株安が生じ、わが国でも日経平均

株価がバブル崩壊後の最安値（当時）を更新した。このような状況下、さくら銀行は、

不良債権問題と決別し、日本版ビッグバンに向けて重点分野への施策展開を図ってい

くために資本を拡充することを決め、不安定な動きが続く市場へのアナウンスメント

効果を考慮して、8月 31日に、増資計画を発表した。ただし、当時は、さくら銀行

に限らず、一般に銀行が普通株式公募増資を実施できるような市場環境ではなく、最

終的に第三者割当増資や、海外子会社の優先株式発行という方法をとったが、発表時

点ではまだ詳細は固まっていなかった。

この発表によって、さくら銀行の株価は、いったん日経平均株価の動きを大きく上

回って反発したが、間もなく、市場全体の環境がさらに悪化して、株価は再び揺れる

こととなった。1998年 9月下旬にはロシア危機によって巨額の損失を出した米国の

ヘッジファンド LTCMの破綻、10月上旬にはその余波による急激な円高に対する懸

念、加えて金融国会における審議の先行きに対する不透明感などが重なって、日経平

均株価はバブル崩壊後の最安値更新を繰り返すようになり、10月 9日には当時の最

安値（終値）1万 2879円 97銭まで下がった。その過程で、多くの大手金融機関の株

価が同じく最安値を更新し、さくら銀行の株価も 10月 1日、銀行誕生以来の最安値

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません
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を付けた＊155。その後、海外要因が落ち着いたことや、国内でも金融安定化策の帰趨

が定まってきたことから、株式市場の極端な動揺は徐々に収まったが、日経平均株価

も大手金融機関の株価も低水準で推移した。

このような中で、さくら銀行は 8月に発表した資本増強策の具体化に向けて作業を

進め、12月に第三者割当増資 862億円および海外子会社の優先株式発行 2,588億円、

また 1999年 3月には同じく海外子会社による優先株式発行 250億円を実施して、合

計で 3,700億円の資本調達を行った。

資本調達実現のめどが付いた 1998年 11月 11日の支店長会議における頭取訓示は、

危機意識の共有と従業員の奮起を求めるものであった。

この場で、皆さんと再度強く確認していきたいことがあります。それは、この

ような金融混乱の状況下で、第三者割当増資をお願いする、この重みを当行全員

が、重大に受け止める必要があるということです。（中略）

残念ながら、「市場ではなく、第三者割当でしか必要な資本を調達できない。

また、そうしなくては当行の将来を開拓できない」ということは、ある意味では

合併以来のさくら銀行は市場から否定されたということなのです。即ち我々は、

過去の考え方や慣行など、あらゆるものを一旦否定し、切り捨てる覚悟でこの難

局に立ち向かわなければ、民間増資を受ける資格すらないということであります。
（中略）我々は、“新しいさくら銀行”に生まれ変わらねばなりません。「自ら血を

流し、身を切る決意」「民間金融機関としての誇り」「自立の精神」に支えられた

「行動」が必要であります。

さくら銀行は、苦心の末に実現した自助努力での資本調達によって、財務基盤を強

化する道筋を付けることができた。また、税効果会計を全面的に適用する枠組みが整

備されつつあり、不良債権処理において、有税の償却・引当を行うと資本に一時差異

の影響が生じていた問題に制度的な改善が図られる方向にあった。

その反面、会計ビッグバンで税効果会計と並行して検討が進んでいた金融商品の時

価会計適用は、株価動向次第で資本に影響を及ぼす可能性があった。時価会計は、政

＊155 終値で 180円。なお、取引時間中に一時 165円となった。
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策投資株式を含む「その他有価証券」については、2001年 4月以後開始する事業年

度から適用する経過措置が設けられたため、決算に直ちに影響することはなかったが、

潜在的にはリスク要因であった。

さくら銀行が自助努力による資本増強を進めている間に、金融再生法に基づき長銀、

日債銀に対して特別公的管理開始の決定が行われた一方で、早期健全化法により破綻

前の金融機関に対する資本増強の仕組みが整えられた。また、1998年 12月 15日に

発足した金融再生委員会は、金融機関からの資本増強の申請などへの対応は、不良債

権処理や有価証券含み損について発生し得るリスクを十分に織り込んで進める方針を

明らかにした。

当時の経済・金融情勢をみると、株式市場の極端な動揺は収まっていたが、株価指

標はまだ低水準で推移していた。景気は、結果的には 1999年 1月が谷となったよう

に、米国の「IT景気」の牽引による海外経済の持ち直しで後退局面が終わり回復局

面に移ろうとする時期であったが、国内需要の低迷やバブル崩壊の後遺症などの経営

課題を抱える企業に、輸出主導の景気回復の好影響が直ちに及ぶと楽観できる情勢で

はなかった。

さくら銀行は、以上のような経営環境を踏まえて、自助努力による資本調達に加え

て、有価証券含み損など潜在的な自己資本毀損要因を考慮しても自己資本比率が

10％を上回る水準を確保し、市場における信用力評価を改善するために、3月 4日の

取締役会で 8,000億円の公的資金導入の申請を行うことを決めた。形態は転換型優先

株式としたが、希薄化による株価への悪影響を回避するために、任意転換の開始時期

を 3年半後の 2002年 10月に設定することで当面の株数増加を回避し、転換価額の決

定時期も 3年半後として当時の低い株価水準に基づいて転換価額が決まらないように

した。また、一斉転換の時期を 10年半後の 2009年 10月に設定し、その間に利益消

却することを目指した。

申請に伴い提出した経営健全化計画では、業務再構築について、本業であるリテー

ル事業における強みをいかしていくために、「顧客セグメント毎に重点事業を設定し、

商品・サービス提供プロセスを改革していく」とした。また、経営の合理化・効率化

推進のために、①役員数を 2000年度までに 21人程度とし、従業員数は 3年間で

3,000人削減する、②国内有人店舗（支店、出張所、代理店）を 100店舗以上削減、

海外店舗（支店、出張所、駐在員事務所）は 1998年度上期に 10拠点合理化済みであ
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るが、さらに 10拠点以上削減する、③既に 20～ 50％削減済みの役員報酬について

は今後業績対応部分の見直しを行い、人件費も、人員削減や賞与水準見直し等により

削減する、④保養所・寮社宅等については整理・閉鎖を行い、物件費はプロジェクト

チームを組成して削減する、というリストラ計画を提示した。

公的資金導入により、自助努力による資本調達と合わせて、1兆 1,700億円の資本

増強が行われ、さくら銀行の 1999年 3月期の BIS自己資本比率は 10％を大きく上

回って 12.33％となった。

1999年 4月 12日に行われた第 19回支店長会議の場において、会長の高﨑は「公

的資金導入の受け止め方について、皆さんと認識を一にしたいと思います」と切り出

した上で、「金融再生委員会は『2001年 3月末までに揺らぐことのない強い競争力を

もった金融システムを再構築する』といった基本方針を掲げ、従来型金融行政とは決

別した姿勢を明確に打ち出しております。当行としても、改めて資本注入の重みを厳

粛に受け止めなくてはならないことを、まずもって肝に銘じて頂きたいと思います」

と述べ、業務再構築と経営の合理化・効率化に取り組む決意と覚悟を求めた。

一方、岡田は、苦心の末にまとめ上げた自助努力による資本調達に加えて公的資金

導入を行ったことについて、「平時であれば 1兆 1,700億円の資本調達はかなり過剰

といえなくもないわけですが、何があるかわからない市場環境の中で、当行の経営基

盤を確固たるものにする決意を内外に示すためにはベストの選択であったと確信して

います」と述べた。その上で、これを機に守りから攻めに向かうことを宣言した。

また、金融再編に向けた基本スタンスに触れて、「最も、インパクトが大きく、徹

底して合理化すれば効果が大きいのは、同業の大手都市銀行など大手行との統合戦略

であります」という認識を示す一方で、統合準備などで経営スピードが失われるリス

クや、統合後のリストラに実現可能性という課題もあると指摘した。そして、「こう

図表 1─3─3 ②　さくら銀行の金融危機当時の自己資本増強

年　月 1998年 3月 1998年 12月 1999年 3月 1999年 3月

目　　　的
金融安定化法が
掲げた金融シス
テム安定化

民間からの資本調達
早期健全化法に
よる健全行の資
本増強

金　　　額 1,000億円 862億円 2,588億円 250億円 8,000億円
対　象　先 整理回収銀行 特定の投資家 少人数向け勧誘 整理回収銀行

形　　　態 永久劣後債 普通株式
（第三者割当）

海外子会社の非累積型永久優先証券
（円建て、普通株式への転換権なし） 転換型優先株式

BIS規制上の扱い Upper Tier 2 Tier 1 Tier 1 Tier 1
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した時代ですので、常に、アンテナを張って状況の変化に柔軟に対応していきますが、

戦略提携の基本は、当行の 21世紀に向けたビジョンを実現するために、『必要な経営

資源を素早く獲得する目的で、金融機関に限らず事業分野ごとに個別戦略提携を行っ

ていく』ことが基本であります。（中略）提携は実質優先です。『提携先と戦略の整合

性があること』、『当行の株主価値が高まること』が大前提であります」と述べた。

さくら銀行は、2回目の公的資金受け入れを機に、それまで打ち出してきた戦略を

一気に加速させ、それとともに株価も徐々に本格回復に向けて動き出した。そして、

住友銀行との合併への道を進むこととなる。
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 4 動き始めた大型金融再編

◉金融危機で塗り替えられた金融界の風景
高度成長期から安定成長期に移った後、見慣れた金融界の風景では、大手銀行とし

て都市銀行 13行、長期信用銀行 3行、信託銀行 7行があり、証券会社では大手 4社

（四大証券）が群を抜く存在感を示していた。バブル期の最終局面の 1990年（平成 2

年）4月に三井銀行と太陽神戸銀行が合併して太陽神戸三井銀行（後にさくら銀行）

となり、さらに 1991年 4月に協和銀行と埼玉銀行が合併して協和埼玉銀行（後にあ

さひ銀行）が誕生して都銀は 11行となったため、バブル崩壊後の初期における大手

行は 21行であった。

他の一部上位地方銀行なども海外に営業拠点を持っていたとはいえ、わが国の銀行

による国際的な業務展開ではこの 21行の存在が圧倒的であった。このため、破綻し

た場合に影響が海外に伝播するおそれや、わが国の金融システムに対する国際的な信

頼感が揺らぐ可能性を考えれば、政府は少なくとも大手 21行（主要 21行）の経営破

綻を放置することはないだろうという観測は根強く、いわば不倒神話のようなものが

あった。1996年 4月には三菱銀行と東京銀行が合併して東京三菱銀行が発足し、主

要 21行は、以後、主要 20行、大手 20行などといわれるようになった＊156。

1997年 11月以降、主要 20行と大手証券 4社という業界地図は否応なく塗り替え

られた。経営が行き詰まった北海道拓殖銀行、山一証券、日本長期信用銀行、日本債

券信用銀行が表舞台を降り＊157、主要行は 17行、大手証券会社は 3社となった。こ

れら 20の金融機関を軸に、金融不安を乗り切り、日本版ビッグバンを勝ち抜くため

の動きが活発化していった。

わが国の金融機関がバブル崩壊や経済・産業の構造変化によって複合的に生じた経

営環境の変化に苦闘している間に、欧米では巨大な金融グループが続々と誕生してお

り、座視していれば彼我の差は広がるばかりであるという問題もあった。とりわけ衝

撃を与えたのは、証券、生保、損保など多彩な金融機関を傘下に持つ米国の金融サー

＊156 主要 20行のうち日本信託銀行に関しては、1994年 11月に三菱銀行の子会社となっていたが、引き
続き上場会社として経営を続けていた。

＊157 北海道拓殖銀行と山一証券は最終的に清算されたが、日本長期信用銀行と日本債券信用銀行は一時
的に国有化された後、売却されて再び民間銀行として営業しているという違いがある。
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ビス持株会社トラベラーズ・グループと、世界有数の銀行であるシティバンクの持株

会社であるシティコープが、1998年 4月に第 3四半期をめどに合併すると発表した

ことであった。既に 1997年 12月には、スイス・ユニオン銀行とスイス銀行が合併合

意を発表し、欧州から世界規模の巨大銀行 UBSが誕生するという動きが出ていたが、

新生シティグループは UBSも凌駕する巨大金融グループとなる見込みであった。

これ以外にも、グローバルな業務展開を目指したものではないが、大型合併という

点では匹敵する規模の再編も起きた。米国の銀行持株会社ネーションズバンクとバン

カメリカが 1998年第 4四半期をめどに合併すると発表したのは、シティグループ設

立構想発表の 1週間後であった。その同じ日には、新バンカメリカと同じスーパー

リージョナルバンク（大型地域銀行）として、バンク・ワンとファースト・シカゴ

NBDも 1998年第 4四半期をめどに合併すると発表した。このように、当時、欧米の

金融機関の間では、再編ラッシュとでもいうべき動きが起き始めていた。

◉相次いだ再編・提携の動きと絞られていった選択肢
わが国でも、金融不安に対する守りを固めながら、日本版ビッグバンによって可能

となる業務範囲の拡大をいかして成長戦略を描く動きが始まった。1998年 5月には、

日本興業銀行と野村証券が、デリバティブなど金融新商品・新手法関連業務と資産運

用・管理業務で共同事業を行うことを発表した。両社は長期信用銀行と証券会社それ

ぞれの最大手として、長年、対抗関係にあったと受け止められていたので、分野を特

定した提携ではあったが、金融界に驚きを与えた。

6月には、日興証券がトラベラーズ・グループとわが国における投資銀行業務での

合弁や資本提携などについて基本合意に達したと発表した。トラベラーズ・グループ

は、シティコープとの合併で世界最大級の総合金融グループになることが予定されて

いたことから、この提携は、欧米の金融機関を中心に進んでいたグローバルな金融再

編劇が、日本の金融機関を巻き込む形となり、一大ニュースとなった。

7月には、住友銀行と大和証券がホールセール証券業務、デリバティブ業務および

アセットマネジメント業務の各分野において提携を行うことで基本合意した（117ペー

ジ以降参照）。この提携は、既存の関連部門や子会社の統合などを含む、かなり広範囲

で踏み込んだ内容であったため、日本版ビッグバンを勝ち抜くための思い切った決断

として強い関心を集めた。

一般的な背景として、証券会社が関係する提携の動きが先行したのは、バブル崩壊
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後、株式売買の低迷が長引き、中心的な収益源で

あった委託手数料を得にくくなっていたことに加え

て、日本版ビッグバンによって 1998年 4月から 1

銘柄の売買代金のうち 5,000万円を超える部分の手

数料が自由化され、1999年 10月には完全自由化を

控えていたという事情があった。

株式売買委託手数料以外の収益分野を一層強化す

ることが喫緊の経営課題であったが、デリバティブ

などを利用した金融取引手法の提案力や幅広い情報

収集力・販売力を背景に引受業務やM&Aなどへの

関与を強めたり、資産運用・管理業務を充実させた

りするために要する経営資源や時間などを考慮する

と、内外の有力金融機関と手を結ぶことには合理性があった。また、山一証券や三洋

証券の経営破綻を経て、大手や準大手の証券会社も市場から厳しい視線を投げかけら

れるようになった状況下では、財務基盤の強化も重要な課題であった。

一方、提携を行う大手銀行などにすれば、日本版ビッグバンによって広がる業務分

野への対応を自らの経営資源だけで行い、時間をかけて育てるよりも、関連分野で一

定の経験を持つ証券会社と提携することによって前倒しで成果を実現する道を追求で

きるだけでなく、経営資源を他の戦略分野に振り向けることができるという利点が

あった。

提携や統合を探る動きは、証券会社が絡む組み合わせだけにとどまらなかった。

1998年 9月には、東海銀行とあさひ銀行が、将来的には金融持株会社も視野に入れて、

地域別・業態別金融機関の連合による、新たな金融グループ（マルチリージョナルバ

ンク）創設を目指す提携を検討することで基本合意したと発表した＊158。10月には、

大和銀行が、近畿銀行との業務提携を含む関西におけるスーパーリージョナルバンク

構想などの経営戦略を発表した。

信託銀行が関係する提携や統合の動きも相次いだ。1998年 11月、第一勧業銀行、

富士銀行は、1999年 4月をめどに両行の業態別信託子会社を合併させることで基本

合意したこと、この新しい信託銀行が、1999年 10月をめどに安田信託銀行から財産

管理部門の営業譲渡を受けることについて、安田信託銀行を含む 3行が基本合意に達

 

＊158 ただし、後に枠組み変更が起き、東海銀行は三和銀行と合併することとなった。

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません
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したことを発表した。

1998年 12月に発足した金融再生委員会の下では早期健全化法に基づく資本増強の

検討が進められていったが、この頃には、信託銀行が絡む提携や統合の動きがさらに

続いた。1999年 1月には、中央信託銀行と三井信託銀行が、2000年 4月の合併に向

けて協議に入ることで基本合意に達したと発表した。両社の組み合わせは、従来の金

融グループの枠を超える合併構想として、注目された。その直後には、三和銀行と東

洋信託銀行が、確定拠出型年金分野における共同事業化や、三和銀行の業態別信託子

会社の東洋信託銀行への統合などについて、提携を行うことで合意したと発表した。

金融危機を経て、わが国も、既存の概念にとらわれていては予想もつかないような

提携や統合の動きが出てくる時代に入った。合意に至って表面化したもの以外にも、

可能性に関する机上の検討や、一歩進んだ水面下の接触などが数多く持たれていたと

しても不思議はない状況であった。

そのような中で 1999年 8月 20日の、第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行 3行

の全面的な統合による、新しい総合金融グループ結成合意の突然の発表は、金融界に

大きな衝撃を与えた。

その理由の第一は、国内では他を大きく引き離すことになる規模の巨大さである。

上位都銀 2行と長信銀最大手が統合すれば、単純に合算すると、当時、わが国最大で

あった東京三菱銀行の約 2倍の規模になると見込まれた。世界的には依然として再編

ラッシュが続いており、1999年 6月にはドイツ銀行が米国の銀行持株会社バンカー

ストラストの買収（1998年 11月発表）を終え、シティグループや UBSと並ぶ世界

最大級の金融機関となっていたが、これらの欧米巨大金融グループと比較しても、統

合後の 3行は、少なくとも総資産の大きさでは勝る見込みであった。

理由の第二は、3行以外の金融機関が新たな提携や統合の道を探ろうとしても、選

択肢が狭まることである。提携や統合によって何を目指すのかによって、必ずしも規

模の大きなもの同士の組み合わせである必要はないとはいえ、3行が先行した影響は

大きかった。目指す将来像や経営戦略の一致不一致、顧客基盤や営業地域の特性や相

性など、提携や統合を左右する条件などを考えれば、残った有力金融機関の数だけ可

能性の数があるとはいえなかった。

前述の通り主要行は 17行、うち都市銀行は 9行となっていたが、3行統合の発表
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図表 1─3─4 ①　金融再編の動き

1999年 4月  合弁事業開始

2001年 4月

1990年 4月 1992年 4月

2001年 10月

1999年 2月
シティグループと
合弁事業開始

1996年 4月

2001年 4月
三菱東京
フィナンシャル・グループ1994年 11月 子会社化

2001年 10月

2002年 1月

2002年 1月

2002年 10月
りそなホールディングス

2003年 3月
2001年 12月
大和銀ホールディングス
（大和のほか、近畿大阪、奈良）

1991年 4月 1992年 9月

2002年 8月

2000年 9月
みずほホールディングス 2003年 1月

みずほフィナンシャル
グループ

2002年 4月

2002年 4月

1999年 3月
子会社化

2002年 4月 2003年 3月

2000年 4月 2002年 2月  
三井トラスト・ホールディングス

1998年 11月　一部営業譲渡

2003年 3月
一部営業譲渡
2003年 3月
営業開始

（注）他に北洋銀行にも営業譲渡
1997年 11月
経営行き詰まり 2001年 10月

野村ホールディングス

1998年 10月
特別公的管理

2000年 6月

2001年 1月1998年 12月
特別公的管理

1997年 11月
経営行き詰まり 1999年 6月

自己破産

みずほ
信託

住友

三井

太陽
神戸

東京

拓銀

三和

東海

大和

協和

長銀

日債銀

大和
証券

日興
証券

日本
信託

三菱
信託

東洋
信託

安田
信託

住友
信託

三井
信託

中央
信託

野村
証券

山一
証券

あおぞら

三井
住友

日興コーディ
アル証券

三菱
信託

UFJ信託

UFJ

みずほ
コーポ
レート

みずほ

新生

中央
三井信託

2001年 4月  UFJホールディングス

さくら

東京
三菱

富士

協和
埼玉 あさひ

太陽神戸
三井

埼玉

第一
勧銀

三菱

興銀

埼玉
りそな

りそな

みずほ
アセット
信託

そ の 後 の 再 編 の 動 き1990年 1月の大手金融機関
都銀 13行 長信銀 3行 信託 7行 四大証券

1999年 4月  大和証券グループ本社

2002年 12月
三井住友フィナンシャルグループ

2001年 10月  日興コーディアルグループ

（注）記載を省略した再編・統合がある（業態別子会社との再編・統合など）。
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以前に、東海銀行とあさひ銀行が提携の合意を発表しており、大和銀行は関西での地

元密着化路線を明らかにしていた。さらに第一勧業銀行と富士銀行が日本興業銀行と

金融グループを形成することになったことから、残る 4行（住友銀行、さくら銀行、

東京三菱銀行、三和銀行）にとっては、経営環境の重要な要素である競争条件に無視

し得ない変化が生じることとなった。しかも、もし別の提携や統合の動きが続いて起

きるようであれば、競争条件がさらに大きく変わるだけでなく、対抗策を考えように

も選択肢が一層狭まる可能性も想定しておかねばならなかった。

◉地域金融機関の再編
1990年代には、地域金融機関でも金融再編が進んだ。ただし、地域最大の金融機

関である例が多い地方銀行の場合、持株会社を設立して地方銀行同士または第二地方

銀行とグループを形成したり、第二地方銀行と合併したりといった再編を行いながら

も、銀行数は 1990年度末から 2000年度末まで 64のまま変わらなかった。

他方、その他の地域金融機関は、特定の地域、地区という地理的な広がりが限られ

た営業範囲の中で、総じて経営体力で優る地方銀行と競合する立場にあり、もともと

の地理的な制約に加えて、1990年代のように当該地域の成長鈍化という要因が重な

ると、経営環境は厳しさを増した。また、中にはバブル期の貸出方針の誤りによって

資産内容が傷ついたところもあり、信用組合を中心に 1990年代前半から経営の行き

詰まりが数多く起きていた。1990年度末から 2000年度末までで、合併や清算・解散

によって、第二地方銀行＊159は 68から 57、信用金庫は 451から 372、信用組合は

408から 281へ減少した＊160。地域金融機関の再編は、同じ業態内での組み合わせが

大半であったが、第二地銀の中には、新たな発展の可能性を求めて、地方銀行だけで

なく大手銀行のグループに入るところもあった。

このような情勢の中で、さくら銀行はみなと銀行と、住友銀行は関西銀行と資本関

係を強化した＊161。

＊159 1990年度末は普通銀行転換未済の相互銀行を含む。
＊160 預金保険機構資料による預金保険対象金融機関数。
＊161 この他にも住友銀行は、1998年 10月 19日に西南信用組合の事業の全部を譲り受けた（正常債権お

よび預金等のみを譲り受け）。これは、東京都が発表した経営難に陥った 6信用組合の再編策の一環
であり、「信用秩序の維持と預金者保護」に協力したものである。また、さくら銀行も、大阪府が
1997年 5月 14日に発表した田辺信用組合の破綻処理に協力することとなり、1998年 4月 13日に正
常債権、預金等を譲り受けた。
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◉みなと銀行と関西銀行の子会社化
さくら銀行は、全方位的な経営戦略から脱却する方針を打ち出し、チャネル改革に

より次世代型チャネルへの移行を進めていったが、それと同時に非効率な小規模店舗

やエリア重複店などについては統廃合や営業譲渡などを実施した（96ページ以降参照）。

さらに、さくら銀行と歴史的に関係の深い兵庫県における店舗見直しも課題であった

が、リテール事業における兵庫県というマーケットの重要性を考えると、お客さまの

利便性を損なうことなく店舗配置などの抜本的な効率化を図ることが重要であった。

さくら銀行は、その解決策として、みなと銀行の連結子会社化を行うこととした。

みなと銀行は、1999年 4月にみどり銀行を救済合併した阪神銀行が行名を変更し

た銀行である。みどり銀行は、1995年 8月に破綻した兵庫銀行から営業譲渡を受け

て 1996年 1月に営業を開始したが、当時は破綻処理において受皿銀行の負担を軽減

する仕組みが整っておらず、兵庫銀行の不良債権を引き継がざるを得なかったため、

当初から経営状況は厳しく、1998年 3月期決算では 2,000億円を超える債務超過に

陥った。阪神銀行は、地元に本店を置く銀行として、みどり銀行の救済に乗り出し、

受皿銀行となった。この頃には破綻処理の枠組み整備が進んでおり、合併に当たって

預金保険機構から特別資金援助を受け、不良債権を処理したため、みなと銀行の財務

内容は比較的良好であった。しかし、将来を展望すると、一層充実した店舗ネット

ワークの構築と営業基盤の拡充、みどり銀行時代から課題となっていた資本基盤の強

化、それらに伴う人材の手当てが不可欠となっていた。

さくら銀行によるみなと銀行のグループ化は、このような両行の課題を解決するだ

けでなく、阪神・淡路大震災からの早期復興と地域経済発展のために強固で安定した

地域金融機関を必要としていた地元のニーズに応えることにもつながり、グループ全

体として役割分担をしながら、兵庫県内での営業基盤を維持・拡大していくことが可

能となる施策だった。

さくら銀行は、2000年 6月 13日から 7月 24日にかけてみなと銀行に対し株式の

公開買い付け（TOB）を実施し、既保有分と合わせて同行株式の 41.13％を取得、み

なと銀行を連結子会社化した。併せて、2000年 11月と 2001年 1月の 2回に分けて

兵庫県内の 20店舗をみなと銀行に営業譲渡したほか、ATMの相互開放や人材派遣な

どの営業協力を実施した。
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一方、住友銀行は、長年近い関係にあった関西銀行から要請された同行の増資

（1999年 1月実施）の引き受けに応じることを決めた。

住友銀行と関西銀行の関係は、第 2次世界大戦中に始まった。住友銀行は、当時の

政府の方針に沿って、近畿無尽＊162、兵庫無尽＊163、関西銀行の前身であった山城無

尽の 3無尽会社と資本的、人的関係を深めた。中でも山城無尽とは、戦後、同社が相

互銀行に転換し関西相互銀行となり、さらに普通銀行に転換して関西銀行となっても、

経営全般にわたって協力し、歴代社長や人材を派遣する関係にあった。1978年（昭

和 53年）に持ち上がった住友銀行、関西相互銀行の合併構想は、関西相互銀行の従

業員組合などによる反対に遭い実現しなかったが、その後も住友銀行出身者が社長を

務めた。

関西銀行は、不良債権処理の影響で 1998年 9月中間期の当期利益が赤字となり、

年間でも 1998年 3月期に続いて 1999年 3月期も赤字が見込まれる状況となった。

BIS規制の国内基準適用行については、1998年 4月から早期是正措置制度の弾力的

運用が行われていたが（154ページ参照）、猶予期間は 1999年 3月末までであった。こ

のため関西銀行は、自己資本比率の引き上げと、住友銀行との関係の明確化を同時に

達成できる第三者割当増資を行って、地域金融機関として将来の展望を開こうと計画

した。

住友銀行の関西銀行への出資比率は、増資引受前は 4.99％であったが、銀行傘下の

グループ会社を含めて第三者割当増資を引き受けることによって住友銀行 49.98％、

他に子会社および関連会社で 23.15％となり、関西銀行との関係はより明確となった。

関西銀行は 1999年 1月に首脳交代を行い、新しい社長には、引き続き住友銀行出身

者（直前まで同行常務取締役）が就任した。

関西銀行は、その後、2004年 2月に関西さわやか銀行を合併して関西アーバン銀

行となり、2010年 3月にはびわこ銀行と合併して、現在の関西アーバン銀行に至っ

ている。

＊162 近畿相互銀行、近畿銀行を経て、近畿大阪銀行。
＊163 兵庫相互銀行、兵庫銀行、さらに兵庫銀行から営業を譲り受けたみどり銀行を経て、みなと銀行。
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 5 住友銀行とさくら銀行の統合の決断

◉統合合意に向けた動き
住友銀行もさくら銀行も、制度面の手当てが進みつつあった日本版ビッグバンや、

米国で先行していた IT革命など、新しい時代の流れを捉えて独自の戦略を打ち出し、

まずは自らを強化して次の展開に臨む方針をとっていた。

住友銀行は、1998年（平成 10年）12月から解禁となった投資信託の窓口販売を契

機に個人業務を収益部門として独り立ちさせるため、1999年 4月には法人業務と個

人業務を分離した新しい営業体制に移行した。また、大和証券との提携合意を受けて、

ホールセール証券業務における合弁事業として 1999年 4月に大和 SBCMを立ち上げ、

成長の糧となる経営資源を効率的に配分するために、協業を図る分野と自力で強化す

る分野を峻別する方針を実践していた。

また、さくら銀行は、リテール事業を収益の柱に育てるために、チャネル整備や新

商品投入によって住宅ローンの取り組みを強化したり、投資信託の品ぞろえや窓口販

売取扱店舗を充実したりするなどの布石を打ち、潜在力として有していた個人取引基

盤の厚みをいかす段階に入りつつあった。また、コンビニバンキングの＠ BΛNK展

開、インターネット専業銀行創設計画発表など、ITを活用した金融事業を有力企業

と手を組んで行う構想を相次いで打ち出していた。

他方で岡田は、このような施策によって収益力の強化とブランドの向上を図る一方

で、銀行同士の提携や統合に関して、第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行による

3行統合の動きが明らかになる以前から、可能性を探るべき経営戦略と位置付けてい

た（185ページ参照）。

西川も、3行統合の合意発表を前に他の主要行に何か動きがある気配を察知して、

独自路線の貫徹か、または提携や統合の選択か、経営会議役員で至急検討する必要が

あると考え、そのための資料作成の準備を指示した。

3行が統合構想を正式に発表したのは 1999年 8月 20日であったが、その動きは 19

日に大手経済紙の夕刊で報じられた。たまたまその日の夜、前から設定していた夕食

懇親会の席で、住友銀行常務取締役企画部長の奥正之と、さくら銀行執行役員総合企

画部長の北山禎介の話題は、3行統合の件に集中し、それぞれの銀行の将来について
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踏み込んだ話をした。その日の話は、当然、時をおくことなく、それぞれ西川と岡田

に報告されることとなった。

西川と岡田は、偶然 8月 23日に、東京臨海副都心の商業施設のプレオープンで顔

を合わせた。2人は、直前の 3行統合の話題などを語り合ううちに、どちらからとも

なく、改めて会う機会を設けることとなり、翌 24日の日程が合ったため、早速会合

を行うこととなった。

金融危機時の動揺は収まっていたとはいえ、当時の金融機関を取り巻く経営環境は

まだ予断が許されない状況であり、また、提携や統合の組み合わせによって将来の銀

行間の優劣関係が大きく変わる可能性を秘めていた。そのような現状認識を共有しつ

つ、2人は、両行の課題や目指す将来像など、広範囲な話題を率直に話し合った。2

人は、頭取になる以前から、両行の経営企画部門の部長として、あるいは企画担当の

役員として、バブル崩壊以降の金融激動の時代において銀行界に持ち上がる諸問題の

対応や調整に当たってきたので、公式、非公式の場で顔を合わせたり意見交換を行っ

たりすることが少なからずあった。そのような機会を通じて互いに対する信頼感が

あったことも、この日の会合で虚心坦懐に話し合いが進められる素地となった。

住友銀行では、西川が 8月上旬に指示した資料をもとに、8月 30日、経営会議役

員の間で、他の金融機関との提携や統合を議題としてフリーディスカッションを行っ

た。特定の相手を決める議論ではなかったが、住友銀行がとるべき経営戦略として、

独自路線を貫くのではなく、提携や統合の可能性を追求する必要があるのではないか

という西川の問題提起には、大多数が賛同した。

西川と岡田が 2回目の会合を行ったのは、9月 8日であった。ここでは、1回目よ

り踏み込んで、将来の統合を前提とした全面提携を念頭に、両行が統合前に進めてお

くべき課題について、話し合いが行われた。両行は、早期健全化法に基づく資本増強

を受けるに当たり、2003年 3月期までの収益計画などを示した経営健全化計画を作

成していたが、これを前倒しで実現することや、不良債権処理の完了や取引先などと

の持ち合い株式見直しを急ぐことなどの必要性について、認識が一致した。その上で、

これらの検討課題を含め、両行の提携について、より具体的に詰めていくこととなっ

た。

西川と岡田の指示を受け、頭取同士の会合の 2日後（9月 10日）、早速、両行の企
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画部門による打ち合わせが始まった。この日を含め、その後進められた一連の打ち合

わせで直接交渉に当たったのは、奥と北山であった。

将来の統合を前提とした全面提携の目的や内容、統合に向けた道筋などを基本合意

書に落とし込んでいく作業は、1999年 10月上旬、企画部門の協議開始からおおよそ

1カ月で大筋完了した。金融機関の提携や統合の動きが相次ぐ中で、合従連衡の方針

を明らかにしていない有力金融機関の動向にマスコミや市場の関心が集中する状況で

あったため、交渉に時間をかけるほど増す情報管理上のリスクを考え、都内の施設を

転々としつつ、短期間で集中的に擦り合わせを進めた結果であった。とはいえ、事前

に努力目標としていた最短期間といってよい協議進捗となったのは、両行トップと企

画部門が描いた将来像や、あらかじめ解決しておくべき課題への対処方法などに決定

的な相違がなかったことが早期の合意形成を後押ししたためであった。

企画部門の協議進捗を受けて、対外的な発表も予定より早めることになり、10月

中旬に最終合意を行い、その後、日をおかずに公表するという案が検討された。しか

し、この公表案を実施に移す前に、10月 14日に日付が変わった深夜、住友銀行とさ

くら銀行に統合の動きがあることを伝える観測記事が時事通信から配信されたことを

きっかけに、報道の動きが相次いだ。このため、両行は、急遽、14日に公表を行う

ことを決め、関係先への連絡、西川と岡田の会合、両行臨時取締役会での決議、両者

による「全面提携及び統合に関する基本合意書」の調印を経て、夜 7時から都内のホ

テルで共同記者会見を開いた。

基本合意の趣旨は、両行の持つ強固な顧客基盤と高度な金融ソリューション力を統

合するにとどまらず、それぞれの強みをさらにいかすことで、より付加価値の高い商

品・サービスをお客さまに提供し、これによって株主の期待に応えるため、将来の統

合を前提とした全面提携を実施するということであった。「将来の統合に向けて実施

する全面提携の具体的内容」としては、資本提携の実施＊164、商品・サービス提供力

の向上、インフラの統合・効率化を列挙した上で、各種業務戦略・新規業務取り組み

の共同検討なども進めるとした。

基本合意の根幹である将来の統合については、2002年 4月までに、「合併を基本と

＊164 後に、統合の前倒しなどにより見直された。
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して、対等の精神で完全統合する予

定」として、持株会社方式ではなく

合併による統合を色濃くにじませた。

西川と岡田は、持株会社方式より合

併の方が統合効果を最大限に発揮で

きるという認識で、早い段階から一

致していた。ただし、税制上の課題

などの他、合併比率の具体的な詰め

が必要であり、1999年 10月 14日

の全面提携と統合の発表の時点では、

「両行の株価を基本とし、市場にお

いて一般的に受け入れられている調

整方法も考慮に入れて、統合方式決

定時に最終的に決定する予定」とし

た。

また、統合に至るまでの具体的課

題として、両行が、それぞれの責任

において、経営健全化計画で掲げた

リストラについて、当初計画より 1年前倒しの 2002年 3月までの完了を目指すこと、

それまでに不良債権問題の完全決着も図ること、政策投資株式について、持合解消を

中心として、極力残高の圧縮に努めることを明示したのも重要な点であった。統合前

に、両行がそれぞれの問題に自己責任で対応した上で新しい銀行を発足させるという

決意を表したものであり、この点についても、認識は共通していた。さらに、両行の

統合後、重複店舗の統廃合、本店機能のスリム化などにより、経営健全化計画を上回

るリストラを実施する方針も明らかにした。

統合の基本理念は、「より付加価値の高い商品・サービスをお客様に提供する金融

事業を新たに共同で立ち上げること」であり、この基本理念に沿って、両行それぞれ

の強みをいかす形で、業務のあらゆる面でベストプラクティスを実践し、また、競争

力のある分野に経営資源の積極的な再配置を行うことによって、新銀行を構築するこ

とをうたった。

このブロックは著作権上の
理由で表示できません



第 3章　金融危機発生と金融再編の波　　199 

西川は、このような統合の基本理念や、新しい銀行の創造に当たって持つべき心構

えについて、10月 15日に開催した住友銀行の全国臨時部店長会議で次のように述べ

た。

第一に、さくら（銀行）との全面提携・統合は何のために行うのかということ

であります。ここの所をしっかり頭の中に入れて実践していただきたいというこ

とであります。それは、「より付加価値の高い商品・サービスをお客さまに提供

すること」にあるということであります。要するに、お客さまのためであります。
（中略）

第二に、当行とさくら銀行は、そういう理念の下に、新しい金融事業を共同で

立ち上げていく“イコールパートナー”であるということであります。（中略）

これから統合までの 2年半は、新銀行の 21世紀における命運を決定づける 2

年半であると申して過言でないと思います。さくら銀行と共同で新しい銀行を

創っていくという一方で、新銀行の財務基盤の強化を図る重要な 2年半でありま

す。

かつて住友本社の総理事であった伊庭貞剛は、「真に社会のためになる事業で

あって、しかもそれが住友の資本だけでは成し遂げられないような大事業である

場合には、住友は小さな自尊心に囚われず、日本中の大資本家と合同して敢然こ

れをやりとげるという気迫をたくわえていかなければならない」と語っておりま

す。

また、私が頭取に就任しました 2年あまり前でありますが、（中略）そのときに

申したことでありますが、「偉大なことを成し遂げるためには、行動するだけで

はなくて、夢を描かなければならず、計画するだけではなく、信じなければなら

ない」というある先人の言葉を皆さんに紹介致しました。

これから行うこの偉大な事業を成功させていくために何より重要なことは、

「この大きな事業の意義を深く理解して、それを信じ、成功を信じて、一企業と

いう小さな自尊心に囚われず、気迫を持って、これを実行すること」であるとい

うふうに私は思います。

私は、そういう気持ちで、さくら銀行と共同で、本当にお客さまのためになる

新時代の複合金融事業を作り上げていきたいと思っております。
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また岡田も、同じく 15日に開催したさくら銀行の臨時支店長会議で次のように述

べた。

わずか一週間前ですが、前回の支店長会議の最後に、私は、「必ず 21世紀に日

本を代表する金融機関になる」と申し上げました。

今回の統合は、住友銀行という非常に強力なパートナーを得て、このことを共

に実現していくという一つの答えであります。（中略）

今回の合併に、対立という概念が持ち込まれては、決してなりません。住友銀

行の西川頭取とは、お互いの企画力や実行力を持ち寄って、新しい、すばらしい

銀行を作るんだという、この一点で物事を考えていくという極めて強い合意をし

ているところであります。（中略）

改めて申し上げるまでもなく、今回の再編は、決して再編のための再編ではな

い、ということをよく銘記していただきたいと思います。我々の統合の目標は明

確であります。それは本当の意味で我が国の金融が、21世紀を迎えるときに、

お客さまを支え、そのお役に立ち、グローバル水準でのトップクラスの金融サー

ビスを提供できるようになるのだ、という極めて強固な意志からスタートしてい

るものであります。この目標を達成するためには、どうしても統合が必要でござ

いました。

住友銀行とさくら銀行は、1999年 10月 29日、全面提携および統合準備の推進に

当たり重要事項の協議および最終の意思決定などを行うために、両行の頭取を共同委

員長とする統合戦略委員会を設置した。また、同委員会に係る事項等を総括する役員

として両行に置かれた事務局長には、それ

ぞれ奥と北山が就任した。統合戦略委員会

の下には、検討分野に応じて、企画、人事、

信用リスク管理、市場営業・リスク管理、

総務・コンプライアンス、管財、事務・シ

ステム、チャネル、個人業務、法人業務、

大企業、国際業務、キャピタルマーケット、

関連事業の 14部会を設けた。29日には、

早速、第 1回の統合戦略委員会を開催し、 統合戦略委員会（1999 年 10 月 29 日）の様子
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その後、部会長ミーティングを開いた。

全面提携および統合準備の協議や調整においても、統合の基本理念であるベストプ

ラクティスの徹底を不可欠な原則として掲げ、「足して 2で割る」など、その場しの

ぎの対応を退けることとした。また、この合理性の尊重と並んでスピードの重視も新

銀行像を表すキーワードであったことを反映して、統合の協議を進めるに当たっても

スピードを原則として挙げた。さらに、相互の信頼関係は、理想の新銀行像をつくり

上げていく上で欠かせない前提であるという観点から、三つ目の原則として掲げたの

が信頼であった。両行は、お互いの信頼をベースに、ベストプラクティスを貫き、ス

ピードを上げて、2年半の統合作業を進めていくこととした。

◉合併の 1年前倒し
両行が統合の予定を当初 2002年 4月までとしたのは、それまでに両行がリストラ

等、それぞれの問題に対処する期間を見込んだことと、システム統合などのインフラ

整備が完了してから統合することを想定したためであった。勘定系システムについて

は、変更になると業務や事務など多方面に影響が及ぶため、実務レベルの協議での合

意は容易でなかった。そのような状況の中で、岡田が、三井銀行と太陽神戸銀行が合

併した際のシステム統合の経験に照らし、勘定系システムは稼働時期の新しい方がよ

い、従って住友銀行に片寄せするのが合理的であり、ベストプラクティスであると断

を下したため、比較的早期に、住友銀行のシステムを採用することで決着した。

しかし、統合交渉を行う部会の中には、実務的な調整に思いのほか時間を要するも

のもあった。このため西川と岡田は、統合までの 2年半もの長い間、実務レベルの集

中力や緊張感を維持できるのかという疑問を持つようになった。また、統合準備に時

間をかけ過ぎれば、内外の投資家や格付機関などに、統合の実現性に疑念を持たれる

おそれもあった。

インフラ整備や両行それぞれの課題への対応は、合併までに最大限進めることは当

然として、仮にシステム統合など、一部に前倒しが間に合わない分野が生じても、合

併後に着実に実施することは可能であった。西川と岡田はこうした認識で一致し、

2000年 2月下旬、合併の 1年前倒しを決めた。

以後、両行は必要事項の調整や準備を進め、取締役会での決議、「合併に関する基

本合意書」の締結を経て、2000年 4月 21日、合併の合意を発表した。
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住友銀行とさくら銀行は、「株主の承認と関係当局の認可を前提として、期日を 1

年早めて平成 13年 4月 1日に対等の精神で合併することで合意」した理由として、

「グローバルな競争に勝ち抜き、本邦金融界におけるトップランナーの座をいち早く

確保していくためには、当初の計画対比 1年前倒しで法的にも一つの銀行となり、新

体制の下で統合の実を速やかに具現化していくことが必要と判断した」ことを挙げた。

また、「合併の基本事項」として、合併期日を 2001年 4月 1日とすることの他、合

併の法手続き上、住友銀行を存続会社とすること、商号を株式会社三井住友銀行、英

文名称を Sumitomo Mitsui Banking Corporationとすること、新銀行の会長に岡田、

頭取に西川が就任すること、さくら銀行の普通株式 1株に対して住友銀行の普通株式

0.6株を割当交付すること、登記上の本店を東京都千代田区有楽町一丁目 1番 2号

（さくら銀行東京営業部所在地）に置くことなどを明らかにした。

住友銀行にとって大阪は発祥の地であり、合併を機に登記上の本店を大阪から東京

に移すことで、さまざまな反響が生じる可能性についても考慮したが、合併後の業務

基盤では東京の重みが一段と増すことや、住友銀行においても実態的な本店機能は既

に東京が中心になっていたことから、西川は、旧行の歴史的経緯よりも新銀行にとっ

ての経済合理性を重視する決断をした。ただし、比較上、東京が群を抜くようになる

とはいえ、大阪には長年築き上げた営業地盤があり、歴史的関係も深いことから、合

併後は住友銀行の本店を新銀行の大阪本店として一定の本店機能を残すなど、重要性

を考慮した体制をとる方向となった。

一方、さくら銀行は、新銀行の名称に“さくら”を含めないことについて、苦慮の

末、合意することとした。さくら銀行という行名には、前の合併直後に使用していた

太陽神戸三井銀行という、“太陽”と“神戸”、“太陽神戸”と“三井”という 2回の

合併をそのまま表しているような長い名称に区切りを付けるために、行内の幅広い声

を汲み上げながら採用したという経緯があった（33ページ参照）。そして何よりも、金

融危機の中で、さくら銀行の名の下に、「市場の暴力的ともいえる圧力に対し全員で

力を合わせ立ち向かい、それを克服してきた重み」があることは、合併前倒し発表後

の 2000年 4月 27日に開催した臨時支店長会議で会長の高﨑が述べた通りであった。

それだけに、新銀行の名称に“三井”の採用を強く望む西川の思いを伝えられてい

た岡田は、行内の合意形成に腐心することとなった。しかし、“住友”という名前が

持つ伝統の重みやブランド価値との釣り合いや、新銀行が目指す海外業務の再構築と

拡大に資するような国際的に通用する新たな行名という観点から考えれば、ベストプ
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ラクティスは“さくら”ではなく“三井”の採用であった。行名の決定においても、

過去の経緯ではなく、新銀行にとって何が大事か、を重視することとなった。

両行は、2000年 4月 21日の発表で、以上のような「合併の基本事項」の他に、「新

銀行グループの経営の大枠」として経営理念・行動規範の取りまとめ方針、経営戦略、

財務目標、業務分野別目標、経営体制などを明らかにした。

経営理念・行動規範は、発表時点では予定の部分を含んでいたが、大枠は固まって

おり、このうち新銀行の普遍的な考え方を示す経営理念は、主要なステークホルダー

であるお客さま、株主、社員と共に発展していくことを目指す内容とする方針であっ

た（219ページ、図表 2─1─1 ②参照）。また、行動規範は、基本的価値観である経営

理念を具体化していくために、お客さま、株主、社員との関係において新銀行の経営

陣や社員に求められる行動指針を示す内容とする予定であった。

一方、経営戦略では、2004年度までの 5年間に三井住友銀行が実現を目指す将来

像として 5本の「経営戦略の柱」を掲げ、2004年度の財務目標、業務分野別計数目

標も具体的に示した。

財務目標の主なものは、2004年度の連結業務純益＊165 1兆 1,500億円（1999年度見

込 7,500億円）、連結 ROE 10％以上、Tier 1比率 7％以上、自己資本比率 11％以上、

公的資金 1兆 5,010億円（含む劣後債）の半減などで、不良債権については合併前の

集中処理によって合併後は処理額を年間 2,000億円以下とするというものであった。

また、以上のような経営目標の達成を担保する経営体制として、業務執行機能と監

図表 1─3─5 ①　三井住友銀行の「経営戦略の柱」

・顧客セグメントの明確化、収益性の高い商品・サービスの拡販、ローコスト
オペレーションの確立を通じた個人業務収益の拡大 

・アセット効率の高いビジネスモデルの確立による内外企業取引の推進 

・地域別戦略を明確にした上での海外業務の再構築と拡大 

・マーケティング力強化、中堅・中小企業顧客のネットワーク化等へ向けた戦
略的な IT投資の実施 

・ネットビジネス等におけるリーダーシップの発揮

＊165 連結業務純益＝単体業務純益＋子会社経常利益＋関連会社経常利益×持ち分－内部取引（配当等）
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督機能の分化と強化によるコーポレートガバナンス、組織設計と経営陣選出の考え方、

リスク資本コスト勘案後収益に基づく経営管理、統合的なリスク管理、実力主義と成

果主義に基づく人事制度の整備を挙げた。

◉2001年 4月の合併に向けた動き
各部門は、統合戦略委員会やその下の各部会における検討や、2000年 4月 21日の

発表資料で示された「新銀行グループの経営の大枠」を踏まえて、1年前倒しになっ

た合併に向け、準備を急いだ。

（1）個人業務

「経営戦略の柱」では、個人業務に関して「顧客セグメントの明確化、収益性の高

い商品・サービスの拡販、ローコストオペレーションの確立を通じた個人業務収益の

拡大」を挙げ、具体的には、

①投資信託をはじめとする運用商品の販売力強化

②住宅ローンのオリジネーション業務の継続的な増強と証券化の推進

③従来型店舗ネットワークの合理化、IT活用による窓口事務の効率化等による徹

底したローコストオペレーションの確立

④コンビニ等とのアライアンスを通じた稠密なサービスネットワークのローコスト

展開

⑤グループ会社（クレジットカード会社、ローン会社、信販会社、ネットバンク

等）の収益拡大

などに注力するとした。

この当時、個人部門の収益力は他部門に比べて低く、収益力の強化と経費の削減は

喫緊の課題であった。合併直前の 2000年度の収益状況をみると、個人部門は、両行

合算で、粗利益 3,275億円、経費 2,854億円、業務純益は 421億円と、全体の粗利益

1兆 5,032億円、経費 7,001億円、業務純益 8,031億円に対して、経費に占める割合は

高く、収益に占める割合は低かった。個人取引は、法人取引に比べて 1取引当たりの

規模が小さく割高になってしまうという側面があるため、ある程度はやむを得ない部

分もあるが、個人部門が独立した部門となったのが両行とも 1990年代後半のことで

あり、部門自体が発展途上であったことも否めない。

個人業務部会は、新銀行における個人部門の基本方針の検討を進め、「顧客ニーズ
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にマッチした、他行・他社を圧倒的に凌駕する金融サービスを提供し続けることで、

『個人に関する金融サービスなら新銀行グループ』という最も信頼されるリーディン

グブランドを確立すること」とした。

（2）内外企業取引

「新銀行グループの経営の大枠」が掲げた経営戦略のうち、次に登場するのが「ア

セット効率の高いビジネスモデルの確立による内外企業取引の推進」であり、具体的

には、

①お客さまのニーズに適った質の高いソリューションの提供による収益性の高いア

セットの積み上げ

②伝統的な融資業務にかわる、ローン・シンジケーション、ローン・セキュリタイ

ゼーション、ノンリコースローン、ストラクチャードファイナンス、プロジェク

トファイナンス等の新たな「市場型間接金融ビジネス」の内外における推進

③資金効率化ニーズを捉えた決済関連サービス、キャッシュ・マネジメント・サー

ビスの提供等による手数料収益の増強・決済性資金の捕捉

④お客さまとの確固たるリレーションシップを梃子にしたM&A、MBOファイナ

ンス、プライベートエクイティー、資産流動化・証券化等の投資銀行業務の展開

などに注力するとした。

例示した業務等の内容から明らかなように、この成功の鍵を握るのは、お客さまの

ニーズを的確に捉えてソリューションなどの提案を行うマーケティング部門＊166と、

ソリューションなどの提案に不可欠なプロダクツを開発、提供する投資銀行部門が、

それぞれ経営戦略に沿った体制整備と業務運営を行うこと、および両者が部門ごとの

最適ではなく新銀行として最適なビジネスモデルを目指して協働することである。

法人業務、大企業、キャピタルマーケット等の部会で検討を進めた結果、企業取引

に関しては、大企業を担当する企業金融部門と、中堅・中小企業を担当する法人部門

を設けることとなった。また、投資銀行部門が提供するプロダクツの収益は、マーケ

ティング部門とのダブルカウントを原則として、投資銀行部門とマーケティング部門

の協働を促進する仕組みとした。

＊166 マーケティング部門とは個人部門、法人部門、企業金融部門、国際部門であるが、ここでは、内外
企業取引の経営戦略の記述であるため、個人部門以外のマーケティング部門を指している。
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（3）国際業務

「経営戦略の柱」では、国際業務に関して「地域別戦略を明確にした上での海外業

務の再構築と拡大」という方針を示し、具体的には、

①欧米金融機関に対し地理的な優位性のあるアジアにおける、両行の持つ顧客基

盤・拠点ネットワークの統合・戦略的強化を通じた業務拡大

②内外大企業に対する、従来の商業銀行の枠にとらわれない先進的サービスの提供

③欧米の一流銀行に対しても競争力を発揮できる新たな業務の開発と展開

④海外金融機関との戦略的アライアンス

⑤海外の重複拠点の統合等により捻出される経営資源の戦略的再配置

などに注力するとした。

国際業務戦略については、国際業務部会において、海外拠点戦略、キャッシュ・マ

ネジメント・サービス（CMS）共同開発、海外システム統合、外国銀行等との提携

戦略などの検討を行った。

1990年代後半以降、両行を含む邦銀は、海外の拠点網と資産の大幅な縮小を余儀

なくされていた。新銀行の発足を機会に国際業務の縮小の流れを変えようとの両行の

意気込みが、「新銀行グループの経営の大枠」の中に強く表れていた。同様の意気込

みは、2000年 12月に両行が当局に提出して公表した経営健全化計画において、国際

業務に関し、「『三井住友』が真のグローバルブランドとしての地位を確立することを

目指してまいります」と表明している点にも表れている。

（4）市場業務

市場業務については、統合戦略委員会の下の市場営業・リスク管理部会で検討を

行った。当時、企業向け貸出が力強さを欠く中で、市場業務による収益貢献は大きく、

新銀行においても市場業務には引き続き銀行の収益を支える役割が期待されていた。

「新銀行グループの経営の大枠」の中の業務分野別目標の計数に、市場業務への期待

の高さをみることができる。5年後（2005年 3月期）の収益目標は新銀行全体（連

結）で 1兆 1,500億円、このうち市場業務の業務純益は 1,700億円で、全体の約 15％

に相当する。当時、両行の市場業務の業務純益は、直近の期末（2000年 3月期）で、

両行全体（連結）の約 39％を占める見込みであった。15％という数字は直近の実績

見込みよりも低いものの、超低位で推移していた金利の上昇リスク（債券相場などの

下落リスク）に直面する可能性がある市場環境を勘案すれば、達成にはさまざまな努
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力を要する目標であった。

（5）リスク管理制度

「新銀行グループ経営の大枠」では、経営目標の達成を担保する経営体制の一つと

してリスク管理制度を挙げ、具体的には、

①各種リスク（信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク

等）を統合的に管理していく態勢を構築する

②特に、信用リスク管理にあたっては、合併により大幅に拡充される企業情報を、

ITを活用して最大限に有効利用することにより貸し倒れ予測の精度を高め、与

信ポートフォリオの最適化並びに信用リスク調整後の収益の極大化を図る

とした。

リスク管理に関しては、信用リスク管理部会および市場営業・リスク管理部会で進

めるとともに、企画部会において統合リスク管理体系の検討を行った。

当時の国際的潮流をみると、バーゼル銀行監督委員会において、銀行のリスク管理

の高度化に向けた種々の検討が進められていた。その検討の一環として示された指針

である「信用リスク管理の諸原則」＊167は、①銀行の信用リスクの測定プロセスの有

効性を左右する経営情報システムの重要性、②信用リスク全体の管理における、与信

ポートフォリオ全般の構成および質をモニタリングするための適切なシステムの必要

性を指摘している。

合併後の新銀行像の一つは国際的にもトップクラスの銀行であった。両行は、リス

ク管理の面でも国際金融市場で一流のプレーヤーたり得る実力を有することを目指し、

新銀行のリスク管理の中核に、ITを活用した企業情報の利用、および与信ポートフォ

リオの最適化を据えた。

（6）事務・システムの統合

合併に向けて、経営戦略に沿って各業務の体制や方針を固めることや、経営戦略を

担保する体制を整えることと並んで重要な課題は、事務・システムの統合であった。

＊167 1999年 7月に市中協議案公表、2000年 9月に最終版公表。
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事務は銀行業務の原点であり、正確かつ迅速で、高いコンプライアンス意識に基づ

いた質の高い事務が、銀行に対する安心、ひいては信用や信頼を構築してきた。その

高い信用や信頼があって初めて、円滑な業務の推進が可能となる。お客さまに、より

一層価値あるサービスを提供し、お客さまと共に発展するという新銀行の経営理念も、

信頼できるインフラの存在が大前提であることはいうまでもない。

住友銀行とさくら銀行の合併時期は、1999年 10月に発表した全面提携と統合の合

意の段階では 2002年 4月までとしており、システム統合作業についてもそれまでに

終えるとしていた。システム統合に向けた作業は時間との勝負となるため、事務・シ

ステム部会は、基本合意発表直後から精力的に打ち合わせを重ねた。1999年 12月に

両行名でリリースした「『将来の統合を前提とした全面提携』の当面の具体策につい

て」では、新銀行の勘定系システムの統合は、相対的にインフラが新しい住友銀行の

システムをベースに、統合システムの共同開発を行うこととした旨を公表しており、

統合に向けた開発に早期に取り掛かり得る体制を整えた。

その後 2000年 4月に、合併時期を 1年早めることとしたが、勘定系システムの統

合については前倒しが不可能であった。そこでやむなく、合併後も当面は両行のシス

テムを併存させることとし、その間は中継システムで接続することで、両行の店舗を

またぐ場合でも基本的な取引を行えるようにして、極力お客さまに迷惑をお掛けしな

いような方法をとることになった。

具体的なスケジュールとしては、合併までに中継システムを開発し、合併後 1年で

統合システムを開発、2002年 4月から 4カ月間かけて順次統合作業を行い、7月まで

に国内勘定系システムの統合を終えることとした。

システム統合までは商品・サービスも統合できないため、それに付随する事務手続

きも併存することとなったが、その間にできるだけ商品・サービスの削減・共通化を

実施し、支障なく事務・システムの統合を行えるようにした。

（7）シンボルマークとコーポレートカラー

2000年 11月 16日には、デザイン各社の提案の中から絞り込んだ、新銀行のシン

ボルマーク、コーポレートカラーなどを発表した。

シンボルマークは、右肩上がりの上昇カーブを描き、新銀行が常に価値あるサービ

スを提供していくことにより、お客さま、株主、そして社会と共に発展する願いを込

めている。三つのブロックはリズム感を強調し、ある時は安定的に、またある時は飛
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躍的に、共に成長、発展していく姿を表している。また、このような願いを込めて、

シンボルマークの呼称をライジングマークとした。

コーポレートカラーは、フレッシュグリーン（若草色）とトラッドグリーン（深緑

色）の 2色である。フレッシュグリーンは、若々しさ、知性、やさしさを表し、ライ

ジングマークに使用、トラッドグリーンは、伝統、信頼、安定感を表し、ライジング

マークの背景色や行名表示などに使用することを明らかにした。
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 6 新銀行発足を前に強い逆風に転じた経営環境

◉米国の「IT 景気」終了と短命だったわが国の景気回復
住友銀行とさくら銀行の合併を前にして、両行を取り巻く経営環境は厳しさを増し

た。両行が「将来の統合を前提とした全面提携の実施」を発表した 1999年（平成 11

年）10月の時点では、わが国の景気は上向きであった（図表 1─3─6 ①）。財政ショッ

クでつまずき、アジア通貨危機やわが国の金融危機の影響でさらに悪化した景気は、

1998年に大型の経済対策が 2度打ち出されたことによる当面の需要押し上げ効果＊168

と、アジア経済の最悪期脱出や米国経済の堅調持続による輸出の持ち直しなどに支え

られて、1999年 1月を谷に、回復局面に入っていた。米国では情報通信関連の設備

投資が高い伸びを続けて成長を牽引し、「IT景気」に対する期待が最盛期を迎えてい

た。

＊168 1998年 4月 24日に決定された事業規模 16兆円超の総合経済対策と、11月 16日に決定された事業
規模 17兆円超、減税を含めると総額 23兆円超の緊急経済対策。

図表 1─3─6 ①　新銀行発足前の経済情勢
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（資料）  内閣府「景気基準日付」、日本銀行『主要企業短期経済観測調査』、日本経済新聞社ホームページ、
Bloomberg

（注１） 業況判断 DIは、「良い」と回答した企業と「悪い」と回答した企業の割合の差。
（注２） 影を付けた期間は景気後退期。
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しかし、2000年には「IT景気」変調の兆しも出始めた。米国株式市場において IT

関連銘柄の動向をよく反映する指標と見なされていたナスダック総合指数は、先行き

の成長期待を株価に織り込んで上昇を続けていたが、2000年 3月をピークとして急

速に下落し始めた。ナスダック総合指数の動きに象徴される過大な期待の修正によっ

て、米国の IT関連の経済活動も見直しが進み、アジア諸国の米国向けの IT関連輸出

は一転して不振となった。わが国の米国向け、アジア向けの輸出も失速し、景気は

2000年 11月に 1年 10カ月という短い上昇期間を終えた。

住友銀行とさくら銀行は、1999年 10月に全面提携を発表した際に掲げた方針に従

い、それぞれが合併前に不良債権処理を進めていたが、景気の急激な悪化によって、

合併後に、合併前の想定を上回る資産の劣化が生じるおそれが出てきた。このような

状況は、金融界全体が直面する問題であった。

当時、わが国全体でみれば、とりわけ大企業では、バブルの後遺症であった債務、

雇用、設備の「三つの過剰」の解消に向けた最後の山場を迎えつつあった。しかし、

大企業の中でも、世界経済の成長に活路を見出すことができる製造業と、伸び悩む国

内市場が中心となる非製造業では差が生じており、「三つの過剰」の解消にめどが立

たない企業も残っていた。中小企業の状況は、一般的には大企業より厳しかった。景

気回復期にあっても業績の改善が進まなかった企業は、負の遺産ともいえる「三つの

過剰」への対応を続けてきたことで体力をすり減らし、厳しい経営環境を乗り切る余

図表 1─3─6 ②　大型倒産の発生状況
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力が少なくなったところも出てきていた。そこに景気の悪化が追い討ちをかけた。こ

の景気後退局面を含む数年間に大型倒産が相次いだ。その際に、金融機関の自己査定

が倒産先の業況悪化を的確に反映できていなかったのではないかという問題提起が行

われるようになり、後に金融検査において債務者区分に対する目配りが強化される伏

線となった。

また、住友銀行とさくら銀行が全面提携を発表した際、不良債権と並んで課題とし

ていた政策投資株式を巡る状況も、厳しさを増した。

わが国の株価は、1998年 10月 9日にバブル崩壊後の最安値（当時）である 1万

2879円 97銭（終値）まで下がったが、金融システム不安がいったん後退したことや

景気が持ち直してきたことなどを受けて、1999年度には上昇基調が明らかとなり、

10月 14日、両行が全面提携を発表した日の株価は、1万 7780円 26銭まで回復して

いた。

さらに、米国で IT関連企業の株高が一段と顕著になってくると、わが国でも同様

の動きが起き、2000年 4月 12日には 2万 0833円 21銭と、金融危機が起きた 1997

年以降の最高値となった。ただし、この日を境に、わが国でも米国から約 1カ月遅れ

で株式市場の ITバブルがはじけ、株価の修正が始まった。9日後の 2000年 4月 21日、

住友銀行とさくら銀行が合併の 1年前倒しを発表した日の株価は 1万 8252円 68銭に

下がっていたが、それでも 1998年度下期より 3割から 4割程度高い水準であった。

しかし、その後も米国や日本で IT関連企業の株価が大幅に下落し続けたことや、

世界的な IT景気の変調がわが国の景気失速を引き起こしたことから、株価の下落は

止まらなかった。他方で、2000年度から金融商品に時価会計の適用が始まり、2001

年度からは、1年の経過措置が設けられていた「その他有価証券」を含めて全面適用

されることが決まっていた。全面提携の発表に際して、両行が、政策投資株式につい

て、統合までに極力残高の圧縮に努めることを掲げたのも、株価変動リスクを強く意

識した上でのことであった。しかし、そこでも「原則お取引先企業のご了解を得た上

で」とされたように、銀行側の都合だけで進められることではなかった。2000年 4

月以降の株価下落は激しいものとなったため、新銀行は、発足早々、株価変動リスク

への対処という経営課題に直面することになる。これもまた、金融界全体が抱えた問

題であった。
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◉需要追加策中心から構造改革重視への政策転換
政府は、後に景気の山と判定された 2000年 11月の直前の 10月、「日本新生のため

の新発展政策」（事業規模 11兆円程度）を打ち出した。景気が回復局面にあると判断

しつつ経済対策を実施するのは 1999年 11月の経済新生対策（事業規模 17兆円程度）

に続いてのことであった。

これらの対策においては、短期的な需要追加策だけでなく、中長期的な成長押し上

げ効果をうたって構造改革を強調する傾向が強まってきた。当面の景気浮揚が優先課

題となる後退期における経済対策に比べて、景気回復の持続性がより重視されたため

であるが、その一方で、バブル崩壊後、何度も大規模な需要追加策を実施してきたに

もかかわらず、効果が長続きしなかったという問題意識を受けたものでもあった。同

様の問題意識から、新たな成長機会を創出するために規制改革を進めたり、成長を阻

害する要因に対する取り組みを強化したりすることが重要であるという考えが徐々に

勢いを増してきたという背景もあった。

しかし、日本経済の回復をより確かな動きにしようとしたにもかかわらず、景気上

昇は 2000年 11月に終了した。その主因は、米国の「IT景気」の減速や、その影響

を受けたアジア経済の失速によって、輸出が大幅に減少したためであった。日本経済

は、海外の景気が好調な時期には輸出関連企業を中心に上向くが、輸出の増勢が衰え

ると景気の牽引役が不在になるという問題を抱えるようになっていた。また、景気回

復期においても、輸出関連企業とその周辺部門に比べて、その他の部門の経済活動が

上向かないという明暗が分かれるようになっていた。

日本銀行は、2000年 8月にいったん解除したゼロ金利政策を、2001年 3月に決定

した量的緩和政策の導入によって実質的に復活させた。

一方、政府の政策においては、成長の基盤を固めようとして景気が回復局面にある

中で 2度の大型経済対策を行ったにもかかわらず景気後退に陥ったため、従来の経済

対策で繰り返された公共投資の拡大や財政投融資の活用のような手法に対して消極的

な空気が広がる一方で、まだ不十分だと受け止められていた成長機会創出のための規

制改革促進や、成長を阻害する要因に対する取り組みの強化が低迷脱却の鍵を握って

いるとする考え方が一段と勢いを増した。

この結果、その後の経済政策では、需要追加策よりも構造的な課題への取り組み、
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とりわけ不良債権処理をはじめ金融面の問題の抜本的な解決が一段と強調されるよう

になった＊169。その傾向は、経済情勢に対する認識が厳しくなるほど強まり、後には、

経営の重要な前提条件である規制・監督の枠組みなどの大幅な見直しにまで進んで

いった。それは、まさに新銀行発足とほぼ時期を同じくして始まった潮流の一大変化

であり、新銀行の発足は、西川と岡田がそれぞれ表現したように、輝かしい未来をつ

かむための大海原への船出ではあったが、出港当初は、寒風吹きすさぶ荒波に漕ぎ出

すようでもあった。

＊169 金融システムの安定は、早い段階から政策課題として認識されていた（39ページ参照）。大蔵省が
1992年 8月 18日に公表した「金融行政の当面の運営方針」の中には、「不良資産処理問題の解決が
速やかに進展しないことが金融システムへの不安感を醸成するとともに、不動産取引の低迷の要因
となり、ひいては景気回復を図る上での障害となっているとの批判がある」との記述があり、不良
債権問題と景気との関係を論じる見解が存在することが「紹介」された。しかし、2001年 4月の緊
急経済対策の前までは、むしろ公共事業や減税などの需要拡大策に重点がおかれ、事業規模や「真水」
の額が関心を集めた。
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第1 章 三井住友銀行発足当時の経営課題と取り組み

 1 三井住友銀行の誕生

◉合併初日、営業初日の動き
2001年（平成 13年）4月 1日、三井住友銀行が誕生した。この日の午前 11時から

最初の取締役会を開催して、役付取締役の選任、所要の規程・規則の制定や変更の承

認などを行い、取締役会長岡田明重、頭取西川善文の両経営首脳の下で、新銀行始動

の体制が整った。

発足当時の当行の全体像は図表 2─1─1 ①の通りであった。経営体制としては、取

締役会の機能の分化と強化を図り、取締役会は主に業務の執行を監督する機能を担っ

た。一方、取締役会の下には、業務執行に関する最高意思決定機関として経営会議を

設置した。経営会議は頭取が主宰し、頭取が指名する執行役員によって構成した。

業務執行に関する組織は、本社部門と業務部門で構成し、本社部門には、経営執行

を支援するスタッフ機能と、全行的なリスクマネジメント機能を集約したコーポレー

トスタッフ部門（経営企画部など 13部）、行内などに向けたさまざまなサービス提供

機能を集約したコーポレートサービス部門（事務統括部など 10部）、以上の各部門か

ら独立し、業務運営状況の客観的なチェック、およびその適切性を検証する機能を集

約した業務監査部門（監査部など 5部）を設けた。

業務部門については、市場分野、業務分野に対応して個人、法人（中堅・中小企業

取引）、企業金融（大企業取引）、国際、市場営業（トレジャリー業務）の 5部門と、

各部門のお客さまに金融サービスを提供する投資銀行部門という、計 6部門を設けた。

本社部門および業務部門の本店各部の拠点は、東京では大半を本店と大手町本部、

大阪では同じく大阪本店に配置したほか、神戸本部にも、関連する本店機能を配置し

た（中口絵参照）＊170。

＊170 この他、東西ともに、一部の本店機能を他の拠点（大手町ファーストスクエアなど）に配置した。
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2001年 4月 1日は日曜日であったため、営業開始は翌 2日であった。新銀行の発

足に備えて合併直前の 3月 31日午前零時から 4月 2日午前 7時まで一時休止してい

たオンラインサービスは、支店などの窓口が開く前から順調に稼働を開始した。

図表 2─1─1 ①　三井住友銀行の組織図（2001年 4月）
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本店（2001年 4月～ 2010年 10月）

大手町本部（2001年 4月～ 2010年 10月）
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大阪本店



オープニングセレモニーでの岡田会長（左）と西川頭取（右）（2001年 4月 2日）

頭取メッセージ（2001年 4月 2日） 「三井住友銀行、本日営業開始」の全面広告（2001年 4月 2日）
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合併初日と同様、幸い全国の多くの地域で天候に恵まれ、本店 1階ロビーの日比谷

通り沿い正面入り口付近では、8時 45分から、会長の岡田と頭取の西川によるテー

プカットなど、簡単なオープンセレモニーが行われた（中口絵参照）＊171。通りを隔て

た日比谷公園には花が咲き、春の気配があふれていたが、西川は、厳しさを増した経

営環境を念頭に、新銀行発足を、「寒風吹きすさぶ荒波への船出」と表現した。

この日、お客さまや投資家の皆さまをはじめ広く社会に、新銀行の営業開始をお知

らせするとともに、新銀行発足に当たっての決意、志をお伝えするために、主要各紙

に「三井住友銀行、本日営業開始」の全面広告を掲載した（中口絵参照）。

当行役職員（役員と従業員）向けには、頭取メッセージ「三井住友銀行発足にあ

たって」が発出された（中口絵参照）。この中で西川は、新銀行に対するお客さま、投

資家の皆さまをはじめとする各方面からの期待の大きさと、わが国経済社会における

責任の重さを指摘し、期待に応え、責任を果たすことにより、「お客さまの信頼」「市

場の信頼」を揺るぎないものとして、「最高の信頼」を得ていきたいと述べ、“三井住

友”を最高に信頼されるブランドとして確立していくために、役職員一同の力の結集

と弛まぬ努力を呼びかけた。

＊171 写真提供 三友新聞社

図表 2─1─1 ②　経営理念と行動規範

社　員

株　主

お客さま

〈経営理念〉 〈行動規範〉

お客さまに、よ
り一層価値ある
サービスを提供
し、お客さまと
共に発展する。

勤勉で意欲的な
社員が、思う存
分にその能力を
発揮できる職場
を作る。

事業の発展を通
じて、株主価値
の永続的な増大
を図る。

株主価値の増大に努めると同時に、顧客、社員等のステークホルダーとの健全な関係を
保つ。信用を重んじ、法律、規則を遵守し、高い倫理観を持ち、公正かつ誠実に行動する。

知識、技能、知恵の継続的な獲得・更新を行い、同時にあらゆる面における生産性向上
に注力し、他より優れた金融サービスを競争力のある価格で提供する。

お客さま一人一人の理解に努め、変化するニーズに合った価値を提供することにより、
グローバルに通用するトップブランドを構築する。

「選択と集中」を実践し、戦略による差別化を図る。経営資源の戦略的投入により、自
ら選別した市場においてトッププレイヤーとなる。

多様な価値観を包含する合理性と市場原理に立脚した強い組織を作る。意思決定を迅速
化し、業務遂行力を高めるために、厳格なリスクマネジメントの下、権限委譲を進める。

能力と成果を重視する客観的な評価・報酬制度の下で、高い目標に取り組んでいくこと
により、事業も社員も成長を目指す。

先進性と独創性を尊び積極果敢に行動し、経営のあらゆる面で常に他に先行することに
より、時間的な差別化を図る。
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全面広告の中に掲載された決意、志や、頭取メッセージの骨子となったのは、新銀

行の経営理念と行動規範である（図表 2─1─1 ②）。経営理念は、三井住友銀行グルー

プの普遍的な考え方を示したもので、三井住友銀行グループが主要なステークホル

ダーであるお客さま、株主、社員と築こうとする関係の原理原則を表す。一方、行動

規範は、経営理念を実現していくために、当行グループの経営陣および社員が取るべ

き行動指針を示したものである。

◉第 1回経営会議と第 1回部店長会議
4月 4日には、業務執行に関する最高意思決定機関である経営会議を、新銀行とし

て初めて開催した。

ここで西川は、8日に開催予定の第 1回部店長会議において明らかにする予定の訓

示案をもとに、新銀行を取り巻く経営環境について、デフレが続く経済情勢を、戦後

日本が経験したことがない状況であるという現状認識を披露し、その要因を全て不良

債権問題に帰そうとする論調が日増しに強まっていることに注意を促した。そして、

不良債権の早期処理に最大限の努力を払わねばならないことを強調し、粗利益の追求

と経費水準の引き下げを通じた収益極大化の実現によって、自己資本の内容と厚みに

代表される銀行の体力を回復・強化することが必須の課題であるとした。特に経費水

準の引き下げに関しては、2000年 12月に旧両行で再構築した経営健全化計画に掲げ

た合併効果を飛躍的に拡大する方針を示した。この方針は、その後、「100日作戦」

として明らかにされた。

4月 8日には、東京国際フォーラムのホールで、第 1回部店長会議を開催した。国

内・海外の役員・部店長が一堂に会することができるように、外部の広い会場を手配

したが、それでも机を用意できる余地がなく、手元のバインダーを机がわりに約千人

が集う様子は、合併によって顧客基盤が広がり、人材の面でも厚みを増して、トップ

バンクへの条件を十分に備えることになった新銀行のパワーを象徴する風景でもあっ

た。

最初に訓示を行った会長の岡田は、「我々は、なぜ合併したのか」という原点から

説き起こし、グローバル化という奔流の中で湧き上がってきた国際的な資本の論理へ

の対応と、わが国の構造改革のうねりを捉えた国内的なクリティカルシェアの確保と

いう二つの狙いを挙げた。
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次に、合併成功に向けて実践すべきことを“結束”と“変革”という二つのキー

ワードで表現し、そのうち“変革”に関連して、新銀行を取り巻く状況が明治維新、

第 2次世界大戦後に匹敵する大きな変革期にあるという時代認識を示した上で、新銀

行が採用した“三井住友”というブランドの意義に触れつつ、“変革”への挑戦を、

次のように呼びかけた。

三井、住友というブランドが代表し、また、受け継ぐべき最強の遺伝子は、未

知の時代を切り開く“変革”への志であるということです。300年以上、わが国

経済の中心にしっかりとその存在を記してきたその原動力は、“変革力”にほか

なりません。（中略）先人は常に、ベンチャー的であり、変化を恐れないチャレン

ジ精神で幾多の変化に対応し、事業を継続発展させてきました。皆さん一人一人

の胸の中に、「我々の銀行の伝統とは変革へのチャレンジである」という言葉を

刻んでいただき、輝かしい未来を掴むために、嵐の大海原に向かって漕ぎ出して

いこうではありませんか。

続いて訓示を行った頭取の西川は、新銀行の具体的な経営方針を示すに当たり、ま

ず 4月 2日に配布した頭取メッセージに言及し、そこに 「最高の信頼」を掲げた意図

について、「最高の信頼」を築き上げていくということはトップバンクを目指すこと

であると説明し、新銀行の力を結集して挑戦する目標像を示した。その上で、その実

現に向けて早急に克服すべき経営課題として「バランスシートの抜本的強化」「ビジ

ネススタイルの転換を通じた粗利の増強」「既成概念にとらわれない徹底的なコスト

削減」を挙げた。

「バランスシートの抜本的強化」は、不良債権残高の大幅な圧縮、および政策投資

株式の圧縮を早急に達成すると同時に、自己資本の内容の改善に全力を挙げて取り組

んでいかなければならないという厳しい課題である。ただし、「バランスシートの抜

本的強化」では、負の遺産の処理という観点だけが強調されたわけではなかった。そ

れは、訓示の中の次の一節に表れている。

まず、第一の課題「バランスシートの抜本的強化」ということについて若干申

し上げます。これは、磐石な財務体質を構築し、「市場の信頼」を得ていくため

に、必要不可欠の課題でありますが、同時に、わが国経済が引き続き低迷を続け
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る中で、バランスシートを再構築し、リスクテイク能力を高め、成長力を確保し

ていくことは、当行の社会的責任という観点からも極めて重要であります。

「バランスシートの抜本的強化」を進めていくためには収益力を強化していく以外

はなく、「ビジネススタイルの転換を通じた粗利の増強」「既成概念にとらわれない徹

底的なコスト削減」は同時に克服しなければならない課題であった＊172。

そこで西川は、前者の「ビジネススタイルの転換を通じた粗利の増強」について、

「日本版ビッグバンが提唱されてから既に約 5年が経過しておりますが、（中略）収益

構造を見ますと、依然として粗利の大宗は、預金・貸金から生み出される金利収入で

あります」と現状を指摘した後、「自由競争の中のサービス業として、『お客さまに喜

んでいただける、他より優れた価値あるサービスを提供し、その対価として収益をい

ただく』という考え方をしっかりと理解した上で、その実現に向けてスピーディーに

取り組んでいかなければなりません」と述べた。

そして、「まず、収益改善という点で最も期待されますのが、個人部門であります。

個人取引は“ブランド力”が最も発揮される分野であります」と強い期待を表明した。

続いて法人、企業金融、投資銀行部門における企業取引に関して、「お客さまの経営

上、財務上のニーズを的確に捉え、それに対して最高なソリューションを提供してい

くことに注力していただきたいのであります。（中略）ベストのソリューションを提供

し、それをビジネスボリュームの拡大に繋げていっていただきたいと思います。（中

略）ソリューションの提供により、お客さまとのリレーションシップを確固たるもの

にしつつ、信用コストに見合った利ざやの確保にご努力いただきたいと思います。ま

た、ソリューションの提供を切り口に、優良新規先の開拓にも注力してまいらねばな

りません」と述べ、法人取引のキーワードとしてソリューションを強調した。

一方、「既成概念にとらわれない徹底的なコスト削減」に関しては、経費水準の思

い切った引き下げへ向けて、新たなリストラ計画の検討に着手し、合併後 100日以内

に計画を取りまとめる「100日作戦」を実施することを強調した。

このように、新銀行の具体的な経営方針を示した後で、西川は、部店長に新銀行の

＊172 「ビジネススタイルの転換を通じた粗利の増強」を目指した各部門の取り組みに関しては、第 2章の
各節でまとめている。また「既成概念にとらわれない徹底的なコスト削減」については、次項で記
述している。
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幹部としての心構えを伝えるために、明治時代に三井銀行の幹部として活躍した中上

川彦次郎が、摩擦を恐れずに銀行のリストラに当たると同時に、若い人材に活躍の場

を提供したことを紹介し、「私が『新銀行に本当に必要な人材』と考えております人

物像を、中上川氏に見出す」として、「第一に、摩擦を恐れないこと」「第二に、有為

の人材に活躍の場を与えるということ」を「新銀行の幹部に課せられた最大の課題で

ある」とした。

そして訓示の最後を、「三井住友銀行の発足というこの機に輝ける未来を見据え、

トップバンクとしての誇りを持ち、『最高の信頼』の獲得に向けて、邁進してまいり

たいと念願しております」という言葉で締めくくった。

◉発足直後の経営効率化推進策
当行の経費率は合併前の旧両行の努力によって既に邦銀中最も低い水準にあり、ま

た合併に際して提出した経営健全化計画では、重複投資の回避や人員の効率化等を通

じてリストラ効果を最大限に引き出し、経費を 2005年 3月期には 1999年 3月期（旧

両行合算）対比約 1,000億円減、2002年 3月期（計画）対比では約 500億円減の

6,800億円とすることを表明していた。しかし、第 1回部店長会議の頭取訓示におい

て西川は、これでは不十分であるとの認識を示した上で、既成概念にとらわれない徹

底的なコスト削減を早急に取り組むべき課題の一つに挙げ、新たなリストラ計画の検

討に着手する方針を示した。合併によって重複感の生じる部分をリストラによって筋

肉質の体質に作り変えていくことは、合併効果の早期実現だけでなく、その後の業績

向上に向けての基礎づくりという側面も強かった。

部店長会議直後の 4月 18日の経営会議において基本的な考え方が検討された経営

効率化推進策（100日作戦）では、経営健全化計画に掲げたコスト削減計画を大幅に

積み増し、2005年 3月期の経費水準について、追加で 500億円の削減（経費水準

6,300億円）を目指す方針が固まった。これを受けて精力的に検討が進められ、7月 2

日にまとめられた具体策の内容は、①店舗統廃合に伴うチャネルコストの削減、②本

店・本部ビルなどのスペースマネジメントの徹底、③資材調達の見直しなどを含む事

務システム関連経費の圧縮、④事務集中体制の見直しによる効率化推進、⑤各部門に

おける経常経費見直しの積み上げ、⑥人員と人件費の削減など、極めて多岐にわたっ

た。また「100日作戦」には、やや中長期的な観点から検討を進めるべき項目として、
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業務・事務プロセスの再構築や業務推進体制の見直し、グループ会社の経営効率化推

進、システム部門の高度化・専門化への対応なども盛り込んだ。これらはいずれもそ

の後検討が進められ、実現に至った。

これらの計画実行に際しては、統合予定拠点同士を、システム統合の完了前から、

勘定系システム上は別店舗のままで同居させる共同店舗化を行うなど、コストの前倒

し削減を実現する工夫も行った。2002年度上期に順次実施したシステム統合の後は、

店舗数の大幅削減を実行に移したほか、その後も情報システム運営体制の見直しをは

じめとするさまざまなリストラ努力を重ねた。この結果、コスト削減は計画を大幅に

上回る規模と速さで実現し、2005年 3月期の経費を、「100日作戦」の目標 6,300億

円に対して、5,824億円にまで圧縮する成果を上げた。この間、経費率（業務粗利益

に占める経費の割合）も一貫して 40％を下回る水準を維持し、高い効率性を実現した。

このようなコスト削減を実現するために、旧両行の垣根を越えて、全役職員による一

丸となった取り組みが行われた。

しかし、次の第 2節で述べる通り、経営環境の変化はこのようなコスト削減努力を

大きく上回るマグニチュードで新銀行を揺り動かし、当行は、まさに、企業としての

生き残りをかけた必死の努力を重ねることとなった。その展開については第 3節でま

とめる。

図表 2─1─1 ③　経営効率化推進策の概要 　

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

2001/3 2002/3 2003/3 2004/3 2005/3

6,300億円

6,800億円

（億円）

（年/月期）

早期に
6,000億円
体制へ

7,280億円

500億円の追加削減980億円
の削減

経営健全化計画
（2000年 12月公表）

実績②

実績①

5,824億円

年間経費計画
（2001年 11月公表）

（注１）  経費は三井住友銀行単体で臨時処理分を除く。
（注２） 経営健全化計画（2000年 12月公表）の 2001

年 3月期は見込み、2002年 3月期以降は計画。
（注３） 実績①は後述するわかしお銀行との合併前、

実績②はわかしお銀行との合併後。 経営健全
化計画（2000年 12月公表）と年間経費計画の
経費はわかしお銀行との合併前の状況に基づ
いて作成したもの。
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 2 三井住友銀行発足当時の経済・金融情勢と政策動向

◉政府の構造改革路線強化と優先課題となった金融問題
三井住友銀行発足当時は、景気が急速に厳しさを増し、2001年（平成 13年）3月

には日経平均株価が金融危機当時の最安値を割り込むという、不安定な経済・金融情

勢であった。また、政府は、閣僚会議の資料の中で概念を整理することによって、日

本経済が緩やかなデフレにあるという認識を初めて示した＊173。政策も、構造改革重

視に軸足が移った。政府が 4月 6日に取りまとめた緊急経済対策では、不良債権と政

策保有株式の問題について公的な関与を強化しようとする姿勢が明らかになった反面、

公共投資などの需要追加策は盛り込まれなかった。

緊急経済対策では、景気動向の脆
ぜい

弱
じゃく

性の背景をバランスシート調整の遅れに求め、

具体的施策として、金融再生と産業再生を先頭に掲げた。そして大きな柱の一つとし

て、金融庁＊174が示した「2年・3年ルール」＊175の原則に基づき、主要行に不良債権

の抜本的なオフバランス化を促す方針を明らかにした。

また、銀行の株式保有制限については、銀行経営における株価変動リスクを抑える

意義などを指摘した上で、株式市場に対する影響の可能性を考慮して、一時的な株式

買い取りの仕組みとして、「銀行保有株式取得機構」（当初の仮称）を設ける構想を明

らかにした。銀行等株式保有制限法＊176は、これらの意義や課題に関する検討を経て

2001年 11月に成立し、銀行等は原則として連結ベースで保有する株式総額を Tier 1

の額以内に抑えることとなった。保有の制限に関する規定の施行は、当初 2004年 9

月 30日からとなっていたが、2003年 7月の法改正（8月施行）により、2006年 9月

30日に延期された。一方、銀行等保有株式取得機構に関する規定は 2002年 1月 4日

＊173 2001年 3月 16日開催の「月例経済報告等に関する関係閣僚会議」の配付資料に、持続的な物価下落
をデフレと定義すれば日本経済は緩やかなデフレにある旨の記述が入ったことが政府による初のデ
フレ認定として大きく報じられた。『月例経済報告』では、デフレの状況にある旨の記述は 2001年 4
月から始まり、2006年 6月まで続けられた（2009年 11月に再開）。

＊174 2001年 1月の省庁再編により、金融庁は、金融再生委員会（廃止）が担ってきた破綻処理に関する
事務や金融危機管理に関する企画立案の機能などを引き継ぎ、内閣府の直接の外局となった。なお、
「健全な財政の確保、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保の任務
を遂行する観点から行う金融破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画及び立案に関すること」
は、財務省（旧大蔵省）との共管である。

＊175 破綻懸念先以下に区分されるに至った債権については原則として 3営業年度以内に、既に破綻懸念
先以下に区分されている債権については原則として 2営業年度以内に、オフバランス化につながる
措置を講ずるというもの。

＊176 正式名称は「銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律」。
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から施行され、同機構は銀行等 128行・庫が会員となって 30日に設立された。

2001年 4月 26日に小泉内閣が発足して「構造改革なくして景気回復なし」という

認識に基づいて政策を進めるようになると、構造改革重視の姿勢は格段に強まった。

6月 21日、経済財政諮問会議は、首相から経済財政運営と経済社会の構造改革に関

する基本方針の諮問を受けて答申を行い、26日には「基本方針」＊177が閣議決定され

た。「基本方針」は、「骨太の方針」という小泉内閣発足前からの通称を踏襲しつつ、

一段と構造改革に重点が置かれた＊178。不良債権問題は、資源が効率的に成長分野に

流れることを妨げる負の遺産であるとされ、その処理は「後向きの構造改革」と位置

付けられた。同時に「前向きの構造改革」の重要性が強調され、民営化・規制改革、

地方自立・活性化、財政改革など七つの改革プログラムが示された。

その後、「基本方針」の具体化に向けて、2001年 9月 21日には構造改革の手順を

示す改革工程表、10月 26日には、中でも先行して決定・実施すべき施策が改革先行

プログラムとして取りまとめられた。改革先行プログラムでは、「遅くとも集中調整

期間が終了する 3年後には不良債権問題の正常化を図る」として、債務者区分、引当

などへの適切な対応、不良債権の厳格な把握などについて、具体的な施策が掲げられ

た。

まず、主要行に対する検査頻度に関しては、従来 2年に 1回程度の実施であった包

括検査を年 1回とし、フォローアップ検査を半期ごとに実施する、とした。

また、主要行の自己査定期間中に市場の評価に著しい変化が生じた債務者を対象に

特別検査を実施して、適正な債務者区分および償却・引当を確保することが盛り込ま

れた。特別検査は 2001年 10月 29日から順次着手され、結果は 2002年 4月 12日に

金融庁から公表された。

特別検査で破綻懸念先に区分されるに至った債務者については、速やかに①私的整

理ガイドライン＊179等による徹底的な再建計画策定、②法的手続きによる会社再建、

＊177 正式には「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針」。
＊178 経済財政諮問会議は、橋本内閣の下で設置構想ができ、2001年 1月 6日、省庁再編と同時に、森内

閣の下で発足した。いわゆる「骨太の方針」の骨格づくりも、森内閣の下で着手され、5、6月をめ
どに取りまとめが進んでいた。

＊179 2001年 4月の緊急経済対策で課題とされた私的整理における透明性や公平性の確保に関しては、9
月 19日の「私的整理に関するガイドライン研究会」において、「私的整理に関するガイドライン」
が採択された。これによって、私的整理を進める上での指針が明確となったことから、私的整理を
利用した債権放棄等の金融支援に対する税制上の扱いも判断しやすくなった。
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③整理回収機構などへの債権売却等、のいずれかの措置を講ずることを求める方針も

明らかにされた。

このように、2001年以降、政策が構造改革重視へ転換し、不良債権問題への対策

が「日本経済再生の第一歩」と位置付けられて、銀行経営に影響する法改正や行政上

の施策が相次いで実施されることとなった。景気や株価動向など、金融機関の経営環

境が厳しい時期であったことから、制度変更への対応には重圧が伴った。

◉世界的な株安進行と金融再生プログラムへの道
米国の「IT景気」変調の影響で、2001年には世界的に景気が悪化した。ただし、

IT関連分野の中長期的な成長可能性は失われていなかったため、短期的には過熱の

反動が大きく出たが、在庫調整などが進むにつれて、景気悪化は止まり始めた。

しかし、2001年 9月 11日に米国で同時多発テロが発生して、世界に衝撃が

走った＊180。世界貿易センター周辺の市場インフラが被害を受けたことにより、全米

の株式市場、短期金融市場、公社債市場は取引を中止した。また、世界的に市場が不

安定となり、日本および欧州でもドルの市場金利が上昇した。この混乱は、米国連邦

準備制度理事会（FRB）をはじめ主要国の中央銀行が、金融市場に対する流動性供給

や政策金利の引き下げなどの対策をとったことで、比較的早期に収拾された。また、

米国の金融・資本市場も 9月 17日までに順次取引を再開した。

同時多発テロは、米国を「テロとの戦い」に向かわせ、その後の国際政治・外交関

係に大きな影響を与えたが、経済・金融情勢に関しては、発生直後の混乱によって景

気の先行きに懸念が生じたにもかかわらず、世界経済は、間もなく回復へ転じた。こ

れは、①景気悪化の起因であった IT関連部門などで既に自律的な調整が進んでいた

こと、②「IT景気」が崩れたことを受けて各国が政策対応を取っていたこと、③同

時多発テロ発生による先行き懸念に対処して各国がさらに追加的な対策をとったこと

などによる。米国経済は、その典型的な例であった。

米国では、「IT景気」の変調によって、2001年 3月に景気拡大が終了した。1991

年 3月の谷を境に始まった 10年に及ぶ米国史上最長の好況はいったん途切れたが、

同時多発テロから間もなく、2001年 11月には景気の谷を迎え、後退局面は 8カ月で

終了した。IT部門での調整要因の縮小に加えて、FRBが政策金利であるフェデラル

ファンド・レートの誘導目標を 2001年中に 11回、計 4.75％ポイント引き下げて、景

＊180 当行の対応については、319ページ（国際部門）、325ページ（市場営業部門）の記述を参照。
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気回復の環境を醸成した。また、同時多発テロ前の 6月には、期限の 2010年 12月末

までで総額約 1兆 3,500億ドルという大型減税を行う法案が成立し、実施が始まって

いた。

米国経済が立ち直り始めたことを受けて、対米輸出を通じて米国経済とつながって

いるアジア諸国の経済も上向いた。

わが国も、景気後退の最中に、同時多発テロによる世界的な経済・金融の混乱に直

面し、景気の先行き懸念が一層強まった。このような情勢を受けて、経済対策として、

12月 14日に事業規模 4.1兆円の緊急対応プログラムが発表された。この対策は、分

野を構造改革のための社会資本整備などに絞り、規模を従来の景気対策より大幅に抑

えた内容であった。

緊急対応プログラムを裏付ける 2001年度第 2次補正予算の成立は 2002年 2月まで

待たねばならなかったが、米国経済の回復を背景に輸出が増加し始めたことが追い風

となり、わが国の景気後退は 2002年 1月に終了した。後退期間は 1年 2カ月と短

かった＊181。輸出関連の大企業では「三つの過剰」への対応をほぼ終えていただけで

＊181 バブル崩壊後の過去 2回の景気後退は 2年 8カ月と 1年 8カ月、この 2回を含む高度成長期終了後
の 6回の景気後退の平均は 1年 10カ月であった。

図表 2─1─2 ①　二極化した成長の勢い
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なく、その過程で、固定費を抑制し損益分岐点比率の引き下げが進んでいた。このた

め、輸出が回復して売り上げが増加すれば、企業業績が素早く改善に向かう体質と

なっていた。

後に振り返れば、その後の景気上昇は、2008年 2月まで 6年 1カ月続いて、いざ

なぎ景気を超える戦後最長となった。ただし、2002年当時は、戦後最長の景気回復

の入り口に立ったという認識は無きに等しかっただけでなく、景気が最悪期を脱した

という見方も当初は広がりをみせなかった。これは、業種別では非製造業、規模別で

は中小企業の回復に遅れや勢いの弱さが残ったためである。その根底にある内外の成

長格差は、国内景気が回復した後も残り、企業の明暗を分ける要因として影響し続け

た。

現実には輸出主導で景気回復が始まっていたが、当時のわが国では、不良債権問題

などを徹底的に解決しなければ景気回復は望めないという見解が根強く、2002年以

降も金融問題への対応が政策の重点項目となった。

2002年 4月から定期預金等が全額保護から定額保護に移行した。いわゆるペイオ

フ凍結については、当初、5年間の時限的な特例措置として 1996年度から全額保護

が始まったが（50ページ参照）、2000年 5月に成立した改正預金保険法で、1年延長し

て 2002年 3月 31日まで、流動性預金に関しては、特例措置終了後、さらに 1年延長

して 2003年 3月 31日までとなっていた＊182。

金融庁は、小泉首相から、定期預金等の全額保護終了に当たり、「金融システムの

安定のために、不良債権処理を更に急ぐよう、切れ目なく手を打ってもらいたい」と

いう指示があったことを受けて、2002年 4月 12日に「より強固な金融システムの構

築に向けた施策」を公表した。

不良債権のオフバランスシート化については、「2年・3年ルール」を強化して、

「原則 1年以内に 5割、2年以内にその大宗（8割目途）について所要の措置を講ず

る」という「5割 8割ルール」が加えられた。

2002年 1月に景気が底を打っても、金融界の難局は続いた。輸出関連の大企業を

＊182 経営不安を抱える金融機関が、2003年 3月 31日まで全額保護となる流動性預金の金利を不当に高く
して資金調達を行うことを予防するため、流動性預金の金利自由化（1994年 10月 17日）以来、約
7年半ぶりに、2002年 4月 1日から 2003年 3月 31日まで、臨時金利調整法に基づいて流動性預金
の金利の最高限度が定められた。この措置は、後にペイオフ完全実施が 2年延期されたことに伴い
（239ページ参照）、2005年 3月 31日まで続けられた。
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除けば企業の業況回復は遅く、債務者区分が破綻懸念先以下になれば、「2年・3年

ルール」「5割 8割ルール」によってオフバランスシート化を急ぐ必要があった。正

常先や要注意先であっても、経済・金融情勢次第で状況が変化することもあり、安心

はできなかった。

株価が景気動向とは裏腹に低下基調となったことも逆風であった。米国では、不正

な会計操作発覚によって 2001年 12月にエンロンが破綻したのに続いて、2002年 6

月にはワールドコムでも会計操作が明るみに出て、企業会計への不信が一気に強まっ

た。また、イラク情勢が緊迫化してきたことも地政学リスクとして株価下落要因とな

り、逆資産効果で米国の個人消費が鈍化するのではないかとの懸念が強まった。この

ため、米国経済の立ち直りによって景気回復のきっかけをつかんだ他の国々でも株価

が下がり、2002年春頃から約 1年間、株価は世界的に調整局面となった。時価の適

用による保有株式の評価損が膨らみ、金融機関の経営環境は一層厳しいものになった。

国内・海外の経済・金融情勢を踏まえた政策対応への関心が強まる中、日本銀行は、

2002年 9月 18日、「金融機関による保有株式削減努力をさらに促すための、新たな

施策の導入を検討する」と発表した。そして、10月 11日、金融機関が保有する株式

の買入等を行うことを決定し、11月 29日から買い入れを開始した＊183。類似の仕組

＊183 株式の買い入れは日本銀行にとって法律上明文化された業務ではなく、日本銀行法第 43条により、
財務大臣および内閣総理大臣（代理人として金融庁長官）の認可を受けて、日本銀行の目的達成上
必要がある場合として実施する、思い切った措置であった。

　　　 図表 2─1─2 ②　三井住友銀行発足当時の経済情勢
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みとしては、銀行等保有株式取得機構（225ページ参照）の特別勘定による買い取りが

あり、金融機関は両者を適宜使い分けることが可能となった。

政府の対応に関しても、構造改革ではなく、公共投資の拡大などで経済に勢いを付

けるべきだという論調が、与党の一部を含めて再燃した。しかし、小泉内閣は、政策

の根本に関わる改革路線を貫徹する方針をとった。9月 30日の内閣改造や、9月から

10月にかけての経済財政諮問会議での検討などを経て、10月 30日には「改革加速の

ための総合対応策」が取りまとめられた。その骨格は、経済財政諮問会議における有

識者議員、いわゆる民間議員 4人の提言に沿ったものであり、不良債権処理の加速策

に特に重点が置かれた。提言で「期限を決めて抜本的な政策を実施する」となってい

た目標は、2004年度には主要行の不良債権比率を半分程度に低下させ、問題の正常

化を図る、と具体化された。また金融行政の強化方針などは、「改革加速のための総

合対応策」の中に掲げられただけでなく、根幹部分は、同じ 10月 30日に、金融庁か

ら「金融再生プログラム─主要行の不良債権問題解決を通じた経済再生─」として公

表された。

金融再生プログラムは、金融システム、企業再生、金融行政に関する三つの新しい

枠組みから構成され、いずれも金融機関に影響が大きいものであった。とりわけ「新

しい金融行政の枠組み」は、資産査定の厳格化、自己資本の充実、ガバナンスの強化

の 3項目について、従来、金融機関経営の前提条件となっていた制度や運用などを広

範囲に変更する可能性を示したという点で、重い意味を持っていた。

当時、一般に、金融再生プログラムはハードランディング路線という印象で受け止

められた。これは、①債務者区分や引当金算定基準を従前の経緯にかかわらず一気に

見直し（資産査定の厳格化）、②その対応によって金融機関の自己資本の厚みが不十

分になったり、数字上は厚みがあっても繰延税金資産の割合が高くなったりする場合

には資本の量や質を問い（自己資本の充実）、③自己資本の状況によって経営の健全

性に課題が生じたり、不良債権処理などによって経営健全化計画の利益達成が困難に

なったりすれば、経営責任を厳しく追及し、場合によっては優先株式の普通株式への

転換権行使によって経営に関与する（ガバナンスの強化）、という仕組みになってい

るとみられたためである。

また、2001年 6月の「基本方針」以降一貫して取られてきた、不良債権処理を加
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速することにより、資源の新たな成長分野への円滑な

移行を可能にするという考え方が、非効率な企業など

の淘
とう

汰
た

という連想を呼んだこともハードランディング

路線という印象を強める一因となった。

主要行は、金融再生プログラムが公表された 2002

年 10月 30日に連名のコメントを発表し、具体化の検

討に当たっては、金融行政の継続性や現行会計・税制

との整合性や経済・産業全体への影響などの観点から、

慎重かつ十分な議論が行われるように求めた。

11月 29日には、金融再生プログラムの実施計画に当たる作業工程表が取りまとめ

られた。

◉資産査定の厳格化
「新しい金融行政の枠組み」のうち資産査定の厳格化は、自己資本の充実、ガバナ

ンスの強化の道につながる、三段構えの第 1陣ともいうべき項目であった。

作業工程表の公表前の 11月 8日、金融庁は、主要行の自己査定と、その事後検証

の意味を持つ検査結果の間に格差があることを明らかにした。

また、2001年にも行われた特別検査が、2003年 1月 27日から再び実施され、その

結果は 4月 25日に公表された。破綻懸念先以下に下方遷移した債務者の大半は建設、

不動産、卸小売、その他金融の 4業種で、いずれも既往対象先であった。この結果は、

景気全体が輸出回復を主因に持ち直しても、国内市場依存の非製造業の業績改善は遅

れがちであるという一般的傾向に加えて、その中でも特に状況が厳しい業種や、さら

にその業種内で経営上の課題を抱えている企業が再建を進める道のりの険しさを窺わ

せるものであった。

検査などを通じて自己査定の見直しが進められる一方で、同じく資産査定の厳格化

に係る項目として挙げられていた自己査定の是正不備に対する行政処分の方針は、ガ

バナンスの強化に係る項目である早期是正措置の厳格化、早期警戒制度＊184の導入と

共に、2002年 12月 10日、事務ガイドラインの改正によって手当てされた。

＊184 早期警戒制度は、早期是正措置の基準である自己資本比率以外に、収益性、信用リスク（大口与信
の集中状況等）、安定性（有価証券の価格変動等による影響）、資金繰り（預金動向や流動性準備の
水準）について銀行経営の劣化をモニタリングして、行政上の予防的・総合的な措置を講ずるもの。

 

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません
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資産査定の厳格化の中で、検討結果次第では経営に大きな影響を及ぼす可能性を持

つ、引当に関する DCF的手法の採用と引当算定における期間の見直しは、金融行政

だけの問題ではなく、企業会計、会計監査に密接に関係する論点でもあった。そこで、

2002年 11月 12日に、金融庁から日本公認会計士協会に検討要請が行われた。

同協会は、1999年 4月 30日に公表した実務指針（一部改正）の中で、貸出金等の

損失を見込む期間は平均残存期間が妥当とした上で、信用リスクの程度を勘案して期

間を見込む方法も妥当なものと考えられるとして、当面の間、正常先債権と、要管理

先債権以外の要注意先債権（その他の要注意先債権）については 1年間、要管理先債

権については 3年間の損失を見込んでいれば妥当と認めると例示していた（「1年・3

年基準」）。日本公認会計士協会は 2003年 2月 24日に検討結果を公表し、①正常先債

権は「1年基準」を用いても問題は少ない、②要管理先債権以外の要注意先債権につ

いてはグループ分けをして予想損失を見込み、信用リスクが要管理先債権に近いグ

ループがあれば、信用リスクの程度に応じた引当方法が望ましい、③要管理先債権に

ついては、平均残存期間を算定できる体制を整える必要があり、それまでの間、「3

年基準」を継続することには一定の合理性がある、とした。

次に、引当に関する DCF的手法の採用とは、貸出金について、過去の集団的な貸

倒実績率や倒産確率ではなく、キャッシュフローの見積額を利用して引当金額を求め

るものであり、1999年 1月の企業会計審議会「金融商品に係る会計基準の設定に関

する意見書」で示され、日本公認会計士協会の 1999年 4月の実務指針（一部改正）

にも取り入れられていた＊185。日本公認会計士協会は、金融庁からの検討要請を受け

て、このキャッシュフロー見積法が貸倒引当金の計上方法として採用されている場合

の監査上の留意点を 2003年 2月 24日に公表した。

こうした過程を経て、金融庁は、2月 25日に「預金等受入金融機関に係る検査マ

ニュアルについて」を改定した。検査マニュアルでは、「1年・3年基準」を引き続き

盛り込む一方で、キャッシュフロー見積法を DCF法と呼んで、引当の選択肢に加え

＊185 DCFは、ディスカウント キャッシュ フローという名称が示す通り、一般的には将来のキャッシュ
フローを何らかの割引率で割り引いて現在価値を求めることであり、各種のプロジェクトや企業の
価値、金融商品や不動産の価値を評価する際に幅広く使われる概念（方法）の総称である。

 　元本回収と利息受け取りに係るキャッシュフローを合理的に見積もることが可能な貸出金につい
て、キャッシュフローを当初の約定金利で割り引いた総額（DCF）を求めると、キャッシュフロー
に関する劣化が適正に見積もられていれば DCFは帳簿価格を下回る。そこで、帳簿価額と DCFの
差額を貸倒見積高とする方法が、DCF的手法を利用した引当である。
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た上で、要管理先および破綻懸念先の引当手法について、①与信額が 100億円以上の

大口債務者については、DCF法の適用が望ましいこと、②やむを得ず DCF法を適用

できない大口の要管理先には、3年基準ではなく、個別的な残存期間によって予想損

失額を見積もる引当方法が望ましいと指摘した＊186。

◉自己資本の充実─繰延税金資産の論点
自己資本の充実に関しては、繰延税金資産の計上の合理性や自己資本への算入上限

の取り扱いが検討の対象であった。翌期以降も厳しい収益状況が続き課税所得が見込

めないようであれば、繰延税金資産計上の是非が問題になるという論点であったが、

会計と税務の間に一時差異が存在する中で不良債権処理を進めてきた金融機関にとっ

＊186 この他、その他要注意先（要管理先以外の要注意先）であっても、要管理先や破綻懸念先から上位
遷移してきた大口債務者については、経営改善計画等の期間内は、1年基準ではなく、要管理先に準
じた引当の適用が望ましいとした。

図表 2─1─2 ③　金融再生プログラムの概要とその後の展開

安心できる金融システムの構築
中小企業貸出に対する十分な配慮
2004年度に向けた不良債権問題の終結

「特別支援」を介した企業再生
RCCの一層の活用と企業再生
企業再生のための環境整備
企業と産業の再生のための新たな仕組み

資産査定の厳格化
資産査定に関する基準の見直し
引当に関する DCF的手法の採用
引当金算定における期間の見直し
再建計画や担保評価の厳正な検証　など

特別検査の再実施
自己査定と金融庁検査の格差公表
自己査定の是正不備に対する行政処分の強化
財務諸表の正確性に関する経営者による宣言

自己資本の充実
自己資本を強化するための税制改正
繰延税金資産に関する算入の適正化
繰延税金資産の合理性の確認
自己資本比率に関する外部監査の導入　など

ガバナンスの強化
優先株式の普通株式への転換
健全化計画未達先に対する業務改善命令の発出
早期是正措置の厳格化
早期警戒制度の活用　など

新しい金
融システ
ムの枠組
み

新しい企
業再生の
枠組み

新しい金
融行政の
枠組み

金融庁、1巡目検査と 2巡目検査について、2002年 11月 8日に公表

改正預金保険法が 2002年 12月 11日成立（2003年 4月 1日施行）、
ペイオフ完全実施を 2年延期（2005年 3月 31日まで流動性預金を
決済用預金とみなして全額保護、2005 年 4 月 1 日から全額保護の
決済用預金を導入）

改正産業再生法が 2003年 4月 2日成立（4月 9日施行）、期限
を 2008年 3月 31日まで 5年延長

産業再生機構を 2003 年 4 月 16 日
に設立（5月 8日から業務開始）

日本公認会計士協会、①1 年・3 年基準
問題に関する検討結果、②キャッシュ
フロー見積法（DCF法）が採用されて
いる場合の監査上の留意点について、
それぞれ 2003年 2月 24日に公表

金融庁、①引当に関する DCF
的手法の採用、②引当金算定
に関する期間の見直しにつ
いて、2003 年 2 月 25 日に
検査マニュアルを改正

金融庁、全主要行（11 行）を対象に、167 の大口債務者につい
て 2003年 1月 27日から実施、2003年 4月 25日に結果公表

金融審議会（ワーキンググループ）、検討
の経過報告を 2003年 7月 28日に公表

日本公認会計士協会、繰延税金資産の合理性の確認などに関
して、2003年 2月 24日に会長通牒を主要行監査人に通知

金融庁、主要行向けの「ガバナンス強化
ガイドライン」を 2003年 4月 4日に公表

金融庁、①自己査定の是正不備に関する行政処分の強
化、②早期是正措置の厳格化、③早期警戒制度の活用に
関して、2002年 12月 10日に事務ガイドラインを改正

金融庁、公的資本増強
行 15行の「3割ルール」
抵触に関して、2003 年
8月 1日に業務改善命令
を発出
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ては、自己資本比率に影響が及びかねず、早期是正措置の発動基準などの問題が絡む

重大事であった。とりわけ資産査定の厳格化として貸倒引当金計上の基準変更を迫ら

れる可能性が生じている状況下では、議論の帰
き

趨
すう

次第で経営の根幹が左右されかねな

かった。

繰延税金資産の取り扱いも、前述の引当の取り扱い同様、多くの分野の議論を要す

る論点であった。金融庁は、繰延税金資産の算入の適正化について、2002年 11月 11

日に主要行に対して厳正な評価を要請したが、算入上限に関しては、金融審議会にお

いて、会計だけでなく法律、税制など幅広い観点から検討することになった。また繰

延税金資産の計上の合理性については、11月 12日に金融庁から日本公認会計士協会

に対して、合理性の確認に関して厳正な監査の要請が行われた。

日本公認会計士協会は、2003年 2月 24日、関係する監査人に会長通牒を通知した。

その中で、繰延税金資産の合理性に関しては、実務指針で合理的な見積期間の上限を

5年としているとはいえ、金融機関ごとの過去の計画と実績の乖離状況、現状の収益

力などの違いに応じて、合理的な見積可能期間が異なる結果になる可能性や、同一金

融機関において過去に妥当と判断された見積期間が、毎期末の見直しの結果、次も当

然に合理的と判断されるとは限らない可能性について留意を求めた。

繰延税金資産計上の合理性の問題は、それから間もなく、りそなホールディングス、

りそな銀行について、2003年 3月期の業績見込みの下方修正と資本増強の必要性が

生じたことで、改めて関心を集めることとなった。会計監査の過程で、将来の収益見

通しを厳格化したことによって、繰延税金資産の計上額は、結果として約 5分の 3に

減額となった。

これにより自己資本比率が健全行の国内基準である 4％を下回る見込みになったた

め、金融庁は、5月 17日に、りそなホールディングス、りそな銀行に業務改善命令

（早期是正措置）を発出した。同日、2000年 5月の預金保険法改正で設けられた金融

危機対応会議が内閣総理大臣の諮問によって初めて開催され、りそな銀行について預

金保険法第 102条第 1項第 1号の資本増強措置、すなわち破綻状態にない金融機関に

対する資本増強を行い、健全性の回復を図る措置を講ずる必要があると認定した＊187。

＊187 2000年 5月の預金保険法改正で金融危機対応措置が導入され、①破綻状態や債務超過でない金融機
関に対する資本増強（第 1号措置）、②破綻金融機関または債務超過の金融機関の処理に当たっての、
ペイオフコストを超える資金援助（第 2号措置）、③債務超過である破綻銀行等の全株式を取得する
特別危機管理（第 3号措置）の仕組みが整えられていた。
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一方、繰延税金資産の算入の適正化については、自己資本のあり方と共に、金融審

議会第二部会のワーキンググループで 2003年 2月 6日から検討が進められた。ワー

キンググループは、7月 28日に、繰延税金資産の自己資本に対する割合が将来的に

低下していくことが望ましい、などの認識を踏まえ、今後さらに検討を進めるという

経過報告を出した。2004年 6月 22日には報告書がまとめられ、算入の適正化を行う

ことが適当とする意見が多かったこと、ただし金融システムへの影響やマクロ経済政

策との整合性、不良債権比率の半減目標との整合性、背景にある税制との関係などに

も留意する必要があること、その他の論点についても多様な意見があったことなどが

紹介された。

こうした検討を受けた具体的対応として、金融庁は、まず 2003年 10月 31日に、

主要行に対して、2003年 9月期中間決算から、繰延税金資産の算入根拠など、情報

開示の拡充を要請した。他方、繰延税金資産の算入の上限設定については、前述の報

告書における留意事項などを踏まえ、主要行が 2005年 3月期において不良債権比率

の半減目標を達成した後、2006年 3月末から段階的に適用されることとなった（365

ページ参照）。

◉ガバナンスの強化
ガバナンスの強化は、資産査定の厳格化、自己資本の充実に係る項目において問題

が生じた場合の対応方針を示すものが大半で、総じて監督姿勢を強める傾向を窺わせ

るものであった。

このうち、早期是正措置の厳格化、早期警戒制度の導入については、前述の通り、

2002年 12月 10日、事務ガイドラインの改正によって手当てされた。

また、経営健全化計画の履行を確保するための監督上の措置や優先株式の普通株式

への転換権行使に関して、従来に比べて踏み込んだ対応を行う方針が注目を集めてい

た部分は、2003年 4月 4日に、主要行向けの「公的資金による資本増強行（主要行）

に対するガバナンスの強化について」（以下、「ガバナンス強化ガイドライン」）が取

りまとめられ、2003年 3月期から適用されることになった。

「ガバナンス強化ガイドライン」では、まず監督上の措置に関して、1999年 9月の

「3割ルール」＊188や 2001年 6月の「3割ルールの明確化」＊189に比べて対応の厳格化

を打ち出し、当期利益または業務純益 ROEの実績が経営健全化計画を 3割以上未達
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の場合には「報告徴求などにより原因と程度を厳しく精査し必要性を判断した上で、

業務改善命令などにより厳正に対応する」とした。さらに、この対応によって業務改

善命令を発動された年度の翌年度も再び経営健全化計画を 3割以上下回った場合には、

「3割ルール」や「3割ルールの明確化」に無かった新たな監督上の措置として、頭取

および実質的に同等の経営責任を持つ者の退任、人件費など大幅な経費削減、役員賞

＊188 金融再生委員会が 1999年 9月 30日に定めた「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の
措置について」では、経営健全化計画の収益目標と実績が「相当程度」乖離し、かつ、市場の信認
が低下したと認められる場合には、必要に応じて、抜本的な収益等の改善計画の提出を求め、その
計画を実行する業務改善命令の発動を検討するとされた。「相当程度」の具体的基準は、「ROE又は
当期利益の実績が計画ベースのそれらの数値より 3割以上低下した場合を目途とする」とされたた
め「3割ルール」といわれる。ここでは、「3割ルール」を含めて方針全体を指す略称としての使い
方を援用した。

＊189 2001年 4月 6日の緊急経済対策では、「2年・3年ルール」を打ち出したが、一方で、これによって
ROEまたは当期利益が低下した場合の「3割ルール」の考え方を明らかにすることも掲げた。これ
を受けて、金融庁は 6月 11日に「資本増強行に対するフォローアップに係る行政上の措置について
の考え方の明確化について」（いわゆる「3割ルールの明確化」）を作成した。

図表 2─1─2 ④　監督上の措置の厳格化

【転換権行使ガイドライン】
1999年 6月 29日

【3割ルール】
1999年 9月 30日

監
督
上
の
措
置
の
該
当
条
件

監
督
上
の
措
置

計画上の収益等と実績
とが相当程度乖離し市
場の信認が低下した場
合

該当条件を具体化
・相当程度乖離→ROE
または当期利益の実
績が計画より 3割以
上低下した場合をめ
ど：「3割ルール」

・市場の信認が低下→
株価、市場調達金利、
預金動向などから総
合的に判断

【転換権行使ガイドライン】
1999年 6月 29日

【3割ルール】
1999年 9月 30日

業務改善命令を発動

・乖離の理由などの報
告徴求
・必要に応じ業務改善
命令の発動を検討

【3割ルールの明確化】
2001年 6月 11日

「3 割ルール」に該
当しかつ、市場の信
認が低下したと認め
られた場合

該当条件を追加
優先株式に所定の配
当がなされない場合

【ガバナンス強化ガイドライン】
2003年 4月 4日

「3 割ルール」に該
当しかつ、市場の信
認が低下したと認め
られた場合

該当条件を追加
左記により業務改善
命令を受けた銀行等
が翌年度も「3 割
ルール」に該当する
など、なお経営の改
善がみられない場合

優先株式に所定の配
当がなされない場合

【3割ルールの明確化】
2001年 6月 11日

・乖離の理由などの
報告徴求
・必要に応じ業務改
善命令の発動を検
討
個別事情の考慮に言
及
ただし上記報告にお
いて乖離の要因が一
定の条件（不良債権
のオフバランス化な
ど）に該当する場合、
まずは計画の履行状
況を注視していく

・配当がなされない
理由、抜本的な収
益改善策実施に向
けた責任ある経営
体制の確立などを
含む報告・計画の
徴求
・必要に応じ業務改
善命令発動を検討
個別事情の考慮に言
及
ただし上記報告にお
いて乖離の要因が一
定の条件（不良債権
のオフバランス化な
ど）に該当する場合、
まずは計画の履行状
況を注視していく

【ガバナンス強化ガイドライン】
2003年 4月 4日

金融再生プログラム
に沿った監督上の措
置の厳正化
・報告徴求などによ
り乖離の原因と程
度を厳しく精査
・必要性を判断した
上で業務改善命令
などにより厳正に
対応

経営責任の明確化に
言及
・経営の改善に向け
た責任ある経営体
制の確立などを含
む計画の提出
①頭取などの退任
②役員の責任分担
明確化

③人件費の大幅削
減

④役員賞与の支給
停止

・およびその実行を
求める業務改善命
令発動を検討

など、厳正に対応

左記の経営責任の明
確化と同様の措置
「3 割ルールの明確
化」において示され
た、業務改善命令発
動の場合でも、左記
と同様の経営責任の
明確化を求める
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与の支給停止等を含む計画の提出とその実行を求める業務改善命令の発動を検討する

という「経営責任の明確化等」に踏み込んだことが重大な違いであった。

「ガバナンス強化ガイドライン」公表から約 4カ月後の 2003年 8月 1日、三井住友

フィナンシャルグループを含む 15の公的資本増強行＊190に対して、2003年 3月期の

＊190 金融庁「公的資本増強行に対する行政処分について」（2003年 8月 1日）によれば、みずほフィナン
シャルグループ、UFJホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、三井トラスト・ホー
ルディングス、住友信託銀行、あしぎんフィナンシャルグループ、もみじホールディングス、北陸
銀行、熊本ファミリー銀行、北海道銀行、千葉興業銀行、八千代銀行、東日本銀行、福岡シティ銀行、
和歌山銀行。

 　また、UFJホールディングスに対しては、この業務改善命令にもかかわらず、なお経営の改善が
みられないとして、2004年 6月 18日にも業務改善命令が発出された。この際には、業務改善計画策
定に当たり「ガバナンス強化ガイドライン」の「経営責任の明確化等」に留意するよう注記が付さ
れた。

図表 2─1─2 ⑤　転換権行使の方針の具体化

【転換権行使ガイドライン】
1999年 6月 29日

【ガバナンス強化ガイドライン】
2003年 4月 4日

転
換
権
行
使
の
該
当
条
件

転
換
権
行
使
の
方
針

直近の自己資本比
率や収益指標等か
らみて経営が著し
く悪化した銀行に
ついて、経営体制
の刷新等、経営管
理を通じた適切な
業務運営を確保す
ることが必要であ
る場合

期中においても市
場における当該銀
行の信認が著しく
低下し、その回復
を図ることが必要
である場合

優先株式の普通株
式への転換権の行
使（転換後、普通
株主としての議決
権等を行使）を検
討

同左

「3 割ルールの明
確化」における「優
先株式に所定の配
当がなされない場
合」に対する監督
上の措置にもかか
わらず、2 期連続
で優先株式が無配
の場合、または実
質的に 2 期連続
で無配と認められ
る場合

修正コア業務純益
ROA が、2 期 連
続で前年度比 1
割以上、かつ、累
計で 3 割以上減
少した結果、全国
銀行平均を下回る
など収益状況が大
幅に悪化したと認
められる場合

「ガバナンス強化
ガイドライン」に
おける監督上の措
置で示された、2
期 連 続 の「3 割
ルール」抵触の条
件に該当する場合
となって、経営責
任の明確化を含む
業務改善命令を受
けたにもかかわら
ず、引き続き「3
割ルール」に該当
するなど、なお十
分な改善が認めら
れない場合

自己資本比率に係
る早期是正措置を
受けたにもかかわ
らず、なお十分な
改善が見られず、
今後の改善も期待
できない場合

「転換権行使ガイド
ライン」における、
市場の信認が著しく
低下した銀行の該当
条件を具体的に明示

預金動向、資金繰り、
インターバンク市場
での資金調達、デリ
バティブ等の国際取
引の状況等を総合的
に勘案し、業務改善
命令等の監督上の措
置を受けてもなお経
営危機の招来が回避
できないと判断され
る場合

・原則として転換
権を行使する方
向で検討。
・「転換権行使ガ
イドライン」に
おいて「経営体
制の刷新等、経
営管理を通じた
適切な業務運営
を確保する」と
されていること
から、原則とし
て、次に掲げる
措置を講ずるよ
う求める。
①頭取などの退
任
②経営の抜本的
な改革
③配当の停止ま
たは抑制

同左 同左 同左 ・日銀特融や、破綻
状態にない金融機
関に対する資本増
強（預金保険法第
102 条第 1 項第 1
号）の検討と併せ、
原則として転換権
を行使する方向で
検討。

・転換権を行使する
場合には、必要に
応じ、左記に例示
した経営体制の刷
新等に準じた措置
を求める。

「転換権行使ガイドライン」の「経営が著しく悪化した銀行」に関して、
以下の四つの該当条件を具体的に明示
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当期利益が経営健全計画対比で 3割以上の未達または赤字になったことにより、金融

庁から業務改善命令が発出された。その内容は、抜本的な収益改善のための方策を織

り込んだ業務改善計画の提出と着実な実施、計画実施状況の四半期ごとの報告を求め

るものであった。

次に、「ガバナンス強化ガイドライン」では、公的資金によって引き受けられた優

先株式の転換権行使に関して、1999年 6月の「転換権行使ガイドライン」＊191で、早

期健全化法に規定する普通株式の引受の承認要件に準ずる場合として掲げていた 2例

の具体的内容と、その場合の対応方針が示された。1例目の、経営の著しい悪化につ

いては該当条件が四つ示され、原則として転換権を行使する方向で検討するとされた

（図表 2─1─2 ⑤）。また、その場合には、代表権のある役員の退任など「経営体制の

刷新等、経営管理を通じた適切な業務運営」を原則として求めることが示された。

一方、2例目の、市場における信認の著しい低下についても、転換権行使の該当条

件と転換権行使の方針の内容が明らかにされた。

◉ペイオフ完全実施の 2年延期と産業再生機構の創設
「新しい金融行政の枠組み」以外の二つの項目群のうち「新しい金融システムの枠

組み」では、金融再生プログラム公表に先立って方針が明らかになっていた、いわゆ

るペイオフ完全実施の 2年延期が確認された。ペイオフ完全実施を 2005年 4月から

にしたことは、不良債権問題の解決を 2004年度までとする目標を掲げたことと平仄

を合わせた措置であった。また、決済機能の安定確保のための方策もとられることと

なった。この法制化のために、2002年 12月 11日に「預金保険法の一部を改正する

法律」が成立した（2003年 4月 1日施行）。これにより、資金決済取引に使用でき、

要求払いで、付利されない預金が決済用預金に該当すると定義され、2005年 4月以

降も全額保護されることとなった。また、2005年 3月 31日まで、流動性預金を決済

用預金と見なして全額保護を続けることとなった。

「新しい企業再生の枠組み」では、整理回収機構の企業再生機能の強化、企業再生

ファンド等との連携強化、企業・産業の再生のための新たな機構創設などが盛り込ま

＊191 金融再生委員会は、1999年 6月 29日、転換権付優先株式の最初の転換開始時期到来を前にして、「転
換権付優先株の転換権行使について」（いわゆる「転換権行使ガイドライン」）を明らかにした。
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れた（当行の企業再生への取り組みについては 254ページ参照）。

企業・産業再生に関しては、その後 2002年 12月 19日に内閣で基本指針が取りま

とめられ、産業再生機構の創設（「改革加速のための総合対応策」でも記載）や産業

再生法＊192の抜本改正などの方針が盛り込まれた。2003年 4月 2日には株式会社産

業再生機構法と改正産業再生法が成立（共に 9日施行）、4月 16日に産業再生機構が

預金保険機構の子会社として設立された。産業再生機構は、要管理先等に分類されて

いる企業のうち、再生可能と考えられる先の経営立て直しを図るものであり、資産査

定の厳格化で焦点が当てられる要管理先を中心に、不良債権処理と両輪で企業・産業

再生を進めるための枠組みを整備しようとするものであった＊193。また、産業再生法

の改正では、複数の企業による共同事業再編や、企業再生ファンドなどによる事業買

収を通じた経営資源再活用などが支援対象に加えられた。

＊192 正式名称は産業活力再生特別措置法（1999年 8月 6日成立、10月 1日施行）で、2003年 3月末まで
とされていた。

＊193 金融庁は 2003年 5月 16日に事務ガイドラインを改正し、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」
に沿った金融支援の実施により経営再建が開始されている場合には、同計画に基づく貸出金は貸出
条件緩和債権に該当しないと判断してよいとした上で、産業再生機構が買い取りを決定した債務者
についての事業再生計画は、諸要件を満たす限り「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」とし
てよいと規定した。

図表 2─1─2 ⑥　預金等の保護の推移

当座預金

1986年 7月から 1996年 6月から 2001年 4月から 2002年 4月から 2003年 4月から 2005年 4月から

普通預金

別段預金

定期預金・通知
預金など
元本補填契約の
ある金銭信託

その他の、預金
保険の対象預金
等

外貨預金・譲渡
性預金

外貨預金・譲渡
性預金
金融債（保護預
かり専用商品以
外）
元本補填契約の
ない金銭信託
その他の、預金
保険の対象外預
金等

元本補填契約の
ない金銭信託
その他の、預金
保険の対象外預
金等

金融債

当座預金 当座預金

全額保護

外貨預金・譲渡性預金

普通預金

別段預金

定期預金・通知
預金など
元本補填契約の
ある金銭信託
金融債（保護預
かり専用商品）

その他の、預金
保険の対象預金
等

定額保護（元
本 1,000 万
円）

定額保護の範
囲を超える部
分は破綻金融
機関の財産の
状況に応じて
支払われる

破綻金融機関
の財産の状況
に応じて支払
われる

特別資金援助
によって全額
保護の効果

特例措置の延
長により全額
保護

定額保護の範
囲が元本 1,000
万円までとそ
の利息等に拡
大（ただし、
特例措置によ
る全額保護は
2001 年度末
まで延長）
金融債（保護
預かり専用商
品）が預金保
険の対象預金
等となった

特例措置が延
長されたた
め、特別資金
援助によって
全額保護の効
果

時限的措置に
より全額保護

普通預金・別段預金の
うち決済用預金に該当
するもの
普通預金・別段預金の
うち決済用預金に該当
しないもの
定期預金・通知預金な
ど
元本補填契約のある金
銭信託

その他の、預金保険の
対象預金等

金融債（保護預かり専
用商品以外）

元本補填契約のない金
銭信託

その他の、預金保険の
対象外預金等

金融債（保護預かり専
用商品）

恒久的措置で
全額保護され
る決済用預金
と見なして全
額保護

同　左

同　左

定額保護（元
本 1,000 万
円とその利息
等）

定額保護の範
囲を超える部
分は破綻金融
機関の財産の
状況に応じて
支払われる

破綻金融機関
の財産の状況
に応じて支払
われる

特例措置（預
金等全額保護
のための特別
資金援助）に
より全額保護

決
済
用
預
金

預
金
保
険
制
度
の

　対
象
外
預
金
等

一
般
預
金
等

定額保護（元
本 1,000 万
円とその利息
等）

定額保護の範
囲を超える部
分は破綻金融
機関の財産の
状況に応じて
支払われる

破綻金融機関
の財産の状況
に応じて支払
われる
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 3 正念場の経営環境下における経営課題への注力

◉陰に陽に圧力が強まった経営環境
新銀行発足早々の経営会議や部店長会議で西川が指摘したように、当行の最優先の

経営課題は「バランスシートの抜本的強化」、すなわち不良債権残高と政策投資株式

の大幅な圧縮、および自己資本の内容の改善であった。

「バランスシートの抜本的強化」を進めるためには、不良債権処理と、持ち合い解

消に代表される政策投資株式圧縮によって生じる減益要因、赤字要因を吸収して余り

ある収益体質をつくり上げ、毎年の利益から剰余金を積み上げることを通じて、自己

資本の内容の改善を図る必要があった。このため、第 2の課題「ビジネススタイルの

転換を通じた粗利の増強」と第 3の課題「既成概念にとらわれない徹底的なコスト削

減」も重要であった。第 3の課題の一環として、「100日作戦」を進めたことは既述

の通りである（223ページ参照）。また、各部門が取り組んだ収益増強策（第 2の課題）

については、次の第 2章（262ページ以降）で後述する。

新銀行発足当初は、① ITブーム崩壊によって景気の悪化と株価の下落が進んだこ

と、②その後、輸出主導で景気が最悪期を脱した後も、構造問題を抱えた企業は回復

の好循環に乗れずに業績不振から脱け出せなかったこと、③世界的に景気回復下の株

安進行が起き、わが国の株価も例外でなかったこと、④不動産価格の下落によって担

保資産価値が低下する状況が続いたことなど、経営環境は厳しい展開となり、不良債

権処理と、保有株式の圧縮や時価会計適用への対応が、収益増強の取り組みや経費削

減の努力をはるかに超える重さで、当行の業績にのしかかった。景気の悪化や資産価

格の低下など経済・金融情勢が逆風となっただけでなく、時価会計の適用が始まった

時期が株価の大幅な下落局面に重なったことも負荷を増す要因となった。

さらに、公共投資などを主体とした対策を繰り返しても日本経済の本格的な立ち直

りを果たせなかったことから、不良債権や保有株式の株価変動リスクなど、金融機関

が抱えている課題が日本経済の活力を阻害しているという論調が強まり、立法による

株式保有制限、不良債権オフバランス化を行政面から促そうとする「2年・3年ルー

ル」「5割 8割ルール」の導入、金融再生プログラムによる不良債権比率の半減目標

の設定、同じく「構造改革を加速するための金融行政の新しい枠組みを構築する」と
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して講じられた資産査定の厳格化、自己資本の充実、ガバナンスの強化など、法令や

監督行政の変更、転換も、経営の新たな前提条件として織り込む必要が生じた。

景気の悪化や資産価格の低下といった経済・金融情勢の下で資産査定の厳格化や不

良債権のオフバランス化、政策投資株式の削減を急げば、当期純利益など業績面への

影響は避けられないが、それによって経営健全化計画の収益目標を「相当程度」下回

ることになれば、金融監督上の措置の厳格化によって業務改善命令を受ける可能性が

大きかった。

また、会計上と税務上の一時差異を伴う不良債権処理や株式含み損処理を加速させ

れば、繰延税金資産が増加する要因となるが、自己資本の充実という論点から、繰延

税金資産の計上には、その合理性が厳しく問われた。

不良債権のオフバランス化、政策投資株式の削減などバランスシート改善の代償と

して当期純利益が損失に陥ることや、時価会計の適用で「その他有価証券」の評価損

を資本直入することによって、資本の部の剰余金に十分な厚みがなくなり、公的資金

図表 2─1─3 ①　主要行にとっての当時の経営環境と経営課題の概念図
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によって引き受けられた優先株式に対する配当に支障が生じれば、監督上の措置の厳

格化によって業務改善命令を受け、さらに 2期連続で無配、またはそれに準ずる場

合＊194になれば、ガバナンス強化の方針に基づいて転換権が行使される可能性を想定

しておかねばならなかった。公的資金で引き受けられた優先株式が普通株式に転換さ

れれば、所有者である整理回収機構に議決権行使など普通株主としての権利が生じる。

整理回収機構は預金保険機構を介して金融庁の方針決定に従って権利を行使すること

になるため、民間金融機関としての経営の自由度が、国によって大きく制約される結

果につながりかねなかった。

◉2002年 3月期の業績と法定準備金の剰余金への振り替え
（1）2002年 3月期の業績

緊迫した経営環境の中での業績の概要（三井住友銀行単体）をみると、業務粗利益

は、相場動向を捉えたポジション運営の成果によってバンキングとトレーディングの

両業務で市場営業部門の収益が大きく貢献したことに加えて、マーケティング部門

（個人・法人・企業金融・国際）の収益増強の取り組みが積み重なり、合併初年度の

2002年（平成 14年）3月期、翌 2003年 3月期ともに、合併直前の 2001年 3月期に

旧両行合算で残した実績を大きく上回った（図表 2─1─3 ②）。

また、経費は、経営効率化の推進によって、逆に合併前より減少したため、合併直

前の 2001年 3月期に旧両行合計で約 8千億円であった業務純益（一般貸倒引当金繰

入前、以下同じ）は、2002年 3月期、2003年 3月期ともに、1兆円を超える水準と

なった。

しかし、2002年 3月期（2001年度）の与信関係費用＊195は、個別債務者の劣化、

資産価格の低下による担保価値の下落、不良債権の最終処理（オフバランス化）の促

進に伴う損失計上、経済情勢を反映した引当率の引き上げなどの結果、1兆 5,431億

円となり、合併直前の旧両行合算（8,191億円）の倍近くに増加して、業務純益では

吸収し切れない額となった。2002年 3月末の不良債権残高（金融再生法開示債権、

以下同じ）は、破産更生等債権と危険債権の新規発生額が最終処理額を大幅に上回っ

たことや、貸出条件緩和債権の範囲をより保守的に捉えたことなどで要管理債権が膨

＊194 期末前の無配表明や減配など。
＊195 不良債権処理額（貸出金償却、個別貸倒引当金繰入額、貸出債権売却損など）と一般貸倒引当金繰

入額の合計。合併当初の一時期、貸倒償却引当費用という名称も使用していた。
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らんだことにより、2001年 3月末比 3兆 776

億円増加して 5兆 9,000億円となった（584、

587ページ参照）。

同じくバランスシート上の課題である保有

株式等の関連では、時価が取得原価より著し

く下落し、回復可能性を見込めないため減損

処理を行ったことによる株式等償却を中心に、

株式等損益は 1,307億円の損失となった。

（2）法定準備金の剰余金への振り替え

与信関係費用の増大や株式等損益の悪化を主因に、合併初年度の 2002年 3月期は

当期純損失を 3,229億円計上する結果となり、剰余金の積み上げによって自己資本の

図表 2─1─3 ③  2002 年 3 月期の与信関係費
用と内訳（単体） （単位：億円）

不良債権処理額① 10,385

貸出金償却 2,839

個別貸倒引当金繰入額 6,632
債権売却損失引当金繰入額 370
共同債権買取機構売却損 84
延滞債権売却損等 506
特定海外債権引当勘定繰入額 △ 45

一般貸倒引当金繰入額② 5,046

与信関係費用①＋② 15,431

（注１）  億円未満を四捨五入しているため、内訳の
和が合計に一致しない場合がある。

（注２） △は戻入益（与信関係費用の縮小原因）。

図表 2─1─3 ②　発足前後の業績の概要
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（注） 2001年 3月期は旧両行の合計、2002年 3月期はわかしお銀行との
合併の前の三井住友銀行、2003年 3月期はわかしお銀行と合併して
発足した三井住友銀行の数字で、いずれも単体。
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内容の改善を図ろうとした新銀行の意気込みは水を差された。

さらに、2001年度から全面適用となった時価評価により、「その他有価証券」に係

る評価損益に税効果を勘案し、「その他有価証券評価差額金」としてマイナス 2,980

億円を全部直入する処理を行ったことも、資本の部に影響を与えた＊196。「その他有

価証券」（「その他の金銭の信託」を含む、以下同じ）に関しては、旧さくら銀行のグ

ロス評価損（4,563億円）を合併差益で処理した上で新銀行に承継したため、発足時

には 1,968億円の評価益となっていた＊197。しかし、わが国の株式相場は、2001年度

上期に景気悪化や米国における同時多発テロ事件による混乱で大幅に水準を切り下げ、

下期に世界的な景気回復の始まりと同時多発テロ直後の混乱の落ち着きなどを受けて

やや持ち直したものの、期末の株価水準は期初を大きく下回った。このため、「その

他有価証券」の評価損益は、年間で 6,823億円悪化し、期末には 4,855億円の評価損

に転じた。これに税効果を勘案し、「その他有価証券評価差額金」として資本の部に

計上したのが前述のマイナス 2,980億円である。

「その他有価証券」の評価損益による資本の部への影響が避けられない展開となり、

配当可能利益の減少で配当政策が制約される懸念が生じたため、当行は、折から施行

＊196 2006年度から、資本の部は純資産の部、資本直入は純資産直入となっている。
＊197 「その他有価証券」は合併処理前に含み益 2,052億円、含み損 4,563億円であったが、含み損となっ

ている部分（グロス評価損）4,563億円を合併差益で処理した。新銀行の財務体質を強固なものとす
るために、「その他有価証券」以外にも、事業用土地について時価評価を下回る部分の処理などを行
い、資本の部から 4,270億円を控除して新銀行に継承した。

図表 2─1─3 ④　その他有価証券評価損益の動向と法定準備金の剰余金への振り替え （単位：億円）

資本金
資本
準備金

利益
準備金

その他の剰余金
再評価
差額金

その他
有価証券
評価差額金

資本の部
合計

その他
有価証券
評価損益

その他の
資本剰余金

任意積立金・
当期未処分利益

旧住友銀行① 7,528 6,431 1,079 ─ 2,480 1,669 ─ 19,187 △ 84

旧さくら銀行② 5,239 9,913 1,313 ─ 1,651 427 ─ 18,542 2,052
（合併処理） （△ 5,189）（＋ 918） （─） （─） （─） （─） （─）（△ 4,270）（＋ 4,563）

合併当初①＋② 12,767 16,344 2,391 ─ 4,131 2,096 ─ 37,729 1,968

2002年 3月期中の
増減額 500 △ 3,076 △ 2,391 ─ △ 298 △ 1,092 △ 2,980 △ 5,764

（うち法定準備金の
剰余金への振り替え） （─）（△ 3,576）（△ 2,414） （3,576） （2,414） （─） （─） （─）

2002年 3月期末 13,267 13,268 ─ 3,576 3,833 1,003 △ 2,980 31,965 △ 4,855

（注１） 億円未満を四捨五入して表示しているため内訳が合計に一致しない場合がある。
（注２） 資本の部合計には自己株式を含む。
（注３） 旧さくら銀行は括弧内の合併処理を実施した後の承継額。
（注４） 2001 年度の資本金と資本準備金の増加は、転換社債の普通株式への転換による。



246　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

（2001年 10月）となった改正商法および改正銀行法に基づき、2001年 11月、資本準

備金の一部（3,576億円）および利益準備金の全額（2,414億円）を剰余金へ振り替え

る方針を 2002年 3月期の業績予想の修正と共に公表し、2002年 1月に開催した臨時

株主総会での承認を経て、2002年 3月期において実施した。

また、この他にも、大手町本部ビルの売却（2002年 3月）などにより、剰余金増

強を図った。

◉2003年 3月期の業績とグループ経営改革、資本増強への道筋
（1）2003年 3月期の業績

合併後 2年目の 2003年 3月期（2002年度）＊198も、「バランスシートの抜本的強化」

「自己資本の内容の改善」を両立させるための苦闘は続いた。

与信関係費用は、引き続き不良債権のオフバランス化を進めたことに加えて、金融

再生プログラムなどの趣旨を踏まえ大口の与信先に DCF法を適用するなど引当率を

引き上げたこと、債務者の経営再建に向けた対応強化の一環として債権放棄などの措

置をとったことなどから、1兆 745億円と、業務純益（1兆 1,136億円）をほぼ帳消

しにする額となった。2003年 3月末の金融再生法開示債権は、破産更生等債権と危

険債権の新規発生が 2002年 3月期の発生に比べて大幅に縮小する中で、2002年 3月

期を 1兆円近く上回る思い切った最終処理を行ったことなどを主因に、2002年 3月

末比 6,590億円減少した。

保有株式等を取り巻く環境は 2002年度に一

段と悪化した。米国で起きた企業会計への不信、

地政学リスクや米国経済の先行き懸念などの要

因が絡み合って世界的に株安が進行し、わが国

の株価も 1983年（昭和 58年）以来 19年ぶり

の安値水準に落ち込んだ。厳しい環境下で保有

株式の売却を進めた結果、株式等売却損益が

1,082億円の損失となったほか、5,275億円の株

式等償却を行ったため、株式等損益は、2002年

＊198 三井住友銀行は、2003年 3月にわかしお銀行と合併し、新たな三井住友銀行（存続銀行のわかしお
銀行が行名を変更）となった。2003年 3月期の業績の概要は、原則として、合併前の三井住友銀行
とわかしお銀行を合わせた数値を用いて記述している。

図表 2─1─3 ⑤  2003年3月期の与信関係費
用と内訳（単体） （単位：億円）

不良債権処理額① 8,364

貸出金償却 2,844
個別貸倒引当金繰入額 3,754
債権売却損失引当金繰入額 152
共同債権買取機構売却損 164
延滞債権売却損等 1,489
特定海外債権引当勘定繰入額 △ 39

一般貸倒引当金繰入額② 2,381

与信関係費用①＋② 10,745

（注１）  億円未満を四捨五入。
（注２）  △は戻入益（与信関係費用の縮小要因）。
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3月期を大きく上回る 6,357億円の損失となった。

1兆円を上回る高水準が続いた与信関係費用と、株式等損益の損失の拡大を主因に、

2003年 3月期も当期純利益は 4,783億円の赤字となり、資本を毀
き

損
そん

する要因となった。

当行が大幅な赤字になったことにより、2002年 12月に発足した持株会社の三井住友

フィナンシャルグループ連結の 2003年 3月期決算も当期純損失となり、経営健全化

計画を大幅に下回ったことに対して 2003年 8月に金融庁から業務改善命令を受けた
（238ページ参照）。

（2）わかしお銀行との合併

当行では、2003年 3月期赤字決算による資本毀損の見込みに加えて、株式相場の

一段の低迷による「その他有価証券」の評価損益の悪化の影響で、資本直入によって

純資産がさらに減少するおそれが強まった。現実には、後述するグループ経営改革に

よって設立した持株会社である三井住友フィナンシャルグループの下で、三井住友銀

行とわかしお銀行の合併を実施し＊199、これによる消滅銀行、三井住友銀行の合併差

益を利用して合併期日（2003年 3月 17日）に残存含み損（6,728億円）を処理した

ため、合併後の新しい三井住友銀行（わかしお銀行が行名変更）においては、発足時

点で「その他有価証券」の評価損益はゼロとなった。これにより、2003年 3月期末

の「その他有価証券」の評価損益は 179億円の評価損＊200にとどまったが、仮に合併

承継処理がなければ、評価損は 6,900億円程度に達していた見込みである。

また、合併の検討を進める過程では、このような承継処理の可否に影響する会計基

準整備の動向にも目を配った。1997年以降に進んだ企業組織再編に係る法制度改正
（60ページ、図表 1─1─5 ②参照）や 2001年度税制改正による企業組織再編税制の整備を

背景に、合併や会社分割などが盛んに行われるようになっていたが、この当時は企業

結合の会計処理基準が詳細に定められていなかった。ただし、消滅会社や分割会社等

からの重大な含み損を抱える資産の引き継ぎは、商法の「資本充実の原則」に反した、

現実の資本を充足しない資本承継となるため、合併差益と含み損相当額を相殺する

「合併差益による含み損処理」を伴う合併承継処理が、当時は実務として広く定着し

ていた。これを、わかしお銀行との合併承継処理でも利用したが、他方で、企業会計

＊199 わかしお銀行は三井住友銀行の完全子会社であったが、本件合併の前（2003年 1月）に、三井住友フィ
ナンシャルグループが三井住友銀行から全株を買い取ったため、合併時には、両行とも三井住友フィ
ナンシャルグループの完全子会社であった（589ページ参照）。

＊200 この評価損は 2003年 3月 17日から 31日までの株価下落によって生じた。
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審議会において、2000年 9月からの審議を踏まえて、2001年 7月に、論点整理が公

表されていた。その後「企業結合に係る会計基準」＊201がまとめられたのは、わかし

お銀行との合併実施後の 2003年 10月、その適用は 2006年 4月以降始まる事業年度

からとなったが、合併を検討する過程では、並行して進められていた会計基準の審議

の帰
き

趨
すう

を意識しながら、枠組みを固めていった。

わかしお銀行を存続会社とする合併は、含み損処理による財務基盤の強化に大きく

寄与するものであったが、三井住友銀行が消滅会社となって法人格が消えることに対

して現・役職員や元・役職員が特別な感情を抱く可能性については、合併が付議され

た 2002年 12月 24日の三井住友フィナンシャルグループの経営会議（グループ経営

会議）においても、取り上げられた。しかし、経営首脳からは「気持ちの上ではつら

いが、株式含み損の処理のためにはやむを得ない」（岡田）、「当行の歴史が消えるわ

けではない」（西川）などの発言があり、結局、わかしお銀行を存続会社とする合併

が進められることになった。

旧住友銀行と旧さくら銀行の合併の際にも、登記上の本店所在地や行名について、

過去の経緯ではなく、ベストプラクティスを重視する判断が行われたように、本件に

おいても、さまざまな思いを胸裏に秘めて、現に目の前にある経営課題への対応が重

視された。

わかしお銀行との合併は、対外発表（2002年 12月 25日）から実施（2003年 3月

17日）までの期間が短く、後述するシステム統合の問題（341ページ参照）に限らず、

合併に向けて迅速な対応が必要となった。特に、三井住友銀行を消滅会社としたため、

三井住友銀行として受けていた国内および海外における免許や認可などについて、継

続性を確保する手続きを各拠点の金融監督当局に対して行う点にも、万全を期した。

このうち、英国に関しては、形式基準に基づいて免許の新規取得を求める英国金融

サービス機構（FSA：Financial Services Authority）と協議を重ねた結果、三井住友銀

行の海外支店としてロンドン支店を置いていた従来の体制にかえて、英国における現

地法人としてロンドンに欧州三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corporation 

Europe Limited）を新たに設立することを急
きゅう

遽
きょ

決定することとなった。

＊201 「企業結合に係る会計基準」では、結合の実態が取得なのか、取得に当たらず持ち分の結合なのかを
区分する判定基準を設け、取得であればパーチェス法によって公正価値（時価）で評価、持ち分の
結合であればプーリング法によって簿価で評価することとなったため、時価を上回らない範囲内で
資産・負債の項目ごとに承継価額を定める会計処理はできなくなった。
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（3）自己資本強化の必要性

2003年 3月期に思い切った保有株式の売却と減損処理、さらに合併差益を利用し

た含み損の大幅削減を行ったことで、株式等損益や「その他有価証券」の動向によっ

て当期純利益や資本の部が多大な影響を受けるリスクに対して抵抗力が増すことと

なった。その後 2004年 3月期（2003年度）には、株価が世界的に上昇基調となった

ことも追い風となった。

しかし、2002年度の時点では、経営環境の先行き不透明感は極めて強く、さまざ

まなリスク要因を勘案すると自己資本の増強は喫緊の課題であった。

グループ傘下のわかしお銀行との合併に際して、承継処理によって「その他有価証

券」の含み損を一度解消することとしたが、これは合併前の三井住友銀行の資本の一

部を使って含み損を相殺する処理であって、自己資本が増強されたわけではなく、不

良債権処理などを主因に 2002年 3月期、2003年 3月期と 2年続いて当期純損失に

陥ったことで、自己資本の厚みはむしろ削がれていた。

有税での不良債権処理が自己資本に与える影響は税効果会計によって緩和された反

面、繰延税金資産の計上額が増大し、自己資本の額や、そのうちの Tier 1の額に比

べて、大きな割合となった。繰延税金資産の回収可能性の判断については、「税効果

会計に係る会計基準」や関連の実務指針に則っていたとはいえ、金融再生プログラム

図表 2─1─3 ⑥　自己資本と繰延税金資産の状況

0

10

20

30

40

50

60

70

0

2

4

6

8

10

12

14

2001/3 2002/3 2003/3

（兆円）

繰延税金資産／Tier 1
（右目盛）

Tier 1

自己資本額（国際統一基準）
（左目盛）

（年／月末）

Tier 1
以外

（％）

繰延税金
資産の
計上額

（注）  2001年 3月末は旧両行の合計、2002年 3月末はわかしお銀行との合
併の前の三井住友銀行、2003年 3月末以降はわかしお銀行と合併し
て発足した三井住友銀行の数字で、いずれも単体。
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において重要な論点として取り上げられ、繰延税金資産の合理性の確認が実質的に厳

格化される状況にあった。当行は、2003年 3月期に、繰延税金資産について、より

保守的に対応し、約 4,500億円を評価減した＊202。

当行の自己資本の内容については、合併当初から、公的資金や税効果、土地の再評

価差額金による部分を除くと不十分な状況にあるとの認識があり、第 1回経営会議

（2001年 4月 4日）でも取り上げられた。毎年の利益から剰余金を積み上げていくこ

とを通じて、自己資本の充実を図るという合併当初の構想が揺らぎ、逆に自己資本に

下方圧力がかかる状況にあっては、資本調達を急ぐ必要があった。

◉資本調達を巡る動き
自己資本の内容改善が合併当初にも増して喫緊の経営課題となっていく中で、当行

は、早い段階から自己資本増強の手立てについて、検討を進めた。その際、自助努力

によって海外から調達する、投資を受けるということに重きを置いて検討を進めた。

旧住友銀行当時から緊密な関係＊203にあったザ・ゴールドマン・サックス・グルー

プ・インク（The Goldman Sachs Group, Inc.、以下、グループ会社を含め GSグルー

プ）との構想は当初から有力な候補であり、西川は、2002年春に訪米して GSグルー

プ首脳に打診を行った。夏から始まった GSグループとの交渉の過程では、わが国の

金融情勢が大きく揺れ動いて経営環境の先行きが読みにくくなるという難しい場面が

生じた。この間、資本調達の検討と並行して持株会社体制への移行準備を進めて

2002年 12月 2日には三井住友フィナンシャルグループを設立するなど、経営陣は八

面六
ろっぴ

臂の動きを続けた。資本調達については他社からも提案を受けて比較衡量を行っ

たが、12月には GSグループとの間でおおむね合意のめどが立ち、12月 17日のグ

ループ経営会議への付議において、契約締結までに詰めておくべき点を検討課題とし

た上で、合意を結ぶ方針を固めた。

2003年 1月 15日、三井住友フィナンシャルグループ取締役会で、①優先株式によ

る資本調達、② GSグループの与信業務に対する信用補完、③業務協力の契約を GS

グループと締結することについて決議・報告が行われ、同日、これら三つの柱をパッ

ケージとする合意内容を対外公表した。

＊202 回収可能性の判断を一層厳格化して、評価性引当額（約 4,500億円）によって繰延税金資産を減額し
た。

＊203 旧住友銀行は、1986年 12月に、約 5億ドルを GSグループに出資する契約を締結した。
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合意のうち第 1の柱では、2月 8日、三井住友フィナンシャルグループは、GSグ

ループに対して 1,503億円の転換型優先株式を発行した。この優先株式は、優先配当

率が年 4.5％、発行の 2年後から 25年後までを普通株式への転換可能期間とし、発行

の 25年後には一斉転換する、という商品性であった。また、少なくとも 2年間は原

則として同優先株式の譲渡や同優先株式のヘッジとしての三井住友フィナンシャルグ

ループ株式の売却取引を行わないこととされ、株式数の増加に伴う希薄化による株価

下落への影響を抑制する工夫がなされていた。

GSグループとの合意のうち第 2の柱である、同グループの与信業務に対する信用

補完に関しては、GSグループによる欧米の投資適格（BBB格以上）顧客に対する信

用供与取引に対して当行が総額 10億ドルの範囲内で信用補完を行い（ファーストリ

スク）、さらにリスクの積み上がりに応じてセカンドリスクであるメザニン（BBB格

以上に相当）リスクを最大 11.25億ドルまで引き受けることとした。この信用補完の

業務運営・管理を行う組織として 2003年 2月、米州本部に所属する営業店として国

際企業投資部をニューヨークに設置し、ロンドンにも駐在を置いた。

また、第 3の柱である業務協力に関しては、当行と GSグループは、当行の不良債

権処理を中心に、GSグループのエクスパティーズを活用できる分野において、従来

からの協力関係を拡大していくことで合意した。業務協力は不良債権の売却で効果を

上げ、不良債権処理の促進に貢献した。

三井住友フィナンシャルグループは、GSグループからの資本調達に続いて、公募

による資本調達に踏み切り、2003年 3月 12日、転換型優先株式 3,450億円を発行し、

海外投資家向けに販売した。この優先株式は、優先配当率が年 2.25％、2003年 4月

14日から 2005年 7月 12日までを普通株式への転換請求期間とし、2005年 7月 13日

に全て普通株式に強制交換される、という商品性であった。2度の合計 4,953億円の

Tier 1調達によって、2003年 3月期の連結当期純損失の計上（247ページ参照）により

毀損した資本をカバーし、優先配当も実施した上で、2003年 3月末の自己資本比率

は 10％台を維持できることとなった。

また、三井住友銀行は、2003年 2月 12日、3月 13日に、いずれも全額を三井住友

フィナンシャルグループが直接引き受ける第三者割当方式によって、1,503億円と

3,000億円の資本増強を行った。三井住友銀行は、この資本増強と、直後のわかしお

銀行との合併における合併差益の利用によって、不良債権処理による資本の毀損の補
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強と保有株式等の含み損の解消を行い、経営の不安定要因の縮小を図った。

2001年 4月に三井住友銀行が誕生してからわずか 2年ほどの間に起きた、経営課

題への緊迫した取り組みは、以上のような展開であった。また、それに伴う組織対応

などは次項の通りである。

◉バランスシートのクリーンアップに向けた組織対応
（1）合併当初の不良債権問題対応体制

合併に際して当行は、不良債権処理を促進するために、本店組織として、主に回収

業務を担う融資管理部の他、法人部門に、問題債権の与信審査を所管する法人融資第

一部（旧住友店を所管）、同第二部（旧さくら店を所管）を、また直接顧客折衝を行

うフロント拠点として 27の法人営業部を配置した。不良債権問題の解決のためには、

与信管理強化に加えて、事業再編を通じた企業価値の向上と貸出債権の劣化防止も重

図表 2─1─3 ⑦　三井住友銀行の資本の部の動向
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要であるため、2001年 10月には、取引先の事業再編ニーズに対するコンサルティン

グを行う事業再編室を法人業務部に設置し、その機能を活用して財務・営業・経営戦

略施策の提案・提供を開始した。

企業金融部門においても、問題債権の与信審査を所管する営業審査第二部、同第三

部を設置し、これに対応するフロントとして 3部（本店営業第九部、同第十部、大阪

本店営業第四部）を配置した。

加えて 2002年 6月には、問題債権の早期処理や劣化防止の徹底、再建対応などに

係る新しいビジネスチャンスの捕捉などを狙いとして、法人部門の問題債権先の所管

フロントを再編する組織改定を実施し、フロントの再編と併せて、問題債権先に関す

る与信審査の所管を見直した。具体的には、一定以上のリスク量を持つ問題先のうち、

①当行が主導的に対応することが必要な特定の大口先の債権を専門に所管する法人営

業部として東京法人営業部と大阪法人営業部の 2部を設置、②早期の不良債権処理や

短期集中の対応が必要な先を所管する法人営業部（合併当初 27部、2002年 6月末で

24部）を 11部に再編した（7月以降順次実施）。これにより、問題債権先を所管する

法人営業部を計 13部に集約した。また与信審査に関しては、所管を旧行別から地域

別（東西別）に改め、法人融資第一部が東日本の営業店を、同第二部が西日本の営業

店を所管する体制とした。

一方、企業金融部門においても、東日本における問題債権を所管するフロントを、

旧行の取引に関わりなく債務者の実態に即して本店営業第七部、同第八部、同第九部

に再編し、同様に審査体制も営業審査第一部、同第二部、同第三部に再編した。

この他にも、2002年 5月に、個人向けローンの延滞債権などを集中的に所管する

個人債権管理センターを、東日本に 5拠点 1分室、西日本に 3拠点設置した。同セン

ターの設置は、延滞ローン債権などを集約することで、効率的かつ効果的な延滞管理

を行い延滞債権の圧縮を図り、併せて個人業務の営業フロントであるブロック・支店

の管理業務を軽減することを狙いとしたものであった。当初、個人債権管理センター

に集約する債権の種類は延滞状況にある保証付ローンなどに限られていたが、その後、

順次拡大した。また 2002年 11月には、スモール法人向けの問題債権に関しても、専

門的に担当するビジネスサポートプラザを東西 1拠点ずつ新設した。
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（2）戦略金融部門の設置

その後 2002年 12月には、持株会社の設立に合わせてグループ経営改革推進の一環

として行った本店組織の改編で、独立した業務部門として、不良債権対応を行う戦略

金融部門を新設した。戦略金融部門には、問題債権関連の本店各部と営業店を集約し

た上で、これらを支援するスタッフ機能を担う戦略金融統括部を設置した（図表 2─

1─3 ⑧）。戦略金融部門は、3年間という期間を区切って集中的に問題債権に対応す

る組織であり、企業再生ノウハウ、投資銀行的手法、会計法務などの専門スキルを有

する人材を集約することで、より効率的、集中的、かつ迅速に問題債権の再生・最終

処理を図ることとした。

2003年 6月の組織改定では、①意思決定の迅速化と責任の明確化、②組織の効率

化と機能の強化、③情報・ノウハウの共有化を狙いとして、戦略金融部門の営業店と

審査部を一体化し（同部門の営業店は廃止）、フロント機能を有した審査部体制に再

編した。

当行は、戦略金融部門を中心として、取引先企業の再建や事業再編を進めた。その

過程では、銀行本体での取り組み以外にも、他社と共同で組成した企業再生ファンド

や、産業再生機構・整理回収機構といった政府系機関なども積極的に活用した。

戦略金融部門が中心となって立ち上げた企業再生ファンドおよびファンド運営会社

には、同部門の最初の案件となった日本リバイバル・ファンドの他、2003年 9月に

設立したデイスター・ファンド、11月に設立した SMFG企業再生債権回収がある。

日本リバイバル・ファンドは東京三菱銀行、その他地域金融機関などと立ち上げ、

2002年下期から投資活動を開始した。デイスター・ファンドは、三井住友海上火災

保険と大和証券 SMBCの完全子会社である大和証券エスエムビーシープリンシパル・

図表 2─1─3 ⑧　戦略金融部門の組織（2003年 6月）

部の名称 経　緯
戦略金融統括部 2002年 12月に設置
融資管理部 2002年 12月にコーポレートサービス部門から移管
東京融資業務第一部～第六部、
大阪融資業務第一部～第三部、
神戸融資業務部

2002年 12月に法人部門から移管した法人融資第一部・同第二部と所管営
業店（東京法人営業部・大阪法人営業部、問題債権先所管の 11法人営業部）
の機能を、2003年 6月に再編

融資第一部～第四部 2002年 12月に企業金融部門から移管した営業審査第二部・同第三部と所
管営業店（本店営業第八部・同第九部、大阪本店営業第四部）の機能を、
2003年 6月に再編（注）

（注）  253ページで問題債権所管部の再編について記述した営業審査第一部～第三部と本店営業第七部～第九部のうち、
営業審査第一部と本店営業第七部は企業金融部門に存置。
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インベストメンツ（以下、大和証券 SMBCPI）、および当行が共同で組成したもので、

経営は安定しているが過剰債務によって財務リストラを必要としている企業の再生を

支援するものであった。また、GSグループとの業務提携の一環として、GSグループ、

大和証券 SMBCPIグループおよび日本政策投資銀行と協働して設立した SMFG企業

再生債権回収は、GSグループと大和証券 SMBCPIなどが組成した債権買取ファンド

である日本エンデバーファンドが当行およびその他の金融機関から購入した対象企業

向け債権について、具体的な企業再生業務を受託し、対象企業と協働しながら再建計

画の早期実現を図った。

このような取り組みは、一義的には不良債権問題への対応であったが、それだけで

なく、企業再生を一つの事業と捉え、企業再生を通じて取得したノウハウを将来の新

規事業にいかしていこうとする展望があった。当行は、債権放棄、優先株式などの引

き受け、債務の株式化、企業再生ファンドや産業再生機構などの活用によって、企業

の財務体質改善や事業リストラなどに協力し、企業再生を支援した。

（3）保有株式の圧縮に向けた対応

バランスシートの強化に向けた取り組みにおいて、資産項目として不良債権と並ん

で大きな課題となったのが、保有株式の圧縮であった。

当行合併時の保有株式残高（子会社・関連会社株式を除く上場・店頭株式、時価

ベース）は約 6兆円と、同時期の Tier 1水準を約 4割上回っており、株価変動リス

ク抑制のために、保有株式残高の削減が必須の課題となっていた＊204。そこで、ポー

トフォリオマネジメント部の政策投資室（2002年 12月の組織改定により財務企画部

に移管）を中心として政策投資株式の圧縮に向けた検討を行い、企業金融部門および

法人部門が株式発行会社と交渉を行って各社の理解を得ながら、売却等を進めた。

2003年 3月には、わかしお銀行との合併差益の活用による含み損の大幅削減等に

より、2兆円を超える大幅な保有株式の圧縮を実現し、保有株式残高をおおむね

Tier 1と同じ水準まで削減したが、その後も株価変動リスク削減に向けて、保有株式

残高を Tier 1の半分程度に抑えることを目標に、さらに圧縮を図っていった。

＊204 また、公的な関与として、2001年 11月に銀行等株式保有制限法が成立したのは前述の通りである
（225ページ参照）。
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 4 グループ経営の見直し

◉三井住友フィナンシャルグループの設立
2002年（平成 14年）7月、当行はグループ経営改革として持株会社体制への移行

構想を発表し、9月には臨時株主総会と種類株主総会を開催、関係当局の認可を前提

として完全親会社となる持株会社を株式移転によって設立し、その完全子会社となる

ことを決議した。これを受けて 12月 2日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）

が発足し、取締役会長に当行会長の岡田明重が、取締役社長に当行頭取の西川善文が

それぞれ就任した。

SMFGは当初、当行のみを傘下に持つ持株会社であったが、その後 2003年 2月に

は、三井住友カード、三井住友銀リース、日本総合研究所の 3社を完全子会社とした

ほか、大和証券 SMBC、大和住銀投信投資顧問を直接投資会社とした＊205。

2002年 7月 30日に行われた SMFG設立発表の記者会見においては、持株会社設

立は配当原資の確保が目的ではないかとの厳しい質問も飛んだ。持株会社化すること

で、①財務施策の自由度向上、②優先株式および普通

株式配当原資の安定的確保＊206、といった効果が生じ

ることは事実である。実際、SMFGは、2003年 5月、

傘下の子会社が保有する SMFG株式を取得するため

の財源確保、財務戦略上の柔軟性・機動性の確保など

を目的に、資本準備金の一部（4,995億円）をその他

剰余金に、利益準備金の全額（5億円）を未処分利益

に、それぞれ振り替える方針を 2003年 3月期の決算

発表と共に公表し、2003年 6月に開催した定時株主

総会での承認を経て、実施した。

財務施策の自由度向上など、持株会社化がもたらす

副次的な効果が関心を呼ぶこととなったが、SMFG
三井住友フィナンシャルグループ設
立の全面広告

＊205 日本総合研究所を除く 4社については、当行との間で会社分割を実施。このうち、三井住友カード
と三井住友銀リースについては、さらに、その他株主持分を買い取り完全子会社化。日本総合研究
所については、同社の完全親会社である日本総研ホールディングズ（当行の連結子会社）を合併。

＊206 例えば、持株会社傘下の銀行において配当原資が枯渇する状況が生じたとしても、持株会社自体が
配当原資を確保していれば、持株会社は配当を行うことができる。
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の発足に当たり、西川が述べた持株会社設立の背景は、以下の通りであった（『2002

年度中間期ディスクロージャー誌』）。

三井住友銀行は、統合効果を迅速に実現するべく合併方式を選択し、平成 13 

年 4 月にスタートしました。その後、システム統合をはじめとする各分野におけ

る経営統合、粗利益増強・経費削減の両面における合併効果の早期実現、さらに

主要なビジネスラインにおける業務改革の推進などを果たし、合併の「第一ス

テージ」を順調に終えることができました。そこで今後は合併の「第二ステー

ジ」に歩を進め、従来から取り組んでいる「業務改革」に加え、新たに「グルー

プ経営改革」を実行し、グループ全体としての収益力の向上と財務体質の強化を

図ってまいります。

このように持株会社設立の目的はあくまでも合併の第 2ステージとしてのグループ

経営改革であり、「21世紀の新たな複合金融グループ」としての成長を目指すもので

あった。グループ経営改革とは、次の 2点を指す。

①最適グループ経営の実現

まず経営体制の最適化を進める。すなわち、当行およびそれ以外の複数の事業を束

ねる経営インフラに適している持株会社体制に移行し、持株会社体制の下で、グルー

プ戦略の立案・推進力の向上およびグループ会社ガバナンスの強化を図る。持株会社

化は、経営戦略の選択肢を大きく広げると同時に、経営資源配分の最適化、組織の柔

軟性・拡張性、リスク遮断という三つの大きな効果をもたらすことになる。

②戦略事業の抜本的強化

グループ全体の収益力の向上、財務体質の強化を図るために、SMFG 傘下のグルー

プ会社を抜本的に強化する。完全子会社となる三井住友カード、三井住友銀リース、

日本総合研究所については、各社のグループ戦略上の位置付け・責任を明確化した上

で権限委譲を推進し、経営の自主性を強化する。直接投資会社とした大和証券 SMBC、

大和住銀投信投資顧問との連携も、従来以上に深め、グループの総合力を強化する。

これらの取り組みにより、多様化・複雑化するお客さまのさまざまなニーズにお応え

する複合的な金融サービス、商品の提供にも努めていく。
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◉グループ経営移行に伴う体制整備
SMFGを核に、「21世紀の新たな複合金融グループ」として一段の飛躍を図るため

の経営体制や組織を整備した。

まず、SMFGの取締役会が、グループ全体の経営の重要事項を決定し、業務執行

を監督するというコーポレートガバナンス体制の構築を行った。SMFGの取締役会

内部には、人事委員会、報酬委員会、リスク管理委員会の三つの委員会を設置し、人

事委員会は SMFGおよび当行の取締役候補者の選定などを、報酬委員会は SMFGお

よび当行の取締役および執行役員の報酬、賞与に関する事項などを、リスク管理委員

会はグループ全体のリスク管理の方針および体制に関する事項などを、審議すること

とした＊207。SMFG発足時の取締役 8人のうち 2人は社外取締役として、社外取締役

が 3委員会全ての委員（報酬委員会については委員長を含む）に就任した。

また取締役会の下には、グループ全体の業務執行および経営管理に関する最高意思

決定機関として、取締役社長が主宰するグループ経営会議を設置した。同会議は取締

役社長が指名する役員によって構成した。加えて、SMFGおよびグループ会社の経

営レベルで、グループ各社の業務計画に関する事項について意見交換、協議、報告す

る場として、グループ戦略会議を設けた。

さらに、監査役（発足時 5人）と監査役会を置き、各監査役は取締役会などの重要

な会議への出席、子会社からの事業報告の聴取などを通じて、取締役の業務運営の適

法性などを、子会社に関する職務を含め、確認した。

＊207 当行取締役会に設置していた人事委員会、報酬委員会、リスク管理委員会は廃止した。

図表 2─1─4 ①　発足時の三井住友フィナンシャルグループの組織図
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三井住友フィナンシャルグルー

プ（SMFG）には 9部が設置され、

グループ全体の経営戦略・経営管

理、経営資源配分、財務、IR、情

報システム戦略、グループ内幹部

人事、リスク管理、業務監査など

の機能を担った。

コンプライアンス体制に関して

は、SMFGに担当役員、関連部

長の他、諮問委員として外部有識

者が参加するコンプライアンス委

員会を設置するなど、SMFGが

持株会社としてグループ全体のコ

ンプライアンス体制などに関して

適切な指示・指導、モニタリング

などが行える体制の整備を行った。

また、業務執行のチェックのた

めに、SMFGの監査部は、社内の内部監査を実施するだけでなく、グループ各社の

内部監査実施状況のモニタリングを行うこととした。

リスク管理に関しても、グループ経営の一環として、グループ全体のリスク管理を

行うに際しての基本的事項を『リスク管理規程』として制定した。この中では、①

SMFGがグループ全体として管理すべきリスクの種類を特定した上で、「グループ全

体のリスク管理の基本方針」を策定する、② SMFGは、グループ各社が SMFGの定

める「リスク管理の基本方針」に則し、適切なリスク管理態勢の整備を図るよう必要

な指導を行う、③ SMFGは、グループ各社が適切にリスク管理を実施しているかを

モニタリングする、旨を定めた。管理すべき各リスクについては、SMFG内の担当

部署を定め、その中でリスク統括部と企画部が、グループ全体のリスクを網羅的、体

系的に管理することとした。

経営レベルに至るリスク管理体制の整備については、リスク管理の重要性に鑑み、

図表 2─1─4 ②● 発足時の三井住友フィナンシャルグループの
コンプライアンス体制

三井住友フィナンシャルグループ
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指示 報告

指示 報告
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告
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体制整備
法務サポート 報告監査の実施

指示

監査
取締役会

グループ経営会議

各　　部
部長：コンプライアンスの責任者

コンプライアンス・オフィサー：部長の補佐

コンプライアンス
委員会

総務部
コンプライアンスグループ監 査 部

グループ会社

（注）  グループ会社は、2002年 12月発足時には三井住友銀行（完全
子会社）のみ。2003年 2月に、三井住友カード、三井住友銀リー
ス、日本総合研究所の 3社が完全子会社、大和証券 SMBC、
大和住銀投信投資顧問の 2社が直接投資会社となった。
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経営陣が「グループ全体のリスク管理の基本方針」の決定に積極的に関与する体制と

した。即ち、リスク管理の基本方針は、グループ経営会議で決裁の上、取締役会内に

設置されているリスク管理委員会の審議を経て、取締役会の承認を得ることとした。

グループ経営会議、担当役員、リスク管理担当部署などは、こうして承認された基本

方針に基づいてリスク管理を行った。

◉わかしお銀行との合併に伴う改組
2003年 3月 17日、当行はわかしお銀行＊208と合併し、同行の営業店舗およびその

業務の推進・管理機能を引き継ぐ業務部門として、コミュニティバンキング本部を設

置した。これは、地域の経済活動・消費生活に生じている大きな変化に対して、特に

首都圏においてスモールビジネスおよび個人向け金融機能の一層の強化を図ることを

目的としたものである。わかしお銀行は、首都圏に基盤を置く都市型コミュニティバ

ンクとして独自のビジネスモデルを構築していた。当行はグループ経営改革を進め、

また戦略面では中小企業向け取引の拡充を重要な経営課題としており、わかしお銀行

＊208 わかしお銀行は、旧さくら銀行の 100％子会社として設立され（53ページ参照）、2001年 4月、旧
さくら銀行と旧住友銀行の合併に伴い三井住友銀行の 100％子会社となった。さらに 2003年 3月の
三井住友銀行との合併を前に、2003年 1月に SMFGの 100％子会社となった。資料編の沿革系統図
も参照。

図表 2─1─4 ③　発足時の三井住友フィナンシャルグループのリスク管理体制
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担当役員 監査部

外部監査

監査役
基本方針策定
指導
モニタリング
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総合的なリスク管理

企画部
リスク統括部

市場リスク

流動性リスク

信用リスク

事務リスク

システムリスク

リスク統括部

IT企画部

（注） グループ会社については、図表 2─1─4②の注を参照。
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のビジネスモデルに当行が有するブランド力、高度な金融サービス開発力、全国規模

のネットワーク、事務・システム等の経営インフラを融合することを通じて、従来以

上に高い付加価値と顧客利便性を併せ持ったスモールビジネス・個人向け金融サービ

ス提供の実現を図ることとした。コミュニティバンキング本部には、コミュニティ統

括部、コミュニティ人事部などの 6部を設置した。

◉あおぞら銀行の買収検討
2000年 9月、金融再生法に基づいて特別公的管理下にあった日債銀（159ページ参照）

の株式が、ソフトバンク、オリックス、東京海上火災保険の 3社＊209と、その他に米

国投資ファンドのサーベラスグループを含む外国法人や国内金融機関に対して譲渡さ

れ、2001年 1月にはあおぞら銀行と行名変更して再出発した。

その後、2002年 6月に筆頭株主であったソフトバンクが衆議院財務金融委員会で

あおぞら銀行株式の売却を検討している旨を正式に表明したことから、その帰
き

趨
すう

次第

であおぞら銀行の株主構成が大きく変わる可能性が生じ、他の既存株主をはじめとし

て各社のあおぞら銀行を巡る動向が報じられるようになった。

当行も、あおぞら銀行の買収に向けた検討を始め、2002年 12月、観測報道に対す

る SMFGのニュースリリースの中で、買収の検討を行っていることを認めるコメン

トを出した。あおぞら銀行の買収は、持株会社体制への移行に伴う新たな事業戦略へ

の取組強化として、①中小企業取引基盤の拡充、②地域金融機関とのネットワーク強

化、③投資銀行業務の強化、④個人富裕層取引の強化、などが期待できるほか、

SMFGとしての連結収益寄与、少数株主持分の取り込みによる連結自己資本比率の

向上も見込まれた。

その後、デューディリジェンスを実施するなど買収に向けた検討・折衝を進めたが、

最終的には 2003年 4月、あおぞら銀行の株式を既に約 12％保有していたサーベラス

グループが、ソフトバンク保有の同行株式を全株買い取ることとなった＊210。

＊209 2000年 10月 4日時点での日債銀の普通株式の所有割合は、ソフトバンク 48.87％、オリックスと東
京海上火災保険がそれぞれ 14.99％。サーベラスグループは 5.0％。

＊210 サーベラスグループは、あおぞら銀行の既存の主要株主に認められていた「先買権」（他の株主の保
有株売却時に優先交渉できる権利）を行使し、あおぞら銀行株式の TOBを実施、ソフトバンクは
TOBに応じた。
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第2 章 三井住友銀行発足後の各部門の取り組み

	 1	 個人部門の取り組みと体制

◉個人部門の戦略と体制
（1）基本方針

合併前の 2000年（平成 12年）4月、旧両行は「新銀行グループの経営の大枠」を

発表し、その中で「経営戦略の柱」の一つとして、「顧客セグメントの明確化、収益

性の高い商品・サービスの拡販、ローコストオペレーションの確立を通じた個人業務

収益の拡大」を挙げた。その後、旧両行は、さらに検討を進め、新銀行における個人

部門の基本方針を、「顧客ニーズにマッチした、他行・他社を圧倒的に凌駕する金融

サービスを提供し続けることで、『個人に関する金融サービスなら新銀行グループ』

という最も信頼されるリーディングブランドを確立すること」とした。

（2）顧客セグメントの明確化

「経営戦略の柱」の中で、個人業務収益の拡大に向けて必要なこととして、まず挙

げている項目は「顧客セグメントの明確化」である。どういったお客さまに対し、ど

のような方法・手段でアプローチし、どういう商品・サービスを提供していくのか、

そのビジネスモデルを構築していくためには、まず顧客セグメントを明確化すること

が重要である。旧両行は顧客セグメントについての考え方についての擦り合わせを行

い、プライベートバンキング層（PB層）、資産運用層、資産形成層などのセグメン

トに分類した。

PB層とは、株式公開見込み、あるいは既に公開を実施した成長企業のオーナーを

指し、同層に対しては支店長経験者や海外などでの高度な金融商品開発・販売の経験

者をプライベートバンカー（PB）として配置し、当該企業の資本政策や資産運用ア

ドバイスなどに係る、個々のニーズに応じたオーダーメード商品・サービスを提供す

ることとした。
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資産運用層は企業オーナーや大口の資産家中心で、資産の運用・調達両面において

高度かつ公平な立場からのコンサルティングを求める層である。この層に対しては、

高度な専門性を持ったファイナンシャルコンサルタント（FC）が、ポートフォリオ

提案や資産・負債に係るきめ細かな総合管理を行うこととした。

資産形成層は主として勤労世帯や退職者層を中心とする一般世帯で、お客さまの来

店によるマネーライフ・コンサルティングデスク（MCデスク）での運用相談業務、

ローンセンターなど専門拠点での対応、コールセンターやインターネットによるセー

ルスプロモーションなど、国内ナンバーワンの顧客基盤と複数のチャネルを効率的に

活用することで、お客さまにとっての「生涯にわたるメインバンク」となることを目

指した。マネーライフコンサルタント（MC）が運用相談を受けるMCデスクは、旧

住友銀行が 1999年から取り組んでいた施策で、合併時の設置店舗数は 119カ店だっ

たが、その後さらに拡大し、全店で相談業務を実施できる体制とした。また FC・

MCをサポートして、集配金やテレマーケティングなどお客さまとのリレーション

シップ構築を担うパート従業員として、渉外スタッフ（2006年 10月からマネーライ

フパートナーに呼称変更）を支店に配した。

この他に、現段階では現金の入出金や支払決済など限られた銀行取引ニーズしかな

いものの、将来的には資産形成層・資産運用層へと移行する可能性のあるお客さまの

層が存在する。この層は利便性へのニーズが強いため、インターネットバンキングや

テレホンバンキングなどのリモートチャネルやコンビニ ATM網などによりコストを

抑えつつ高い利便性を提供するとともに、三井住友カードなどグループ会社との協働

により、クレジットカードや無担保カードローンなど幅広い決済・ファイナンス機能

を提供していくこととした。

その後、2003年 4月に、企業オーナーや地権者、富裕者などのうち保有資産や当

図表 2─2─1 ①　新銀行発足時の顧客セグメント一覧

顧客セグメント 主なニーズ（お客さまの主な例） お客さま数 対応者・チャネル
PB層 株式公開・事業承継や資産運用等に関す

るアドバイス（成長企業オーナーなど）
約 0.3千人 PB

資産運用層 資産の運用・調達に関するコンサルティ
ング（資産家、企業オーナーなど）

約 150千人 FC

資産形成層 老後生活に備えた資産形成・資産運用や
住宅ローンなど（勤労世帯、退職者層など）

約 7,200千人 MC、コールセンター、イ
ンターネットなど

その他 現金の入出金や支払決済など 約 19,500千人 インターネット、ATM、
コールセンターなど



264　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

行預かり資産が一定額以上の、高度なアドバイスを必要とするお客さまを PB層に加

えるなど、適宜セグメントの見直しを行っているが、新銀行発足時に定めた基本的な

考え方をその後も踏襲している。

また、PB層の見直しを行った際に、PBビジネスの担い手をブロック所属の FCに

も拡大し、そのような高いスキルを持った担当者を、新たに導入したシニア・ファイ

ナンシャル・コンサルタント（SFC）＊211に任命した。

（3）体制・組織・チャネル

新銀行個人部門の本店各部は、個人統括部が業務企画や資源配分など部門全体を統

括・管理し、顧客セグメント別組織であるプライベートバンキング営業部・資産運用

営業部・コンシューマー営業部の 3営業部が顧客層ごとのビジネスモデルを推進、さ

らに主要プロダクトに関しては横断的な商品所管部が商品などの企画開発・推進を担

当する形態を取った（図表 2─2─1 ②）。

合併 1年半後の 2002年 9月に策定した「個人部門の将来ビジョン」では、コンサ

＊211 2007年 4月からプライベート・ファイナンシャル・コンサルタント（PFC）。

図表 2─2─1 ②　個人部門本店各部の所管事項（2001年 4月）

個人統括部 ・部門統括　
・部門の業務に関する基本方針、施策、業務計画等の企画立案
・部門のリスク管理に関する事項

関連事業室 ・部門所管グループ会社に関する事項
チャネル企画室 ・店舗企画　・リモートチャネル企画

支店業務部 ・所管営業店の業務指導、拠点運営管理
個人マーケティング部 ・個人向け商品・サービスに関する事項　

・ブランド戦略に関する企画立案
・部門の CSに関する事項　・個人顧客情報に関する事項

プライベートバンキング営業部 ・プライベートバンキング業務企画、推進、管理
資産運用営業部 ・資産運用層向け業務企画、推進、管理
コンシューマー営業部 ・資産形成層向け業務企画、推進、管理　

・職域取引推進に関する基本方針、営業店支援
・コールセンター業務の企画、運営管理

ローン商品事業室 ・ 個人ローン・住宅ローン商品の企画、開発　
・ローンプラザ業務の企画、運営管理
・ローン延滞管理に関する事項

投資商品事業部 ・投資商品の企画、開発、販売支援
個人事務システム部 ・部門の事務・情報システムに関する企画立案、推進、管理
個人審査部 ・個人向け与信管理、与信審査
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ルティングビジネスと決済ファイナンスビジネスを個人部門のコアビジネスと位置付

け、「コンサルティングビジネスにフォーカスしたビジネスモデルの確立」と「決済

ファイナンスビジネスの収益構造変革」への取組強化を目指すとした。これを受けて

2002年 12月に本店各部の組織改定を行い、コンサルティングビジネスのうち投資信

託や外貨預金など主に運用系商品を所管するコンサルティング事業部と、コンサル

ティングビジネスのうち住宅ローンなどを所管するローン事業部、さらに決済ファイ

ナンスビジネスを担当する決済ファイナンス事業部の 3事業部制＊212を導入した。部

門統括部と事業部を柱とする組織体系はその後も続いている＊213。

一方営業店については、旧両行が実施していた営業フロントを法人向けと個人向け

に分離するとの考え方を踏襲し、支店は個人のお客さま向けに営業を行う拠点と位置

付けた。さらに、地域ごとに複数の支店で構成されるブロックを業績単位とする業務

＊212 ここでいう事業部とは、いわゆる「事業部制」における「事業部」を意味しているわけではないが、
施策や商品など各事業に係る事項全般を所管することから、個人部門では事業部と称している。

＊213 部門統括部の名称が、2004年 2月から 2009年 3月までは個人業務部、その後は個人統括部となった
ように、各部の名称変更はあったが、基本的な組織体系は変わらなかった。決済ファイナンス事業
部などの名称変更については 280ページ参照。

図表 2─2─1 ③　新銀行発足時の個人部門のチャネル

ブロック

支　店
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・住宅販売業者等経由による住宅ローン獲得
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運営体制をとった。これは、地域性を考慮した業務運営を行うことができると同時に、

迅速な意識決定、ブロック単位での効率的な資源配分・スキルの蓄積などを行うこと

で、営業推進力の強化と少人数運営体制の確立の両立を実現するために採用したもの

である。合併当初は、旧行ごとの編成により 99ブロックであったが、2002年 4月に

は 50ブロックに、2004年 4月には 36ブロックに再編した。

ブロック中心の運営体制を強化する施策も進めた。2002年 4月、ブロックごとの

エリア特性に合わせた効果的な営業を推進するために、各ブロックにおいてエリア

マーケティングオフィサー（2008年 4月から推進企画グループ長）を任命し、2003

年 4月にはブロック全体の与信管理強化のため融資オフィサーを配置した。また、当

初ブロック部長は母店＊214の支店長が兼務していたブロックもあったが、2004年度

からは原則として専任での単独配置となった。

ブロック以外の有人拠点としては、投資信託と住宅ローンという主要プロダクトを

強力に推進するための専門拠点として投資サービスプラザとローンプラザ（住宅ロー

ン開発センターを含む）を設けた。投資サービスプラザは支店の一角に設けた資産運

用層向けの来店型チャネルのブランドネームで、合併時 21カ店に設置していた。

2002年 4月には資産運用プラザと名称を改め、設置拠点数も 64カ店に拡大したが、

後述する SMBCコンサルティングプラザ（以下、コンサルティングプラザ）の設置

に伴い、順次同プラザへと転換していった（268ページ参照）。ローンプラザは住宅販

売業者・住宅開発業者経由で住宅ローン獲得を推進するチャネルである。旧行それぞ

れが同様の拠点を展開しており、合併時に重複拠点を整理・統合して 63拠点となっ

たが、その後増設して 2011年 3月末時点では 99カ所となっている。

図表 2─2─1 ④　ブロック編成（2004年 4月）

ブロック数 ブロック名

東日本 20
東京南、東京北、東日本広域、東京中央、上野、東京東、渋谷、田園調布、京浜、千
住常磐、小田急、横浜中央、千葉、東海、さいたま、横浜湘南、新宿、東京西、池袋、
武蔵野

西日本 16
西日本広域、難波、大阪中央、東大阪、高槻、豊中、京阪、南海、芦屋、阪神、明石、
播州、京都、神戸、奈良、九州

＊214 ここでいう母店とは、ブロックに含まれる支店から選定された 1カ店を指し、通常は、大規模な支
店を母店としている。
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（4）ブランド戦略

個人部門の基本方針において、「個人に関する金融サービスなら新銀行グループ」

という、最も信頼されるリーディングバンクブランドを確立することを目指したのは、

第 1回部店長会議の頭取訓示で認識が示されたように、個人取引は“ブランド力”が

最も発揮される分野であるという考えに基づくものであった（222ページ参照）。部店

長会議では、これに続いて、“三井住友”を最高に信頼されるブランドにするために、

お客さま一人一人をよく理解し、そのライフサイクル、ライフスタイルなどに応じた

最適なサービスと最高の利便性を提案していくことを通じて、取引の拡大に取り組ん

でいく、という方針が示された。

こうした考えに基づき、ブランド力

による他行との差別化を図るために、

個人部門では新銀行スタートと同時に

ブランドスローガン“One’s next 「ひ

とりひとり」のこれからを提案する

サービス業へ”を掲げ、お客さまの

“これから”に対して、役に立つ新しい価値、すなわち安心と便利の提供を目指した。

お客さまのニーズに応じたそれぞれの場面においても、「生涯にわたるメインバンク

にするなら三井住友」「資産運用サービスなら三井住友」「日常取引で最も便利な銀行

なら三井住友」という個人部門ナンバーワンブランドを構築していくこととした。

これを推進するため、2002年 4月には One’s next 1st.プロジェクトを始動させ、

テレビコマーシャルなどによるプロモーションの展開や、店頭へのブランドポスター

掲示などを行った。また、新たにブランドマネージャーを任命し、ブロックや支店で

のブランド推進を図っていった。

なお、2007年度から三井住友フィナンシャルグループの中期経営計画「LEAD 

THE VALUE計画」が始まったことを受けて（397ページ参照）、2008年 4月からは個

人部門で使用するスローガンも「LEAD THE VALUE」に一本化し、併せてサブス

ローガン「ひとりひとりに価値あるサービスを。」を使用することとした。これに伴

い、それまで使用してきた One’sダイレクトや One’s plus、One’s Life＊215といった

個人部門のブランドスローガン

＊215 2004年 2月から取り扱いを始めた退職金専用の運用プラン。2008年 7月から、一部商品性を改定し、
SMBC退職金運用プランに名称変更。
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“One’s”を冠した商品・サービスの名称も、SMBCダイレクト、SMBCポイントパッ

ク、SMBC退職金運用プランなどに変更した。

◉コンサルティングにフォーカスしたビジネスモデルの確立
（1）コンサルティング力の強化

個人部門にとって、収益力の強化と経費の削減は喫緊の課題であった。このうち、

収益力の強化に関しては、2002年 9月の「個人部門の将来ビジョン」において「コ

ンサルティングが個人部門のレゾンデートル」と位置付け、コンサルティング力の強

化に向けて、資産運用（投資信託、外貨預金など）と資金調達（住宅ローン、アパー

トローンなど）それぞれにおいて、体制、チャネル、商品・サービス、人材などさま

ざまな面から施策を打ち出した。

まず資産運用ビジネスにおける体制面に関しては、MCデスクへの来店客数や販売

商品の構成が店によって大きくばらついていたため、2003年から支店（店頭）SPR

（Sales Process Re─Engineering）プロジェクトを実施し、全体の底上げを図ることと

した。同プロジェクトは、好事例の共有、店頭販売体制の標準化マニュアル作成、拠

点長・販売担当者による拠点運営改革実行会議の開催などによりノウハウを共有し、

店頭におけるコンサルティング力の強化とお客さま対応の標準化を図るものであった。

SPRプロジェクトは、その後 FC版 SPR、ローンプ

ラザ版 SPRへと展開した。同様のマニュアルは、各

販売担当者の『基本行動マニュアル』や証券仲介・

保険窓口など新商品取扱開始時の『顧客アプローチ

手法の手引き』など各種作成され、ノウハウ共有・

標準化によるコンサルティング力向上につながった。

チャネル面では、MCデスク拡大などに加えて、

2004年 3月からコンサルティングプラザを本格的に

展開し始めた。コンサルティングプラザは平日夜間

や土日祝日にお客さまの相談にお応えするチャネル

で、平日の日中に銀行店舗に来店することが難しい

お客さまの生活パターンに合わせた営業形態とする

ことにより、お客さまとの接点拡大を企図したもの
SMBCコンサルティングプラザのチ
ラシ
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である。平日夜間や土日営業はサービス業としては当然のことであるが、セキュリ

ティや規制などの面で制約の多い銀行としては先進的な取り組みであり、当行はテレ

ビコマーシャルや新聞広告を展開するなど、積極的に認知度向上に努めた。コンサル

ティングプラザは 2011年 3月末現在、73拠点となっており、多くのお客さまにご利

用いただいている。この他に、当行の店舗空白地におけるチャネル拡充のため、個人

のお客さま専用の相談業務特化型店舗である SMBCコンサルティングオフィス（以

下、コンサルティングオフィス）についても 2005年 9月から展開を始めた。

商品・サービス面では、合併時の資産運用における主力商品である投資信託と外貨

預金の拡販に向けて、2001年 4月から資産づくりセットの取り扱いを開始、7月から

はお取引総合レポート（マンスリー・ボイス）の送付を始めた。資産づくりセットは、

投資信託または外貨預金とセットで円定期預金をお申し込みいただいた際に、円定期

預金部分の金利を優遇する商品である。また、お取引総合レポート（マンスリー・ボ

イス）は、当行が販売した金融商品に関して、その残高明細や入出金明細、評価損益

などの情報をまとめたレポートを毎月郵送するサービスである。いずれも、お客さま

とのリレーションシップ強化を通じて運用商品の提供拡大を目指すものであり、その

後もほぼ同じ内容で継続されている商品・サービスの一つである。

人材の面では、個人業務を専門に担当するコンシューマーサービス職（CS職）の

新規採用を 2002年度から開始した。個人部門は合併前を合わせても 5年に満たない

新しい部門であり、そのノウハウを蓄積し、個人金融サービスに対する誇りと活力に

満ちあふれた人材を育成するために、新人の採用は不可欠であった。また、長期にわ

たる採用抑制による中堅従業員不足への対応や、証券仲介・保険窓販など拡大する新

規業務の即戦力として CS職の中途採用を開始し、優秀な人材確保に努めた。

（2）ローンの拡販

ローン関連業務においては、合併当時、住宅ローン残高が都市銀行の中で最大であ

るなど、当行は優位な状況にあった。しかし、他行も住宅ローンの販売に注力してお

り、競争は激化していた。当行も、取り組みをさらに強化するため、新たな施策を打

ち出した。

商品面では、金利引き下げによる獲得競争が過熱していたが、当行は金利以外の商

品性でも他行との差別化を図り、お客さまに訴求する新商品を発売した。
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例えば、2002年 10月に取り扱いを開始した新型

団体信用生命保険付住宅ローンは、一般の団体信用

生命保険（団信）よりも引受範囲の広い団信を付け

た住宅ローンで、これまで疾病などにより住宅ロー

ン利用を諦めていたお客さまに門戸を開く商品で

あった。2005年 10月に取り扱いを開始した三大疾

病保障付住宅ローンは、ローン契約者がガン・脳卒

中・急性心筋梗塞と診断された場合に、病状に応じ

た診断給付金（条件を満たした場合には債務残高に

相当する額）によって住宅ローンの返済が行われる

という保障が付いたローン商品で、「2006年日経優

秀製品・サービス賞 最優秀賞 日経金融新聞賞」を

受賞した。

チャネル・体制面では、先に述べたローンプラザの増設やコンサルティングプラザ

やコンサルティングオフィスの開設、さらには業者ルートでアパートローン案件を開

拓するアパートローンプラザの設置（2005年 7月、2007年 4月からアパートローン

営業部）などにより拡販を図った。一方、2002年 5月には延滞ローン債権の回収を

専門に行う営業店として個人債権管理センター（2008年 4月からローンサポート業

務部）を設置し、効率的な延滞管理による延滞債権圧縮を図り、フロントであるブ

ロック・支店における管理業務削減を通じた営業力強化を実現した。

図表 2─2─1 ⑤　住宅ローン等の新商品

商　品　名 取扱開始時期 特　徴
新型団体信用生命保険付住宅ローン 2002年 10月 一般の団信よりも引受範囲の広い団信を付与
超長期固定金利型住宅ローン 2003年 3月 借入期間 10年超のローンに対して、取扱時点

の金利を借入期限まで適用
責任財産限定特約付アパートローン 2005年 8月 保証人不要で、返済・回収原資を融資対象物件

に限定
三大疾病保障付住宅ローン 2005年 10月 ガン・脳卒中・急性心筋梗塞により所定の状態

と診断された場合、付帯保険による診断給付金
を債務返済に充てる保障付き

自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン 2008年 4月 自然災害で融資対象物件が全壊、大規模半壊、
半壊となった場合、一定の期間、約定返済が免
除される特約付き

（注）  超長期固定金利型住宅ローンは、2003年 3月・4月実行分限定で試行的に取扱可能とするキャンペーンとして始
まり、キャンペーン期間延長の後、2003年 7月以降、恒常的に取扱可能となった。

三大疾病保障付住宅ローンのチラシ
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◉規制緩和への対応
金融商品・サービスの取り扱いに関する規制緩和は、消費者にとってワンストップ

ショッピングの実現や取引機会の拡大、競争促進による取引コストの低下といったメ

リットをもたらすものである。銀行にとっても、規制緩和により取扱商品が多様化す

ることで、それまで銀行の商品・サービスでは応えることができなかったお客さま

ニーズにも対応できるようになることを意味していた。当行は規制緩和をビジネス

チャンスと捉え、新しい金融サービスをお客さまのライフステージに応じて提供する

ことを通じて収益の拡大を目指した。

新規業務への参入に当たって、当行は二つの点にこだわった。一つは、中立公平な

スタンスに基づく商品選定で、当行ではこれを「オープンアーキテクチャー」と呼ん

でいる。投資信託も同様であるが、近年解禁された新規業務は銀行自身の商品・サー

ビスではなく、銀行が他社の商品を媒介・仲介・代理する形で販売するものが多い。

そのような商品の場合、関連企業・親密企業の商品を中心に取り扱う方法と、それと

は関係なく幅広い対象の中から商品を選定する方法とがある。前者では、商品開発に

おいて販売者である銀行の意見を反映させやすく、またグループ内への収益還元が可

能になるといったメリットも期待できる。しかし当行は、あくまで商品そのものの機

能・価格などを基準に選定を行った。これは、お客さまにとってベストな商品を提供

したいという当行の“思い”であり、同時にベストな品ぞろえをすることがお客さま

との信頼構築につながり、結果として販売額も拡大するとの考えによるものである。

当行のこだわりのもう一つは、取扱商品の種類が増えても、原則として 1人のお客

さまに対しては同じ担当者が常に対応するという考え方である。これは、ライフプラ

ンに基づくコンサルティングに際してはお客さまとの信頼関係が最も重要であり、運

用に対する考え方や好み・嗜好などを熟知している担当者が対応した方が、お客さま

にとって真に役立つ提案ができるとの考え方による。その分、販売担当者により多く

の専門的な知識装備が求められることとなり負担が重くなるが、教育研修の充実、万

全なサポート体制の構築、販売マニュアルの整備などにより、当行はお客さま本位の

姿勢を貫いた。

（1）保険窓口販売の解禁

銀行による保険の窓口販売に関しては、日本版ビッグバンの一環として保険審議会

で議論され 1997年 6月の報告書に盛り込まれたが、その内容は、利用者の利便向上
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の可能性を認める反面、保険業界などの意見を取り入れて、銀行の優越的地位や影響

力の行使などに対する懸念を指摘するものであった。このため、報告書では実施時期

のめどが投資信託に比べて遅い 2001年とされたほか、商品の種類や仕入先も限定す

る方向性が打ち出されるなど、銀行業界にとってみれば、制約の多い規制緩和内容と

なった。その後、2000年 5月に改正保険業法が成立し、同法が施行される 2001年 4

月には保険の窓口販売を開始できる予定となったが、取り扱える商品の種類や弊害防

止措置などは施行規則次第であった。このため、2000年 4月から全国銀行協会の会

長行となっていた旧住友銀行は、金融審議会（第一部会）における意見陳述の機会な

どを捉えて、銀行による保険窓販を制限することの妥当性について疑問点を指摘し、

日本版ビッグバンの趣旨に沿った規制緩和を実施するよう強く求めた＊216。

銀行による保険の窓口販売は 2001年 4月の第 1次解禁以降 4回に分けて進められ

た。第 1次解禁では、銀行業務との関連性および保険契約者等の保護の観点から、当

該銀行が取り組んだ住宅ローンに関連する長期の火災保険、海外旅行傷害保険など限

定的な商品にとどめられた。

解禁時期が当行合併と同じ 2001年 4月だったことから、旧両行が共同で検討した

内容をそれぞれの経営会議で諮り準備を進めた。保険の窓口販売参入に当たっては、

保険仲立人としての参入、保険引受子会社設立による参入、間貸しによる参入などさ

＊216 2000年 9月 28日開催の金融審議会第一部会（第 30回）で、全国銀行協会の企画委員長であった奥
常務（当時）が「銀行業への異業種参入と銀行の業務範囲規制の緩和」について説明。

図表 2─2─1 ⑥　保険窓口販売の解禁スケジュール

時　期 当行が取り扱いを始めた商品
第 1次解禁 2001年 4月 1日 住宅ローン関連の長期火災保険

住宅ローン関連の債務返済支援保険（2002年 4月～ 2006年 7月）
海外旅行傷害保険（2001年 4月～ 2006年 3月）

第 2次解禁 2002年 10月 1日 個人年金保険
第 3次解禁 2005年 12月 22日 一時払終身保険
全面解禁 2007年 12月 22日 平準払死亡保障保険、医療保険、がん保険、こども保険など

（注）   当行が取り扱いを始めた商品以外に、以下の商品が解禁された。
　　　第 1次解禁：住宅ローン関連の信用生命保険（保険者が銀行の子会社・兄弟会社であるものに限る）
　　　第 2次解禁：財形保険、年金払積立傷害保険、財形傷害保険
　　　　　　　　　この他、住宅ローン関連の信用生命保険に関し、子会社・兄弟会社の商品に限定する規制の撤廃
　　　第 3次解禁：  一次払養老保険、保険期間 10年以下の平準払養老保険（法人契約を除く）、自動車保険以外の個人

向け損害保険のうち団体契約でないものまたは積立保険
　　　全面解禁：自動車保険など全ての保険商品
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まざまな形態が考えられたが、リスクと収益性を勘案、代理店方式で参入することと

した。

参入当初の取扱商品は、火災保険および海外旅行傷害保険それぞれについて 3社 3

商品であった。販売担当者・チャネルは、火災保険については住宅ローンに関連する

ものに限定されていたため、支店・ローンプラザなど営業店の住宅ローン担当者が対

応した。また、海外旅行傷害保険についてはインターネット限定での取り扱いとした

（海外旅行傷害保険は、2006年 3月に取り扱いを中止している）。

事務については、極力営業店の負担を軽減するためコンシューマー営業部内に「保

険デスク」を設け、そこで申込書類の作成や署名・捺印済み書類の最終チェックなど

を行った。

2002年 10月の第 2次解禁では、銀行が取り扱っている商品との類似性などの観点

から、個人年金保険などが販売可能となった。これにより、銀行でそれまで応えられ

なかった老後保障ニーズに対応できることとなった。

人の生存・死亡に関係する商品は銀行にとって初めての取り扱いであるため、販売

研修には従来以上に力を入れた。まず従業員約 30人を保険会社に出向させ、生命保

険販売のノウハウ吸収を図った上で、当該従業員が講師となって、各ブロックにおい

て 11回に及ぶ研修を実施した。また、当行個人部門で初めて販売用のマニュアルを

作成し、「コンサルティングプロセス」の概念導入をはじめとする販売ノウハウの浸

透を図った。

個人年金保険の当初取扱商品は 5社 5商品であった。さまざまなお客さまのニーズ

に応えられるように運用方法や年金受取方法などにおいて多様な選択肢をそろえ、引

受保険会社は外資系生命保険会社を含めて系列にとらわれずに選定した。販売担当者

は、生命保険募集人資格試験の一般・専門・変額の 3課程に合格していることが必要

であり、原則として全従業員が資格を取得した。また、投資信託と同様に行内販売資

格制度を設け、行内資格試験に合格していることを担当者任命の要件とし、コンプラ

イアンス面にも留意した。

事務処理体制については、損害保険とは別に新たに「保険デスク（生保）」を設け、

また生保窓販システムを構築して申し込みから契約成立までの工程管理を行った。事

務システム面でも、「生保WEB」を通じた設計書・申込書などの作成、事務連絡シ

ステムによる不備管理など、新たな仕組みを構築した。

こうした万全の準備が奏功し、個人年金保険は取扱開始以降好調に販売額を増やし、
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他行をしのぐ実績を残した。個人年金保険の 2011年 3月末までの累積販売額は 3兆

4,788億円に達している。

2005年 12月の第 3次解禁でも、銀行商品との類似性の観点から、一時払終身保険

と、一時払いおよび保険期間 10年以下の平準払養老保険などが解禁された。当行は

これまで対応できなかったニーズに応えられる一時払終身保険を取り扱うこととした。

既に取り扱っていた個人年金保険はお客さまの“使う”ニーズ、“増やす”ニーズに

対応できる商品であったが、一時払終身保険の取り扱いにより、さらに“遺す”ニー

ズへの対応が可能となった。また、人の生存・死亡に関係する商品という面では同じ

でも、個人年金保険が生存給付型であるのに対し、一時払終身保険は死亡給付型の商

品という点で大きく異なっており、遺言信託（275ページ参照）と同様、お客さまの相

続に関するニーズにも応えられるものだった。

このため、改めて販売手法について研修を実施し、新たな販売マニュアル・販売用

ツールを調製するなどサポートも強化した。

その後、2007年 12月に全ての保険が銀行で取り扱い可能となり、保険窓口販売は

全面解禁された（408ページ参照）。

このように、銀行による保険窓口販売の規制緩和が段階的に進められた背景には、

競争条件の公平性確保や顧客保護などの観点があった。また、同様の理由から弊害防

止措置などさまざまな規制も新たに設けられた。

第 1次解禁の際には抱き合わせ販売の防止や預金との誤認防止に加え、非公開情報

の流用防止＊217などの弊害防止措置が導入された。第 2次解禁においては、生命保険

特有の規制である構成員契約規制＊218が適用されたほか、弊害防止措置の書面による

説明義務など新たな規制も追加された。また第 3次解禁に当たっては、弊害防止措置

の強化として融資先規制やタイミング規制＊219などが追加された。

これら弊害防止措置などは保険種類により適用される規制が異なるなど実務上の負

＊217 銀行業務に際し知り得たお客さまの非公開情報を、お客さまの事前の同意なしに保険募集に利用す
ることを禁止。また、保険募集に際し知り得たお客さまの非公開情報を、お客さまの事前同意なしに、
銀行業務に利用することも禁止。

＊218 法人代理店が死亡保障等の生命保険商品を募集する際に、当該企業およびその企業と密接な関係を
有する企業の役員・従業員に対する保険募集を禁止する規制。

＊219 融資先規制は、①事業資金の融資先である法人、その代表者および個人事業主、②事業資金の融資
先である小規模事業者の役員および従業員、に対し手数料を得て保険募集を行うことを禁止する規
制。タイミング規制は、融資申込中のお客さまに対する保険募集を禁止する規制。
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担が大きいだけでなく、個人情報保護法や保険業法と内容が一部重複し、お客さまの

自由意思による加入が阻害される恐れがあるとの問題点が指摘されている。

（2）証券仲介業務

証券仲介業務は、証券取引法の改正により 2004年 12月から銀行での取り扱いが解

禁された。同業務は、証券会社の委託を受けて、債券や株式等有価証券の売買の媒介

や募集・売り出しの取り扱い等を行う業務で、当行は商品ラインアップ拡充によるコ

ンサルティングビジネスの強化・高度化の好機と捉え、解禁と同時に全店で取り扱い

を開始した。

提携証券会社は、法人部門が大和証券 SMBCであったのに対し、個人部門は

SMBCフレンド証券からの委託を受けて業務を開始した。ブロック・支店における

取扱商品は、国際復興開発銀行（世界銀行）の外債などから始め、発行体の知名度を

いかしたトヨタ自動車関連外債（2005年 6月）、即時年金型外債（商品名「102A」、

2005年 7月）などの取り扱いを開始した。さらに、バークレイズ・バンク・ピーエ

ルシーのユーロ円建て社債や当行自身が発行する円建て劣後債などへと拡大させて

いった。

デリバティブを組み込んだ仕組債については当初プライベートバンキング営業部限

定の商品として開始し、2005年 5月から全店に拡大した。株式や転換社債について

は店頭などでの募集が事実上困難であることから、インターネット取引のみでの取り

扱いとした。

証券仲介業務に従事するための資格としては、国債や投資信託を取り扱うことので

きる日本証券業協会の特別会員資格ではなく正会員資格が必要となったため、原則と

して個人部門営業店の全従業員が正会員二種外務員資格を取得し、グループ長・課長

職以上については正会員内部管理責任者資格まで取得した。

この他、事務取扱要領の制定、システムの整備、コンプライアンス体制の構築と

いった準備を整えて開始した証券仲介業務は、表面利率（クーポンレート）が相対的

に高かったことが追い風となり、取扱開始直後から販売額が順調に推移した。2011

年 3月末までの個人のお客さま向け証券仲介累計販売額は 9,795億円に達している。

（3）遺言信託業務

2004年 12月に改正信託業法が施行されたことにより遺言信託業務・遺産整理業務
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等が解禁され、当行は当局認可を経て、2005年 2月からまず遺言信託業務に参入した。

遺言信託業務とは、遺言書作成のための事前相談、遺言書保管業務、遺言執行業務

の総称で、お客さまにとっては人生の最後に当たって、人生そのものを託すといって

よいほど重要なコンサルティングサービスである。信託銀行でしかできなかったこう

したサービスを銀行が取り扱うことは、これまで多くの金融機関に分散していた資産

管理・資産運用を一つに集約することを可能にするという意味においてお客さまの利

便性に資するものであった。当行にとっても、お客さまと一層の取引深耕を図ること

ができるだけでなく、次世代との取引にもつながることから、コンサルティングビジ

ネスの奥行きを広げるため、全店で取り扱いを開始した。

参入に際し、他の大手都銀は同一グループ内の信託銀行の信託業務代理店として参

入したが、当行は SMFGグループ内に信託銀行がなかったことから、自前で業務を

立ち上げた。コンサルティング事業部に、業務企画推進担当者の他、営業店サポート

要員として東西 2人ずつの専任担当者を配置した。専任担当者には、信託業務に精通

した信託銀行出身者を即戦力として中途採用した。また、遺言信託業務はじっくりと

取り組むべき業務であることから、当初は特に目標を設定せず、コンサルティングへ

の注力とノウハウの蓄積に努めた。

その後、業務浸透と案件増加に伴い本店各部の遺言信託担当者も増員し、2011年 3

月末時点では 30人を超える体制となっている。その陣容も、業務取扱当初は信託銀

行出身の中途採用者中心だったが、徐々に内部での人材育成も進みつつある。

なお 2006年 4月に取り扱いを開始した遺産整理業務＊220については、信託業務に

関するノウハウが蓄積途上だったため、まずは住友信託銀行と中央三井信託銀行の代

理店として参入した。遺言信託業務および遺産整理業務は、お客さまとの取引深化を

強力に図ることのできる商品であり、今後さらに業務の拡大を見込んでいる。

◉決済ファイナンスビジネスの収益事業化
（1）決済ビジネスの収益化に向けた取り組み

「個人部門の将来ビジョン」（2002年 9月）において、コンサルティングビジネス

に並ぶコアビジネスと位置付けたのが決済ファイナンスビジネスであった。

決済ファイナンスビジネスはインフラ整備や事務コストなど相応の固定費を要する

＊220 遺産整理業務は、相続人から委託を受け、遺産の調査、遺産分割協議書作成のアドバイス、同協議
書または遺言書に基づく遺産分割の実施などを行う業務。
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ビジネスであり、収益力を向上させるためには、「規模の利益」を働かせることが重

要となる。当行は合併により約 2,700万人という邦銀随一の顧客基盤を擁していた。

その優位性をいかすためには、アクセスポイントやアクセス可能時間、使い勝手など

さまざまな点で利便性を高め、お客さまの取引を集約していただくことが重要であっ

た。取引の集約は、お客さま 1人当たり、あるいは取引 1回当たりのコストの逓減に

とどまらず、クロスセルによる新たな収益機会の拡大にもつながるためである。

取引集約に向けた基幹商品として、2002年 11月に導入したのが One’s plusである。

これは、金額階層別に適用金利が異なる残高別金利型普通預金、およびインターネッ

トや携帯電話などにより銀行取引を行うことができる One’sダイレクトの契約者を対

象とした商品で、取引内容をポイント化して特典を付与する、いわゆる顧客ロイヤリ

ティープログラムであった。取引規模が拡大するほどポイントが増えるのはもちろん

のこと、取引内容によっては ATM時間外利用手数料を優遇するといった仕組みを設

けた。こうした商品性は、お客さまにとっても取引を当行に集中させるほどメリット

が増大する仕組みで、当行は、本商品をプラットホームにカードローンやクレジット

カードなどの取引拡大を図ると同時に、通帳不発行（Web通帳）とリモート化促進

により、口座の維持・管理に伴うコストの削減も実現していった。

2003年 11月に取り扱いを開始した新スタイル口座 One’s Styleも、お客さまの取

引集約やクロスセル、コスト削減などを意図した商品である。One’s Styleは、残高

別金利型普通預金（Web通帳型）と One’sダイレクトに加え、三井住友 VISAカード

と小口カードローン One’sクイックをパッケージに

した商品である（One’sクイックは 2004年 11月に

パッケージから除外）。その最大の特徴は、敢えて

20代・30代限定としたことであり、同年代のニーズ

を踏まえた効果的・効率的なマーケティングを行っ

た。One’s Styleは、その独自性や先進性が評価され、

「2003年日経優秀製品・サービス賞 最優秀賞 日経

金融新聞賞」を受賞した。

その後、One’s Styleは 2007年 3月に新規受け入れ

を停止し、新たに一般向けに改定した SMBCファー

ストパック＊221として販売を開始した。また、One’s 

plusは、個人部門のブランドスローガン変更に伴い、 SMBCファーストパックのポスター
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2008年 10月に SMBCポイントパックと名称を変更した。両商品とも、決済ファイ

ナンスビジネスにおける基幹商品として人気を博している。

一方、お客さまの利便性向上につながる取り組みとしては、One’sダイレクトの他

に、コンビニエンスストアへの機器設置や他行との提携による ATM網の整備、コー

ルセンターの機能強化などがある。リアルチャネルを含めたアクセスポイントの多様

さは、当行の強みの一つであるが、特に One’sダイレクトは、ウェブサイトの評価・

ランキングを行うゴメス・コンサルティング株式会社＊222の「オンラインバンクラン

キング」で 2003年から 2009年まで 7回連続首位を獲得するなど、高い評価を受けて

いる。その契約者数は、サービス開始以降順調に増加し、2011年 3月には約 1,086万

人に達した。

この他に、繁忙日の ATM時間外利用手数料無料化実施（2002年 12月）、口座引き

＊221 残高別金利型普通預金、One’sダイレクト、三井住友 VISAカードをパッケージにした商品。One’s 
plusの特典に加え、クレジットカード年会費永年無料など SMBCファーストパック独自の追加特典
を設けた。

＊222 2011年 7月 1日に親会社であるモーニングスターと合併し、同社のゴメス・コンサルティング事業
部門として業務継続。

図表 2─2─1 ⑦　One’s ダイレクトの契約者数推移
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（注）  2008年 4月から SMBCダイレクトに名称を変更しているため、2009年 3月期以降は
SMBCダイレクトの契約者数。
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落としの事前連絡や振込入金連絡などを電子メールで連絡する「電子メールお知らせ

サービス」（2004年 8月）など、当行独自の取り組みにより利便性向上を図っていっ

た。

（2）アライアンスによるコンシューマーファイナンス事業の強化

「規模の利益」が働く決済ファイナンスビジネスの中にあって、コンシューマー

ファイナンス事業は、1990年代後半から都銀各行が力を入れたにもかかわらず、マー

ケットシェアの拡大に至らず、既存の消費者金融会社の優位が揺るがない分野であっ

た。当行も、三井住友カードやクオーク、アットローン＊223などグループ会社一体と

なって強化を図ったが、シェアの拡大には相応の期間を要すると見込まれた。

そこで、短期間で当該事業を拡大させるために、2004年、消費者金融専業大手の

プロミスと提携した＊224。業務拡大のため SMFGグループの顧客基盤・ブランド力を

活用したいプロミスのニーズと、同社の審査・回収ノウハウ、マーケティング力に期

待した SMFGグループのニーズとが合致し、SMFGとプロミスは 2004年 6月にコン

シューマーファイナンス事業において業務提携および資本提携を行うことで合意した。

9月に締結された業務提携契約に基づく共同事業

の中で中心的な役割を担ったのが、当行・プロミス・

アットローン＊225の 3社により 2005年 4月から開始

したカスケード事業である。これは、お客さまの信

用力に応じて 3段階の金利水準（当行 8～ 12％、

アットローン 15～ 18％、プロミス 18～ 25.55％）

を設定したローン商品を 3社が提供するもので、当

行の ATMコーナーに設置したローン契約機（ACM：

Automatic Contract Machine）や 3社のリモートチャ

ネル用の拠点（当行の場合はカードローンプラザ）

を通じて、それぞれの商品の申し込みを可能とした。

特徴的だったのは、当行での審査結果がお客さまの

希望に添えなかった場合には、アットローンやプロ

＊223 2001年 8月にさくらローンパートナー（107ページ参照）がアットローンに社名変更。
＊224 その後の消費者金融事業の環境変化と業務などの見直しについては 385ページ、413ページ参照。
＊225 カスケード事業実施に伴い、それまで三洋信販等が保有していたアットローンの株式を買い取り、

プロミス 50.0001％、当行 49.9999％という出資比率に変更。

 

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません
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ミスの商品を紹介するといったスキームを設けたことである。また当行は、資本提携

に基づきプロミスの株式を第三者割当増資などにより取得し、持分法適用会社とした。

当行では、プロミスとの提携事業をはじめとするコンシューマーファイナンス事業

を推進するために、2004年 10月に決済ファイナンス事業部の部内部としてコン

シューマーファイナンス事業部を設置した。さらに 2005年 4月には、当行グループ

全体としてコンシューマーファイナンス事業を強化し一体運営を図るために、SMFG

にコンシューマービジネス統括部を設置し、併せて当行の決済ファイナンス事業部お

よびコンシューマーファイナンス事業部の名称を、それぞれマスリテール事業部、

カードローン事業部に変更した＊226。

◉ローコストオペレーションの確立
コンサルティングビジネスと決済ファイナンスビジネスの増強により収益力強化を

図る一方で、収益構造改革のためにはローコストオペレーションによる経費削減も欠

かせなかった。

詳細は 342ページ以降で後述するが、当行は合併効果を早期に実現することを目指

して、各種センターや事務系グループ会社の統合を皮切りに、徹底した支店統廃合の

実施、事務集中体制の見直しなどによる合理化・効率化を進めた。2003年度には

HUB＆スポーク体制＊227の構築、2004年度にはオペレーション抜本改革実行プロ

ジェクトに取り組み、事務の運営体制や事務プロセスを抜本的に改革することで、事

務の集中等による少人数運営体制を確立し、ローコストオペレーションを実現して

いった。

営業的な側面で特筆すべきものとしては、2003年 11月から実施した、MCデスク

へのMCステーション設置がある。MCステーションとは、店頭での対面取引用にカ

スタマイズした One’sダイレクト専用パソコンである。お客さまご自身がMCデス

クで投資信託取引などの手続きを行う際、申込書に記入・押捺する代わりにMCス

テーションの操作を行うため、後方事務の削減や事務ミスの減少などオペレーション

の効率化につながった。記入書類の減少はお客さまの負担軽減を通じた顧客満足度

（CS）向上にも有効であった。さらに、販売担当者に時間的余裕が生じたことにより、

＊226 カードローン事業部は、2007年 4月にマスリテール事業部へ統合した。
＊227 地域ごとに設置した HUBセンターに後方事務を集約することにより、傘下の営業店（スポーク店）

の事務効率化を図った事務運営体制（344ページ参照）。
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その分コンサルティングに注力することも可能となった。この他、リモートチャネル

の利用促進、パソコンのツールを活用した販売担当者のセールススキル向上など、多

くの波及効果を生むこととなった。

住宅ローンの分野では、2003年 4月から住宅ローン自動審査システムを導入し、

順次全店に拡大した。このシステムは、スコアリングモデルに基づくグレード判定の

実施などによりリスク・リターン運営を強化すると同時に、審査依頼書の作成廃止な

ど業務の合理化・効率化をもたらすものであった。また、2005年 4月から導入し、

順次機能を拡充したローン STP（Straight Through Processing＊228）は、住宅ローン

の契約書類徴求から勘定記帳までを自動連動処理化するなど、事務効率化によるフロ

ント営業余力の捻出に貢献した。

さらに、コールセンターの機能強化も図った。従来のコールセンターは、いわゆる

テレホンバンキングの運営主体であり、主にトランザクション処理やお客さまからの

照会対応を行っていた。これを、2004年 2月にダイレクトバンキング営業部へと衣

替えし、電話によるアウトバウンドコールを行うなど営業店支援へとその機能をシフ

トさせていった＊229。

前述の投資信託の販売拡大や個人年金保険の販売開始などによる収益の上乗せ効果

に、以上のようなローコストオペレーション徹底による経費の減少効果が加わること

によって、合併前からの「経営戦略の柱」の一つであった個人業務収益の拡大は、着

実に進んだ。

＊228 業務の一貫処理。
＊229 コールセンター目黒は東京ダイレクトバンキング営業部へ、コールセンター神戸は神戸ダイレクト

バンキング営業部へと名称を変更し、対外的には One’sダイレクトプラザという呼称を使用した（ブ
ランドスローガン変更に伴い、2008年 10月、同対外呼称は廃止）。
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	 2	 法人部門の取り組みと体制

◉発足時の基本方針と体制など
（1）基本方針

2001年（平成 13年）4月の新銀行発足に当たり、当行では法人取引に関して旧両

行における業務部門の枠組みを踏襲して、中堅・中小企業取引を担当する法人部門と、

大企業取引を担当する企業金融部門を設置した。

合併直前の 2000年度における部門別業務純益（3,663億円、旧両行合算）が全体の

業務純益の約半分を占める、法人部門に対する期待は大きいものがあった。実際、合

併によって、特に中小企業取引の顧客基盤が飛躍的に拡大したことに加え、営業拠点

も東西にバランスの取れたネットワークを確保することとなったため、これらの優位

性を十分に活用してお客さま重視のソリューション営業を実践し、早期に定着させる

ことで、「新しい三井住友銀行の法人営業ブランド」を構築することを最大の目標と

した。

この目標を達成するために、合併初年度には①業

務運営体制の早期確立と業務計画の達成、②顧客基

盤の構造改革、③収益構造の変革、④新たな協働・

協力関係の構築、⑤営業力強化と効率化の推進、の

5点を、業務運営方針として掲げた。また、新銀行

の行動指針として、“SMBC”にちなみ、高度な問題

解決力・専門性をもって迅速に対応する観点からソ

リューション・スピード・スペシャリティーの“S”、

マーケットを重視しこの動きに機敏に対応するマー

ケットインの“M”、お客さまにとってのベストパー

トナーを目指す“B”、他部門などとの新たな協働・

協力を目指すコオペレーションの“C”、を定めた。
法人営業ブランド構築に向けた行動
指針
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（2）体制と取り組み

新銀行発足時点では、法人部門の本店各部として 10部（部内室 3）を設置した（図

表 2─2─2 ①）。営業店としては、10の地域法人営業本部（東京第一～第五、神奈川・

東海、地方都市、大阪第一～第二、神戸）の傘下に 301の法人営業部（問題債権先を

集約した 27部を含む）を設置したほか、スモール法人との取引を担う 123のビジネ

スサポートプラザ（BSP）、公共法人取引を担当する東京・神奈川・大阪・神戸の各

公務法人営業部、さらに企業取引の新規開拓に当たる法人戦略営業第一部・同第二部

を東京・大阪に設けた。

このような体制の下、最初に取り組んだ施策がスタートダッシュ運動「ライジング 

グリーン作戦」である。この運動の目的は、早期に「三井住友銀行の法人営業ブラン

ド」を構築するために、ソリューション営業を着実に展開することでお客さまからの

期待と信頼を得、結果としてビジネスチャンスにつなげていくことにあった。そこで、

図表 2─2─2 ①　法人部門本店各部の所管事項（2001年 4月）

法人統括部 ・部門統括
・部門の業務に関する基本方針、施策、業務計画等の企画立案
・所管営業店の業務指導、拠点運営管理
・部門のリスク管理に関する事項
・部門所管グループ会社に関する事項

法人事務システム室 ・部門の事務・情報システムに関する企画立案、推進、管理
法人業務部 ・法人向け商品・サービスに関する事項

・所管営業店の法人取引に関する営業活動の支援
・所管営業店における投資銀行関連業務の推進に関する投資銀行部門との協働

外国業務推進室 ・法人向け外国業務に関する取引推進施策の企画、営業店支援
成長事業推進室 ・成長企業の事業評価、取引推進、営業店支援

・株式公開支援等アドバイス業務
公共法人営業部 ・公共法人取引に関する企画立案、推進　・公務法人営業部の支援、管理
神戸公共法人営業部 ・ 兵庫県内公共法人取引に関する企画立案、推進

・神戸公務法人営業部の支援、管理
ビジネスオーナー営業部 ・所管法人等との取引に関する企画立案、推進

・ビジネスサポートプラザの支援、管理
法人審査第一部 ・東日本所管法人向け与信管理、与信審査
法人審査第二部 ・東日本所管法人向け与信管理、与信審査
法人審査第三部 ・西日本所管法人向け与信管理、与信審査
法人融資第一部 ・問題先・特定先与信管理、与信審査
法人融資第二部 ・問題先・特定先与信管理、与信審査

（注）  2002年 12月の組織改定において、法人事務システム室を法人統括部本体に吸収（一部機能は支店事務指導部に
移管）、成長事業推進室を法人業務部本体に吸収、神戸公共法人営業部を公共法人営業部に統合、法人審査第一部・
同第二部の統合（名称は法人審査第一部、これに伴って法人審査第三部を同第二部に改称）などの見直しを行った。
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法人営業部および BSPのそれぞれにおいて、金融メイン、システムメイン、経営情

報メインという切り口からお客さまへのアプローチを図り、貸出金の増強や外為取引

の拡大、EBに代表される決済関連システム商品・サービスの拡販を目指して日々の

営業活動を進めた。

一方、業務目標の達成に向けた重点的な取り組みとして継続的に進めたのが、顧客

基盤の改革、ソリューション提供力と非金利収益の増強、ナレッジマネジメントの推

進などである。

顧客基盤の改革を実現するためには、新規顧客の開拓・攻略と問題債権の圧縮の両

面を推し進めていくことが必要である。このうち新規顧客の開拓・攻略については、

前述の通り、法人戦略営業第一部・同第二部を東京・大阪に設置した。両部のミッ

ション（使命）は、従来のアプローチとは異なる視点、あるいは本店各部やグループ

会社を活用した専門的な切り口により新規攻略を直接推進すること、および成果に結

び付いた手法やソリューションの内容、ビジネスモデルなどについて速やかに部門全

体に対する情報提供を行うことであった。なお、法人戦略営業第一部・同第二部と各

法人営業部の協働についてはダブルカウント評価を行うことで、法人営業部から、よ

り積極的な情報提供と協働が行われる工夫をした。

今後の成長が見込まれる企業への取り組みにも重点を置き、法人業務部成長事業推

進室に、ニュービジネスグループと株式公開グループを設置した。このうちニュービ

ジネスグループでは、IT、半導体、環境、バイオ、ヘルスケアなどの成長業種に属す

る企業や、独自の技術・アイデアなどに裏打ちされた新しい商品・サービスによって

成長している企業に対する投融資業務を推進し、特に今後の大きな成長が期待される

新規先については成長企業指定先制度を導入して、営業店の業績評価において指定先

への貸出金の増加をより高く評価するなど、積極的な取り組みを図った。

ソリューション提供力と非金利収益の増強に向けた取り組みとしては、各地域法人

営業本部にスペシャリストを駐在させ、お客さまのニーズに即したソリューション商

品・サービスを素早く適切に提供できる体制を整えた。具体的には、法人業務部の外

国業務推進室に所属する室員や、デリバティブ営業部所属のデリバティブセールスエ

ンジニア、EC業務部に所属して為替・EB取引などについて営業店支援を行うスタッ
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フ、市場営業推進部に所属して市場性取引業務推進を行うトレジャリーオフィサーな

ど、総勢 94人を地域法人営業本部に配置した＊230。また、投資銀行部門に新設した

投資銀行営業部金融ソリューション室のメンバーが法人業務部に常駐し、上場企業を

含め相対的に規模が大きい法人を中心に、シンジケートローン、コミットメントライ

ン、譲渡性貸金、MBO/LBOファイナンス＊231、不動産・売掛債権流動化などの推進

に関するサポートを行うこととした。さらに、2002年 10月からは金銭債権流動化業

務の推進を目的として、投資銀行営業部に所属するストラクチャード・ファイナン

ス・エンジニアを、一部の地域法人営業本部に配置した。

ナレッジマネジメントの推進は、全行もしくは地域法人営業本部での情報共有を進

めるためのシステム整備として実施した。旧両行に固有の業務運営からいち早く脱却

し、新銀行としての業務を推進する上で、情報の共有とその活用は大きな意味を持っ

ていた。

新銀行発足後すぐ、2001年 4月半ばに導入したのが「情報マーケット」と法人営

業部電子掲示板である。「情報マーケット」は、お客さまのニーズに関する情報を取

り扱うシステムであり、旧行に関わりなく全ての営業店において発信・受信を可能と

したため、協働を促進する上で大きな役割を果たした。また、これに加えて各部店の

取引事例やセールストークなども掲示することで、法人部門全体のナレッジマネジメ

ント促進を図った。2002年 12月にはイントラネット上に顧客ニーズ DBを導入し、

「情報マーケット」の機能を拡充の上で引き継ぎ、併せて、他部門との情報共有ツー

ルとしても活用することとした。一方、法人営業部電子掲示板は、地域法人営業本部

と傘下の法人営業部との間で一体感ある業務運営を実現することを目的として導入し

たもので、地域法人営業本部内で共有すべき情報を登録することができるシステムで

あった。

2001年 12月から 2002年 2月にかけては、統合版法人渉外支援システムの SMASH

（Solution Marketing Activity Service Hub）を導入した。これは、それぞれの旧行のシ

＊230 デリバティブ営業部は投資銀行部門、EC業務部はコーポレートサービス部門、市場営業推進部は市
場営業部門。218ページの図表 2─1─1 ①参照。

＊231 LBO（Leveraged Buy-Out）とは、企業を買収する手段の一つで、買収対象企業の資産などを担保に
した借入などで買収資金を調達するもので、借入を活用して自己資金を上回る買収が可能になる様
子を梃子（lever）に例えた表現である。なおMBOについては 114ページの脚注 82を参照。
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ステムであった SSS顧客情報管理システムと法人営業部 CRMを統合した新システム

である。SMASHの導入によって、法人営業部と関連本店各部間の協働がより強化さ

れ、お客さまに関する各種情報・データの統合による業務遂行における利便性向上、

案件進捗管理機能の活用など、業務の効率化・迅速化が図られた。

◉融資慣行の見直し
（1）業務改革委員会の設置

合併 2年目の 2002年度には、収益力の強化に向けて、ビジネスのあり方を根本的

に見直す全行的な取り組みを開始した。その端緒は 2001年 12月に頭取を委員長とし

て設置した業務改革委員会にある。同委員会では主要なビジネスラインごとにテーマ

を設け、対応方針の検討を重ねた。その一つが、「法人ビジネスにおける融資慣行の

見直しによる収益性・健全性の向上」である。

このテーマについては、『ディスクロージャー誌 2002』においても頭取メッセージ

として次のような意気込みを表明しており、その後の法人取引の推進における大きな

課題として継続的な取り組みを行うこととなった。

邦銀は長年の融資慣行や過当競争を背景として、リスクに見合った金利水準を

確保できていない貸出を多く抱えているのが実態であります。また、貸出形態等

についても改善しなければならない点が多くあります。こうした改善は、貸出債

権の収益性のみならず、ポートフォリオを適切にコントロールして健全性を高め

るという観点からも不可欠であるため、最優先課題として取り組んでいく必要が

あります。その実現のためには、お客さまに一方的に取引条件の見直しをお願い

するのではなく、お客さまの企業価値向上に向け、資金調達、企業再編、合理化

といったさまざまなニーズにお応えできるよう金融ソリューション提供力を一層

強化するとともに、取るべきリスクは、適切なリスク管理のもと積極的に取る体

制を整えてまいります。これらの取り組みによって、従来の融資慣行とは異なる

新たな関係をお客さまとの間に構築しながら、同時に当行の収益力も強化してま

いりたいと考えております。

法人部門では、業務改革による新ビジネスモデルの構築に向けて、①融資慣行の見

直し、②リスクテイク能力の強化、③金融ソリューション提供力の強化、を進めるこ
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ととした。

（2）融資慣行の見直しに向けた具体的な取り組み

融資慣行の見直しに向けた具体的な取り組みは、「標準金利」の導入、貸出形態の

見直し、貸出条件の契約化、を中心に進めた。

「標準金利」とは、法人向け貸出金利の新体系として 2002年 5月に導入したもので、

「法人のお客さまが無担保で短期（期間 1年・期限一括返済）の運転資金を借り入れ

る際、格付別に適用される金利」と定義付けた。その水準は、短期プライムレートに

信用リスクに見合う利ざやを上乗せしたものであり、対外的には、債務者格付の中心

層の「標準金利」を「開示標準金利」として公表した。なお、実際の適用金利は、こ

の「標準金利」をベースに返済方法、期間、担保条件などを反映させて決定した。

「標準金利」の導入に当たっての大きな特徴は、お客さま宛ての説明を徹底し、さ

らに財務内容改善と業績向上に向けたアドバイスを併せて実施したことであり、従来

の融資取引のあり方とは異なる新たな取り組みであった。お客さまに対して、前期決

算に基づく格付区分とそれに基づく「標準金利」を開示するだけにとどまらず、格付

区分決定の根拠、および財務・業績面におけるお客さまの強み・弱みを理解してもら

うために、主要格付指標のスコアを企業規模別・格付区分別平均と比較したレーダー

チャートを提示し、財務・業績両面の改善アドバイスを行った。

信用リスクに応じた金利設定については、長年の融資慣行や公的金融のあり方など、

わが国の金融システムに関わる課題に根幹でつながっているため、息の長い取り組み

図表 2─2─2 ②　主要格付指標として採用した 5指標

財務指標 指標の内容
財務構成
自己資本比率 総資産のうち自己資本の占める割合を表し、資金調達構造の安全性を示すもの
デ ッ ト キ ャ パ シ
ティーレシオ

換金可能性が高い資産対比でみた有利子負債の水準で、企業の資金調達能力を示
すもの

短期支払能力
当座比率 流動負債対比でみた当座資産の水準で、短期的な負債に対する支払い能力を示す

もの
債務返済能力
有利子負債
キャッシュフロー率

有利子負債対比でみたキャッシュフローの水準で、本源的な債務返済能力を示す
もの

収益性
売上高経常利益率 売上高対比でみた経常利益の水準で、本来的な収益力を示すもの
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を要するテーマとなっている。

貸出形態の見直しは、資金使途や返済原資に応じた貸出形態を徹底し、期日返済を

前提とした貸出姿勢・形態へと融資業務を改めていこうとするものであった。従来の

融資取引においては、実態的には長期資金であるにもかかわらず短期貸出を繰り返す

ことで対応するものや、本来は約定返済が付されるべき設備資金貸出が期限一括返済

になっているものなど、資金使途・返済原資と実際の貸出形態が一致していない与信

が少なからず存在していた。そこで実施した貸出形態の見直しは、当行にとってリス

クに見合ったリターンの確保と、貸出先の経営状況悪化の際の迅速な対応を可能とす

る効果が見込まれる一方、貸出先のお客さまにとっても、安定的な資金調達や負債比

率の改善など財務面での質の向上に資するものであった。

一方、貸出条件の契約化は、当初の貸出時点において貸出条件を明確化し、かつ、

お客さまの信用状態の変化に応じて貸出条件の見直しを行うことなどをあらかじめ明

示しようとするもので、基本貸出条件を明示的に契約化すること、契約期間中の信用

状況の変化に応じて貸出条件を見直すコビナンツ条項＊232を契約に盛り込むこと、な

どを進めた。

融資慣行の見直しに向けたこれらの具体策の実施に際しては、新しい施策がお客さ

まと銀行との間でリスク認識を共有する新しい関係を構築しようとするものであるこ

とをお客さまに納得していただけるよう、各法人営業部は部内勉強会などに取り組ん

だ。

◉リスクテイク能力の強化
（1）ビジネスセレクトローン

スモール層およびミドル層については、ポートフォリオ型の与信管理に基づく商品

の投入により、お客さまの資金需要に応えつつ、リスクに見合ったリターンの確保を

図った。

このうち年商 10億円以下のスモール法人向けビジネスでは、小口定型貸出金の強

化を図った。新銀行では、スモール法人向けビジネスを行う専門拠点として、ビジネ

＊232 covenantsは「コベナンツ」と表記される場合が多いが、当行では「コビナンツ」を用いている。
＊233 BSPの位置付けは、ビジネスローンプラザ（旧住友銀行）およびビジネスサポートプラザ（旧さく

ら銀行）の流れを引き継ぐものであった。
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スサポートプラザ（BSP）＊233を 123拠点

配置して、Value Door、各地の信用保証

協会保証付貸出金、および小口定型貸出

金を主な商品としていた。小口定型貸出

金は、当初、旧行それぞれの商品を名称

変更して提供していたが＊234、外部機関

と共同で開発した新しいクレジット・ス

コアリング・モデル（2002年 4月以降、

リテール法人モデルと呼称）によって信

用リスクを判定する新型のビジネスセレ

クトローン（上限 5,000万円）を 2002年

1月に 8拠点の BSPで先行して販売した

後、3月にはさらに 47の BSPを試行拠

点に追加、4月にはスモール法人向けビ

ジネスを行う全拠点に導入した。並行して 3月から、ビジネスセレクトローンの認知

度向上を目的として、「三井住友銀行を、試してください。」をキャッチフレーズに、

テレビコマーシャル、新聞広告などによるマス広告を展開した。

マス広告を含む営業推進の結果、ビジネスセレクトローンは、本格導入して約 1年

後の 2003年 3月末の時点で、累計で約 2万 4,000件、約 4,500億円の取組実績を上げ、

このうち 52％は新規の取引先であった。

新型のビジネスセレクトローンは、個社別与信の固有リスクを小口分散によって低

減するポートフォリオ型与信管理を導入することで、与信管理手続きの大幅な簡素化、

ポートフォリオ全体での信用リスク管理、リスクに見合ったリターンの確保を図るも

ので、スモール法人向けビジネスの業務運営体制の改革を行う上で、柱となる商品で

あった。

ビジネスセレクトローンに関しては、その後、お客さまの属性や地方自治体との提

携によって内容を一部変更した関連商品の投入も行った（図表 2─2─2 ③）。また、

与信管理上の実績に基づく商品性・採り上げ基準の改定も逐次行った。その一環で、

＊234 旧住友銀行のビジネスサポートローンをビジネスファーストローン、旧さくら銀行のさくらビジネ
スローンをビジネスセレクトローンに名称変更した。新銀行は商品特性を踏まえ、ビジネスファー
ストローン（上限 2,000万円）を主に新規先に、ビジネスセレクトローン（上限 3,000万円）を主に
既存先に提供した。

ビジネスセレクトローンのテレビコマーシャル（上）
とチラシ（下）
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2003年 4月、企業調査部が開発した定性情報を含む多面的な情報を定量化してリス

ク評価を行うハイブリッドアラームモデルを導入し、財務データをベースとするリ

テール法人モデルと併用することで、効果的な信用リスクの低減を図った＊235。

（2）審査改革と新たなリスクテイク型商品の投入

法人営業部所管の法人の審査体制に関しては、2002年 4月に与信稟
りん

議
ぎ

の更新と債

務者モニタリングを原則として同時に行うことで効率化を図り、併せて各法人営業部

に配置した融資オフィサーのミッション（与信管理責任者、および問題先への対応・

管理）を明確化する見直しを行った。また、10月には法人審査第一部～第三部の各

部において、一部の業種に関する所管を特定の審査役に集約する体制とした。

2003年度には、さらに一歩進めた審査改革を実施することとした。審査改革の基

本的考え方は、①リスク分散が図られている、一定の要件を満たす与信案件について、

標準化した与信検討手法や定型化した貸出形態ルールなどに基づいたチェックを行っ

た上で、リスクに見合ったリターン確保を前提として積極的にリスクテイクしていく

こと、②リスク量に応じて審査プロセスを変えることにより効率化を実現し、審査の

迅速化と審査コストの削減を図ること、であった。

実際には、2003年 2月から試行版として標準判断型与信採り上げ基準の運営を行っ

た後、4月から、試行結果を踏まえて改定した標準判断型与信採り上げ基準と、一定

の条件の下で審査プロセスをさらに簡素化した簡易判断型与信採り上げ基準を本格的

図表 2─2─2 ③　ビジネスセレクトローン関連の商品

商　品　名 取扱開始時期 特　徴
ビジネスセレクトローン Superior 2003年 4月 格付の高い中小企業向け。通常のビジネスセレ

クトローンとは別に 5,000万円を上限とする貸
出枠（通常分と合わせると 1億円）を設定

クライアントサポートローン 2003年 8月 日本税理士連合会の「中小会社会計基準適用に
関するチェック・リスト」（注）を活用してビジネ
スセレクトローンの貸出条件を一部緩和

メンバーズビジネスローン 2004年 9月 商工会議所の会員向けに提供
固定金利ビジネスセレクトローン 2004年 10月 固定金利型
大阪府部分補償付ビジネスセレクトローン 2004年度 地方自治体との提携

（注）  会社法制定を受け「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」に改定。

＊235 ビジネスセレクトローンやクライアントサポートローンについては、その後の環境変化を受けて、
2006年以降、総じて与信運営を厳格化する商品改定を頻繁に行った（425ページ参照）。
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に導入した＊236。そして、これらの採り上げ基準に合致し、かつ金利基準を充足して

いる与信案件を、Nファンドと呼んで積極的な取り組みを推進した＊237。標準判断型・

簡易判断型与信採り上げ基準の運営は、個社別の与信上限を設定することによって与

信ポートフォリオの分散を図ることで審査手法の定型化・簡素化を行い、迅速かつ積

極的にリスクテイクを行うという観点で導入されたものであったことから、一連の与

信採り上げフローに重大な過失などがなく、リスクに見合ったリターンが確保されて

いる限り、ビジネスセレクトローンと同様、原則としてフロントの与信採り上げ責任

を問わないこととした。

2005年 4月には、新たな業務運営モデルとして、

ミドルⅡ法人（年商 10億～ 30億円）のうち与信額

が 3億円未満の先と、スモール法人のうちポートフォ

リオ型与信管理（P先）ではなく個社別与信管理（K

先）としている先のうち与信額が 3億円未満の先を、

新たにミドル定型与信管理先（MT先）としてセグ

メント化し、その主力商品として SMBC─クレセル

ローン＊238を導入した。SMBC─クレセルローンは、

Nファンド（与信上限 50億円）では採り上げ基準や

手続きの面で合致しにくく、またビジネスセレクト

ローン（与信上限は、最も大きい関連商品で 1億円、

290ページ、図表 2─2─2 ③参照）では応え切れない

資金ニーズへの対応として、与信金額を 3億円未満（新規先は 1億円以下）に設定し

た＊239。SMBC─クレセルローンは、MT先向けとして、新しいリスク評価手法・リス

ク管理手法を取り入れたポートフォリオ管理型の貸金で、Nファンド同様、手続きに

遺漏がなく、ルール通りに取り組めば、与信採り上げ責任を問わないこととした。

＊236 標準判断型与信採り上げ基準は、属性、債務者格付、自己査定結果などで所定の条件を満たす先が
対象。また、簡易判断型与信採り上げ基準は、標準判断型に該当する中で、財務データなどで一定
の基準を充足する先が対象。

＊237 Nファンドは、2007年 7月に標準審査手続きに移行した（424ページ、図表 2─4─4 ⑤参照）。
＊238 クレセル（crecer）とは、スペイン語で「育つ・成長する・増大する」を意味する単語である。

SMBC─クレセルローンは 2007年 7月に新規取り扱いを停止した（424ページ、図表 2─4─4 ⑤参照）。
＊239 BSPは、ビジネスセレクトローン関連商品の与信上限を超える資金需要があるスモール法人（MT

先となるスモール法人）を法人営業部に紹介。

SMBC─クレセルローンのチラシ
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SMBC─クレセルローンは、導入して約 1年後の 2006年 3月末の時点で、累計で約

5,000件、約 3,000億円の取組実績を残し、このうち 14％は新規の取引先であった。

（3）その他のリスクテイク型商品

2002年 7月、一定の基準に合致した中小企業のお客さまを対象として、ローン担

保証券（CLO＊240）による流動化を前提にあらかじめ定めた貸出形態により無担保・

第三者保証不要で融資する SMBC─CLOを導入した。

また、2004年 5月に取り扱いを始めた業績回復ローン＊241は、当時の業務環境を

踏まえ、企業の業績回復基調を先取りしてお客さまとのリレーションを強化し、資金

ニーズに応えていこうとする商品である。このため、お客さま企業の決算をベースと

する静態的判断に加えて、試算表に基づく一定基準以上の業績回復見込みの確認、お

よびコビナンツの設定を前提に動態的判断に基づく貸金を行うものであった。

2004年 7月取扱開始の売掛債権活用ローン＊242は、お客さまの売掛債権を活用し

て資金調達ニーズに応える点で類似する売掛債権担保融資制度（293ページ参照）と異

なり、対象債権に担保設定を行わず、お客さまの主な売掛先との取引状況を把握して

業況管理を行うリスクテイク手法であった。

◉金融ソリューション提供力の強化
ソリューション営業の展開は、新銀行発足当初から、法人業務においては常に大き

な課題であり続けた。不良債権処理に伴い当行が 2年連続で大幅な赤字決算となる中、

法人部門はお客さまのニーズに応えるために、さまざまなソリューション提案を行った。

（1）資金調達・運用ニーズ等への対応

その一つがシンジケートローンや CLOなど市場型間接金融への積極的な取り組み

である。もともとシンジケートローン（310ページ参照）は大規模な資金調達の手法と

して活用されていたが、当行はこれを中堅企業マーケットにも提供した。なお、シン

ジケートローン市場の拡大に伴い資金調達サイドの企業において、株主向けの IRだ

けでなく、企業の経営トップが貸し手となる金融機関等に対してバンクミーティング

＊240 CLO（Collateralized Loan Obligation）は、銀行等がお客さまに貸し出した貸付債権を証券化して投
資家に販売し、ローンの元利金を投資家が受け取るものである。

＊241 業績回復ローンは、2009年 3月に新規取り扱いを停止した（424ページ、図表 2─4─4 ⑤参照）。
＊242 売掛債権活用ローンは、2008年 8月に新規取り扱いを停止した（424ページ、図表 2─4─4 ⑤参照）
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などの場で自社の経営理念・戦略、事業・財務状況、資金計画などを説明するデット

IR活動の必要性が認識されることとなった。そこで当行では、お客さまにデット IR

を推奨してバンクミーティングを開催する取り組みにも力を入れた。

お客さまの事務負担軽減に向けては、2002年 1月、新型の支払手形削減サービス

を導入した（商品名は e手形レスサービス、愛称はスマートクリア）。従来の支払手

形削減サービスに、他行に先駆けてインターネット機能を追加したもので、これによ

り迅速で確実なサービス提供を図った。さらには、電子記録債権法の施行（2008年

12月）を受けて、2010年 7月からは、電子記録債権を支払手形削減サービスに活用

してグループ会社と連携して提供している。これは売掛債権が二重譲渡されるリスク

を排除した安全性の高い決済サービスである。

2002年 5月には、債権プール型の手形流動化取引の際のお客さまの事務負担を軽

減し、銀行に手形を引き渡すだけで取引が可能となる仕組みとしたノーツ・キャプ

ターを、全法人営業部で運営開始した＊243。また、7月には売掛債権担保融資制度（プ

ロパー版）＊244を導入、2004年 4月には営業資産のキャッシュフローを見合いに貸出

を行うアセット連動ローン＊245の取り扱いも開始した。

また、この他、2003年 4月、採り上げ基準、貸出条件、コビナンツ等を定型化し

た中小企業向けのコミットメントラインであるファシリティー・ローン＊246を導入し

た。コミットメントラインとは、あらかじめ定めた要件を満たしている限り、お客さ

まの申し込みに当行が契約極度の範囲内で貸出を実行する義務を負う契約である。

売掛金回収リスクのヘッジニーズへの対応では、ファクタリング業務も推進した。

中でも重点的に取り組んだのは、グループ会社が提供していたポートフォリオ型ファ

クタリング（保証）で、ビジネスセレクトローン同様、ポートフォリオ全体でリスク

管理を行う仕組みの商品であった。2006年 1月以降は、この商品を銀行本体の取り

扱いにして、業務推進の強化を図った。デリバティブを活用したリスクヘッジの提案

も、市場動向に応じたタイムリーな提案そのものがソリューションにつながる取り組

＊243 ノーツ・キャプターは当初、投資銀行部門がオーダーメードの新商品として開発し、2002年 3月に
販売した（433ページ参照）。

＊244 売掛債権担保融資制度（プロパー版）は、2008年 8月に新規取り扱いを停止した（424ページ、図
表 2─4─4 ⑤参照）。

＊245 アセット連動ローンについては、434ページも参照。
＊246 ファシリティー・ローンは、2009年 4月に新規取り扱いを停止した（424ページ、図表 2─4─4 ⑤参

照）。



294　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

みであった。当行では、前述（284ページ参照）のデリバティブセールスエンジニアも

活用しつつ、金利系や為替系のデリバティブをはじめとして、天候リスクや価格変動

リスクに対応する天候デリバティブ、コモディティーデリバティブについても、お客

さまのニーズに応じて積極的に推進した。

2004年 12月には、お客さまの資金運用に対するソリューションへの対応として、

証券仲介業務に参入した。これは、証券取引法（現 金融商品取引法）の改正を受け

て新たに取り組みが可能となった「証券会社から委託を受けて有価証券等の勧誘を顧

客に対して行い、有価証券等の売買を当該証券会社に繋ぐ業務」である。当行では法

人のお客さま向けの同業務においては大和証券 SMBCからの委託を受けることとし

た（個人のお客さま向けは SMBCフレンド証券の委託〈275ページ参照〉）。

参入当初においては、お客さまの運用ニーズを確認した法人営業部などが、専門の

担当部署である証券営業部（投資銀行部門）に当該お客さまを紹介し、証券営業部が

お客さまへの勧誘を行うという役割分担をした。取扱商品は、社債、外債などの債券

の他、デリバティブを内包した仕組債であり、株式の取り扱いは行わなかった。その

後 2005年 11月に一部運営を見直し、一次提案部店として指定した法人営業部などに

おいては、商品ラインアップや個別商品の概要についての説明（一次提案＊247）を

行った上で証券営業部へ紹介する流れとした。

（2）情報提供などを通じたソリューションへの取り組み

お客さまの海外進出についての提案力を強化することも、法人業務における重要な

テーマであった。中でも、高成長を続ける中国への進出支援強化は喫緊の課題であっ

た。そこで 2002年 12月、法人業務部の外国業務推進室を改組し、法人業務部の部内

部として外国業務部および中国業務推進部を設置し、お客さまの海外進出支援を内外

で支援する体制を整備した。特に中国関連案件の推進については、SMBCコンサル

ティングと協働して多様な中国ビジネス関連情報を提供するなど、一段と力を入れた。

2005年 4月には、外国業務の一層の強化に向けて、関連施策実施の責任を明確化

するため、外国業務部を法人業務部の部内部から独立部に変更し、併せて中国業務推

進部を外国業務部の部内部とした。

＊247 一次提案は、あくまでも商品ラインアップや個別商品の概要についての説明であり、個別商品の具
体的な価格やレート等の条件提示、注文の受注等は厳格に禁じられていた。
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お客さまの事業展開の支援としては、従来から、無償の業務斡
あっ

旋
せん

という形でお客さ

まの販路・仕入先拡大などへの協力に取り組んでいる。また、2003年 10月には、お

客さまの希望に合致する当行の取引先を紹介し、商談が成立した際に所定の手数料を

いただく SMBCファインダーサービスを導入し、特定のニーズを持つお客さまに利

用いただいている＊248。

2006年度に開催を始めた環境ビジネス交流会（510ページ参照）など、お客さまの販

路・仕入先拡大などへの協力には、積極的な取り組みを続けている。

（3）IT・システムを活用したソリューションへの取り組み

システムソリューション提案力によって法人のお客さまの信頼を獲得することを通

じて、いわゆるシステムメインの実現を図るために、ITを活用した各種システム商

品の提供にも力を入れた。新銀行の発足直後は、旧両行で開発・販売を始めていた

「パーフェクト」、外為 EB、オンライン・ディーリング・サービスなどを主力商品と

して提供した。

2001年 5月には、中堅・中小企業向け経営情報サービスのパッケージとして旧両

行の共通商品であった Value Doorを利用いただいているお客さまに対して、イン

ターネットを活用した各種サービスを提供する Value Doorサイトを構築した。同サ

イトでは、お客さまによる ID、パスワードの利用に

よってサイト上での本人確認が可能となったため、

インターネット上でお客さまとの“One to One”が

実現した。また、その後のシステム商品の多くにつ

いて Value Doorサイトからアクセスすることで利用

可能となる基盤を確立した。

一方、企業間電子商取引の急速な進展に対応して、

当行グループが提供する同取引関連の決済、与信、

認証、代金回収に係る各商品・サービスの統一ブラ

ンドとして「SMBCフィナンシャルリンク」を 2001

年 8月に立ち上げた。「SMBCフィナンシャルリンク」

は、その後提供するサービスを拡充しつつ、2002年

＊248 これは、金融庁の事務ガイドライン改正（2003年 6月）によってビジネスマッチング業務が銀行の
業務として認められたことを受けたものである。

Value Door 申込書
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11月以降はお客さまの窓口を当行グループ会社であるフィナンシャル・リンク株式

会社に変更して、サービスの提供を続けている。

いわゆるインターネットバンキングに関しては、2001年 11月にパソコンバンクナ

ビWebの提供を始めた。同サービスは、インターネット環境があればどのパソコン

でも利用可能、振込手数料を ATM利用時と同等の水準に引き下げ、等の特徴を有す

るもので、Value Doorのメニューの一つである EB Doorから利用するものであった。

このサービスは、提供開始後 1年強の間に契約数が 2万件を超えるなど大いに活用さ

れた。

その後 2003年 3月には、パソコンバンクナビWebをさらに一歩進めた本格的な法

人向けインターネットバンキング商品としてパソコンバンクWeb21（Web21）の販

売を開始した。Web21には、セキュリティの高度化やお客さまの使い勝手の向上に

加え、お客さまの振込先データメンテナンス事務軽減など、さまざまな工夫を加えた。

Web21はその後も順次サービス内容を拡充し、2004年 5月のサービス体系の改定で

は商品のタイプを利用可能なサービス内容に応じてWeb21〈エキスパート〉、Web21

〈スタンダード〉、Web21〈デビュー〉に整理し直し、お客さまのニーズに応じた柔軟

な機能選択や上位版への移行を容易にした。

外為取引などに関連するシステム商品として新たに導入したのが、i─Deal（アイ

ディール）および Global e─Tradeサービスである（321ページ参照）。

i-Dealは、お客さまのパソコンからインターネット経由で為替予約などの市場性取

引をダイレクトに行うことを可能にするほか、相場情報・ニュース、当行アナリスト

レポート、レートアラーム（お客さまの指定レートに達したときのお知らせ機能）、

緊急メッセージなど市場取引に関する多様な付加機能・サービスを提供するもので、

2002年 10月から申し込みを受け付けて段階的に利用を開始した。

一方、Global e─Tradeサービスは、お客さまと当行の間の外為関連取引をインター

ネット経由で行う、邦銀では初の総合的な外為業務電子化サービスであった。i─Deal

が為替予約などを取り扱うのに対して、Global e─Tradeサービスは外国送金や貿易

関連取引を電子的に行うものである。2003年 3月に被仕向送金サービス、4月に輸出

LC到着案内サービスと輸出手形買取依頼サービスの提供をそれぞれ開始した後、8

月には仕向送金の電子受付、輸入 LC開設の電子受付も始めた。その後も順次機能を
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拡充しつつ、広く外為取引に活用されている。

◉マーケットに応じた取り組みとチャネル体系の見直し
（1）新たなマーケットへの対応

行財政改革の進展や起業の増加など、それまでの状況を大きく変える環境の変化に

伴って、銀行にとっての新しいマーケットも生じてきた。2004年 4月には、従来の

国立大学が国立大学法人に移行した。これは、各国立大学において優れた教育や特色

ある研究に工夫をこらし、より個性豊かな魅力的な大学となることによって教育研究

を一層発展させることを狙いとした制度改正である。これにより、国立大学法人では

予算の編成・執行に関する自立性が高まっただけでなく、付属病院等の施設整備の財

源とするための長期借入金が可能となるなど、金融面のニーズも顕在化することと

なった。当行では、これに対応して専門のプロジェクトチームを設置し、各種の提案

を継続的に行った。この結果、34大学から指定金融機関として選定され、そのうち

東京大学・京都大学からの単独指定をはじめとして 22大学のメインバンクとなると

いう成果を上げた。

一方、成長企業向けには、ニュービジネス支援ファンドなど既存商品の審査基準で

は対応が難しかった設立後間もない法人等に対しても、新型貸金である Vファン

ド＊249を導入して新たなマーケットに対応することとした。Vファンドは、大学発ベ

ンチャー企業や新技術・新ビジネスモデルを有する成長企業等を対象とする商品であ

り、新たに開発した経営能力評価、成長性評価の仕組みに加えて、予想格付けも勘案

してリスクテイクを行うものである。Vファンドは、2004年 4月に試行を始めた後、

一部商品性を見直した上で 9月に本格的な運営を開始した。

（2）スモールマーケットへの取組強化

スモール法人向けビジネスにおける販売戦略の観点からは、市場開拓の効率化を図

るため、プロモーションを専門に担当する組織を設置した。2001年 10月に試行的に

立ち上げた法人プロモーションオフィス（法人 PO）を、2002年 6月に法人部門の営

業店として独立させ、東京と神戸にそれぞれ設置した。法人 POは、マス広告などを

＊249 Vファンドは、2009年 3月に新規取り扱いを停止した（424ページ、図表 2─4─4 ⑤参照）。
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契機としたお客さまからの問い合わせを受けて取引希望（または取引可能）拠点への

情報連絡を行うインバウンド業務、およびダイレクトメール発信やテレホンマーケ

ティングを行うアウトバウンド業務にも積極的に取り組んだ。

2003年 11月からはプロモーション対象をミドル法人まで段階的に拡大した。2005

年 6月には各拠点との連携強化を目的として、法人 PO内に地域法人営業本部単位で

エリア担当制を導入し、法人 POと拠点が一体となってプロモーション対象先を選定

の上、プロモーションの方法や時期を拠点ニーズに合わせて行う拠点主導型プロモー

ションを開始した。その対象としては SMBC─クレセルローンの販売対象であるミド

ル定型与信管理先（MT先）に注力し、各種システム商品のクロスセルにも力を入れ

た。さらに、クライアントサポートローン（290ページ、図表 2─2─2 ③参照）の販売に

おいて効果的であった税理士ルートに対しても、積極的にアプローチすることとした。

2005年 12月にはイントラネット上にプロモーションサポートシステムを整備して、

各拠点と法人 POの情報共有・各案件の対応状況管理を一段と強化した。

BSPの業務運営に当たっては、業務の効率化が強く推進され、法人部門の総合職

に加えてベテラン従業員（嘱託）や当行 OBが活躍していた。その後 2004年度から

は、新たに設立した SMBCビジネスサポート株式会社にスモール法人向けビジネス

の一部を委託している。

（3）チャネル体系の見直し

新銀行発足時点の法人部門の営業店は、10の地域法人営業本部、301の法人営業部

（問題債権先を集約した 27部を含む）、公務法人営業部 4、法人戦略営業第一部・同

第二部、123のビジネスサポートプラザ（うち 79では法人営業部長が部長を兼務）

であったが、このうち問題債権先を所管する 27の法人営業部については、バランス

シートのクリーンアップを進める過程で、2002年度に、法人部門内での統合・新設

を実施、さらに戦略金融部門へと移管した（254ページ参照）。一方、営業チャネルと

しての各拠点についても、法人営業部の業務運営効率化（両行拠点の重複地盤の再

編）、店舗コスト等の削減、小規模な法人営業部の集約・再編による一定規模化、な

どの観点から、見直しは喫緊の課題であった＊250。

ただし、合併を当初予定より 1年前倒しした影響で新銀行発足時点ではシステム統

＊250 この項全体の記述を含む合併後 10年間の法人部門の主な営業店の推移については、420ページの図
表 2─4─4 ③参照。
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合が行われていなかったため、実際のチャネル効率化に向けてはさまざまな工夫が必

要となった。2001年度においては 7月以降、通常の統合の他、複数の法人営業部、

あるいは法人営業部と BSPの部長を兼務させることで実質的な統合効果を上げると

いう段階を踏んだ上で組織上の統合を実施するなど、各拠点の特性に応じた見直しを

進めた。システム統合に先行する形で 2001年度中に行われた統合による拠点数の減

少は法人営業部（問題債権先所管を除く、以下同じ）で 35（合併当初の 274部から

2001年度末には 239部）、BSPで 18（同じく 123部から 105部）である。ただし、

組織上の統合を行った後、物理的な拠点が従前のまま複数残存するケースも少なから

ず生じた。

2002年度に入るとシステム統合が順次進められたことに加え、業務運営の強化・

効率化を目的に、比較的小規模の中堅企業や中小企業取引が主体の拠点において、法

人営業部と BSPを組織統合する運営を進めたため、統合のスピードが加速した。法

人営業部の数は 2002年度中に 46減少して、年度末には 193部となった。また、BSP

は、問題債権を専門的に担当する 2拠点を新設したが、一般営業拠点としての BSPは、

法人営業部への組織統合を進めたことを主因に 58減少して 47部となった（BSP全

体では前述の 2部を含めて 49部）。このようなミドル・スモール一体型運営推進のた

めの組織統合は、その後も継続的に実施した。

2003年度からは、比較的小規模の中堅企業や中小企業取引を専門に推進・管理す

る観点から、この分野に注力する法人営業部に専担の部付部長を配置したほか、同一

拠点に法人営業部が入居していない支店等に法人営業部や BSPが駐在を置く体制を

導入した。さらに 2004年度には、同一拠点に複数の法人営業部がある一部の場所に

おいて再編を行い、比較的小規模の中堅企業や中小企業取引を専門に担当する法人営

業部を新設した。

チャネル拡充の動きをみると、BSPについては地域的な適正配置を確保する観点

から、2002年度以降、従来の分室を独立の BSPに格上げするケースがあった一方で、

法人営業部については一貫して拠点の統合を進め、問題債権先への対応を除くと、新

銀行として初めて法人営業部の新設を行ったのは、2004年 1月であった＊251。また、

10月には東海地区における新規取引の開拓、企業価値向上ビジネスの推進を目的と

して法人戦略営業第四部＊252を名古屋に設置、11月にも愛知県内に法人営業部の分

＊251 特定大口問題債権担当の東京法人営業部と大阪法人営業部を 2002年 6月に設置した（253ページ参
照）。
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室や BSP拠点を新たに設置するなど、東海地区での戦力強化を図った。

地域法人営業本部の体制も逐次見直しを行った。2002年 6月には、神奈川・東海

法人営業本部の体制を見直し、神奈川法人営業本部（傘下に 16法人営業部）と東海

法人営業本部（同 12法人営業部）に分離し、11本部体制とした。さらに 2003年 6

月には、一段と効率的な運営を図るために、東日本第一～第四、東海、西日本第一～

第四の 9本部体制に変更した。

また、スモールビジネスを担うチャネルが多様化してきたことに対応して、2003

年 10月、BSPを新たに地域法人営業本部の傘下に組み入れる見直しを行った。

この間、新たな法人取引推進チャネルとして、当行の拠点のないエリアに法人営業

所を設置した。法人営業所は、勘定を保有せずにビジネスセレクトローンを中心とす

る貸金業務に特化する拠点であり、最寄りの法人営業部のグループの一つと位置付け

た。法人営業所については、2003年度中に高崎＊253、長崎＊253、松山、福山、松本、

沼津、水戸、徳島に、2004年度以降は郡山、盛岡に設置して、当行が未進出であっ

た地域における業務開拓に大きな成果を上げた。

2003年 3月のわかしお銀行との合併に伴って設置したコミュニティバンキング本

部（CB本部）は、旧わかしお銀行の店舗（34カ店）を所管し、旧わかしお銀行のビ

ジネスモデルに三井住友銀行の経営インフラを融合させた。この合併から約 2年が経

過することを契機として、お客さまへのサービスをさらに向上させ、併せて当行全体

の効率性・収益性の強化を図るために、2005年 4月に CB本部を解散し、その機能

を各部門に統合した。そこでそれに先立って 2004年 4月、CB本部の営業店におけ

る渉外体制を個人・法人別の組織に変更した後、CB本部の営業店を、2005年 1月に、

個人業務を行う支店と法人業務を担う法人営業部に分離、その後 4月に、それぞれ個

人部門・法人部門に統合する見直しを実施した（これにより法人部門の法人営業部は

9部増加）。

＊252 新銀行発足時には法人戦略営業第一部と同第二部の2部体制であったが、2004年4月に事業再編・ター
ンアラウンドなどの外部ファンド連携案件に対する一層の対応強化のために法人戦略営業第三部を
設置していたことから、法人戦略営業第四部の設置によって 4部体制となった。なお、2006年 4月
の改組で、法人営業戦略営業第一部～第三部を CA本部に再編・統合、法人戦略営業第四部を名古
屋地区営業店に再編・集約した（374ページ、図表 2─4─1 ③参照）。

＊253 高崎と長崎は、当初、ローンオフィスという名称で設立した。
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	 3	 企業金融部門の取り組みと体制

◉発足時の体制と基本戦略
（1）フロントの一本化

わが国を代表する大企業グループを対象顧客とする企業金融部門は、ある意味では

当行の“顔”という一面を有している。

大企業取引は、国内外の子会社取引、従業員との職域取引まで含めると実に裾野の

広い取引内容を伴い、企業の運用・調達・決済等の伝統的商業銀行業務にとどまらず、

金融のおよそ全般にわたる幅広い総合サービスを多面的に提供する必要があった。ま

た、当時の企業経営においては、株主価値の一段の向上を目指して「選択と集中」が

進められており、ITの飛躍的な発展とその利用の動きとも相まって、構造的な変革

の途上にあった。このため、お客さまのニーズも刻々変化する状況であった。

そこで企業金融部門では、旧来型のリレーションを超えた、真にお客さまから信頼

されるビジネスモデルを確立していくことをミッション（使命）と位置付け、その実

現に向けて、必要な人材の育成と顧客価値向上に資するソリューションビジネスへの

思い切った転換を早期に実現することが、ナンバーワンとしての“三井住友”ブラン

ドの確立につながる喫緊の課題であるという考えに立って、業務運営を行った。

新銀行において企業金融部門を特徴付けたのは、国内の業務部門としては唯一、合

併と同時にフロントの一本化をいち早く実現したことである。システム統合が未済の

状況下におけるフロントの一本化は、事務などにおいて負担を生じる面もあったが、

それ以上に旧両行の枠にとらわれず、お客さまに対して統一された方針に則って営業

活動を進めていくメリットの方が大きいと判断した。さらに、旧両行のノウハウ・情

報の集約や他部門との協働体制を確立する上でも、大きな意味があった。

フロントの一本化は、組織面においても営業部の業種別編成を可能にした。本店第

一・本店第二・大阪本店・名古屋の各営業本部の傘下に 12の営業部を設置し、この

うち本店営業第一部～第八部、大阪本店営業第一部～第三部は、原則として所管する

業種を基準として編成した＊254。特に本店営業第八部は、地域金融機関などを新銀行

＊254 実際には、お客さまの意向に配慮し、一部の業種において担当が複数の部にまたがる対応も行った。
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におけるビジネスの対象、すなわち金融商品・サービスを提供する対象であるお客さ

ま、と明確に位置付けた上で、従来旧両行が構築してきた地域金融機関とのリレー

ションをいかして、金融法人が抱える課題解決のためのソリューション提供を図ると

いう、新たな取り組みを企図して設立したものであった。

なお、本店営業第九部、同第十部、大阪本店営業第四部の 3部は、特定先のフロン

ト営業部として営業本部傘下の各営業部とは別に設けたものであり、本店営業第九部

は旧さくら銀行の特定先、同第十部は旧住友銀行の特定先を担当した。

企業金融部門の本店各部としては、部門を統括する営業統括部、および営業審査第

一部～第三部を置いた。このうち営業審査第二・第三部は問題債権の与信審査を所管

し、営業審査第二部は旧さくら銀行の特定先、同第三部は旧住友銀行の特定先を担当

した。

（2）企業金融部門の基本戦略

このような体制の下、企業金融部門は、ミッション遂行のための基本戦略として、

ストックからフローへのビジネスモデル変革、経費・リスク差引後収益の極大化、銀

行グループ全体の収益拡大を念頭に置いた業務の推進、の 3点を掲げた。

図表 2─2─3 ①　 企業金融部門の本店各部の所管事項（2001年
4月）

・部門統括
・部門の業務に関する基本方針、施策、業務計
　画等の企画立案
・所管日系金融機関取引の企画立案、管理
・所管営業部の業務指導、運営管理
・部門のリスク管理、事務・情報システムに関
　する事項

・所管法人・金融機関向け与信管理、与信審査営業審査第一部
営業審査第二部

・大口問題先・特定先の与信管理、与信審査営業審査第三部

営業統括部

・大口問題先・特定先の与信管理、与信審査

図表 2─2─3 ②　 企業金融部門の営業店
（2001年 4月）

営業部営業本部
本店営業第一部
本店営業第二部
本店営業第三部
本店営業第四部

本店営業第五部
本店営業第六部
本店営業第七部
本店営業第八部

本店営業第九部
本店営業第十部

大阪本店営業第一部
大阪本店営業第二部
大阪本店営業第三部

大阪本店営業第四部

名古屋営業本部

本店第一営業本部

本店第二営業本部

大阪本店営業本部

名古屋営業部
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合併初年度においては、これらの基本戦略に基づいて、経営課題である合併効果の

早期実現を図るため、①企業価値向上のためのソリューション提供、②大企業関連取

引の拡充、③調達・運用手法多様化ニーズへの対応、④パートナーシップバンキング

による新たなアライアンスの構築、の 4点に注力することとした。

このうち「企業価値向上のためのソリューション提供」こそが、部門としてストッ

クからフローへのビジネスモデル転換を推進する最大のテーマであった。これを支援

するため、投資銀行営業部金融ソリューション室営業部グループが企業金融部門の各

営業部に担当者を配置し、お客さまが直面している経営課題に対する仮説立案やソ

リューションシナリオ策定の段階から深く関与して、営業部と一体となって複合的か

つ創造的な解決策の提供を行った。

また、フロント一体化をスムーズに進め、ソリューション提供力を強化するために

部門内共通の情報システムインフラとして企業金融 CRM＊255を導入し、活用した。

企業金融 CRMは当行が独自に開発したもので、お客さまの課題に関する情報共有に

＊255 CRM：Customer Relationship Management

図表 2─2─3 ③　新銀行発足当初の企業金融部門の業務運営体制

一
体
と
な
っ
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
体
制
の
構
築

営業統括部

営業部

業務指導
運営管理

金融ソリューション室
（営業部グループ）

一体活動
情報共有

投資銀行部門の
他の部室

大和証券 SMBCなど
関連会社

外国銀行、外国証券など
グループ外の企業

国際部門

個人部門

法人部門

企業金融部門

投資銀行部門

企業金融 CRM
（情報インフラ）

営業審査各部

企業金融部門所管の
お取引企業

与信管理
情
報
共
有

企業価値向上のための
ソリューション提供、
調達・運用手法多様化
ニーズへの対応など
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ついて一元化を図るだけでなく、統一されたレポーティングラインを確保することを

目的としていた。さらに、企業金融 CRMは、海外拠点で関連取引に従事するスタッ

フや、金融ソリューション室をはじめとする投資銀行部門の専門スタッフ等が課題解

決のための対応策を提案できる仕組みとなっており、ソリューション提案のサポート

を効率化するという面でも、大きな役割を果たした。

◉組織の見直しとGRM制度の導入
企業金融部門は、合併初年度の 2001年度に、旧両行のカルチャーやお客さまへの

取引方針の一本化、旧両行が有していたノウハウ・アプローチ手法の高次元での融合

などをいち早く実現し、2002年度以降は、さらに進化を目指して変革を進めた。

2002年 6月に実施した組織再編では、合併後も一部残っていた旧行別の対応を廃

止し、機能別の対応を徹底させた。まず、新銀行発足時点から、原則として所管する

業種を基準として編成していた本店営業第一部～第八部について、お客さまの意向に

基づき一部の業種について複数の部で担当していたものを完全業種別編成に移行した。

また相乗効果の極大化を図るために、近接する業種を集約する方向で営業部の見直し

を実施した。これにより、本店営業各部を 8部体制から 6部体制に変更し、本店第一

営業本部の傘下に本店営業第一部～第三部、本店第二営業本部の傘下に本店営業第四

部～第六部を置いた。なお、大阪本店営業本部および名古屋営業本部については、組

織の再編などは行わなかった。

特定先を所管していた本店営業第九部と同第十部についても、従来の旧行別の管理

を改めて債務者実態に即した管理に変更し、本店営業第七部～第九部で担当すること

とした。審査部の体制も、これと平仄をとる形で見直しを行い、本店営業第一部～第

六部および同第七部の所管先を営業審査第一部が、本店営業第八部の所管先を営業審

査第二部が、本店営業第九部の所管先を営業審査第三部が、それぞれ担当する体制と

した。これらのうち、本店営業第八部、同第九部と大阪本店営業第四部、および営業

審査第二部、同第三部は、2002年 12月の組織改編の際に、集中的に問題債権に対応

する組織として設置した戦略金融部門に移管した（254ページ参照）。

2003年度からは、グローバルに事業展開する大企業に対して当行内外拠点が一体

となって取引を推進する体制の構築を目指し、グローバル・リレーションシップ・マ
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ネジメント（GRM）制度の試行を開始した。この背景には、企業金融部門で母社取

引を所管する大企業の多くは、世界規模で事業展開を行っており、グローバルベース

で資源の最適配分を図っている一方で、当行大企業取引は、同一企業グループであっ

ても、企業金融部門・法人部門・国際部門に分散しているため、各部門・拠点の利益

追求と、グローバル展開する企業グループに対して当行が本来行うべき一貫性ある取

引との間に、ずれが生じる可能性があるという問題意識があった。

そこで、まず四つのお客さま企業グループを対象として、国内において当該大企業

とのリレーションシップマネジメント（RM）を担当する営業部と、当該大企業の海

外現地法人などとの取引を担当する海外店との間で国際企業 CRMを用いた情報の共

有を行い、海外店が起案する与信案件について営業部がコメントを行うことでグルー

プ取引に関する取引方針などの横串機能を担うこととした。

GRM制度は、その対象とする企業グループを 2004年度に 13グループ、2005年度

に 16グループ、2007年度には 20グループ＊256に拡大した。お客さま企業グループ

において、グローバルベースでの経営戦略見直しや事業再構築、グループ全体の資金

管理体制の高度化などが一段と進展する中、当行においても、部門横断的な対応に

よって最適なソリューションを提供できる態勢づくりが不可欠であり、後述するグ

ローバル・アドバイザリー部の設置（376ページ参照）など、さまざまな工夫と対応を

重ねている。

◉貸金ビジネスの再構築とフロービジネスの強化
企業金融部門においても、法人部門と同様「融資慣行の見直し」に注力し、リスク

に見合ったリターン（利ざや）の確保、貸金形態・期間の適正化や契約化などを推進

することで、貸金ビジネスの再構築に取り組んだ。しかし、大企業においてはこの間、

有利子負債圧縮の動きが継続的にみられたことで、貸金残高が減少したことに加え、

限られたファイナンスニーズに対する金融機関の間の競争激化によって利ざやの拡大

も難しい状況にあった。このため、金融再生プログラムなどを背景とした不良債権処

理の進展によって、信用リスク勘案後の貸出金収益は大幅に改善したが、貸出金収益

そのものは伸び悩んだ。

＊256 この他、法人部門においても、2007年度から三つの企業グループを対象に GRM制度を導入した。
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一方、フロービジネスについては、お客さま企業のニーズの中でも、企業提携、事

業再編、事業再構築やバランス・シート・マネジメントなど、事業再編関連のものに

ついて、前述の金融ソリューション室だけでなく、大和証券 SMBCとの協働を積極

的に進めることで、付加価値の高いソリューションの提供に力を入れた。2005年 4

月には営業統括部に戦略営業グループを設置し、各営業部の活動をバックアップする

こととした。同グループが担ったのは、営業部が把握したお客さまの事業戦略に絡む

ニーズについて対応策の検討・取りまとめを行い、営業部と共にお客さまに提言する、

企業調査部や投資銀行部門各部、大和証券 SMBC等との協働に際して各部・各社と

の調整やアレンジを行う、といった業務であった。

大和証券 SMBCとは、お客さま企業のエクイティー関連ニーズへの対応において

も協働し、大口案件に取り組むことで大きな収益につなげるなどの成果を上げた。ま

た、貸出金関連では、シンジケートローンの推進やコミットメントラインの増強にも

力を入れた。
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	 4	 投資銀行部門の取り組みと体制

◉発足時の体制
合併前の 2000年（平成 12年）4月、旧両行は「新銀行グループの経営の大枠」を

発表し、その中で「経営戦略の柱」の一つとして、「アセット効率の高いビジネスモ

デルの確立による内外企業取引の推進」を挙げた。その具体策については、シンジ

ケートローン、M&Aアドバイザリー、資産流動化・証券化など、投資銀行業務に関

わる業務も多く含まれていた。

新銀行発足時の投資銀行部門（本店各部）の概要は、図表 2─2─4 ①の通りである。

投資銀行部門はプロダクト対応組織であり、お客さまの投資銀行業務に関するニー

ズに対して、該当するプロダクトを所管する部の従業員が営業店の担当者と協働する

体制をとった。投資銀行部門の組織の性格は、新銀行発足時の通達に明確に示されて

いる。その要旨の一部は、次の通りである。

①投資銀行部門はプロダクツ・経営資源を集約し、法人部門および企業金融部門傘

下の営業店に対して高度な金融サービスを提供する部門となる。併せて、顧客

ニーズに最大限対応することで収益を極大化する。

図表 2─2─4 ①　投資銀行部門本店各部の所管事項（2001年 4月）

投資銀行統括部 ・部門統括（所管会社を含む）
・部門の業務に関する基本方針、施策、業務計画等の企画

ストラクチャー審査室 ・国内のストラクチャードファイナンスに関する審査、与信管理
資産運用事業室 ・資産運用業務企画、管理

投資銀行営業部 ・流動化、プロジェクトファイナンス、ノンリコースローン、MBO/LBOファ
イナンス等の取引推進、管理、営業店支援

金融ソリューション室 ・所管商品の国内企業向け取引推進、ソリューション提案
デリバティブ営業部 ・デリバティブ関連新規業務・商品等の取引推進、営業店支援
シンジケーション営業部 ・シンジケートローン、ローントレーディング等業務の取引推進、営業店支援
企業情報部 ・M&A アドバイザリー業務の企画、実施、管理
資本市場部 ・債券受託業務の企画、実施、管理

（注）  投資銀行部門には、上の本店各部の他に、営業店として情報通信営業部を設置した。これは「新銀行グループの
今後 5年間を展望した経営戦略の柱」の一つとして、「ネットビジネス等におけるリーダーシップの発揮」を盛り
込んだことへの対応である。情報通信営業部は 2002年 12月の組織改定で EC業務部（コーポレートサービス部門）
に統合された。
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②投資銀行プロダクツの収益は、法人部門・企業金融部門・国際部門の一部とダブ

ルカウントを原則とする。これにより、投資銀行部門とマーケティング部門が同

一の目標に向かい一丸となって行動する体制を整える。

◉証券会社との連携を通じた取り組み
投資銀行業務のうち、株式、債券の引受業務などのホールセール証券業務について

は、旧住友銀行と大和証券グループとの連携関係を引き継ぐこととなった＊257。具体

的には、2001年 4月 1日、大和 SBCMがさくら証券から営業全部を譲り受け、併せ

て、旧さくら銀行のM&Aアドバイザリー業務をはじめとするホールセール証券業務

の一部も大和 SBCMに集約した。さらに、同社は社名を大和証券エスエムビーシー

（大和証券 SMBC）に変更し、当行グループのホールセール証券として再発足した＊258。

大和証券 SMBCとの主要な協働業務について、当該業務を巡る業務環境、協働の

内容を概観すると、次の通りである。

債券・株式の引受業務、株式公開業務については、銀行業務・証券業務の規制緩和

が進む中でも一貫して、法律上、基本的に銀行が扱えない証券業務に該当することか

ら、当行の営業店は、お客さまのニーズに接した場合には、お客さまの承諾を得た上

で、大和証券 SMBCへの紹介を行った。特に新規株式公開については、成長企業と

の取引強化の観点から、法人業務部内に営業店と大和証券 SMBCとの連携を支援す

る担当を置き、営業店は、必要に応じて法人業務部の同行を得るなどしてお客さま

ニーズを把握した上で、大和証券 SMBCへの紹介を行った。

本件分野に関する銀証分離の原則については、市場機能を中核とする金融システム

構築の観点から、一部見直しが行われた。すなわち、2004年 3月、金融庁は事務ガ

イドラインを改正し、「銀行が取引先企業に対し株式公開等に向けたアドバイスを行

い、又は引受証券会社に対し株式公開等が可能な取引先企業を紹介する業務」（いわ

ゆる市場誘導業務）が銀行の付随業務であることを明確化した。これに対応して、当

行は 2004年 10月に、資本市場からの資金調達が想定される大手企業を選定し、継続

＊257 2009年に銀証連携の枠組みの変更が行われ、当行は日興コーディアル証券と新たな協働を開始し、
大和証券グループとの合弁事業は基本的に解消された（386ページ、540ページ参照）。大和証券
SMBCなど大和証券グループとの協働業務の記述は、本節を含め、この枠組み変更までを対象とし
ている（以下、同じ）。

＊258 議決権所有割合は、三井住友銀行 40％、大和証券グループ本社 60％。
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的にアドバイスを実施し資金調達ニーズを捕捉することに着手した。

資産の流動化・証券化業務については、三井住友銀行発足前の 1990年代後半から

法制面での環境整備が一段と進んでいた（115ページ参照）。当行と大和証券 SMBCと

の間で、基本的に、当行は短期資産を裏付けとする案件を、大和証券 SMBCは長期

資産を裏付けとする案件を扱う、という役割分担を行い、それに基づいて、お客さま

の紹介を行った。

M&Aアドバイザリー業務については、改正商法の施行によって株式交換および株

式移転（1999年 10月）、会社分割（2001年 4月）が導入され、これらに対応した税

制改正も行われるなど、M&Aを用いた事業再編を後押しする法制度の整備が進めら

れた。当行は大和証券 SMBCとの間で、基本的に当行が中堅企業の案件を、大和証

券 SMBCが上場企業などの大型案件および海外案件を扱う、という役割分担を行い、

その役割分担に基づいてお客さまの紹介を行った。

行内においては、企業情報部が、営業店からのM&Aに関連するニーズの収集、案

件推進、大和証券 SMBCとの協働の窓口を担当した。当初は、法人部門のお客さま

の案件に関しては法人業務部の事業再編室が、一方、企業金融部門のお客さまの案件

に関しては基本的に投資銀行営業部の金融ソリューション室が、営業店を支援して企

業情報部への案件紹介を行った。その後、2002年 10月に事業再編室、金融ソリュー

ション室の一部を企業情報部に集約し、迅速・円滑な対応に向けて企業情報部が直接

に営業店を支援することとした。

質の高いソリューション提案を実現するために不可欠なプロダクトであるデリバ

ティブ業務については、当初、当行と大和証券 SMBCとの間で、基本的に、①当行

が株式デリバティブ以外（金利デリバティブ、通貨デリバティブなど）の案件を、大

和証券 SMBCが株式デリバティブの案件を扱う、その上で、②ダイレクト顧客と呼

ばれる一定の大企業、機関投資家との金利・通貨スワップ取引、金利オプション取引

などについては、大和証券 SMBCが直接お客さま宛て提案・成約などを行うという

役割分担を行い、その役割分担に基づいてお客さまの紹介を行った。2002年 5月に、

デリバティブと他の銀行提供プロダクトとのシナジーを重視する観点から、ダイレク

ト顧客を大和証券 SMBCの扱いとする制度は廃止され、当行が把握した株式デリバ

ティブ以外のニーズについては、基本的に当行で取り組むこととし、例外として、①
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お客さまに大和証券 SMBCと取引したいとの意向がある、②スキームが特殊で当行

で対応できない、③起債に伴うデリバティブの利用のため大和証券 SMBCで取り組

む方がお客さまの利便性が高いというような場合には、大和証券 SMBCで対応する

こととした。

◉銀行本体による投資銀行業務の内容と業務環境
ホールセール証券業務を銀証連携下で推進する一方、シンジケートローンなどの非

伝統的な資金調達支援を中心とする先端的金融プロダクツの提供は銀行本体で行った。

銀行本体による主要な投資銀行業務について、業務の内容と背景の業務環境を概観す

ると、次の通りである（当行の具体的施策などについては 430ページ以降参照）。

（1）シンジケートローン業務

シンジケートローンとは、複数の金融機関が協調してシンジケート団をつくり、お

客さまの資金調達ニーズに対して、一つの契約書に基づき同一条件で融資を行う信用

供与手法のことである。設備投資資金のような長期資金の需要への対応に加えて、コ

ミットメントラインのような短期融資枠の設定においても利用されている。

お客さまの側では、①社債に比べ自由な条件・返済スケジュールの設定を行うこと

ができ、特に市場の混乱で社債が起債できない場合でも、金融機関の判断で組成可能

な場合は社債の代替調達手段となる、②複数の金融機関との融資取引にもかかわらず、

原則、窓口が契約締結まではアレンジャー（契約内容の取りまとめ、貸付金融機関の

募集等を行う銀行等）、契約締結後は貸付人の代理人であるエージェント（資金の決

済、書類の取り次ぎ等を行う銀行等）のみとなるため、事務負担の軽減が図られる、

③一つの融資契約書に基づいて、参加金融機関との取引条件を統一できる、といった

メリットが期待できる。

銀行側としても、アレンジャーとなれば手数料（アレンジメントフィー）収入が得

られるほか、貸付債権の売却と併用することで機動的な信用リスク管理が可能となる

などのメリットがある。

マクロ的な視点からも、シンジケートローンおよびローン債権市場の整備は、銀行

が健全なリスクをとるために重要であるという指摘が行われている。

日本では、前述のメリットに対する認識が浸透したことに加えて、2001年に民間

金融機関主体で、日本ローン債権市場協会（JSLA）＊259が設立され、ローン債権取引
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の標準契約書の整備、各種広報活動等を通じて、プライマリー・セカンダリーの両面

でローン債権の市場の整備が進められたこともあり、2000年代に入り、シンジケー

トローン市場は急速に拡大し、国内市場に定着した。世界的な金融危機で資本市場が

機能不全に陥った 2000年代後半においても、市場性と柔軟性を併せ持つシンジケー

トローン市場は、企業の円滑な資金調達に貢献しており、組成実績は 20兆～ 25兆円

程度を維持している。

（2）金銭債権流動化業務

金銭債権流動化は、一般的に、オリジネーター（原債権者・調達企業）が保有する

手形債権や売掛債権などの金銭債権を特定目的会社（SPC）などへ譲渡する取引であ

る。SPCは譲渡代金を、借入、ABCP（Asset─Backed Commercial Paper）の発行、

社債の発行等の手法で調達する。この取引を活用することで、オリジネーターである

お客さまは、オフバランス化によって ROEなどの経営指標の改善、調達手法の多様

化などを図ることができ、銀行としては、アレンジメント手数料、SPCへの貸金利

ざやなどが得られるメリットがある。

図表 2─2─4 ②　日本におけるシンジケートローン取引の推移
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＊259 JSLA（ジャスラ）は Japan Syndication and Loan-trading Associationの略。当行は JSLA設立に主導
的な役割を果たし、発足メンバーとして参加、初代会長行を務めた。その後、当行と東京三菱銀行（2006
年以降は三菱東京 UFJ銀行）、みずほコーポレート銀行の 3行が、会長行、副会長行を務めている。



312　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

（3）ストラクチャードファイナンス業務

ストラクチャードファイナンスとは、リスク・リターンの組み合わせを作り変える

金融手法の総称で、資金調達の仕方という視点でみれば、前述の流動化と後述の不動

産ノンリコースファイナンスも含む広い概念である。当行のストラクチャードファイ

ナンス業務では、これらの流動化、不動産ノンリコースファイナンスに加えて、プロ

ジェクトファイナンス業務とMBO/LBOファイナンス業務が主力商品である。

プロジェクトファイナンスは、企業の信用力ではなく、特定事業のキャッシュフ

ローに着目したファイナンス手法である。SPCなどが借入人となり、融資の返済は

親会社等には限定的にしか遡及しないケースが多い。もともと、資源開発のような大

型の事業に適用されるファイナンスであり、世界各地で、発電所、交通インフラ、通

信、PFI＊260、PPP＊261など、多くの分野で活用されている。

プロジェクトファイナンスにおいては、複数の銀行（融資団）によるシンジケー

ション形式で融資を行うのが主流となっている。銀行は、融資団に加わるほかに、①

出資者に対して、プロジェクトファイナンスの導入等に必要な助言を行うファイナン

シャルアドバイザー（Financial Advisor）、②融資団の組成、融資実行の取りまとめを

行うアレンジャー（Mandated Lead Arranger、主幹事）、③融資関連の事務手続きを

行うエージェント（Agent、事務幹事）などの立場で関与する。

MBO/LBOファイナンスは、M&A、事業再編、上場企業の株式非公開化、事業継

承等に際して用いるファイナンスの手法の一つである。LBOファイナンスとは、お

客さまが他企業またはその一部事業を買収する際、被買収企業（または一部事業）の

キャッシュフロー、資産を担保に、買収資金の一部を融資する。MBOファイナンス

は、LBOの手法を使って、経営陣等が株主から株式を購入して経営権を取得するた

めの資金を融資する手法である。一般的に、MBO/LBOでは、買収のための受皿会

社（SPC）をつくり、買収後に被買収会社と合併する。受皿会社の負債・資本構造の

検討、シンジケートローンのアレンジなど、お客さまのニーズに沿ったソリューショ

ンを提供するのがMBO/LBOファイナンス業務の内容である。

＊260 PFI（Private Finance Initiative）は、公共サービス（公共施設の建設、維持管理、運営等）に民間の
資金、経営能力、技術的能力を導入し、国や地方公共団体が直接実施するよりも効率的かつ効果的
に公共サービスを提供する手法のこと。

＊261 PPP（Public Private Partner ship）は、PFIの概念を拡大し、公共サービスに市場メカニズムを導入
する趣旨で、サービスの属性に応じて民間委託、PFI、独立行政法人化、民営化等の方策を通じて、
公共サービスの効率化を図ること。
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（4）不動産ノンリコースファイナンス業務

不動産ノンリコースファイナンスとは、資金の貸手（銀行等）の求償権（Recourse）

が担保不動産およびその不動産から生まれるキャッシュフローにしか及ばないローン

のことである。お客さまにとっては、不動産価格の変動リスクによる悪影響を避けつ

つ事業展開が可能になる点が大きなメリットとなる。基本的なスキームについては、

SPCに不動産の信託受益権を移し、SPCがその購入資金として、銀行等からの融資

と投資家からの出資を受ける。併せて、SPCは投資家向けサービスや対象不動産の

管理を、アセットマネージャーやプロパティマネージャーに委託する。

わが国の不動産ノンリコースファイナンスは、2000年代に入り、不動産市場への

不動産ファンドを経由した資金流入の拡大と並行して、急速に発展した。公式な統計

はないが、不動産業向け銀行貸出の中で、伝統的な不動産業者向け貸出からノンリ

コースファイナンスへ比重が移っているとみられている。

（5）証券仲介業（金融商品仲介業）

銀証の分離政策の下で、従来、銀行本体が行える有価証券関連業務は、公共債に関

する業務等、証券取引法が禁止規定の適用除外とした場合に限定されていた。しかし、

2004年 12月、改正証券取引法等が施行され、一足先に一般事業会社等には導入され

ていた証券仲介業務が、銀行等の金融機関にも解禁された。証券仲介業務については、

既存の制度である書面取次ぎ行為とは異なり、金融機関はお客さまと証券会社との取

引を成立させるために勧誘を行うことが認められる点が大きな特徴である。なお、金

融商品取引法では、証券仲介業の名称は、金融商品仲介業に改められている。

（6）ファンド投資業務

ファンド投資の種類は多岐にわたり、当行の投資銀行部門が主に行っているのはプ

ライベート・エクイティー・ファンド投資である。その内容は、主として非公開企業

の株式を取得し、その企業の成長や再生を通じて企業価値を高めた後に株式公開や他

社への売却により投資回収を図る投資ファンドに対する投資業務である。投資対象と

なる主な投資ファンドの種類には、ベンチャー企業の育成を目的としたベンチャー・

キャピタル・ファンド、企業の買収を通じて企業価値を高めるバイアウトファンド、

財務状態が悪化している企業の立て直しを図る企業再生ファンドなどがある。
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（7）信託業務

1990年代に始まった信託業務に関する自由化の流れ（121ページ参照）は 2000年代

に入っても続き、2002年 2月には、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼

営法）の改正によって、都市銀行等の本体による信託業務の参入が、本業との関連性

が小さいとされた一部の業務＊262を除いて、可能になった。併せて、信託銀行の代理

店になることが、従来の地域金融機関等に加えて、都市銀行等にも認められた。

その後、新たな投資・金融スキームの発展などを背景として、信託の各種機能の一

層の活用、信託業の担い手の拡大等を図る法整備が行われた。2004年 12月には、改

正信託業法の施行によって、受託できる財産の種類についての制限が廃止され、銀行

業務を兼営しない信託会社が参入するための規定が整備された。さらに、2007年 9

月に施行された改正信託法および改正信託業法においては、債務者を委託者とし被担

保権の債権者（受益者）とは異なる者（受託者）が信託財産として担保権を保有・管

理する仕組みである担保権信託（いわゆるセキュリティトラスト＊263）、委託者が自

ら受託者になる自己信託（いわゆる信託宣言＊264）が導入された。併せて、改正会社

法施行規則が施行され、その中に信託の受託者が発行する社債である信託社債が盛り

込まれた。

（8）債券受託・カストディー業務

有価証券関連では、既述の業務の他に、債券受託業務、カストディー業務が当行の

主力商品である。債券受託業務は公募債や私募債の発行時に発行体に起債事務や各種

管理サービスを、カストディー業務は内外投資家に有価証券の保管に関わるサービス

を、提供し手数料を得る。近年、これらの業務は、お客さまの資金調達多様化ニーズ

の高まりや株券電子化（2009年 1月）などを背景として、従来培った専門ノウハウ

を強化しつつ、ファイナンスや決済の機能を取り込む方向に進展しつつある。

＊262 参入を認めない業務として兼営法の施行令等に定められたのは、「不動産の売買及び貸借の媒介」「財
産に関する遺言の執行」「不動産の鑑定評価」「不動産に係る投資に関し助言を行う業務」など。

＊263 例えば、シンジケートローンにおいて、債権者とは別の第三者が担保権者となり担保権の一元的管
理を行うことで、被担保債権の流通性および担保権の管理・実行の利便性の向上が期待できる。

＊264 財産権を第三者に移転せずに信託設定できることから、資産流動化の促進等が期待される。同制度
の解禁は改正法の施行から 1年後の 2008年 9月。
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	 5	 国際部門の取り組みと体制

◉体制と海外拠点網
（1）新銀行発足時の状況

合併前の 2000年（平成 12年）4月、旧両行は「新銀行グループの経営の大枠」を

発表し、その中で「経営戦略の柱」の一つとして、「地域別戦略を明確にした上での

海外業務の再構築と拡大」を挙げた。中でもアジアについては、「欧米金融機関に対

し地理的な優位性のあるアジアにおける、両行の持つ顧客基盤・拠点ネットワークの

統合・戦略的強化を通じた業務拡大」を掲げ、重視の姿勢を示した。

1990年代後半以降、旧両行は、海外の拠点網と資産の大幅な縮小を余儀なくされ

たが、新銀行の発足を機会に国際業務の縮小の流れを変えようと意気込んだ。

新銀行発足時の国際部門の組織（本店各部）は、図表 2─2─5 ①の通りである。

新銀行は、地域ごとに業務戦略を明確化する一環として、各国事情が大きく異なる

アジアにおいては拠点主義の性格が強い営業拠点を配置した反面、米国および経済統

合が進んだ欧州においては顧客・プロダクト別にエリア全域を網羅する営業各部を編

成し、それぞれの統括組織として米州統括部と欧州統括部を設置した＊265。

国際業務の遂行に当たっては、国際部門が業務に応じて他部門と密接な連携を行う

図表 2─2─5 ①　国際部門本店各部の所管事項（2001年 4月）

国際統括部 ・部門統括（所管会社を含む）
・部門の業務に関する基本方針、施策、業務計画等の企画
・部門のリスク管理

国際事務システム室 ・部門の事務・情報システムに関する企画、推進、管理
アジア部 ・所管拠点の業務推進に関する基本方針、施策、業務計画等の企画

・所管拠点の営業活動の支援、指導、管理
米州統括部 ・米州地域の統括

・所管拠点の業務指導、管理　・米州本部のリスク管理
米州審査部 ・米州内非日系企業向け与信管理・審査
欧州統括部 ・欧州地域の統括

・所管拠点の業務指導、管理　・欧州本部のリスク管理
欧州審査部 ・欧州内非日系企業向け与信管理・審査
国際業務部 ・海外金融機関取引の企画、推進
国際投資サービス部 ・カストディー業務、関連業務の企画、推進
国際審査部 ・アジア地域の非日系企業等向け与信管理・審査

・カントリーリスク管理の企画
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ことで、付加価値の高いサービスの提供を行うこととした。

海外拠点網については、新銀行は 2001年 4月 2日付で、現地当局との手続きが

残っていた中国内の拠点を除いて、業務統合を完了させた。中国内の拠点についても、

2001年 7月 2日付で統合を行った。

合併前の両行合算の支店数は 33カ店（旧住友銀行が 17カ店、旧さくら銀行が 16

カ店）であったのに対して、合併に当たって重複する 12拠点で統合を行ったことか

ら、新銀行の拠点網は中国内の拠点の統合完了時点で 21支店となった。

（2）欧州拠点の現地法人化

当行は、わかしお銀行との合併に伴い、2003年 3月、英国のロンドンに全額出資

子会社の欧州三井住友銀行を設立して営業を開始した（248ページ参照）。三井住友銀

行とわかしお銀行の合併が構想発表（2002年 12月）から実施（2003年 3月）まで短

期間で進められたことを受けて、本件も、時間的制約がある中で、2003年 1月に東

京に約 20人から成るプロジェクトチーム設置、2月に現地法人設立の予定発表、3月

に現地法人設立および業務開始と、短期集中で準備と対応を行った。関係者は、お客

さまへの説明と同意取得、新子会社の認可取得、当行ロンドン支店から新子会社への

資産譲渡に伴う会計・税務上の手続きなど、必要となるさまざまな準備に精力的に取

り組み、これらの準備には、ロンドン支店の役職員が総出で対応しただけでなく、東

京やニューヨークなどからも応援出張を行った。

欧州三井住友銀行の設立は、既述の通り英国金融当局の方針等を踏まえたものであ

り（248ページ参照）、これによって別法人としての運営が必要になるという負担が加

わったが、他方で、多くの国が単一市場を形成するという特性を持つ EUにおいて、

いわゆるシングルパスポート＊266の利点を得られる結果につながった。すなわち、欧

州三井住友銀行を核として、欧州域内拠点展開の柔軟性を確保することや、域内業務

の効率的一体運営を強力に推進することが可能になったのである。

新たに設立した欧州三井住友銀行は、従来の当行ロンドン支店の業務を基本的に継

承した（当行ロンドン支店は 2005年に廃止）。その後、2005年 1月にパリ支店を開

設し、当行のパリ支店の業務を継承した（当行パリ支店は 2月に廃止）。2006年 10

＊265 米欧における顧客・プロダクト別の組織編成は、126ページで述べた通り、旧両行で実施済みであっ
た。

＊266 EU域内のいずれかの国で免許を得た金融機関は域内の他国で支店を展開することができること。
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月には、南欧における競争力強化のためにミラノ支店を開設した（456ページ、図表 2─

4─6 ⑤参照）。

◉国際システムの統合
国際システムに関しては、2001年 4月の新銀行発足に際して、基幹システムの扱

いが重要な検討事項の一つであった。合併前、旧さくら銀行においては、1990年代

に海外勘定系システム STACSを導入し、さらにその改良版の採用を 1998年までに

海外全支店で完了していた（128ページ参照）。一方、旧住友銀行においては、新しい

海外勘定系システムである GISを、1999年 5月にニューヨーク支店に、2001年 1月

にロンドン支店に導入していた（128ページ参照）。

新銀行発足に当たり、統合戦略委員会の下に設置された国際業務部会での検討を踏

まえ、地域ごとの業務の特性、旧両行における新世代システム開発・導入への取組状

況等を勘案して、欧米では GIS、アジアでは STACSを基盤に据えた。

◉国際部門のリスク管理体制・方法
新銀行は、旧両行における経験を踏まえ、国際業務に関するリスク管理の体制と枠

組みを整備した。概要は、次の通りである。

体制については、国際統括部、米州統括部、欧州統括部がそれぞれの統括機能の一

部として、国際部門におけるリスク管理を所管した。また、国際審査部が与信の案件

審査、カントリーリスク管理などを通じてリスク管理に関わった。

リスク管理の方法については、カントリーリスク管理、債務者モニタリング制度、

個社別・案件別 RAROC（Risk─Adjusted Return on Capital）や個社別・案件別 SMVA

（Sumitomo Mitsui Value Added）運営などについて、ルールや運営要領の整備を行っ

た。

カントリーリスク管理に関しては、「与信先の属する国の外貨事情や政治・経済情

勢等の変化が原因で、与信が回収不能に陥り、損失を被る」ことと定義し、102カ

国・地域に対して、各国の諸状況を査定した上で 1（リスク低）～ 15（リスク高）の

15段階のカントリーランクを付与した。カントリーリスクが分散したポートフォリ

オとするために、カントリーランクと各国の GDPなどを勘案して、国別に与信枠の

上限を決定し、半期に 1度見直すこととした。また、モニタリングの充実を図るため、

アラーム制度を導入し、期中に国情の悪化などが生じた場合には、所管部（当時は国
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際審査部）が各拠点との情報交換を踏まえアラームを発信し、必要に応じて関係拠点

に方針・対応を連絡することとした。

債務者モニタリング制度は、新銀行における与信管理の根幹となる枠組みの一つで、

債務者の信用状況を適時的確に把握し、適切な対策を早期に立案・実施する管理手法

である。海外与信に関しては、『債務者モニタリング規則（海外）』の制定、業務サ

ポートと情報共有化のための債務者モニタリングシステム導入を行った。枠組みの骨

格は、国内と同様に、決算書の入手をトリガーとする決算モニタリング、信用状況の

変化などをトリガーとする経常モニタリングにより構成した。トリガーは、発生した

場合に必ず経常モニタリングを行う「見直し必須トリガー」、発生した場合に拠点が

経常モニタリング要否を判断する「任意トリガー」により構成した。モニタリングの

結果は、当該与信先に対する与信方針に反映させた。

個社別・案件別の RAROCや SMVAは、旧両行におけるリスク調整後収益の活用

への取り組みを踏まえて、案件審査に当たっての総合的な判断のための材料の一つと

した。RAROC、SMVAの当初の定義および国際部門における目標値は、図表 2─2─5

②の通りである。この目標値を満たすということは、当該与信先からの収益が、経費

および信用コストをカバーした上で当行が最低限確保すべき水準にあるということで

あり、また資本コスト（株主が当行に資本を提供する見返りに求める収益率）相応の

収益率を達成できていることを意味する。

◉業務環境と業況の概観
三井住友銀行が発足した 2001年当時、世界経済は停滞局面にあった。これは、米

図表 2─2─5 ②　RAROCと SMVAの定義と国際部門における目標値（新銀行発足時）

◆RAROCと SMVAの定義

 RAROC＝ネットリターン／信用リスク資本
  ＝｛（収益－経費－信用コスト）×（1－税率）｝／信用リスク資本

 SMVA ＝ネットリターン－資本コスト
  ＝｛（収益－経費－信用コスト）×（1－税率）｝－（信用リスク資本×ハードルレート）

 （注）ハードルレートは 6％（ハードルレートとは当行の株主が当行に資本を提供する見返りとして求めるリターン）

◆国際部門における目標値

 RAROC：6％以上
 SMVA  ：0以上（ハードルレートは 6％）
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国の株価上昇や景気拡大を牽引していた IT関連部門で大幅な調整が起きたことを

きっかけに、各国で 2000年後半から 2001年初め頃に景気後退が始まったためであっ

た。主な国々の経済成長率は、中国を除いて、2001年に大きく低下した。

2001年 9月 11日には米国で同時多発テロが発生した。このとき、ニューヨーク市

のミッドタウンに位置する当行のニューヨーク支店および米州本部は、幸いにも従業

員全員が無事で、オフィスも被害を受けずに済んだ＊267。しかし、被害を受けた世界

貿易センタービルには日本の金融機関だけでも 14社（うち銀行 10行）の拠点が入居

しており、現地は混乱を極めた。そこで当行は、合併後の合理化により空きが生じて

いたオフィスをニューヨーク州銀行局や他行などに無償で貸与したほか、他社従業員

の安否確認に協力するなど非常事態に対応した。

当行の国際部門においては、業務環境が逆風だったことに加えて、経営健全化計画

でリスクアセットの大幅削減に取り組んでいたことから、規模を抑制しつつ利益確保

に努力した。具体的には、収益面では、国内の母社取引店との連絡を密にして利ざや

改善に向けた顧客折衝を行い、経費面においては、香港支店と広州支店、香港営業部

と洋浦支店、上海支店と蘇州支店を実質一体運営体制にするなどの削減に向けた工夫

に取り組んだ。海外派遣従業員の大幅削減も実施し、統合効果の早期実現に努めた。

本店各部においても、重複機能を見直す中で 2002年 12月にアジア部を廃止し、機能

を国際統括部に移管した。これらの努力を反映して、国際部門の業務純益は、2003

年 3月期に増加に転じた。それ以降も、反転攻勢に向けてさまざまな施策に取り組ん

だ結果、国際部門の利益水準は拡大基調をたどっている。

＊267 旧住友銀行のニューヨーク支店は、1975年 3月から世界貿易センタービルに入居していたが、1993
年2月に同ビルで起きた爆弾テロ事件を受けて、1994年11月にミッドタウンのマンハッタン地区パー
クアベニューに移転済みであった。パークアベニューには、旧さくら銀行も以前からニューヨーク
支店を置いていたが、新銀行では、合併後の合理化によって、旧住友銀行が入居していたビルにオフィ
ス集約を進めていた。これにより空きが生じていた旧さくら銀行のオフィスを、ニューヨーク州銀
行局などに無償貸与した。
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	 6	 市場営業部門の取り組みと体制

◉発足時の体制
新銀行には六つの業務部門が設置され、市場業務は市場営業部門が担当した。新銀

行において、市場業務には引き続き銀行の収益を支える役割が期待されていた。

新銀行発足時の市場営業部門は、統括機能を担う市場営業統括部、バンキング業務

を行う市場資金部と市場外貨資金部、トレーディング業務を行う市場営業部、顧客取

引業務を行う市場営業推進部の 5部による構成であった（図表 2─2─6 ①）。

旧両行においては、1990年代後半に、顧客対応力強化に向けて、顧客取引推進機

能に特化するグループやチームを部内に設置して対応していた（131ページ参照）。新

銀行発足に当たっては、この機能を集約し、営業店取引の取次窓口、お客さまとのダ

イレクト取引窓口、電子取引の企画・推進等の機能を持つ市場営業推進部を設置した。

合併を機に、多様化・高度化するお客さまのニーズに積極的に対応し、顧客基盤の一

層の強化を図る狙いであった。

◉顧客ニーズへの対応
三井住友銀行発足前後の金融情勢をみると、市場金利は極めて低い水準にあったが、

市場営業部門としては、近い将来に金利上昇局面（債券相場などの下落局面）が到来

しても継続的に高い収益水準を維持できる備えをしておく必要があった。そこで、厚

い顧客基盤をいかしてお客さま向け市場性商品取引を増強するために、お客さまの

図表 2─2─6 ①　市場営業部門本店各部の所管事項（2001年 4月）

市場営業統括部 ・部門統括（所管会社を含む）
・部門の業務に関する基本方針、施策、業務計画等の企画
・部門のコンプライアンスに関する事項

市場資金部 ・円貨資産・負債に関する総合調整の実施
・円資金運用調達取引、円建て有価証券投資等バンキング勘定における業務の推進、管理

市場外貨資金部 ・外貨資産・負債に関する総合調整の実施
・外貨建て資金運用調達取引、外貨建て有価証券投資等バンキング勘定における業務の
推進、管理

市場営業部 ・外国為替売買取引、公共債ディーリング、デリバティブ取引等トレーディング勘定に
おける業務の推進、管理

市場営業推進部 ・部門内各部の取引に関する対顧客業務の推進、管理、ならびに営業店等との情報連絡、
取引取次
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ニーズに応じたサービス拡充に重点を置いてさまざまな施策を実施した。

（1）お客さま向けインターネットディーリングシステムの機能向上

2001年（平成 13年）10月、当行は経営会議において、お客さま向けインターネッ

トディーリングシステムの機能向上を図ることを決定した。同システムは、お客さま

がインターネットを通じて、各種の外国為替関連市場取引を行うシステムである。従

来のシステムが、為替予約締結機能に限定され、行内関連システムとの連動が難しい

という問題を抱えていたことから、システムの更改期を捉え、機能性・柔軟性の高い

後継システムを導入し、お客さまにとっての利便性を一層高めることが狙いであった。

新しいシステムは、Integrated Dealing Promotion System を短縮して、i─Deal（ア

イディール）と名付け、2002年 8月からシステムの試行を始め、10月にお客さまか

らの申し込み受け付けを開始し、段階的に導入した。新システムは、主要 6通貨（ド

ル、ユーロ、英ポンド、オーストラリア・ドル〈豪ドル〉、カナダ・ドル、スイス・

フラン）の為替予約に加えて、架電取引を含む為替予約残高明細、マーケット情報、

当行アナリストレポート、相場急変などの緊急メッセージ通知といった豊富な情報提

供を行う、当時の邦銀として初めての機能を備えていた。

i─Dealについては、導入後も、お客さまの要望を踏まえ、段階的に機能強化を行っ

た。主な事例を挙げれば、2003年 9月、当行の貿易取引電子化サービスである

Global e─Tradeサービスと併せて利用するお客さま

に向けて、i─Dealと Global e─Tradeサービスの画

面のリンク機能を導入した。2003年 12月には、月

次の書類で通知していた為替予約時価評価を i─Deal

で参照可能とした。2004年 2月には、外貨・円貨預

金口座間での振替サービスの提供を開始した。2008

年 8月には為替リスクシミュレーション機能を追加

し、お客さまは、登録された輸出債権・輸入債務

データや為替予約データに基づき、月ごとの評価損

益などをシミュレーションできるようになった。

なお、i─Dealは行内の事務効率化を目的とする行

内向けシステムの性格も持ち合わせていた。すなわ

ち、行内の営業拠点・事務集中拠点においては、従
Global e─Trade サービスと i─Deal
のチラシ
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来は主に電話で行っていた市場性取引の締結を、本システムを利用することによって

イントラネットを主体に行うことが可能となった＊268。

（2）アジアにおける為替取引サポートの強化

力強い経済発展を続けるアジアの活力を取り込むことの重要性は、国際業務だけで

なく、市場業務でも同様であった。このような状況下、市場営業部門は、アジアに展

開する日系企業の為替取引ニーズに応えることを主要施策の一つとした。

具体的には、2002年 4月、アジア地域で一体となって市場業務の営業推進を行う

ことを目的として、市場営業部門の東京、香港、シンガポールに、アジアセールスデ

スクという名称のセールス担当を設置した。同デスクの主な役割は、アジア拠点の日

系企業担当者と協働し、日系企業に対して、為替取引を含む市場取引についての専門

的な情報提供やアドバイスを行ったり、地元有力銀行との取引を深耕したりすること

である。例えば、日系企業にとっては、中国、ASEANを中心とする東アジアでの業

容拡大に伴い、東アジア通貨の為替リスクヘッジへのニーズが高まっていたことから、

当行は、外国為替先物市場が整備されていない国の通貨でも利用可能な為替リスク

ヘッジ策である NDF（Non Deliverable Forward）＊269取引などについて、情報提供を

行った。また、アジアセールスデスクは、ときには、日系企業の日本本社の財務担当

者などと、電話で連絡を取ることもあった。

アジアセールスデスクの体制は、2002年中にバンコックに、2003年に上海に担当

者を置くことで拡充され、以後、東京を含めてアジア地区 5極体制となっている。

◉戦略運用の実施
金利の低下余地が限られる中で発足した三井住友銀行の市場営業部門としては、金

利上昇に耐えられる業務基盤づくりが重要課題の一つであった。三井住友銀行発足直

後においては、バンキング業務を行う市場資金部と市場外貨資金部の資金運用は、内

外の国債を中心に行ってきたことから、取り扱うリスクは、金利・為替リスクにほぼ

＊268 当初は外為取引が対象であったが、2002年 12月には市場性の預貸金取引の約定も可能となった。ま
た、2003年 2月には勘定系システムとも連動することとしたことから、記帳事務の合理化進展にも
大きく寄与した。

＊269 NDFは、当該通貨の外国為替先物［先渡］市場が整備されていない場合に、約定した為替レートで
対象元本を換算した金額と、決済日の直物為替レートで換算した金額との差額を、ドルなど主要通
貨で差金決済することによって、通常の先物［先渡］為替予約に近い為替変動リスク対策を可能に
する取引。このため差金決済型先物［先渡］為替予約と呼ばれる。
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限定されていた。2003年度に市場営業部門では、金利上昇に耐えられるポートフォ

リオ構築に向けて、新しい運用方針の検討を行った。その検討を踏まえ、従来の方針

について一定の方向転換を行い、株式・コモディティー・不動産など、金利・為替以

外のリスクを内包する市場性商品（仕組債、投資信託、ファンド・オブ・ファンズな

どの流動性の高い商品）を対象に、戦略運用に取り組むことを確認した。

この検討と戦略運用の実施のために、2003年 11月、市場営業統括部に運用企画グ

ループを設置し、準備活動を経て、2004年 3月から運用を開始した。運用企画グルー

プの主な役割は、運用商品、運用手法について部門の意見を集約することである。そ

こから得られた総合的な相場観に基づき、市場営業統括部長が、ALMとの整合性を

踏まえて運用方針を決定した。

戦略運用は、2004年度の主要施策の一つとされ、日本株投信、ファンド・オブ・

ファンズを中心に運用を行った。本格的な業務開始から 2年目となる 2005年度には、

運用ポジションの増加を踏まえ、4月の組織改定で、フロントセクションが本件業務

を実行する体制に移行した。すなわち、市場外貨資金部の名称を市場運用部に変更し

た上で、同部に戦略運用グループを設置し、戦略運用業務を基本的に戦略運用グルー

図表 2─2─6 ②　市場営業部門の概要（2005年 4月）

お客さま

ALM
オペレー
ション
など

法人営業部・支店

市場営業部門

市場営業部 外国為替取引
デリバティブ

取引
CD・CP取引

トレーディング

市場営業統括部

企画・調査

お客さま利便性追求によるサービス向上

お客さまとの取引

お客さま
オーダーフロー

市場営業推進部

市場資金部 預金取引

オルタナティブ
投資

債券取引
貸金取引

短期金融市場、債券流通市場、外国為替市場、デリバティブ市場など

資金・債券取引
ALM

市場運用部お客さまオーダーフ
ローや ALM ヘッジフ
ロー等に基づく効率的
なオペレーション

的確な ALM オ
ペレーションと
流動性管理
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プに移管した。新しい体制下で取り組んだ 2005年度の戦略運用は、わが国の株価上

昇局面を機動的に捉えて収益を拡大し、部門収益の約 20％を占めるに至った。

2005年 4月の組織改定後の市場営業部門の概要を示すと、図表 2─2─6 ②の通りで

あり、その後も、基本的に、この枠組みが続いている。

◉市場・業務環境の急変への対応
三井住友銀行の発足後、金利は総じて低位安定が続いたが、ときには、比較的短期

間に市場の情勢が急変する局面も生じた。特に 2003年 6月から 9月にかけては、長

期金利の指標となる新発 10年物国債利回りが 0.4％台から一時 1.6％を超えるほどの

急上昇（債券相場は急落）を示し、いわゆる VaRショック＊270と呼ばれる状況となっ

た。

市場営業部門においては、このような長期金利上昇に対応し、ポジションを圧縮す

るなど、収益への悪影響の極小化を図った。困難な業務環境の中で、機動的なポジ

ション運営を行ったことにより、市場営業部門の 2004年 3月期の業務純益は、高水

準であった 2003年 3月期と比べて減益となったものの、年度初めに設定した計画値

を 280億円近く上回る健闘をみせ、当行の収益確保に貢献した。

＊270 日本の長期金利は、2003年に年初から低下基調をたどり、6月に 0.4％台に下がったが、その後、6
月下旬から 9月にかけて急上昇し、一時は 1.6％を超えた。この金利上昇（債券相場下落）に関しては、
米国金利の反転などを背景に、日本の市場参加者の間で、世界的なディスインフレを予想して金利
低下（債券相場上昇）を見込む金利観が修正を迫られたことなど、複合的な要因があった。また、
多くの銀行が VaRを用いた金利リスク管理に基づいて、国債ポートフォリオのリスク量を減らすた
めのヘッジ取引を行ったために、売買が偏って市場の変動が増幅された可能性が指摘されている。

図表 2─2─6 ③　2003 年の国債流通利回りの動き
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市場業務の遂行に当たっては、考慮すべきリスクは市場リスクに限られるわけでは

なく、突発的な不測の事態が生じた際に、顧客取引の執行、資金繰りを円滑に行うこ

とが、金融機関の果たすべき責任として求められる。

三井住友銀行誕生から約 5カ月後の 2001年 9月 11日に米国を襲った同時多発テロ

は、そのような金融機関の責任を再認識させられる機会であった。同時多発テロに

よって世界貿易センター周辺の市場インフラが物理的な被害を受けたことにより、全

米の株式市場、短期金融市場、公社債市場は取引を中止した。また、日本および欧州

市場でもドル調達金利が上昇した。

当行においては、テロ発生の日（9月 11日）に『市場リスク・流動性リスク管理

規則』に基づき、資金流動性リスク顕在化時に

おけるコンティンジェンシープランを発動し、

資金繰りの確保に向けた対応方針を臨時 ALM委

員会で決定した。主な内容は、ドル資金の新規

放出の停止、市場営業部門のオペレーションの

自粛、手許保有米国債の米国連邦準備銀行宛て

入担などである。市場営業部門では、日本時間

の 9月 11日夜に事件発生の知らせを受けた後に、

徹夜でニューヨーク拠点と連絡を取り合い、統

合リスク管理部などと連携して、資金ギャップ、

海外拠点分を含めたドル建て決済予定額を把握

するなどして、国内・海外共に部門一体となって、

不眠不休で顧客取引の確実な執行、万全の資金

繰りに取り組んだ。  

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません
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	 7	 コーポレートガバナンス、コンプライアンスの体制

合併前の 2000年（平成 12年）4月、旧両行は「新銀行グループの経営の大枠」を

発表し、その中で「経営目標の達成を担保するための経営体制」として、①コーポ

レートガバナンス体制、②組織および経営陣、③経営管理制度、④リスク管理制度、

⑤人事制度を挙げた。

新銀行は発足に当たり、次の点で監督機能および業務執行機能の強化、業務執行の

適切性の検証機能の確保を行った。

監督機能については、人事委員会、報酬委員会、リスク管理委員会を取締役会の内

部委員会として設置して、取締役会の実効性を確保した。2001年 6月の定時株主総

会で選任された 2人の社外取締役は、これらの三つの内部委員会の全ての委員（報酬

委員会については委員長）に就任し、客観的な立場での審議を徹底した。また、取締

役会の議長である取締役会長は執行役員を兼務せず、主に業務執行の監督に当たるこ

ととした。さらに、2001年 7月には、経営全般にわたり幅広くアドバイスを受ける

ために、取締役会長と頭取の諮問機関としてアドバイザリーボード＊271を設置した。

同ボードのメンバーには、6人の著名な企業経営者、経営コンサルタント、学識経験

者が就任した。

業務執行機能については、業務執行に関する最高意思決定機関として経営会議を設

置した。同会議は、頭取が主宰し、頭取が指名する執行役員によって構成した。執行

役員は取締役会において選任され、2001年 6月時点で 65人が執行役員として委任を

受けた（うち 23人は取締役を兼務）。取締役、執行役員を含む一部の経営幹部層には、

株主価値の向上に向けたインセンティブを強化する狙いから、ストックオプションが

付与された。

業務執行の適切性の検証機能の確保については、旧両行の検査部を中心とする取り

組みおよび金融庁における銀行の内部監査の充実に向けた検討状況などを踏まえ、業

務監査部門を設置し、業務運営状況の客観的なチェックとその適切性を検証する機能

を集約した。業務監査部門は、内部事務処理などの不備の発見・指摘を行うだけにと

＊271 アドバイザリーボードは、2005年 6月に経営首脳の交代を機に廃止されるまで、活動を行った。
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どまらず、各業務部門、コーポレートスタッフ部門、コーポレートサービス部門から

独立した立場で、態勢面の改善提言までを行う部門と位置付けた。業務監査部門内に

は、監査部、検査部、資産監査部、米州監査部、欧州監査部を設置した。各部の主な

業務は、次の通りである。監査部は業務監査に関する企画立案に加えて、本店各部、

アジア地域の海外拠点および銀行傘下のグループ会社に対する業務監査を担当した。

米州監査部と欧州監査部は、それぞれ米州地域、欧州地域の業務監査を担当した。検

査部は国内営業店および事務集中拠点に対する業務監査、事務検査を担当した。資産

監査部は資産監査に関する企画立案、自己査定結果などの監査を担当した（330ページ

参照）。

なお、2002年 12月の三井住友フィナンシャルグループの発足と同時に当行で実施

した組織改定では、監査部と検査部とを統合して業務監査部とし、別途、米州監査部

と欧州監査部を廃止して、両部の機能を業務監査部および資産監査部に移管した。こ

の結果、業務監査部門は、新銀行発足時の 5部体制から、業務監査部と資産監査部の

2部体制となった。

取締役の職務執行の監査については、監査役（新銀行発足時は 9人）が、監査役会

で定めた監査方針に従って、取締役会などの重要な会議への出席、取締役等からの報

告の聴取、重要な決裁文書の閲覧などを行い、取締役の業務運営の適法性などを確認

した。

また、新銀行はコンプライアンス体制の強化を経営の重要課題の一つと位置付け、

それに向けた取り組みを進めた。まず、基本的枠組みとして、各部店が自己責任にお

いて自律的に法令を遵
じゅん

守
しゅ

し、事後に独立した業務監査部門が厳正な監査を行う二元

構造を採用した。この基本的枠組みを有効に機能させるために、2001年 4月、行内

の横断的組織としてコンプライアンス担当役員を委員長とするコンプライアンス委員

会を設置し、同委員会での検討・審議が公平・中立な観点から行われるように、社外

の有識者を諮問委員として迎えた。また、コンプライアンス体制を徹底させるために、

同じく 4月に、全役職員に『コンプライアンス・マニュアル』を配布した。
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	 8	 リスク管理の取り組みと体制

リスク管理制度も、旧両行が合併前の 2000年（平成 12年）4月に発表した「新銀

行グループの経営の大枠」の中で、「経営目標の達成を担保するための経営体制」の

一つと位置付けた項目である。

2001年 4月に発足した新銀行のリスク管理の主要点は次の通りである。

◉基本原則、体制など
新銀行は、旧両行が有していたリスク管理関連の規程類から要旨を抽出した上で統

合後の業務環境を勘案し、リスク管理に関して踏まえるべき基本事項を『リスク管理

規程』として定めた。同規程の中には、基本原則、管理すべきリスクの種類、管理担

当部署などを盛り込んだ。

基本原則については、①連結ベース管理、②計量化に基づく管理、③業務戦略との

整合性確保、④牽制体制、⑤態勢の検証、の 5点を示した＊272。

管理すべきリスクの種類（リスクカテゴリー）については、①信用リスク、②市場

リスク、③流動性リスク、④事務リスク、⑤システムリスク、⑥その他リスク（決済

に関するリスク、法務リスク、レピュテーショナルリスク等）に分類した＊273。

そして①から⑤および決済に関するリスクについて、図表 2─2─8 ①で示すように

管理担当部署を定めた。事務とシステムに関しては、システム統合までは旧両行の事

務手続きおよびシステムが併存したが、それらのリスク管理関連手続きは合併時点か

＊272 2003年 1月の『リスク管理規程』の改定で、「緊急時や重大な事態に備えた対応」を、基本原則の一
つとして追加した。

＊273 2004年 4月の『リスク管理規程』の改定で、リスクカテゴリーの変更を行い、事務リスクとシステ
ムリスクを新たに設けたオペレーショナルリスクに統合した（472ページ参照）。

図表 2─2─8 ①　リスクカテゴリーごとの管理担当部署（新銀行発足時）

管理すべきリスク 管理担当部署
信用リスク 融資企画部
市場リスク 統合リスク管理部
流動性リスク 統合リスク管理部
事務リスク 事務統括部
システムリスク 情報システム企画部
決済に関するリスク 事務統括部、統合リスク管理部、融資企画部
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ら一元化を行った。

さらに、銀行全体のリスク管理を、統合リスク管理部と経営企画部が網羅的、体系

的に実施することとした。統合リスク管理部は、旧住友銀行の市場管理部と旧さくら

銀行のリスク統括部を、特にリスク計量化のノウハウの強化に留意して再編すること

によって設置した部である。

経営レベルに至るリスク管理体制としては、各リスクの管理担当部署が「リスク管

理の基本方針」を策定し、経営会議で決裁を行った上で、取締役会内に設置したリス

ク管理委員会の審議を経て、取締役会で決定を行う体制をとった。経営会議、担当役

員、所管部長などは、決定された基本方針に基づいてリスク管理を行い、各リスク管

理担当部署はこれを統括する。また、特に市場リスク、流動性リスク、信用リスクに

関しては、経営会議において、経営会議の構成役員と各リスク管理に関連する部長か

ら構成する市場リスク会議（市場リスクと流動性リスクについて協議）および信用リ

スク会議を開催し、リスク管理に関する業務執行上の意思決定体制の強化を図った。

市場リスク会議は原則四半期に 1回、信用リスク会議は必要に応じて開催している。

◉リスク資本による管理
新銀行は、旧両行におけるリスク計量化の経験の蓄積を踏まえ、初年度から、銀行

が抱える各種リスクをリスク資本として統合的に把握し、収益性評価にも活用する制

度を導入した。

リスク資本とは、その業務から発生することが想定される最大損失をカバーするた

めに必要な資本の額のことであり、信用リスク、市場リスク、事務リスク、システム

リスクを、リスク資本による管理の対象とした。このうち信用リスクと市場リスク

（バンキングリスク、トレーディングリスク、政策投資株式リスク＊274、その他市場

関連リスク）については、期中に一定のストレス状況において業務運営上必要となる

リスク資本額であるリスク資本極度をそれぞれについて定めて管理を行うこととした。

また、事務・システムリスクに関しては、Tier 1の一定割合をリスク資本として割り

当てることとした。このような管理を行うことで、リスクが顕現化しても、損失を自

＊274 取引先との中長期的な取引関係構築を目的に保有する政策投資株式は、比較的長期間の価格変動リ
スクにさらされることから、収益機会を求めて機動的な売買を行う純投資目的の株式とは別建てで
管理することが一般的である。
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己資本の範囲内に抑え、経営の健全性を確保することができるようにしたのである。

なお、流動性リスクとその他リスクについては、リスク資本による管理とは別途の

枠組みでそれぞれの特性に応じた管理を行うこととした。

収益性評価については、リスク資本コスト勘案後収益を指標とする経営管理制度を

構築し、健全性の維持と収益性の向上のバランスを図ることとした。

◉信用リスク管理での新たな動き
合併前の旧両行はそれぞれ、1990年代後半に、従来の与信運営高度化の取り組み

を体系化した与信基本方針（クレジットポリシー）を定めていた。新銀行は、発足に

当たり、旧両行での取り組みと新銀行の経営理念等を踏まえ、新銀行の与信業務の普

遍的かつ基本的な理念、指針、規範などを明示した『クレジットポリシー《総則》』

を定めた。

また、新銀行は、信用リスク管理高度化の前提となり、また正確な自己査定や適正

な償却・引当のベースともなる内部格付に関し、旧住友銀行の行内格付制度と旧さく

ら銀行の信用格付制度を統合して、新銀行としての行内格付制度を導入した。同制度

は与信先の債務履行の確実性を示す指標である債務者格付と、個別の与信案件の回収

の確実性を示す指標である案件格付により構成した。

債務者格付の体系については、大きく 10段階とし、リスクの小さい順に 1から 10

までの区分とし、さらに一部の区分には基本的に 3段階の細区分を用いた。債務者格

付の判定においては、自己査定（債務者区分判定）を下位格付決定プロセスと位置付

け、債務者区分判定結果を踏まえて債務者格付を決定するフローとした。案件格付に

ついては、自己査定の債務者区分が正常先および要注意先（要管理先を除く）の与信

先を細分化しつつ、大きく 10段階の区分けを行った（図表 2─2─8 ②参照）。

さらに、新銀行はリスクに応じた効率的な決裁権限体系の構築に向けて、債務者格

付を基準とした与信権限体系、および特定大口先に対する与信方針・与信限度などを

定期的に経営会議に付議・報告するローンレビュー制度の整備を行った。行内格付の

適正性・妥当性の検証を含む信用リスクに関する監査については、資産内容の健全性、

与信運営状況などの監査を所管する資産監査部を設置した（327ページ参照）。

個別与信管理に関しても、旧両行の経験を踏まえ、新しい枠組みをつくった。限ら

れたスケジュールの中で、与信権限体系やローンレビュー対象先の選定の仕方をはじ

めとする旧両行間の与信運営の違いを調整して、新銀行としての与信供与・管理プロ
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セスをシステム対応も含めて整備することに、関係者は精力的に取り組んだ。主な具

体例としては、稟
りん

議
ぎ

・審査のプロセスをイントラネット上で電子化・標準化した与信

稟議システムの導入と、与信実行後の問題発生の兆候をいち早く捉えて早期の対応を

図表 2─2─8 ②　三井住友銀行の格付制度（2001年 4月）

債 務 者 格 付 案件格付 金融再生法
債権区分
（国内）

格　付
定　　義 自己査定の

債務者区分
格　付

細区分 細区分

1

S

正常債権

a

債務履行の確実性は極めて高い水準にある。

正常先

Ⅰ
a

b b

c c

2

a

債務履行の確実性は高い水準にある。 Ⅱ
a

b b

c c

3

a

債務履行の確実性は十分にある。 Ⅲ
a

b b

c c

4

A 債務履行の確実性は認められるが、将来景気動向、
業界環境等が大きく変化した場合、その影響を受
ける可能性がある。

Ⅳ
A

B B

C C

5

A 債務履行の確実性は当面問題ないが、先行き十分
とはいえず、景気動向、業界環境が変化した場合、
その影響を受ける可能性がある。

Ⅴ
A

B B

C C

6
債務履行は現在問題ないが、業況、財務内容に不
安な要素があり、将来債務履行に問題が発生する
懸念がある。

Ⅵ

7

A

R
貸出条件、履行状況に問題、業況低調ないしは不
安定、財務内容に問題等、今後の管理に注意を要
する。

要注意先 A

Ⅶ

A

B 要注意先 B B

C 要注意先 C
C

（うち要管理先） 要管理先 要管理債権

8

現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態
にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、
今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められ
る。

破綻懸念先 Ⅷ 危険債権

9

法的・形式的な経営破綻の事実は発生していない
ものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通
しがない状況にあると認められるなど実質的に経
営破綻に陥っている。

実質破綻先
Ⅸ

破産更生債権
およびこれに
準ずる債権

10 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している。 破綻先

（注）  債務者格付 7については、A、B、Cの 3格付段階に細区分し、償却・引当基準、開示基準などの上では金融再生
法上の要管理債権を有する先（要管理先）として「7R」を別途区分する。
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行うための債務者モニタリング制度の導入がある。債務者モニタリング制度において

は、与信先から決算書を入手した段階で行う決算モニタリングと、信用状況・業界動

向の変化などに応じて行う経常モニタリングによる実態把握に基づいて、与信方針の

見直しなどを実施した。

また、新銀行は、与信ポートフォリオ運営の基本方針の一つとして、貸付債権の流

動化・証券化、クレジットデリバティブの活用などによる信用リスク量の機動的なコ

ントロールすなわちアクティブ・ポートフォリオ・マネジメントを掲げたことから、

その推進を図る専任の担当部として、コーポレートスタッフ部門の中にポートフォリ

オマネジメント部を設置した。なお、ポートフォリオマネジメント部のアクティブ・

ポートフォリオマネジメント機能は、その後、2002年 12月に同部を廃止した際に融

資企画部に移管し、2005年 4月に融資企画部の部内部である信用リスクマネジメン

ト部に引き継いだ（472ページ参照）。

◉市場リスク管理での新たな動き
統合準備に当たって旧両行は、グローバルディーラーにふさわしい市場リスク・流

動性リスク管理を行うことを確認した。この考え方を実現するために、市場リスク、

流動性リスクの業務執行上の意思決定体制に関しては、前述の通り、経営会議におい

て、経営会議の構成役員と各リスク管理に関連する部長で構成する市場リスク会議を

開催することとした。また、新銀行の経営執行体制の構築に向けて旧両行の各種委員

会の再編を行い、この中で、新銀行の ALM委員会を、「経営会議で決定した事項に

則った具体的な ALMオペレーション方針および市場リスク極度設定方針の審議等を

行う委員会」と位置付けた。委員長は統合リスク管理部担当役員および市場営業部門

統括責任役員で、原則として月 1回の開催である。行内の牽制体制の確立に向けては、

統合リスク管理部などの管理担当部署、市場事務部などの事務担当部署の双方から、

市場取引を行う業務推進部署に対して、チェック機能が働くよう組織設計を行った。
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	 9	 人事制度と人材育成の仕組み

◉職種体系と階層
合併前の 2000年（平成 12年）4月に発表した「新銀行グループの経営の大枠」の

中で、「経営目標の達成を担保するための経営体制」の一つとして挙げたのが、実力

主義と成果主義に基づく人事制度である。

当行の経営理念は、主要なステークホルダーの一

角である社員との関係において「思う存分にその能

力を発揮できる職場を作る」ことをうたっている。

この経営理念を人事制度などの面から実現するため

に、新銀行発足と同時に導入したのが、職務、成果、

および職務適性・実力を総合的に評価・育成するシ

ステム、RISEである。RISE（Rational & Innovative 

System of Evaluation/Develop ment＊275）は、合理性・

客観性と革新性・変革性をキーワードに、競争力の

高い真のプロフェッショナル人材を評価し育成する

ことを目的としている。既述の通り（145ページ以降

参照）、合併前には、1999年 7月に旧さくら銀行が、

10月に旧住友銀行がそれぞれ職務をベースとした処遇体系と成果評価を重視する人

事制度を導入していた。新銀行においては、旧両行の人事制度を踏まえつつベストプ

ラクティスを念頭に置いた制度を導入した。

新制度では、業務分野の多様化や職務内容の専門化、価値観の多様化に対応して、

総合職、CS職、システム技術職、一般職、総務職・庶務職、医療職、スペシャルエ

キスパート職から成る職種体系を整備した。このうち CS職は、個人部門の顧客折

衝・営業活動を中心とする職務およびその類似業務を担当する、隔地間転勤のない職

種として、新銀行発足と同時に新たに導入した。また、職種ごとにポスト登用者やそ

RISE のマニュアル

＊275 貢献評価制度（497ページ参照）を 2010年 4月に導入した際、Rational & Innovative System of 
Evaluation/Development/Rewardに変更した。



334　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

の候補者を層として処遇する人材プー

ルとして階層を設けた。

加えて、プロフェッショナル型キャ

リアシステムを実現するために、V層

登用から大卒換算 20年目までの総合

職を対象に、①コーポレートバンカー、

②コンシューマーバンカー、③インベ

ストメントバンカー、④ディーラー／

トレジャリースタッフ、⑤コーポレー

トスタッフ／サービスの五つのキャリアカテゴリーを設定した。

2002年 7月には、総合職における新たな階層として S層（スーパープロフェッショ

ナル層）を設置した。S層とは「特定分野のプロとして、きわめて高い専門性と十分

なマネジメント能力の発揮が期待される層」である。

◉評価制度
RISEでは①職務評価、②成果評価、③人材評価を構成システム（サブシステム）

として、各評価を公正かつ客観的に実施するための具体的な仕組みやルールを定めた。

職務評価は、各職務に求められる成果責任に基づいて、国際基準に沿った客観的な

職務評価手法により、職務等級を決定するものである。職務等級の決定に当たっては、

職務遂行に必要な知識・経験（ノウハウ）、職務遂行過程での問題解決の難しさ、職

務遂行の結果として銀行・組織に及ぼす影響度合い（アウトプット）を合理的に測定

し、1から 13までの等級を決定した。

成果評価は、各人が担当する職務の成果責任を踏まえて、期初に成果目標を設定し、

この達成度を期末に評価して処遇に反映する制度である。その際、目標を設定する領

域を区分してバランスの取れた職務遂行を確保し、目標設定と評価を定量化すること

で公平感・納得感の向上を図った。また、目標の設定から達成度評価に至るまでの一

連の流れを、本人と上司のコミュニケーションに基づいて進める対話型評価システム

を導入した。さらに、透明性と納得感の高い運営を実現するために、評価者向けの研

修を実施し、役職者に関しては被評価者本人がそれぞれ成果評価のプロセスに問題が

図表 2─2─9 ①　RISE 導入時の各職種における階層

総合職

E層 エグゼクティブ層
P層 プリンシパル層
V層 ヴァイスプレジデント層
A層 アソシエイト層

CS職

G層 ジェネラル・マネージャー層
M層 マネージャー層
L層 リーダー層
A層 アドバイザー層

システム技術職 T層 システム技術職層
一般職 J層 一般職層
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なかったかを振り返るプロセスレビュー制度も導入した。

人材評価においては、職務適性診断と実力評価という異なる二つの切り口から成る

総合的な人材評価手法を導入した。このうち実力評価は、成果として顕在化する行動

特性（コンピテンシー）と本人特有の行動源泉（エネルギー）を通して、職務遂行上

の期待値（実力）を総合的に評価するものである。この評価に当たっては、部店長だ

けでなく課長、グループ長などからの評価情報や人事部員による面接、能力開発研修

などを通して多面的に評価情報を収集する工夫を行った。

RISEは、以上のようなシステムを通じて、新銀行が目指すべき方向性やわが国の

労働慣行などを勘案し、職務の大きさに応じて成果と実力の評価に基づく処遇を行う

当行独自の階層別職務等級制度を導入するものであった。

なお、成果評価の処遇への反映に関しては、2003年 10月に、従来の賞与ファンド

に加えて、新たな賞与ファンド（賞与Ⅱ）を設けた。これは、新銀行発足後、収益状

況の厳しさを背景に賞与ファンドを 3年連続で削減した結果、年収に占める成果反映

部分が低下したことを受け、成果を上げた従業員には、従来の賞与ファンドだけでな

く、賞与Ⅱの配分を期待できるようにしたものである。賞与Ⅱの導入と同時に『就業

規則』を改定して給与を減額したことと合わせると、この見直しは、成果評価がより

反映される賞与を通じて、処遇の成果連動をより高めることに寄与した。賞与Ⅱにつ

いては、その後の業績改善によって従来の賞与ファンドが回復したことを背景に、

2007年 6月をもって廃止した（なお、2007年 1月には給与の増額改定も実施した）。

◉人材の育成
人材の育成に関して新銀行発足後間もなく導入したのが、行内試験制度である。行

内試験は、全従業員に共通する事務知識の専門能力をチェックする COMPACT

（COMmon Professional Ability Check Test）と、総合職・CS職を主対象に、法人部

門や個人部門の担当者に求められる業務知識を問う IMPACT（IMproved Professional 

Ability Check Test）の 2種類を用意した。

また、従業員が自らの職務適性や将来のキャリア展望を踏まえて自己実現を図って

いくための仕組みとして、合併初年度から各種の公募（エントリー）制度を導入し、

支店長やビジネスサポートプラザ部長などのポストを対象とするポストエントリー、
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希望する職務への従事に応募するジョブエントリー、語学や経営に関する外部の各種

スクールへの派遣や海外拠点トレーニーなどを含む研修エントリーの 3本柱から成る

公募制度を整備した。

一方、業務が多忙でなかなか集合研修に参加できないという従業員の声に応えて、

2002年 3月に e研修所ドットコムを開講した。これは、いわゆる eラーニングシス

テムであり、インターネットや CD─ROMを通じて研修を受講できるものである。

2008年 8月には、これをさらに拡充したラーニングポータルサイトとして SMBC 

Academyをインターネット上に開設した。
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	 10		 事務・システム関連の取り組みと体制

◉合併時の対応
新銀行は、当初の統合予定を 1年前倒しして発足したが、勘定系システムの統合に

ついては前倒しが不可能であった。そこで、当面は旧両行のシステムを併存させ、そ

の間は中継システムで接続することによって、旧両行の店舗をまたぐ場合でも基本的

な取引を行えるようにした（208ページ参照）。

また、勘定系システムの統合完了までは、旧両行をまたぐ国内重複店舗の統廃合を

原則として凍結した。合併時の立地重複店舗は約 100カ店あり、できるだけ早期に店

舗統廃合を実施し、諸経費の削減や人員削減等合理化につなげたいところであったが、

お客さまによっては店舗統合とシステム統合の 2度にわたってご負担をお掛けするお

それもあったことから、店舗統合を凍結することとしたものである。

新銀行の勘定系システムは、稼働時期を判断基準として、旧さくら銀行のシステ

ム＊276より相対的に新しかった旧住友銀行のシステム＊277を基盤に構築することとし

た（201ページ参照）。これにより、システム間の連携や親和性などを考慮し、結果と

して旧住友銀行のシステムを採用したケースが多くなったが、合併における基本スタ

ンスはあくまでベストプラクティスである。合併に際して事務システム関連の具体的

な検討を行った事務・システム部会においても、事務手続きの変更など旧両行従業員

の負担に一定の配慮をしつつも、お客さまサービスレベルの維持を前提にベストプラ

クティスの実現を目指して検討を進めた。

新銀行における主なシステムについては、図表 2─2─10 ①の通りである。

勘定系システム統合については合併後に実施することとしたが、それ以外の事務・

システムの対応も決して容易なものではなかった。中でもお客さまへの影響が大き

かったのは、合併前の店名・店番号が重複・類似しているケースへの対応であった。

合併時の店舗数は、旧住友銀行が 262カ店、旧さくら銀行が 316カ店であったが、

合併前には、重複または類似している店名が 142（284カ店）、重複している店番号が

＊276 1990年（平成 2年）の合併を受け、統合システムとして 1991年から稼働。システムの愛称は
ASKA。

＊277 日本電気（NEC）のメインフレーム ACOSを採用し、1994年から稼働。
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91（182カ店）、存在した。そこで店名については、業容や顧客基盤、地方公共団体

取引などの特殊要因を勘案し、お客さまへの影響度の観点から変更店を決定した（旧

住友店 80カ店、旧さくら店 62カ店の店名を変更）。店番号については、91の重複の

うち二つの店番号を旧両行とも変更（4カ店）、残りは旧さくら銀行の 89カ店の店番

号を変えた。店番号に加え口座番号も同一の場合には、店番号誤使用による混乱を防

ぐために、一部のお客さまには口座番号を変更いただくこととした。

これらの変更は当行の事情によるものであり、お客さまにご迷惑をお掛けしないよ

うに、極力システムによる自動読み替えなど当行側の対応で済むよう努めたが、店名

を変更した支店の口座や口座番号を変更した口座への振込などについては、お客さま

から振込人に対して変更依頼をしていただかなければならなかった。当行はさまざま

な方法により事前告知を行い、周知徹底を図った。具体的には、2000年 11月から店

名・店番号変更告知ポスターの掲示やチラシ配布を開始し、ホームページや新聞広告

でも告知を行った。加えて、対象のお客さまに対しては個別にダイレクトメール

（DM）を送付し、DM不着先へは支店からフォローコールを行うなど、連絡を徹底

した。また、本件を含めた合併全般に係る電話照会先として、旧住友・旧さくらそれ

ぞれが 2001年 1月 22日に合併照会センターを設置した。

図表 2─2─10 ①　新銀行における主なシステム

新銀行のシステム 導 入 の 背 景 等
勘定系 メインフレーム：ACOS 稼働時期が相対的に新しかった旧住友銀行のシ

ステムをベースに構築
外為 為事オンライン 勘定系との連携を密にする必要があるため、旧

住友銀行のシステムを採用
対外系（BANCS等）新対外系システム 旧両行の既存システムの処理能力等に制約が

あったため、新たなシステムを構築
個人業務 個人 CRM：資産運用層

MCIF：全てのお客さま
（資産運用層は個人 CRMと併用）

お客さまの層に応じ、旧両行システムを併用（個
人 CRMは資産運用層を対象とし、MCIFは全
てのお客さまが対象）

法人業務 SMASH 旧さくら銀行の法人営業部 CRMをベースに、
旧住友銀行の SSSを統合して新たに構築

与信系 統合与信管理システム 旧さくら銀行の端末機能・画面をベースに、ホ
スト側は勘定系と連動させるなど旧住友銀行の
機能を取り入れ、統合システムを構築

市場系 金利フロント、為替フロント、債券
フロント、円資金・証券バック等

旧住友銀行のシステムをベースに、業務分野ご
とに構築

国際系 欧米：GIS（＋ STAR）
アジア：STACS

地域ごとに業務特性に違いがあることから、地
域ごとにシステムを片寄せ

（注） 新システムの導入時期は、各システムにより、あるいは各拠点により異なる。
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なお、勘定には影響しないものの、法人取引拠点についても重複している場合には

名称を変更した。

店名・店番号、口座番号の変更の他に、お客さまに影響があったものとして各種媒

体の統合がある。商品・サービスについては、システム統合まで旧両行の従来商品・

サービスが併存することとなっていたが、通帳や証書、キャッシュカード、手形・小

切手などについては新銀行としての統一デザイ

ンの媒体を新たに発行した。当然、旧行で発行

した媒体は合併後も使用可能だったが、通帳に

ついては旧両行の磁気ストライプの位置・形状

が異なるという問題があった。

通帳については旧さくら銀行が採用していた

縦型磁気ストライプ方式に統一することとし、

旧住友店の ATMなど営業店機器については縦

型磁気ストライプを読み込めるよう改造を行っ

た。一方、旧さくら店では、横型磁気ストライ

プの旧住友銀行の通帳について、お客さまのご

来店時などの機会を捉えて、縦型磁気ストライ

プの新通帳への切り替えを積極的に推進した。

   

合併に伴うオンラインサービス休止および支店名変更を案内する店頭掲示ポスター

横型磁気ストライプ

縦型磁気ストライプ

縦型磁気ストライプ

通帳の統一
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この他、合併に際して事務・システム関連で統合・変更を要したものとしては、営

業店機器の統合、用度品の統合、用語の統一、事務権限の統合など多岐にわたった。

また、事務手続きについては商品・サービス統合までは旧行ベースの手続きを併存さ

せることとしたが、コンプライアンスやリスク管理等新銀行として統一すべき事務や、

中継システムに基づき新たに発生する事務などについては、『合併統一事務編』とし

て取りまとめた。

これら事務・システムに関する統合・変更の多くは、合併と同時に実施しなければ

ならないものであり、当然のことながらその対応は合併当日あるいは前日に集中して

行われた。

当行が合併した 2001年 4月 1日はたまたま日曜日に当たっていた。当行は、3月

31日土曜日の午前零時から 4月 2日月曜日の早朝 7時までの間、オンラインサービ

スを一時的に休止し、一斉に作業を行った。

まず大手町本部などに対策本部を設置して、全体の統括や営業店サポートを行った

ほか、お客さまからの緊急出金要請対応など異例事態に備えた。またシステム作業と

して、通常の夜間処理の合間を縫って、銀行名や店名・店番号の変更対応、元帳の

バックアップ、中継システムの立ち上げなどを実施した上で、中継システムの接続テ

ストなど疑似本番状態での各種確認作業を行った。

一方営業店では、3月 30日金曜日の通常業務終了後に、統一用度品への入れ替え

作業やポスター、パンフレットなどの店内広告物の差し替え作業を済ませた。旧住友

店では 30日のうちに営業店端末のプログラム更新を終えたが、プログラムを大幅に

変更する必要があった旧さくら店では、31日土曜日に休日出勤し作業を行った。4月

1日の日曜日には全店で従業員が数人ずつ休日出勤し、新銀行システムの稼働確認を

行った。そして、三井住友銀行としての営業初日である 4月 2日月曜日、関連の本店

各部、営業店で早朝出勤し、再度、双方でシステムの最終稼働確認作業を実施した上

で、三井住友銀行としての営業を開始した。

◉2度のシステム統合
（1）旧住友・旧さくら両行の勘定系システム統合

勘定系システムの統合は、合併の 1年後、2002年 4月から実施することとした。

システム統合はうまくいって当たり前、失敗すると大きなレピュテーショナルリスク
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にさらされることとなる。折しも、他の大手行のシステム統合に伴う障害が相次ぎ、

金融機関のシステム統合に対して、金融庁はもちろんのこと社会全体からも厳しい視

線が注がれていた時期であった。当行は、入念な事前準備と万全の体制でシステム統

合に臨んだ。

勘定系システムの統合は、店を七つのグループに分け、2002年 4月から 7月にか

けて、1グループずつ実施した（7回に分けて実施）。これは、試行を繰り返しながら

実施することで障害が発生する可能性を極力小さくできると同時に、万が一障害が発

生した場合でもその影響を最小限に収めるようにするためであった。EBシステムや

口座振替システムなどについても、システムごとに時期をずらし、それぞれ複数回に

分けて統合作業を行った。

統合準備段階においては、ユーザー確認テストや移行作業リハーサルなどを何度も

実施したほか、統合関連以外のシステム案件を一時凍結するなど、システム統合の確

実な実施を最優先した。特に、統合により勘定系システムだけでなく事務手続きも変

更になる旧さくら店の従業員向けの事務移行サポートには力を入れ、集合研修や実地

訓練を実施したほか、旧住友店にトレーニーとして派遣するなど手厚い事務習得体制

を敷いた。さらにコンティンジェンシープランを策定し、問題発生時に備えた。

また、移行期間である 2002年 4月から 7月までの間、情報を集約し全体を指揮す

る統括本部、営業店の事務サポート窓口となる事務本部、営業店の移行作業を指揮す

る拠点本部、システム移行作業に対応するシステム本部の 4本部を置き、円滑なシス

テム統合を進めた。また移行対象店に対して、移行日から数日間は、ブロック内の旧

住友店および本店各部からサポート要員を派遣し、お客さまに迷惑が掛からないよう

対応した。

こうした周到な準備、体制の整備、さらには営業店をはじめとする関係者の懸命の

努力により、さしたる障害・問題もなく、順調に移行を終了した。

（2）わかしお銀行との合併に伴うシステム統合

当行は、旧住友銀行、旧さくら銀行のシステム統合に続いて、わかしお銀行との合

併に伴い、2度目のシステム統合を実施することとなった。

当行とわかしお銀行の合併は 2002年 12月 25日に発表され、2003年 3月 17日に

合併した。発表から合併までの期間が極めて短かったため、合併時は重複店名・重複

店番号の変更など最低限の対応にとどめ、システム統合などについては合併後の 7月
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22日に実施することとした。その間約 4カ月は、旧行それぞれの商品・サービス、

事務などを存続させ、コミュニティバンキング本部所管店と他の営業店をまたがる業

務は、ATMでの出金や残高照会などに限定することとした。

統合の方法については、システム、事務手続き、商品・サービスなど基本的には三

井住友銀行をベースとし、事務集中関連についても三井住友銀行の事務集中拠点に集

約することとした。

システム統合作業に費やすことのできる時間は少なく、マンパワー的には厳しい対

応を求められたが、手順そのものは前回の統合の経験が十分にいかされ円滑に進めら

れた。お客さまへのダイレクトメールなどによる告知、照会センターの設置、システ

ム開発、コミュニティバンキング本部従業員向けの研修の実施、統括本部の設置、コ

ンティンジェンシープランの策定など基本的に前回の統合に則って進められた。移行

作業については、対象店舗数が 34カ店と相対的に少なかったため、全店一斉に行っ

た。

システム統合日であった 2003年 7月 22日の直前は、21日の「海の日」を含めて 3

連休だった。当行は、19、20日の土曜日、日曜日にコミュニティバンキング本部所

管店の ATMコーナーを臨時休業にし、営業店機器の入れ替え作業などを行った。21

日にはコミュニティバンキング本部所管店のお客さま向けオンラインサービスを停止

し、システム統合作業・稼働確認を実施した。この結果、システム統合初日となった

22日は特段の障害もなく、事務や商品・サービスも含め、無事統合を終えることが

できた。

◉ローコストオペレーションの実現に向けた事務の改革
（1）体制の見直し

旧住友・さくら両行は、合併以前から、各種センターへの事務の集中やグループ会

社への委託という形で事務の効率化を進めていた。合併に当たっては、勘定系システ

ムの統合による影響を受けにくい一部の事務集中拠点（現金・メールセンター、口座

振替センター、手形交換センターなど）については合併以前から順次統合を行い、合

併時にはそれぞれの業務特性に応じて 1～ 5拠点へと集約した。また事務系グループ

会社については、銀行合併時の事務負荷集中や不測の事態に備えるために、敢えて銀

行とは時期をずらして 2001年 7月に統合を行い、10社を 7社へと集約した。

システムの統合完了を受けて、当行は、事務・システム運営体制の大幅な見直しを
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実施した。まず事務に関しては、2002年 12月に事務集中拠点を廃止してその運営企

画・管理機能を新しく設置した事務管理部に移管し、残る事務執行機能については事

務系グループ会社へと移管した。受け皿となるグループ会社のなかった融資集中部お

よび市場事務部については、新たに SMBC融資事務サービスと SMBCマーケット

サービスを 2003年 2月に設立して業務を移管した。併せて、SMBCビジネスサービ

スと SMBCローン事務サービスを統合し SMBCローンビジネスサービスとして、主

に事務統括部が所管する事務系グループ会社 8社＊278という 2011年 4月現在と同じ

体制を整えた。これら体制変更の狙いは、運営企画・管理機能を事務管理部が一元化

することで銀行グループとしての事務およびリスク管理機能を強化することと、執行

機能を銀行本体から分離させることで効率化を図ることにあった。

一方システム部門に関しては、グループ経営改革により日本総合研究所を SMFG

の完全子会社とし、グループ IT会社と位置付けたことに伴い、当行のシステムの企

画・開発・運用業務を 2003年 4月から日本総合研究所に委託する体制とした。情報

システム企画部はグループ全体の方針策定、日本総合研究所との調整などを担当する

こととなり、それまで当行ベースで行われていたシステム戦略会議は SMFGグルー

プベースに拡大して実施することとなった。これにより、機器・設備の効率化や一元

化によるスケールメリットの実現が可能となり、SMFGグループ全体として、情報

システム部門が集約・強化された。

さらに 2004年 3月には、NEC、日本総合研究所と当行の 3社合弁で株式会社 N&J

金融ソリューションズを設立した。これは、基幹系業務ソフトの開発を合弁会社に移

すことで開発効率および生産性の向上を図ると同時に、地域金融機関向けの ITビジ

ネス展開を推進していくことを企図したものである。

（2）営業店における事務の見直し

事務・システムに係る体制の見直しを図る一方で、各営業店ベースでの事務の見直

しも進めた。合併初年度からブロック・支店の業績評価の中に「事務運営体制」とい

う項目を設け、拠点自身の取り組みによる店頭事務量削減やセンター集中推進を後押

ししたほか、支店 BPR推進プロジェクトに基づき個人事務システム部の専任チーム

＊278 事務系グループ会社とは、SMBCセンターサービス、SMBCデリバリーサービス、SMBCグリーンサー
ビス、SMBCインターナショナルビジネス、SMBCインターナショナルオペレーションズ、SMBCロー
ンビジネスサービス、SMBCマーケットサービス、SMBC融資事務サービスの 8社。
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が各営業拠点に臨店し、事務の合理化に向けた指導・サポートを行った。

こうした中で特に注力したのが、法人のお客さまの事務見直しである。これは、当

然のことながら法人部門の協力なしには進められないものであり、法人営業部・BSP

の業績評価項目の中に「事務改善」という項目を入れ、部門間の連携による見直しを

後押しした。支店 BPR推進プロジェクトにおいても、専任チームが法人営業部・

BSPと協働しながら、直接対象企業を訪問して EB導入提案を行うなど、法個一体と

なって事務効率化を図った。この他に、法人のお客さまの単純照会電話を専用に受電

する神戸電話照会センターの設立（2001年 11月）、法人営業部の費用負担による集

配金業務の SMBCデリバリーサービスへの委託などを進めた。

法人のお客さまの事務効率化以外では、電子帳票システムの導入（2002年 4月）、

無人電話受付システムの導入（2002年 5月から順次）、無担保カードローン約定代弁

事務のローン事務部への集中（2002年 10月）、両替機へのカードリーダー搭載＊279

による営業店の合理化（2002年 12月から順次）などに取り組んだ。また、事務効率

化に伴う人員削減で店頭におけるサービスの質が低下しないように、店頭でのお客さ

ま誘導をはじめとするロビーの円滑運営を担うロビーサービスマネージャーを、2002

年 8月から順次導入し、従来からロビーでのお客さま対応を行っていたロビースタッ

フ（2006年 11月からロビーサービスパートナー）を統括することとした。

（3）HUB＆スポーク体制の構築

さまざまな事務の効率化・合理化を進める中で、一部の後方事務の集中を中心とし

た施策に限界がみえたことや、少人数体制による人材スペック不足を補う必要性が生

じてきたことから、事務を抜本的に集約する体制を整える新たな方法を検討した。こ

れが、2002年 6月から開始した新事務サービスモデル店の試行であり、約 1年に及

ぶ試行の末、HUB＆スポーク体制として 2003年 6月から本格導入した。

HUB＆スポーク体制では、支店数カ店の事務を集中する地域型の HUBセンター

を設けて、従来は距離や時間的な制約により集中が困難であった後方事務も含め、同

センターに集中できるようにした。事務集約の内容は、次の通りである。

①支店からの預かり処理の拡大

＊279 両替機にカードリーダーを登載し、両替機の利用者を原則当行キャッシュカード保有者とした。なお、
キャッシュカード未保有者から両替機の利用の申し出があった場合は、専用カードにより利用が可
能。
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②為替後方事務や少頻度高難度事務などの HUBセンターへの集中

③ HUBセンターでの一括受電

④店内 ATM管理の SMBCデリバリーサービスおよび HUBセンターへの委託

HUBセンターには、ベテラン従業員を配置して、少頻度高難度事務などに対応す

ることにより、事務サービスの質の確保も図った。一方、事務を HUBセンターに集

約する支店（スポーク店）は、営業に専念する拠点と位置付けた。

HUB＆スポーク体制への移行は 2004年 2月までの間に、HUBセンター 40カ所、

スポーク店 361拠点へと一気に拡大した。HUB＆スポーク体制への移行による人員

削減・コスト削減効果は非常に大きく、その後、さらに HUBセンターの統合や、構

成店の変更、集中事務の拡大などを実施した。2011年 4月現在、HUB &スポーク体

制は 25カ所の HUBセンターに集約されている（地方店と一部大型店には HUB &ス

ポーク体制を導入していない）。

また、新事務サービスモデル店で試行した、One’sダイレクト専用パソコンの店頭

設置は、MCデスクへのMCステーション設置という形で実施され、支店の事務効率

化に寄与した（280ページ参照）。

（4）オペレーション抜本改革実行プロジェクトの実施

事務集中部門の見直し、HUB＆スポーク体制への移行などにより、拠点における

事務集中体制・少人数運営体制がほぼ完成したことから、2004年度には残る課題を

一掃するために、オペレーション抜本改革実行プロジェクトを進めた。これは、業

図表 2─2─10 ②　オペレーション抜本改革実行プロジェクト

改革区分 改革の観点 実　　施　　例
間口改革 ・業務／事務の廃止・限定

・各種対応の拠点からの分離
・法人取引先の店頭事務削減
・カードローン業務の集中高度化（代弁事務の集中など）
・文書管理センター設置（伝票綴等管理のセンター対応な
ど）

プロセス改革 ・手続き・権限の抜本見直し
・現物管理の抜本見直し

・ローン進行管理・申込書類の見直し
・事務手続きの見直し

内部管理改革 ・内部管理の簡素化
・内部管理ルールの見直し

・自店検査の見直し（必須項目の削減など）
・戸締解除当番の負担極小化（任命対象者改定など）

戦力改革 ・派遣社員の主戦力化
・サポート体制の構築

・ベテラン派遣社員への主任権限付与
・ロビーサービスマネージャー対応事務の明確化

バックオフィス
コスト改革

・コスト構造の転換
・プロフィットセンター化

・事務系グループ会社の合理化・効率化の徹底
・事務系グループ会社の事務受託の推進

インフラ改革 ・中長期的インフラ整備 　（中長期的に対応すべき課題の棚卸しと検討）
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務・事務の流れを徹底的に洗い出し、営業拠点運営上の負担となっている課題を、

「なくす」「やめる」「割り切る」という大胆な発想で抜本的に見直す本店各部横断的

なプロジェクトであった。

具体的には、案件の性質により間口改革、プロセス改革、内部管理改革、戦力改革、

バックオフィスコスト改革、インフラ改革に区分し、関連する本店各部が横断的に議

論して実行に移していった。

本プロジェクトで実施した内容には、図表 2─2─10 ②のような例があった。
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第3 章 金融不安の最終局面と不良債権比率半減目標の達成

 1 落ち着きをみせ始めた経済・金融情勢

◉世界的な株安の転機
日本経済は、輸出増加に支えられて、2002年（平成 14年）1月に景気の谷を迎え

て回復に転じたが、当初は景気回復の認識は広がらなかった。また、輸出増加のきっ

かけとなった海外経済の情勢も、世界的な株価下落、地政学リスクの高まり、重症急

性呼吸器症候群（SARS＊280）の感染拡大など波乱要因が重なったため、2002年後半

から 2003年前半にかけて、不透明感が出てきた。この影響で、わが国の景気回復も

足踏み状態となり、「踊り場的状況」といわれた。

日経平均株価は、不正会計問題、地政学リスク、SARSなど海外と共通の株価下落

要因の他、金融再生プログラムの影響に対する憶測なども加わって、バブル崩壊後の

最安値（当時）更新が続いた。

広がりを欠く景気回復の下での不良債権処理、株価が低迷する中での政策投資株式

問題への対処、金融再生プログラムによる制度変更への対応など、当行をはじめ各銀

行は、厳しい経営環境の中で、存亡をかけて全力で難局に立ち向かう必要に迫られた。

振り返ってみれば、2003年春頃を境に、徐々にではあったが、環境の厳しさは緩

み始めることになった。ただし、危機の最中では、先行きに甘い期待を抱いて経営を

行うことは許されず、状況がさらに厳しくなっても対応できるように、リスクに備え

ながら必死の舵取りが続けられた。

いくつもの要因が重なり合って生じた世界的な株安であったが、一つまた一つと懸

念が薄らぐと、株式市場をおおっていた厚い雲も切れ始め、雲の間から薄日が差し始

めた。企業会計不信の発生源となった米国では、2002年 7月にサーベンス・オクス

リー法（SOX法）＊281が成立して適用が始まったことや、エンロンやワールドコム以

＊280 SARS：Severe Acute Respiratory Syndrome



348　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

降、大型の企業不祥事が出なかったことなどから、会計不信は徐々に収まり始めた。

イラク情勢は、2003年 3月に米国などが開戦に踏み切ると、正規軍同士の戦闘が早

期に終結するかもしれないという観測を呼んで、むしろ地政学リスクに対する懸念が

縮小することになった。欧米主要国の株価はイラク戦争前に当時の最安値を付けて、

開戦後は上昇に転じた。欧米主要国の株価が 3月中旬を底に上昇し始めたのに対して、

日本やアジア NIEsでは、SARSの感染が東アジアで広がり経済活動などへの影響が

懸念されていたことから、株価の反転が少し遅れたが、4月中にはほぼ底を打った。

わが国には、固有の問題として金融不安要因もあったが、4月 28日の 7607円 88

銭（終値）が当時の最安値となった。その後、5月 17日に、当面の懸念材料となっ

ていたりそな銀行について、破綻処理ではない資本増強措置の必要性が認定されると

図表 2─3─1 ①　世界的な株安の終了
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（注）    データは月次。

＊281 正式名称な法律名は長いが、短い名称として、法案を提出した 2人の議員名をつなげた通称
Sarbanes-Oxley Act of 2002が使われており、その略称が SOX法。
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（235ページ参照）、既に 8000円台を回復していた株価はさらに上昇し始め、8月以降は

おおむね 1万円台を固めることとなった。

◉海外・国内の景気上昇の持続
海外の景気は、地政学リスクが縮小し、SARS問題が沈静化に向かった上に、株安

による逆資産効果の懸念も薄れたため、回復傾向に戻った。FRBは、2002年 11月と

2003年 6月の 2度の追加利下げによって、フェデラルファンド・レートの誘導目標を、

当時の米国としては異例の 1％に下げて、米国の景気回復を支援した。米国では、金

融緩和を背景に住宅投資が活発化したが、その陰で後に大問題となるサブプライム

ローンの火種がまかれることにもなった（512ページ以降参照）。

米国など海外経済が増勢を取り戻したことによって、わが国の輸出の増勢は再度強

まり、2003年半ば以降、景気が「踊り場的状況」から脱したことを示す経済指標が

多く出るようになった。2002年の回復当初は輸出だけに依存した成長であったが、

輸出関連の大手製造業では企業収益の急回復や先行きの見通し好転を背景に、2003

年度には設備投資に踏み切るところも出てきた。牽引役に設備投資が加わり始めたこ

とによって、景気が加速する条件は徐々に整ってきた。ただし、設備投資増加の起点

は輸出であり、景気は引き続き海外経済の影響を受けた。また、国内市場への依存度

が高い非製造業、中でも中小企業を取り巻く経済情勢は依然厳しかった。

世界経済は、2004年後半になると IT関連の供給過剰が表面化して、その調整を要

する局面に入った。わが国でも、再び、景気の「踊り場的状況」が生じた。ただし、

この供給過剰は深刻ではなく、海外経済も日本経済も、比較的短い期間で在庫調整の

めどを付けることができた。わが国では 2005年前半には「踊り場的状況」が終わる

こととなった。

このように、2002年 1月に谷を迎えた後も、わが国の景気回復は一本調子とはい

えず、輸出関連企業以外に回復が広がる速さも遅かった。しかし、米国経済が、一時

的に減速することがあっても、景気上昇を続けたことは、日本経済の回復に寄与した。

当時はまだ米国が日本にとって最大の輸出相手国であった。米国の景気上昇が続くこ

とでアジア NIEsや中国の対米輸出が増加したため、わが国から米国への直接的な輸

出だけでなく、アジア NIEsや中国などで米国向け輸出品の製造に必要となる日本製

の部品などに対する需要が増加する好循環も生まれた。また、中国が徐々に「世界の

工場」としてだけでなく「世界の市場」という性質を帯びるようになり、中国向け輸
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出の増加も景気を牽引するようになった。

2度の「踊り場的状況」で後退局面に陥ることなく、景気回復が曲がりなりにも持

続するうちに、輸出関連以外の企業の業況回復も進むようになった。時間を要したが、

景気回復は製造業から非製造業へ、大企業から中小企業へ、次第に広がっていった。

2度目の「踊り場的状況」を乗り越えた 2005年後半以降は、株価が一段と上昇する

ようになった。

2003年春頃に最も厳しかった経営環境は、こうして徐々に改善に向かった。景気

回復や株価上昇がより確かな足取りとなったのは 2005年度以降であったが、その前

の 2004年度においても、2003年春頃に比べれば、経営環境の改善は明らかになって

いた。

金融再生プログラムは、2004年度には主要行の不良債権比率を現状の半分程度に

低下させ、問題の正常化を図るという目標を掲げたが、2004年 9月中間期には当行

をはじめ一部の主要行が半減目標を達成し、主要行全体でみても、不良債権比率は

4.7％に低下した。2005年 3月期（2004年度）の目標達成は目前に迫っていた。

図表 2─3─1 ②　主要行の金融再生法開示債権の推移
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問題の正常化を図る

（注１）  不良債権は金融再生法開示債権、主要行は都市銀行と信託銀行の合計（ただし、旧日本興業銀行の
数値を含む）。

（注２）  計数は金融庁「金融再生法開示債権の状況等について」による。
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 2 全力で取り組んだ不良債権比率半減目標の達成

◉経営の優先課題と 2004年 3月期・2005年 3月期の業績
当行は、合併当初から「収益力の強化」に取り組み、2002年 3月期（2001年度）、

2003年 3月期（2002年度）の業務純益は、合併前の旧両行合計（8,031億円）を大幅

に上回って 2年連続で 1兆円を超えた。しかし、もう一方の経営課題である「バラン

スシートのクリーンアップ」に伴う業績への影響は、折からの経営環境の悪化によっ

て増大し、高水準の業務純益をもってしても吸収し切れない大きさとなった。さらに、

「その他有価証券」の評価損が資本直入される影響も看過できないリスク要因であっ

た。

このため、法定準備金の剰余金への振り替え（244ページ参照）、わかしお銀行との

合併時の承継処理による「その他有価証券」含み損の解消（247ページ参照）、2度の優

先株式発行による資本調達（251ページ参照）など財務基盤の強化策を実施したことは

既述の通りである。

西川は、2003、2004年度の 2年間で実現すべき経営のコミットメントとして、不

良債権比率の半減、保有株式の圧縮、収益力の強化を通じた業務純益 1兆円体制の確

立、の 3点を掲げた。

不良債権のうち、自己査定の債務者区分が破綻懸念先以下に対応するものについて

は、「2年・3年ルール」「5割 8割ルール」によってオフバランス化につながる措置

を講ずる必要があった。また、金融再生プログラムによる不良債権比率半減目標達成

のためにも、さらに当行自身がお客さまの価値創造を通じた持続的な成長に向けて邁

進できる環境を整える「バランスシートのクリーンアップ」のためにも、最終処理を

急ぐ必要があった。このため当行は、2003年 3月期、2004年 3月期に 2兆円を超え

る最終処理を実施したのに続いて、2005年 3月期も 1兆 7,624億円のオフバランス化

を行った。

保有株式については、大半が持ち合いとなっている政策投資株式の圧縮が、合併前

からの課題であった。わかしお銀行との合併に際して、旧三井住友銀行の合併差益を

利用した含み損の大幅削減を行ったことで、それ以前に比べれば株価変動リスクに対

して財務上の抵抗力が付いたとはいえ、銀行と企業との取引関係が過去とは変貌して
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きている中で、株価変動リスクを抱えながら漫然と株式の持ち合いを続ける意義は薄

れていた。当行は、2003年 3月期に「その他有価証券」に含まれる株式を約 1兆

1,000億円売却したのに続いて、2004年 3月期も約 9,300億円の売却を実施した。こ

れによって保有株式全体の削減も進んだ。

この間の業績の概要（三井住友銀行単体）をみると、2004年 3月期の業務純益は、

2003年 3月期に高水準であった市場営業部門の収益が反落したことなどから前期比

減少したが、1兆 1億円と、3年連続で 1兆円を達成した。

不良債権処理に関しては、金融再生プログラ

ムで掲げられた不良債権比率半減目標の達成に

向けて、2003、2004年度の 2年間を不良債権処

理の集中処理期間と位置付けて、取り組みを強

化した。2004年 3月期は、最終処理を一層促進

したほか、企業再生・再建支援にも積極的に取

り組み、8,034億円の不良債権処理額（与信関

係費用）を計上した。2004年 3月末の金融再生

法開示債権は、景気回復という環境改善と企業

再生・再建支援の取り組みなどによって要管理

債権が減少したことに加えて、2003年 3月期

図表 2─3─2 ①　不良債権のオフバランス化 図表 2─3─2 ②　政策投資株式の売却
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（注）  2001年 3月期の不良債権最終処理額は半期（下期）
分の数字。

図表 2─3─2 ③  2004年3月期の与信関係費
用と内訳（単体） （単位：億円）

不良債権処理額① 11,413

貸出金償却 5,663

個別貸倒引当金繰入額 2,764

債権売却損失引当金繰入額 △ 5

共同債権買取機構売却損 8

延滞債権売却損等 3,021

特定海外債権引当勘定繰入額 △ 38

一般貸倒引当金繰入額 ② △ 3,379

与信関係費用①＋② 8,034

（注１） 億円未満を四捨五入しているため、内
訳の和が合計に一致しない場合がある。

（注２） △は戻入益。
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を上回る最終処理の実施によって破産更生等債権および危険債権を削減したことから、

2兆 8,112億円と、2003年 3月末に比べて 2兆 4,501億円減少した（584ページ参照）。

一方、株式等損益は、2003年 3月期に保有株式の大幅な圧縮を行ったことや含み

損の解消を行ったことが株価変動リスクの削減に功を奏した上に、株価が上昇したこ

とから、2004年 3月期は 1,039億円のプラスに転じた（2003年 3月期は 6,357億円の

マイナス）。

この結果、2004年 3月期は 3,011億円の当期純利益を計上し、合併後 3年目で初め

て黒字となった。前年度決算の 2003年 3月期では当行の大幅な赤字を主因に三井住

友フィナンシャルグループ連結の利益実績が経営健全化計画を大幅に下回ったため

2003年 8月に業務改善命令を受けており（247ページ参照）、2004年 3月期の黒字達成

は、業務改善命令に基づいて提出した業務改善計画の実現に向け、当行をはじめグ

ループ全体が全力を挙げて取り組んだ成果であった。

また、2004年 3月期は、資本直入される「その他有価証券評価差額金」についても、

株価の上昇を反映して 3,164億円とプラスに転じた。

当行の黒字達成を受けて、三井住友フィナンシャルグループ連結ベースの当期純利

益も黒字（3,304億円）に転じた。そこで、三井住友フィナンシャルグループでは、

公的資金の早期返済に向けて、優先株式の一部返済を行うために整理回収機構を通じ

て預金保険機構に申し出を行い、2004年 9月に承認が得られたため、早速実施に移

した。具体的には、当初注入額ベースで 2,010億円に相当する第一種および第三種の

優先株式の一部を 9月 30日付で普通株式に転換の上、これを三井住友フィナンシャ

ルグループからの申し出によって処分してもらうという方法をとった。三井住友フィ

ナンシャルグループは転換された普通株式を自己株式として 2004年 11月 2日に東京

証券取引所の ToSTNeT-2（終値取引）によって買い受けることにより、公的資金の

一部返済を行った（396ページ、図表 2─4─2 ②参照）。取得価額の総額は、約 2,677億円

であった。

2005年 3月期は、金融再生プログラムの不良債権比率半減目標の期限に当たり、

また自ら掲げた経営課題でも「バランスシートのクリーンアップの総仕上げ」の年度

であった。

業務純益（当行単体）は、収益力強化の取り組みが成果を生んで、個人向けコンサ
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ルティング業務関連の手数料やシン

ジケーション関連の手数料などの増

加が押し上げ要因となったが、市場

営業部門収益の反落などがあったた

めに、9,405億円と、2004年 3月比

減少した。

与信関係費用は、不良債権問題か

らの脱却と将来リスクへの対応力強

化のために、引き続き貸出金償却や

個別貸倒引当金繰入など不良債権処

理を行ったため、2004年 3月期より

増加して 9,548億円となり、業務純

益を打ち消す大きさとなった（2005

年 3月末の金融再生法開示債権は

2004年 3月末に比べ 9,866億円減少）。

また、株式等損益は、売却損益は

差し引きプラスであったが、有価証

券のリスクに対しても財務上の手当てを図るた

めに、過去に取得した優先株式を含めて 2,276

億円の株式等償却を行ったことから、合計では

1,187億円の損失となった。

この結果、2005年 3月期は、当期純損失を

1,369億円計上することとなった。一方、資本

直入される「その他有価証券評価差額金」は、

3,865億円と 2年連続でプラスとなった。

三井住友銀行の赤字決算を主因に、三井住友

フィナンシャルグループ連結でも 2005年 3月

期に 2,342億円の当期純損失となったため、2005年 7月、金融庁から「収益目標との

大幅な乖離」などを理由とする 2度目の業務改善命令を受け、業務改善計画の内容を

盛り込んだ新たな経営健全化計画を策定した（9月に公表）。

図表 2─3─2 ④　業績の概要
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図表 2─3─2 ⑤  2005年3月期の与信関係費
用と内訳（単体） （単位：億円）

不良債権処理額① 13,063

貸出金償却 6,979

個別貸倒引当金繰入額 4,742

貸出債権売却損等 1,381

特定海外債権引当勘定繰入額 △ 38

一般貸倒引当金繰入額② △ 3,515

与信関係費用①＋② 9,548

（注１） 億円未満を四捨五入しているため、内
訳の和が合計に一致しない場合がある。

（注２）△は戻入益（与信関係費用の縮小要因）。
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「バランスシートのクリーンアップ

の総仕上げ」を行った影響で、2005

年 3月期は赤字決算となったが、合

併後の 2年間の赤字決算（2002年 3

月期、2003年 3月期）に比べれば自

己資本への影響が小さかったことや

資本増強＊282を行ったこと、さらに

繰延税金資産の計上について、より

一層保守的な対応を行ったことから、

自己資本の額に対する繰延税金資産

計上額の大きさは、2003年 3月末を

ピークとして低下傾向となった。

◉不良債権比率半減目標の達成と組織変更
「バランスシートのクリーンアッ

プ」の一環として不良債権のオフバ

ランス化や企業再生・再建に積極的

な取り組みを続けた結果、2002年 3

月末（わかしお銀行の計数を含む

ベース）には 8.86％であった不良債

権比率（不良債権残高 5兆 9,203億

円）は、2005年 3月末には 3.30％

（同 1兆 8,246億円）となり、金融再

生プログラムに盛り込まれた、2004

年度には不良債権比率を 2001年度の

半分程度に低下させる、という目標

を達成した＊283。

＊282 三井住友フィナンシャルグループは、2005年 3月に生損保 4社を対象とする優先株式の第三者割当
による発行を行い、約 2,100億円を調達した。また、当行は三井住友フィナンシャルグループに直接
全額を割り当てる方法により優先株式を約 2,100億円発行し、資本金、資本準備金に約 1,050億円ず
つ組み入れた。

＊283 2005年 3月中間期の 2004年 9月末時点で不良債権比率は 4.42％に低下し、半減目標を半年前倒しで
達成していた。

図表 2─3─2 ⑥　自己資本と繰延税金資産の状況
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図表 2─3─2 ⑦　不良債権比率半減目標の達成
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戦略金融部門は、当初約 4兆円所管していた不良債権を 4分の 1の規模にまで削減

するなど、所期の目的を果たしたことにより、2005年 4月 1日をもって廃止された。

この組織変更は、当行におけるバブル崩壊後の不良債権問題が終結したことを示す、

象徴的な出来事であった。

なお、戦略金融部門で蓄積したノウハウは他部門に継承し、企業再生・事業再編な

ど、新たなビジネスへの取り組みを強化することとした。

図表 2─3─2 ⑧　戦略金融部門廃止に伴う機能継承

戦略金融部門から継承したノウハウ 継　承　先
産業再生機構などとの連絡渉外機能など 営業統括部（企業金融部門）
与信ポートフォリオ管理などの企画諸機
能

融資企画部（コーポレートスタッフ部門）、法人部門・企業金融
部門の各統括部・審査部

審査機能 法人審査第三部（法人部門に設置）、営業審査第二部（企業金融
部門に設置）

フロント機能（営業店） 東京法人営業部・大阪法人営業部（法人部門に設置）、本店営業
第八部（企業金融部門に設置）

問題債権売却機能 融資管理部（戦略金融部門からコーポレートサービス部門へ移
管）

企業再生ファンド等への投資ノウハウ 投資開発部（投資銀行部門に設置）

（注）  企業金融部門には、表に掲げた本店営業第八部（戦略金融部門廃止に伴い 2005年 4月設置）の他に、戦略金融部
門設立の際に企業金融部門所管のまま移管されなかった本店営業第七部が存在。その後、2006年 4月の組織改正で、
本店営業第八部を廃止して、同部の所管先を本店営業第七部に移管した（374ページ、図表 2─4─1 ③の注 3参照）。
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 3 UFJ への統合申し入れ

不良債権比率の半減目標達成にめどが立ち、グループ経営の強化と業務改革が進展

しつつあったこの時期、当行だけにとどまらず、その後のわが国金融界の勢力図を大

きく左右する出来事が生じた。UFJグループを巡る金融再編の動きである。UFJグ

ループは、三和銀行、東海銀行、東洋信託銀行の株式移転により 2001年 4月に発足

した持株会社 UFJホールディングス傘下に、完全子会社の UFJ銀行、UFJ信託銀行

（UFJ信託）の他、証券業務・リース業務・クレジットカード業務などの子会社・関

連会社群を配しており、いわゆる 4メガバンクグループの一角であった。

2004年 5月、UFJホールディングス、UFJ銀行、UFJ信託、住友信託銀行（住友

信託）の 4社は、UFJ信託の事業法人向け貸出業務等を除く全業務を住友信託に統合

することなどを発表した＊284。しかし、その後、7月に UFJグループは方針を転換、

三菱東京フィナンシャル・グループ（MTFG）に信託部門も含む経営統合の申し入れ

を行い、これに対して住友信託が独占交渉権の存在を根拠として裁判所に信託部門の

統合交渉差し止めの仮処分命令の申し立てを行うという状況が生じた。

このような中で SMFGは、7月 30日、SMFGが UFJホールディングスに対して経

営統合を申し入れるとの観測報道を受けて、検討を行っていることを明らかにした上

で、8月 6日に UFJホールディングスおよび UFJ銀行（以下、両社を UFJ）に対し

て「経営統合に関するご提案」を送付、11日にその内容を公表した。この「ご提案」

は、SMFGと UFJの統合こそが、両グループの株主、お客さま、従業員にとって最

適の選択肢であるとの考えを示した上で、「対等の精神での統合」「首都圏・東海圏・

近畿圏三極体制の構築」などの基本的考え方を提示し、経営統合を円滑に進めるため

に 5,000億円以上の「必要な金額の資本を提供」することを提案、さらに、①大幅な

統合効果の実現による高い収益力をベースとした株主価値の増大、②円滑かつ迅速な

経営統合の実現、③信託業務とバンキング業務の整合性の確保、④企業カルチャーの

親和性の高さ、といった利点があることを指摘したものであった。8月 12日には

＊284 当時 UFJ銀行は、当局の検査に際して資料を隠蔽したなどとして、銀行法違反（検査忌避等）によ
る刑事告発の可能性も取り沙汰されていた。実際には、2004年 6月、UFJホールディングスと UFJ
銀行に対して、①検査忌避等（UFJ銀行）、②経営健全化計画について「3割ルール」抵触（UFJホー
ルディングス）、③中小企業向け貸出の実態把握・計数管理等に関する取り組み姿勢不十分（両社）、
④業績予想修正と決算短信の計数の大幅な乖離（両社）、を理由とする業務改善命令が発出された。
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MTFGグループと UFJグループが経営統合に関する基本合意について発表したが、

SMFGとしては 24日に 1対 1という統合比率および資本提供金額として 7,000億円

であっても可能である旨を提案する「統合比率等に関するご提案」、30日には資本支

援の具体的内容についての提案書をそれぞれ送付するなど、UFJに対する統合提案を

継続した。

この UFJへの統合申し入れの狙いについて、西川は 2004年 10月の部店長会議に

おいて次のように述べている。

UFJとの経営統合の狙いは、我々が戦略分野と位置付けております中堅・中小

企業取引、個人向けコンサルティング業務、コンシューマーファイナンス業務等

のビジネスにおきまして、圧倒的なマーケットシェアを獲得することができまし

て、また、統合によりまして、ざっと計算しただけでも年間 2,000億円程度の効

率化効果を実現することが可能となる。つまり、強いところを一層強くすること

によりまして、我々の株主価値の大幅な増大が図られるということであります。

しかし、2004年 8月には、住友信託が裁判所に申し立てていた仮処分申請が認め

られない結果となり、また、9月にはMTFGから UFJ銀行への 7,000億円の資本増

強が実施され、かつその際に敵対的買収への防衛策が盛り込まれた。さらに、2005

年 2月 18日には、MTFGグループ主要各社と UFJグループ主要各社の合併比率＊285

なども発表された。このような状況を踏まえ、SMFGは 2月 25日、当社の株主利益

の観点から総合的に検討した結果、①市場・投資家の大宗は、UFJとMTFGの統合

を容認していると考えられること、②統合作業の進展等を勘案すると、SMFGが統

合提案を継続することが、必ずしも UFJホールディングスおよび SMFGの株主利益

に資するものではなくなったと考えられること、を理由として、UFJに対する統合提

案を取り下げ、その旨を発表した。これにより、統合提案後約半年にわたった再編劇

は、終幕を迎えた。

2005年 10月 1日、三菱東京フィナンシャル・グループと UFJホールディングスは

合併し、傘下に東京三菱銀行、UFJ銀行、三菱 UFJ信託銀行（三菱信託銀行と UFJ

＊285 MTFGと UFJホールディングスの合併比率 1：0.62など。
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信託銀行が合併）などを有する持株会社、三菱 UFJフィナンシャル・グループとなっ

た。さらに、2006年 1月 1日には、東京三菱銀行と UFJ銀行の合併により三菱東京

UFJ銀行が発足した。

三菱 UFJフィナンシャル・グループ、三菱東京 UFJ銀行の誕生は、後述するよう

に、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行で経営首脳が交代し、新たな経

営陣の下で歩みを始めた時期にほぼ重なる。三井住友フィナンシャルグループ、三井

住友銀行は、金融界における新たな勢力図、競争条件の下で、次代の経営戦略を打ち

出していくこととなる。

図表 2─3─3 ①　UFJ グループを巡る金融再編の動き

2004年 5月 21日 UFJホールディングスなどと住友信託が、UFJ信託の全業務（事業法人向け貸出業務等
を除く）を住友信託に統合させることなどについて基本合意書を締結

6月 18日 金融庁、UFJホールディングスと UFJ銀行に対して業務改善命令を発出
7月 14日 UFJグループが住友信託に信託業務等の共同事業化白紙撤回を申し入れるとともに、

MTFGに対して経営統合を申し入れ
16日 UFJホールディングスとMTFGの間で経営統合に向け協議を開始することで合意し、

基本的な合意事項に関する覚書を締結
〃 住友信託、UFJ信託に係る交渉差し止めの仮処分命令を申し立て

27日 東京地裁、UFJ信託に係る統合交渉中止を命じる仮処分決定
30日 SMFG、UFJホールディングスに経営統合申し入れの検討を行っていることを表明

8月 2日 UFJ銀行頭取、SMFGとの経営統合申し入れ謝絶を表明
6日 SMFGが UFJホールディングス・UFJ銀行に「経営統合に関するご提案」を送付

11日 東京高裁、UFJ信託に係る統合交渉を巡り、東京地裁が出した差し止めの仮処分決定を
取り消し

〃 MTFG・東京三菱銀行・UFJホールディングス・UFJ銀行が、MTFGまたは東京三菱銀
行による、UFJホールディングスまたは UFJ銀行に対する資本増強協力について発表

12日 MTFGグループと UFJグループ、経営統合に関する基本合意について発表
24日 SMFGが UFJホールディングス・UFJ銀行に「統合比率等に関するご提案」を送付
30日 最高裁、UFJ信託に係る統合交渉を巡り、住友信託の抗告を棄却
〃 SMFGが UFJホールディングス・UFJ銀行に「UFJグループへの資本提供に関するご
提案」を送付

9月 17日 MTFGによる UFJ銀行に対する 7,000億円の資本増強払い込みの完了を発表
24日 SMFGが UFJホールディングス・UFJ銀行に「統合比率の有効期限の延長についての

ご提案」を送付
2005年 2月 18日 MTFGグループと UFJグループが「統合契約書」を締結し合併比率などを公表

25日 SMFGが UFJホールディングス・UFJ銀行に対する経営統合の提案を取り下げ
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図表 2─3─3 ②　金融再編の動き

1999年初の大手金融機関
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1999年 4月　合弁事業開始 2009年 12月　合弁解消
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 4 危機対応を終わり新たな局面に移った政策動向

◉戦後最長の景気上昇と株価の持ち直し
わが国の景気は、2002年（平成 14年）1月の谷を転機に回復局面に入った後も、

前進と足踏みを繰り返したが、2005年前半に 2度目の「踊り場的状況」を抜け出し

た後は、回復の足取りが確かになった。景気回復の初期に輸出関連製造業に限られて

いた業況改善は、製造業から非製造業へ、大企業から中小企業へ、次第に広がって

いった。景気上昇は 2008年 2月まで 6年 1カ月続き、戦後最長となった。

2004年以降 2005年半ばまでほぼ 1万円台、1万 1千円台で動いていた日経平均株

価は、景気が 2度目の「踊り場的状況」を抜け出した 2005年後半以降、上昇基調が

明らかになった。結局、株価は、2007年 7月 9日の 1万 8261円 98銭（終値）まで

回復が進んだ。この株価水準は、2000年 4月 21日、旧住友銀行と旧さくら銀行が合

併の 1年前倒しを発表した日の株価 1万 8252円 68銭（同）と偶然にもほぼ同じであ

り、間に合併をはさみ 7年余りで、ようやくかつて見た風景が戻ったことになる。

もっとも、その後の株価は、2006年に米国で生じたサブプライムローン問題が証

券化商品を媒介として世界の金融市場に広がっていく過程で反落傾向を強めたため、

　  図表 2─3─4 ①　戦後最長の景気上昇局面当時の経済情勢
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日本経済新聞社ホームページ
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（注２）  影を付けた期間は景気後退期。
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原風景の復活は短期間で終了した。

三井住友銀行発足後の 10年間を振り返ると、2005年半ば頃からの 1～ 2年間は、

経済・金融情勢などの経営環境が落ち着いた短い期間であった。

◉金融改革プログラムと公的資金の処分に係る新たな考え方
金融再生プログラムは、「平成 16年度（2004年度）には、主要行の不良債権比率

を現状の半分程度に低下させ、問題の正常化を図る」という目標を掲げたが、2004

年 9月中間期には当行をはじめ一部の主要行が半減目標を達成した。また、主要行全

体でみても、2004年 9月中間期の不良債権比率は 4.7％に低下し、2005年 3月期

（2004年度）には、2002年 3月期（8.4％）の半分程度に低下する見通しが強まって

いた。金融再生プログラムは、不良債権問題が景気回復の妨げになっているとの判断

から、いわば緊急対応を要する金融システムを前提としていたが、海外経済の好調と

連動した景気回復の持続、不良債権処理の進行など、状況は 2002年 10月の金融再生

プログラム策定当時との違いが明らかになりつつあった。

金融庁は、2004年 12月 24日に金融改革プログラムを公表し、わが国の金融シス

テムが、「緊急対応から脱却し、（中略）未来志向の局面（フェーズ）に転換しつつあ

る」という現状認識を示し、金融システムを巡る新たな局面を前提に、金融サービス

立国の実現に向けて進めるべき改革の内容を明らかにした。2005年 3月 29日には、

金融改革プログラムの実施スケジュール等を示した工程表が公表された。

改革の内容は、①利用者ニーズの重視と利用者保護ルールの徹底、②金融機関の競

争力の強化および金融市場インフラの整備、③国際的に開かれた金融システムの構築

と金融行政の国際化、④地域経済への貢献、⑤信頼される金融行政の確立という五つ

の視点で整理され、金融機関のガバナンス向上、リスク管理の高度化に関する一群の

項目は、②の中に盛り込まれた。

その中で特に注目すべき項目は、「公的資金（優先株等）の処分についての考え方

の整理」であった。公的資本増強行の優先株式の取り扱いについては、「ガバナンス

強化ガイドライン」（2003年 4月）の副題が「経営健全化計画未達に係る監督上の措

置の厳格化及び転換権行使条件の明確化」であったことに象徴されるように、金融再

生プログラム当時は、経営体制の刷新など、必要に応じて銀行経営に関与する道を開

く優先株式の転換権行使について考え方が整理された。一方、金融改革プログラムで
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は、金融システムを巡る局面の変化を反映して、論点が優先株式等の処分に移った。

優先株式等の処分方針に関しては、「転換権行使ガイドライン」（1999年 6月）に

おいて預金保険機構が検討を行うとされ、2000年 11月 21日に同機構が示した処分

方針では、第三者への売却処分、公的資金返済のそれぞれについて、「国民負担の回

避」「銀行経営の健全性の維持」「金融システムの安全性の維持」という対応上の判断

基準（いわゆる「3原則」）を掲げたが、そもそも売却処分、返済いずれについても、

資本増強行からの申し出があった場合を前提としていた＊286。

しかし、金融改革プログラムを受けて 2005年 10月 28日に金融庁が公表した「公

的資金（優先株式等）の処分の考え方について」では、資本増強行が「3原則」を満

たす形での公的資金返済等に引き続き主体的に取り組むことが望ましいとしたものの、

「納税者の利益」の立場に、より重きを置いた財産管理という観点から、公的資金か

ら生じる利益の確実な回収を基本とすることが適当であるとした。

これと連係して、預金保険機構は、同日、優先株式等の処分方針に関して、市場等

における予測可能性の確保のために、「資本増強のために引受け等を行った優先株式

等の処分に係る当面の対応について」を公表した。その中では、資本増強行から、第

三者への処分（市場での売却処分を含む）や公的資金返済について申し出があった場

合の他、「商品性や株価の状況等から見て処分を行うことが極めて有利な状況にある

場合」が新たに加えられた。このような状況にある場合には、資本増強行との協議の

結果、申し出が見込まれないときでも、対応上の判断基準からみて適当であれば、処

分を行うという考え方が示された。その判断基準の特徴は、従来の「国民負担の回

避」が「取得価格以上の適正な価格で処分可能か」として、いわば「ゼロ以上（マイ

ナスにならない）」を示唆していたのに対して、より積極的に「納税者の利益の確保」

を打ち出し、いわば「明確なプラス」に軸足を移したところにあった＊287。

これによって、三井住友フィナンシャルグループをはじめ資本増強を受けていた金

融機関は、自身の意向に関わりなく優先株式の処分が行われる可能性を十分考慮に入

＊286 2004年 7月 8日には、預金保険機構が 2000年 11月 21日の処分方針の一部改正を公表したが、第三
者への売却処分に市場での売却処分を含めたことと、その関連で、「市場での売却処分を行う場合に
は、株式市場の動向等を十分見極めつつ対応することとする」という留意点を加えたことが主な変
更内容で、基本的な対応方針は 2000年 11月 21日公表分と同じであった。

＊287 具体的な判断基準として「優先株式については、普通株式の株価が転換価格の 150％程度以上で概ね
30連続取引日推移していれば、処分により確実に利益が見込まれる状況にあると判断することとす
る」と注記された。
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れて、経営を行う必要が生じることとなった。

図表 2─3─4 ②　優先株式等の処分の考え方の変化

転換権付優先株の転換権行使について
（転換権行使ガイドライン） 公的資金（優先株式等）の処分の考え方について

金融庁　2005年 10月 28日金融再生委員会　1999年 6月 29日

基本的な
考え方など

預金保険機構　2000年 11月 21日（2004年 7月 8日改定） 預金保険機構　2005年 10月 28日

基本的な
考え方など

判断基準

同　左

同　左

優先株式等の処分については、①金融システムの安定
性、銀行経営の健全性、②国民負担の抑制、③早期処分
等の観点から、預金保険機構が処分方針を作成

資本増強行は、自らの資本政策を固めた上で、預金保
険機構の「3原則」を満たす形での公的資金の返済等
に主体的に取り組むことが望ましい

併せて「納税者の利益」の立場により重きを置いた財
産管理の観点を踏まえると、公的資金から生じる利益
を確実に回収することを基本とすることが適当と考え
られる

［以下、2004年 7月 8日の改定による内容］

資本増強行から優先株式等の全部または一部について
第三者への売却処分や公的資金の返済等の申し出がな
された場合は、各判断基準により特段の問題がなけれ
ば、早期処分の原則に基づき対応

今後とも資本増強を受けた金融機関からの申し出によ
る処分を基本とし、併せて、優先株式等の商品性や株
価の状況等を踏まえ、適切かつ柔軟に対応を行う

資本増強のために引受け等を行った優先株式等の第三
者への売却処分又は公的資金の返済の申出に対する当
面の対応について

資本増強のために引受け等を行った優先株式等の処分
に係る当面の対応について

①国民負担の回避

②金融システムの安定性の維持

③銀行経営の健全性の維持（経営健全化計画の履行状
況、市場の評価等）

①納税者の利益の実現

②金融システムの安定性の維持

③銀行経営の健全性の維持（経営健全化計画の履行状
況、市場の評価等）

資本増強行から第三者への売却処分（市場での売却処
分を含む）の申し出があった場合

資本増強行から第三者への売却処分（市場での売却処
分を含む）の申し出があった場合

資本増強行から公的資金返済等の申し出があった場合 資本増強行から公的資金返済等の申し出があった場合

商品性や株価の状況等からみて処分を行うことが極め
て有利な状況にある場合

①銀行経営の健全性の維持（十分な自己資本比率、経
営健全化計画の履行状況、市場の評価等）

②国民負担の回避

③金融システムの安定性の維持
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◉金融改革プログラムで進められたその他の項目
金融改革プログラムが具体化される過程では、金融システムを巡る局面の変化を反

映して、緊急時対応で打ち出された「2年・3年ルール」や、その促進策である「5

割 8割ルール」といったオフバランス化ルールが変更された。金融改革プログラムや

同・工程表では、優先株式等の処分の考え方の整理と同様、「金融機関の競争力の強

化及び金融市場インフラの整備」の中に、オフバランス化ルール等の検討が掲げられ、

監督指針等において監督上の着眼点を明確化するとされた。しかし、その後 2005年

10月 28日に策定された「主要行等向けの総合的な監督指針」に直接的な記述は入ら

なかった。これに関しては、パブリックコメントの過程で、「2年・3年ルール」は廃

止されるとの理解でよいかという問いに対して、金融庁から、ルールの廃止を肯定し

た上で、銀行が不良債権発生の早期認知と、健全債権化を基本とした早期対処を行う

ことが重要であることに変わりはないという趣旨の考え方が示された。

「金融機関の競争力の強化及び金融市場インフラの整備」の検討項目には、この他、

繰延税金資産の取り扱いやバーゼルⅡの導入などが掲げられた。繰延税金資産の算入

の上限設定については、2005年 9月 22日に自己資本比率告示の改正案が公表され、

2006年 3月末から段階的に適用されることとなった。これにより、自己資本のうち

基本的項目（Tier 1）に占める繰延税金資産の上限は、2006年 3月末以降 40％、2007

年 3月末以降 30％、2008年 3月末以降 20％と段階的に引き下げられた。

また、2004年 6月にバーゼル銀行監督委員会から最終文書（枠組み文書）が公表

されたバーゼルⅡに伴う新しい自己資本比率規制の策定については、素案に対するパ

ブリックコメント手続きを含めて検討が進められ、2006年 3月 27日に、第 1の柱に

ついて告示の官報掲載が行われた（469ページ以降参照）。

繰延税金資産の取り扱いやバーゼルⅡを巡るこのような動きは、当行のリスク管理

や資本政策に深く関係するものであった。

「金融機関の競争力の強化及び金融市場インフラの整備」以外では、「利用者ニーズ

の重視と利用者保護ルールの徹底」の中の、多様で良質な金融商品・サービスの提供

などに関する項目として、金融商品取引法の制定、銀行等が販売可能な保険商品の範

囲拡大、銀行代理店制度の見直しなど、当行の個人、法人、投資銀行部門などの業務

展開に直結するものが数多く掲げられ、相次いで実施されていった。

また「利用者ニーズの重視と利用者保護ルールの徹底」の中には、「ペイオフ解禁
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拡大の円滑な実施」が掲げられた。預金保護を所定額に限る広義のペイオフ解禁は、

予定通り 2005年 4月から、決済用預金に該当しない普通預金などに拡大され（240

ページ、図表 2─1─2 ⑥参照）、預金保護という点においても、金融不安の存在を理由と

する特例措置は区切りを迎えることとなった＊288。その後、広義のペイオフ適用の最

初の事例となったのは、2010年 9月に経営破綻した日本振興銀行である＊289。

◉公的金融改革
金融システムを巡る局面が変化したことで、公的金融改革も新たな段階に入った。

政策金融改革については、2001年 12月 19日に閣議決定された「特殊法人等整理合

理化計画」で住宅金融公庫の廃止方針が打ち出され、他の 8行・庫＊290については、

経済財政諮問会議で検討するとしていた。経済財政諮問会議は 2002年 12月 13日に

「政策金融改革について」を取りまとめ、不良債権集中処理期間の 2004年度末までは

金融円滑化のために政策金融を活用し、その後 2005年度から 2007年度までを改革に

向けた移行準備期間、2008年度以降を改革後のあるべき姿（新体制）への移行期間

とする 3段階の改革案を提示した。

緊急対応を要する金融局面が終わり、政策金融改革も第 2段階に入ることとなった。

経済財政諮問会議は、2005年 11月 29日に「政策金融改革の基本方針」を取りまとめ、

政策金融を①中小零細企業・個人の資金調達支援、②国策上重要な海外資源確保、国

際競争力確保に不可欠な金融、③円借款の三つの機能に限定する基本原則を打ち出し

た。その後、法制面の手当てとして、2007年 5月から 6月にかけて政策金融改革関

連法＊291が成立し、2008年 10月には、改革の第 3段階である新体制への移行が着手

された。これにより、かつての政策金融機関 8行・庫は、1行の一部機能と 4公庫を

再編した日本政策金融公庫、これと将来の統合計画を持ちつつ存続した沖縄振興開発

金融公庫、将来の完全民営化に向けた移行過程として特殊会社となった日本政策投資

銀行と商工組合中央金庫に整理された＊292。ただし、後述する世界金融危機発生への

対策で日本政策投資銀行と商工組合中央金庫の危機対応の役割が強化された経緯など

＊288 わが国または特定の地域の信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認められた場合に
は、預金保険法第 102条に定められた金融危機対応措置が取られ、例外的に、預金は全額保護される。

＊289 ただし、破綻処理は資金援助方式が取られており、狭義のペイオフ方式は採用されていない。
＊290 国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融

公庫、国際協力銀行、日本政策投資銀行、商工組合中央金庫。いずれも当時。
＊291 株式会社日本政策金融公庫法、株式会社日本政策投資銀行法、株式会社商工組合中央金庫法、地方

公営企業等金融機構法。
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から、政府保有株式処分の期限は、その後、延長されることとなった。

一方、住宅金融公庫については、2005年 6月 29日に独立行政法人住宅金融支援機

構法が成立し、2007年 4月 1日に、主に証券化支援業務を行う住宅金融支援機構が

設立された。住宅金融公庫はそれに先立ち、2003年 10月から証券化支援業務（買取

型）を始めており、既往融資の債権管理を含む同公庫の業務は、住宅金融支援機構に

引き継がれた。

公的金融改革のうち郵政改革についても、2005年に大きな動きがあった。郵政民

営化に関しては、2004年 9月 10日の「郵政民営化の基本方針」閣議決定を経て、

2005年の第 162回国会（常会）に郵政民営化関連 6法案が提出された。この法案は

成立しなかったが、「郵政解散」を経た第 163回国会（特別会）に、民営化の時期を

6カ月遅らせるなどの修正を施して改めて提出され、2005年 10月 14日に成立した。

これを受け、2007年 10月 1日、政府が全株式を保有する日本郵政の傘下に、ゆう

ちょ銀行、かんぽ生命保険、郵便事業株式会社、郵便局株式会社の 4社が並ぶ日本郵

政グループが発足し＊293、2003年 4月から 2007年 9月まで郵政三事業（郵便貯金・

簡易保険・郵便）を担っていた日本郵政公社は解散となった。

＊292 公営企業金融公庫は廃止され、資産・負債は地方公営企業等金融機構（現在は地方公共団体金融機構）
に承継。国際協力銀行の機能のうち円借款は独立行政法人国際協力機構に統合（国際金融機能は日
本政策金融公庫に再編）。

＊293 日本郵政グループの民営化の将来像については、その後の諸情勢の変化によって、流動的となって
いる。
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第4 章 新たな首脳陣の下での挑戦

	 1	 経営首脳の交代と経営方針の表明

◉経営首脳の交代
2005年（平成 17年）4月 19日、三井住友

銀行と三井住友フィナンシャルグループは、6

月 29日付で経営首脳が交代する役員人事を内

定したことを発表した。

合併の第 1世代とでも言うべき西川と岡田

の 2人にかわって、三井住友銀行副頭取であっ

た奥正之が頭取（三井住友フィナンシャルグ

ループ取締役会長）に、三井住友フィナンシャ

ルグループ副社長であった北山禎介が取締役

社長（三井住友銀行取締役会長）に、それぞ

れ就任した。奥と北山は、1999年に旧両行の

全面提携の交渉が水面下で進められた際には、

それぞれ企画担当部署の部長として深く関与

し、統合構想の公表後、統合戦略委員会を設

置した際には、同委員会に係る事項等を総括する役員（事務局長）に、それぞれ就任

した経緯があった（195ページ以降参照）。

奥は 1944年（昭和 19年）生まれ、京都府出身。1968年に旧住友銀行に入行し、

シカゴ支店長、国際業務部長、国際総括部長などを歴任した。1994年には旧住友銀

行取締役に就任し、1998年常務取締役、1999年常務取締役兼常務執行役員、2001年

専務取締役兼専務執行役員に累進した。この間、国際総括部長、企画部長、統合戦略

委員会事務局長を委嘱された。合併後は、2001年三井住友銀行専務取締役兼専務執

奥　　 三井住友フィナンシャルグループ会長
兼三井住友銀行頭取（左）と

北山　 三井住友フィナンシャルグループ社長
兼三井住友銀行会長（右）
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行役員、2002年三井住友フィナンシャルグループ専務取締役＊294、2003年三井住友

銀行副頭取兼副頭取執行役員＊295に累進、この間、銀行および持株会社の企画関連各

部、銀行の企業金融部門、国際部門を担当した。

北山は、1946年（昭和 21年）生まれ、東京都出身。1969年に旧三井銀行に入行し、

旧さくら銀行の横浜駅前支店長、タイ総支配人兼バンコック支店長、総合企画部長な

どを歴任した。1997年には旧さくら銀行取締役に就任＊296、2000年には常務執行役員、

さらに常務取締役兼常務執行役員に累進した。この間、総合企画部長、統合戦略委員

会事務局長を委嘱された。合併後は、2001年三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員、

2003年三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員および三井住友銀行専務取締

役兼専務執行役員、2004年三井住友フィナンシャルグループ取締役副社長＊297に累進、

この間、持株会社および銀行の企画関連各部、銀行の国際部門などを担当した。

経営首脳の交代について、不良債権半減目標を達成し、緊急対応を要する時代が終

わったことの象徴と報道する向きもあった。確かに経営環境面では、監督行政におい

て金融再生プログラムから金融改革プログラムへの変化があり、景気も 2度目の「踊

り場的状況」を抜け出した後は回復の足取りが確かになって、株価も上昇基調となっ

ていた（361ページ以降参照）。しかし、公的資金返済という重い課題が残っていたほか
（394ページ参照）、以前、経営環境が格段に厳しかった頃に、一部で業務推進と管理の

バランスを欠いた動きが起きていたために生じた独占禁止法上の問題への善後策も迫

られることとなる（389ページ参照）。

新たな経営首脳がたすきを受けて走り始めた第 2走行区間の出だしは、一部報道で

「平時の経営」と形容されたような平たんな道のりには程遠かったのである。

◉経営方針の表明
2005年 7月 1日には、経営首脳交代後、最初の部店長会議が開催された。その中

で奥と北山は、「最高の信頼を得られるトップバンク」を目指すと述べた。

＊294 三井住友銀行取締役退任。
＊295 三井住友フィナンシャルグループ取締役退任。
＊296 1999年に旧さくら銀行が執行役員制度の導入と取締役数の削減を行ったことに伴い取締役を辞任し

て執行役員に就任した。
＊297 三井住友銀行取締役退任。
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当行は、2001年 4月の発足当初から、「“三井住友”を最高に信頼されるブランド

として確立」することを目標としてきた。「最高の信頼」とは「トップバンクになろ

う」という意気込みの表現であったので、新首脳が共に示した「最高の信頼を得られ

るトップバンク」とは、合併以来、一貫して追い求めてきた姿であった。また、後述

するように、三井住友フィナンシャルグループの中期経営計画「LEAD THE VALUE

計画」（2007年 4月 27日公表）では、「最高の信頼を得られ世界に通じる金融グルー

プ」という表現で引き継がれることとなる。

奥は、頭取訓示の中で、企業経営を「ゴールのない駅伝レース」、自らが経営に当

たる期間を、たすきを受け取って走る「三井住友銀行の第 2走行区間」に例え、経営

陣と従業員が「心のベクトル」を合わせて全力で走り抜く決意を表明した。そして、

合併時に作成した経営理念（219ページ、図表 2─1─1 ②参照）と、経営理念を実現する

ための指針である行動規範（同）の重要性を改めて強調して、次のように述べた。

ここで、申し上げたいことは、当行が持続的な成長を図るための出発点であり、

また、皆さんが共有すべきものは経営理念であるということ、そして、その経営

理念という企業の基盤の上に、優秀な人材があり、経営理念を具体化するものと

して、持続的な事業の成長を図るための戦略があるということであります。そし

て、成長戦略に基づきまして、お客さま、株主・市場に評価され、（中略）社会に

貢献していく、このような事業活動を通じて、役職員が成長を遂げていくととも

に、企業としても、持続的な成長を遂げていくということにあるかと思います。

その上で奥は、経営理念に即した三つのコミットメントと、部店長に対して望む 3

点を示した。

一方、北山は、「巨大な資本や顧

客基盤を有する他業態企業や外国

企業の新規参入が拡大し、業界や

国境の壁を越えた競争の熾烈化が

不可避となっております（中略）私

達が望むと望まざるとに関わらず、

メガコンペティションの波にさら

図表 2─4─1 ①　2005 年 7月部店長会議の頭取訓示から

三つのコミットメント
1．お客さま第一、現場直視の経営を行う
2．質の伴った量的拡大を目指す
3．「実」を重視した経営を行う

部店長に望むこと
1．人材を育成し、自由闊達な職場をつくること
2．世界地図の中で考えること
3．危機感覚を磨き、危機管理・危機対応能力を高めること
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されることになります」という環

境認識を示し、競争に勝ち抜いて

いくために必要な二つの軸と、役

職員に望む 2点について訓示を

行った。

北山は、このうちグループ戦略

について、三井住友フィナンシャ

ルグループの連結業務純益の中で

当行以外の各社のウェイトを高めていく必要性を指摘し、「グループ経営の成否が今

後の帰趨を決める」という認識を示した。北山が常に述べているように、金融はサー

ビス業であるが、他方、「欧米の金融グループをみても、サービス業における、いわ

ゆる成功に決まりきった絵姿があるわけではなく、その時その時の環境や顧客ニーズ

に合わせて、フレキシブルにグループ戦略の見直しを行っているのが実情」である。

北山は、このような認識に立って、次のような方針を明らかにした。

まずありきはお客さまのニーズであり、お客さまのニーズ、マーケットが求め

ることをいかに実現していくかということが重要なのです。それに応えるための

手段として、必要に応じてアライアンスを選択するということです。規模だけが

大きくなるような「再編のためにする再編」を行うつもりはありません。

また、「強靭な企業基盤の確立」の中では、財務基盤の強化に関連して公的資金の

返済に言及し、「経営の独立性、戦略の自由度確保のためにも、（中略）公的資金の一

刻も早い返済はまさに喫緊の課題であり、われわれの全力を結集していかなければな

りません」と決意を語った。

◉お客さま第一の組織づくりと一体感の醸成
「最高の信頼を得られるトップバンク」を目指すに当たって、とりわけ経営首脳が

注力したのは、お客さま第一という考えの徹底であった。トップバンクとして目指す

姿を取り違えて、量的な指標だけを優先するあまり、短期的な収益積み上げに偏った

業務活動を行えば、お客さまと銀行の間の信頼関係を損ないかねず、経営理念に則っ

た持続的成長とは相容れない。2005年 9月には、経営理念と行動規範に基づいた業

図表 2─4─1 ②　2005 年 7月部店長会議の社長訓示から

今後の経営方針
1．お客さまの視点に立った新たな価値の創造のためのグルー
プ戦略

2．強靭な企業基盤の確立
①財務基盤の強化、②リスク管理の強化、③ガバナンス体
制の機能向上

役職員に望むこと
1．お客さまに感動を与える仕事の実現
2．高い使命感、倫理観
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務活動の遂行が改めて徹底されるように、

役職員、嘱託、派遣社員など、国内・海外

の拠点で経常的に勤務する全員に、携行用

の経営理念カードが配布された＊298。

奥は収益のあり方について次のように述

べている＊299。

収益というものは、申すまでもなく

「あくまでも我々がお客さまに対して

提供した金融商品、サービス、ソ

リューション、情報等が、お客さまにとって何らかの価値を生み、お客さまに喜

ばれる、そういった仕事の対価として受領するもの」であります。要は、「付加

価値の創造なくして、収益なし」ということであります。

（1）お客さま本位の組織づくり

お客さま第一という考え方に立って、まず着手したのが、組織の見直しである。そ

の背景となった問題意識は、トップバンクを目指して各時点で考えた末つくられた組

織であっても、時間が経つにつれて個々の部門の中に部分最適化が生じ、全体の運営

に効率の低下をもたらしているのではないか、整合性の歪みが生じているのではない

か、というものであった。各部門が自らの利害を最優先するあまり、部門間の壁が高

く、厚くなっていわゆるサイロ化が進んでしまい、情報の共有、ノウハウなどの共用

化が制約されているという現場の声が、奥にも届いていた。お客さまからみれば、部

門の違いや本店各部と営業店の区別などなく三井住友は一つであり、取引窓口となっ

ている営業拠点に相談すれば、全行一体となって最適な対応、ソリューションを提供

してもらえると期待しているはずであった。

このような問題意識に基づいた体制見直しの一環として、2005年 9月から、マッ

キンゼー社のコンサルティングを受けて、法人取引推進体制の強化に向けたプロジェ

クトを開始した。マッキンゼー社と当行の関連各部によるプロジェクトチームは 4カ

携行用の経営理念カード

＊298 海外現地従業員には英文カードまたは和文カードが配布された。
＊299 2006年 10月 6日の部店長会議における頭取訓示による。
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月にわたって現状と問題点を調査し、それを踏まえて企画部門で取りまとめた対応策

や組織案について、さらに経営会議で議論を重ねた。

その上で、2006年 4月、法人取引推進体制などを含む大規模な組織改定を実施した。

この組織改定は、経営首脳交代直後の部店長会議で示された、お客さま第一主義の徹

底、部門間の協働促進、危機管理・リスク管理態勢の整備強化などを狙いとして、業

務推進と内部統制の両面から体制整備を実施し、質の高い収益力を追求する業務運営

態勢を構築しようとするものであった。また、組織改定に向けた検討や議論を進めて

いる間に、後述する独占禁止法上の問題が起き、お客さま本位の営業体制およびコン

プライアンス体制をさらに強固なものとすることも重要な課題となっていた。

2006年 4月の組織改定は、①法人部門および企業金融部門の再編、②投資銀行部

門の再編、③個人部門の取引推進体制強化、④ CS（お客さま満足度）推進、コンプ

ライアンス体制などの強化、と多岐にわたった。

このうち、法人部門および企業金融部門の再編では、お客さまの経営課題解決ニー

ズに積極的にお応えしていくことを狙いとし、両部門の双方に属する新しい概念の営

業店であるコーポレート・アドバイザリー本部（CA本部）を設置した。CA本部には、

それまで法人部門・企業金融部門・投資銀行部門の中の各部に分かれていた、アドバ

イザリー機能を活用して法人取引を推進する組織を統合再編した。

CA本部の設置は、お客さまの企業価値向上への貢献などを、より一層実効的に行

う体制を整備することにより、「お客さまと共に発展する」という経営理念の実現を、

組織面から裏付けようとするものであり、CA本部を、従来からのフロント組織であ

る企業金融部門の営業部、法人部門の法人営業部と一体のダブルフロントとして、事

業拡大、企業再編など、お客さまの経営課題に応える総合的かつプロフェッショナル

なソリューションを提供する仕組みであった。

法人部門および企業金融部門の再編では、本店各部の体制見直しも行い、統括機能

を統合するために、両部門それぞれの統括部であった法人統括部と営業統括部を再編

して、法人企業統括部を設置した。また、改組前は法人部門に属していた外国業務部

と中国業務推進部を、企業金融部門との協働を一層促進するために、法人・企業金融

両部門に属する本店組織とした。

また、CA本部案件を中心として、各業務部門の法人取引協働が当初の組織理念通

り遂行されているかを定期的にモニターすることによって法人取引の円滑化を図るた
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めに、国内法人業務委員会と内外法人業務委員会を設置し、それぞれ頭取が委員長を

務めることとした。なお、これらの委員会は、部門の一体化の一層の進展に対応して、

2007年 7月、それぞれ国内業務委員会、内外業務委員会に変更した。

本社部門では CS推進体制やコンプライアンス体制の強化などを図った。

CS推進体制に関しては、「お客さまからの苦情・クレームの中に真実がある」とい

う CSの原点に立ち返り、お客さまの視点や目線に立って、当行の商品・サービス内

図表 2─4─1 ③　2006 年 4月の組織改定（法人部門・企業金融部門）

法人部門・
企業金融部門
双方に属する
本店各部と
営業店

営業審査第一部・第二部 企業審査部

SME業務部

法人審査第一部・第二部

（名古屋地区営業店※）

外国業務部

中国業務推進部

コーポレート・
アドバイザリー本部※

法人企業統括部
ソリューション推進室
不動産金融ソリューション室

営業統括部
戦略営業グループ

企業金融部門

法人統括部

外国業務部

中国業務推進部

ビジネスオーナー営業部

法人審査第一部～第三部

法人戦略営業第一部～第四部※

法人業務部
法人ソリューショングループ
（事業承継チームを除く）、
不動産ソリューショングループ
医療学校グループ、
営業開発グループ
企画開発グループ、
法人ソリューショングループ事
業承継チーム、
成長事業推進グループ
運用グループ

法人部門

企業金融部門

金融商品営業部

投資銀行部門

法人部門

（改組前） （改組後）

（再編）

（統合）

（室を設置）

（位置付け変更）

（位置付け変更）

（統合）

（統合）営業
推進
機能

（再編）

（第四部）

（機能移管）

（第一部～第三部）

（注１） 組織改定の対象となった関連部署以外の記載は省略している。
（注２） ※は営業店。
（注３）  企業金融部門では、審査担当部署の再編と併せて、主として大口問題先を所管していた本店営業第八部（戦略

金融部門廃止の際に設置、356ページの図表 2─3─2 ⑧の注参照）を廃止し、所管先を本店営業第七部に移管した。
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容・その販売手法について改善・向上を継続的に行っていく機能を強化することを狙

いとして品質管理部を設置した。品質管理部という名称は、製造業や有力なサービス

業の取り組みに学び、お客さまからの苦情・要望・批判などをデータベース化して全

行的な対応策の実施につなげていこうという当行経営陣の思いを込めたものであった。

このように銀行業務の CS・品質向上のために品質管理の考えや手法を取り入れたこ

とは、銀行界で先端的な試みであった。

コンプライアンスに関しては、体制の一層の強化および業務推進上の法務サポート

機能の充実を目的として、法務・コンプライアンスに係る諸機能を整理・再編し、新

たにコンプライアンス部門を設置した。コンプライアンス部門には総務部と法務部を

移管し、総務部を当行全体のコンプライアンス統括部署とした。

各部門が協働して顧客対応力を強化する体制を整備する取り組みは、2006年 4月

の組織改定における CA本部の設置以降も、繰り返し実施した。

2007年 4月の組織改定では、個人・法人・企業金融の各部門が一体となって、取

図表 2─4─1 ④　2007 年 4月の組織改定（プライベート・アドバイザリー本部関連）

SME業務部（事業継承グループ）

プライベート・アドバイザリー本部

プライベートバンキング事業部
執行管理室

ライフプランサービス営業部※

確定拠出年金推進室

企業金融部門

法人部門

個人部門

承継ビジネス事業部

プライベートバンキング事業部
執行管理室

職域取引事業部
確定拠出年金推進室

企業金融部門

法人部門

個人部門

（改組前） （改組後）

（設置）

（移管）

（移管、名称変更）

（機能移管）

プライベート・アドバイザリー本部の各部
個人・法人・企業金融の 3部門に属する

本店各部

（注１） プライベート・アドバイザリー本部関連の組織改定以外の部署の記載は省略している。
（注２） ※は営業店。
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引先企業のオーナーや社員などに商品・サービスを提供する効果的な協働体制を構築

するため、3部門に属する本店各部としてプライベート・アドバイザリー本部（PA

本部）を設置し、傘下に、個人部門に所属していたプライベートバンキング事業

部＊300とライフプランサービス営業部＊301（改組に伴い職域取引事業部に名称変更）

を移管・配置することとしたほか、事業承継に係るお客さまサポートを所管する承継

ビジネス事業部を新たに設置した。

外国業務に関しては、日系企業の海外進出や事業展開に伴うさまざまなクロスボー

ダーの課題に対して、部門横断的に対応できる体制を整備するため、2008年 4月の

組織改定で、外国業務部と中国業務推進部の機能を、法人・企業金融・国際の 3部門

に属する外国業務部とグローバル・アドバイザリー部として再編した上で、さらに、

2009年 4月には、業務運営の効率性を高めつつ、法人営業拠点の支援、お客さまの

海外事業支援への対応力を強化するため、外国業務部とグローバル・アドバイザリー

部を統合し、部名をグローバル・アドバイザリー部（GA部）とした。

図表 2─4─1 ⑤　2008 年 4月の組織改定（グローバル・アドバイザリー部関連）

外国業務部
外国業務部

グローバル・アドバイザリー部

中国業務推進部

企業金融部門 企業金融部門

法人部門

国際部門

法人部門

国際部門

（改組前） （改組後）

（再編）

アドバイザリー機能、
海外駐在

（再編）

（再編）

（注）グローバル・アドバイザリー部関連の組織改定以外の部署の記載は省略している。

＊300 新銀行発足時に個人部門の本店各部として設置されたプライベートバンキング営業部（264ページ参
照）が、2002年 12月の組織改定で個人部門の営業店に位置付けが変更となり、さらに 2006年 4月
の組織改定で、個人部門の本店各部であるプライベートバンキング事業部と、同じく営業店である
プライベートバンキング営業第一部・同第二部に分けられた。

＊301 2004年 2月に、個人業務部職域取引推進室を営業店と位置付けて設置。
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2008年 10月の部店長会議で奥は、各部門が協働してお客さまへの対応力を強化す

る体制づくりを続けてきたことを振り返って、次のような内容の訓示を行った。

3年かけまして、コーポレート・アドバイザリー本部、プライベート・アドバ

イザリー本部、グローバル・アドバイザリー部、一つ一つ作り上げてきたわけで

あります。企金と法人、法人と個人、そして国際、そういった組織の壁というの

は放っておくと自然に厚く高くなってしまうので、それを低くする、しかも隙間

を埋めてシームレスな組織に近付けることです。そのためのキーワードというの

は、一言で言えば“共有”であります。何を共有するかというと、一つは“価値

観”、二つ目は“知識・ノウハウ”、三つ目は“情報”、最後はその結果としての

“収益”であります。これをまとめると、“価値観”は Valueであり、“知識・ノ

ウハウ”は Knowledgeであり、“情報”は Informationであり、“収益”は Profit

であるので、頭文字を取れば「VKIP」の四文字、これをよく頭に入れていただ

きたいと思います。

部門間の協働の実効性を高めるために、体制の見直しはその後も続いた。2010年 4

月には、中国マーケットにおける内外連携強化などを狙いとして、当行中国現地法人

図表 2─4─1 ⑥　三つのアドバイザリー組織

プライベートバンキング

職域取引

事業承継ビジネス

個人顧客のニーズと法人顧客のニーズが交差する分野を捕捉
プライベート・アドバイザリー本部

グローバル組織再編対応

海外進出支援など

グローバル展開企業に対するソリューション提供力の強化
グローバル・アドバイザリー部

M＆A

資金調達

資本政策

法人顧客の経営課題に対するソリューションの提供推進
コーポレート・アドバイザリー本部

個人部門 企業金融部門法人部門 国際部門
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の日系企業取引に関する業務推進・管理機能を国際統括部から法人企業統括部へ移管、

さらに 2011年 4月には香港支店および台北支店における日系企業取引の所管を法人

企業統括部へ移管した。これらの改組は、当行内部で国内・海外の壁を取り払う「内

なる国際化」を象徴する取り組みであった。

合併前に法人・個人業務を分ける経営判断を行った当時から大きな課題であり続け

た法個協働についても、PA本部の機能を利用した連携の仕組みだけでなく、地域法

人営業本部長とブロック部長を共に法個協働推進責任者に任命してミッションを明確

化したり、拠点協働体制を強化したりするなど、推進体制の強化を図っている。

（2）一体感醸成を促す仕組み

部分最適化と全体不整合を正し、お客さま第一主義の一層の徹底と行内の一体感醸

成を促すために、組織面からだけでなく、業績評価制度の見直し、意識改革の側面か

らも仕組みづくりを実施した。

業績評価において単年度の収益など短期的な数値目標に目線が向き過ぎると、お客

さま本位の営業をするために部門間で協働するというあるべき姿から離れて各部門・

各部店の利害を優先する動きを誘引するおそれがある。後述する独占禁止法上の問題

も、バランスシートのクリーンアップが銀行にとって大きな経営上の課題であった一

時期に、短期的な収益貢献を評価する体系と、CS、コンプライアンスとのバランス

が崩れたことが一つの要因となっていた。

このような芽を摘むために、2006年度以降、業績評価において、顧客基盤の拡充

など持続的成長に資する項目や、CSの向上やコンプライアンス遵
じゅん

守
しゅ

の状況、他部門

との協働など拠点運営・顧客志向に着目した項目を一層重視する大幅な改定を行った。

新しい業績評価制度では、単年度収益、持続的成長、拠点運営・顧客志向の三つの大

項目＊302を同等の重み、配点で評価する体系として、法人部門、企業金融部門は

2006年度から、個人部門は 2007年度から実施した。

また、全行的に組織の壁を取り払い、価値観や知識、情報など「VKIP」を共有し、

継ぎ目のない（シームレスな）銀行、一つの銀行、“One Bank”としてお客さまに商

＊302 三つの大項目の名称は、その後、年度や部門によって変更が行われ、2010年度は、個人部門で単年
度業績、持続的成長、拠点運営・顧客志向、法人部門と企業金融部門で財務的成果、持続的成長、
拠点運営となっている。
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品・サービス、ソリューションなどを提供していく姿を表す

言葉として、奥は“One SMBC”という表現で部門間の協働、

一体感の醸成の重要性を終始強調した。この重要性は銀行単

体にとどまることではなく、三井住友フィナンシャルグルー

プ全体でも、一つのグループ、“One Group”としてお客さ

ま第一主義に徹する姿勢が求められるため、“One SMFG”という表現も使われた。

2007年 10月に SMBCバッジを導入し、国内・海外の当行役職員およびグループ

会社等社員＊303を対象に配布したことも、行内的な一体感の醸成に向けた取り組みの

一環であった。

◉現場直視によるフロント力の強化
現場直視とは、「全ての施策は、お客さまとの接点である現場の実態を直視し、現

場を強くするためのものでなければならない」「銀行の隅々まで現場感覚がみなぎっ

ていなければならない」ということであり＊304、これを実現するために行った施策が

フロント力の強化である。

前述した組織見直しや業績評価制度の改定も、業務運営の枠組みや流れの整理、業

務目標の設定方法の変更などによって現場の負担を軽減し、お客さま本位の営業に一

層注力できるようにする環境づくりであったが、さらに現場直視の経営を進めるため

に、①事務手続きの改定や各種システムの更新などによる業務・事務プロセスの合理

化・効率化、②人員投入、人材育成、③営業店の内外装のリニューアル工事など、来

店するお客さまと勤務する従業員の双方に配慮した店舗インフラの改善などを進めた。

（1）業務・事務プロセスの合理化・効率化

お客さまとの接点であるフロントには、お客さまが持っているニーズや悩みなどさ

まざまな情報の入り口として、また商品・サービスなどを提供する窓口として、本来、

お客さまと接する機会をできる限り増やすことが期待されている。しかし、経営首脳

交代後、間もなく始めた法人取引推進体制の強化に向けたプロジェクトでは、行内向

けの業務・事務に時間を取られることによって、お客さまと接する機会をなかなか増

やせずにいる現場の実態が浮かび上がっていた。

＊303 業務面で銀行と一体運営し、銀行拠点で勤務するグループ会社など。
＊304 2007年 4月 6日の部店長会議における頭取訓示による。

SMBCバッジ
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そこで、フロント力を強化する施策の一つとして、業務・事務プロセスの合理化・

効率化に資するさまざまな対策を行い、その成果として生み出された時間を、お客さ

まと向き合う機会や、スキルアップ、自己啓発の時間に充てることができる環境を整

えていった。

業務・事務プロセスの合理化・効率化のための対策は多方面にわたったが、そのう

ちシステムの構築や更新・改善による効果を狙った例としては、統合与信管理システ

ムⅡ、外為事務集中システム FLEKS（フレックス）、新営業店端末 CUTE（キュート）

などがある（491ページ以降参照）。また、フロントミーティング＊305で出た電話照会の

「たらい回し」に関する意見は、現場からの照会の後ろにはお客さまの存在があると

いう指摘を伴うものであり、看過できない問題であった。その後、事務統括部では電

話照会と対応の円滑化を図る一助として、2007年 10月、イントラネット「行内電話

番号簿」の機能を強化し、所管業務情報による検索機能の追加などを行った。

システムの改善や更新以外にも、本店各部から出される通達を絞り込んだり、各種

手続きに関する規程類を職務権限の簡素化に合わせて改定したりすることによって、

フロントが行内向けの対応や業務・事務処理に割いている時間を削減する対策を打っ

た。『国内事務取扱手続』の見直しでは、その後の CUTEの稼働に伴い、CUTEとの

連携によって効率化の効果をさらに高めた。

また業務合理化への取り組みとして、法人部門において遠隔地取引の近隣店への移

管を実施した。

（2）人員投入、人材育成

アドバイザリー本部の先駆けとして CA本部を設置したこと、個人部門でコンサル

ティング営業のチャネル拡充に向けてコンサルティングプラザ、コンサルティングオ

フィスの純増を図ったことなどに対応して、フロント力の強化には人員投入が不可欠

であった。また、与信管理強化のために法人部門の営業店に設置することとした与信

グループへの人員配置も必要であった。このため、本店各部からフロントへの人員シ

フトを積極化し、専門性の高い分野では中途採用も進めた。

一方、新人の採用については、2001～ 2004年度入行者が平均約 740人であったの

＊305 頭取によるフロントミーティングは 2006年 7月から 2007年 12月にかけて計 12回行われ、部店長、
グループ長、担当者など、さまざまな階層の従業員が参加した。
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に対して、2005、2006年度は平均約 1,040人、2007～ 2009年度は同じく約 1,780人

と、業務拡大への対応の必要性などから 2005、2006年度を境に大幅に増加させた。

合併前にも新人の採用数には諸情勢の影響を受けて変動があったため、結果的に、当

行の年齢別人員構成は「脚の少し太いワイングラスの形状」＊306となった。

人員構成の形状にかかわらず、人材の育成は持続的な成長を支える生命線ともいう

べき経営課題であり、頭取就任直後の部店長会議において奥が「部店長に望むこと」

として最初に言及した内容も「人材を育成し、自由闊達な職場をつくる」であった
（370ページ、図表 2─4─1 ①参照）。これは、経営理念の中の「勤勉で意欲的な社員が、

思う存分にその能力を発揮できる職場を作る」という考えに立脚するものである。

このような重要性に加えて、ワイングラスの台座部分に当たる若手の早期戦力化は、

その成否によって当行の競争力を左右するキーポイントであった。若手の指導・育成

に直接当たる中堅層の絶対数が少ないという状況（ワイングラスの形状に例えれば持

ち手部分）に対応するため、集合研修において現場の OJTを代替するプログラムを

導入したが、他方で、人材育成は部店長の最重要業務の一つであるという一貫した考

えで、人材育成、とりわけ若手の早期戦力化について、部店長が自ら、時間とエネル

ギーを惜しまずに対面で取り組むよう、部店長会議の都度、訓示を行った。

同様に、人材育成に関する訓示では、女性が働きやすい職場づくりを一例とするダ

イバーシティ推進の重要性に触れることを常として、当行の持続的成長に欠かせない

要素であるという姿勢を明確に表した。

自由闊
かっ

達
たつ

な職場、議論の活性化を重視する姿勢は、フロントでの人材育成という観

点にとどまらず、業務執行に関する最高意思決定機関である経営会議のあり方にも及

び、論理的な組み立てに基づく明確な結論、指示事項のフォローアップを柱に議論の

活性化を図った。

さらに 2006年 1月以降、オフサイトミーティングと名付け、経営会議役員が年に

2回（原則 7月と 12月）、基本的に土曜日のほぼ 1日を使って経営全般にわたる議論

を行う機会を設けた。このミーティングからは、不動産法人営業部の設置（426ページ

参照）や、前述した中国現地法人、香港支店などの日系企業取引の所管部門変更と

いったアイデアが生まれた。

＊306 2008年 4月 4日の部店長会議における頭取訓示の中の表現。
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（3）店舗インフラ

個人部門のコア事業の一つであるコンサルティングビジネスを推進するに当たって

は、営業拠点数の増強（量の面からの強化）と、各拠点の美化や機能整備（質の面か

らの強化）が有効な対策になるはずであった。そこで、フロント力の強化の一環とし

て、コンサルティングプラザやコンサルティングオフィスの増設、既存店の店舗イン

フラ見直し（富裕層向け応接ゾーンの設置など）を行った。

営業拠点数の増強については、従来型店舗についても出店ペースを加速させ、特に

東海地区については店舗ネットワークが他行比劣後していたため、地域戦略の観点か

ら重点的な取り組みを行い、2008年 3月以降約 2年間に 11カ店出店して支店数を倍

増させた。

このような営業力の強化を直接的な狙いとする施策に加えて、お客さま満足度

（CS）向上と従業員満足度（ES）向上の観点から営業店舗の内装などの美化工事、さ

らにはフロントの従業員の執務環境を整備するためにレイアウトの改善や執務スペー

スの捻出にも取り組んだ。その背景の一つとして、現場からの切実な要望があった。

合併前の旧両行当時からの経費削減努力や合併直後から取り組んだ経営効率化推進策
（223ページ参照）によって劇的なコスト削減を実現した反面、店舗インフラの改善な

どに対応できないままになっていた面があり、フロントミーティングでも、さまざま

図表 2─4─1 ⑦　東海地区における支店の新規出店状況

岡崎
2008年 10月 14日

赤池
2008年 9月 16日

池下
2008年 3月 17日

一社
2008年 3月 17日

藤が丘
2009年 2月 9日

いりなか
2010年 3月 15日

天白植田
2009年 6月 1日

八事
2009年 3月 16日

名古屋駅前 名古屋栄
本山

上前津名古屋

岐阜

浜松
豊橋

豊田

刈谷

（JR）（その他の鉄道）　　 （名古屋市営地下鉄）

御器所
2009年 11月 16日金山

2010年 3月 23日

野並
2009年 12月 14日

野並
2009年 12月 14日

赤池
2008年 9月 16日

池下
2008年 3月 17日

一社
2008年 3月 17日

藤が丘
2009年 2月 9日

いりなか
2010年 3月 15日

天白植田
2009年 6月 1日

八事
2009年 3月 16日

名古屋駅前 名古屋栄
本山

上前津名古屋

岐阜

浜松
豊橋

豊田

刈谷

岡崎
2008年 10月 14日

（JR）（その他の鉄道）　　 （名古屋市営地下鉄）

御器所
2009年 11月 16日金山

2010年 3月 23日

（注）●が 2008年 3月以降の新規出店（■はその前から設置していた支店）。
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な要望や意見が出ていた。それらへの対応は、現場の声に具体的かつ迅速なフィード

バックを行うという姿勢を示すものであった。また 2005、2006年当時、アスベスト

に起因する健康被害が社会問題化していたことを踏まえて、お客さまと従業員の安

全・安心を確保するために、店舗をはじめ各施設の実態を調査し、対策が必要な場合

にはアスベストの除去や飛散防止処理を行うなど、従業員の健康管理にもきめ細かく

対応した。

なお、フロント力の強化に関する対策とは背景が異なるが、インフラ関連の大きな

動きという点において、大手町地区への本店ビル移転構想が固まったのも 2005年で

あった。そもそもの発端は、本店があった日比谷三井ビルディングの所有者である三

井不動産から、日比谷地区再開発の一環として大手町地区への移転の提案があったこ

とであったが、当行としても本店機能の集約を検討していたことから、その絶好の機

会と考え、2005年 7月の経営会議で移転を決断した。本店移転は合併 10年目の 2010

年 10月に実現し、新たな 10年への挑戦の開始を前に、グローバルに事業展開するに

ふさわしい本拠地を得た。また、これを単なるオフィスの移転で終わらせるのではな

く、本店各部の業務のあり方を抜本的に見直す機会とした（545ページ以降参照）。

◉グループ事業戦略の展開
（1）クレジットカード事業、リース事業、消費者金融事業

経営首脳交代直後の部店長会議（2005年 7月）において、北山が三井住友フィナ

ンシャルグループ社長として「グループ経営の成否が今後の帰趨を決める」という認

識に基づき、経営方針の第 1点として「お客さまの視点に立った新たな価値の創造の

ためのグループ戦略」を掲げたことに象徴されるように、複合金融グループとしての

ビジネスモデル確立は、持続的成長に不可欠であった。

2007年前後は、グループ事業戦略にさまざまな節目の出来事やその後の伏線とな

る出来事が重なった。

クレジットカード事業については、4月に、中部圏を地盤とするセントラルファイ

ナンスとの提携を発表した。具体的には、三井住友フィナンシャルグループと当行ほ

かグループ 2社（三井住友カード、クオーク）は、2007年 4月、セントラルファイ

ナンスおよび三井物産と資本業務提携契約を締結し、セントラルファイナンスが新た
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に発行した普通株式および転換社債型新株予約権付社債（CB）を引き受けることに

より、SMFGと当行で同社議決権総数の約 20％＊307を保有することとした。旧 UFJ

グループであるセントラルファイナンスとの提携は、クレジットカード・信販事業の

強化という狙いの他に、東海地区における当行グループのネットワーク拡大、プレゼ

ンス向上という地域戦略としての意義も含んでいた。

次いで 7月には、ダイエー系列のオーエムシーカードとの間で資本提携を含む戦略

的提携に合意した。この提携の実現により、ダイエーおよびその子会社からの株式取

得、ならびにダイエーが信託設定したオーエムシーカード株式の信託受益権を当行が

取得する形で、同社株式の 32.62％を所有した＊308。

これらの布石は、その後 2009年 4月に、セントラルファイナンス、オーエムシー

カードにクオークを加えた 3社の合併によるセディナの誕生に発展した。この結果、

三井住友フィナンシャルグループは、2008年 10月に設立したクレジットカード業務

に係る戦略策定、連携体制の構築を担う中間持株会社の SMFGカード＆クレジット

を介して、傘下に三井住友カードとセディナという二つの有力なクレジットカード会

社を有することとなり、グループトータルでのスケールメリットの追求と、各社の強

みをいかした連携体制の構築によるシナジーを発揮することで、わが国ナンバーワン

のクレジットカード事業の実現を目指している。

リース事業については、2006年 10月に公表した住友商事グループとの戦略的共同

事業化の基本合意とその後の準備期間を経て、2007年 10月 1日に三井住友ファイナ

ンス＆リース＊309、住友三井オートサービス＊310が発足した。事業環境の大きな変化

として、2008年 4月以降開始の会計年度から、リース取引に係る新しい会計基準

（2007年 3月公表）の適用が控えている中での、銀行系リースと商社系リースという

二つのビジネスモデルの融合という大きな挑戦が生む効果について、市場からも強い

期待が寄せられた。

三井住友ファイナンス＆リースは、2008年 12月に住友商事と共同で航空機オペ

＊307 転換社債型新株予約権付社債の全てが当初行使価格にて株式に転換された場合の比率。
＊308 その後 2008年 10月に、SMFGは、オーエムシーカード発行の普通株式（約 160億円）と転換社債

型新株予約権付社債（130億円）をそれぞれ第三者割当の方法により引き受け、SMFGグループの
議決権比率は 48.77％となった。

＊309 住商リースと三井住友銀リースが合併。なお、2008年 9月には、三井住友ファイナンス＆リースに
対する SMFGの出資比率を 55％から 60％に引き上げた。

＊310 住商オートリースと三井住友銀オートリースが合併。
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レーティングリース事業を展開する新会社を設立するなど、その後も共同事業の拡充

や他社との新たな業務・資本提携を行いながら、わが国ナンバーワンのリース事業確

立を目指している。

一方、消費者金融事業については、2006年 12月の改正貸金業法の成立などによっ

て事業環境が大きく変わりつつあった（413ページ参照）。厳しさを増す事業環境の中で、

持分法適用会社のプロミス＊311が生き残りをかけて、三洋信販に対し TOBを実施し

たのもこの時期に当たる。なお、プロミスを巡って、グループ事業戦略が新たな展開

をみせるのは 2011年度以降となる。

（2）証券を巡るグループ事業戦略

証券業務のグループ会社を巡る 2007年前後の動きとしては、当行の 40％出資子会

社でリテール証券業務を担っていた SMBCフレンド証券を、2006年 9月に三井住友

フィナンシャルグループの完全子会社とした。SMBCフレンド証券は旧両行の親密

証券会社であった 5社（明光証券、ナショナル証券、山種証券、神栄石野証券、泉証

券）が 1999年以降に順次合併してできた会社で、合併により中堅証券会社といわれ

るまでに業容が拡大していた。完全子会社化は、グループとしての連携を一段と強化

するためのものであった。

一方、ホールセール証券業務を巡るグループ事業戦略は、リテール証券業務や、ク

レジットカード事業、リース事業などに比べて、国内の金融規制や世界的な金融情勢

の動向、個々の金融機関の経営戦略の違いなどの要素が絡み合いながら進む、より複

雑な展開となった。

すなわち 2007年は、1997年に日本版ビッグバンの全体像やタイムスケジュールが

策定されてから 10年に当たっていた（55ページ参照）。日本版ビッグバンでは、2001

年までにわが国の金融市場をロンドン、ニューヨーク並みの国際金融市場として再生

するという目標が掲げられたが、2007年になっても実状は目標に程遠かった。6月に

閣議決定された「経済財政改革の基本方針 2007」（骨太の方針 2007）の中では、成長

力の強化を目指す政策の一つとしてグローバル化改革と銘打った一群の構想が盛り込

まれ、その中では、「金融・資本市場競争力強化プラン」を 2007 年内をめどに金融庁

＊311 2004年に業務提携に加えて資本提携を行ったことにより、プロミスは当行の持分法適用会社になっ
ていた。2004年の提携は 279ページ参照。



386　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

が取りまとめ、政府一体として推進することとされた。

その後、12月に金融庁から公表された「金融・資本市場競争力強化プラン」には、

「金融サービス業の活力と競争を促すビジネス環境の整備」という項目が設けられ、

銀行・証券の業務範囲規制緩和を含む一連の方向性が打ち出された＊312。

その「金融・資本市場競争力強化プラン」は、銀行と証券のあり方を含めて長年議

論が行われてきた業務範囲規制緩和の動きに本格的な展望を開く契機であったが、こ

れとほぼ同じ時期に、ホールセール証券業務を巡る当行のグループ事業戦略も 10年

という節目を迎えようとしていた。金融危機の発生によって市場や金融機関を取り巻

く情勢が緊迫する中で、当時の大和証券首脳から協働の申し込みがあったのが 1997

年末、その後の協議を経て大和証券との戦略的提携を発表したのが 1998年 7月、投

資銀行業務などの合弁事業を開始したのが 1999年 4月であった（117ページ以降参照）。

過去の実績と課題を振り返り、併せて金融規制や業務環境などの変化も踏まえて、改

めて将来のあるべき姿を探るには、10年は区切りのよい時期であった。

まさにそのような時期に、サブプライムローン問題を端緒とする世界的な金融危機

の中で、証券を巡るグループ事業戦略に新たな展開が生じた。世界金融危機で多額の

損失を計上した米シティグループが、2009年 1月、日興シティホールディングス（日

興シティ HD）の大半の事業を含む世界的な事業再編計画を公表し、当行および三井

住友フィナンシャルグループは、グループ内に質と規模を備えた総合証券会社を構築

することを目指して、日興シティ HD傘下の日興コーディアル証券などの事業の取

得に乗り出した。

詳細は、第 6章第 1節の中で「銀証連携の枠組みの変更」として後述するが、最終

的に当行および三井住友フィナンシャルグループは日興コーディアル証券を中心とす

る事業を取得する一方で、証券業務戦略の新しい枠組みについて考え方の違いを埋め

ることができなかった大和証券グループとの合弁事業を解消することとなった。

これについて奥は、頭取メッセージ「日興コーディアル証券　SMFGグループ入

りにあたって」（2009年 10月）の中で、次のように述べた。

SMFGは 10年に亘る大和証券グループとのホールセール証券業務における合

＊312 その後、2008年 6月 6日に成立した改正金融商品取引法で、証券会社・銀行・保険会社間のファイアー
ウォール規制の見直し、銀行等・保険会社の業務範囲の見直しなどが行われた。
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弁事業を、発展的に解消することとしました。これは、10年という節目に際し、

その間の大きな外部環境の変化への対応を含め、様々な観点からこれまでの投資

銀行戦略に関する成果や反省を十分に検証し、当グループの更なる成長・飛躍を

実現するための決断であります。

従って今後は、証券ビジネスについては日興コーディアル証券をグループの中

核と位置づけ、事業展開して行くことになります。（中略）

今回の日興コーディアル証券の買収は、大手銀行・証券の新たな金融ビジネス

モデルの構築を狙うものであり、後世の人から、あの時が日本の金融業界のター

ニングポイントであった、と言われるであろう大事業です。役職員一同が総力を

結集し、この歴史的事業の成功に向けた第一歩を力強く踏み出して行かなければ

なりません。私自身もその実現に向け、惜しみなく努力して参ります。

2009年 10月 1日に三井住友銀行の完全子会社となった日興コーディアル証券

（2011年 4月 1日、SMBC日興証券に社名変更）は、SMFGグループの中核証券会社

として、グループ協働事業の重要な一翼を担っている。

◉アジア、環境など成長領域への注力
世界地図の中で考え成長機会をグローバルに捕捉しようとすれば、地域的な視点で

は世界の成長センターであるアジア、また分野としてはグローバルに金融ニーズの拡

大が見込まれる産業や事業への取り組みが欠かせない。

アジア戦略に関しては、中国に現地進出している日系企業との取引拡大を図るため

に、経営首脳交代後、2007年の天津支店天津濱海出張所開設を皮切りに営業拠点増

強に注力し、2009年に現地法人を設立してからは、現地法人の支店、出張所の増設

を続けた。また、日系企業が中国一極集中のリスクを回避して進出する傾向が強まっ

ていたベトナムにも 2支店を開設した（うち 1支店は駐在事務所からの格上げ）。

また、現地進出の日系企業に対する金融サービス強化に加えて非日系企業との取引

も念頭に置いて、アジアの金融機関とのアライアンス戦略も重視し、韓国、台湾、香

港、インドネシア、インド、マレーシアなどの銀行と業務提携・資本提携を進めた。

中でも韓国、台湾、香港における提携は、地場での取引はもちろんのこと、当行の自

力だけでは難しく、リスクも大きい中国市場での将来的な協働を展望したものである。

なお既述した通り（377、381ページ参照）、グレーターチャイナ地域（中国大陸、香港、



388　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

台湾）における日系企業取引については、部門間の協働の実効性を高めるために、企

業金融部門および法人部門を統括する法人企業統括部へ所管を変更している。

グローバルに金融ニーズの拡大が見込まれる事業としては、オーストラリア（豪

州）やアジアなどにおける大型のインフラ整備や資源開発に伴うプロジェクトファイ

ナンスがあり、国際部門と投資銀行部門の協働により、取り組みを強化した。経済発

展に伴うインフラ事業などの金融ニーズという点では中南米も有望であり、営業拠点

の無かった国への出張所の開設の他、ブラジルでは既存の現地法人の活用を図った。

環境ビジネスにも早くから着目し、邦銀で初めて、排出権取引の専門部署を設置し

て、関連業務を推進する体制を整えた。2010年には、環境ビジネスを含む四つの成

長産業分野に対する取り組みを強化するために、行内に横断組織として成長産業クラ

スター・プロジェクトチームを立ち上げ、産官学との連携や国内外のネットワークを

通じた情報集約などを通じて、お客さまにとってのビジネスチャンスの拡大、発掘・

創出を中長期的な視点から推進している。

成長産業クラスター・プロジェクトチームは、「VKIP」（377ページ参照）を共有し付

加価値を創造してお客さまに提供することによって対価として収益を得るという経営

のあり方を、成長領域への取り組みとして、形にしたものである。
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	 2	 残された課題の解決とLEAD THE VALUE 計画の策定

◉独占禁止法上の問題への対応
「最高の信頼を得られるトップバンク」を目指し、お客さま第一の経営理念を掲げ

て第一歩を踏み出した新経営陣であったが、就任早々、経営理念にそぐわない営業活

動の存在が発覚し、その教訓をもとに、「お客さまを起点とした考え方、コンプライ

アンス重視の姿勢」を一段と徹底することとなった。

経営首脳の交代後間もない 2005年（平成 17年）12月、当行は公正取引委員会から、

独占禁止法第 19条に定める不公正な取引方法の一類型である「優越的地位の濫用」

に該当する行為が認められたとして、同法第 48条に基づく勧告を受けた。勧告書の

中で当行は、2002年から 2004年にかけて行われた複数の行為を例に、一部の法人取

引先との融資に係る手続きを進める過程において金利スワップの購入を余儀なくさせ

る行為を行った旨の違反行為を指摘され、違反行為の取り止め、金利スワップの取り

扱いに関する内部規定の整備等を求められた。公正取引委員会が大手銀行に対して独

占禁止法上の不公正な取引について法的措置をとったのは、1957年（昭和 32年）以

来ほぼ半世紀ぶりのことであった。当行は 2005年 12月の取締役会において当該勧告

を応諾することを決議し、公正取引委員会に勧告応諾書を提出した。当行の応諾を受

けて、公正取引委員会は同月中に勧告と同趣旨の審決を行った。

本件に関して、当行は 2006年 4月、金融庁から銀行法

第 26 条第 1 項に基づく行政処分（業務停止命令、業務改

善命令）を受けた。業務停止命令の内容は、①法人営業部

における金利系デリバティブ商品（組込商品を含む）に係

る販売業務（提案・勧誘を含む）を、2006年 5 月 15 日か

ら 11月 14 日までの間停止すること（既存顧客から当該商

品購入に係る自発的かつ合理的な意思表示があり、かつ、

そのような意思表示であることが客観的に認められる場合

を除く）、②法人営業部の新設を、2006年 5月 15 日から

2007年 5月 14日までの間、行わないこと、という厳しい

内容であった。
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当行は、公正取引委員会からの勧告後、直ちに信頼回復に向けた対応に取り組んだ。

2005年 12月に、独占禁止法の遵守状況のモニタリング、指導を専門的に担当する独

占禁止法モニタリング室を総務部に設置したほか、公正取引委員会が指摘した事例以

外にも問題となる取引がないかを把握する個別事案の実態調査および違反行為を引き

起こした原因を探る当行の態勢面の調査に着手した。これらの調査のために、社外弁

護士 1人を含む特別調査委員会を設置し、さらにその傘下に弁護士および当行の独占

禁止法モニタリング室員などで構成される調査部会を設置した。

調査の対象と方法については、個別事案の実態調査は、2001年 4月以降の当行の

金利スワップ先、18,162社（解約先を含む）の全社を対象にし、当行から出状した調

査票に金利スワップの勧誘・販売時における当行の優越的地位の濫用に関して「問題

あり」と認識すると回答した企業および架電などによって調査要請のあった企業の合

計 2,200社については、①調査スタッフによる関係者ヒアリングを含む検証、②調査

部会の弁護士による第 1次判定、③特別調査委員会による最終判定、というプロセス

を踏んだ。一方、態勢面の調査では、特別調査委員会において、関係する当行役員、

本店各部長などへのヒアリングなどを実施した。

当行は、2006年 4月、これらの調査の結果の概要を公表した。個別事案の実態調

査では、優越的地位の濫用事案が 17社、その懸念事案が 51社と判定した。金利ス

ワップの販売は、複数の部門で実施していたが、問題が認められたのは、いずれも、

主に中小企業との取引窓口である法人営業部であった。一方、態勢面の調査では、法

人営業部による金利スワップの販売態勢について、以下の問題が明らかにされた。

①法人部門の収益目標において、一部の法人営業部ではマーケットの特性等が十分

に勘案されずに高めに設定された結果、金利スワップの取り組みが数多く推進さ

れる中で、一部に、行き過ぎた営業活動が見受けられた。

②統括部署による各法人営業部の指導で、実績の中身や業務推進の細かな検証が十

分でなかった。また、法人営業部の評価において、当年度の収益目標達成度が、

営業基盤づくり等の中長期的な目標達成度と比べ、相対的に高い評価ウェイトと

なる傾向にあった。

③金利スワップの販売ルールに関して、デリバティブの仕組みに関する説明要領等

が中心で、お客さまの業況、業容等に配慮した注意喚起などが十分に検討されて

いなかった。

④各営業店のコンプライアンス・オフィサーが営業ラインから完全には独立してお
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らず、業務計画および業務推進に関し、コンプライアンス面の検討・施策が不足

していた。

⑤金利スワップ販売のモニタリングについて、苦情対応については、個別の案件対

応に偏り、商品自体を見直し、改善する機能が不十分であったほか、法人のお客

さま向けの CSアンケートの分析が不十分であった。

⑥法人営業部や本店各部に対する監査において、独占禁止法遵守の観点、優越的地

位の濫用防止の観点が不十分であった。

特別調査委員会の報告書は、これらの結果から、独占禁止法上の問題を起こした原

因について、「収益目標を掲げ、これを推進する一方で、それに見合った業務管理や

牽制機能が十分ではなかった」と総括した。また、事態の背景として、金利スワップ

の推進に携わった本店各部スタッフや法人営業部の担当者において、「お客さま本位」

という意識の徹底さを欠いた面があったという認識を示した。

これらの対応を行った上で、当行は 2006年 6月、金融庁に前述の業務改善命令に

基づく業務改善計画を提出し、その要旨と関係者の処分内容を公表した。要旨には、

経営姿勢の明確化については、①外部有識者を委員長とし当行の法令等遵守、CS・

品質管理等に関する諸施策を客観的に審議する業務管理委員会の設置＊313、②従来の

CS委員会を発展的に解消した上で、頭取を委員長として全経営会議役員を構成員と

する CS・品質向上委員会の設置、③ CCFアクションプランの策定・実施、などを盛

り込んだ。このうち、CCFアクションプランの CCFとは、Customer Comes First、

Compliance Comes First の二つの意味を併せ持つ略語である。お客さま本位の営業態

勢、法令等遵守態勢の整備・定着に向けた取り組みとして、毎年度、取締役会におい

て、各業務部門の CCFアクションプランを決議し、その進捗状況・結果を把握する

こととした＊314。また、三井住友フィナンシャルグループでは、2006年 7月、持株会

社としての管理・検証機能を強化する目的でグループ業務管理室を設置し、三井住友

銀行の業務運営状況の適切性を検証していくこととした＊315。

業務面の見直しについては、①業績評価上、単年度の収益計上、中長期的な店づく

り、拠点運営（コンプライアンスや顧客第一主義）を同等に評価する評価体系の改定、

＊313 業務管理委員会は、2008年 4月の組織改定で廃止され、同委員会の機能は、CS・品質向上委員会お
よびコンプライアンス委員会に引き継がれた。
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②業務計画策定方法の見直し、③「適正営業に関する指針」の制定、等を盛り込んだ。

また、商品・サービス等については、CS・品質向上とコンプライアンス態勢強化の

観点に基づき、『商品・サービス品質管理規則』と『商品・サービス見直しクライテリア』

を制定した。さらに、管理面の見直しについては、①法人部門に業務ラインから独立

したコンプライアンス統括オフィサー＊316を地域法人営業本部に配置するなどのコン

プライアンス態勢の改定・強化、②法令違反行為等の早期発見を図るため、外部弁護

士等による通報受付を制度化した内部通報制度・SMBCアラームラインの運営態勢

＊314 具体例については、法人部門において初年度の 2006年度に CCFアクションプランに則って導入し
た主な新規施策は、次の通り。

 ①「適正営業に関する指針」の制定
   適切な販売勧誘態勢の構築と定着を図るための各種行動原則を制定。
 ②成約後のアンケート実施
   商品・サービス成約後のお客さまにアンケートを行うことにより、商品等の販売姿勢、説明状況、

法令遵守の状況等を検証。実施頻度は 3カ月に 1回以上。名称は「スポットモニタリング」。
 ③研修会の実施
   適切な説明・販売態勢を確保する観点から、商品販売等に関するケーススタディー、新商品や大

幅な商品改定、苦情事案等を内容とする研修を原則 3カ月ごとに実施。各営業店から 1人以上が
参加し、参加者は原則 3営業日以内に所属営業店で勉強会を実施する。

＊315 独立室として設置したが、2008年 4月、持株会社としてのより効率的・効果的な内部統制体制を構
築するために監査部の部内室とした。

図表 2─4─2 ①　CS・品質向上とコンプライアンス態勢強化に向けた取り組み

CS・品質向上

…391ページ参照

コンプライアンス態勢強化

組
織
面

運
用
面

CCFアクションプラン
Customer Comes First, Compliance Comes First

金融商品取引法対応

リスク管理の高度化（バーゼルⅡ対応）

…477ページ参照

…470ページ
参照 マネー・ローンダリング対応の高度化

…479ページ
参照

■CS委員会を発展的に解消し、
　CS・品質向上委員会設置（SMBC）

…391ページ参照
■品質管理部設置（SMBC）

…375ページ参照

■業務管理委員会設置（SMBC）
…391ページ参照

■コンプライアンス部門設置（SMBC）
…375ページ参照

■コンプライアンス統括オフィサー設置（SMBC）
…392ページ参照

■グループ業務管理室設置（SMFG）
…391ページ参照

■コンプライアンス違反等の早期発見
　・SMBCアラームラインの整備

…392ページ参照

■お客さま本位の意識を
定着させる施策
・お客さまの声の集約・活用

…393、410ページ参照
・評価体系、研修の改定

…391ページ参照

■業務計画、業務推進方法の見直し
　・「適正営業に関する指針」の制定 …392ページ参照
　・業務計画策定方法の見直し
■商品・サービス等の見直し
　・商品・サービス品質管理規則の制定 …392ページ参照
　・商品・サービス見直しクライテリアの制定 …392ページ参照
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の整備＊317、③品質管理部におけ

るお客さまの声の集約・一元化、

個別苦情への適切な説明・対応の

確保および本店各部への改善提案

等の実施、などを盛り込んだ＊318。

この問題に関して、奥は 2006

年 11月、『三井住友フィナンシャ

ルグループ CSRレポート 2006』

で、次のような頭取メッセージを

明らかにした。

三井住友銀行は、2005年 12月に公正取引委員会の審決を、2006年 4月には金

融庁の行政処分を受けました。お客さま、株主の皆さま、その他関係者の方々に

多大なご心配、ご迷惑をおかけいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。
（中略）

今回の事態に至った要因をひとことで言えば、業務の推進と管理のバランスが

崩れてしまったことにあると考えています。

1990年代以降の厳しい金融経済環境下、バランスシートのクリーンアップが

銀行にとっての大きな経営上の課題となっておりました。私企業である以上、収

益を重視することは当然ですが、それはあくまでもお客さまと銀行の間に対等な

信頼関係があることが前提です。したがって、コンプライアンスや CS（お客さ

ま満足）といった業務管理の重要性については行内に繰り返し指導してきたつも

りではありましたが、結果として見れば、業務の推進と管理のバランスが崩れて

いたことは否定できず、この点、大いに反省するところであります。

このため、再発防止策といたしまして、お客さま本位の営業体制およびコンプ

＊316 本件の業務改善計画要旨で言及されたコンプライアンス統括オフィサー（法人企業統括部所属）に
加えて、個人部門営業店におけるコンプライアンス体制強化に向けて、個人業務部所属のコンプラ
イアンス推進役も各ブロックに順次配置した（410ページ参照）。コンプライアンス推進役は、2007
年 4月にコンプライアンス統括オフィサーに名称変更した。

＊317 SMBCアラームライン制度を周知徹底するため、各従業員に携行用カードを配布した。なお、内部
通報制度の整備の背景としては、公益通報者保護法の施行（2006年 4月）、内閣府国民生活局による
『公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン』の公表（2005年 7月）が挙げられる。

＊318 お客さまの声への具体的な対応のあり方について、2006年 11月、従来の『苦情処理規則』に替えて
『CS推進規則』を制定した。

『三井住友フィナンシャルグループCSRレポート 2006』から
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ライアンス体制の整備に向けた諸施策を打ち出しております。（中略）

しかしながら、「築城 3年、落城 1日」という言葉のとおり、信頼・信認の回

復は一朝一夕にかなうものではありません。役職員の一人ひとりが「経営理念」

に立ち返り、愚直に「お客さま第一主義」に徹するほか道はないと考えておりま

す。（中略）

日常業務において「お客さま第一主義」の考え方を実現していく、その積み重

ねこそが、信頼回復に向けての最善の道だと信じて、役職員一人ひとりが、お客

さま本位の営業に取り組んでまいりたいと考えております。

当行では、各業務部門において毎年度 CCFアクションプランを作成するなど、お

客さまを起点とした考え方、コンプライアンス重視の姿勢を定着させるための取り組

みを、地道に継続している。

◉公的資金完済
2005年 3月期には、当行が「バランスシートのクリーンアップの総仕上げ」を行っ

て赤字決算となったことを主因に、三井住友フィナンシャルグループも当期純損失

（連結ベース）に陥り、経営健全化計画の収益目標を大幅に下回ったことなどを理由

に、2005年 7月、金融庁から 2度目の業務改善命令＊319を受けた（354ページ参照）。

「ガバナンス強化ガイドライン」に基づけば、さらに翌年度も収益が大幅な未達とな

れば、一段と厳しい監督上の措置を受け、それでも状況を改善できなければ、公的資

金によって引き受けられた優先株式に原則として転換権が行使される（236ページ以降

参照）。仮にそうなれば、普通株式としての議決権が監督当局によってどのように行

使されるのかという重い問題を抱えながら経営を行う必要が生じる。

そのような事態を想定せずに済む場合でも、経営健全化計画が制約となって、店舗

ネットワークの拡充や各施設の改装、システムの新規導入・更新、グループ事業戦略

など、経営ビジョンの実現を目指して思い切った先行投資に踏み切りづらいなど、経

営の自由度が制約される面もある。

また、経営努力により業績の顕著な向上を達成し、その結果として株価が大幅に上

昇すれば、公的資金によって引き受けられた優先株式が、「納税者の利益」の立場に

＊319 2003年 8月に、2003年 3月期決算での利益実績が経営健全化計画を大幅に下回ったことに対して、
業務改善命令を受けていた。
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より重きを置いた財産管理という観点から処分される可能性が生じる（363ページ参

照）。これは、金融機関にとって、自身の意向に関わりなく優先株式の処分が行われ、

普通株式への転換権行使による希薄化（ダイリューション）が生じて株価が下落する

リスクとなる。

2003年 3月と 2004年 11月に一部返済を行っていたが、公的資金を全額返済する

ことは、新しい経営首脳に託された最重要の経営課題の一つであった。その道のりは、

以下の通りである。

三井住友フィナンシャルグループは、公的資金の機動的な返済を可能とするため、

2005年 6月の定時株主総会で自己株式の取得枠を設定した。

2006年 1月には公募による普通株式の発行によって約 1,365億円（2月のオーバー

アロットメント関連の第三者割当増資を含む）の資本調達を行うとともに、2月には

2004年の公的資金返済時に取得した自己株式 40万株を約 4,500億円で処分（売り出

し）することで資本の厚みを増した。

また、2006年 3月期の業績は、2005年 3月期における「バランスシートのクリー

ンアップの総仕上げ」によって不良債権処理額が「巡航速度」に近い水準に落ち着い

たことに加えて、株価の上昇により株式等損益が大幅に改善したこと、投資信託の販

売好調などを主因に業務粗利益が着実に増加したことから、三井住友銀行単体で約

5,195億円、三井住友フィナンシャルグループ連結ベースで約 6,868億円と、合併後

最高となる当期純利益を記録した。これによって、剰余金を積み増すことができた。

このように、公的資金の返済に向けた準備を進めた上で、2006年度に入ってから

は数次にわたって公的資金の返済を進め、最終的には 10月の完済に至ることとなる。

まず 2006年 5月、当初注入額ベースで合計 2,040億円に相当する第一種優先株式

の残額（1,050億円）と第二種優先株式の一部（990億円）について、優先株式の形

のまま約 2,759億円で自己株式として取得し、速やかに消却した。

6月の定時株主総会では、総額 1兆 2,000億円を上限に自己株式の取得枠を設定す

ること、および 1兆円の資本準備金をその他資本剰余金に振り替えることを提案し、

承認された。

9月には、第二種優先株式の残額（2,010億円）を約 2,451億円で、第三種優先株式



396　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

の一部（4,500億円）を約 6,530億円で、それぞれ優先株式のまま自己株式として取

得の上、消却を実施した。また、10月 1日の転換価格の修正に先立って第三種優先

株式の一部（500億円）に対する取得請求権が行使されたことから、普通株式約 6万

株を交付した。

10月に入ると、まず第三種優先株式の残額（1,950億円）を約 2,222億円で優先株

式のまま自己株式として取得の上、消却を実施。その後、公的資金の確実な完済に向

けてその後の株価上昇に備えるために、三井住友フィナンシャルグループ取締役会で

既存の自己株式取得枠に 100億円を上限とする新たな取得枠を上積みした上で、10

月 17日、9月に転換された普通株式を東京証券取引所の ToSTNeT─2（終値取引）に

より約 768億円で自己株式として買い付け、公的資金を完済した。これは、2005年 9

月に公表した「経営健全化のための計画」において明記していた「平成 20年（2008

年）3月期末までの早期返済を目指す」という目標を、約 1年半前倒しで達成したも

のであった。

公的資金の完済当日、三井住友フィナンシャルグループは、それまでの公的資金に

よる支援への感謝と、これからの決意をニュースリリースで公表した。

公的資金完済によって、経営戦略の遂行において、より自律性を発揮できる環境が

図表 2─4─2 ②　公的資金返済までの道のり
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（兆円）
1兆 5,010億円

1兆 3,010億円（2003年 3月）

1兆 1,000億円（2004年 11月）
8,960億円
（2006年 5月）

6,950億円
（2006年 9月）

2,450億円
（2006年 9月）

500億円
（2006年 10月）
完済
（2006年 10月）

当初、優先株式による
調達であった公的資金

当初、永久劣後債による調達であった公的資金

（注）公的資金残高は当初注入額による。
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整ったことを受けて、三井

住友フィナンシャルグルー

プと三井住友銀行は、新た

な中期経営計画の策定（次項

参照）、さらには合併前から

旧両行が思い描きながら、

厳しい経営環境によって時

機を得られなかったニュー

ヨーク証券取引所（NYSE）

上場の検討に着手すること

となる（548ページ以降参照）。

◉LEAD THE VALUE 計画
（1）  中期経営計画の策定

2006年 10月に公的資金を完済した三井住友フィナンシャルグループと三井住友銀

行は、その前後から、新しいステージにおいて自らが目指すべき姿を見定め、経営の

方向性をさらに明確に示すために、中期経営計画の策定に着手した。

特別に設置されたプロジェクトチームでは、全役職員を対象に提言を募集するなど

精力的に計画の検討を実施、これをもとに経営会議における数次の議論を経て、2007

年度から 3年間を対象とする中期経営計画「LEAD THE VALUE計画」が策定された。

この計画の狙い・内容については、2007年 4月 6日開催の部店長会議において奥と

北山から直接説明がなされた。これに加えて同計画の対外発表日（4月 27日）には、

全従業員等に向けて「『新・中期経営計画～ LEAD THE VALUE計画』の公表につい

て」と題する三井住友フィナンシャルグループ社長（北山）と三井住友銀行頭取（奥）

の連名の電子メールが送信された。そこでは同計画における次のような考え方が明記

された（抜粋）。

金融環境が刻々と変化する中、「お客さま第一」「質と実の重視」を実践し続け

るためには、私たちの強みを活かしてお客さまの期待を超える真の価値（VALUE）

を生み出し、私たちひとりひとりがプロフェッショナルとしてお客さまに応えて

いくことが一層重要となります。新・中期経営計画は、このような行動を果たす

2006 年 10 月 20日に発表した公的資金完済に関するお知らせ
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べく、以下を経営方針として掲げ、その実行に向けた道筋を示したものです。

〈経営方針〉

お客さまの視点に立った SMFGの「3つの力（先進性、スピード、提案・解

決力）」をグループ企業価値の源泉と再認識し、それを極大化することにより、

「最高の信頼を得られ世界に通じる金融グループ」を目指します。

この経営方針のもと、新たに当社グループのコーポレートスローガンを「LEAD 

THE VALUE」と定めました。私たちひとりひとりが、プロフェッショナルとし

て 3つの力（VALUE）を磨くことにより、グループ全体の「質・総合力」

（VALUE）を高め、お客さまにとって価値あるもの（VALUE）を提供し、お客

さまの発展をリードしていく存在であり続けたいという決意が込められています。

普遍的な考え方である経営理念という揺るぎない基盤に立脚しながら、先進性、ス

ピード、提案・解決力という SMFG本来の力、VALUEを発揮して、「最高の信頼を

得られ世界に通じる金融グループ」を目指す「LEAD THE VALUE計画」の構図は図

表 2─4─2 ③の通りである。

「LEAD THE VALUE計画」の推進に当たっては、計画の骨子や「目指す姿」を共

図表 2─4─2 ③　「LEAD THE VALUE計画」の構図

お客さまの視点に立った SMFGの 3つの力を、
当社企業価値の源泉と再認識し、

それを極大化した、
「トップクオリティにチャレンジする

プロフェッショナル集団」

スピード 提案・解決力

先進性
【LEAD THE VALUE計画】

「最高の信頼を得られ世界に通じる金融グループ」

CSR（企業の社会的責任）

経営理念

株主価値の
永続的な増大

思う存分能力を
発揮できる職場

お客さまへ価値ある
サービス提供

社会貢献活動・環境活動 磐石な経営体制（コンプライアンス・リスク管理等）

3年後

SMFGにおける
普遍的な考え方

目指す姿
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有するために、SMBCビデ

オニュース（制作 広報部）

での関連トピックスの紹介、

各種集合研修での講義の実

施など、さまざまな取り組

みを行った。また、対外的に

「LEAD THE VALUE」ブラ

ンドの浸透と定着を図るた

めに、新聞広告やテレビコ

マーシャルなどを効果的に

実施した。

（2）  「LEAD THE VALUE計画」における成長戦略

「LEAD THE VALUE計画」では、変化するマーケット・お客さまのニーズを先取

りするために、①世代交代の進展、②経済・金融のグローバル化、③規制緩和と規制

強化、④ IT／ユビキタスネットワークの普及、⑤大運用時代の到来、というマクロ

トレンドに関する五つの視点を据えた。その上で、「成長事業領域の重点的強化」と

「持続的成長に向けた企業基盤の整備」を基軸として、戦略施策を展開することとし

た。

このうち「成長事業領域の重点的強化」に関しては、①個人向け金融コンサルティ

ングビジネス、②法人向けソリューションビジネス、③グローバルマーケットにおけ

る特定分野、④支払・決済・コンシューマーファイナンス、⑤投資銀行／信託業務、

⑥自己勘定投資、⑦アセット回転型ビジネス、の七つを特に注力する成長事業領域と

位置付けた。

一方、「持続的成長に向けた企業基盤の整備」に関しては、①中長期的な経営目標

と戦略施策を主軸とした業績目標・評価制度の導入、②プロフェッショナル人材の確

保・育成のための体制整備、③戦略展開に柔軟に対応できる IT基盤・事務インフラ

の整備、④ ALM・リスク管理体制の高度化とコンプライアンス態勢の強化、を行う

ことによって、付加価値の極大化を目指すこととした。

これらの戦略施策の結果として達成すべき経営目標としては、①成長事業領域にお

新聞に掲載した全面見開き広告
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けるトップクオリティの実現、②グローバル

プレーヤーに相応しい財務体質の実現、③株

主還元の充実（連結当期純利益に対する配当

性向 20％超）、の 3点を掲げた。また、計画

最終年度の 2009 年度における財務目標

（SMFG連結ベース）を図表 2─4─2 ⑤のよう

に設定した。

（3）計画期間を含む業績の動向

「LEAD THE VALUE計画」は、2010年 3月末をもって計画期間を終えた。対象期

間（2007～ 2009年度）は、2006年に米国で深刻化し始めたいわゆるサブプライム

図表 2─4─2 ④　「LEAD THE VALUE計画」の成長戦略

規制緩和と規制強化 IT／ユビキタスネットワークの普及 大運用時代の到来

世代交代の進展 経済・金融のグローバル化

中堅・中小
企業向け貸出

地銀・地
公体取引

成長企
業育成

事業承継職域取引プライベート
バンキング

保険販売証券仲介投資信託・
年金販売

シンジ
ケーション

プロジェクト
ファイナンス

不動産
ファイナンス

銀証
協働

M & A

船舶
ファイナンス

MBO/LBO
ファイナンス

信託・証券
ファイナンス

金銭債権
流動化

為替・
EB・CMS

クレジット
カード

コンシューマー
ファイナンス

運用商品
販売

オリジネート
資産の加工PEファンド

成長企業
投資戦略運用

中長期的目標と戦略施策を
主軸とした業績評価制度

プロ人材の確保・育成
のための体制整備

IT基盤、事務
インフラの整備

ALM・リスク管理体制、
コンプライアンス態勢強化

市場営業部門･
本社

投資銀行
部門

国際部門

企業金融
部門

法人部門

個人部門

マクロトレンド
に関する五つの
視点

部門 成長事業領域
成長戦略

⑦アセット回転型ビジネス⑥自己勘定投資

⑤投資銀行／
信託業務

③グローバル
マーケットに
おける特定分野

②法人向け
ソリュー
ション
ビジネス

④支払・決済・コンシュー
マーファイナンス

①個人向け
金融コンサ
ルティング
ビジネス

１．成長事業
領域の重点的
強化

「七つの成長
事業領域」
における戦略
施策

２．持続的成
長に向けた企
業基盤の整備

Ｇ
Ａ
部

Ｐ
Ａ
本
部

Ｃ
Ａ
本
部

（注１）  ○は、「LEAD THE VALUE計画」で、今後特に注力すると位置付けたビジネス。それ以外は従来から注力し
ているビジネス。

（注２） GA部は、「LEAD THE VALUE計画」策定後の 2008年 4月と 2009年 4月の 2回の組織改定によって整えられた。

図表 2─4─2 ⑤　「LEAD THE VALUE計画」
財務目標（2009年度）

連結当期純利益 6,500億円程度
連結 Tier 1比率 8％程度
連結当期純利益 RORA 1％程度
経費率（三井住友銀行単体） 40％台前半

（注１）  経費率以外は三井住友フィナンシャルグ
ループ。

（注２）  RORA：Return On Risk Asset
（注３）  計画期間中の連結当期純利益 ROEは 10～

15％程度となる見込み。



第 4章　新たな首脳陣の下での挑戦　　401	

ローン問題が、証券化商品の信用失墜による金融市場の混乱を通じて世界に広がって

いった時期に当たり、とりわけ 2008年 9月のリーマン・ショック以降は、世界的な

経済・金融危機によって業務環境が著しく悪化したため、計画の前提と現実とが大き

く乖離した。この影響で、市場環境に大きく左右される一部の業務と利益水準などに

関して必ずしも所期の成果の達成には至らなかったが、成長事業領域の重点的強化や

持続的成長に向けた企業基盤の整備といった戦略施策については、着実に実行された。

なお、「LEAD THE VALUE」ブランドの訴求は、中期経営計画期間の終了後である

2010年度においても、コーポレートスローガンとして引き続き積極的に実施した。

図表 2─4─2 ⑥　計画期間を含む業績の推移

（単位：億円）
部門別業務純益（三井住友銀行単体）

三井住友銀行単体 三井住友フィナンシャルグループ連結

2002年 3月期 2003年 3月期 2004年 3月期 2005年 3月期 2006年 3月期
業務純益 11,834 11,136 10,001 9,405 9,656
個　人 345 501 924 1,180 1,556
法　人 3,778 3,799 4,301 4,810 4,875
企業金融 1,348 1,350 1,475 1,605 1,654
国　際 250 401 484 466 655
市場営業 4,813 5,573 3,565 2,050 2,013

計画期間

2007年 3月期 2008年 3月期 2009年 3月期 2010年 3月期 2011年 3月期
7,406 8,197 8,234 7,695 8,326
1,615 1,693 1,387 1,030
4,201 4,212 3,171 2,542 2,222
1,583 1,556 1,652 1,640 1,653

747 815 1,102 1,146 1,286
340 1,278 2,289 2,565 3,128

975

35

40

45

50

△1.5

△1.0

△0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

業務粗利益
（左目盛）

与信関係費用
株式等損益

経費

（兆円）

（％）計画期間 計画期間

経費率
（右目盛） 経費率目標

40％台前半

業務
純益

当期
純利益

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

△0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3

（兆円）

（万円）

（年/月期）

2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3（年/月期）

（参考）日経平均株価・期末
　　　  （右目盛）

その他有価証券
評価損益（左目盛）

△1.5
△1.0
△0.5
0.0
0.5
1.0
1.5

△0.6

△0.4

△0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

三井住友銀行
（単体）
当期純利益

連結寄与

（兆円）

（％）

連結当期純利益 RORA
（右目盛）

RORA目標
1％程度

当期純利益目標
6,500億円

連結当期純利益
（左目盛）

（注１） 2010年 3月期の財務目標については図表 2─4─2 ⑤参照。
（注２）  部門別業務純益は、金利・為替影響などを除く前の数値で、合計には、内訳に示した部門の他、本社管理部門

を含む。投資銀行部門の収益は、他の部門とダブルカウントで管理しているため（308ページ参照）、他部門の
業務純益に含まれている。
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	 3	 個人総合金融サービス業への飛躍

「LEAD THE VALUE計画」では、今後特に注力する七つの成長事業領域の中に、

個人部門に関連する事業として個人向け金融コンサルティングビジネスと支払・決

済・コンシューマーファイナンスを挙げている。これを受けて個人部門では、コンサ

ルティングビジネスの強化・高度化や先進的な支払・決済・ファイナンスサービスの

提供により、個人総合金融サービス業においてトップクオリティを実現し、リーディ

ングバンクの地位を確立することを目指した。

◉個人向け金融コンサルティングビジネスの高度化
（1）高度化に向けた体制の構築

当行は、コンサルティングビジネスの強化・高度化に向け、量と質の両面からさま

ざまな施策を実施した。

まず量の側面としてはアクセスポイントの拡充がある。2005年（平成 17年）頃を

境に経営資源の投入に関する方針を転換し、合理化に取り組みつつも必要に応じて積

極投入することとしたことを受け、空白エリアへの新規出店、立地不芳店の再配置、

それまでは抑制してきた店舗リニューアルなどを進めた。2005、2006年度には、軽

量化店舗であるコンサルティングオフィスを 22拠点出店、2004年度から 2005年度

にかけてコンサルティングプラザを 66拠点に拡大し、2007年度には既存店の店舗イ

ンフラ見直し（富裕層向け応接ゾーンの設置など）を 100拠点以上で行った。併せて、

内装などの美化工事を全店で順次実施したほか、アスベストの調査・撤去工事を行っ

た。また ATMネットワークについても、他社との提携などによりアクセスポイント

を増強し、稼働時間や機能の拡充など利便性向上にも努めた。

従来型店舗の新規出店については、約 7年ぶりの新店となった 2004年 6月の品川

支店を皮切りに、二子玉川支店（2004年 10月）、茅ヶ崎支店（2006年 6月）などを

出店しており、2007年度以降はさらに出店ペースを加速させた。特に東海地区につ

いては店舗ネットワークが他行比劣後していたため、地域戦略の観点から重点的な取

り組みを行った（382ページ参照）。東海地区には 2008年 3月以降約 2年間に 11カ店

出店して支店数を倍増させたほか、当行初の情報発信サービス拠点である「SMBC

＊320 「SMBCパーク 栄」は、名古屋栄支店を母店とする出張所。
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パーク 栄」＊320の新設（2008年 6月）、

名古屋アパートローン営業部の設置

（2007 年 10 月）、名古屋銀行との

ATM相互無料開放（2007年 12月）

などを実施して、地区全体としてお客

さまの利便性の改善を図り、当行のプ

レゼンス向上に努めた。

コンサルティングビジネスの強化・高度化に向けた質の側面、すなわち営業店の生

産性向上に向けた取り組みのうち重要なものとしては、支店サービス拠点の設置と新

営業店端末 CUTEの導入がある。

支店サービス拠点の設置は、支店サービス拠点が事務サービスに専心することで高

品質・高効率を実現すると同時に、支店にとっては営業に特化することでコンサル

ティング力の強化を図ることができる施策であった（487ページ参照）。

また 2008年 9月から本格導入した CUTEは、セールスサポート機能を有していた

ため、店頭からのトスアップ（お客さまの情報を別の担当者などに連絡すること）や

お客さまへの声掛けを効果的に行うことが可能であり、セールスツールの利用なども

できるようになっていた（492ページ以降参照）。

この他に営業店の生産性向上に資する施策としては、テレビ会議システムの全店導

入や個人向けコールセンター設立などがある。テ

レビ会議システムは、本店各部からの情報発信や

研修番組の配信などによるスキルの向上や、ブ

ロック会議開催などにおける時間の短縮につなが

るものであった。また、2009年 6月に、個人の

お客さま向けのコールセンター（281ページ、脚注

229参照）としては 3拠点目となる福岡ダイレク

トバンキング営業部を福岡市に設置し、電話によ

る資産運用やローンに関するご相談、金融サービ

ス情報のご案内などの対応力を強化した。

生産性向上はヒューマンスキルに負う部分も大

きい。そこで、担当者向け施策として、SMBC

リテールバンキングカレッジ（RBC）の創設（500

ホームページの特設ページで「SMBCパーク 栄」を紹介

RBCにおける模擬カウンターでのロール
プレイング演習風景

RBCのロゴマーク



404　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

ページ参照）や、ブロックにおける教育プログラムの企画・運営を担う推進企画グルー

プの新設（2008年 4月）、FCの法人営業部へのトレーニー派遣などを実施した。ま

た FCやMC向けの研修などを企画・運営するグループをコンサルティング事業部内

に設け（2007年 4月）、フロント人材のスキル開発・強化を図った。

マネジメント層向けには、SMBCマネジメントレビュー導入（499ページ参照）や、

主に支店長指導を担うブロック副部長の新設（2008年 4月）、副支店長などの業務監

査部トレーニーの実施（2009年 4月）、さらにはプロセス（＝行動）管理をベースと

する新マネジメントプロセスの導入（2008年 5月から順次）により拠点マネジメン

トの標準化などを進めた。

こうした担当者向け、マネジメント層向けそれぞれの教育体制・研修プログラムを

充実させることで、部門全体としてのレベルアップ、生産性向上を図っている。

（2）セグメント戦略

当行では合併当初から資産運用層・資産形成層など顧客セグメントを明確化し、時

代の変化に応じて適宜異なるセグメント戦略を実施してきた。例えば、20代 30代限

定商品 One’s Style（277ページ参照）、50代後半のお客さまを主な対象とする会員制

サービス One’s nextクラブ 50s（2006年 4月取扱開始、2009年 4月から SMBCクラ

ブ 50s）などである。

そうした中、女性の社会進出に伴い個人金融マーケットにおいてもその存在感が高

まってきたことを受けて、女性の視点に立った新しいマーケティングを行うことを目

的に、2005年 10月、個人業務部（265ページ、脚注 213参照）内に Next W・ingプロジェ

クト室を設置した。同室には室長を含めて女性 4人を配属して、それまでとは異なる

発想・感性をいかした商品・サービスの開発、施策を打ち出した。

例えば、女性にニーズの強い住宅関連サービスを拡充させた住宅ローン・Woman 

PLUS（2006年 2月取扱開始）や会員制サービス「One’s nextクラブ Woman」（2006

年 4月取扱開始、2009年 4月から SMBCクラブWoman）などがある。また、2006

年 5月の白金高輪 CO開設に当たっては、オフィスデザインに Next W・ingプロジェ

クト室が参画し、「女性が気軽に立ち寄れる銀行」をコンセプトに設計した。

Next W・ingプロジェクト室は、こうした新たな商品・サービスの開発を行うとい

うミッション以外にもう一つの役割を担っていた。それは、当行における女性従業員

の増加に対応して、その能力を最大限発揮できるよう、より働きやすい職場を創造し
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ていくための施策の企画・立案・実行であった。これについては、ノーツ上に Next 

W・ing ポストを設けて広く意見・要望を募集し、人事部と協働してその実現を図っ

ていったが、個人部門だけの課題にとどまらないケースも多々存在した。このため、

商品・サービスの開発機能は Next W・ingプロジェクト室に残し、女性が働きやすい

職場づくりという役割については 2008年 4月に発足した人事部ダイバーシティ推進

室が引き継ぎ、性別という枠組みを超え、より一層従業員の個性を尊重し、多様性を

受容できる企業を実現するため、全行的な視点から検討していくこととなった。

（3）プライベート・アドバイザリー本部設置を受けた法個連携の強化

個人取引の中でも特に PB層は資産の奥行きが深く、お客さまニーズもさまざまで

あることから、当行は合併以来一貫して PB層を重要なお客さまと位置付け、高度で

専門的な知識・スキルを持った PBや SFC（2007年 4月に PFCと名称変更）を中心

にオーダーメードの提案を行ってきた。PB層は、合併時に、成長企業のオーナーな

どを主な対象層としたが、その後、売上高が一定規模以上の企業オーナーや相応の資

産・当行預かり資産を有する地権者・富裕者なども対象に加えており、法人として当

行と親密な取引のある企業オーナーも多かった（263ページ参照）。

そこで当行は、取引先企業のオーナーや社員などに対して、個人部門・法人部門・

企業金融部門が一体となってシームレスに対応していくために、2007年 4月に PA本

部を設置した（376ページ参照）。PA本部は、PBビジネスに関する企画や商品開発・

拠点支援を行うプライベートバンキング事業部、事業承継に関する案件相談・営業店

支援を行う承継ビジネス事業部、職域取引や確定拠出年金の推進を図る職域取引事業

部で構成した。

PA本部設置により、例えば事業承継ビジネスなどを通じて企業との関係強化に成

功したことがオーナーの個人取引にも発展するなど、法個の連携が強化された。なお、

プライベートバンキング事業部と承継ビジネス事業部は 2009年 4月に統合し、プラ

イベート・アドバイザリー部となった。

（4）確定拠出年金業務の拡大

PA本部において PBビジネスと並ぶ重要な分野が職域取引である。職域取引は銀

行が古くから注力している業務で、預金やローン、クレジットカードなど企業の社員

等の個人取引推進、提携住宅ローンや財形預金などの人事・福利厚生制度の構築提案
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などが該当する。近年、企業・個人を取り巻く環境が変化しつつある中、拡大が期待

されているのが、確定拠出年金の分野である。

確定拠出年金業務は、少子高齢化に対応した自己責任による老後資金準備ニーズの

高まりや、離職・転職における年金のポータビリティーの必要性などに対応して、

2001年 10月の確定拠出年金法施行により解禁された。それ以降、市場は拡大を続け

ており、2011年 3月末では、企業型年金実施事業主数は 1万 4,628社（前年比 13.4％

増）、企業型年金加入者数は約 371.3万人（前年比 9.1％増）と順調に増加している。

当行は、合併前の 2000年 9月、確定拠出年金運営管理業務を行うジャパン・ペン

ション・ナビゲーター株式会社（J─PEC）を旧両行と住友・三井グループ金融各社

との共同で設立し、合併後に業務が解禁されると、企業の確定拠出年金導入ニーズに

対して J─PECを紹介することによって対応してきた。しかし、2002年 4月の確定給

付企業年金法施行により 2012年 3月末に適格退職年金制度が廃止されることが決ま

り、企業年金見直しニーズが一層顕在化すると見込まれた。このため、2006年 4月

からは、J─PECとの共同受託という形により銀行本体でも運営管理業務を開始し、

お客さま対応力の強化を図った。

図表 2─4─3 ①　確定拠出年金（企業型）のイメージ図（2011年 4月）

受 給 者

事業主

【従業員】 

従業員Ａ

従業員Ｂ

従業員Ｃ

企　業
掛け金の拠出

選定・委託

運用商品に
　関する情報提供

個別の運用指図

個別の運用指図

個別の運用指図

給付金の請求

給付金の決定

給付金の支払い

運営管理機関

運用関連

記録関連

商品の購入

運用指図 商品の購入

給付金の
支払指示

商品の購入

商品提供機関

銀行

証券会社

生命保険会社
損害保険会社

資
産
管
理
機
関

（注）厚生労働省ホームページをもとに作成。
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さらに 2007年 10月には、システム投資による J─PECのサービス水準向上と、当

行と J─PEC一体による業務推進体制強化のために、当行は J─PECの優先株式 20億

円を引き受けた。なお、当該優先株式を対価とする普通株式の転換請求期限の到来に

伴い、2008年 4月、当行は J─PECの普通株式を取得し、同社を連結子会社とした。

確定拠出年金業務は今後ますます重要性が増すとみられており、当行は J─PECと

共にその強化を図っている。

（5）金融商品取引法への対応

個人部門は、2007年 9月の金融商品取引法施行を受けて、販売・勧誘ルールの見

直しを行った。これは、金融商品取引法の大きな柱の一つが横断的な利用者保護規制

整備であり、個人向けコンサルティングビジネスを推進する上で、同法により金融機

関に課されることとなった、適合性原則の横断化・厳格化、契約締結前交付書面の交

付義務など、一段と厳格な規則に対応する必要があったためである。

金融商品取引法上の適合性の原則では、それまでの証券取引法で規定されていた

「顧客の知識、経験、財産の状況」に加え、「契約を締結する目的」が追加された。当

行は金融商品コンプライアンスナビゲーションシステム（コンプラナビ、2007年 3

月試行、9月本格導入）を導入し、リスク性商品の提案を行う際には、コンプラナビ

で作成した「ご提案書」を使用することを義務付けた。

「ご提案書」では、お客さまの属性などの他に、「お客さまのご意向等について」と

して以下の項目について確認することとなっている。

・お客さまのニーズについて

・投資目的について（お客さまのニーズが「殖やす」の場合）

・ご契約締結の目的について（お客さまのニーズが「年金」または「遺す」の場

合）

・資金の性格（運用期間）

・投資のご経験について

・現在のお取引状況について

・投資対象に関してお持ちの知識について

・お持ちの金融資産の状況について

・ご来店目的
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「ご提案書」は、お客さまの属性やニーズを正確に把握し、それに適合した商品を

提案するためのルールであるが、そのためのヒアリング項目は適切なコンサルティン

グを行うために確認するべき内容と一致している。つまり、適合性判断を厳格に行う

ことが、コンサルティングビジネスの徹底につながることを意味していた。そこで、

コンサルティング事業部では金融商品取引法に即した形でのマニュアルやトーク集を

調製し、コンサルティングビジネスの徹底と「コンサルティングプロセス」の標準化

を推進した。

◉トータルコンサルティングビジネスの実現
（1）保険窓口販売の全面解禁

当行は、投資信託の窓販解禁以来、規制緩和の進展に合わせ、保険の部分解禁、証

券仲介、信託など取扱商品・サービスの幅を広げてきたが、最後に残っていたのが平

準払死亡保障保険など保険窓口販売の全面解禁だった。これは、当行が目指していた

あらゆる金融サービスをワンストップで提供するトータルコンサルティングビジネス

の集大成ともいえるものだった。

全面解禁は、第 3次解禁から 2年後の 2007年 12月となった。全面解禁の時期が早

くから決まっていたため、当行は解禁に先立つ 2006年 7月に住友生命保険と三井生

命保険と合弁で来店型保険代理店・保険デザイナーズ株式会社を設立し＊321、平準払

保険商品の販売ノウハウなどの習得に努めた。そこでの経験を踏まえて商品選定や

ツールの調製など全面解禁への準備を進めていったが、それまでの規制緩和と大きく

異なる対応をとった点が一つあった。それは、平準払保険の募集を行う専任の販売担

当者（保険コンサルタント）を置いたことである。当行個人部門では、1人のお客さ

まは商品にかかわらず同じ担当者が対応することを原則としてきたが、平準払保険の

募集には専門的な知識とスキルを要すること、主なお客さまの層が FC・MCの既存

のお客さまとは異なる層になると想定されたことから、暫定措置として専任担当者を

設けた。その後、保険コンサルタントは順次 FCなどへ移行しており、1人のお客さ

まは 1人の担当者が対応するという原則は崩していない。

保険コンサルタントは保険会社や保険代理店出身者などを中途採用したが、早い段

＊321 ショップ名「ほけん百花」。2006年 10月営業開始。
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階から採用活動を開始することで、解禁までに約

250人、最終的には約 300人の人材を確保した。そ

の中から任命された各ブロック 1人の保険オフィ

サーが、地域特性に合わせた業務推進・人材教育な

どを担当した。PB・PFC・FCについては当初保険オ

フィサーまたは保険コンサルタント帯同により募集

を行うこととしたが、スキル習得に従い単独募集を

解禁、MCについても研修を実施し順次募集担当者

に任命するなど取扱担当者を広げていった。

商品に関しては全ての保険商品を取り扱うことが

可能となったが、第 3次解禁の際に設けられた融資

先規制により事業資金融資先である法人等に対する

募集ができなかったため損害保険商品等の取り扱いは見送り、死亡保障保険や医療保

険など 6社 16商品の品ぞろえで取り扱いを開始した。

全面解禁当初の店頭取扱店舗はコンサルティングプラザを中心に 86店舗とし、お

客さまニーズを見極めながら順次店頭取扱店舗を拡大し、2009年 8月から全店店頭

での取り扱いとした。

（2）銀証融合ビジネスモデルの構築

証券仲介業務については規制が緩和された 2004年 12月から取り組みを開始し、一

定の成果を上げてきた。しかし、個人の資産運用ニーズはますます多様化しつつあり、

より的確にお客さまニーズに応えていく必要があった。2006年 9月に実施した

SMFGによる SMBCフレンド証券の完全子会社化は、グループとしての連携を一段

と強化し、銀行と証券との間のシナジー極大化を追求する、真の銀証融合ビジネスモ

デルの構築を推進するためのものであった（385ページ参照）。具体的な取り組みとし

ては、2007年 1月からファンドラップサービス（投資顧問付資産運用口座）の取り

扱いを開始したほか、個別株式運用に関するコンサルティングなど銀行が対応できな

いお客さまニーズへの SMBCフレンド証券の紹介、銀行と証券の間での人材交流な

どを実施した。さらに、後述する日興コーディアル証券の完全子会社化により、リ

テール分野における銀証連携は一段と加速した（538ページ以降参照）。

生命保険の取り扱いに関するチラシ
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（3）CCFへの取り組み

個人部門では、コンサルティングビジネスを「相場や商品の売れ筋等に左右される

ことなく、お客さまのニーズに基づいた解決策を提供すること」と定義しており、コ

ンサルティングを通じてお客さまの経済的側面における満足と安心を提供することが、

当行の社会的な役割の最も大きなものの一つと考えている。そして、こうしたコンサ

ルティングの継続により、お客さまの金融面における“生涯のパートナー”として認

められ、長期的な信頼関係を構築していくことを目指している。

そのためには、商品・サービスを提供して終わりではなく、長期にわたってお客さ

まとのリレーションを維持・強化していく取り組みも重要である。個人部門において

も 2006年度に全行で開始した CCFを業務の一義に置いて対応し、毎年「個人部門

CCFアクションプラン」を策定し、その周知徹底を図っている。

コンプライアンスに関しては、全行的な取り組み（392ページ参照）に加えて、部門

としても独自の強化策を実施した。例えば、2006年度にはブロックにコンプライア

ンス推進役（2007年 4月からコンプライアンス統括オフィサー〈CTO〉）を配置して

営業店の指導・監督機能を強化したほか、システムによるコンプライアンスガードの

導入、コンプライアンスルールの見直し、資格研修の強化などを実施した。コンプラ

イアンス徹底のための施策は適宜見直しており、その後も、個人統括部内に個人コン

プライアンス室を設置したり（2009年 4月）、一部ブロックに CTOを補佐する担当

者やローンプラザを担当する CTOを配置したりして、体制強化を図っている。

CS向上という観点では、お客さまの声をできるだけ集めるためにアンケートを定

期的に実施している。アンケートは対象や内容により複数実施しており、CS調査

（顧客満足度調査）や、店頭アンケート、「個人向けリスク性商品販売に関わるお客さ

まアンケート」などがある。これらアンケートにより寄せられた意見・苦情などや、

「お客さまの声 DB」によるモニタリング結果などは、商品所管部による商品・サー

ビス見直しクライテリアや個人部門 CS部会などを通じて改善を検討し、商品資料や

販売用ツールの改定、販売ルールの見直し、研修の実施といった形で、商品・サービ

スの品質向上へとつなげている。またこれらのアンケート調査などに加え、営業店実

績モニタリングにより営業店ごとのプロダクト別収益実績の偏りなど異常値を検証し、

必要に応じて当該店の体制などの指導改善を行う仕組みを導入。本店各部・営業店そ

れぞれにおいて、お客さま本位の営業姿勢定着とコンプライアンス徹底のための

PDCAサイクルを構築している。
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個別のお客さまとのリレーション維持・強化という意味ではアフターフォローも重

要であり、当行は合併当初から力を入れてきた。例えば、保有している投資信託に一

定比率かつ一定額以上の含み損が生じているお客さまに対しては、適宜状況の連絡な

どフォローを行っていくルールとしている。その実施を徹底するために、当初は投信

取引自主点検一覧表として対象リストを個人統括部から送付し、都度各営業店でフォ

ローを行っていたが、2004年 10月からはフォローに関する管理要領を制定し、定期

的にフォローを実施するだけでなく、実施状況を自主監査でチェックする仕組みとし

て、アフターフォローを徹底した。さらに、2009年 10月には、個人年金保険や外債

なども含めたリスク性商品全般に対象を拡大し、商品カテゴリーのいずれかについて

一定比率・一定額以上の含み損が生じているお客さまに対するフォロールールを制定

した。

この他に、本店各部主催による投資信託・個人年金保険契約者向けの運用報告会の

開催やダイレクトバンキング営業部によるフォローコールの実施など、担当者任せ・

営業店任せにせずに、銀行一体となってアフターフォローを行った。特にリーマン・

ショック後には、世界的な資産価格の暴落や急速な円高の進行により、多額の含み損

を抱えることとなったお客さまも多く、支店長が率先してアフターフォローに努め、

個別面談の実施、運用報告会やセミナーなどによる情報提供など親身になって対応し

た。

（4）環境問題への取り組み

個人部門では、全行的な環境問題への取り組みに加え、部門としても業務を通じて

同問題に取り組んでいる。

例えばペーパーレスの観点からは、MCステーション導入による申込書の削減、

CUTE導入による本人確認記録や ATM取引記録（ATMジャーナル）の電子化など

に取り組んできた。2004年 5月から 7月にかけて実施したWeb通帳キャンペーンは、

その推進がペーパーレスにつながるのはもちろんであるが、当行自身もキャンペーン

期間中のWeb通帳契約者数に応じた金額を財団法人世界自然保護基金日本委員会

（WWFジャパン）に寄付した。

住宅ローンや個人向け国債の販売を通じた、地球温暖化防止（カーボンオフセッ

ト）による環境配慮への取り組みも行っている。住宅ローンについては地球温暖化防

止応援キャンペーン（2008年 4～ 9月）を実施し、お客さまが一定基準の環境配慮
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型住宅を当行住宅ローンの利用により購入された場

合、その件数に応じて当行が排出権を購入し、それ

を国（環境省）へ無償で移転した。個人向け国債を

通じた取り組みには、地球温暖化防止応援キャンペー

ンや「ゆたかな緑　植林キャンペーン」などがあり、

お客さまが個人向け国債を購入された場合、当行が

その収益の一部を使って、排出権の購入や植林の実

施、緑化に取り組む団体への寄付などを行った。こ

うしたキャンペーンは 2008年 6月以降、個人向け国

債募集の都度実施しており、2010年 6月からは

SMBCグリーンプログラムとして定期的に実施して

いる。

この他に投資信託を通じた環境への取り組みとして、環境活動の優れた企業を投資

対象とする UBS日本株式エコ・ファンド（愛称はエコ博士、2009年 3月満期償還済

み）の販売、環境保護への貢献を目指した債券・グリーンボンドに投資する世界初の

ファンドである SMBC・日興 世銀債ファンド（愛称は世界銀行グリーンファンド）

の販売なども行っている。

◉支払・決済・コンシューマーファイナンスの強化
（1）先進的な支払・決済サービスの提供

支払・決済サービスについては、先進性や利便性を追求した新たなサービスの提供

により強化を図った。

アライアンスによる新商品の例には、三井住友カード iDやモバイル Suicaチャー

ジサービスなどがある。三井住友カード iDは、NTTドコモとの提携に基づく、「お

サイフケータイ」＊322による新クレジットサービスで、2005年 12月に開始した。モ

バイル Suicaチャージサービスは、Suica＊323と携帯電話が一つになったモバイル

Suicaに、One’sダイレクトを通じて即時チャージできるというサービスで、JR東日

本との業務提携の一環として、2006年 10月に取り扱いを開始した。

SMBCグリーンプログラムのチラシ

＊322 ICチップを使用し、電子マネーやポイントカードなどとして使用できる携帯電話。「iD」「おサイフケー
タイ」は、NTTドコモの商標または登録商標。

＊323 JR東日本の乗車券や電子マネーとして利用できる ICカード。Suica、モバイル Suicaは JR東日本の
登録商標。
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お客さま向け新商品・新サービスとしては、インターネットを活用して利便性やメ

リットを提供する専用商品を開発・提供した。例えば、来店することなく申し込み・

契約ができるインターネット専用住宅ローン「ネット de ホーム」（2006年 4月取扱

開始）や、SMBCダイレクトに取扱チャネルを限定した投資信託であるインターネッ

ト・モバイル専用ファンド（2009年 10月取扱開始）などである。

これに先立つ 2006年 4月には、One’sダイレクトの使い勝手を向上させるために、

利用者による操作テストを踏まえて、画面設計などを全面的に改定した。見直しに際

しては、著名なアートディレクターを起用して操作性・視認性の高いデザインとした

だけでなく、音声読み上げソフトへの対応などホームページ作成に関する標準規格で

ある JIS8341に基づいた画面設計とすることで高齢者や障がい者などに配慮した。

（2）コンシューマーファイナンス事業の見直し

コンシューマーファイナンス事業は、プロミスとの提携を軸にカスケード事業など

順調に拡大していったが、2006年 12月に成立した貸金業法等の改正＊324により、軌

道修正を余儀なくされた。

この改正の内容で特に影響が大きかったのが、①みなし弁済規定の廃止と出資法上

の上限金利引き下げ、②総量規制の導入、の 2点である（いずれも 2010年 6月施行）。

従来、消費者金融業者が融資を行っていた金利帯はグレーゾーン金利と呼ばれ、利息

制限法が定める上限金利（元本の額により年 15～ 20％）と出資法で定める上限金利

（改正前は年 29.2％）の間の金利帯であったが、改正前の貸金業法では一定の条件を

満たしている場合に限ってみなし弁済として適法とされていた。しかし、みなし弁済

を事実上認めない判例が最高裁判所で出されたため、過去に債務者が払い過ぎた利息

の返還請求、いわゆる利息返還請求が増加した。グレーゾーン金利については、金利

体系適正化のため、出資法で定める上限金利が年 20％に引き下げられ、廃止された。

総量規制は過剰貸付を抑制し多重債務を防止するために導入された規制で、貸金業

者に対して、総借入残高が年収の 3分の 1を超える貸付など返済能力を超えた貸付を

禁止した。

利息返還請求の増加、適用金利引き下げに伴う利幅の縮小、総量規制による貸出金

残高の減少といった消費者金融業者を取り巻く環境変化は、当然のことながら各社の

＊324 正式名称は「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」。貸金業法の他、いわゆる出資
法、利息制限法などが改正された。
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収益を圧迫し、大手の一角が会社更生法適用申請に至るなど業界全体に大きな影響を

与えた。プロミスも、営業拠点の再構築や希望退職者の募集といった事業構造改革に

踏み切った。

一方、当行との業務提携面にも影響が生じた。カスケード事業のうちプロミスが対

応していた金利帯が貸金業法等改正により取り組めなくなることを受け、2007年 2

月からは当行とアットローンの 2社が商品を提供し、これをプロミスが保証する形に

変更した。さらに、グループ経営の効率化のために、プロミスが子会社であるアット

ローンの吸収合併を決定したことから、2010年 10月以降は当行とプロミスによるカ

スケード事業へとシフトした＊325。プロミスとアットローンは 2011年 4月 1日に合

併した。

一方、カスケード事業以外の提携業務については、順調に拡大していった＊326。こ

れは、プロミス保証による即時審査や ACM（ローン契約機）・インターネットによ

る申し込みといった利便性がお客さまニーズに合致したためで、従来の三井住友カー

ド保証からプロミス保証に切り替える形で、2008年 12月から教育ローン、2010年 2

月からマイカーローン、フリーローン（無担保型）の取り扱いを開始した。

＊325 カスケード事業全体のローン残高は、2009年 3月末には同事業全体で 4,000億円を超えた。
＊326 プロミス以外の提携としては、2009年 5月にオリックスと合意した、オリックス・クレジットの共

同事業化がある。当行は、同年 7月にオリックス・クレジットの発行済株式総数の 51％に相当する
普通株式を取得し、同社を連結子会社化した。
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	 4	 法人業務の高度化に向けて

◉ソリューション提案力の高度化への取り組み
当行は独占禁止法上の問題を重い教訓として、お客さまとの間の信頼関係の回復に

取り組んだ。特に法人部門においては、新銀行発足以来、お客さま本位の営業姿勢な

ど CSの徹底と、コンプライアンスを重視した営業体制の確立を掲げていたにもかか

わらず、厳しい経営環境の下で、短期的な収益の実現を優先する事例が生じる結果を

招いたことから、2006年度に体制と運営の両面について、業績評価制度を含め、大

幅な見直しを行った。

具体的には、外部コンサルタントを交えて 2005年 9月から着手していた、法人取

引推進体制の強化に向けた行内検討（372ページ参照）に加えて、その後明らかになっ

た独占禁止法上の問題に至る原因を探るための調査結果（390ページ参照）を踏まえ、

一連の具体策を策定した。前者の行内検討の過程では、当行の法人業務は、親密先の

超大型企業とのリレーションと中小企業への営業力に強みを持つ一方で、大・中堅企

業の経営課題に対する提案営業力に課題があると認識された。その上で、既存の強み

を維持しつつ、課題を克服するために、お客さまのニーズを起点とするソリューショ

ンの提供、人材の効率的な配置、組織スキルの最大化、知識ノウハウの集約・再生

産・流通の仕組み構築、プロ人材育成、お客さま志向文化の定着、が目指すべき法人

業務強化のコンセプトとされた。

法人取引推進体制強化に向けた検討で明らかになった取組課題および独占禁止法上

の問題についての反省を踏まえて法人部門、企業金融部門が取り組んだソリューショ

ン高度化などの施策の主要点は、次の通りである。

（1）ソリューション高度化に向けた体制と運営

事業拡大、企業再編などのお客さまのさまざまな経営課題に対して商業銀行業務と

投資銀行業務の双方にまたがる総合的なソリューションを提供するコーポレート・ア

ドバイザリー本部（CA本部、373ページ参照）には、当初、業種別に編成した業種グ

ループの他、外部ファンドとの RMを担うフィナンシャルスポンサーグループ、各

種情報の収集・分析などを行う情報マーケティンググループの 3グループが配置され、

約 140人の陣容で発足した。
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CA本部は、お客さまとディスカッションを行い経営課題や解決の方向性を検討し、

調査・審査セクションや国際・投資銀行各部門などとチームを組成、さらにはグルー

プ内証券会社とも協働して戦略提案を行い、お客さまの経営課題に応えるソリュー

ションを提供した。

CA本部は従来のフロント組織である企業金融部門の営業部、法人部門の法人営業

部と一体のダブルフロントとして、協働案件の収益を管理上ダブルカウントとした。

一方、2008年 4月に設置したグローバル・アドバイザリー部（376ページ参照）が提

供する具体的なサービスは、図表 2─4─4 ①の通りである。2009年 4月に外国業務部

と統合した後のグローバル・アドバイザリー部（GA部）には、さらに外国為替取引

に関するサービスなどが加わった。

GA部には、統合前の二つの部の機能を集約した上で、国内 7グループ、海外 3グ

ループ（上海、シンガポール、香港）を設置した。このうち、国内に設置したグロー

バル営業推進グループは、グローバル大企業の海外事業支援のために新設したグルー

プである。GA部は、国内営業店および当行海外拠点との間で、お客さま企業の海外

事業に関連する最新ニーズを共有するルールを整備し、一体となってソリューション

の提案、および決済関連ビジネスの増強などに取り組んだ。

横断的組織における取り

組み以外でも、お客さまに

シームレスな商品・サービ

スを提供するという観点か

ら、新しい体制づくりや提

携を行った。

公共・地域金融機関マー

ケット向けの推進体制に向

けては、2007年 4月、法

人部門に属する本店組織と

して公共・金融法人部を設

置した。同部には、それま

で公共法人営業部が担って

図表 2─4─4 ①　グローバル・アドバイザリー部の主なサービス内容

■海外事業のご支援
新規海外進出、海外事業の拡大・ファイナンスなど、お客さまの海
外事業展開に対し、豊富な海外経験・知識を有するスタッフによる
コンサルティングサービスのご提供
■各種情報のご提供
投資環境・各種規制・金融制度・経済情勢などの情報、開発区・工
業団地などの現地情報のご提供
■グローバル組織運営のご支援
グローバルベースの資金効率化、ガバナンス体制強化、海外事業再
編などのご提案
■海外関連セミナーの開催
お客さまの関心の高いテーマについて、外部専門家などを講師に迎
えたセミナーの開催
■メールネットワークによる海外情報配信
海外拠点、シンクタンクなどの執筆による最新海外経済・金融情報や、
セミナー案内などをメールマガジンとしてお客さまに直接配信
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いた地方公共団体・中央官庁に関する企画立案・推進機能、および本店営業第六部が

所管していた地域金融機関に関する業務企画・推進機能を移管して一元化した。

グローバルな事業展開を進める大企業への対応力を強化する観点からは、企業金融

部門で導入していた GRM制度（304ページ参照）を、2007年度からは法人部門にも導

入し、内外拠点の協働を一層推進した。

中堅・中小企業取引における商品開発、営業店支援などの一元化に向けては、2007

年 4月、SME業務部＊327を改組して法人マーケティング部を設置した。また、法人

マーケティング部の対象よりも規模の大きい企業向けの営業推進機能などの強化につ

いては、2008年 4月の法人企業統括部の部内室統合による法人ソリューション室の

設置、2009年 4月の法人部門の本店各部としての法人業務推進部の新設（法人ソ

リューション室は主な機能を法人業務推進部に移管して廃止）などの対応を行った。

（2）環境ビジネスへの取り組み

本業を通じて持続可能な社会構築に貢献するという当行の姿勢に基づき、環境ビジ

ネスが法人業務における新たな注力分野となっている。

環境への配慮を条件設定に組み込み、社会への環境意識の浸透支援を前面に打ち出

した当行の初の融資商品は、2006年 2月に取り扱いを始めた環境配慮企業支援ロー

ンである。これは、ISO14001＊328やエコアクション 21＊329などに基づき環境認証を

取得した企業または取得を目指している企業に対して優遇金利での融資を行うもので

あった。2007年 7月には、商品名を SMBC─

ECOローンに改称し、その後もさまざまな

派生商品を扱った。

2008年 10月には、SMBC環境配慮評価

融資の取り扱いを開始した。これは、当行

が日本総合研究所と連携して導入した独自

の評価基準に基づいて企業の環境配慮状況

を評価し、融資条件の設定をする商品であ

＊327 SME業務部の SMEは Small and Medium Enterprisesの略称。
＊328 ISO14001は、ISO（国際標準化機構）が定めた環境マネジメントシステムの仕様（スペック）の規格。

ISO規格に沿った環境マネジメントシステムを構築する際に守らなければいけない事項が盛り込ま
れている。

＊329 中小企業者等の幅広い事業者を対象に、環境に取り組む仕組み作りや取り組みの実施、それらの継
続的な改善、結果公表の方法について、環境省が策定したガイドライン。

SMBC環境配慮評価融資・同私募債の提案書
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る。同様のスキームを私募債に適用した SMBC環境配慮評価私募債も、2009年 6月

から取り扱っている。この SMBC環境配慮評価融資・同私募債は、2010年 11月に

「第 7回エコプロダクツ大賞　エコサービス部門　環境大臣賞」を受賞するなど、社

会的に高く評価された＊330。

◉持続的成長に向けた取り組み
（1）業績評価制度の見直し

当行は、一部の法人取引において独占禁止法上の問題となるような事案が発生した

ことへの反省を踏まえ、お客さまの視点、中長期的な視点を一層重視した業務運営を

実現するため、2006年度に法人部門・企業金融部門の営業店の業績評価体系を大幅

に改定した（他に国際部門などでも実施した）。この見直しは、お客さまと共に発展

するという経営理念の中の考えに立ち返り、収益の源泉・構成、部店運営などを持続

的成長の視点から改めてしっかり見ていこうとする取り組みであった。

法人部門では、従来、収益項目と顧客数・貸出ボリュームなどにそれぞれほぼ同じ

割合で配点し、コンプライアンス状況等（減点項目）も加味した合計得点を用いて相

対評価を行っていた。一方、新しい業績評価体系では、単年度収益、持続的成長、顧

客志向・拠点運営、の三つの大項目を設定し、各項目を同等（1：1：1）に評価して

各営業店の絶対評価を行い、バランスの取れた業務運営を評価することとした。

大項目の内訳をみると、単年度収益に関しては、リスク調整後収益の比重を従来よ

りも高めた。持続的成長指標に関しては、将来収益の先行指標として貸金や為替の新

規取引企業数など顧客基盤の拡充状況を評価することとした。顧客志向・拠点運営に

関しては、営業店自主計画「改革プラン」への取組状況、コンプライアンスの遵
じゅん

守
しゅ

、

CS調査の結果などを反映させた。営業店自主計画「改革プラン」とは、法人部門と

企業金融部門の営業店が作成する、自店の業務環境分析と、それを踏まえたビジョン

と 3年後の計数計画のことである。

2007年度には、お客さまへのソリューション提案への取組状況などを評価結果に

反映することとし、評価大項目の名称を財務的成果、持続的成長、拠点運営・人材育

成に変更した。この評価体系の基本的枠組みは、その後も踏襲されている。

＊330 この他にも、2010年 1月、「2009年日経優秀製品・サービス賞 優秀賞 日経ヴェリタス賞」に選ば
れた。
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（2）CCFへの取り組み

2006年度に当行全体で開始した CCFアクションプランに関して、法人部門におい

ても、コンプライアンス態勢の強化と CS向上のための各種施策に取り組んだ（392

ページ、脚注 314参照）。2007年度以降も、基本的に 2006年度に策定された方針を踏襲

しつつ、業務環境の変化に対応した内容の見直しを行い、その都度周知徹底を図って

いる。例えば 2009年度には、金融円滑化に向けた取り組みを新たに重点課題として

追加した。また 2010年度には、当行中国現地法人の日系企業取引に関する業務推進・

管理機能を国際統括部から法人企業統括部へ移管することに対応して、現地法人との

協働に際して適用されるルールの遵守について注意を喚起した。

◉生産性向上への取り組み
（1）法人部門における体制見直しなど

2006年 4月、地域法人営業本部を、2003年度以降

の 9本部体制から、東日本第一～第五、東海、西日本

第一～第四、京都北陸の 11本部体制へと変更した。

これは、公開企業を中心とする優良企業に対するリ

レーションを強化して新設の CA本部の機能を最大限

活用すること、および地域法人営業本部による傘下営

業拠点へのよりきめ細かい指導体制を強化すること、

を目的とした見直しであった。

その後 2008年 4月、エリア対応力を強化する観点

から、地域法人営業本部傘下の営業拠点（法人営業

部・BSP）の構成を見直し、再編に合わせて地域本部

名を変更した。この見直しでは、地方都市拠点（東日

本の 12法人営業部、西日本の 13法人営業部）を地域

法人営業本部の管轄外として、地域法人営業本部長が

エリア戦略に専念できるようにした。

この他、合併当初、東京・神奈川・大阪・神戸の 4部体制であった公務法人営業部

の再編を進め、2007年 4月に東京・神奈川の統合（統合後の名称は公務法人営業部）

により 3部体制に、さらに 2011年 4月には公務法人営業第一部（公務法人営業部か

図表 2─4─4 ②　地域法人営業本部
（2008年 4月）

地域法人
営業本部名

拠点数
法人営業部 BSP

東京都心 20 4

東京東 22 1

新宿 14 2

埼玉池袋 13 1

渋谷 10 1

横浜 10 1

名古屋  8 3

大阪北 20 2

大阪南 20 2

神戸 13 1

京都北陸  6 0

独立拠点 法人営業部 BSP

東日本 12 0

西日本 13 0
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ら名称変更）、同第二部（大阪と神戸を統合して名称変更）の 2部体制とした。

法人部門では、中堅層が薄いなどの人的資源の制約がある中で、お客さまへの対応

力を強化するため、2007年度に各法人営業部の戦略性を改めて明確化し、ミッショ

ンに応じた人員配置のバランス見直しを行った。具体的には、法人営業部をまずお客

さまの構成（大・中堅企業比率）に着目して、投資銀行業務を中心に経営課題解決型

ビジネスを展開する大中堅型、投資銀行業務と商業銀行業務を総合的に展開する総合

型、商業銀行業務を中心に展開する一般型に 3区分した。次に、各法人営業部を規

模・成長性の昇順にⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型に 3区分した。その上で、両者を組み合わせて

①大中堅型─Ⅲ型、②総合型─Ⅰ型、③総合型─Ⅱ型、④総合型─Ⅲ型、⑤一般型─Ⅰ型、

⑥一般型─Ⅱ型の六つのグループ＊331を設定し、各公務法人営業部についてはまとめ

て別のグループとすることで、計七つのミッショングループを設定した。ミッション

グループの見直しは、各法人営業部のお客さまの構成と業容を軸として、毎年度継続

的に実施している。

＊331 区分上、大中堅型－Ⅰ型、大中堅型－Ⅱ型、一般型－Ⅲ型に該当する法人営業部が存在しないため
六つとなる。

図表 2─4─4 ③　法人部門の主な営業店の推移

合併時 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

地域法人営業本部  10  10  11   9   9   9  11  11  11  11  11

法人営業部 301 266 193 184 183 196 189 185 182 178 180

一般の法人営業部 274 239 193 184 183 194 188 185 182 178 180

公務法人営業部   4   4   4   4   4   4   4   3   3   3   3

法人戦略営業部   2   2   2   2   4   4 ─ ─ ─ ─ ─
ビジネスサポートプラザ 123 105  49  48  34  21  20  19  25  40  45

一般のビジネスサポートプラザ 123 105  47  46  32  19  18  17  23  38  43

（注１）  合併時以外は年度末。
（注２）  合併時と 2001年度末の法人営業部には問題債権先を集約した 27部を含む（283、298ページ参照）。2002年度

には法人部門内で問題先所管のフロントの統合・新設を実施、さらに戦略金融部門へと移管した（254ページ参
照）。2005年度には戦略金融部門の廃止に伴い問題先所管の法人営業部を 2部設けたが（356ページ、図表 2─3─
2 ⑧参照）、2006年 6月 30日、2007年 3月 30日にそれぞれ廃止した（後者については 2006年度末の数に含め
ている）。

（注３）  2004年度末には、法人部門以外に、コミュニティバンキング本部傘下の法人営業部が存在したが、2005年度に
は、コミュニティバンキング本部廃止に伴い、法人部門の法人営業部となった（300ページ参照）。

（注４）  公務法人営業部は、本文（419ページ）記載の通り、2011年 4月から 2部体制となっている。
（注５）  法人戦略営業部は、2006年度に、CA本部と名古屋地区営業店に再編された（300ページの脚注 252、374ペー

ジの図表 2─4─1 ③参照）。
（注６）  2002年度以降のビジネスサポートプラザには、スモール法人向けの問題債権を専門的に担当する 2部を含む（253

ページ参照）。
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その後、地方拠点を中心に個人部門（支店）との協働体制強化を目的とした拠点運

営の試行開始（2008年 2月）、外国業務の推進と人材育成を目的とする大型法人営業

部へのグローバルビジネスグループ設置（2008年 4月）の他＊332、複数の法人営業部

を設置していた新宿と渋谷においてお客さま企業の規模を基準にして体制再編（2009

年 4月）を行うなど、拠点ごとのミッションをさらに明確化した。2010年度にも、

お客さま企業の規模などを基準にして、法人営業拠点の分割・再編を続けた。

各営業法人部の戦略性の明確化は、スモールビジネス向けの運営見直しを伴った。

2008年 8月、12法人営業部においてそれまで所管してきた中小企業取引（ポート

フォリオ管理先）を、ビジネスサポートプラザ（BSP）を中心に他の 10カ所の法人

営業拠点に移管した。さらに 2008年 10月には、BSPを 5部新設の上、9法人営業部

のポートフォリオ管理先を移管した。2009年度以降もこのような動きは続き、業容

の大きい BSPの分割再編も実施している。

お客さまの利便性の確保と生産性向上を兼ねて、遠隔地取引の近隣店への移管にも

取り組んだ。2007年 4月、法人営業拠点がない 10県について担当の法人営業部など

を明確化し、移管対象となるお客さまの抽出を実施した。その後、他の地域も含め、

近隣店への移管への取り組みを継続的に実施している。

（2）企業金融部門における体制の見直し

企業金融部門においては、2001年 4月以降、本店第一営業本部・同第二営業本部、

大阪本店営業本部、名古屋営業本部の 4営業本部体制をとってきたが、2007年 4月、

本店第一営業本部・同第二営業本部を廃止して本店営業本部を設け、大阪、名古屋と

の 3営業本部制に変更した。また、営業本部長の職位を廃止して、各営業本部を 1～

複数名の役員が担当する体制に改めた。

営業部は、名称と数は従来のままとしつつ、お客さまに対する付加価値の提供機能

を高めるため、業種区分を細分化した上で各営業部が担当する業種の見直しを実施し

た。また、本店営業本部には、従来、本店第一営業本部・同第二営業本部傘下に 3部

ずつ分かれていた業種別編成の 6営業部（本店営業第一部～第六部）に加えて、特定

先のフロント営業部として別に設けていた本店営業第七部＊333を傘下に置いた。

＊332 法人営業部へのグローバルビジネスグループ設置は、その後も 2009年 4月、2010年 4月にそれぞれ
実施しており、設置店は増加傾向にある。
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（3）ナレッジマネジメントの推進

持続的な成長と生産性の向上を実現するため、ナレッジマネジメントの推進におい

ても新施策を実施した。

主な具体策としては、2006年 7月、法人取引に関する各種情報を集約・整理した

法人情報ポータルサイトと、個社情報を集約した顧客ポータルサイトをイントラネッ

ト上に開設した。従来、本店各部室から法人部門・企業金融部門の営業店へ発信する

情報は、イントラネット上の各部サイト、電子メールなどに分散していたほか、各種

の期日情報や申請・決裁情報もそれぞれのシステムに分散していた。法人情報・顧客

両ポータルサイトは、これらの各種情報を集約・整理して情報の検索および活用の利

便性を大幅に向上させるものであった。

法人情報ポータルサイトは、その後、キーワード検索機能の強化などの機能拡充を

行い、2007年 11月には、プライベート・アドバイザリー本部が発信する事例情報や

推進ツール等を掲載する「法個協働」欄を新設した。

顧客ポータルサイトについても随時見直しを実施し、その一環で、2008年 3月、

お客さまとの折衝履歴などを営業店と関連の本店各部で情報共有するツールとして活

用してきた SMASH（法人渉外支援システム）を顧客ポータルサイトに統合した。

2006年 8月に導入した、案件管理ツールのチームアプローチシステムも、ナレッ

ジマネジメントの強化を図る施策の一つである。案件・プロジェクトごとに営業店と

本店各部間でチームを組成する際にチーム参加者間での情報共有と案件進捗管理の効

率化が図られることが、チームアプローチシステムの主な特徴である。

◉与信管理強化への取り組み
（1）法人部門営業店組織の見直し

当行は発足以降、法人営業部における組織のフラット化を目指して、与信管理につ

いてグループを設置せずに融資オフィサーを配置して運営に当たってきた。しかし、

融資オフィサーに業務が集中し与信管理に十分な時間が取れない、融資オフィサーの

後継者が育成できていないといった課題も顕在化しつつあった。

そこで、2006年 4月に、法人部門の営業店に、与信グループを設置して、与信管

＊333 営業本部傘下とは別に設けていた、特定先のフロント営業部（うち東日本）は、合併当初の本店営
業第九部、同第十部（302ページ参照）から、2002年 6月の改組（304ページ参照）、戦略金融部門
の設置（254ページ、図表 2─1─3 ⑧参照）と廃止（356ページ、図表 2─3─2 ⑧参照）、さらに 2006
年 4月の改組（374ページ、図表 2─4─1 ③参照）を経て、本店営業第七部となっていた。
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理の強化と次代の人材育成を図るための組織見直しを実施した。従来の融資オフィ

サーを与信グループ長とし、原則、中堅・若手部員、専任のアシスタントを部下とし

て配置した。

併せて、本店各部による営業店与信管理業務を支援するために、法人審査第一部・

同第二部に営業店サポートチームを設置して、全法人営業部を最低年 1回訪問して指

導や改革プランの与信運営計画進捗のフォローなどを行うこととした。2008年 4月

には、営業店サポートチームを拡充し、法人審査第一部・同第二部のそれぞれに与信

モニタリング室を設置した。

（2）与信業務・信用リスク管理の高度化に向けた対応

与信業務や信用リスク管理の高度化に向けた取り組みも進めた。

リスク・リターン関係の精緻化については、2006年 4月、案件格付の全面的な改

定を行い、LGD＊334の考え方を導入した。さらに 2007年 1月には、案件格付ごとに

定められる信用リスクプレミアムに基づく新標準金利体系の試行を開始し、4月に本

格導入した。

リスクへの早期対応については、2006年 4月にアーリーウォーニング制度を新設

した。これは、信用力が低下する懸念材料を内包する与信先に対して、より重点的な

実態把握と経営課題解決に向けた取り組みを行うものである。アーリーウォーニング

制度は債務者モニタリングの一環と位置付けられ、従来のクレジットウォッチ制度

（今後信用力が低下する可能性が高い与信先を指定）と 2本立てで運営することとし

た。

システム面からのリスク対応力強化については、2008年 5月に統合与信管理シス

テムⅡの試行を開始し、6月から順次拠点別に展開した。この新システムでは、共通

ポータル画面の導入などによる与信管理各システムの統合・一元化、稟議書作成フ

ローの自動生成の操作サポート強化などを進めた。11月には債務者モニタリングの

システムも統合対象に加えるなど、統合与信管理システムⅡはその後も進化を続けて

いる。また、2008年 7月には、コビナンツ管理システムを導入し、営業店が与信管

理店となる個別コビナンツ＊335を対象に、確認期限や抵触状況の管理などをシステム

＊334 LGD（Loss Given Default）とは、デフォルトした時点の与信額に対する予想損失額の割合のこと。
471ページも参照。

＊335 個別コビナンツとは、与信先の業務内容や財務状況に応じて設定する、オーダーメード型のコビナ
ンツのこと。
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上で行うことが可能になった。

（3）デフォルト率上昇への対応

当行が与信業務・信用リスク管理に向けた取り組みを進める間、企業倒産件数が

2006年から徐々に増加するなど、企業経営を取り巻く環境に変化が起き始めた。こ

のような状況に対応して、当行はリスクテイク貸金を中心に与信商品の商品性と運営

の見直しを逐次行った。例えば、ビジネスセレクトローンやクライアントサポート

図表 2─4─4 ④　企業倒産件数・負債総額の推移

（暦年）2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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負債総額
（左目盛）

倒産件数
（右目盛）

0

5

10

15

20

（兆円）

（資料）東京商工リサーチ『全国企業倒産状況』

図表 2─4─4 ⑥　新商品の投入・内容改定の具体例（2007～ 2009年）

時　期 商 品 名 特　徴　等
2007年 9月 ワイドサポー

トローン
・既存の有担保ビジネスセレクトローン等の適用金利算定方式の変更等を
行い、呼称変更

2007年 11月 設備活用ロー
ン「アセット
バリュー」

・当行が融資対象物件である設備動産に担保設定し、設備資金を貸し出し
・リース会社が当行との間で買取保証契約を締結
・2009年 3月、資金使途への運転資金追加、最低貸出金額の引き下げなど、
商品内容を改定

2008年 4月 設備活用ロー
ン「アセット
バ リ ュ ー ト
ラック＆バス」

・自動車リース会社がお客さまの所有するトラック、バスなどに担保を設
定し、当行宛てに債務保証を実施

・新規購入車両に加え既存の車両も対象であるため、お客さまは運転資金
などの調達にも活用可能

2008年 4月 認 定 企 業 サ
ポートローン

・国・自治体等の認定・表彰等制度において認定・表彰等を受けた企業に
優遇金利で貸し出し

・導入時に対象とした認定制度等は 15種類。その後、順次対象制度等を拡大
2008年 4月 Web申告デー

タ受付サービ
ス

・税務電子申告を行っているお客さまが、当該申告情報を電子的に当行に
提出

・当行は本件サービスを利用するお客さま向けに貸出金利を優遇する「Web
レポートローン」を導入（2008年 6月）

図表 2─4─4 ⑤　 商品体系の見直しの具体例
（2007～ 2009年）

時　期 見直し対象商品等、見直し内容
2007年 7月 ・SMBC─クレセルローンの新

規取扱停止
・Nファンドについて標準・簡
易判断型与信採り上げ基準か
ら標準審査手続に移行

2008年 8月 ・売掛債権担保融資（プロパー
版）の新規取扱停止
・売掛債権活用ローンの新規取
扱停止

2009年 3月 ・業績回復ローン、Vファンド
の新規取扱停止

2009年 4月 ・ファシリティー・ローンの新
規取扱停止
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ローンについては、①高いデフォルト率が見込まれ

る与信先の金利引き上げ（2006年 4月）、②採算性

に応じた金利優遇幅の変更または取り扱いの停止

（2006年 8月）、③貸出上限額の抑制（2007年 10月）、

④一部の業種の審査基準の見直し（2008年 3月）な

ど、総じて与信運営を厳格化する商品改定を頻繁に

行った（商品性見直しのその他の事例は、図表 2─4─4 ⑤参

照）。

2007年 7月には、競争力の確保、信用リスクの抑

制的運営の必要性、与信管理プロセスの業務効率の

改善などの観点から、主として中堅企業向けの与信

業務を再構築した。具体的には、セグメントについて、

従来のミドル定型与信管理先（MT先）を廃止して、新たに年商 10億～ 30億円のミ

ドル層および同 5億～ 10億円のスモール層の一部を、原則、ミドル標準与信先（MH

先）と設定した。併せて、複線化していた審査フローを統一した標準審査手続を導入

し、MH先への与信判断に際して利用を義務付けた。

また、商品体系について、与信ポートフォリオの健全性の観点などから見直しを行

う一方で、お客さまのニーズに対応するための新たな商品投入も積極的に実施した。

（4）世界的な経済・金融の混乱に対応した与信業務運営の見直し

当行においては、リーマン・ショックなどの世界的な経済・金融の混乱に対応して、

各部門にわたってリスク管理体制を見直し（535ページ以降参照）、法人向け与信運営制

度についても、2009年 4月に、格付モデルの改定＊336、コーポレートアラーム制度の

制定、業種別与信運営制度の改定、管理強化先制度の制定などを行った。このうち新

しい格付モデルは、デフォルト判別力の強化によって従来モデルに比べて保守的な格

付判定を行うものであった。

管理強化先制度は、業界の業務環境の急変（業種特有の要因）や個社別の信用劣化

の兆候など、一定の条件に該当する債務者を管理強化先として指定し、債務者実態を

「アセットバリュー」のチラシ

＊336 法人部門では、2008年 4月から先行活用していた。
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慎重に把握して与信を行うものである。管理強化先制度の導入に伴い、従来のミドル

標準与信先（MH先）を廃止し、このセグメントは個別の与信管理を行う個別管理先

（K先）と一本化した。

コーポレートアラーム制度は、与信先の信用力低下やその懸念材料を早めに把握す

るために従来から設けていたアーリーウォーニング制度、クレジットウォッチ制度な

どの各種アラーム指標を、検証の実効性向上を目的として整理・統合したもので、ア

ラームのうち特定の項目については前述の管理強化先に該当する条件でもあった。

また、信用劣化の業種別特徴が顕著になったことから、管理強化先の条件に該当す

る特定業種に加えて、業種別与信運営制度改定で新設された準特定業種の債務先につ

いても、業種特有の要因に一層の注意を払ってモニタリングや与信判断を行うことと

した。

法人部門では、以上の予防的取り組みの他にも与信管理強化に向けた重点施策とし

て、不動産ディベロッパー向け大口与信を、2009年 4月に法人部門の営業店として

新設した不動産法人営業部に集約して一元管理することによって、期中管理を強化す

ることとした。また、同部に不動産関連情報を集約することで、中長期的には景況に

左右されない、業務と与信管理のバランスの取れた運営体制構築を目指すこととした。

これらの見直しは、お客さまの実態を適切に把握し、お客さまの経営状況や特性に

応じたリスク管理に基づいて、金融仲介機能を発揮していこうとするものであった。

（5）金融円滑化法への対応

リーマン・ショックによって一段と深刻化した世界的な経済・金融危機の中でわが

国の輸出は急激に落ち込み、大幅な生産縮小の影響拡大によって企業業績や雇用の悪

化が顕著となった。このため、政府は資金繰りなどの面で厳しい状況にある中小企業

や住宅ローンの借り手に緊急的な支援措置を講じることを政策課題に掲げ、その一環

で、2009年 12月、金融円滑化法＊337が施行された。

金融円滑化法では、できる限り柔軟に中小企業に対する信用供与を行うよう努める

こと、中小企業や住宅ローンの借り手から債務の弁済に係る負担の軽減の申し込みが

あった場合はできる限り負担の軽減に資する措置を取るよう努めることなどを、金融

機関の努力義務とした。また、中小企業や住宅ローンの借り手からの申し込みへの対

＊337 正式名称は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」。
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応措置の実施に関する方針の策定、対応措置等に関する説明書類の縦覧、行政庁への

報告、などを金融機関に義務付けた。

当行では、金融円滑化法の施行（12月 4日）に合わせて、従来以上にきめ細かい

対応をとるために必要な措置を講じた。

対応措置の実施に関する方針については、「貸付条件の変更等に係る対応の基本方

針」を策定した（25日に詳細を当行ホームページ上に公表）。

体制整備については、法人部門および企業金融部門においては、法人企業統括部内

に法人金融円滑化推進室を新設し、同室に営業店の指導・監督、モニタリングを行う

金融円滑化統括オフィサーを配置した。法人審査第一部・同第二部、法人マーケティ

ング部にも営業店からの照会窓口（ヘルプデスク）を設置した。また、関連する本店

各部においては、情報共有や方針協議などを目的として、個人・法人各部門統括責任

役員やリスク管理部門担当役員等で構成する金融円滑化協議会を設置した。受付・相

談などに関しては、法人営業部などに、お客さまからの申し込みや相談に対応する金

融円滑化相談責任者と、苦情相談に対応する金融円滑化苦情相談責任者を任命した。

品質管理部にもお客さま向けに金融円滑化苦情相談デスクを設置した。

なお、金融円滑化法への対応については、個人部門においても、個人統括部個人金

融円滑化推進室の設置、東京中央ローンサポート業務部にお客さま向けのローン金融

円滑化相談窓口の設置などを行った。

臨時措置として制定された

金融円滑化法であったが、そ

の後、中小企業の業況や資金

繰りの状況などを理由に、当

初の期限（2011年 3月 31日）

を 2012年 3月 31日まで 1年

延長する法改正が 2011年 3

月に行われた＊338。

＊338 さらに、2012年 3月には、期限を 2013年 3月 31日に再延長する改正が行われた。再延長に当たっ
ては、金融円滑化法の効果に一定の評価が与えられる一方で、貸付条件の再変更の増加や経営改善
計画が策定されない中小企業の存在といった問題点が指摘され、金融規律の確保（健全性の確保、
モラルハザード防止）を図りつつ中小企業等の真の意味での経営改善につながる支援の推進、いわ
ゆる出口戦略が重要な課題となっている。

図表 2─4─4 ⑦　貸付条件の変更等に係る対応の基本方針 
（前文からの抜粋、2009年 12月 25日公表）

当行は、中小企業及び個人のお客さまからのご返済条件の変更等の
お申込みに対する対応について、本基本方針を策定し、中小企業の
お客さま又は住宅ローンをご利用中の個人のお客さまからのご返済
条件の変更等に関するお申込みに対して、営業店・本部が従来以上
の認識と責任感を持って、次の通り対応させていただくこととし、
本法律の目的である「金融の円滑化」の実現に向け、一層努力する
ことと致します。
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	 5	 投資銀行業務への取り組み

◉銀証連携の下でのサービス提供力の強化
（1）銀証連携の課題と対応方針

投資銀行部門は、2005年度（平成 17年度）を迎えるに当たり、合併後の 4年間の

結果を分析した上で、2008年度までの計数、方針などを含む計画を定め、その中で、

銀証連携について、外資系投資銀行との競争や海外絡みの業務に課題があるとして、

大和証券 SMBCの実力向上、同社との連携の一層の強化、これらを通じた上場企業

向けソリューション提供力のレベルアップを基本方針に据えた。

2007年度には、SMFGの新しい中期経営計画「LEAD THE VALUE計画」の展開

開始に合わせ、投資銀行部門においても、2009年度までの 3カ年の計画を策定した。

基本方針は、「We Lead the Market ～ Top Market Player を目指して」と銘打って、

各事業分野でのマーケットリーダーを目指し、先進性、スピード、提案解決力を行内

外にアピールするとした。主要施策のうち、銀証連携については、他の主要行がグ

ループ傘下の証券会社と一体のサービス展開を強化しているのに対抗しつつ、お客さ

まの銀証一体ニーズの高度化に応えるため、大和証券 SMBCとの連携加速を行うこと

とした。

（2）銀証連携への新たな取り組み

銀証連携で進める業務に関して、次のような取り組みを行った。

M&Aアドバイザリー業務については、2005年 7月、敵対的買収防衛に関する提案

体制を整備した。具体的には、法人部門および企業金融部門の担当部（法人戦略営業

第一部・同第二部、法人業務部、営業統括部）が営業店（法人営業部、営業部）と協

力してお客さまのニーズの捕捉を行い、その内容に応じて、企業情報部、投資銀行統

括部、ストラクチャードファイナンス営業部、大和証券 SMBCなどが具体的なプロ

ダクトの提案を行うこととした。敵対的買収防衛は当行グループの収益に寄与し、当

行または大和証券 SMBCがアドバイザーとして関与した案件がメディアで取り上げ

られることもあった。

2007年 7月には、業務推進およびコンプライアンス面での態勢整備の一層の強化

を図るため、企業情報部の体制の見直しを行い、増加傾向にあった海外案件の対応力
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を強化するために情報開発グループを、また利益相反回避や部店間での情報遮断を含

めた情報管理に適切に対応するために情報管理グループを設置した。

デリバティブ業務については、2006年 4月の組織改定で、お客さまの運用ニーズ

への対応力強化のための体制再編を行った。この組織改定では、法人のお客さまの調

達、運用、決済のそれぞれのニーズに対応する部署の一元化を全行的に実施し、その

一環で、運用ニーズに関しては、法人部門から法人業務部の商品開発・販売支援機能

をデリバティブ営業部に統合し、新たに金融商品営業部とした。

一方、銀証連携を行った大和証券 SMBCの実績をみると、債券・株式の主幹事実

績ランキングについては、同社独自の取り組みに加えて、当行の取引先企業の中で大

和証券 SMBCが主幹事を務めた大型案件があったことから、上位を維持したほか、

図表 2─4─5 ②　大和証券SMBCの業績の推移（純利益）
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（連結）

（資料）  大和 SBCM決算短信、大和証券 SMBC
決算短信、大和証券キャピタル・マー
ケッツ決算短信

（注１）  2000年 3月期は、発足時に親会社から
取得した営業権を一括償却したことな
どによる特別損失が主因で赤字を計上。

（注２）  2009年 3月期は、世界的な金融危機を
背景に、トレーディング損益の赤字、
および企業・不動産投資等を行う子会
社の多額の投資損失が主因で大幅な赤
字を計上。

（注３）  最後の年は 2009年 4月から合弁事業が
解消される 12月までの 9カ月の計数。

図表 2─4─5 ①　大和証券SMBCの主幹事実績、M&Aアドバイザー実績ランキングの推移

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

社債（普通社債、財
投機関債）

1位 2位 1位 2位 1位 2位 4位 3位
（23.1％）（20.8％）（21.0％）（24.4％）（20.0％）（22.0％）（18.5％）（17.9％）

株式新規公開
2位 2位 2位 2位 1位 1位 3位 4位

（34.3％）（23.5％）（26.8％）（17.3％）（31.0％）（29.1％）（13.1％）  （4.4％）

株式公募・売り出し
4位 2位 2位 1位 2位 3位 2位 3位

（13.1％）（16.4％）（28.2％）（27.8％）（26.2％）（11.2％）（20.5％）  （9.6％）
M&Aアドバイザー 4位 3位 7位 2位 8位 7位 4位 4位

（資料） 大和証券グループ IR資料、大和証券グループアニュアルレポート
（注１） 主幹事実績（社債、株式新規公開、株式公募・売り出し）は年度。括弧内はシェア。
（注２） M&Aアドバイザーは日本企業が関わる案件。2001～ 2006年は暦年。2007、2008年は年度での順位。
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M&Aアドバイザリー業務についても、一定のプレゼンスを維持した。

純利益については、市場環境の変化によるトレーディング損益の増減の影響を大き

く受け、決算期によって好調・不調が分かれた。

◉銀行本体による取り組みと成果
投資銀行部門は、2005年度を迎えるに当たり策定した計画において、銀行本体に

よる取り組みについて、シンジケートローン業務、金銭債権流動化業務、不動産ノン

リコースファイナンス業務を一層強化することに加えて、MBO/LBOファイナンス

業務、証券仲介業務、ファンド投資業務などを新たな収益の柱に育成する方針を示し

た。

また、2006年度には、新しい横断的組織である CA本部との連携を重要施策に加

えた。

2007年度に「LEAD THE VALUE計画」の展開が始まると、同計画で設定した成長

事業領域やアジア市場の成長を含む業務環境などを踏まえ、グローバル対応を主要施

策に加え、特にアジア地域への積極的な経営資源投入を重視することとした。

さらに、既存業務の一層の強化に加えて、新規業務として信託業務と環境ビジネス

への取り組みを主要施策とした。信託業務への取り組みは、関連法制度の変更などに

よって広がる事業機会を捉えようとする施策である。環境ビジネスについては、拡大

が予想される排出権ビジネスでの地位確立を狙うとともに、新規分野を含む広範な環

境ビジネスに取り組もうとするものであった。

（1）シンジケートローン業務

当行は、新銀行発足当初から、リスクアセットを抑えつつ手数料収入を確保できる

業務の一つとして、シンジケートロ－ンを積極的に推進した。

対象とするお客さまについては、当初は大企業に限定したが、2002年度から対象

を中堅企業まで拡大し一層の市場拡大を目指した。その際、体制面でも、対応部

署＊339において、借入ニーズのあるお客さまとの折衝を担当・支援するオリジネー

ショングループを、従来の 1グループ体制から、お客さまの特性に応じた 3グループ

体制として、一層の対応力の強化に取り組んだ。さらに 2004年度には、東西に分か

＊339 当時の対応部署のシンジケーション営業部は、2002年 12月の組織改定で投資銀行営業部に統合され
た後、2005年 4月の組織改定で再び設置された。
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れていた企業金融部門のお

客さまへの対応を一本化し

た。

シンジケートローンによ

る資金調達は、産業再生機

構をはじめとする企業再生

ファンドの出口としても、

M&Aと共に活用されてい

る。当行においても、産業

再生機構からの借入金を全

額返済する資金調達のため

のシンジケートローンに参

加する形で、企業の再建支

援を行う例があった。

このような取り組みを受

けて、2000年代前半の当

行のシンジケートローンの

実績は、組成件数、組成金

額、関連収益のいずれも、

急速に増加した。

2000年代後半に入ると、

グローバル対応を強化する

ため、2007年 4月、シンジケーション営業部内にグローバルシンジケーショングルー

プを設置した。その後、世界的な金融危機が表面化する中では、採り上げに当たって

シンジケートローンに適した案件を選別する姿勢で臨んだ。2009年 4月には、案件

組成と劣化案件対応を行っていたストラクチャリンググループを再編成し、当行が

エージェントを務める案件の中で信用劣化対応に集中するグループを新設した。

以上のような業務環境および取り組みを受けて、2000年代後半の当行のシンジケー

トローンの実績については、組成件数は減少傾向をたどった。一方、組成金額は

2007、2008年度に大幅に増加した。これは、資本市場の機能が低下する状況下で、

米国の大手企業向けクロスボーダー取引を含む大型取引を反映したものであり、2009

図表 2─4─5 ③　当行のシンジケートローン取引の推移
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図表 2─4─5 ④　当行のシンジケートローン関連収益の推移
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年には資本市場の修復を受けて従来の趨

勢に落ち着いている。関連収益は、大型

買収案件関連のアレンジメントフィーの

取得、コミットメントラインに対する需

要増加などが寄与して、横ばい圏で推移

している。

アレンジ実績（組成金額）のランキン

グについては、当行は 2007年度に初め

て国内首位を獲得し、2008年度も首位

を維持した。また、当行は、2007年度、2009年度および 2010年度に、英金融専門誌

『EuroWeek Asia』において、本邦シンジケートローンのベストアレンジャーに選出

された。この賞は、単に組成額だけではなく、金融機関や借入企業への調査結果に基

づいて選出されることから、当行のアレンジャーとしての質・能力が高く評価された

ものである。

当行は、広告を通じたシンジケートローンの認知度向上にも取り組んだ。2001年

度から 2009年度まで、当行がアレンジャーを務めた取引について、お客さまの了解

を得た上で、新聞紙面および当行Webサイトに紹介広告（お客さま名、組成額など）

の掲載を行った。2002年度からは、ツームストーンを模して、お客さまのロゴマー

クも掲載した＊340。このような取引実績紹介は、当行のプレゼンスを示すだけでなく、

お客さまである企業の IR活動にも貢献した。

シンジケーション営業部は、シンジケートローン業務に加えて、同業務から派生す

る商品の提供にも力を入れた。一つ目の例は、CBリパッケージローンの取り扱いで

ある。当行は、信用リスクを市場取引するノウハウを応用して、大和証券 SMBCと

CBリパッケージローンを開発し、2004年 8月から取り扱いを開始した。この商品は、

CBを信用リスクと株式転換オプションの価格変動リスクに分解することによって、

いずれか一方のリスクのみを有する運用対象を求める市場参加者に取引機会を提供可

能にするものである。二つ目の例は、新株予約権付ローンの取り扱いである。当行は

シンジケートローン取扱実績の紹介広告

＊340 公社債や株式などの発行、シンジケートローンの組成の周知は、その掲載様式の外観が欧米の墓石
（ツームストーン）に似ているため、伝統的にツームストーンと呼ばれているが、当行では、これを
模して、取扱実績の紹介として「ツームストーン広告」を掲載した。
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シンジケートローン業務においてお客さまの資金調達ニーズに柔軟に対応してきた経

験を踏まえ、2008年 2月から新株予約権付ローンの提供を開始した。本ローンは、

2006年 5月の会社法施行で可能になった商品で、新株予約権の権利行使に際して出

資される財産として金銭債権を選択する、つまり当行が新株予約権を行使すると、お

客さまへのローンが出資に振り替わることから、お客さまにとって機動的な資本調達

が容易となる＊341。これらの新商品の提供において、当行は先駆け的な役割を果たし

た。

（2）金銭債権流動化業務

当行は、新銀行が始動する段階で、各種の先端的資金調達の支援を行う投資銀行営

業部の中に、流動化業務の担当グループを設けて業務推進に取り組んだ。その後の業

容拡大を受けて、2005年 4月、アセットファイナンス営業部＊342を新設した。

営業店が、お客さまのオフバランス化ニーズを把握した場合、投資銀行営業部（組

織変更後はアセットファイナンス営業部）の支援を受けて、お客さまに具体的な仕組

みなどを提案し、取引条件などの折衝を実施した。

流動化スキームの中には、お客

さまの手続きにおいて、煩雑な事

務が発生するケースがあり、当行

はこの負担を回避する新商品を開

発することでも、流動化業務の一

層の推進を図った。中でも、2002

年 3月に導入し 5月に全店取り扱

いを開始したノーツ・キャプター

は、「ファイナンスの決済との融

合・事務のアウトソース」という

コンセプトの下、流動化に関する

手形事務のほとんどを当行のシス

＊341 ローンが出資に振り替わる点で、株式公開を目指す成長企業を主な対象とし、貸出取組時に新株予
約権を取得する既存の新株予約権付貸金と商品性が異なる。

＊342 アセットファイナンス営業部は、金銭債権流動化に加えて、支払手形削減サービス（293ページ参照）、
ポートフォリオ型ファクタリング（2006年 1月以降、293ページ参照）、信託を活用した資金の分別
管理（442ページ参照）などを所管している。

図表 2─4─5 ⑤　当行の金銭債権流動化収益の推移
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テムで対応できるようにし、メイン先以外での導入にもつながった。

また、当行は、貸付金を証券化した商品である CLOを中小企業金融に適用するこ

とに、主導的な役割を果たした。東京都が金融機関等と連携して中小企業に市場から

の資金供給を行う東京都 CLOの第 3回債券発行（2002年 3月）において、当行は中

核金融機関（アレンジャー）を務め、従来の ABS（Asset Backed Securities）ではな

く ABCPを用いるスキームを採用した。ABCPの利用は、貸金残高の変化に応じて

ABCPの発行を調整することで、信用保証協会が承諾を与えやすい約定返済に対応で

きるメリットがあったことから、同種のスキームは他の多くの自治体が推進する

CLOで採用された。また、当該 ABCPは、当行の法人のお客さまに販売されるなど、

運用商品としても、注目された。

取扱商品の拡充を含む積極的な営業推進を反映して、当行の金銭債権流動化取引な

どの関連収益は、2000年代半ばにかけて急速に拡大した。その後、日本企業のバラ

ンスシート調整の一巡化などに伴い、同収益は減少傾向で推移している。一方、2011

年 3月末の金銭債権流動化残高は約 1兆 4,000億円に達しており、当行取引先の大企

業、中堅企業のファイナンスニーズを支える必要不可欠な商品となっている。また、

これまで国内で培ってきたノウハウをいかして、新たに、アジア地域における金銭債

権流動化業務の積極展開を図っている。

金銭債権流動化で培ったノウハウは ABL（Asset Based Lending）への取り組みに

も活用されている。一例として、2004年 4月に、ABLのコンセプトをベースとした

商品としてアセット連動ローン（ALL：Asset Linked Loan）を導入した。本商品は、

売掛債権、手形債権等の金銭債権を中心とした営業資産を保有するお客さまを対象に、

当該営業資産のキャッシュフローを見合いに運転資金を融資する商品である。当行は

原則として対象営業資産に担保権を設定し、期中のキャッシュフローをモニタリング

する。技術的な理由で営業資産の証券化が困難な場合でも、お客さまに運転資金の調

達手段を提供できるのが大きな特徴である。

（3）ストラクチャードファイナンス業務

当行は 2002年 12月の組織改定で、ストラクチャードファイナンス営業部を新設し、

プロジェクトファイナンスなどの機能をこの新設部に移した。当行は各種の大型案件

に参加して蓄積した経験・知識、国内・海外の輸出信用機関（ECA：Export Credit 

Agency）との緊密な関係に基づき各種リスクの軽減を図るノウハウなどをいかして、
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お客さまに最善のサービスを提供した。

当行は、わが国の PFIの第 1号案件および最大規模案件でアレンジャーを務め、

また中東の大型案件ではファイナンシャルアドバイザーとして条件交渉や幹事行選定

を含め案件全般にわたる助言を行った（図表 2─4─5 ⑥）。この中東の案件では、一

部の資金供与はイスラム法に基づくスキームによるファイナンス（イスラム金融）で

行われた。これらの事例の他にも、欧州を含む世界各地での太陽光発電などの再生可

図表 2─4─5 ⑥　当行が実施したプロジェクトファイナンスの主な事例

公務員宿舎赤羽住宅（仮称）整備事業

時期・事業規模等：  2003年 12月、協調融資契約（約 40億円）に調印。当行と日本政策投資銀行がアレン
ジャー

事業概要・特徴 ・ 老朽化した公務員住宅（住宅戸数約 400戸）の建て替えに関する設計、建設、維
持管理

・国が実施する PFI第 1号へのファイナンス

中央合同庁舎第 7号館整備等事業

時期・事業規模等： 2004年 12月、協調融資契約（約 570億円）に調印。当行と東京三菱銀行等がアレンジャー

事業概要・特徴 ・ 文部科学省、金融庁等が入居する庁舎等の 2棟の高層ビルの設計、建設、維持管理、
運営

・当時としては本邦最大規模の PFI事業向けファイナンス（注）

サウジアラビア・ラービグ地区石油精製・石油化学事業

時期・事業規模等： 2006年 3月、協調融資契約（約 58億米ドル）に調印。当行はファイナンシャルアド
バイザー

事業概要・特徴 ・世界最大級の石油精製・石油化学複合プラントの建設、操業等
・ファイナンス総額のうち約 10％は、イスラム金融による供与

豪ヴィクトリア州の海水淡水化 PPP事業

時期・事業規模等：2009年 9月、協調融資契約（約 36億豪ドル）に調印。当行はアレンジャー

事業概要・特徴 ・海水淡水化設備等の建設、水供給
・世界最大規模の海水淡水化事業

パプアニューギニア LNG事業

時期・事業規模等：  2009年 12月、協調融資契約（約 18億米ドル）に調印。当行はアレンジャーおよび国
際協力銀行（JBIC）と独立行政法人日本貿易保険（NEXI）のエージェント

事業概要・特徴 ・ガス田開発、パイプライン敷設、液化プラントの建設等
・銀行団にみずほコーポレート銀行、三菱東京 UFJ銀行が参加する中で、当行は

JBIC、NEXIのエージェントを行うことで邦銀の代表としてプレゼンスを内外に
示す

（資料）  当行、国際協力銀行、独立行政法人日本貿易保険等の対外発表資料
（注）    2011年 4月現在での最大規模の PFI事業は、2008年 3月に融資契約が行われた「東京国際空港国際線地区旅客

ターミナルビル等整備・運営事業」。協調融資額は約 900億円。みずほコーポレート銀行、日本政策投資銀行、
三菱東京 UFJ銀行が主幹事となり、当行が共同幹事となった。
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能エネルギー関連プロジェクト、アジアを中心とするインフラ整備プロジェクトなど

への積極的な取り組みを通じて、当行はプロジェクトファイナンス市場の拡大に先導

的な役割を果たしてきた。

アジアを中心とする地域の活力の取り込みに向けては、インフラ整備や資源開発に

関するニーズに機動的に対応するため、2007年 4月にストラクチャードファイナン

ス営業部シドニー駐在を設置し、2008年 4月には、インドのニューデリーに現地法

人として SMBCキャピタルインディアを設立して、取り組みを強化した。

当行のプロジェクトファイナンス業務の国際的評価は、著名な業界誌からの受賞実

績にも表れている（図表 2─4─5 ⑦）。

MBO/LBOファイナンスについては、2002年 4月に投資銀行営業部金融ソリュー

ション室にMBO/LBOグループを設置した。このグループの機能は、2002年 12月

の組織改定で、新設のストラクチャードファイナンス営業部に移された（2011年 4

月にM&Aファイナンスグループに改称）。ストラクチャードファイナンス営業部は、

お客さまのMBO/LBOのニーズに接した営業店に対して、お客さまへの説明と取引

条件などの交渉の実施、稟
りん

議
ぎ

作成段階におけるストラクチャーのリスク分析などの面

で支援を行った。

企業の事業再編が活発化する中で、営業店とストラクチャードファイナンス営業部

などがMBO/LBOファイナンスをソリューション営業における重点項目の一つと位

置付けて協働を推進した結果、当行のMBO/LBOファイナンスの取引件数は 2002年

の専門グループの設置から 2010年度までに累計で 100件超となり、国内のMBO/

LBOファイナンス市場でトップクラスのプレーヤーの地位を確立している。

グローバル対応に関しては、2007年 4月、拡大するアジア・オセアニア地域の

MBO/LBOへのニーズに対応するため、レバレッジドファイナンスグループ（豪亜）

図表 2─4─5 ⑦　プロジェクトファイナンス業務に関連した当行の主な受賞実績

受賞年 受賞・評価内容、出典 補足説明
2006年 Global Adviser of the Yearおよび

Asia Pacific Adviser of the Year
『Project Finance International』誌

邦銀、アジアの金融機関として初の受賞

2008年 Global Bank of the Year
『Project Finance International』誌

邦銀、アジアの金融機関として初の受賞

2009年 Global Arranger of the Year
『Infrastructure Journal』誌

邦銀、アジアの金融機関として初の受賞
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を設置し、各営業店が担っていた同地域のMBO/LBOファイナンスの与信権限を同

グループに移管した。同グループは、シンガポールとシドニーにチームを設置して、

各営業店と協働することとした。2007年に行われたマレーシアの大手通信会社の非

上場化のためのファイナンスが『Asiamoney』においてディール・オブ・ザ・イヤー

を受賞するなど、MBO/LBOファイナンスにおける当行のプレゼンスは着実に高まっ

ている。

ストラクチャードファイナンス業務全体の収益は、業務環境が悪化した 2000年代

後半においても拡大中である。

（4）不動産ノンリコースファイナンス業務

当行において、不動産ノンリコースファイナンス業務は、新銀行が始動する段階で

は投資銀行営業部の中の担当グループが、また 2002年 12月の組織改定後はストラク

チャードファイナンス営業部の中の担当グループが行った。その後、市場でのプレゼ

ンス確保を狙いとして、2005年 4月の組織改定で、不動産ファイナンス営業部を新

設し、同部にストラクチャードファイナンス営業部から不動産ノンリコースファイナ

ンスの機能を移した。不動産ファイナンス営業部は、基本的にプロダクト部門である

投資銀行部門の他部と異なり与信責任を負い、市場の動きに迅速に対応できるという

特徴を有していた。

不動産ファイナンス営業部は、主力業務の不動産ノンリコースファイナンスに加え

て、中長期的に安定的な収益が期待できる場合には、私募不動産ファンド向けエクイ

図表 2─4─5 ⑧　当行のストラクチャードファイナンス業務の収益の推移
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ティーや J─REIT＊343などへの投資にも取り組んだ。2007年 6月以降は、J─REIT市

場の低迷に対応して、従来は各営業店が個別に行っていた J─REIT向け貸出を、不動

産ファイナンス営業部が一元的に推進・管理する体制に段階的に移行した。なお、J

─REIT向け投資業務は、効率化のため、不動産ファイナンス営業部の部内室であっ

たリート投資室（2008年 4月設置、2010年 4月廃止）から、2010年 4月に、国内

ファンド投資を主業務とする投資営業部（441ページ参照）に移管した。この結果、不

動産ファイナンス営業部の主要業務は、不動産ノンリコースローン、J─REIT向け貸

出、私募不動産ファンド向けエクイティー投資の三つとなった。

近年は不動産市場が調整局面に入っていることを踏まえて新規の取り組みを慎重に

進めているが、不動産ファイナンス営業部が設置される直前の 2004年度末以降の推

移をみれば、不動産ノンリコースファイナンスの期末残高は、約 5,500億円から約 1

兆 6,000億円へと約 3倍の拡大を達成し、当行は同市場においてトッププレーヤーと

いう評価を得ている。この間、不動産ファイナンス関連収益は、おおむね増加してい

る。

図表 2─4─5 ⑨　当行の不動産ノンリコースファイナンス業務の業容の推移
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（注） 行内管理ベース。残高は社債を含む。収益データの把握は 2004年度以降。

＊343 REIT（Real Estate Investment Trust、不動産投資信託）は、投資家から集めた資金を賃貸ビル等の不
動産で運用し、その賃貸料等を分配金として支払う金融商品。日本で一般的な仕組みは、投資法人
という不動産への投資・運用等を目的とした特別な法人が、投資者からの出資金等で不動産を保有し、
投資証券を投資者に発行し、この投資証券が証券取引所で売買される。日本の証券取引所に上場さ
れている REITを J-REITと呼んでいる。
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（5）証券仲介業務（金融商品仲介業務）

当行は、2004年 12月、証券仲介業制度の導入に合わせて同業務を開始した。法人

のお客さま向け証券仲介業務においては、当行が大和証券 SMBCから委託を受けて

仕組債を含む社債、外債などの売買をお客さまに勧誘し、お客さまからの申し込みを

大和証券 SMBCに媒介した。仕組債とは、デリバティブを組み込むことで、通常の

債券のキャッシュフローとは異なるキャッシュフローを持つようにした債券のことで、

お客さまの多様なニーズやリスク許容度に対応できるという特徴がある。

業務運営に当たり、法人のお客さま向け証券仲介の専任担当部署として 2004年 12

月に証券営業部を設置した。これは、お客さまニーズへの対応に専門性を要すること、

証券取引法等の法令遵
じゅん

守
しゅ

の実効性を確保する必要があること、効率的な業務フロー

を確立できることなどの理由に基づく組織対応であった。お客さまのニーズに接した

法人営業部などは当該ニーズを証券営業部に連絡し、同部がお客さまの運用ニーズに

合致した商品の勧誘を行うこととした。2005年 4月からは、法人業務部運用グルー

プも内部管理体制を整備し、法人のお客さまに対して、個別商品の概要についての説

明を行えることとした。さらに 2005年 11月からは、一定の法人営業部なども同様の

説明を行えることとした。なお、2010年 4月の組織改定で、法人向け運用ニーズへ

の対応の強化を図るため、証券営業部と、デリバティブ商品の販売推進を主業務とす

る金融商品営業部との統合を行い、統合後の部の名称を金融商品営業部とした。

なお、証券仲介業務（金融商品仲介業務）に関しては、後述する新たな銀証連携の

枠組み構築を受けて、2010年以

降、取り扱いの仕組みなどを変更

した（542ページ参照）。

当行の証券仲介業務（金融商品

仲介業務）の収益規模は、2004

年度の開始直後から 2006年度に

かけて、相場環境が良好であった

ことに加えて、当行として法人の

お客さま向けの運用業務の柱の一

つとして推進したことから、大き

く拡大した。当時の主力商品は、

豪ドルを中心とする為替相場に連

図表 2─4─5 ⑩　 当行の証券仲介業務（金融商品仲介業務）
の収益の推移
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動する仕組債であったが、2008年度以降は、急激な円高、株式相場の調整などの要

因から、お客さまは仕組債を敬遠し比較的リスクが低い社債などの固定利付債券を中

心に運用を行うようになった。当行としては非公開融資等情報の管理を厳格に行う観

点から基本的に普通社債を金融商品仲介業務の対象としておらず、普通社債運用を望

むお客さまには提携証券会社の紹介で対応した。このような事情を背景に、2008年

度以降の金融商品仲介業務の収益は縮小傾向で推移している。

（6）ファンド投資業務

当行は、2005年 4月の組織改定で、ファンド投資の専門部署として投資開発部を

設置した。これ以前にも、例えば旧住友銀行によるプライベート・エクイティー・

ファンド宛て投資、三井住友銀行になってからの大和証券 SMBCの子会社である大

和証券 SMBCPIによるプライベート・エクイティー投資の開始（2001年）、企業再

生ファンドの先駆けの一つである日本リバイバル・ファンド宛て出資（2002年）、大

和証券 SMBCPIなどと共同でのデイスター・ファンドの組成（2003年）、SMFGに

よる GSグループなどと共同での企業再生合弁会社・SMFG企業再生債権回収の設立

（2003年）など、機会に応じて投資業務を行っていたが（254ページ参照）、専門部署の

下で継続的に取り組むようになったのは、投資開発部の設置以降である。同部の設置

に際しては、この組織改定時に廃止した戦略金融統括部から、企業再生ファンドなど

への投資業務のノウハウを引き継ぐとともに、投資銀行統括部から内外ファンド投資

機能を移管した（356ページ、図表 2─3─2 ⑧参照）。

2006年 1月、当行（主管部は投資開発部）は日本政策投資銀行と共同で総額 120

億円のコーポレート・メザニン・ファンドを組成した（3月に総額 300億円に増額）。

ファンドの略称は、Union of DBJ and SMBC の意味で UDSメザニンファンドである。

当時、シニアローンについてはシンジケートローンや買収ファイナンスなどの市場が、

また資本（エクイティー）についても IPOやプライベート・エクイティー・ファン

ドなどの市場の厚みが増しつつある一方で、両者の中間に属する優先株式、劣後ロー

ンなどのメザニンファイナンスについては、企業の事業再構築の中でのバランスシー

トの調整ニーズや、M&Aやバイアウト案件における資金調達ニーズなどがあるにも

かかわらず、資金の出し手は限定的であった。そのような状況下で、当行と日本政策

投資銀行は、メザニンマーケットの育成に取り組むこととした。UDSメザニンファ

ンドの総額は 2011年 3月末までに約 1,300億円にまで拡大している。
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その後、組織については、「LEAD THE VALUE計画」の成長事業領域の一つであ

る「自己勘定投資の拡充」を図る一環で、2007年 4月の組織改定において、投資開

発部を、営業店と連携しつつ国内プライベート・エクイティー・ファンド投資や非公

開成長企業への直接投資を行う投資営業部と、グローバルに純投資的なプライベー

ト・エクイティー・ファンド投資を行う投資開発部に分離した。2009年 4月の組織

改定では、経営資源を集約し効率性を高めるために、投資営業部と投資開発部を改め

て統合し、新たに投資営業部とした。

業務については、2009年 2月、内外のプライベート・エクイティー・ファンドに

投資するファンド・オブ・ファンズの運営などを行うエー・アイ・キャピタル（三菱

商事の子会社）とプライベート・エクイティー・ファンド投資に関する資産運用ビジ

ネスにおいて資本・業務提携を行った。これにより、従来は行内で行っていた投資先

ファンド（海外プライベート・エクイティー・ファンドが中心）に係るモニタリング

業務をエー・アイ・キャピタルに委託し、効率化を図っている。

2010年 3月には、事業再生支援投資を行う SMBCプリンシパル・ファイナンスを

当行子会社として設立した。同社は、2008年 12月の規制緩和により、事業再生を行

う非上場会社の 5％を超える議決権を銀行の投資専門子会社が保有することが可能に

なった機会を捉えて設立したもので、同規制緩和に基づく銀行子会社設立はわが国初

であった。事業再生の分野では、外部の有力プレーヤーとの協調にも取り組み、2010

年 9月に、日本政策投資銀行、三菱東京 UFJ銀行、三菱商事などと共同出資で、ジャ

パン・インダストリアル・ソリューションズを設立した。

（7）信託業務

当行は三井住友銀行発足前後に信託子会社を譲渡する一方、兼営法の改正（314ペー

ジ参照）によって可能になった銀行本体による信託業務の兼営を、2002年 10月に資

産流動化業務を中心に、実行に移した。体制については、受託審査や信託事務等を担

当する信託部をコーポレートサービス部門に新設し、営業推進を投資銀行部門の各部

が担当した。併せて、親密信託銀行の中央三井信託銀行、三井アセット信託銀行、住

友信託銀行の代理店業務を開始し、本店営業部と大阪本店営業部を同業務の取扱店舗

とした。2005年 4月の組織改定では、信託を活用した資産流動化業務・決済業務の

営業推進機能の一翼を担う部として、投資銀行部門にアセットファイナンス営業部を

新設した。
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信託業務は当行の資産流動化業務の拡大、運用商品の品ぞろえの充実に貢献した。

当行が、他行に先駆けて先進的な商品を開発・提供した主な例を挙げると、次の通り

である。2003年 12月、信託を利用した資金の分別管理等のニーズに対応して新型資

金決済サービス「クリアリングトラスト」の取り扱いを開始した。倒産隔離機能を活

用して、さまざまな決済リスクをヘッジするこのサービスは、信託の新たな利用方法

を打ち出すものであった。当初、決済金額の大きいM&Aや不動産取引で広く用いら

れ、その後、収納代行業における滞留資金の保全など、利用の幅を広げた。さらに外

国為替証拠金取引の証拠金分別管理などの分野にも活用され、資産運用時のお客さま

の安心感の向上に貢献している。2007年 6月には、後述する排出権ビジネスへの取

り組みにある通り、金銭信託を活用して排出権の小口購入を可能とする商品提供を開

始した。2008年 1月には、当行がアレンジャーを務めたシンジケートローンにおいて、

担保権信託を活用して当行が担保権の一元的管理を行うこととした。2009年 8月には、

自己信託の登録会社の第 1号となり、その後、貸付債権流動化に活用している。2010

年 2月には、信託社債を活用して運用商品の拡充に取り組んだ。

さらに、知的財産の分野においては、信託を利用した新しい資金調達の導入例にも

取り組んだ。具体例としては、2005年 11月に取り扱った映画ファンド「北斗ファン

ド─英雄伝説─」において、個人・法人から SMBCフレンド証券を通じ広く投資を

募り、信託された資金で映画作品の著作権を信託財産として取得し、映画の劇場公開

許諾、DVD化許諾などの形で著

作権を運用・管理した。

このような取り組みを背景に、

当行の信託財産残高は増加傾向を

たどり、2011年 3月末時点で約 1

兆 6,000億円（自己信託による財

産残高を含む）に達している。

なお、2009年 4月の組織改定

では、投資銀行部門各部と信託部

との連携を強化し、信託機能を活

用した商品・サービスの質の向上

を図るため、信託部をコーポレー

トサービス部門から投資銀行部門

図表 2─4─5 ⑪　当行の信託財産残高の推移
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億円。
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に移管した。

（8）証券ファイナンス業務

当行では、債券受託業務を資本市場部（2006年 4月以降はシンジケーション営業

部）で、カストディー業務を国際投資サービス部（2005年 4月に資金証券サービス部、

2007年 4月に証券ファイナンス営業部に改称）で行った。2007年 10月には債券受託

の機能を証券ファイナンス営業部に移管し、貸株、私募債、債券受託、カストディー

などの有価証券関連プロダクツをフロント・ミドル・バック一体で提供できる専門部

署としての体制を整えた。商品面では、2007年 3月、カストディー業務のシステム

基盤を活用した株価連動ローン（商品名 SEASONLINE）を導入し、お客さまの利便

性向上を図った。2008年 4月には、当行のアジア戦略の強化に貢献するため、サム

ライ私募債発行支援などに取り組むシンガポール駐在を配置した。

◉将来への布石
（1）アジア市場への積極的な経営資源の投入

投資銀行部門としての 3カ年の計画（2007～ 2009年度）に従い、アジア市場にお

ける投資銀行業務の強化を図るために、人員投入・組織整備、現地法人の設置、現地

金融機関との提携などの施策を実施した。主な具体的施策は、次の通りである。

人員投入・組織整備については、前述の通り、ストラクチャードファイナンス営業

部レバレッジドファイナンスグループ（豪亜）および同部シドニー駐在を設置した
（436ページ参照）。2007年 10月には、大企業を主体とするグローバル資金管理ニーズ

に応えるために、EC業務部にグローバル CMS室を設置し、シンガポールを中心に

ニューヨーク、上海などをカバーする態勢を整えた。2008年度には、商品提供力の

強化を図るため、シンガポールを中心にして一部は上海、香港に、不動産関連ファイ

ナンス、デリバティブ、資産流動化、証券ファイナンス、国際 CMSなどに関する商

品を扱う投資銀行部門各部の駐在を配置した。2010年 5月には、投資銀行部門の本

店各部として、アジア・プロダクト推進部をシンガポールに設置し、投資銀行部門各

部の駐在機能の一部を集約することで、プロダクツ横断的なソリューション提供機能

の強化を図った。アジア・プロダクト推進部には、資産流動化などを担当するデット

ストラクチャーグループと、デリバティブ商品の開発・販売などを担当するデリバ

ティブズグループを設置した。さらに、2010年 7月には、ベトナムで多数のエネル
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ギー・交通インフラプロジェクトなどに関する一層の資金需要が見込まれることを踏

まえ、ストラクチャードファイナンス営業部ハノイ駐在を設置し、プロジェクトファ

イナンス、航空機ファイナンス、MBO/LBOファイナンスなどに取り組むこととした。

現地法人の設置については、2008年 4月、インドのニューデリーに SMBCキャピ

タルインディアを設立した。同社は、社会資本整備案件をはじめとしたストラク

チャードファイナンス業務へのニーズに対応するアドバイザリー業務を中心に、初年

度から成果を上げている。

現地金融機関との提携については、2010年 6月、当行はインドの大手民間銀行で

あるコタック・マヒンドラ銀行と資産運用、証券業務、投資銀行業務を中心とする業

務提携覚書を締結し、8月には第三者割当増資引受により、同行の 4.5％の株式を取

得した。さらに、2011年 3月、同行のグループ会社などと当行は、インドに特化し

たインフラファンドの設立を目的とした協働契約を締結した。

（2）排出権ビジネスへの取り組み

排出権ビジネスの背景にあるのは、2005年 2月の京都議定書の発効である。同議

定書は、1994年に発効した「気候変動に関する国際連合枠組条約」の中身を具体化

する取り決めであり、先進国およびロシアなどの市場経済移行国について国ごとに二

酸化炭素（CO2）をはじめとする温室効果ガスの排出量の削減率が設定された。削減

手法としては、省エネルギー活動の実施などに加えて、「市場メカニズムを活用した

柔軟性措置」、いわゆる京都メカニズムが導入された。これが契機となり、CO2等の

排出権の取引が国際規模で行われることとなった。

当行グループの中では、2005年 8月、現地法人であるブラジル三井住友銀行が現

地のクリーン開発メカニズム（CDM＊344）プロジェクトから生じる排出権を日本企業

に紹介する業務を開始した。ブラジル三井住友銀行は 2006年に、十数件の中小規模

の CDMプロジェクトをパッケージ化により 150万トンの大型案件にして、日本の大

手電力会社と成約した。この取引は、画期的なビジネスモデルとして、2007年、英

国フィナンシャルタイムズと国際金融公社（International Finance Corporation）が実

施するサステイナブルバンキング賞のカーボンファイナンス部門において、優秀賞

＊344 CDM（Clean Development Mechanism）は、京都議定書第 12条に規定されており、先進国および市
場経済移行国が発展途上国において温室効果ガスの排出削減プロジェクトを実施し、その結果生じ
た排出削減量に基づいて発行される排出権を、自国の排出削減義務履行に用いることができる仕組
み。
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（Runner─up）を受賞した。

ブラジル三井住友銀行の活動が布石となり、2007年 10月、当行はストラクチャー

ドファイナンス営業部に、排出権取引関連業務の推進などを行う環境ソリューション

室を設置した。排出権取引の専門部署の設置は、邦銀で初めてのことであった。

当行は、専門部署の設置後、プロジェクトの発掘に向けた海外ネットワークの充実

と商品性の強化に取り組んだ。海外ネットワークの充実については、2009年 1月に

フィリピンの大手民間銀行のMetropolitan Bank and Trust Companyと、2010年 1月

にウルグアイの大手政府系銀行の Banco de la República Oriental del Uruguay と排出

権取引関連ビジネスを対象にした業務提携に関する覚書を締結した。国際機関との間

でも、2009年 11月に中南米地域の国際開発機関である米州開発銀行などと排出権関

連ファンドの組成・運営を対象とした業務提携に関する覚書を締結するなどの関係構

築を行った。

商品性の強化については、他行に先駆けた日本初の取り組みとして、金銭信託を活

用して排出権の小口購入を可能とするサービスの取り扱いを開始した。排出権の取引

は相対で行われるため小口の取引が成立しにくいという事情があり、従来は排出権の

組み込みによる自社商品・サービスの差別化、あるいは CSRといった観点からの小

口の排出権取得ニーズには十分に対応できないという状況にあった。当行は、2007

年 6月に第 1号案件を成約した後、2007年 8月、ストラクチャードファイナンス営

業部、金融商品営業部の主導で全国の小口需要に対応できる態勢を整備した。

また、2008年 12月施行の銀行法等の改正による規制緩和を受けて、2009年 6月、

当行は邦銀として初めて、自らが直接の相手方となる排出権の売買業務を開始した。

従来の媒介業務では、売り主・買い主が希望するタイミングでの契約締結ができない

といった問題があったことへの対応である。

排出権ビジネスに関する当行の取り組みは、グループ会社である日本総合研究所か

ら環境問題に詳しい研究員が環境ソリューション室に駐在するなどの支援も得て順調

に拡大した。当行の排出権取引の取扱分野は多岐にわたり、取引実績においても国内

排出権市場において先行している。

（3）成長産業などへの対応力強化

成長産業などへの対応力強化については、中長期的な視点での当行の競争力・収益

力向上を目指して、2010年 7月、ストラクチャードファイナンス営業部に成長産業
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クラスター・プロジェクトチームを設置し、事業機会を開拓することとした（388ペー

ジ参照）。プロジェクトチーム発足に当たっての対象分野は、環境（環境都市開発、交

通システムなど）、新エネルギー、水、資源と、全て広義の環境問題に関わるもので

あったが、非環境分野の追加を含めて適宜見直していくこととした。

成長産業クラスター・プロジェクトチームの活動は、個別のお客さまと個別の銀行

間の取引という従来の発想を変えて、対象分野に関連する産業や企業をサプライ

チェーンの考えから面的に捉えた上で、関係省庁などと連携し、多面的な金融サービ

スを提供することを展望している。態勢については、海外の大型プロジェクトに多く

の知見を有するストラクチャードファイナンス営業部を中核としつつ、投資銀行部門

をはじめ企業金融部門や法人部門などから非専従メンバーが参加することで、行内横

断的な運営を行うこととした。

本件プロジェクトチームは、インフラ関連プロジェクトなどに発掘・組成の段階か

ら関与するために、関連経済団体の各種委員会などに、他行に先駆けて参加している。

成果の一例を挙げると、2011年 2月、ベトナムの水力発電会社との間で、5,000万ド

ルを限度とした貸付契約を締結した。

（4）決済関連ビジネスの変化を展望した取り組み

決済関連ビジネスに関しては、市場の拡大が期待できる一方で、その中で当行の優

位を確保し続けるためには、決済とファイナンスの融合の動き、お客さまのビジネス

のグローバル化進行に伴うグローバルベースの決済関連ニーズの強まりなど、高度

化・多様化していくお客さまのニーズに的確に応える必要があった。

2006年 4月の組織改定では、従来、各部門に分かれて存在していた決済関連ビジ

ネスの関連部を投資銀行部門に集約した。具体的には、コーポレートサービス部門か

ら EC業務部を、国際部門から資金証券サービス部を投資銀行部門に移管し、同部門

のアセットファイナンス営業部と合わせて、決済ファイナンスユニットと総称して一

体的に運営することとした。

なお、決済関連ビジネスについては、2011年度以降、対応の一層の強化に向けた

部門横断的な態勢整備など、新たな展開に進んでいくこととなる（561ページ、図表 2─

6─3 ①注 2参照）。
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 6 国際部門の取り組み

◉国際部門の新たな経営施策
世界経済が 2002年（平成 14年）から景気回復をたどる情勢の下で、当行の国際業

務は、従来の一方的な縮小から反転攻勢へと軸足を徐々に移した＊345。公的資金完済

にめどが付いた 2000年代半ば以降は、成長著しい新興国への拠点網強化にも積極的

に乗り出した。

2007年度に開始した「LEAD THE VALUE計画」は、「最高の信頼を得られ世界に

通じる金融グループ」を目指すことを経営方針とした。国際部門では銀行全体の中期

経営計画に基づき、部門のビジョンを「日系企業のさらなるグローバル化トレンドの

捕捉」「特定プロダクトにおけるトップティアステータスの確保」と定め、この実現

に向け、拠点展開、出資・提携、業務基盤強化などの分野でさまざまな施策に取り組

んだ。

拠点展開に関しては、アジアでは中国、オーストラリア、ベトナム、マレーシアな

どで拠点拡充を行った。欧米（中東、アフリカ、中南米を含む）でも、資源・エネル

ギー分野などで成長が期待できる地域でネットワークを充実させた。出資・提携に関

しては、特にアジア戦略を加速させる一環で、協働事業の実施等によって現地に進出

する日系企業へのサービス提供力の強化に取り組んだ。業務基盤強化に関しては、人

材の育成・活用、リスク管理、システムなどの分野で、グローバルな運営を支える態

勢強化施策を実施した。

特にリスク管理については、バーゼルⅡ対応を行うことに加えて、サブプライム

ローン問題に端を発した混乱が拡大し始めた 2007年以降は、問題発生時の機動的な

対応、信用劣化兆候の早期把握に向けた対策を、体制、制度の両面から実施した。

当行の国際部門は、業務環境が大幅に悪化する中で、リスク管理の高度化に加えて、

高採算案件の厳選や利ざやの改善などに注力した。この結果、海外業務の業務純益

（当行単体の国際部門に特定の海外現地法人を加えた行内管理ベース）は増加傾向を

維持し、海外収益比率＊346は 2010年度（2011年 3月期）に約 23％に達した。

＊345 転機を象徴する出来事の一つとして、2003年度には国際部門のリスクアセットが前年比で増加に転
じたことが挙げられる。

＊346 海外収益比率＝（国際部門の業務純益＋特定の海外現地法人の業務純益相当）／（マーケティング部門
全体の業務純益＋特定の海外現地法人の業務純益相当）
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また、海外の業界専門誌からの受賞実績にみられるように、当行の商品・サービス

は、国際的に高い評価を獲得している。

◉アジア戦略
（1）アジアの位置付け

アジア各国の経済成長率は、傾向としては先進各国を大きく上回って推移しており、

同地域の将来的な可能性への期待は大きい。このため、アジアの活力を取り込むこと

が、日本経済全体の課題であり、大手銀行を含む多くの日本企業の経営にとって目指

すべき方向となっている。当行は、合併発表時からアジア重視の姿勢を示し、さらに、

2005年 9月に提出・公表した経営健全化計画においては、日本を含むアジアを当行

の“マザーマーケット”と位置付けた。

図表 2─4─6 ②　 当行の商品・サービスに対する国際的評価の主な実績

種類 受賞年 受賞・評価内容、出典 補足説明
CMS 2010年 アジア・太平洋地域における金融

機関向け円決済サービス第 1位
『Asiamoney』誌

5年連続の第 1位

プロジェクトファ
イナンス

2008年 Global Bank of the Year
『Project Finance International』誌

邦銀、アジアの金融
機関として初の受賞

シンジケーション 2010年 Best Arranger of Japanese Loans
『EuroWeek Asia』誌

2007 年、2009 年 に
続く受賞

船舶ファイナンス 2006年 グローバルランキング第 7位
『MARINE MONEY』誌

邦銀としては第 1位

（注）  プロジェクトファイナンスについては図表 2─4─5⑦（436ページ）も参照。

図表 2─4─6 ①　海外収益比率の推移
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（注） 内部管理ベース。
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（2）ネットワークの拡充と業務運営体制の整備

①拠点の拡充と見直し

アジア（オセアニアを含む）におけるネットワークについては、「選択と集中」の

考えに基づいて、拠点の拡充と見直しを行った。

拠点の拡充については、中国大陸、台湾に加えて、ベトナム、マレーシアにおいて

もネットワークの充実を行った。また、資源大国として安定した成長が見込まれる

オーストラリアでも、現地での規制緩和などを踏まえ、2006年に支店を設置して銀

行業務を営むようになった。

一方で、インドにおいては、2カ店あった支店を 2005年に廃止した。当時、日系

企業のインド進出は中国や東南アジア諸国と比較すると少なく、かつ日系企業の展開

地域がインド各地に分散していた。このような状況下、日本人にとっての生活インフ

ラが不足しているインドで当行が中途半端な拠点網を独自に運営しても、安定的な収

益確保は困難と判断したためである。支店の廃止に当たり、当行は英国に本店を置き

インドでは最大の外国銀行であるスタンダード・チャータード銀行（Standard 

図表 2─4─6 ③　アジア・オセアニア地域における拠点の拡充・見直し

年 国・地域 内　　　容
2002 台湾 台北支店開設

中国 洋浦支店廃止
2004 中国 杭州支店開設

ベトナム ハノイ駐在員事務所開設
2005 インド インド拠点（ムンバイ支店、ニューデリー支店）廃止

タイ アユタヤ支店、チョンブリ支店廃止
2006 ベトナム ホーチミン支店開設

オーストラリア シドニー支店開設
2007 中国 天津支店天津濱海出張所開設

中国 蘇州支店蘇州工業園区出張所開設
2008 中国 北京支店開設

ベトナム ハノイ支店開設
2009 中国 三井住友銀行（中国）有限公司開業
2010 中国 三井住友銀行（中国）有限公司瀋陽支店開設

中国 三井住友銀行（中国）有限公司上海浦西出張所開設
2011 中国 三井住友銀行（中国）有限公司常熟出張所開設

マレーシア マレーシア三井住友銀行開業（4月）
インド ニューデリー駐在員事務所開設（4月）
中国 三井住友銀行（中国）有限公司深圳支店開設（5月）
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Chartered Bank）との業務提携を行い、同行のインドにおける日系企業との取引を側

面的に支援して、引き続きお客さまの銀行サービスニーズに対応することとした。

2005年 2月、当行はスタンダード・チャータード銀行に 2支店を譲渡し、同行が設

置した日系取引課（ジャパンデスク）に従業員を派遣した。また、このような対応を

通じて、将来に再進出する場合の足掛かりを残した＊347。なお、同じ 2005年に廃止

したタイのアユタヤおよびチョンブリ支店については、タイの金融諸制度の変更で外

資系金融機関が支店形態で進出する場合の拠点数が 1店舗に限定されたことから、オ

フショア業務に特化した 2支店を廃止したものである。

②中国拠点の現地法人化

2009年、当行は中国拠点について、中国金融当局の指導もあり、従来の支店展開

を見直して現地法人化を行った。現地の金融行政下では、現地法人化には、人民元の

取り扱いを含む業務範囲や拠点新設などの面での自由度向上が見込まれる。一方、預

金残高に対する貸出金残高の比率に関する預貸比率規制や同一借入人宛て与信制限な

どへの対応といった負担増の面もあった。当行はこのような業務への影響を踏まえ、

お客さまにとって何が最適かを慎重に検討した結果、現地法人化に踏み切り、2008

年 10月に中国金融当局から設立準備認可を取得した。その上で、2009年 4月、中国

のビジネスの中心である上海市に本店を置く、当行全額出資の子会社、三井住友銀行

（中国）有限公司（資本金 70 億人民元、

円換算約 1,000億円、以下三井住友銀

行（中国））を設立し営業を開始した。

現地法人化に当たり、当行は既存の

中国の 6支店（上海、北京、天津、蘇

州、杭州、広州）および 2出張所（天

津濱海、蘇州工業園区）の事業を三井

住友銀行（中国）に譲渡した。これに

伴い、当行は上海支店を除く 5支店 2

出張所を廃止し、上海においては、過

＊347 2000年代半ば以降も高成長を維持し一層の成長が期待されるインドに関して、当行は非日系企業取
引を含む事業機会の獲得を狙い、2010年にインドの大手民間銀行であるコタック・マヒンドラ銀行
と業務提携を行った（453ページ、図表 2─4─6 ④参照）。また、2011年にはニューデリー駐在員事
務所を開設して、情報連絡・収集の体制整備を行った。

三井住友銀行（中国）有限公司の開業式典
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渡的業務に特化する当行の上海支店を存続させた。既存の瀋陽、大連、重慶の 3駐在

員事務所についても、現地法令上、現地法人傘下に置けないことから、当行傘下に残

留させた。

その後、三井住友銀行（中国）は、2010年 6月に瀋陽支店を、7月に上海浦西出張

所を、2011年 1月に常熟出張所を開設した。さらに、5月に深圳支店を開設した時点

で、三井住友銀行（中国）の拠点は、8本支店、4出張所となった。

③業務運営体制の整備

業務運営体制については、部門間の協働、現地への権限委譲などによる顧客対応力

の強化を中心に、さまざまな取り組みを行った。主な事例は、次の通りである（法人・

企業金融・国際の 3部門協働組織の設置・運営についての説明は 376ページ、416ページ参照）。

2002年 12月、中国の日系取引に上海支店を中心とした一体運営体制の導入を行っ

た。この体制の下では、上海支店長が中国拠点全体の管理責任と中国日系取引の収益

責任を負うこととした。なお、非日系業務については、香港支店の非日系ヘッドの下

に集約し、同ヘッドが香港支店長の指示に従って推進することとした。一体運営体制

の導入に合わせて、グレーターチャイナ（中国大陸、香港、台湾）の業務全般の総責

任者として中国担当役員（国際部門副責任役員）を東京に設置した。また、中国発の

情報発信体制の構築の一環として、2003年からは、企業調査部のスタッフを上海に

常駐させた。

2004年 1月には、アジア地域でのシンジケーション、資産流動化等の金融ソリュー

ション業務の拡大を展望して、これらの業務の営業推進を行うアジア営業部を、アジ

ア本部に属する営業店としてシンガポールに設置し、香港に駐在を置いた。これに伴

い、投資銀行営業部シンジケーショングループ（アジア）を廃止し、新設のアジア営

業部にそのスタッフ、既存オペレーションを継承した。

2005年 8月には、執行役員中国駐在兼上海支店長の発令を行い、従来の中国担当

役員の役割のうち、中国大陸拠点に係る中国関連業務の内外連携推進のミッションを

引き継ぎ、中国関連業務の一層の推進強化を図ることとした。なお、グレーターチャ

イナの業務全般については、国際部門統括責任役員が所管することとなった。

2006年 12月には、中国大陸での業務推進およびコンプライアンス高度化の両面か

らより迅速な対応を可能とするため、国際部門の本店組織として中国統括部を、また

営業店として中国本部を設置した。中国本部は、中国大陸に所在する拠点（当時の上
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海、天津、蘇州、杭州、広州の 5支店および北京、大連、瀋陽、重慶の 4駐在員事務

所）を所管することとし、香港支店、台北支店、マニラ駐在員事務所はアジア本部の

所管とした。なお、この中国統括部と中国本部は、前述の中国拠点の現地法人化

（2009年 4月）の際に廃止した。

2007年 4月には、グレーターチャイナおよびフィリピンにおいて非日系企業取引

を中心とする業務推進を強化するため、アジア本部の営業店としてグレーターチャイ

ナ営業部を香港に設置し、上海支店、台北支店に駐在を配置した。10月には、企業

調査部のシンガポール駐在が業務を開始し、ASEAN（ただし、フィリピンについて

は同部の香港駐在が引き続き担当）、インド、豪州の業界・企業動向の調査・分析の

強化を図った。

2008年 4月の組織改定においては、南アジア・オセアニア地域での機動的な顧客

対応を可能とするため、同地域の営業店と駐在員事務所を所管するアジア・大洋州本

部を設置し、シンガポールに本部長を配置した。これに伴い、アジア本部を廃止した。

なお、香港支店、ソウル支店、台北支店、グレーターチャイナ営業部、マニラ駐在員

事務所については、中国本部、アジア・大洋州本部に属さない北東アジア地域営業店

および駐在員事務所として、国際統括部が直接所管する営業店に変更した。また、ア

ジア・大洋州本部の設置に伴い、2008年 6月に同本部傘下の営業店などの本店機能

を担うアジア・大洋州統括部を設置した。

2010年 4月の取引推進態勢の見直しにおいては、中国市場における業務の拡大お

よび当行組織の内部で内外の壁を取り払う「内なる国際化」の実現を図るため、三井

住友銀行（中国）における日系企業取引に係る業務推進・管理機能などの所管を、国

際統括部から法人企業統括部へ変更した。

2010年 5月には、アジア・オセアニア地域における投資銀行業務のニーズに、よ

り機動的に対応するための体制整備として、金融商品営業部、証券ファイナンス営業

部、アセットファイナンス営業部、投資銀行統括部の各部駐在機能を集約したアジ

ア・プロダクト推進部を、投資銀行部門内の本店各部としてシンガポールに設置した。

同部には、顧客債権流動化などを扱うデットストラクチャーグループ、デリバティブ

商品を扱うデリバティブズグループを設置した。

部門間の協働は、SMFGグループとしても行っている。例えば、アジアのインフラ

需要を展望して、当行は、三井住友銀行（中国）、日本総合研究所および同社の中国現

地法人の日綜（上海）投資諮詢有限公司と共に、中国の天津で進められている大規模
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環境都市プロジェクトへの日本企業誘致に取り組んでいる。このプロジェクトは、中

新天津生態城（英語名 SINO─SINGAPORE  TIANJIN ECO─CITY）と呼ばれる中国政

府とシンガポール政府とによる共同事業である。2009年 11月、SMFGグループ 4社は、

本プロジェクトを管理する中国の政府組織である中新天津生態城管理委員会と、環境

関連産業を対象とする日本企業誘致に関する業務を受託する基本協定を締結した。

（3）地場銀行などとの提携

「LEAD THE VALUE計画」は、注力する七つの成長事業領域の一つとして、「グ

ローバルマーケットにおける特定分野」を挙げた。想定された取組分野は、グローバ

図表 2─4─6 ④　アジアの銀行との主な業務・資本提携（2007年以降）

韓国 国民銀行
提携の年月：2007年 3月 業務提携および資本提携
提携の狙い ・韓国進出日系企業の共同支援、相互の在外支店に対する金融ファシリティー

・韓国および国際マーケットでのストラクチャードファイナンス協働
ベトナム ベトナム・エクスポート・インポート・コマーシャル・ジョイント・ストック・バンク
提携の年月：2007年 11月 業務提携および資本提携（当行の出資比率 15.0％）
提携の狙い ・ベトナム進出日系企業向け金融サービスの強化

・リテール分野での協働などを通じた新しいビジネスチャンス獲得
台湾 第一商業銀行
提携の年月：2007年 12月 業務提携
提携の狙い ・日台相互の進出企業に対するサービス強化

・シンジケートローン、貿易金融などにおける協働を通じた新しいビジネスチャンス獲得
香港 東亜銀行
提携の年月：2008年 11月 業務提携および資本提携
提携の狙い ・中国、香港などにおける新しいビジネスチャンスの獲得

・日系企業向けサポートの強化
インドネシア バンク・セントラル・アジア（BCA）
提携の年月：2009年 7月 業務提携
提携の狙い ・BCAの現地拠点網の活用などを通じたインドネシア進出日系企業向け金融サービスの強化

・新たな業務分野での協働可能性検討
インド コタック・マヒンドラ銀行
提携の年月：2010年 6月 業務提携および資本提携（当行の出資比率 4.5％）
提携の狙い ・インドに関する新しいビジネスチャンスの捕捉
マレーシア RHB Bank Berhad（RHB）
提携の年月：2010年 12月 業務提携（注 2）

提携の狙い ・商業銀行業務、マレーシア国内外の環境ビジネス、イスラム金融、投資銀行業務などでの協働

（注１）  提携の年月は当初の公表日。補記した出資比率は 2011年 4月 1日現在（補記していないものは非公表）。
（注２）  マレーシアの RHBについては、この業務提携の他、1974年に、旧三井銀行が RHBの前身である Development 

and Commercial Bank（D&C Bank）などと共に合弁会社を設立し、後年、D&C Bankにも出資を行ったことがある。
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ルに資金調達ニーズや再編ニーズの拡大が見込まれる成長産業、経済発展が著しいア

ジア地域、およびプロジェクトファイナンス、船舶ファイナンスなど当行グループが

競争力を有している分野である。これらの分野ではアライアンスや買収に積極的に取

り組むこととした。

アジアの銀行との提携の主な実例は、図表 2─4─6 ④の通りである。地域は韓国、

ベトナム、台湾、香港、インドネシア、インド、マレーシアと広範囲にわたる。提携

内容はそれぞれであるが、全体として当行は、現地の事情に通じた銀行との提携に

よって、ネットワークの補完、現地通貨建てサービスの向上を図り、その結果、現地

に進出する日系企業へのサービス提供力を高めている。また、韓国、台湾、香港にお

ける提携は、中国市場における将来的な協働を意識したものでもある（387ページ参照）。

（4）人材の育成、活用

アジア地域のネットワークの拡充に合わせて、同地域における人的資源の強化も重

要となったことから、2007年 10月、国際統括部の部内室として、アジア研修室を設

置した。主な対象は、アジア・太平洋地域拠点（独自の研修プログラムを持つ中国拠

点を除く）の現地採用の一般従業員である。これらの従業員向けの学習機会の確保を

通じて、各種スキルのレベル向上、帰属意識の強化、各拠点でのリーダーシップ発揮

につなげることが狙いである。主にシンガポールでの集合研修として、融資手続きな

どに関する業務研修と、階層・職位に応じたコーチングなどの能力開発研修を行うと

ともに、eラーニングを通じたさまざまな学習機会を提供している。集合研修参加者

数は、33人（2007年度）、450人（2008年度）、605人（2009年度）、972人（2010年

度）と拡大している。

また、「内なる国際化」は、人材面では役員登用にもおよび、2008年 4月、グレー

ターチャイナ営業部長が当行としてアジアでは日本人以外で初めて執行役員に就任し

た。

◉欧米戦略
（1）欧米の位置付け

欧米市場は、一般に透明度が高く、高度な金融商品を取り扱う市場規模の大きさが

特徴である。例えば、国際決済銀行（BIS）の資料によれば、世界の金利デリバティ

ブ取引の多くが英国と米国に集中している。2000年代に入ってから、そのシェアは
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さらに大きくなりつつあり、2010年には約 7割に達している。

もう一つの特徴は、GDPの規模の大きさと日系企業の集積である。近年の経済成

長率ではアジア各国を下回っているが、規模は 2010年時点でなお世界のほぼ 50％を

占めている。日系企業の進出先としても、近年はアジアに進出する企業の方が多いと

はいえ、比較的早い段階で進出した企業の集積があることから、欧米も相応のプレゼ

ンスを維持している。

このような特性があることから、グローバルな金融機関として、また国際展開を進

める日本企業に競争力のある金融サービスを提供できる金融機関として活動しようと

するのであれば、欧米で相応のプレーヤーであることが求められる。当行においても、

例えば 2003年 9月に提出・公表した経営健全化計画の中で「欧米においては、従来

からの日系・非日系グローバル企業とのお取引を堅持するとともに（中略）欧米金融

市場でのオペレーションを通じて吸収した先進的なプロダクツ・取引手法を還流させ、

当行全体のサービスレベルの向上を図ってまいります」と記述しているように、欧米

市場は当行が目指す金融機関像にとって不可欠な存在と位置付けていた。また、当行

として、ロンドン、ニューヨークは、潜在的な成長力が期待されるロシアなどの旧ソ

ビエト連邦諸国、東欧、中東、アフリカ、中南米への窓口としての重要性も有してい

る。

（2）ネットワークの拡充と業務運営体制の整備

①拠点の拡充と見直し

欧米（中東、アフリカ、中南米を含む）におけるネットワークの整備の推移につい

ては、次の通り、拠点の拡充と集約化を行った。

拠点の拡充については、2007年以降、中東、アフリカ、中南米における拠点構築

に力を入れた。2007年 3月開設のドバイ支店は、中東の金融のハブとして大手欧米

銀行を中心に金融機関の進出が相次ぐドバイ国際金融センターへの邦銀としては初の

支店開設であった。2009年 3月には、豊富な天然資源を有する中南米地域での業務

戦略の一環として、ニューヨーク支店メキシコシティ出張所を開設した。12月には、

やはり資源国家としての成長が見込まれるロシアにおいてルーブル建て取引に十分対

応できる現地法人の業務を開始した。2010年 3月には、インフラ開発が進む南アフ

リカを中心とするアフリカ諸国への進出・業容拡大を図る日系企業などに積極的に対
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応するため、ヨハネスブルグ駐在員事務所をドバイ支店の出張所に格上げした。

一方、米国においては、2002年 7月、業務運営の一層の効率化を図るために、ロ

スアンゼルス支店における記帳・勘定処理をニューヨーク支店に移管し、ロスアンゼ

ルス支店を出張所に変更した（図表 2─4─6 ⑤）。2006年 6月にヒューストンに資源・

エネルギー産業に対するプロジェクトファイナンスなどに特化したニューヨーク支店

ヒューストン出張所を開設した際も、記帳・勘定処理はニューヨークで行い、マーケ

ティングをヒューストンで行うこととした。2010年 9月には、主に資源・エネルギー

分野でのプロジェクトファイナンス分野での商機が見込まれるコロンビアの首都ボゴ

タに、ニューヨーク支店ボゴタ出張所を開設し、また同出張所の業務拡充を狙いとし

て、コロンビアの大手行である Banco de Bogotáと業務協働に関する覚書を締結した。

②業務運営体制の整備

業務運営体制については、一層の効率化の推進、特定のプロダクトおよびマーケッ

トの強化などによる顧客対応力の向上を中心に、さまざまな取り組みを行った。主な

事例は、次の通りである。

効率化の推進については、2002年度から 2005年度にかけて、欧州全拠点が関わる

事務などのロンドンへの集中、European Integration Project を行った。国をまたいだ

図表 2─4─6 ⑤　欧米・中東・アフリカ・中南米における拠点の拡充・見直し

年 国・地域 内　　　容
2002 米国 ロスアンゼルス支店をニューヨーク支店ロスアンゼルス出張所に変更。ロスアン

ゼルス支店サンフランシスコ出張所をニューヨーク支店サンフランシスコ出張所
に変更

2003 英国 欧州三井住友銀行開業。三井住友銀行ロンドン支店は 2005年に廃止
2005 フランス 欧州三井住友銀行パリ支店開設。三井住友銀行パリ支店は 2005年中に廃止

ロシア 欧州三井住友銀行モスクワ駐在員事務所開設
2006 米国 ニューヨーク支店ヒューストン出張所開設

イタリア 欧州三井住友銀行ミラノ支店開設
2007 アラブ首長国連邦 ドバイ支店開設
2008 オランダ アムステルダム駐在員事務所開設

チェコ プラハ駐在員事務所開設
カタール ドーハ駐在員事務所開設

2009 メキシコ ニューヨーク支店メキシコシティ出張所開設
ロシア ロシア三井住友銀行開業

2010 南アフリカ ドバイ支店ヨハネスブルグ出張所開設
コロンビア ニューヨーク支店ボゴタ出張所開設
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事務集中は当行初の取り組みで、集中化の主な対象は、プロセシング（送金、為替、

資金、デリバティブ、貿易、ローン、経費支払い）、口座開設・データメンテナンス、

与信管理（極度管理など）である。ノウハウが最も蓄積されたロンドンに事務を集中

することで、人員を 2割以上削減し、事務処理ミスの抑制にもつなげた。米州におい

ては、2002年 7月、業務運営体制の一層の効率化に向けてブッキング機能をニュー

ヨーク支店に集中し、邦銀初のワンブック体制を実現した。

プロダクトについては、グローバル展開を目指すプロダクトに関して、地域間でノ

ウハウ、案件の共有を図る体制をとった。具体例として、国際部門の各営業店で行っ

ていた船舶ファイナンス業務について、2007年 4月に、欧州営業第三部のグローバ

ル・シッピング・ファイナンス・グループを中核とするグローバル運営体制を導入し

た。この体制においては、国際部門の各営業店が取り上げる船舶ファイナンス案件の

与信権限を欧州営業第三部に集中し、さらに各営業店と欧州営業第三部の協働を促進

する観点から、米州営業第三部、アジア拠点、ストラクチャードファイナンス営業部

船舶ファイナンス室に欧州営業第三部との兼務者を設置した。その上で、海外船舶

ファイナンスに関する審査所管を、原則として欧州審査部に集中した。他の具体例と

して、2007年 6月、国際部門の営業店として地域本部から独立したプロダクト部隊

であるトレードファイナンス営業部を設置した。同部は、東京、ロンドン、ニュー

ヨーク、シンガポール、サンパウロなどに専門チームを配し、グローバル展開を図っ

ている。また、10月には、欧州営業第三部の業容拡大に対応して、同部のシンジケー

ションおよび証券化に関する業務を新設の欧州営業第五部に移管した。

一方、マーケットについては、まずエマージングマーケットを重視し、2005年 6月、

潜在的な成長力が期待されるロシアなどの旧ソビエト連邦諸国、中東、アフリカへの

対応を行うため、欧州本部の営業店として欧州営業第四部を設置した。同部の業務内

容は、欧州本部所管地域内のエマージングマーケットにおける非日系企業取引、ト

レードファイナンス業務などに関する業務推進および業務管理である。また、産業分

野という意味では、資源・エネルギー分野が重視され、その一環で、Reserves Based 

Lending（資源採掘会社に対する、埋蔵量を考慮した運転資金貸出）のような新しい

サービス提供にも着手した。

エマージングマーケットを重視して設置された欧州営業第四部の業務は、世界的な

金融危機発生に対応したリスク管理体制の見直しの中で、欧州営業第二部に移管され
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ることとなったが（460ページ参照）、その後、改めてエマージングマーケット関連取

引を主担当とする組織設置の動きが生じている（462ページ参照）。

（3）有力金融機関との協働

アジアにおける場合と同様に、当行の独力でリレーションやネットワークを築くこ

とは現実的でない場合には、欧米市場においても有力金融機関との協働を行った。

主な事例として、2003年 2月から開始した、GSグループの与信業務に対する信用

補完が挙げられる（251ページ参照）。当行としては、信用補完先へのマーケティング

によって効率的に収益機会を捉えていくことが主な狙いであった。

欧州の金融機関に関しては、2008年 6月、当行は英国の大手銀行であるバークレ

イズ・バンク・ピーエルシーの持株会社のバークレイズ・ピーエルシーに約 5億ポン

ドの出資を行うことで合意した。その後、日本国内でのプライベートバンキングの展

開、同社の南アフリカの子会社（Absa Bank Limited）との業務提携などに至っている。

（4）グローバル人材の活用

「内なる国際化」は、人材面では役員登用にもおよび、2007年 4月、欧州営業第三

部長および米州営業第二部長兼米州営業第三部長の 2人が、外国人として当行初の執

行役員に就任した。

◉国際部門におけるリスク管理体制・方法とシステムの高度化
（1）リスク管理体制・方法

国際部門におけるリスク管理体制と管理方法については、当行の業務展開の推移、

経営環境の変化を反映して、三井住友銀行発足時の体制・方法にさまざまな変更を加

えた。主な内容は、次の通りである。

当行の業務展開への対応としては、アジアにおける非日系業務の拡大に伴い、2007

年、香港、上海、シンガポールに国際審査部の香港審査グループ、上海審査グループ、

シンガポール審査グループを設置し、地域に密着したリスク管理能力の強化、案件の

ストラクチャリングなど与信面での営業支援強化、現地スタッフの活用を図った。上

海審査グループは、中国拠点の現地法人化（2009年 4月）の際に廃止され、その機

能は、新設の現地法人の審査部に引き継がれた。同部は、引き継いだ非日系審査機能

に加えて、日系審査および与信企画機能すなわち中国現地法人全体の信用リスク管理
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の統括ならびに与信企画を所管した。

経営環境の変化としては、まずわが国で 2007年 3月末に適用が開始されたバーゼ

ルⅡの導入が挙げられる（469ページ以降参照）。バーゼルⅡにおいては、リスク計測の

精緻化とリスク計測対象の拡大が行われ、銀行は新たにオペレーショナルリスクに見

合った自己資本の保有が義務付けられた。また、信用・市場・オペレーショナルリス

ク以外のリスクに関しても、自行のリスク特性に合致した自己資本政策を遂行するこ

ととされた。

当行は、バーゼル規制の新たな動きに対応できるよう、リスク管理の高度化を図る

各種施策に取り組んだ。まず 2005年度に個社別・案件別 RAROCおよび同 SMVA運

営の算出方法の見直しを行い、信用リスクについて与信の残存期間を考慮に加え、さ

らにオペレーショナルリスクと流動性リスクに見合う分も反映するようにした。次に、

オペレーショナルリスクの先進的計測手法（472ページ参照）への移行に備えて、海外

拠点の内部損失データの収集態勢を段階的に整備し、2005年 8月には海外の支店と

主要子会社との間で同データの収集ルールを統一した＊348。さらにシステム面では、

2003年 11月から 12月にかけて、債務者モニタリングシステムにかえ海外与信管理

システムを導入した。海外与信管理システムでは、案件評価（与信明細管理、担保・

保証明細管理、案件格付）、問題与信管理、償却・引当管理などの機能が補充・追加

された。

米国のサブプライムローン問題を引き金とし、リーマン・ブラザーズの破綻によっ

て深刻化した 2008年の世界的な金融危機に対しても、当行は体制、管理方法の両面

から対策を実施した。

体制に関しては、欧米両拠点において、証券化商品のように市場リスクと信用リス

クの両方を併せ持つ商品を含めて包括的かつ機動的なリスク管理が可能となるよう、

＊348 内部損失データを計量化に使用するのは原則として特定の子会社としたが、その他の子会社に関し
ても、損失規模が大きい事例については、リスクを適切に捕捉する観点から、当行（連結）のオペレー
ショナルリスク計量化の際に勘案した。例えば、当行のブラジル現地法人が預金者から提起された
訴訟の和解のため、当行が 2006年 3月期に 100億円超の関連費用を連結ベースで計上した事例がこ
れに該当する。訴訟提起は 1993年に当時のブラジル住友銀行に対して行われたものであり、同行が
現地の中央銀行の指導に従って算出した預金払戻金額が不当に低いとして、預金者から不足分と違
約金等の支払いを求められた。訴訟提起時の係争額は当時の円換算額で 1億円未満だったが、訴訟
が長期化したことで、金利の不足額、違約金等が大幅に増加した。
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2008年 10月、従来は主として米州統括部および欧州統括部において実施してきたリ

スク管理を各統括部から分離した上で、新設する米州リスク管理部および欧州リスク

管理部に機能集約を行った。2009年には、営業店の所管を再編して、劣化懸念のあ

る与信先の管理を集中した。米国では 2009年 4月、米州営業第四部＊349を特定先の

所管部とし、同部の従来の業務は主に米州営業第二部に移管した。欧州でも 10月に

欧州営業第四部を特定先所管部に変更し、同部の従来の業務は主に欧州営業第二部に

移管した。

グローバルな与信運営機能と問題発生時の機動的な対応力の強化なども課題となり、

2008年 11月、国際審査部の海外与信ポートフォリオ全般の管理・運営方針などの企

画機能およびカントリーリスク管理機能を切り出して、国際与信管理室を設置した。

2009年 1月には、カントリーリスク管理との連携強化のため、金融機関宛て与信の

審査機能を国際審査部から国際与信管理室に移管し、併せて非日系の懸念先に対する

与信管理状況の監督・指示などの与信管理機能を追加した。さらに、2009年 4月、

改めて同室と国際審査部との間で機能の再編を行い、同室を国際与信管理部に格上げ

して、グローバルベースの非日系与信統括・管理、緊急時対応、カントリーリスク管

理などの横断的機能を担わせることとなった。一方、国際審査部については、部名を

アジア審査部に改定して、米州審査部、欧州審査部と同様に、主に地域別の動向を踏

まえた個社審査を担当することとした。

管理方法に関しては、①カントリーリスク管理における「役員指定国」「ウォッチ

国」の指定、②債務者モニタリング制度へのクレジットアラーム制度の導入、③注視

セクターの選定、④非日系銀行宛て与信における主管店の見直し、などを行った。

カントリーリスク管理に関しては、同じく 2009年 4月、モニタリングの強化を目

的として、各国の政治・経済情勢や外貨事情に照らして与信枠利用に特に慎重を要す

る国を「役員指定国」に指定し、一定額以上の与信枠利用の申請があった際には担当

役員の決裁を得ることとした。併せて、政治・経済情勢が悪化する可能性が排除でき

ず、かつ当行の与信が大きい国を「ウォッチ国」に指定し、より慎重なモニタリング

を行うこととした。

債務者モニタリング制度に関しては、同じく 2009年 4月、クレジットアラーム制

度を導入し、本店各部から拠点への支援を増強して、機動的な個社与信管理と信用劣

＊349 米州営業第四部は、2004年 4月に、各種証券化商品、ファンドなどへの投資業務を主業務として設
置した営業店。
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化兆候の早期把握の一層の強化を図った。具体的には、債務者モニタリングにより正

常先に区分された先であっても信用劣化兆候がみられる先を、所管審査部がWarning

先として指定し拠点宛てに通知し、通知を受けた拠点は与信圧縮・保全強化の実行期

限などを盛り込んだアクションプランを作成することとした。

注視セクターに関しては、2009年度に海外非日系与信について、主要セクター別

管理を強化する観点から導入し、投融資企画部が関連部と連携して、信用劣化、集中

リスクの懸念が高まっている業種を注視セクターに指定した上で、該当するセクター

ごとの与信運営方針を定め、各拠点はその方針に従った案件検討、期中管理に取り組

むこととした。

非日系銀行宛て与信における主管店に関しては、従来は、当該債務者への与信供与

額が最大の与信店を主管店としていた。世界的な金融危機の経験を踏まえて、金融機

関の資産劣化には特に迅速な対応が必要であるという認識に立ち、2009年 10月、原

則、債務者所在地を管轄する国際部門の営業部を主管店とすることへと、ルール変更

を行い、モニタリング機能の集中・強化を図った。

2000年代に入ると、環境配慮への社会的要請のグローバル化を背景に、環境問題

を引き起こす事業に対する銀行の融資責任が厳しく問われることとなった。当行は環

境社会配慮を通じた持続可能な案件の構築に寄与しつつ当行のレピュテーショナルリ

スクを回避する観点から、プロジェクトファイナンス等における国際基準に則った環

境社会リスク評価の行内体制構築に取り組んだ（509ページ参照）。

（2）システムの高度化

システムに関しては、2000年代半ばになると、国際部門の業務拡大、お客さまの

事業活動のグローバル化の進行、内部管理の一層の高度化に対応するために、システ

ム基盤の新たな整備が必要であるという認識が次第に強まった。このような認識を踏

まえ、2006年に、「国際システム中長期計画」の検討、実施を開始した。

同計画の中心に据えたのが、アジアにおける取引処理システムの更改である。当時、

アジアの基盤システムである STACSが旧行時代を含めると導入してから 10年超と

なったことに伴い、効率的な運用が難しくなっていたという事情があった。そこで、

STACSにかわる新勘定系システムである「T 24」の開発を開始した。新システムは、

米国 Temenos社のパッケージソフトであり、バッチ処理による停止時間がなく、24
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時間 365日稼働する真のリアルタイムノンストップ・バンキングを可能とするシステ

ムである。2009年 6月にまずラブアン支店に新システムを導入し、その後、2010年

8月までに、シンガポール、ホーチミン、ハノイ、シドニー各支店で「T 24」が稼働

した。中国については、現地法人化に伴うシステムの現地化の状況をみつつ、導入を

行う予定である。

◉日系企業取引推進態勢の見直しなど近時の動き
2011年 4月 1日、当行は、海外収益比率を 2013年度までに 30％程度にまで高める

という当面の目標の達成を含め、新たな 10年の成長を目指して、事業基盤強化のた

めの取引推進態勢の見直しと組織改定を行った。主な内容は、次の通りである。

取引推進態勢については、経済の一体化が進むグレーターチャイナ地域（中国大陸、

香港、台湾）における活発な商流を捕捉するため、香港支店および台北支店における

日系企業取引の所管を国際統括部から法人企業統括部に移管した。三井住友銀行（中

国）における日系企業取引の所管は既に 2010年 4月に国際統括部から法人企業統括

部に移管しているため、2011年 4月の見直しによって、法人企業統括部がグレーター

チャイナ地域における日系企業取引に係る推進企画・管理等を一元的に行うことと

なった。

組織改定については、まずアジア、中南米、中東・アフリカなどの新興国における

事業の一層の強化を図るために、国際統括部の部内室として国際業務開発室を設置し、

出資・提携戦略を含めた戦略立案・遂行などを行うこととした。特に欧米地域の新興

国における非日系企業などとの取引強化に向けては、米州においては米州営業第三部

の部内室として中南米室を設置し、また欧州においては、改めてロシア、ウクライナ

などの旧ソビエト連邦諸国や中東・アフリカ諸国などエマージングマーケット関連取

引を主担当とする組織の構築を図るため（457ページ参照）、2011年 6月をめどに国際

部門の営業店として、欧州営業第六部を設置することとした。また、アジアにおいて

は、韓国系グローバル企業（財閥系企業、政府系企業等）とグローバルベースで取引

拡大を図るために、2011年 4月、ソウル支店にグローバルコリア営業部を国際部門

の営業店として新設し、同部の駐在を海外主要拠点に配置することとした＊350。

＊350 2011年 6月にニューヨーク、ロンドンに駐在を配置した。
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 7 市場営業部門の取り組み

◉お客さまニーズに応じたサービス拡充
市場営業部門では、2000年代半ば以降も、お客さまのニーズに応えるために、サー

ビスの拡充を続けた。

（1）新興国通貨の取引ニーズへの対応

リーマン・ショックによって深刻化した世界金融危機は、それまで好調であった新

興国や資源国の経済にも影響を与えたが、その後の新興国などの経済の立ち直りは早

く、引き続き、先進国と比べて高い経済成長が見込まれている。一方で、国内の金

融・資本市場の厚みがまだ十分に形成されていないため、世界的な金融緩和・引き締

めの状況や信用問題などによって海外からの投融資の流れが変わると、新興国などの

市場動向や経済活動は影響を受けやすいという課題も抱えている。

このような情勢を背景として、銀行が企業の海外事業展開を支援するに際しては、

新興国通貨を幅広く扱い、併せてこれら通貨における為替リスク対策のニーズにきめ

細かく応えることの重要性が増している。

取扱通貨の拡大について当行は、2010年（平成 22年）8月に人民元建ての外貨普

通預金、仕向＊351・被仕向送金を、2010年 9月に人民元建て他行向け送金を開始した。

2010年 11月には、ロシア・ルーブル建て取引において、従来の仕向送金、輸入予約

取引等に加えて、被仕向送金、輸出予約等に取引を拡大し、またメキシコ・ペソにお

いても、従来の限定的な個別対応を転換し、仕向・被仕向送金、為替予約、外貨預金

を一般的に扱うこととした。

組織の面でも、新興国通貨への対応を強化するため、2010年 4月、市場営業部に

おいて、従来の直物為替グループと先物為替グループを担当通貨別に再編して、主要

国通貨（ドル、ユーロ、英ポンドなど）を扱う為替トレーディンググループと、新興

国通貨を扱うエマージングマーケッツトレーディンググループを設置した。これは、

新興国には国ごとに異なる各種の規制が比較的多く残っていたことから、先進国対応

と新興国対応に分けた方が、専門性の向上につながると考えたことによる。

＊351 仕向送金の受取口座は三井住友銀行（中国）および当行に限定。
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市場営業推進部でも新興国担当者の設置、通貨ごとに当行の取扱商品をお客さま向

けに説明した『外国為替・外貨資金取引　通貨ガイド』の作成などを行い、市場営業

部門全体として、新興国通貨の取引増強に取り組んだ。

（2）次世代 i─Dealの開発

当行のお客さま向けインターネットディーリングシステム i─Dealは、既に述べた

通り、他行に先駆けた取り組みであり、法人外国為替取引の拡大と、お客さま企業お

よび当行の事務効率化に大きく貢献した（321ページ参照）。しかし、2000年代半ば以

降、他行は後発ゆえに最新の ITを活用した同種サービスの提供を開始した。このよ

うな状況を背景として、当行は優位性を改めて強化することを狙いとして、2009年

12月の経営会議において、利便性・機能性を一層強化した次世代 i─Dealの開発に着

手することを決定した。次世代 i─Dealは、2011年 10月のお客さま向けリリースお

よびその後の段階的な機能強化を予定している。

◉バンキング業務、トレーディング業務の収益源拡充への取り組み
預貸金、債券などの資産・負債に付随する銀行自身の市場リスク、流動性リスクを

管理しつつ、金利環境などに対応した資金繰りやポジション運営で収益獲得を図るバ

ンキング業務においては、2004年度から本格的に戦略運用業務を開始し、内外の国

債以外にも運用対象を広げた。2007年 4月には、バンキング業務の一環として行う

円貨債券投資業務を、市場資金部から市場運用部に移管して、同部において、金利、

株、ファンドなどを含めた投資の一体運営に取り組むこととした。その後、いわゆる

サブプライムローン問題の深刻化から世界金融危機に至るまでの経験を踏まえて、債

券市場の変調をよりきめ細かく把握できるよう、2010年 7月に、前述の円貨債券投

資業務を市場資金部に戻した。

相場の短期的な変動や市場間の価格差を利用して収益機会を捕捉するトレーディン

グ業務については、市場営業部門は、業務運営、人材育成などを通じて、自己勘定ト

レーディングの収益力の一層の強化に取り組んできた＊352。例えば、業務運営におい

＊352 トレーディング業務は、主に二つに分かれる。第 1の業務は、お客さまの実需に基づく取引注文か
ら派生する業務で、売買レート（オファーとビッド）の提示とお客さまとの取引によって銀行に生
じるポジションのカバー取引などである。第 2の業務は、ディーラーが自らの相場観に基づいて、
あらかじめ与えられているポジション枠、損失限度枠の範囲内で、自らポジションテイクを行い、
短期的な売買などにより収益を獲得する業務で、一般に自己勘定トレーディングなどと呼ばれてい
る。
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ては、トレーディング対象商品の多様化に対応して、複数市場に対応できるディー

ラーの育成を実施した。従来は、各ディーラーが扱う商品は限定されていたのに対し

て、2005年 4月に導入した新体制の下では、市場営業部に商品横断的に自己勘定ト

レーディングを行う戦略トレーディンググループを設置し、商品間の価格変動の関係

に着目したポジションテイクなどを行うことで一層大きな収益機会を求めることとし

た。また、機動的なポジション運営という点でバンキング、トレーディング両業務間

で共有できるノウハウが多いことから、両業務担当者の入れ替えを活発に行うことを

通じて、部門内での情報共有の推進を図った。

人材育成においては、トレーニー派遣に関して、既に行っていた GSグループに加

えて、2008年にバークレイズ・ピーエルシーと出資合意に至ってからは、同社グルー

プも派遣先に加えた。

◉市場・業務環境の変化への対応
（1）業績の推移と市場環境への機動的な対応

三井住友銀行の発足から 10年間、わが国の金利は、総じて低位安定が続いたが、

景気動向、日本銀行の政策、海外金利動向などを背景に、比較的短い期間に円金利が

大きく変動する局面も何度か現れた。市場営業部門の業績も、市場動向に左右される

部分はあったが、市場状況に応じて機動的なポジション運営を行うことで深刻な影響

を抑え、10年間を通してみれば、当行の収益確保に大きく貢献した。

三井住友銀行発足後の 10年間の市場営業部門の年間業務純益は、平均して約 2,760

億円で、銀行の業務純益に占める比率はおおむね 20～ 40％で推移した。同比率は、

特に合併初年度の 2002年 3月期と翌 2003年 3月期に、内外金利低下局面を捉えた的

確なポジション運営などが奏功し、それぞれ約 41％、約 50％と高い水準を達成した。

この期間については、米国の「IT景気」の変調、株価の大幅下落、金融再生プログ

ラムの公表などにみられるように、銀行の経営環境は合併前の予想をはるかに超える

厳しい状況にあった（241ページ以降参照）。このような時期に、市場営業部門の収益貢

献は極めて大きかった。

市場営業部門の年間業務純益の銀行の業務純益に占める比率が 20％を下回ったの

は、2007年 3月期と 2008年 3月期の 2回のみである。2007年 3月期には、①日本銀

行のゼロ金利政策解除（2006 年 7月）後の金利動向を踏まえて行った国債のポジショ

ン圧縮に伴って売却損を計上した、②長短金利差の縮小で円貨バンキング収益が縮小
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した、などの事情がある。2008年 3月期には、次に述べるようにサブプライムロー

ン問題拡大の影響を受けた。

サブプライムローン問題に端を発する市場の混乱に際して、市場営業部門は、2007

年 5月にサブプライムローン関連証券化商品の評価損が出始めた直後に同商品の売却

を開始し、6月以降に格付機関がこれらの商品の格下げを本格化し市況の悪化が深刻

化した段階では、既にその大半を売却済みであったため、損失を最小限にとどめるこ

とができた。また、ファンド向け戦略運用を圧縮し、流動性の高い債券などを主体と

したポートフォリオを構築した。このような臨機応変の対応が奏功し、2009年 3月

期には、リーマン・ショックによる世界的な金融市場の混乱があったにもかかわらず、

ほぼ従来の平均程度の収益貢献を達成することができた。

リーマン・ショック時には、リーマン・ブラザーズが発行した債券に投資していた

一部の海外MMF（マネー・マーケット・ファンド）が元本割れとなったためMMF

から急激な資金流出が起き、MMFの運用対象であったドル建て CP・CD市場の機能

不全を誘発して、世界的なドル流動性危機に発展した。

リーマン・ショックに直面した折、当行の市場営業部門は、2001年 9月における

同時多発テロ発生時と同様、部門一体となって顧客取引の確実な執行、万全の資金繰

図表 2─4─7 ①　市場金利の推移
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（資料） 日本銀行ホームページ
（注１） データは月次（平均）。
（注２） 日本銀行の主な金融市場調節方針変更は次の通り。

    ① 2000年 8月　ゼロ金利政策解除
    ② 2001年 3月　量的緩和政策導入（ゼロ金利政策を事実上再開）
    ③ 2006年 3月　量的緩和政策解除
    ④ 2006年 7月　ゼロ金利政策解除
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りに取り組んだ。敬老の日に当たる 2008年 9月 15日（日本時間）の未明、リーマ

ン・ブラザーズの破綻が迫っているとの見通しを伝える一報がニューヨーク拠点から

届くと、直ちに非常招集がかけられ、世界各国市場での取引開始に備えるため夜が明

ける前に対策を協議して、資金繰りの確保に取り組んだ＊353。また、衝撃の余波が翌

日（16日）開いた東京市場を直撃した大混乱の中にあっても、お客さまへの売買レー

トの提示を継続した。この一連の対応は、危機管理意識が行内に浸透している証左の

一つであった。

（2）新しい規制への対応

2010年 12月、バーゼル銀行監督委員会は、国際的な銀行の自己資本規制強化と流

動性規制導入を柱とする新規制（バーゼルⅢ）の合意テキストを公表した（525ページ

以降参照）。この中で、市場業務に特に影響が大きいのは、国際的な流動性規制の導入

である。

2000年代後半の世界金融危機では、直近決算で高い自己資本比率を公表していた

にもかかわらず、短期金融市場を通じた調達の困難化などにより流動性が枯渇して破

綻する金融機関が存在したことから、バーゼルⅢでは、国際的な流動性規制として、

高品質の流動資産の保持を求める流動性カバレッジ比率（LCR：Liquidity Coverage 

Ratio）規制、および長期・安定的な資金調達源の保持を求める安定調達比率（NSFR：

図表 2─4─7 ②　当行の市場営業部門の業績の推移
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（注） 行内管理ベース。

＊353 リーマン・ブラザーズの米国連邦倒産法第 11章の適用申請は、現地時間の 9月 15日未明で、日本
時間では 15日の午後であった。
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Net Stable Funding Ratio）規制を新たに導入することとした。

市場営業部門においては、バーゼルⅢの合意内容の具体的なルール化を先取りする

形で、より安定した外貨運用・調達構造の確保に取り組んだ。例えば、外貨資金調達

手段の多様化の一環として、2010年 3月、国内個人向けに豪ドル建て社債を約 5億

4,000万豪ドル発行した。個人向けに当行の外貨建て社債を発行するのは 2001年 9月

以来で、また、個人向け社債を豪ドル建てとするのは初めてのことであった。さらに、

海外市場でも活発に米ドル建ておよびユーロ建ての社債発行を行った。

図表 2─4─7 ③　当行の外貨建て社債の発行状況（2010 年以降）

通貨・債券種類 発行年月 売出総額 利率（％） 償還期限
豪ドル建て社債 2010年 3月 5億 4,000万豪ドル 5.76 2013年 3月

米ドル建て社債 2010年 7月～
2011年 1月 35億ドル 1.95～ 3.15

2013年 7月～
2016年 1月

ユーロ建て社債
（劣後特約付） 2010年 11月 7億 5,000万ユーロ 4.00 2020年 11月

（注）  2011年 4月 1日までの実績。
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 8 リスク管理への取り組み

◉バーゼルⅡの概要
（1）導入の経緯

1988年（昭和 63年）のバーゼル合意（バーゼルⅠ）に準拠した自己資本比率規制

は多数の国で採用され定着した。その一方で、金融取引の技術革新やリスク管理手法

の高度化などが引き続き進む中で、バーゼルⅠによる規制の枠組みが金融取引の実態

を十分に反映していないのではないかといった問題提起が行われるようになった。

このような状況を背景として、1998年（平成 10年）にバーゼル銀行監督委員会に

おいてバーゼルⅠの見直し作業が開始され、3度にわたる市中協議を経て、2004年 6

月にバーゼルⅡの最終文書が公表された。これを受け、日本国内では、2006年 3月

の新しい自己資本比率規制に関する金融庁告示を経て、2007年 3月末にバーゼルⅡ

の適用が開始された（ただし、後述の先進的内部格付手法と先進的計測手法の適用は

2008年 3月末以降）。

（2）骨子と特徴

バーゼルⅡは、次の 3本の柱で構成されている。

第 1の柱は、最低所要自己資本比率である。第 1の柱は、一定水準以上の自己資本

の保有を義務付けるバーゼルⅠの基本的な枠組みを踏襲しつつ、銀行が抱えるリスク

の計測の多様化と精緻化を図った。具体的には、信用リスクの計測において、標準的

手法、内部格付手法（基礎的内部格付手法、先進的内部格付手法）が選択肢として提

示され、各銀行が自行の管理水準などにとって最もふさわしい手法を選択することと

した。また、リスクアセットの計測において、格付などに示される信用リスクの度合

いやリスク削減手法の活用状況などに応じて、所要自己資本の水準がきめ細かく変わ

るよう、算出方法が精緻化された。

さらに、規制の範囲を拡大し、オペレーショナルリスク（業務上のミスやシステム

障害、災害などによって損失を被るリスク）を計測して、所要自己資本に反映させる

こととした。オペレーショナルリスクの計測についても、基礎的手法、粗利益配分手

法、先進的計測手法という複数の選択肢が提示された。

なお、市場リスクの計測については、1996年合意で、標準的方式、内部モデル方式、
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両者の組み合わせ、という選択肢が既に存在していた。

第 2の柱は、銀行の自己管理と監督上の検証である。第 2の柱では、銀行が自行の

リスク特性や経営戦略を踏まえた自己資本充実度の有無を評価するための内部管理態

勢を構築し、監督当局は、その適切性を検証、評価した上で、検証・評価結果が不十

分である場合には監督上の措置を講じるべきことを定めている。

また、信用集中リスクや銀行勘定の金利リスク＊354など、第 1の柱が直接には扱っ

ていないリスクも検証すべき事項とした。レピュテーショナルリスク、戦略リスクに

ついても、第 2の柱で言及している。

第 3の柱は、市場規律である。開示の充実によって、市場規律の実効性を高め、銀

行の経営の健全性を維持することが主な狙いである。自己資本比率とその内訳、各リ

スク量とその計算手法などを情報開示項目として列挙し、国際的に活動する主要銀行

については四半期開示を求めている。

全体として、バーゼルⅡは、健全性規制の枠組みという視点から捉えると、①リス

ク捕捉の信頼性向上、②統一的ルールと実態に即した多様性の両立、③リスク管理高

度化に取り組んでいる銀行へのインセンティブの付与、④当局の役割の明確化（限

定）、の点で進化していると広く評価された。

◉バーゼルⅡを展望したリスク管理高度化
当行はバーゼル合意見直しおよび国内規制改定に向けた官民協議に参画するととも

に、リスク管理を高度化してリスクテイク能力を強化するという観点から、バーゼル

Ⅱに前向きに、かつ協議案が検討されている段階から早めの行内対応を行った。リス

ク計測手法の選択については、実態に合致した自由度の高い対応をとれることを重視

して、バーゼルⅡが用意する選択肢の中から、最も高いレベルの選択肢を志向した。

当行が取り組んだ体制・手法の整備などは、次の通りである。

＊354 銀行勘定の金利リスクについては、流動性預金の期間の想定や住宅ローンの期限前返済の扱い方な
ど、期限の定めが必ずしも明確でない資産・負債の金利リスク評価手法がまだ確立していないこと
から、監督当局が一定の計量化方法を設定する「第 1の柱」ではなく、金融機関ごとの内部管理を
前提とする「第 2の柱」で検証することとされた。
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（1）信用リスク

バーゼルⅡにおいて、内部格付手法を採用する銀行は、信用リスクアセットの計量

に際して、パラメーター（図表 2─4─8 ①）の自己推計およびその推計の精度を確保

する前提としての内部格付制度の充実などを求められた。当行は新銀行発足時に既に

債務者格付と案件格付から成る行内格付制度を導入していたが（330ページ参照）、合

併以降の債務者・与信案件ごとのデータベースの整備を踏まえて、案件格付の設計を、

デフォルト時損失率（LGD）などを勘案するように大幅に改定するなど、バーゼル

Ⅱを展望しつつ、行内格付制度の一層の高度化に取り組んだ。

システムについては、統合リスク管理部が中心となり、さまざまな条件を想定した

上で試算などを行う信用リスクアセット計算システムの開発・導入を実施した。この

新システム以外にも、各業務部門は、必要なデータの収集等に対応できるようシステ

ムの改定・開発に取り組んだ。

体制については、2005年 6月、信用リスク委員会を設置した。これは、機動的か

つ適切な信用リスクコントロール、ならびに与信運営上の健全なガバナンス体制を確

保するため、融資企画部担当役員が委員長となって、与信ポートフォリオ上の課題な

どについて協議するものであり、原則定期的に開催することとした。

また、2004年度以降、従来の信用リスク管理の枠組みでの管理が適さない商品に

ついて、リスク計測・評価、管理プロセス等を明確化するために、『クレジットポリ

シー《総則》』と関連規程を改定した。対象商品は、劣後ローンや劣後債などの劣後

与信、優先株式、デット・エクイティー・スワップなどである。これら特定リスク資

産の信用リスク管理は、当初、融資企画部が担当し、同部が業務部門および統合リス

ク管理部と協力して、商品開発、期中管理、回収の各段階で機動的なリスク管理を行

うこととした。2005年 4月には、特定リスク資産の管理を、融資企画部の部内部と

図表 2─4─8 ①　バーゼルⅡの内部格付手法に用いるパラメーター

基礎的内部格付手法 先進的内部格付手法
1年間に債務者がデフォルトする確率
（PD：Probability of Default） 銀行の自己推計 銀行の自己推計

EADに対するデフォルトしたエクスポージャーに
生じる損失額の割合（LGD：Loss Given Default） 当局指定 銀行の自己推計

与信の残存期間（M：Maturity） 当局指定 銀行の自己推計
デフォルト時におけるエクスポージャーの額
（EAD：Exposure At Default） 当局指定 銀行の自己推計
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して新設した信用リスクマネジメント部にアクティブ・ポートフォリオマネジメント

と共に移管した。2007年 4月には、投融資に関するリスクの所管一元化のため、融

資企画部と信用リスクマネジメント部を再編して投融資企画部を設置し、特定リスク

資産の信用リスク管理を同部の所管とした。一方、アクティブ・ポートフォリオマネ

ジメントについては、個社の信用リスクを対象としたクレジット・デフォルト・ス

ワップ（CDS）を含む業務の拡大に対応して迅速な意思決定が可能になるよう、投融

資企画部の部内室として設置した CPM室（CPM：Credit Portfolio Management）に

移管した。

個別与信管理に関しては、2006年 4月、債務者モニタリングの一環としてアーリー

ウォーニング制度を新設し、リスクの発見と対応に早期に取り組む運営を一層重視す

ることとした。同制度においては、企業調査部が随時、信用力低下の懸念材料を内包

する与信先を抽出し、関係する営業店が実態調査等を行うこととした。

このような対応を踏まえ、当行は、バーゼルⅡの適用が開始された 2007年 3月末

の自己資本比率算出に際して基礎的内部格付手法を採用し、2009年 3月末の自己資

本比率算出では、最も高度な計測手法である先進的内部格付手法に移行した。

（2）オペレーショナルリスク

バーゼルⅡは、内部プロセス・人・システムが不適切であることもしくは機能しな

いこと、または外生的事象が生起することから生じる損失に係るリスクをオペレー

ショナルリスクと定義した。

当行は、既に合併前の旧両行が行っていた事務リスク、システムリスクの試算のノ

ウハウを踏まえて、バーゼルⅡが示す先進的計測手法を採用できるよう、網羅的なリ

スク把握の実施、潜在的リスクの早期発見・削減につながる体制の構築などに取り組

んだ。

具体的には、2002年 10月、事務統括部においてロスデータベースを導入した。こ

れは事務事故などに関する内部損失データを収集するために、専用データベースをイ

ントラネット上に構築したものである。同データベースには、国内の全拠点がロス

データの登録を行った。

2004年 4月には、『リスク管理規程』の改定、『オペレーショナルリスク管理規程』

『オペレーショナルリスク管理規則』の制定を行った。これにより、リスクカテゴ

リーについて、従来の事務リスクとシステムリスクを、新たに設けたオペレーショナ
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ルリスクに統合した。オペレーショナルリスクには、事務リスク、システムリスクに

加えて、不正や人事労務に関するリスクなども含まれる。管理体制については、統合

リスク管理部がオペレーショナルリスク管理全体を統括することとした。2005年 4

月には、管理の実効性を高めるため、総務部にオペレーショナルリスクの統括機能を

移し、同部にオペレーショナルリスク管理室を設置した＊355。2005年 7月には、行内

の横断的組織としてオペレーショナルリスク委員会を設置し、定期的にリスク削減策

などを協議する体制を整えた。2006年 5月には、前述のロスデータベースを廃止して、

内部損失データの取り扱いはオペレーショナルリスク管理室による新システムである

オペモニターに移行した。

このような対応を踏まえ、2007年 3月期は基礎的手法を採用し、2008年 3月期か

ら、最も高度な計測手法である先進的計測手法へと他行に先駆けて移行した。同手法

においては、①オペレーショナルリスクが原因で当行が損失を被る事象に関する情報

（内部損失データ）、②オペレーショナルリスクが原因で当行以外の金融機関等が損失

を被る事象に関する情報（外部損失データ＊356）、③当行の業務環境、内部統制状況

に関してオペレーショナルリスクに影響を与える要因、④どの程度の規模の損失がど

れくらいの頻度で発生し得るかについての仮設のシナリオ（リスク・コントロール・

アセスメントによるシナリオ）、の四つの要素を、計量化モデルに反映させることで、

統計的な最大のオペレーショナルリスク損失額を算出することとした。このうち、内

部損失データについては、事故、事務不備、訴訟など、過去のオペレーショナルリス

ク顕在化の事例を、子会社からも収集した。

（3）市場リスク

バーゼルⅡにおいてバーゼルⅠの枠組みが踏襲された市場リスクの管理においては、

2005年 4月、VaRモデルについて、乱数を用いた収益分布に基づく従来のモンテカ

ルロシミュレーション法から、実際の過去のデータに基づくヒストリカルシミュレー

ション法に変更し、市場変動をより正確に反映する VaRの算出を行うこととした。

＊355 オペレーショナルリスク管理室については、2009年 4月、リスク管理部門を新設し、リスク統括部（統
合リスク管理部の部名を改定）をリスク管理部門の統括部と位置付けた際に、総務部からリスク統
括部に移管した（536ページ参照）。

＊356 外部損失データをモニターすることで、当行において同様の損失事象が発生する可能性と当該リス
クのコントロール状況の検証等を行う。
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 9 各種経営管理への取り組み

◉顧客保護諸法制、金融犯罪諸法制の整備
（1）顧客保護諸法制の動向

2000年代に入り、利用者保護の充実が、金融関連の法整備の大きな流れの一つと

なった。この背景には、リスク性商品の取り扱いが拡大したこと、金融技術の進展に

伴い金融商品が多様化したこと、IT社会化に伴い個人情報の安全管理への関心が高

まったことなどがある。

まず新たに整備された代表的な法律は、2001年（平成 13年）4月に施行された金

融商品販売法である。同法は金融機関に、金融商品販売時における重要事項の説明を

義務付け、金融機関がこれを怠り利用者が損害を被った場合には、金融機関が損害賠

償義務を負うこととされた。もっとも、同法上の説明義務は民事責任を生じさせるだ

けで、金融機関の経営への影響は限定的であった。

このような状況を受け、金融審議会は 2005年 12月に提出した「投資サービス法

（仮称）に向けて」と題する報告書の中で、説明義務の業法上の義務化を行い、金融

機関が違反した場合に直接的に監督上の処分を発動できることが適当であるとした。

金融審議会の報告の趣旨は、業態横断的な利用者保護法制として証券取引法等の改

正という形で整備された金融商品取引法（2007年 9月施行）の中に反映された。同

法は金融商品取引業者に契約締結前の書面交付義務を課した上で、金融商品取引業者

の禁止行為として、契約締結前交付書面の交付に際し、お客さまに対して、リスク情

報等についてお客さまの知識、経験、財産の状況、契約締結目的に照らして理解され

るために必要な方法および程度による説明をせずに契約する行為を挙げた。金融商品

取引法の整備に合わせて銀行法、保険業法の改正も行われ、投資性の強い預金や保険

に関しては金融商品取引法の利用者保護ルールが準用されることとなった。

金融商品取引法は、その後、数次の改正が行われている。銀行法等の関連法と一体

で行われた 2008年 6月の改正では、ファイアーウォール規制について、役職員の兼

職規制が廃止される一方で、その前提として、利益相反によってお客さまの利益が不

当に害されるおそれのある取引を特定し、お客さまの保護を適正に確保するための措

置の実施が義務付けられた。改正法のうち本件規制の見直しは、2009年 6月に施行
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された。

なお、インサイダー取引等の不公正取引の禁止を含めて、証券取引法が定めていた

市場の効率性・公正性を確保する諸制度も、後身の金融商品取引法に引き継がれた。

個人情報の保護の充実に向けては、個人情報保護法が 2003年 5月に公布され、

2005年 4月に全面施行された。同法によって事業者は個人情報に関して、①安全管理、

②本人からの開示要求、③苦情処理、等への対応が義務付けられた。個人情報保護法

は個人情報に関する総則的な法律であり、金融分野の詳細な規律については、金融庁

が 2004年 12月に「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」を告示し

た（適用は 2005年 4月）。また、金融検査マニュアルが 2007年に見直された際、「顧

客保護等管理態勢」の項目が新設された。この項目は、旧マニュアルでは各所に散在

していた顧客保護に関する事項を整理・分類して設定されたものである。

（2）金融犯罪諸法制の整備の動向

2000年代に入ってからの金融関連の法整備のもう一つの大きな流れとして、金融

犯罪の組織化・グローバル化を背景として、金融犯罪関連の諸法制の整備が一層進め

られたことが挙げられる。

国内においては、2003年頃から偽造カードによる預金の不正出金が多発し社会問

題化したことを受けて、2006年 2月、預金者保護法＊357が施行された。これによって、

偽造・盗難カードで不正出金が行われた場合、お客さまに過失がなければ、金融機関

が被害額全額を補償することとされた。預金者保護法で対象外とされた盗難通帳、イ

ンターネットバンキングによる不正出金の被害についても、2008年 2月、全国銀行

協会が原則として偽造・盗難カードに準じて補償する旨の申し合わせを公表した。

振り込め詐欺についても 2003年頃から被害が急増したため、被害者の財産的被害

の迅速な回復等を目的として、振り込め詐欺救済法＊358が、2008年 6月に施行された。

同法は、犯罪に利用された疑いのある預金口座を凍結し、裁判を経ずに同口座の残高

を上限として被害者に被害額に応じて分配金を支払う手続きなどを規定している。

マネー・ローンダリング（資金洗浄）規制関連の法整備については、マネー・ロー

＊357 正式名称は「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの
預貯金者の保護等に関する法律」。

＊358 正式名称は「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」。
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ンダリング対策に関する政府間会合である金融活動作業部会（FATF：Financial 

Action Task Force）による勧告を踏まえ、国際的な潮流に沿うよう国内の法整備が段

階的に進められた。

2000年以降の法整備状況をみると、2000年 2月、組織的犯罪処罰法＊359の施行に

より、マネー・ローンダリング情報の届け出を義務付ける「疑わしい取引の届出制

度」が拡充され、届け出の対象が、従来の薬物犯罪から一定の重大犯罪に拡大された。

2002年 7月には、テロ資金提供処罰法＊360の施行と組織的犯罪処罰法の一部改正

によって、いわゆるテロ行為の実行を容易にすることを目的とする資金提供がマ

ネー・ローンダリング規制の前提犯罪に追加された。

さらに、2003年 1月、本人確認法＊361が施行され、金融機関に本人確認措置が義

務付けられた。2004年 12月には、改正本人確認法＊362が施行され、預貯金通帳等の

売買やその勧誘・誘引行為等が処罰対象となった。

その後、金融機関以外の特定事業者にも本人確認や疑わしい取引の届出等を義務付

ける犯罪収益移転防止法＊363が整備され、2008年 3月に全面施行された。同法の全

面施行に伴い、本人確認法は廃止され、同法の規定は犯罪収益移転防止法に引き継が

れた。疑わしい取引の届け出も同法に基づいて行われることとなった。

マネー・ローンダリングに密接に関連する問題として、暴力団に代表される反社会

的勢力の排除の問題がある。2007年 6月、政府は暴力団の資金獲得活動の巧妙化等

を背景に、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公表した。同

指針の大きな特徴は、反社会的勢力への対応を、不当要求等があった場合の個別対応

と位置付けるのではなく、「反社会的勢力による被害の防止は、業務の適正を確保す

るために必要な法令等遵
じゅん

守
しゅ

・リスク管理事項として、内部統制システムに明確に位

置付けることが必要である」とした点である。政府指針のこの考え方は、2008年 3

月に金融庁が公表した「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正にも盛り込ま

れた。全国銀行協会においては、2008年 11月に融資取引の契約など、2009年 9月に

普通預金規定、当座勘定規定などについて暴力団排除条項の参考例を制定した。

＊359 正式名称は「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」。
＊360 正式名称は「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」。
＊361 正式名称は「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」。
＊362 法改正時に、正式名称を「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防

止に関する法律」に変更。
＊363 正式名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」。



第 4章　新たな首脳陣の下での挑戦　　477 

◉当行の対応
（1）顧客保護諸法制への対応

2005年 4月、当行は総務部に証券コンプライアンス室を設置した。主目的は、投

信窓販や証券仲介をはじめとして証券業務の拡大に対応し、市場営業統括部、投資銀

行統括部、財務企画部、事務統括部など、各部に分散していた証券コンプライアンス

機能を集約することであった。証券コンプライアンス室の設置に合わせて、証券業務

に係る内部管理統括責任者を、業務監査部担当役員から総務部担当役員に変更した。

なお、この組織改定の際に、総務部の部内部であった法務部、お客さまサービス部を

独立部とし、総務部の訴訟機能のうち、取引法務に関するものを法務部に移管した。

2006年 4月、コンプライアンスの一層の強化を目的として、証券コンプライアン

ス室に、外国業務部、デリバティブ営業部、市場営業推進部が関与していた金融先物

取引に関するコンプライアンス企画機能などを移管した。併せて証券コンプライアン

ス室の名称を金融商品コンプライアンス室に変更した。金融商品コンプライアンス室

は金融商品取引法の施行に向けて関係部とプロジェクトチームを作り、同法の規制な

どに対応した販売・勧誘ルール、内部管理、研修などの整備を行い、金融商品コンプ

ライアンスナビゲーションシステム（コンプラナビ）のようなサポートシステム開発

などにも取り組んだ。コンプラナビは、2007年 9月に導入され、個人のお客さま向

けのリスク性商品の勧誘、販売に当たり、①お客さまのニーズ、投資属性情報に応じ

た提案書の自動作成機能、②適合性、経済合理性についてのアラーム機能、③注文時

までに行う必須事項の未済チェック機能などを有していた。このシステムは、2009

年に、後継システムであるコンサルティング＆コンプライアンスナビゲーションシス

テム（CCナビ）に移行した。

金融商品コンプライアンス室は、特に、適合性の原則を踏まえた説明義務の履行態

勢の整備に注力した。具体例として、ルール面では、「ご提案書」（407ページ参照）、

『断定的判断提供等禁止マニュアル』などを整備した。リスク性商品の販売に従事す

る従業員全員（パートを含む）を対象にした集合研修や役員向けコンプライアンス勉

強会も実施した。

金融商品取引法の施行後は、金融商品コンプライアンス室は関係部と協働しモニタ

リング結果などを踏まえ、不備事例などを題材にしたビデオ教材を用いた勉強会の実

施などによるルールの定着、コンプラナビの処理能力・操作性の向上などを通じて、

コンプライアンスの強化に取り組んだ。2007年 12月の保険窓販全面解禁に際しては、
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同室は、募集・勧誘ルール制定、集合研修およびビデオ教材による勉強会の実施など

により、弊害防止措置遵守を含むコンプライアンス強化に取り組んだ。

金融商品取引法が施行された 2007年度、当行は全国銀行協会の会長行であったた

め、個別行としての対応に加え、法の円滑な施行に向けて、業界としての対応にも尽

力した。全国銀行協会としては、リスク商品の仕組みと留意点をまとめたお客さま向

け小冊子の作成、会員行向けの講演会開催などを実施した。

また、敵対的買収を含むM&A取引の増加を背景に、経営陣が利益相反管理の一層

の強化を重要視したことを受けて、利害対立の懸念がある重要案件について経営陣が

適法性、レピュテーショナルリスクなどを踏まえて全行的見地から協議を行う仕組み

づくりを、邦銀の中で早い段階から実施した。具体的には、2005年 11月、総務部担

当役員を委員長とする COI委員会（COI：Conflicts of Interest）を設置し、並行し

て、総則的な規則に加えて商品ごとの管理ルールの整備を進めた。さらに、2009年

6月施行の銀行・証券会社間のファイアーウォール規制の見直しに合わせ、SMFG

総務部 COIグループと当行総務部 COIグループをそれぞれ SMFG、当行における利

益相反管理統括部署と位置付けて、グループ一体となった利益相反管理体制を整備し

た。

個人情報の保護の充実に向けては、2004年 7月、コンプライアンス委員会の内部

部会として、情報管理施策および情報漏洩事案発生時における原因究明と再発防止策

などの協議を行う情報管理部会を設置した。同部会はテーマごとの分科会を設置し、

個人情報保護法の全面施行に向けて対応策の検討・実施を行うとともに、対応内容に

ついてリスクアドバイザリー業務会社による外部監査および当行内部監査部署による

内部監査を通じた検証を実施した。個人情報保護法の全面施行後、同部会は、個人情

報保護法の遵守態勢、情報漏洩防止対策、サイバー犯罪への対応などの強化に取り組

んでいる。

（2）金融犯罪諸法制への対応

偽造・盗難カードによる不正出金対策に関して、当行は被害防止策として、従来の

磁気ストライプカードよりも偽造が困難な ICキャッシュカードの発行（2005年 2月）

をはじめとして、IC化に加えて手指の静脈パターンなどの情報により本人確認を行

うことでさらに高いセキュリティが確保できる生体認証 ICキャッシュカードの発行
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（2005年 12月）、ATMの 1日当たりのキャッシュカードによる引き出し上限額の原

則 300万円から 50万円への引き下げ（2006年 2月）、生年月日などの類推されやす

い暗証番号による口座開設受付の原則停止（2008年 3月から段階的に実施）などに

取り組んだ。預金者保護法で対象外とされた盗難通帳、インターネットバンキングに

よる不正出金についても被害防止に積極的に取り組んだ。例えば、インターネットバ

ンキングにおいては、キーボードの操作履歴から入力情報を盗み取る仕掛けへの対策

として画面上に映し出されたキーをクリックしてパスワードなどを入力するソフト

ウェアキーボードの導入（2005年 10月）、1分ごとに更新される 1回限りのパスワー

ドを入力することで不正取引を防止するワンタイムパスワードの導入（2006年 2月）

などの対策を実施した。実際の被害への対応については、2005年 11月に事務統括部

内に設置した口座セキュリティ対策プロジェクトチームが、お客さまとの面談を含め

た個別案件への対応、補償の可否の決定などに取り組んだ。

偽造・盗難カード対策に関して、当行は全国銀行協会を通じた活動にも尽力した。

2004年度、当行は全国銀行協会の会長行であり、本問題についての政治的・社会的

関心が高まる中で、「『盗難通帳による払出し』および『口座不正利用』等に関する警

察庁・金融庁・銀行界による連絡会」の開催（2004年 12月）、「偽造キャッシュカー

ド対策に関する申し合わせ」の取りまとめ（2005年 1月）を含む全国銀行協会の各

種活動に深く関与した。これに関連して、2007年度に会長行を務めた際には、盗難

通帳、インターネットバンキングによる不正出金への対応についての申し合わせの取

りまとめに取り組んだ（2008年 2月、475ページ参照）。

振り込め詐欺については、振り込め詐欺救済法に則った不正利用口座の迅速かつ円

滑な処理に加えて、被害の未然防止にも取り組んだ。ビデオ教材を用いた勉強会の実

施などの対策が奏功し、店頭で振り込め詐欺の可能性が高いと判断してお客さまに事

情を伺うなどの対応により、被害を未然に防止して地元の警察署から感謝状を受ける

ケースが多くみられた。

マネー・ローンダリングについては、当行は合併時に旧両行の厳格な対応を継続す

る事務手続きに関するルールを整備した上で、2001年 5月から「マネロン防止レポー

ト」をイントラネット上に掲示するなど店内研修の充実にも取り組んだ。2002年 11

月には、テロリズムを資金面から根絶することが国際的な課題となったことを踏まえ

て、当行の内外拠点に共通の基本指針として『マネー・ローンダリング等防止管理規

則』を制定した。2007年には、疑わしい取引を抽出する取引モニタリングシステム
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について、先行する米国拠点を追って国内にも導入するため、その構築に着手し、

2009年 4月、米国 SAS Institute社製ソフトウェアをベースにしたシステムの国内運

用を開始した。

反社会的勢力への対応の問題については、既存の『反社会的勢力取引排除規則』に

基づいた対応に加えて、2010年 4月には、前述の政府指針および金融庁の監督指針

の一部改正を踏まえて、『コンプライアンス・マニュアル』の一部改定を行った。具

体的には、同マニュアルに規定される「60の行動原則」のうち、反社会的勢力取引

排除に関して、「反社会的勢力とは一切の関係を遮断します」「反社会的勢力への対応

は、外部専門機関と連携しつつ、組織全体として行います」とするなど、対応姿勢の

一層の明確化を行った。実務面においても、2010年 2月から、従来の与信関連契約

書に加えて、普通預金規定、当座勘定規定、貸金庫規定にも暴力団排除条項の導入を

行った。さらに、2011 年 3月には、暴力団排除条項を規定化した「反社会的勢力の

排除に係る規定」を制定すること、および同規定を普通預金、貯蓄預金、通知預金を

含む各種預金等に拡大して適用することなどを内容とする方針を公表した（規定の制

定と適用の開始は 2011年 4月 11日）。

金融犯罪に対応した体制整備としては、2006年 2月、総務部の部内室として金融

犯罪対応室を設置した。同室は事務統括部を中心に置かれていた偽造・盗難カード被

害対応の諸機能を引き継ぐとともに、振り込め詐欺、ネット金融犯罪などを含む金融

犯罪への対応を所管した。2007年 4月には、マネー・ローンダリング防止対応の統

括機能も、事務統括部から金融犯罪対応室に移管した。2009年 4月には取引モニタ

リングシステムの運用開始に伴い、本システムで検知された取引を一元的に調査、分

析する専門部署（マネー・ローンダリング対策オフィス）を、金融犯罪対応室内に設

置した。

（3）コンプライアンス違反への対応

上で述べたように、当行はさまざまな施策を通じてコンプライアンスの確保に取り

組んできた。一方で、残念ながら、次にみるように、コンプライアンス違反事例も発

生しており、それぞれの反省を踏まえて取り組みの強化を図っている。

①独占禁止法上の問題

前述の通り、2005年 12月、当行は公正取引委員会から、金利スワップの取り扱い
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に関して、独占禁止法の「優越的地位の濫用」の規定に違反するとの勧告を受け、

2006年 4月には、金融庁から厳しい内容の行政処分（業務停止命令、業務改善命令）

を受けた。当行は、2006年 6月、金融庁に業務改善命令に基づく業務改善計画を提

出し、その要旨と関係者の処分内容を公表した。同要旨には、経営姿勢の明確化、業

務面の見直し、管理面の見直しなどを盛り込んだ（391ページ参照）。当行は全行的な

再発防止策の実施に取り組むとともに、独占禁止法モニタリング室を中心に金利ス

ワップに関するお客さまからのご相談への対応を継続した。新たに調査対象となる事

案件数は、業務改善計画を提出した 2006年度に比べて大幅に減少している。

なお、本件への対応と並行して、コンプライアンス体制の強化および業務推進上の

法務サポート機能の充実を目的として、2006年 4月、本社部門の一つとしてコンプ

ライアンス部門を設置した（375ページ参照）。同部門には総務部と法務部を置き、総

務部をコンプライアンス統括部署とした。

②マネー・ローンダリング対応上の問題

2007年 1月、当行および当行ニューヨーク支店は、ニューヨーク連邦準備銀行お

よびニューヨーク州銀行局から、当行ニューヨーク支店におけるマネー・ローンダリ

ング防止（AML：Anti─Money Laundering）に関するコンプライアンスに不備がある

として、業務改善命令（Written Agreement）を受けた。同命令は、当行に AMLに

関する内部統制手続きのマニュアル化、コンプライアンス部署による自己検証態勢の

改善計画の策定、取引モニタリングシステムの改善計画の策定などの種々の施策の実

施と進捗状況の定期的報告を求めるものであった。

当行は米当局からの業務改善命令を受けて、外部アドバイザーの協力も得て、コン

プライアンス強化策を迅速に実行に移した。例えば、組織面では、2007年 4月、米

州統括部内にあるコンプライアンス機能を分離し、独立室として米州コンプライアン

ス室を設置した。また、取引モニタリングの精度を上げるため、新たなシステム導入

などに取り組んだ。

併せて、当行は 2007年 4月の組織改定において、海外コンプライアンスおよびマ

ネー・ローンダリングの面からの見直しを行った。

まず、海外コンプライアンスについては、総務部内に専門の担当部署として海外コ

ンプライアンス室を設置した。また、国際統括部に新たにコンプライアンス統括オ

フィサーを配置し、海外主要拠点に複数名を駐在させることとした。このような対応
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を通じて、現地主要法令の行内規程への反映状況を海外コンプライアンス室が一元管

理し、遵守状況を、国際統括部所属のコンプライアンス統括オフィサーがモニタリン

グ、指導する態勢を整えた＊364。次に、従来は事務リスクの一環として捉えていたマ

ネー・ローンダリング対応をコンプライアンス強化の観点から再構築し、統括機能を

事務統括部から総務部金融犯罪対応室に変更した。また、事務統括部に新たにコンプ

ライアンス統括オフィサーを配置し、支店サービス部のコンプライアンスの指導・教

育などを行うこととした。

これらの対応策の実行と、米当局による点検を経て、2010年 5月に、本業務改善

命令は解除された。

③情報管理上の問題

情報管理については、2005年 4月の個人情報保護法の全面施行を踏まえ、全店に

おいて顧客情報が含まれるマイクロフィルムなどの各種資料の保管状況を調査したと

ころ、153カ店において 6万 1,405件の資料を紛失していることが判明した。当行は、

2005年 6月にこの事態を該当支店名と合わせて公表し、本件に関する専用フリーダ

イヤルを設置してお客さまからの問い合わせに対応した。その上で、情報文書全般の

集中保管ルールの根本的な見直しを実施した。

また、2006年 9月、当行は、住宅金融公庫から、一部店舗において同公庫の顧客

情報を利用した借り換え勧誘を行うという業務委託契約違反があったとして、一部店

舗において 2006年 10月 1日 から 12月 31日まで同公庫融資の新規受付業務を停止

する措置を受けた。この事態を受けて、当行は、個人部門全従業員を対象にした住宅

金融公庫顧客情報の取り扱いに関する勉強会の実施を含む対策を実施した。

④その他

上で挙げたコンプライアンス違反の他にも、一部従業員の規律意識の欠如に端を発

する問題が発生し、2009年には融資金詐取への関与で刑事事件となるケースがあった。

＊364 当行の海外業務が国際部門にとどまらず法人部門など他部門にも及んでいる状況を踏まえ、部門を
越えたコンプライアンス・モニタリング機能の強化のため、2010年 8月、コンプライアンス統括オフィ
サーの所属を国際統括部から総務部海外コンプライアンス室に変更した。
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◉金融ADR制度の創設など近時の動き
当行が発足 10年を迎える時点での特に大きな課題の一つは、金融 ADR制度の創

設を踏まえた苦情・紛争解決態勢の一段の整備である。ADR（Alternative Dispute 

Resolution）とは、裁判によらずに紛争の解決を図ることを意味する。金融分野にお

いては、業界団体などを中心に苦情・紛争解決に関する自主的な取り組みが進められ

てきたが、お客さまの信頼感・納得感が十分に得られていないとの指摘もみられた。

そこで、金融庁に設置された金融トラブル連絡調整協議会での議論を踏まえた金融商

品取引法の一部改正法が 2009年 6月に成立し、金融 ADR制度が 2010年 10月に創

設された。

新しい制度においては、業法ごとに行政庁の指定を受けた指定紛争解決機関が、金

融機関と契約を締結してお客さまが申し立てた苦情・紛争の処理・解決に当たる。お

客さまから指定紛争解決機関に対して紛争解決手続きの申し立てが行われると、指定

紛争解決機関は前述の契約に従い金融機関に必要な書類の提出等を促す。最終的には、

金融分野に精通した弁護士等の中立的なメンバーから成る紛争解決委員が和解を勧告

するなどして紛争の解決を図ることになる。

制度創設の時点で、当行は全国銀行協会および信託協会と、指定紛争解決機関に関

する契約を締結し、行内態勢を整えた。すなわち、『CS推進規則』の改定と『紛争解

決手続』の制定を行い、指定紛争解決機関が介在する苦情については、品質管理部の

指揮下、営業店・支店サービス拠点が処理に当たり、紛争については、基本的に法務

部および総務部金融商品コンプライアンス室が一元的に遂行・管理することとした。

また、指定紛争解決機関の公表・周知のためのポスター、チラシなどを店頭に備え、

商品・サービスの勧誘販売に当たって適切な情報提供、説明が行えるよう各種商品説

明書などの改定を実施した。各拠点のコンプライアンス・オフィサーが出席する定例

のコンプライアンス・オフィサー打合会においても、内容の解説を行った。2011年 1

月には、銀行取引約定書を改定し、同約定書の中に指定紛争解決機関の周知のための

文言を記載した。

前述の金融商品取引法の一部改正や金融 ADR制度の創設の時期は、サブプライム

ローン問題から拡大した世界金融危機や、それに続いて起きた欧州債務危機の影響で、

円高が進んだ時期にほぼ一致する（経済・金融情勢の詳細は 512ページ以降を参照）。また、

景気は、世界金融危機下での経済活動の急激な収縮局面の終了という形で後退局面を
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脱した後も、経済活動の水準という点では十分な改善を果たせないままとなっている。

このため、史上最高値水準となった円レートと、企業業績を巡る環境の厳しさが相

まって、過去に為替系デリバティブに取り組んだお客さまから相談などが持ち込まれ、

その中には金融 ADR制度を利用することとなる場合も生じている。

◉コーポレートガバナンス、内部統制システムを巡る動き
（1）制度環境の整備

2000年代に入ってからも、多様なステークホルダーに配慮した経営への要請の高

まりなどさまざまな要因を背景に、コーポレートガバナンスの充実に向けた制度環境

の整備が進められた。

特に大きな変化がみられたのは、情報開示の分野である。例えば、2003年 3月の

証券取引法の規定に基づく企業内容などの開示に関する内閣府令等の改正によって、

2003年 4月 1日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書に、「コーポレート・ガ

バナンスの状況」の項目が新設され、内部統制システムの整備の状況 、リスク管理

体制の整備の状況、役員・監査報酬の内容等の開示が義務付けられた。

コーポレートガバナンスと補完関係にある内部統制システムに関する制度整備が進

められたのも、2000年代に入ってからの大きな特徴である。内部統制システムは、

多義的な言葉であるものの基本的には、企業経営者の経営戦略や事業目的などを組織

として機能させ達成していくための仕組みとされる。コーポレートガバナンスが基本

的に「企業の経営者をどのように規律するか」という問題であるのに対して、内部統

制システムは「企業経営者が自らの企業をどのように規律するか」という問題である。

内部統制システムについては、取締役の善管注意義務違反の有無が争点となる判例

の流れを踏まえ、まず 2003年 4月施行の改正商法特例法において、委員会等設置会

社は、取締役会で内部統制システムに関する事項を決定することとされた。その後、

2006年 5月施行の会社法において、全ての大会社（資本金の額が 5億円以上または

負債額が 200億円以上の株式会社）について、内部統制システムの基本方針の決定が

義務付けられた。

さらに、金融商品取引法は、2008年 4月 1日以後に開始する事業年度から、上場

会社等について、財務報告の信頼性に関わる体制についての経営者による評価を記載

した内部統制報告書の提出を求めることとした。企業会計審議会が、2007年 2月に

公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部
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統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」においては、内部

統制は、①業務の有効性及び効率性、②財務報告の信頼性、③事業活動に関わる法令

等の遵守、④資産の保全、の四つの目的の達成のために企業内の全ての者によって遂

行されるプロセスであり、このうち、財務報告の信頼性を確保するための内部統制が

「財務報告に係る内部統制」と整理されている。

（2）当行の対応

コーポレートガバナンス、内部統制システムを巡る制度整備が進む中での当行の主

な対応は、次の通りである。

2006年 5月、会社法の施行に対応して、『内部統制規程』を制定した。同規程は、

当行における業務の適正を確保するため、経営理念および行動規範に則り、整備すべ

き体制を定めたものである。2008年 3月には、金融商品取引法の定めに対応して、

『財務報告に係る内部統制評価規程』を制定した。

『内部統制規程』の制定に先立ち、2005年 6月、経営における内部監査の強化を図

るため、SMFGの取締役会の内部に監査委員会を、そして SMFGのグループ経営会

議および当行の経営会議の内部に内部監査会議を設置した。監査委員会については、

会長、社長、監査部担当役員、社外取締役（委員長）が委員となり、原則、四半期に

1回開催し、グループ全体の内部監査に関する重要な事項について審議を行い、その

結果を取締役会に報告することとした。SMFGおよび当行の内部監査会議については、

それぞれの経営会議構成メンバーに内部監査部署の部長が加わり、原則、四半期に 1

回、内部監査部署から内部監査に関する重要事項を付議・報告することとした。

また、2005年 6月には、経営における牽制機能を一層強化する観点から、SMFG

のグループ経営会議および当行の経営会議の『経営会議規程』の一部を改定し、両会

議において、決定については取締役会長の承認を必要とすることとした。また、監査

役の出席・意見陳述権を明確化した。

さらに、2011年 4月の規程改定では、適切な牽制機能と迅速な意思決定の双方を

確保する観点から、SMFG社長が当行の経営会議の、また当行頭取が SMFGグルー

プ経営会議の構成員である旨を明確化し、前述の会長承認制度を廃止した。

業務監査部門の体制については、2006年 4月、バーゼルⅡ適用を控えて業務監査

部門内の連携を一層緊密化する観点から、資産監査部を業務監査部の部内部とした。

その上で、両部の監査対象業務が包含するリスクを横断的に俯
ふ

瞰
かん

して部門全体として
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の効率的、実効的な監査計画の策定などを行う監査企画室を業務監査部の部内室とし

て設置した。

その後、2009年 4月の組織改定で、改めて部門内の機能再編を行った。複合的な

リスクに対応するため、信用リスク管理に係る監査機能の一部を資産監査部から業務

監査部に移管し、業務監査部の部名を監査部とし、資産監査部は、個別債務者評価の

適切性に関する検証をより重点的に行うこととした。併せて、部門名を業務監査部門

から監査部門に改定し、監査企画室を廃止した。

運営面については、内部監査部署（業務監査部門、2009年 4月以降は監査部門）

が当行の経営会議（内部監査会議）など、および SMFGの監査委員会、同取締役会

に対して定期的に監査結果などを報告し、営業店、支店サービス拠点などに対しては、

それぞれのコンプライアンスやリスク管理の改善や問題の未然防止に向けた活動に注

力してきた。その一環で、2003年 6月にイントラネット上に、内部監査に関する各

種情報を掲載した内部監査ホームページを開設した。また、2005年には、臨店を行

わずに各種計数などを把握・分析するオフサイトモニタリングでリスク度が高まって

いる可能性があると推定される営業店などに対し、注意すべき事項を業務監査部

（2009年 4月以降は監査部）から電子メールで通知する制度を導入した。さらに同年、

営業店などがイントラネット端末から関連指標の時系列推移などを参照できるシステ

ムを整備し、以後、機能拡充に取り組んでいる。

内部監査の高度化・効率化に向けて、当行は銀行業界の中で先駆的な役割を果たし

た。例えば、2000年代前半から重要テーマに焦点を当てて組織横断的な検証を行う

項目監査に注力してきたほか、2005年度以後、内部監査の品質評価の一環として定

期的に外部評価にも取り組んでいる。また、国内の各営業店などが内部管理態勢に関

連して抱えるリスクの大きさと要因を、さまざまな指標に着目して算出し可視化する

手法の開発にも取り組んでいる（2010年 7月にリスク評価のシステムおよび方法に

ついて特許出願）。
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 10  事務・システム関連の取り組み

事務とそれを支えるシステムは、銀行業務にとって欠かせないインフラそのもので

ある。さらに近年は、規制緩和や金融技術の進歩による業務の多様化、リスク管理や

コンプライアンスなどに対する社会的な要請の高まり、金融犯罪法制や金融規制など

への対応など、事務も多様化し、かつ求められる品質の水準も上がってきている。そ

の一方で、高い収益目標に基づくローコストオペレーションの徹底やアウトソース受

託ビジネスの展開など、事務・システムに対する期待も高まってきている。

当行が合併してからの事務・システムの 10年は、いかにしてサービスの質を向上

させながら合理化・効率化を実現していくか、その戦いであった。

◉質の高い事務サービス提供に向けて
（1）支店サービス拠点の立ち上げ

2004年度（平成 16年度）までにさまざまな合理化施策を推進した当行は、2005年

度に新しい事務運営体制として、支店サービス部など支店サービス拠点の設置を断行

した。これは、それまでの支店を、個人のお客さまを対象とした業務推進を担う支店

と、事務・管理を担う支店サービス拠点に分離するという新しい試みであった。

2005年 10月に開催された部店長会議において、支店サービス拠点の設置を受けて、

頭取の奥は「事務サービスは、お客さまが日常的に利用される、銀行業務の土台であ

りまして、このサービスの良し悪しで、当行に対する評価や印象が、決定付けられる

と言っても過言ではありません」と述べた。このように、支店サービス拠点設置の目

的は、事務サービスの提供に専心することで高品質・高効率を実現し、もって CS向

上、高度なコンプライアンスや事務リスク管理、効率的な事務運営などを、同時に実

現することにあった。

実際、それまで実施してきた合理化・効率化策に加え、支店サービス拠点設置によ

り、待ち時間短縮などサービスの質が合併当初に比べて大幅に改善した。また、リス

ク管理やコンプライアンスの面では支店長と支店サービス部長等との間で役割分担を

明確化し、事務リスクを含むリスク管理と内部管理を支店サービス部長等の責務とし

た。支店サービス部長等が業務推進に対する牽制役となることで、コンプライアンス

機能の強化につながった。
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支店サービス拠点の設置に合わせて、2005年 4月に実施した本店組織の見直しでは、

事務管理部および支店事務指導部（2002年 12月に個人事務システム部から改称）を

廃止し、事務推進部を設置した。これにより、事務に関する企画・指導機能を事務統

括部と事務推進部に再編・集約し、事務企画・指導機能の強化を図った。

その後、2009年度からは、支店長が業務・事務両面を含む拠点運営全般を指揮す

る「支店・支店サービス部の一体運営体制」へと移行した。これは、支店サービス拠

点の分離による高品質な事務サービスの提供やリスク管理の高度化といったメリット

をいかしつつも、拠点一体運営体制を一層強固にし、One SMBCとしての強みを発

揮するために実施したものである。

具体的には、支店長が拠点運営全般を指揮する体制を「基本型」とし、そのうち業

容が比較的大きい半数程度の支店については支店サービス部長を配置し、日常業務に

ついては支店サービス部長に権限を委譲した（図表 2─4─10 ①の左および中央）。一

方、都心ターミナルの大型 30拠点については「分離型」と呼び、従来通り独立した

支店サービス部とその長である部長を配した（図表 2─4─10 ①の右）。こうした体制

移行と同時に、トスアップ運動やノーミス運動などの全店運動を展開し、一体感の醸

成を図った。

One SMBCの実現という意味では、支店サービス拠点と法人部門・企業金融部門

との連携強化も重要である。2008年 10月から両部門営業拠点と支店サービス拠点と

の連携推進制度を開始し、①人材育成（連携先拠点からのトレーニーの受け入れな

図表 2─4─10 ①　拠点一体運営体制の類型

法人顧客

法人営業部

支店
サービス部

支　店

個人顧客

支店長
営業責任者

支店サービス部長

拠点
マネジメント

内部管理責任者

連携

「分離型」（支店サービス部設置）「基本型」（支店サービス部設置）

法人顧客

法人営業部

個人顧客

支　店

支店
サービス部

支店長
営業責任者

支店サービス部長

内部管理責任者

連携

「基本型」（支店サービス部なし）

法人顧客

法人営業部

個人顧客

支　店

支店長
営業責任者

お客さま
サービス課長

内部管理責任者
お客さま
相談課長

お客さま
サービス課長

お客さま
サービス課長

お客さま
相談課長

お客さま
相談課長

連携
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ど）、②効率化（EB化など効率化ソリューション提案での協働など）、③コミュニ

ケーション（定期的な打ち合わせ開催等一体感の醸成）の三つの切り口から推進した。

（2）CSへの取り組み

CS向上は常に重要な課題であり、当行は拠点運

営体制の移行を進めつつ、CSに関しても不断の取

り組みを続けた。

2005年 7月には CS標語を制定し、CS意識の共

有を図った。これらの標語は各営業店で朝礼時や開

店前などに挨拶と共に唱和している。また 11月から「『ありがとう』と言っていただ

ける店づくり」をテーマに、CS向上に向けた全店運動を展開した。この運動の開始

に当たってはブロック部長・支店長・支店サービス部長等を集めた CS向上拠点長打

合会や、ブロック CS推進リーダー会議を開催するなど、CSに対する意識の徹底を

図った。また運動の一環として店頭アンケートを実施し、お客さまの生の声により

CS活動の効果を測定し、自店 CSの課題を把握して改善につなげていくという方法

を導入した。

2006年度には、9カ月にわたって支店サービス拠点 CS活動コンテストを実施して、

待ち時間や応対マナー、事務ミスをテーマに CS向上活動を展開した。また 2007年 4

月には CS優秀拠点表彰を設けた。これは、事務サービス拠点の評価体系である事務

サービス表彰とは別に、お客さま総合満足度の優秀な拠点を表彰する仕組みである。

その後も、2009年 10月に「5S運動」（5S＝整理、整頓、清掃、清潔、接遇）を実施

するなど、CS向上に向けた取り組みを恒常的に続けている。

（3）店頭改革の実施

CS向上策の中で、特に重点的に取り組んだのが、待ち時間短縮に向けた店頭改革

であった。

まず 2004年度下期に店頭待ち時間短縮運動を展開し、各営業店がチェックシート

により自店の現状を把握した上で、待ち時間短縮に向けた対策を講じ、その改善状況

を業績評価に反映させた。これにより一定の成果がみられたが、さらに抜本的に改善

するため、2005年度には店頭待ち時間短縮運動を継続しつつ、本店各部においても

いくつかの施策を打ち出した。すなわち、店頭混雑ナビ「混雑照会・窓口予約サービ

「挨拶は心をこめてさわやかに」
「お客さまの心を開く優しい笑顔」
「丁寧な言葉遣いで信頼感」

CS標語
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ス」の導入（2004年 3月試行開始、2005年 3月から店頭ナビの名称で全店展開）、

『店頭待ち時間対策運営マニュアル』の制定（2005年 5月）などがそれである。

店頭混雑ナビは、携帯電話やパソコンを利用して、インターネット経由で店頭の混

雑状況の照会や窓口の予約ができるサービスで、窓口予約機能は、来店予定日時に応

じてシステムが窓口受付番号を事前に自動採番する仕組みである。携帯電話を活用し

た窓口予約機能を実現したのは邦銀で初めてであった。『店頭待ち時間対策運営マ

ニュアル』は、待ち時間短縮に向けた施策や体制整備に関する運営要領をまとめたも

のである。

前述の支店サービス拠点設置の効果に加えて、店頭改革の取り組みが功を奏したこ

とから、合併以降、徐々にではあるが改善していた店頭の待ち時間は、2005年度に

一気に短縮し、その後も着実に改善を続けている。

（4）さらなる効率化・合理化の推進

事務のさらなる集中や営業店からの切り離しなどによる負担軽減施策としては、店

舗外 ATM管理専用支店の新設による管理業務の営業店からの分離（SMBCデリバ

リーサービスへ業務委託、2003年 11月）、法人向け外貨両替事務などの SMBCイン

ターナショナルビジネスへの集中（2006年 4月）、HUBセンターなどで行っていた

受電業務の東西 2拠点への集約（2006年 9月）などがある。

営業店の効率化推進を支援する新たな組織対応としては、デイデポジット推進のた

めに支店サービス拠点の依頼に基づき顧客折衝を行うデイデポサポートデスクの設置

（2006年 9月に試行開始）、ローン関連業務のフロントサポートを行う住宅ローンサ

ポートセンター・カードローン事務センターの設立（2007年 11月から順次）などが

ある。

業務内容や規程そのものの見直しなどによる効率化・合理化としては、日締照合の

自動化などによる日締めに係る事務の簡素化（2005年 6月から順次）、外貨預金事務

手続きの全面的な見直し（2006年 2～ 4月）などを行った。

そうした中、事務・システムに係る重要施策として 2006年から検討に着手したの

が、事務関連の規程の抜本改定と、後述する新営業店端末 CUTEの開発である。こ

れは、業務の多様化・高度化、リスク管理・コンプライアンスへの対応など、事務・

システムに対する要請・負担が増大する一方で、派遣社員など労働力の多様化が進み



第 4章　新たな首脳陣の下での挑戦　　491 

つつある状況を踏まえ、円滑な事務処理体制を引き続き維持していくために、車の両

輪として進めた施策であった。

事務関連の細則規程である『国内事務取扱手続』は、文字中心で構成されており、

ある程度事務に精通した者が読むことを前提とした内容となっていた。また、他にも

『事務手順書』や『事務取扱要領』などが存在し、複数のマニュアルを確認しなけれ

ばならないという課題があった。そこで、①利便性の向上（使える規程へ）、②事務

プロセスの簡素化、③事務権限の簡素化、の 3点をコンセプトに見直しを行い、複数

に分かれていた各種マニュアルを『国内事務取扱手続』に一本化して、構成も、フ

ローチャートと図表を多用した、読みやすく理解しやすいワークフロー方式にした。

さらに、個々の事務手続きごとに設定されていた職務権限を、覚えやすい簡素な権限

体系へと改定した。

一連の見直し策は、2006年 11月の『用語集』の新規制定を皮切りに打ち出され、

新しい『国内事務取扱手続』は 2007年 4月から 2008年 3月にかけて順次リリースさ

れた。その後、CUTEの稼働に伴い、CUTEと『国内事務取扱手続』をリンクさせる

などプロセスナビゲーション機能を導入し、CUTEと共に事務の効率化・高品質化実

現の礎となった。

事務関連の規程の改定と同時に、事務量分析システムの見直しも行った。事務量分

析システムとは、営業拠点で受け付けた事務について、その処理に要する標準的な事

務処理時間や、事務処理の生産性を示す事務効率などのデータを算出するシステムで、

事務処理状況の実態を把握し、それを事務運営管理にいかすための仕組みである。事

務量分析システムは『国内事務取扱手続』全面見直し前の数年間のメンテナンスが不

十分であったため、実態との乖離が大きくなっていた。そこで、システムの見直し

（2008年 11月、『国内事務取扱手続』改定の反映など）、機能の拡充などを行い、よ

り高度な拠点運営管理に役立つように改善した。

◉システム化の推進
（1）システム化による効率性の追求

効率化においてシステムの果たす役割は大きい。2004年度以降で、事務効率化に寄

与したシステム化の例には、図表 2─4─10 ②のようなものがあった。中でも、2007年

度から約 4年かけて業務別に導入した外為事務集中システム FLEKSは、リアルタイム

照会機能や検索機能の高度化によるお客さま利便性の向上、STP化（STP：Straight 
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Through Processing）や自動化等による事務の効率化、電子化・イメージ化による

ペーパーレス化などを実現し、外為事務の生産性向上・品質向上に大きく貢献した。

（2）新営業店端末 CUTEの導入

合併以降、当行が使用していた営業店の端末WIT（ウィット）は、1998年 10月か

ら試行を始めたものであり、機器の老朽化が進んでいた。また、一層の効率化・合理

化を図ること、リスク管理・コンプライアンスへの対応に伴う負担が急増しているこ

とが事務・システム面の課題となっていた中で、WITの機能には限界があった。そ

こで当行は、2006年から、新たな端末機の開発を始めた。

新営業店端末の開発コンセプトは、①セールス支援機能強化とお客さまの利便性向

上、②オペレーションの STP化、③セキュリティとコンプライアンスの強化の 3点で、

勘定処理を中心とした端末から転換し、お客さま満足度を高める総合的な金融サービ

スを提供する情報処理端末を目指すものであった。

新しい営業店端末は、約 200億円の投資と 2年間の期

間をかけて開発し、2008年 2月からの試行を経て、

2008年 9月から 2009年 3月にかけて全店に順次導入し

た。その名称は行内公募により選ばれた CUTE（キュー

ト）に決まった。正式名称は Common User Terminal 

Engineであったが、新営業店端末への期待と親しみを

込めて“Close to U, Trust Each other（いつもあなたの

そばに、Cute）”とのサブタイトルを付けた。

図表 2─4─10 ②　事務効率化に寄与したシステム化の例

名　称 導入時期 概要・効果など
無担保カードローン用
債権書類管理システム

2005年 10月 無担保カードローン契約書類のイメージを営業店のパ
ソコンで閲覧できるシステム

イメージエントリーシ
ステム（i ─ entry）の
更改

2005年 12月～ OCRイメージ送信機能追加により、営業店のパソコン
で伝票イメージ閲覧や処理状況確認が可能。センター
での入力事務も大幅に削減

両替機・オープン出納
機のオンライン化

両替機：2006年 1月～
オープン出納機
　　　：2006年 2月～

両替機・オープン出納機をオンライン化し、日締業務
を効率化

外為事務集中システム 2007年 8月から業務別
（仕向送金、被仕向送金、
輸出、輸入）に順次実施

外為サポートシステムと外為事務集中店システムを一
元化し、事務処理の STP化やペーパーレス化、処理状
況のリアルタイム照会などを実現。呼称はフレックス
（FLEKS＝ Foreign trade LEading Key System）

新営業店端末CUTE
（デスク一体型）
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CUTEの主な機能・特徴、および導入による効果は次の通りである。

①高機能の新型スキャナー（デスクスタンドスキャナー）を搭載したことにより

OCRイメージ処理能力が向上。これにより事務処理時間が大幅に短縮し、例え

ばWITで 10秒程度かかっていた印鑑照合が 3秒に短縮した。また、それまで紙

ベースで 2分程度かけて処理していた本人確認記録を、邦銀で初めてペーパーレ

ス化し、処理時間を 1分に半減させた。本人確認記録のペーパーレス化は、年間

約 300万枚相当の A4判用紙削減にもつながった。

②事務・勘定処理をする記帳画面とお客さまの情報を処理する画面を 1画面に表示

するソフトウェアを邦銀で初めて開発し、それぞれにデータを入力できるだけで

なく、お客さま情報画面に表示されているデータを記帳画面に連携する機能など

を装備。これにより、お客さま情報を見ながら事務・勘定処理ができるようにな

り、事務処理時間の短縮と店頭におけるお客さま対応力の強化を同時に実現。

③ STPナビゲーション機能が事務の流れのガイダンスを行い、コンプライアンス

項目の自動チェックを行うことにより、誰でも正確・迅速に事務処理を行うこと

ができ、かつ高品質な事務・リスク管理を実現。

④窓口担当者が、お客さまからお伺いした取引内容を画面に入力し、その内容を書

面にプレ印字することで、お客さまの記入負担を大幅に軽減。

CUTEの導入は、事務の合理化・効率化、CS向上、事務管理・リスク管理の高度

化など、事務サービス全体の底上げやペーパーレス化による環境負荷軽減に大きく貢

献した。こうした取り組みが高く評価され、社団法人企業情報化協会による 2009年

度の「第 27回 IT賞」において最高賞である IT総合賞を受けるなど、複数の外部表

彰の対象に選ばれた。

また、2010年 2月からは、ATMの取引記録（ATMジャーナル）を CUTEの業務

処理サーバーに電子保存するシステムの試行を開始し、4月には全店で電子化を完了

して紙ジャーナルを廃止した。これにより、年間で A4判用紙 2,800万枚相当のペー

パーレスを実現し、従来 ATMジャーナルを保管していた金庫の省スペースや情報セ

キュリティ向上にも効果があった。
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◉円滑な人材の活用・育成
拠点における少人数運営体制を確立する一方で、商品・サービスの複雑化やコンプ

ライアンス・CSへの要請の高まりなどにより求められる事務レベルは高度化し、ま

た派遣社員など労働力の多様化や、管理者層の高齢化などが進んできているため、人

材の活用・育成は事務運営においても重要な課題であった。

新人の育成は、従来から、入行時研修を経て各営業拠点で指導員による教育と

OJTを中心に実施していた。2004年 9月には、そうした各営業拠点での取り組みを

サポートする仕組みとして、実務スキル認定試験である行内試験制度（事務関連）

COMPACTやイントラネットを活用した教育用サポートツール One’s Quiz（2009年

4月からステップアップドリルに名称変更）を導入・創設した。また、テレビ会議シ

ステムを使って主に一般職向けに実施していた事務勉強会を、2006年 4月からは事

務ナビ（2009年 4月から事務ゼミに名称変更）として定例実施し、対象を派遣社員

などにも拡大して、事務知識の向上に努めた。2007年 5月には、新人を早期に戦力

化するために、HUBセンター所長を塾長にして開催する事務・商品勉強会「新人養

成塾」を設け、ブロック共同開催とすることにより、効率的な実施と、拠点間の新人

の交流を図った。

さらに、2004年 4月には事務指導コーチ制度を導入し、ブロック単位で任命され

た事務指導コーチが一般職や派遣社員の指導を行った。2005年 4月には事務指導体

制強化のために事務指導コーチを事務推進部所属に変更し、また 2008年 10月からは

同部事務推進支援グループと研修グループの兼務に変更して、研修と臨店指導を一貫

して行うことで効果の向上を図った。

一方、人員構成の歪みからくる管理者層の高齢化と後継者不足も重要な課題となっ

ている。これに対応するために職務ミッションの見直しなどを行い、他の業務に従事

している従業員や中堅・若手・女性従業員の登用などを進めている。他の業務に従事

していた従業員の登用は 2006年頃から適宜実施してきたが、2010年度から定型的な

制度としてオペレーション・アンド・サービス・マネジメント・プログラム（OSMAP）

を導入し、約 6カ月間の実習や知識研修などを経てお客さまサービス課長に登用する

仕組みを構築した。また女性従業員登用のための仕組みとして、2009年 5月からお

客さまサービス課における係長体制の試行を開始し、2010年 9月から本格的に展開

した。係長は、普通・当座、定期、為替などの業務ごとに、事務の執行・管理や所属

員の指導・教育などを担う職位で、将来のお客さまサービス課長育成を展望して導入
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したものである。係長体制は、2010年度末までに 24カ店と順調に拡大している。

この他に、事務推進部管理者サポートチームによる新任管理者の教育・指導、内管

指導役の配置、といった施策も講じている。事務部門の高齢化は今後さらに進展する

と見込まれており、管理者層の後継者育成と若手・中堅層の底上げによる安定した事

務運営体制の構築は、引き続き重要な課題となっている。

◉事務・システムにおけるリスク管理への対応
事務・システムにおいてもリスク管理が重要であることは言うまでもない。当行が

定める『リスク管理規程』においては、オペレーショナルリスクの中に事務リスクと

システムリスクが含まれている。そして、事務リスクの管理担当部署を事務統括部、

システムリスクの管理担当部署を情報システム企画部と定め、リスクの把握と管理に

努めている。

（1）事務リスクの管理

事務リスクの管理は、グループ会社を含めた「事務リスクの認識・評価」を行った

上で、その「リスク削減策の実施」「効果検証」（モニタリング）というプロセスを通

じて実施し、これによりリスクの削減を図っている。

事務リスクの認識・評価については、2002年 10

月に導入したロスデータベース（2006年 5月からオ

ペモニター）などを通じて各拠点で発生した事務事

故や事務ミスといった顕在化したリスクを把握して

きたほか、オペレーショナルリスクに関するセルフ

アセスメントなどにより潜在的なリスクの把握にも

努めている。

このようにして認識した事務リスクに対するリス

ク削減策として、事務規程の整備や、研修や事務指

導体制の強化、事務処理のナビゲーション機能を有

する CUTEの導入（2008年 9月から）などにより、

熟練者以外の担当者でも正確な事務処理が可能な体

制を構築した。また、情報文書の集中保管や電子保

存の推進といった誤廃棄防止策を講じたほか、暗証

図表 2─4─10 ③　 事務リスク管理の
プロセス

リスクの認識・評価

・顕在化したリスクの把握
・潜在的なリスクの把握　 など

リスク削減策の実施

・研修・指導等の強化
・事務規程の整備
・法令等への対応　　　　 など

効果検証

・自店検査の実効性確保
・内部監査部門との連携　 など
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PADの導入による盗難通帳誤払い防止（2004年 3月）や緊急時対応の整備、金融犯

罪への対応などを実施した。

以上の一連の事務リスク管理プロセスが適切に行われているかについて、自店検査

の実施や、内部監査部署との連携強化などにより効果検証を行い、事務リスク管理の

実効性を確保している。

（2）システムリスクの管理

2003年 4月に日本総合研究所を SMFGグループの IT会社と位置付け（343ページ参

照）、以降、グループ全体のシステムリスクは持株会社の SMFGが統括することと

なった。当行のシステムリスクについては、システム所管と業務・事務所管で役割分

担し、前者を情報システム企画部が、後者を各業務・事務の所管部署が担当する体制

とした。

当行におけるシステムリスク管理は、「システムリスク管理体制の強化」「情報セ

キュリティ管理体制の強化」「緊急時対応力の強化」の 3点を基本方針に、継続的に

取り組んでいる。特に情報セキュリティ管理体制の強化については、個人情報保護法

の制定や情報漏洩事件の頻発など情報セキュリティに対する社会的な関心・要請の高

まりを受けて、積極的に対策を講じた。

例えば、外部起因のリスクに対しては、ウィルスチェックソフトのバージョンアッ

プ頻度の引き上げ（2009年度）、拠点間回線の光ファイバー化（2005年度）、店舗外

ATMなどのデータ回線の暗号化（2006、2007年度）、といった施策を実施した。ま

た内部起因のリスクに対しては、従業員に対する情報セキュリティ教育を徹底して意

識を高め、人為的なミスなどによるリスク低減を図る一方で、PCネットへのログオ

ンに ICカードでの認証方式導入（2007年 4月試行、6月全店展開）、PCネットの共

用ドライブ内フォルダーへの個人別アクセス権設定機能の装備（2006年 9月）など、

システム設計上でもセキュリティを強化した。
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 11  人材育成への取り組み

◉人事制度の改定
当行は、従業員一人一人がモチベーション高く成長し続けられる職場づくりや、多

様な人材が能力や個性を発揮して思う存分活躍できる職場づくりを目指しており、人

事制度の面では、実力主義とそれを踏まえた適材適所、そして成果に報いる報酬制度

が機能するように、人事制度を改定している。

（1）成果評価の見直し

独占禁止法上の問題を受けて、部店の業績評価のあり方を見直したことと平仄を合

わせて、2006年（平成 18年）10月、従業員の目標の設け方や成果評価の内容を改定

した。コンプライアンスへの注力姿勢が全従業員の目標項目から漏れないようにした

ほか、この時点で業績評価体系を変更済みであった法人部門、企業金融部門、国際部

門の営業店および投資銀行部門各部の従業員を対象に、成果評価の評価領域を①単年

度の財務的成果・戦略実行、②持続的成長のための取り組み、③部店運営体制・コン

プライアンス、の 3領域に見直した上で、それぞれの評価ウェイトのめどを 1：1：1

とすることとした。2007年度からは、コンプライアンスへの注力姿勢を全従業員の

成果評価・業務管理面の必須項目と位置付けたほか、

評価領域と評価ウェイトの改定を、前述した部店以

外の従業員についても実施した。

その後、2010年 4月には成果責任評価制度を改定

して貢献評価制度を導入した。貢献評価制度とは、

業務上の単年度評価のみならずプロセスや中長期的

な成果につながる取り組み、他部署への貢献、人材

育成など、会社や他の従業員に対する貢献全てを評

価する制度である。この背景には、従業員個々人の

高い意欲に加えて、部下や後輩、同僚への支援・指

導・育成、さらには部店の枠を超えて他の部店・部

門などを支援する姿勢が一層求められるようになっ

ていることがある。これにより、シームレスな組織
貢献評価制度の理解を深めるために
作成したガイドブック
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を構築し、当行グループ全体の成果を中長期的視点から最大化していくことを目指し

ている。

（2）階層・職種などの見直し

総合職に関しては、2009年 10月に従来の E層を分割して EⅠ層と EⅡ層を設置、

2010年 4月に EⅡ層の上位階層として理事を新設した。理事は、従業員における最

上位層という位置付けである。この他、2010年 7月には総合職 V層および CS職 L

層を分割し、それぞれ VⅠ層・VⅡ層と LⅠ層・LⅡ層とした。職務等級については、

2007年 1月に 13等級から 14等級に、さらに 2010年 7月には 17等級とした。

CS職に関しては、2007年 7月に新しい階層として X層（エグゼクティブ層）を新

設し、2010年 7月には職務等級を 15等級に細分化した。

2008年 7月には、一般職を廃止して BC職を新設した。BC職には、原則としてお

客さまサービス課において店頭事務・サービス業務に従事するオペレーションコース

と、法人営業部および本店各部において、与信・営業推進のサポート、事務などに携

わるコーポレートコースを設けた。なお、BC職の新設に合わせて、従来営業店に勤

務していた派遣社員などのうち 2008年 7月に約 2,000人、2009年 4月に約 400人を

正社員として雇用した。

◉人員構成の変化への対応
（1）人員構成の変化に伴う課題

当行では、公的資金による資本

増強に伴って提出した経営健全化

計画に基づくリストラ実行の過程

において、2006年度まで従業員

の新規採用を抑制する運営を続け

ていた。その後、業務拡大への対

応の必要性などから採用数を大幅

に増加させた結果、年代別にみた

従業員の構成比率に大きな差が生

じた。すなわち、ベテラン層が相

対的に多い反面、中堅層の従業員

図表2─4─11①　当行の新卒採用数の推移 （人）

入行年度 総合職 CS職 BC職（注 1）・
システム技術職 合　計

2001 202   0   428 　  630

2002 189  58   491 　  738

2003 186 110   397 （注 2）693

2004 201 194   492 　  887

2005 261 285   542 　1,088

2006 350 345   300 　  995

2007 479 461   477 　1,417

2008 694 560   568 　1,822

2009 495 467 1,128 　2,090

2010 380 189   409 　  978

2011 382 190   137 　  709

（注１） BC職の名称は、2008年度まで一般職。
（注２）  2003年度には、この他に、コミュニティバンキング職 34

人が入行。
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数が少なく、一方で入行して 5年以内の若手が急激に増加したために、人員構成がワ

イングラスのような形状となった（381ページ参照）。

そこで、マネジメント層・管理者層における意識改革・マネジメント力の強化と、

若手・中堅層のレベルアップを図るさまざまな施策を導入することとした。

（2）マネジメント力の強化とビジネスリーダー養成

収益の追求と真のお客さま志向、従業員の活力向上のバランスを重視した組織運営

と職場マネジメントを実現するために 2006年度に導入したのが、部店長クラスを対

象とする多面評価制度・SMBCマネジメントレビューであり、部下従業員などの評

価と上司自身の認識とがどのように違うのかを上司自らが気付くことによって、職場

マネジメントをさらに向上させようとするものであった。

一方、研修においても新たなマネジメント育成体系の構築に向けた検討を進めた。

具体的には、高いパフォーマンスを上げている部店長など約 60人へのインタビュー

などを通じて、マネジメントに関する重要なテーマとして、①人材の育成、②人材の

活用、③ビジョンの策定と浸透、④体制（組織編制・ルール・ツール）づくり、の 4

点を抽出した。その上で、①～④それぞれのテーマに合わせたマネジメント研修を、

2008年度から開始した。

さらに 2006年度には、頭取が出席して自ら経営理念やトップメッセージを参加者

に伝え、変化の激しい時代において変革を実行できる経営人材の育成を目指す研修を

始めた。

（3）若手・中堅層のレベルアップ

当行は、合併当初から若手・中堅層の育成に関してさまざまな施策を行ってきたが、

人員構成における若手の急増・若手比率の急上昇という変化に対する本格的な取り組

みとして、2005年度に、新人総合職を対象とするライジング・ルーキー・プログラ

ム（RRP）を開始した。これは、採用を絞り込んだ時期が長期にわたったため、配属

拠点には新人にとって身近な先輩がわずかしかいないといった状況が生じていたこと

を踏まえ、実務に近いレベルの練習・演習を通じて、法人業務全般の知識・スキルの

基礎を習得させることを目的とした研修で、約半年かけて行う長期プログラムである。

RRPは 2009年度に SMBCコーポレートバンキングカレッジ（CBC）と名称を変更し、

内容を改定しながら毎年実施している。また、若手・中堅の担当者向け研修として新
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営業スタイル推進プログラムを導入し、法人取引のスキル強化を図っている。

個人部門においても若手の育成が喫緊の課題となっていたのは同様であり、前述の

RRPを参考としつつ、CS職向けの集中的な新人教育システムとして 2008年度に

SMBCリテールバンキングカレッジ（RBC）を導入した。RBCは、コンサルティン

グ業務に従事するための基礎を集中的に身に付けることを目的とした約半年間のプロ

グラムで、大きな特徴の一つとして、集合研修と支店などにおける OJTを 2週間程

度ごとに繰り返すサイクル型のカリキュラムを採用した。また、東京（目黒）と大阪

（道頓堀）にロールプレイング研修施設を新設し、お客さまとのコミュニケーション

スキルを向上させるための研修も高い頻度で行った。

BC職（オペレーションエントリー）の新人に対しては、OJTを通じた基本事務ス

キルの教育を行ってきたが、2009年度にはこれに加えて幅広い基礎知識の習得とキャ

リア意識の醸成を目的としたオペレーションバンキングカレッジ（OBC）を新設した。

2010年度には、それまで行ってきたその他の研修も整理・統合する形で OBCの拡充

を図り、①基礎研修、②事務スキルアップ研修（端末記帳など）、③「新人養成塾」
（494ページ参照）、④札勘スキル検定、などをカリキュラムとして整備した。

◉ダイバーシティの推進
（1）グローバル化に対応した人材の育成

2010年 12月、総合職を対象とするグローバル対応力強化のための人材育成方針が

示された。この背景には、中小企業を含む日本企業の海外進出が一般化し、今後も加

速すると見込まれる中、グローバル化への対応は、国際部門や本店各部のスタッフだ

けでなく国内営業店も含めた当行全体で取り組むべき喫緊の課題となってきている、

との問題意識があった。そこで当行は、実践的な語学力と国際感覚を身に付け、「内

なる国際化」をさらに進めるための体制を整備することとした。

主要な施策として明示されたのは、①従業員の語学力（英語・中国語）の底上げ、

②海外勤務経験者の拡充、③ナショナルスタッフの登用、内外人材の交流強化、④海

外志向と語学力を重視した新卒採用、の 4点である。

このうち語学力の底上げに関しては、本店ビルなどの中に英語レッスン専門ブース

を設置したほか、語学学校への派遣拡大や SMBC Academy（336ページ参照）を通じた

自己啓発支援、海外拠点トレーニーの拡充、短期語学留学制度の新設などを、積極的

に推進している。
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（2）ダイバーシティとワーク・ライフ・バランスの実現に向けて

当行では、雇用分野における企業の社会的責任の高まりや当行自身の状況を踏まえ

て、2005年 4月に従業員サポートプログラムを導入した。これは、従業員の仕事と

家庭生活の両立を支援することなどにより、従業員がより職務に専念できる環境を整

備することを目的としたものである。従業員サポートプログラムは、導入時点におい

て、①仕事と家庭の両立支援策（育児休業制度や介護休業制度の拡充など）、②心の

健康支援策（メンタルヘルスケアの導入）、③勤務支援策（企画業務型裁量労働制の

導入）の 3本柱で構成した。

また 2009年からは、毎年 8月に「家族と早帰りデー」を開催している。これは平

日の夕方、従業員の家族を職場見学に招待し、終業時刻に家族で一緒に帰宅するとい

う企画である。「家族と早帰りデー」は、個々の従業員がワーク・ライフ・バランス

をみつめ直すきっかけとしても有効に活用されている。

一方、育児支援施策の一つとして、2006年 4月以降「育児休業制度利用者のため

の職場復帰サポート講座」を原則として毎月開催している。これは、育児休業中の従

業員がスムーズに職場復帰できるようサポートすることを目的としたものである。

2008年度からはこれに加えて、産前産後欠勤取得予定者向けの説明会であるプレマ

マ・ミーティングや、子育て中の女性従業員等を対象とするワーキングマザー・ミー

ティングも開催している。

このようなワーク・ライフ・バランスの実現に向けた動きは、ダイバーシティ推進

の取り組みの一環をなすものである。ダイバーシティとは、英語では Diversity and 

Inclusion（多様性と受容）と表現されるもので、性別・国籍・年齢などの異なる属性、

違いを互いに認め合い、受容していくことで、環境変化に対応した持続的成長を図ろ

うという経営戦略のことである。当行がダイバーシティを推進する背景には、近年、

「家族と早帰りデー」の様子 「育児休業制度利用者のための職場復帰サ
ポート講座」開催の様子
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個人の就労観や家族観などが大きく変化していることや、当行を取り巻く環境がグ

ローバル化や IT化の一層の進展などにより一段と多様化・複雑化していることがあ

る。この点について、頭取の奥は『ダイバーシティレポート 2010』において、次の

ように述べている。

私は、企業というのは、同じようなメンバーがいるだけでは強くなれないと思

います。強い組織をつくっていくためには、（中略）国籍、人種、年齢、性別、身

体的特徴など、あらゆる「多様性」をできるだけ柔軟に受け容れていくことが必

要です。（中略）

現在のわれわれを取り巻くビジネス環境は、非常に不確実で不安定、そして不

透明だと言えましょう。常に揺れ動き、変わり続けている。同質的で、同じよう

な考え方をする人ばかりでは、こうした変化に対応していくことはできません。

当行では 2008年 4月、人事部にダイバーシティ推進室を設置して、「多様な人材が

能力を最大限に発揮できる職場づくりを通して、企業業績の向上を図る」ことをダイ

バーシティの推進方針とし、特に、性差による分業意識と労働時間の改善に重点を置

いた取り組みを続けている。例えば、当行における女性管理職の数は 2005年度から

2010年度までの 5年間で 3.3倍に増加したほか、育児休業取得者も 5.3倍に上ってい

る（図表 2─4─11 ②）。

また、2011年 3月 1日時点の障がい者雇用率は 1.95％と、法定雇用率の 1.8％を上

回っている。

当行が、より一層の付加価値をお客さまに提供できる組織体へとさらに変貌し、

「最高の信頼を得られ、世界に通じる金融グループ」に発展するための必要条件とし

て、人材のグローバル化の推進も含め、今後ともダイバーシティ実現に向けた取り組

みは、欠かせないものである。

図表 2─4─11 ②　女性管理職人数、育児休業取得者数の推移 （人）

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

女性管理職人数 ─ 155 167 193 235 280 354 456 584 766

育児休業取得者数 34  43  61  70  89 126 163 222 331 476

うち男性  1   0   0   0   0   6  22  27  29  26

（注） 女性管理職は年度末時点の人数で 2001年度は不詳。育児休業は年度内の取得者数。
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 12  CSR活動の展開

◉CSRの基本方針
当行は、合併前の旧両行の時代から環境問題や社会貢献活動などに積極的に取り組

んできたが、SMFGグループとして CSR（Corporate Social Responsibility）への取り

組みを一層積極化するために、2005年（平成 17年）4月、SMFGにグループ CSR委

員会を、また当行に CSR委員会と経営企画部 CSR室を設置した。

SMFGグループは、社会における責任を果たすことによって「最高の信頼」を獲

得することを目指している。「最高の信頼」を獲得するためには、お客さま、株主・

市場、社会・環境、従業員により良い価値を提供し、その結果として社会全体の持続

可能な発展に貢献していくことが不可欠であり、それが SMFGの「社会における責

任」、すなわち CSRと考えている。このような CSR活動を推進していくために、

図表 2─4─12 ①　CSRの基本方針

【SMFGにおける CSRの定義】
事業を遂行する中で、（1）お客さま、（2）株主・市場、（3）社会・環境、（4）従業員に、より高い
価値を提供することを通じて、社会全体の持続的な発展に貢献していくこと

【SMFGの CSRにおける共通理念＝ビジネス・エシックス】
１．お客さま本位の徹底

私たちは、お客さまに支持される企業集団を目指します。
そのために、常にお客さまのニーズに合致するサービスが何かを考え、最良のサービスを提供
することにより、お客さまの満足と信頼を獲得します。

２．健全経営の堅持
私たちは、自己責任原則に基づき、公正、透明かつ健全な経営を堅持する企業集団を目指します。
そのために、株主、お客さま、社会等のステークホルダーとの健全な関係を維持しつつ、効率
性と長期的視点に立った業務運営、適時かつ正確な情報開示を通じ、持続的な成長と健全な財
務体質を堅持します。

３．社会発展への貢献
私たちは、社会の健全な発展に貢献する企業集団を目指します。
そのために、企業の公共的使命と社会的責任を自覚し、広く内外経済・産業の安定的な発展に
貢献する業務運営に努めると共に、「良き企業市民」として社会貢献に努めます。

４．自由闊達な企業風土
私たちは、役職員が誇りを持ちいきいきと働ける企業集団を目指します。
そのために、人間性を尊重すると共に、高い専門性を持つ人材を育成し、もって、自由闊達な
企業風土を醸成します。

５．コンプライアンス
私たちは、常にコンプライアンスを意識する企業集団を目指します。
そのために、私たちは、業務の遂行において常に、私たちのビジネス・エシックスを意識する
と共に、監査や検査の指摘に対する速やかな行動を確保し、もって、法令諸規則や社会の良識
に則した企業集団を確立します。
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2005年 6月、SMFGグループにおける CSRの定義を定め、共通理念として 5項目か

らなるビジネス・エシックス（Business Ethics）を制定した＊365。

実際の CSRへの取り組みは、まず、コーポレートガバナンス、内部監査、コンプ

ライアンス、リスク管理などを整備することを通じた磐石な経営体制の構築から始ま

る。その上で、次の通り、ステークホルダー（お客さま、株主・市場、社会・環境、

従業員）を通じて、より良い価値を提供し、究極的には社会全体の持続的な発展に貢

献していくことを目指している。

①お客さまにより高い価値ある商品・サービスを提供し、お客さまとともに発展す

る。

②適切な情報開示を行うとともに、内部統制の整備を通じて健全な経営を堅持し、

株主価値の増大に努める。

③社会貢献活動・環境活動に継続的かつ積極的に取り組み、社会への貢献、地球環

境の保全などに努める。

④人を尊重し、従業員がその能力を遺憾なく発揮できる企業風土を醸成する。

＊365 もともとは「コンプライアンスに関する共通理念」であったが、CSRへの本格的な取り組みを機に
「CSRにおける共通理念」に位置付けを変更した。

図表 2─4─12 ②　SMFGグループのCSRの考え方

お客さま

より高い
価値ある商品・
サービス

健全な経営 社会貢献活動・
環境活動

人を尊重する
企業風土

社会全体の持続的な発展への貢献

株主・市場 社会・環境 従業員

SMFGグループの CSRへの取り組み

盤石な経営体制
（コーポレートガバナンス、内部監査、

コンプライアンス、リスク管理、情報開示など）
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SMFGグループでは、CSR活動は事業戦略と一体で取り組むものと位置付けており、

CSRに真剣に取り組むことが、経営目標達成への最短距離と考えている。その意味で、

お客さま向け商品・サービスなどに関する CS・品質向上やコーポレートガバナンス、

コンプライアンス、従業員向けの各種制度なども CSR活動の一環と位置付けている

が、ここでは、社会貢献活動と環境活動に焦点を当てて整理する。

◉社会貢献活動への取り組み
当行では、2007年 4月に社会貢献活動方針を見直して「当行は、『良き企業市民』

としての役割を認識し、豊かで持続可能な社会の実現を目指し社会貢献活動を行いま

す。この社会貢献活動を積極的に行うため、当行で活動を企画・実施するとともに、

社員のボランティア活動を支援します」と明確化した。これに従って①福祉活動、②

地域・国際社会、③環境活動、④文化・芸術・教育、の 4分野を柱とした活動を行っ

ており、毎年度、その内容を見直しつつ拡充を図っている。

まず「豊かな社会の実現に貢献するための福祉活動」として、合併前から継続的に

開催しているのが、手話講習会とボランティア体験講座である。このうち手話講習会

は、1997年度から開催しているもので、耳の不自由な方への理解を深めることや、

円滑なコミュニケーション手段の習得による店頭でのお客さまサービスの向上を目的

としている。ボランティア体験講座も、高齢者疑似体験や救急法体験講座など毎年

テーマを変えながら実施している。

「地域・国際社会の発展に貢献する活動」は多岐にわたるが、主なものとしては三井

住友銀行ボランティア基金やユニセフ（国際連合児童基金）への支援などがある＊366。

＊366 東日本大震災の際の活動に関しては 557ページ参照。

行内誌で紹介した手話講習会に関する記事
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このうち三井住友銀行ボランティア基金は、有志役職員の給与から毎月一律 100円を

引き落として国内外のボランティア団体などへの寄付を行うもので、当行もこれと併

せて寄付を行っている。同基金には 1万 1,000人を超える役職員が参加しており

（2011年 6月時点）、例えば 2010年度には、ラオスでの学校図書館開設など、23事業

に寄付を実施した。また当行は、ユニセフ外国コイン募金実行委員会のメンバー企業

として同募金活動の運営に協力しており、国内の本支店・出張所に外国コイン募金箱

を設置して協力を呼びかけ、集まった募金をユニセフに送っている。また 2009年 6

月からは、TABLE FOR TWOに参加している。これは、本店ビルの社員食堂におい

てヘルシーメニューを購入すると、1食当たり 20円が開発途上国の学校給食 1食分

として寄付されるものである。

なお、当行には役職員自らが企画立案を行う社内ボランティア組織として「YUI

（ゆい）」がある。ろう学校での交流会、役職員から集めた日用品のチャリティー販売、

高齢者施設の訪問等を継続的に実施しており、当行はこのような「YUI」の活動を支

援している。

「地球環境の保全に貢献する活動」の代表例が、「SMBC環境プログラム C・C・C

富良野自然塾」への支援である。これは、脚本家の倉本聰が北海道の富良野で実施す

る環境事業で、閉鎖されたゴルフ場の跡地を元の森に回復させる活動と、五感で自然

を体感する環境教育プログラムなどを行っている。当行では、活動の支援に加えて、

有志役職員と家族が参加する現地体験ツアーも継続的に実施している。

「文化・芸術・教育の発展に貢献する活動」も多岐にわたり、近年はその範囲が拡

大している。2006年度から毎年実施しているチャリティーコンサート「名曲のおも

ちゃ箱」は、戦争や災害などで傷付いた世界の子どもたちを支援することを目的とし

たものである。合唱団や合奏団など行内の音楽クラブが多彩な音楽を演奏し、会場で

「SMBC環境プログラムC・C・C富良野自然塾」現地体験ツアーの様子
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は募金受付や世界の子どもたちから寄せられた絵画の展示、役職員と家族の手作り品

のチャリティー販売などを行っている。

また、銀行業務と関連の強い金融経済教育への取り組みにも力を入れている。子ど

もたちに銀行の役割や仕組みを知ってもらう体験イベント「夏休み !こども銀行たん

けん隊」の開催、書籍『銀行のひみつ』の発刊と全国の小学校および公立図書館への

寄贈、子ども向けお仕事体験タウン・キッザニアへの協賛など、幅広い活動を継続的

に行っている。

◉環境活動への取り組み
地球環境の保全は現代における最優先課題の一つであり、金融機関の公共性や社会

に対する責任を踏まえると、金融機関がこの問題に真剣に取り組むことは当然の責務

である。SMFGと当行は環境問題を重要な経営課題の一つと認識し、グループ環境

方針（SMFG）、環境方針（当行）に基づき、環境活動を推進しており、SMFGは、

国連環境計画（UNEP）＊367の「環境と持続可能な発展に関する金融機関声明」に署

名している＊368。

当行は、合併前から環境問題に積極的に取り組んでおり、後述するように、旧住友

銀行が日本政策投資銀行などと行っていた融資業務における環境配慮などに関する研

究は、当行の『クレジットポリシー（運営基準）』の与信環境リスクの考え方につな

がるものであった。また、旧さくら銀行は、1998年 9月にわが国の銀行として初めて、

＊367 UNEP（United Nations Environment Programme）は、環境保全活動に関する国連の中核機関で、業
界別の支援組織を設置し環境保全活動を推進している。SMFGは、金融業界が参加する UNEP FI
（UNEP Finance Initiative）に参加している。

＊368 SMFG発足前は三井住友銀行が署名。

図表 2─4─12 ③　三井住友銀行の環境方針

■三井住友銀行は、良き企業市民としての理想像を目指し、地球環境保全お
よび汚染の予防と、企業活動との調和のため、継続的な取組を行うことを
誓約します。
■この取組のため、「CSR委員会」を設け、環境担当役員を配置しています。
■環境関連法規、規制の遵守はもとより、事業活動を通じた地球環境資源使
用の効率化、金融機関としてのリスク管理における環境面の的確な認識、
および情報提供を通じたお客さまの環境問題対応のご支援を目指し、目的・
目標を設定し、各事業年度にそれらの見直しを行い、環境問題への取組の
継続的な改善に努めます。
■この環境方針遵守のため、本方針の全社員への徹底と行内教育に努めます。
■環境方針について、外部からの要請があれば配布を行います。
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環境マネジメントシステム（EMS：Environmental 

Management System）の国際規格である ISO14001

の認証を取得した。合併後も、SMFG、当行などグ

ループの主要各社が環境配慮行動を国際規格に則っ

て運用を行い、認証の取得を継続している。

当行は、環境方針をもとに、①環境負荷軽減、②

環境リスク対応、③環境ビジネスの三つを環境配慮

行動の柱としており、各行動についての環境目標を

設定し、PDCAサイクルに従って計画的に環境活動

に取り組んでいる。

まず環境負荷軽減とは、オフィスでの省エネや紙

の使用量削減といった、直接的に環境負荷を軽減す

る活動を意味する。当行では、エネルギーや紙の使用量などについて毎年度定量的な

削減目標を設定し、取り組みを進めている。例えばペーパーレス化策としては、帳票

の電子化（データベース化）、ATM取引記録の紙ジャーナルから電子保存への変更、

などがある。お客さまにご利用いただいているWeb

通帳やパソコンバンクWeb21なども、ペーパーレス

化推進に寄与している。

一方、エネルギー使用量の削減策としては、合併

初年度から日本自然エネルギー株式会社のグリーン

電力証書システム＊369を活用して省エネルギー・環

境対策に役立てているほか、2006年度以降は排出量

の購入と併せて本店ビルのカーボンニュートラル＊370

を実現している。

さらに当行では、EMSに関する教育を年間教育プ

ログラムの一つとして取り入れている。国内の全部

店において勉強会を毎年開催し、環境方針や各年度

ISO 14001 登録証

グリーン電力証書

＊369 グリーン電力証書システムとは、自然エネルギー（化石燃料削減）や CO2の排出抑制といった価値
をグリーン電力証書という形で具体化することで、企業等が自主的な省エネルギー、環境対策の一
つとして利用できるようにする制度のこと。

＊370 グリーン電力と排出量の購入により、本店ビルにおける事業活動等によって発生する CO2の排出量
を実質的に相殺し、ゼロとする取り組みのこと。
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の環境目標などを記載した三井住友銀行 EMSカードを国内の役職員に毎年配布し、

常時携行することとしている。

次に環境リスク対応とは、与信判断を行う際に取引先企業の環境リスクの視点を織

り込むことで、銀行の与信リスク低減などを図っていく取り組みのことである。当行

は、2000年に日本政策投資銀行や日本総合研究所などと研究会を立ち上げ、取引先

の環境リスク評価推進など環境問題に関する銀行共通の課題について研究・検討を

行ってきた。こうした取り組みを踏まえ、信用リスク管理の基本規程である『クレ

ジットポリシー（運営基準）』に与信環境リスクを明記しており、例えば不動産担保

のうち一定の要件に該当するものについては土壌汚染リスク、アスベストリスクの評

価を義務付けている。

また、2006年 1月にはエクエーター原則（Equator Principles）を採択し、同月に

国際審査部に国際環境室を設置してプロジェクトファイナンスにおける環境社会リス

ク評価体制を整備した＊371。当行は、エクエーター原則に準拠した『環境社会リスク

評価手続』を制定し、2006年 6月から運用を開始している。

三つ目の柱である環境ビジネスは、金融機関・金融グループが本業を通じて社会的

責任を最も効果的に果たせる分野の一つである。当行では、環境問題を、規制や管理

という発想ではなく、より能動的に捉えてビジネス化を図るために、積極的な取り組

みを行っている。

2003年には北九州市における風力発電事業にプロジェクトファイナンス方式で資

金を提供したほか、2004年には東京都が公募したスーパーエコタウン事業の一環で

ある東京臨海リサイクル発電事業に対し、リードアレンジャーとしてプロジェクト

ファイナンスを組成した。

2005年度からは、環境ビジネスについて部門横断的な検討を行う Eco─biz推進協

議会を定期的に開催し、銀行全体での情報共有化や、先進的・効率的な商品サービス

の開発等により、環境ビジネスを推進していく体制を整えた。具体的な取り組みとし

ては、環境配慮企業支援ローン創設（417ページ参照、2007年 7月から SMBC─ECOローン

に名称変更）や住宅ローンを通じたカーボンオフセット（411ページ参照）、個人向け国

債の環境キャンペーン（412ページ参照）、日本総合研究所による定量評価に基づく

SMBC環境配慮評価融資・同私募債（418ページ参照）などの他、環境省による CO2排

＊371 2009年 4月の組織改定で、国際環境室を国際与信管理部に移管。
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出抑制対策の利子補給制度の活用も行っている。

環境ファイナンス以外にも、環境省などと共同で、環境に関するビジネスプランな

どを顕彰するコンテスト、eco japan cupを主催して、環境ビジネスの芽をみつけて

育てる取り組みを行っているほか、旧住友銀行当時の 1996年度から発行を続けてい

る環境情報誌『SAFE』や 2001年度から開催している環境セミナーなど、お客さま向

けの環境関連情報発信も積極的に行っている。

2006年度に開催を始めた環境ビジネス交流会は、お客さまの環境ビジネスにおけ

る販路拡大ニーズなどに対応するためのビジネスマッチングの場を提供するものであ

り、大いに活用された。2008年度には、日本最大規模の環境総合展示会「エコプロ

ダクツ 2008」において環境ビジネスマッチング、環境セミナー、体験型環境イベン

トなどを統合した複合イベント・SMBC環境ビジネスフォーラムを開催し、この中

でも多数の環境ビジネスマッチングが実現した。同フォーラムは、その後も毎年継続

的に実施している。

国際的にも、エコプロダクツ国際展において、当行は第 5回から第 7回（2011年 2

月、インド）まで毎回、ブースへの出展や併催の国際会議への参加を行っている。エ

コプロダクツ国際展とは、アジア太平洋地域におけるエコビジネスの活性化とサプラ

イチェーンのグリーン化による国際競争力の強化を目指して、毎年開催されている国

際環境展示会である。

このような当行における環境関連ビジネスの推進は、次第にそれぞれの業務部門担

SMBC 環境ビジネスフォーラム in エコプロダクツ
2008

環境情報誌『SAFE』
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当各部の下で自律的に展開する動きが広がりつ

つあり、また SMFGグループ全体として統一

性のある活動の拡充を図るなど、今後さらに進

化を遂げる過程にある。

CSR活動として取り組むべき課題は、今後

も事業環境の変化に応じて変化し、多様化して

いくことが想定される。この点について、

SMFG社長として北山は『三井住友フィナン

シャルグループ CSRレポート 2010』のトップコミットメントを次のような言葉で締

めくくっている。

今後の CSR活動については、次の 3点を念頭に取り組んでいきたいと思いま

す。第一は「ステークホルダーの期待・要請への感度を高め、それに応えるこ

と」すなわちステークホルダーのさまざまな声を企業経営に積極的に反映させて

いくこと、第二に、「社会的課題の解決に資するビジネスの種を探し、イノベー

ションにつなげていくこと」、第三に、「CSRを通じて社会のインフラを底上げし、

好循環な社会をつくり出すこと」です。例えば、低炭素社会の実現や、少子・高

齢化社会への対応などは、当社グループが持てる力を発揮しながら取り組むべき、

また取り組むことのできる分野であると思います。

Forward Looking ─、今後も前をしっかりと見据え、持続可能な未来づくりに

向けて貢献していきたいと思います。

『三井住友フィナンシャルグループCSR レ
ポート 2010』から
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第5 章 世界的な金融・経済情勢の混乱と当行の対応

	 1	 世界金融危機と経済収縮

◉サブプライムローン問題の始まり
ITブーム崩壊後の後退局面から脱した米国経済の上昇局面は、2007年（平成 19

年）12月まで 6年 1カ月続いた。景気拡大を支えた主因の一つが、住宅投資の活発

化であった。その反面、住宅金融専門のモーゲージ会社＊372などの貸出競争が起き、

返済能力に問題がある借り手に、安易な審査で信用供与が拡大されたために、サブプ

ライムローン問題の火種が広がった。当初、問題表面化が抑えられたのは、住宅価格

が上昇し、借り手が、担保価値の増加を利用して、金利の低いローンに乗り換えたり

他の消費者ローンを借り増したりする方法をとることができたためであった。

＊372 モーゲージバンクと呼ばれることも多いが、銀行でなく住宅金融（モーゲージローン）を扱うノン
バンクである。

図表 2─5─1 ①　米国の金融政策と住宅価格
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しかし、新興国の需要拡大や世界的な金融緩和などを背景に資源価格が騰勢を強め、

米国内でも景気拡大の持続によってインフレ懸念が生じたことから、FRBは 2004年

6月以降、17回の政策金利引き上げを行い、フェデラルファンド・レートの誘導目標

水準は、引き上げ開始前の 1.00％から、2006年 6月には 5.25％となった（図表 2─5─

1 ①）。住宅ブームは転機を迎え、住宅価格は 2006年前半を境に低下し始めた。住宅

の評価額増加によって抑えられていたローン延滞率も、この頃から上昇が目立つよう

になった。サブプライムローン問題の発生である。

これによってモーゲージ会社の経営がまず悪化したが、影響は米国内にとどまらな

かった。米国では 1970年頃から住宅ローン債権を証券化する住宅ローン担保証券

（RMBS＊373）市場が成長し、RMBSは米国以外の機関投資家にとって有力な投資対象

になっていた。それだけにとどまらず、RMBSなどを組み合わせて再証券化した債

務担保証券（CDO＊374）などが作り出されて、やはり海外の投資家に保有されていた。

こうした証券化商品の中には高い格付を付与されたものもあったが、低リスクと見な

される論拠となっていたリスク分散効果は、住宅価格上昇が続かなければキャッシュ

フローに問題が生じやすいという相関性を持った原債権や証券化商品などの集合体で

は機能しなかった。

2007年になると、サブプライムローン関連の証券化商品の価格低下が加速し、6月

には、これによって米投資銀行ベア・スターンズ傘下のヘッジファンドが巨額の損失

を被ったことが報道されて、問題が市場関係者などの専門家以外にも知られるように

なった。サブプライムローン関連証券化商品の格付引き下げが相次ぎ、同商品に対す

る市場の不安が一段と強まって、取引が縮小、価格形成機能も大幅に低下した。この

ため、RMBSや CDOなどを保有していた、金融機関の特別目的会社であるストラク

チャード・インベスメント・ビークル（SIV）などが打撃を受け、SIVなどが資金調

達に利用していた資産担保コマーシャルペーパー（ABCP）市場の機能低下、SIVに

バックアップライン（流動性補完枠）を与えていた関係金融機関の信用不安を招いた。

これによって IKBドイツ産業銀行などが経営危機に陥り、問題が米国にとどまらな

いことが改めて認識された。

8月には、運用している CDOなどの価格算出が不可能になったことを理由に仏大

＊373 RMBS：Residential Mortgage─Backed Securities
＊374 CDO：Collateralized Debt Obligation
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手銀行 BNPパリバ傘下のファンドが売買凍結を発表し、IKBドイツ産業銀行の破綻

で神経質になっていた欧州の金融市場は動揺した。このため欧州中央銀行（ECB）は、

流動性危機を抑えるために巨額の緊急資金供給を実施した。FRBも市場安定化のた

めに資金供給を行い、日本銀行も同様の措置を取った。

9月には、住宅ローンを担保とするカバードボンド＊375などを利用して市場から資

金を調達しながら業容を拡大させてきた英中堅銀行ノーザン・ロックの資金繰りに問

題が生じた。同行に対する預金取り付けが起き、他の銀行にも広がる兆しが出たため、

英政府は急
きゅう

遽
きょ

、預金全額保護を打ち出して、混乱を収拾した。

このように、サブプライムローン問題が世界に広がりをみせる中で、当行の市場営

業部門は、サブプライムローン関連証券化商品の評価損が出始めた直後の 2007年 5

月に同商品の売却を開始し、混乱が拡大して価格が暴落する前に、大半の処理を終え

ていたため、当行はサブプライムローン関連証券化商品に絡む損失を限定的にとどめ

ることができた。

◉リーマン・ショックと世界的な金融・経済危機
2008年になると、火元の米国では事態がさらに悪化した。3月には米国第 5位の大

手投資銀行ベア・スターンズが苦境に陥った。同社の破綻によってデリバティブ取引

などの相手方（カウンターパーティー）に世界的な影響が及ぶことを避けるために、

米当局は、ニューヨーク連邦準備銀行による非預金取扱金融機関に対する特別融資を

活用して当面の危機を乗り切った。この融資制度は、大恐慌の信用収縮の教訓を受け

て「1932年連邦準備法」に用意されていたものであった。

7月になると、連邦抵当金庫（ファニーメイ）と連邦住宅貸付抵当公社（フレディ

マック）に信用不安が生じた＊376。両社は、証券化支援としての RMBSの発行・保証

に加えて、政府支援機関（GSE）＊377であることによる信用力を背景に資金調達を行い、

投資事業として住宅ローン債権や RMBSの購入を拡大させてきた。両社の RMBSや

GSE債は、従来は「暗黙の政府保証」によって安全な資産と見なされ、米国だけで

＊375 カバードボンド（covered bonds）は貸出債権などを担保として発行されるが、RMBSのような資産
担保証券と異なり、担保債権はオフバランス化されず、債券の安全性は、発行体の信用力と担保債
権の両方で支えられる。

＊376 ファニーメイ（Fannie Mae）は Federal National Mortgage Association（FNMA）の通称。1970年に
民営化。フレディマック（Freddie Mac）は Federal Home Loan Mortgage Corporation（FHLMC）
の通称。1988年に民営化。

＊377 GSE : Government─Sponsored Enterprise



第 5章　世界的な金融・経済情勢の混乱と当行の対応　　515	

なく海外の投資家に広く保有されていたので、両社が破綻すれば、世界の金融システ

ムが動揺し、米国の国債やドルの信認問題に発展しかねなかった。米国政府は、万一

の場合には政府が関与する姿勢を示して、その場をしのいだが、両社の危機は解消さ

れず、9月になると、両社を政府（連邦住宅金融局）の管理下に置き、公的資金によ

る株式取得を行うことになった。

他方、やはり経営危機が噂されていた、資産総額で米国第 4位の投資銀行リーマ

ン・ブラザーズについては、公的支援に後押しされた買収や公的管理下での再建の枠

組みが整わず、9月 15日未明（現地時間）に米国連邦倒産法第 11章の適用を申請し

た。経営の苦境が知られていたとはいえ、大手投資銀行の破綻という現実に直面した

金融市場では、カウンターパーティーリスクが強く意識されるようになり、市場の機

能は著しく低下した。いわゆるリーマン・ショックである。

9月 16日には、同じく苦境が伝えられていた保険大手 AIGの株価がリーマン・

ショックの影響で暴落した。米国財務省と FRBは、ただでさえ市場が混乱している

中でさらに AIGが破綻に追い込まれれば、金融市場の脆弱性は一層深刻となり、経

済にも悪影響を与えることになりかねないため、リーマン・ブラザーズへの対応とは

一転して AIGの救済策を講じた。

しかし、リーマン・ショックによって生じた混乱は収まる兆しがみえなかった。経

済活動に欠かせない金融取引を円滑に行うことができなくなったために、各国で深刻

な景気悪化が起きた。いわゆる「100年に 1度の危機」である。このため、各国は金

融システムの安定回復と大規模な景気刺激策を相次いで打ち出した。

米国では 2008年 10月に緊急経済安定化法が成立し、これによる不良資産救済プロ

グラム（TARP：Troubled Asset Relief Program）によって 7,000億ドルの公的資金枠

を得た米財務省は、資本注入などの金融機関支援、証券化商品市場の機能回復などを

図る資産支援プログラムなどを矢継ぎ早に実施した。2009年 2月には、交通インフラ、

エネルギー、環境への投資、個人減税や企業減税などによって経済立て直しを図る、

総額で約 7,870億ドルの米国再生・再投資法が成立した（2010年 12月には 2度目の

大型経済対策がまとめられた＊378）。FRBは 2007年 9月以降 10回にわたって政策金

利を引き下げて、事実上のゼロ金利政策に踏み切り、リスクが高いと見なされている

金融資産を積極的に購入して資金を大量に供給する信用緩和にも取り組んだ。

＊378 2度目の大型経済対策には、時限措置の期限が迫っていた 2001年の大型減税（228ページ参照）の 2
年延長などが盛り込まれた。
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各国の政策努力によって、金融危機は最悪期を脱し、経済活動の急激な収縮も止

まったが、米国のサブプライムローン問題に端を発した一連の危機と緊急避難的な政

策対応の結果、米国における過剰な住宅債務にとどまらず、欧米の金融機関や各国の

政府など幅広い経済主体のバランスシートに歪みが生じた。バランスシート問題とい

う金融不安の火種が完全に消えない中で、2009年 10月にはギリシャの財政赤字問題

が明るみに出て、後述する欧州債務危機に発展し、今なお根本的な解決に至っていな

い。

リーマン・ショックによって事態が深刻化する前には、先進国の景気に懸念が生じ

ても、新興国が世界経済を牽引するというデカップリング論が台頭したことがあった。

しかし、世界金融危機が起きると、新興国経済も、先進国向け輸出の減少などによっ

て、減速を余儀なくされた。世界経済の急激な縮小が止まって輸出が回復するにつれ

て、新興国は再び先進国を上回る

経済成長を遂げるようになったが、

世界経済が金融危機発生前の状況

に戻っていないことを反映して、

新興国も以前ほどの高い成長軌道

には復帰できていない。

わが国では、6年 1カ月続いた

戦後最長の景気上昇局面が、世界

金融危機発生に先立ち、2008年 2

月に既に終了していた＊379。欧米

の金融機関がサブプライムローン

やその証券化商品などで巨額の損

失を被ったのに対して、わが国の

金融機関が証券化商品などへの投

資で直接的に受けた損失は軽微で

あった（図表 2─5─1 ②）。ただし、

＊379 当時、最大の輸出先であった米国経済の減速、改正建築基準法の施行（2007年 6月）に伴う手続き
の混乱による建設投資の急減、原油に代表される資源価格の高止まりによる購買力の海外流出など
の影響が重なったことによる。

図表 2─5─1 ②　世界の銀行の損失状況
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リーマン・ショックによって深刻化した世界的な金融危機で打撃を受けた外国金融機

関や外資系投資ファンドの投融資姿勢が一変し、その資金に依存して事業を拡大して

いた国内不動産ファンドやディベロッパーが行き詰まるなど、世界的な金融収縮の余

波は、わが国の金融機関の貸出先にも及んだ。

また、日本経済は、貿易の経路から強い逆風を受けて、厳しい試練にさらされた

（図表 2─5─1 ③）。戦後最長の景気上昇が続く間に、輸出関連企業からそれ以外の企

業部門などに回復が広がっていたとはいえ、輸出型製造業以外の活力強化という長年

の課題は残り、近年では人口の頭打ちという要因も加わって、国内需要の基調は弱い

状況であった。輸出が起点となり、やや遅れて、輸出に刺激された設備投資が加わる

という景気拡大の基本的な構図はそのままであったから、世界経済の影響を受けやす

かった。金融危機によって世界的な経済の収縮が起きると、日本経済は輸出急減の影

響を大きく受け、2008年度の実質経済成長率は戦後最悪のマイナス 3.7％となった。

景気の急角度の落ち込みは 2009年 3月で止まったが、その後 1年間の回復では、

2008年度に起きた経済活動水準の大きな落ち込みを取り戻し切れなかったため、

2009年度の実質経済成長率もマイナス 2.1％であった。

厳しい経済情勢の影響を受けた企業の業績不振や、株式相場の急落などは、金融機

関の与信関係費用の増加、株式等損益の悪化を招いた。前述の不動産投資ファンドな

図表 2─5─1 ③　当時の経済情勢
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どの資金繰り問題を含め、世界的な経済・金融危機は、さまざまな経路でわが国の金

融機関の業績に影響を及ぼした。

経済情勢の急激な悪化を目の当たりにして、わが国でも、大型の経済対策が実施さ

れた。公共投資や減税などによる需要拡大を期待する経済対策については、持続的な

効果が疑問視されたことや、2008年 2月に山を迎えるまで景気上昇が続いたことから、

2002年 12月に限定的な対策が取りまとめられて以来、打ち出されていなかった＊380。

しかし、2008年以降は政策対応が一変し、最大規模の経済対策が立て続けに行われ

た＊381。

また、財政支出を伴う経済対策とは別に、2009年 10月には「緊急雇用対策」が取

りまとめられ、その中の「中小企業に対する金融の円滑化を通じた事業活動の円滑な

遂行及び雇用の安定を図るための施策の策定・推進」「住宅ローンの借入者に対する

金融の円滑化を通じた生活の安定化を図るための施策の策定・推進」として金融円滑

化法が 11月に成立し、12月に施行された。これに伴う当行の対応は 427ページに記

述した通りである。

この他、10月には、産業再生機構（2007年 3月解散）の実績を継承しつつ、地域

特性と民間活力をいかして事業再生支援を行う企業再生支援機構が設立され、業務を

開始した＊382。

金融政策に関しては、サブプライムローン問題発生前の政策金利水準が 4～ 6％程

度でいわゆる引き下げ余地が大きかった米国、ユーロ圏、英国などと異なり、わが国

では量的緩和政策、ゼロ金利政策を終了したばかりで、政策金利水準は 0.5％であっ

たが、日本銀行は 2008年 10月、12月、2010年 10月の 3回の引き下げで誘導水準を

0.0～ 0.1％まで引き下げた。また、金利面の政策対応が限られている中で金融緩和効

果を強化するために、2010年 10月には、政策金利引き下げと併せて、先行きの政策

運営についてあらかじめ公表し約束する時間軸政策＊383、多様な資産買い入れと長め

＊380 2002年 10月の「改革加速のための総合対応策」（231ページ参照）を補完・強化することをうたっ
て 12月に改革加速プログラムが取りまとめられたが、大規模な需要追加策を含むか否かという基準
では、2000年 10月の「日本新生のための新発展政策」（213ページ参照）以来であった。

＊381 リーマン・ショック前の 2008年 8月に総事業規模 11.5兆円程度の対策が打ち出されていたのに続き、
10月（総事業規模 26.9兆円程度）、12月（同 37兆円程度）、2009年 4月（同 56.8兆円程度）、12月（同
24.4兆円程度）と、雇用、生活などへの対策や支援を掲げて、経済対策が行われた。

＊382 株式会社企業再生支援機構法（2009年 6月成立、9月施行）に基づき、設立。
＊383 時間軸政策は、先行きの政策運営についてコミットすることで、利回り曲線を変化させ、経済に影

響を与えようとする政策である。
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の固定金利オペレーションで構成される基金の創設＊384という一種の量的緩和政策を

導入し、これら三つから成る「包括的な金融緩和政策」を開始した。

前述のように、経済活動の急激な収縮局面の終了という形で景気後退は止まったが、

一連の異例ともいえる政策対応にもかかわらず、日本の実質 GDP、株価などは世界

金融危機前の水準を回復しておらず、危機の震源地となった米国と比べて対照的であ

る。この一因としては、日本経済の成長の原動力となってきた輸出関連の製造業が、

世界経済の成長鈍化に加えて、史上最高水準にある円高によって価格競争力の低下に

見舞われ、以前のように牽引役を果たせなくなっている点が指摘されている。一方、

輸出関連の製造業だけでなく、わが国全体の課題として、さまざまな経済環境の変化

を踏まえて効果的な成長戦略を実現していくための政策や企業経営のあり方に変革を

要するという見方もある。これ以外にも、デフレ状況が続いていることをどう捉える

かが繰り返し論点となるなど、わが国が抱える真の問題の所在や対応策を巡る論議が

続いている。

◉危機再発防止策構築の努力と欧州ソブリンリスク問題の発生
（1）バーゼルⅢへの道筋

世界各国は、サブプライムローン問題を発端とする、いわば起きてしまった金融危

機、経済危機から抜け出すために、緊急避難的に思い切った政策をとる一方で、再発

防止のために金融規制の見直しに動いた。

米国では、2007年 8月から、金融市場に関する大統領作業部会＊385が、サブプラ

イムローンを発端とする証券化商品の問題の原因と規制強化などの対策について検討

を開始し、2008年 3月に暫定的な報告を取りまとめた。2007年 8月に異例の規模の

市場流動性供給によって金融市場の混乱を抑えた主要国は、10月の 7カ国財務大臣・

中央銀行総裁会議（G7）において、金融安定化フォーラム（FSF）＊386に対し、混乱

＊384 日本銀行の買入対象としては異例の、上場投資信託（ETF）や上場不動産投資信託（J─REIT）を含
む多様な資産買入と、期間 3カ月、6カ月という長めの固定金利オペレーションを行うための基金。

＊385 大統領作業部会は、1987年 10月にニューヨーク株式市場で起きた株価暴落（ブラックマンデー）を
受けて、1988年 3月に設置された。

＊386 FSF（Financial Stability Forum）は、1999年 2月の G7で、国際金融システムに影響を与える問題を
検討し、解決策の提示と実行の監視を行うことを狙いとして、創設が合意された。その背景には、
1997年のアジア通貨危機や 1998年のロシア危機などの発生があった。FSFは、2009年 4月の第 2
回 G20首脳会議（ロンドン）の「金融システムの強化」についての宣言によって、組織基盤と権限
をより強化した金融安定理事会（FSB：Financial Stability Board）になった。



520　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

の背景にある要因を分析し、流動性とリスク管理、金融デリバティブ商品の会計処

理・価格評価、金融仕組み商品に関する格付機関の役割・格付手法およびその活用の

あり方、ならびにオフバランスの投資手法の扱いを含む、金融機関の監督に関する基

本原則の分野について提案を行うことを要請した。これを受けて FSFは、2008年 4

月の G7において、自己資本・流動性・リスク管理に対する健全性監督の強化、透明

性・価格評価の向上、信用格付の役割・利用法の変更、金融当局のリスク対応力の強

化、金融システム危機への対応強化を提案した。

また、金融危機への対応や金融規制などに関する国際的な取り組みとしては、G7

だけでなく新興国などを含めたより多くの国々による論議の必要性が強く認識される

ようになり、リーマン・ショックによって深刻化した世界金融危機の最中である

2008年 11月に、「金融・世界経済に関する首脳会合（G20首脳会議）」がワシントン

D.C.で初めて開催された。2009年 9月の第 3回 G20首脳会議（ピッツバーグ）では、

G20首脳会議を国際経済協力に関する第 1のフォーラムとして指定したことから、金

融規制などのあり方に関しても、G20首脳会議が重要な役割を果たすようになった。

第 3回 G20首脳会議の声明では、直前に中央銀行総裁・銀行監督当局長官グルー

プ会合（バーゼル銀行監督委員会の上位機関）が公表した銀行規制・監督およびリス

ク管理の強化に向けた対応の検討結果について歓迎し、銀行資本の量と質の双方を改

善し、過度なレバレッジを抑制するため、国際的に合意されたルールを 2010年末ま

でに策定することに合意した。

これを踏まえて、2009年 12月にはバーゼル銀行監督委員会からバーゼルⅢの市中

協議案が公表され、2010年 7月・9月の中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループ会

合での新たな規制基準の大枠の合意、11月の第 5回 G20首脳会議（ソウル）＊387への

大枠の報告と了承を経て、12月に新たな規制に関する詳細な合意文書・バーゼルⅢ

テキストが公表された。

バーゼルⅢの検討過程では、世界金融危機の背景について、金融機関がオンバラン

ス・オフバランスでレバレッジを過度に高めていたこと、過度なレバレッジにより自

＊387 2007年から、各国の経済界首脳によるビジネスサミットが開催されるようになっており、G20首脳
会議と同時期に行われたトロント会合（2010年 6月）、ソウル会合（2010年 11月）には、奥が出席
して、金融規制に関する国際的な議論において、わが国の銀行界を代表する見地から意見表明を行っ
た（2010年 4月～ 2011年 7月、全国銀行協会会長）。2011年 4月以後も、11月のビジネスサミット・
カンヌ会合に出席している（カンヌ開催の第 6回 G20首脳会議については 522ページ参照）。
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己資本の水準と質が低下したこと、流動性バッファーが十分でなかったこと、プロシ

クリカル＊388なレバレッジの巻き戻しや、複雑な取引を通じて形成された金融機関の

相互連関性が危機を増幅したこと、などの要因が指摘された。金融危機の教訓に対処

するために、バーゼルⅢテキストには、自己資本の質・量の向上とリスク捕捉の強化、

景気連動性を抑制するような（カウンターシクリカルな）資本バッファーの枠組みの

導入、レバレッジ比率の導入、流動性基準の導入が盛り込まれている（525ページ以降

参照）。

（2）金融システム安定化を巡るその他の動き

2009年 4月の第 2回 G20首脳会議（ロンドン）では、金融セクターおよび金融規

制・監督における主要な失敗が危機の根本原因であったという認識に立って、金融監

督および規制の強化に動き出すこととなり、その一環として、規制・監督をシステム

上重要な全ての金融機関・商品・市場に拡大することとした。さらに、9月の第 3回

G20 首脳会議（ピッツバーグ）では、システム上重要な金融機関（SIFIs：

Systemically Important Financial Institutions）に対する追加資本、流動性およびその

他の健全性規制を含む、実施可能な措置を提案するように、金融安定理事会（FSB、

519ページ、脚注 386参照）に求めた。

FSBは、2010年 10月に SIFIs 問題への対応について提言と作業日程をまとめ＊389、

11月の第 5回 G20首脳会議（ソウル）で承認された。FSBの提言は、SIFIsに関す

る政策の枠組みについて、必要な諸条件を満たす破綻処理、より高い損失吸収力、よ

り密度の高い監督・監視、強固な金融市場インフラなどを統合したものでなければな

らないと指摘し、より高い損失吸収力に関して、グローバルな SIFIs（G─SIFIs）の

無秩序な破綻が金融システムと経済活動に重大なリスクをもたらすことから、G─

SIFIsは、バーゼルⅢで合意された最低水準を上回る損失吸収力を持つべきであると

している。

これを受けて、FSB、バーゼル銀行監督委員会などが、G─SIFIsに該当する金融機

＊388 自己資本比率は、貸出等のデフォルト確率の変化などにより、景気に連動する傾向がある（シクリ
カリティー）。また、自己資本比率の状況によって金融機関が貸出等に取り組む姿勢を強めたり弱め
たりすれば、景気変動は増幅される（プロシクリカリティー）。さらに、金融機関を含むさまざまな
経済主体が、景気情勢や資産価格の動向などを受けて、リスク回避度、レバレッジの積み上げ状況
を変化させることによっても、景気変動は増幅される。

＊389 FSB『Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions, FSB 
Recommendations and Time Lines』（2010年 10月 20日）。
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関の特定と、G─SIFIsに求められる追加的資本上乗せ規制の具体的内容について検

討を進めており、2011年 11月の第 6回 G20首脳会議（カンヌ）で最終的な詰めを行

うことを目指している＊390。

従来の金融規制・監督のあり方の見直しは、バーゼルⅢや SIFIs・G-SIFIsを巡る

取り組みのような国際的な枠組みづくりだけでなく、各国での制度改革の動きにもつ

ながっている。

米国では、1980年代以降、1933年銀行法（いわゆるグラス・スティーガル法）に

代表される、大恐慌当時に設けられた規制を緩和する改革が進められ、預金金利の自

由化、州際業務規制緩和を経て、1999年にはグラム・リーチ・ブライリー法によっ

て業務範囲規制が大幅に緩和された。一方、規制改革の動きと並行して、証券化やデ

リバティブなど金融技法の発達が進み、それらを利用した取引や金融商品開発が急拡

大したが、投資・投機の失敗で一部のファンドの経営が行き詰まったり、相場の予想

外の変動などが生じたりするなどの事態に対症療法的な対策が取られることはあって

も、金融システムを揺るがすような深刻な問題発生を想定して包括的な規制を設ける

動きにはつながらなかった。

しかし、サブプライムローン問題に端を発する金融危機発生を教訓として、米国は、

規制を強化する方向に動き出した。

2009年には米財務省が、米国特有の複雑な規制・監督体制の見直し、金融危機で

問題となったクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）を含む包括的な金融市場規

制の確立、消費者・投資家保護などを盛り込んだ金融規制改革プランをまとめ、その

後、上院・下院それぞれにおける草案作成と数々の調整・修正、両院案の一本化、両

院それぞれでの可決を経て、2010年 7月、大統領の署名によって、広範囲の金融規

制改革を盛り込んだドッド・フランク法＊391が成立した。

＊390 2011年 11月 4日、FSBは、カンヌでの G20首脳会議に合わせて、G─SIFIsに対する追加的資本上
乗せ規制を含む政策措置と、G─SIFIsのうち銀行グループ（G─SIBs：Global Systemically Important 
Banks）の特定結果を明らかにした。特定は FSBとバーゼル銀行監督委員会によって行われ、FSB
が公表した資料では、三井住友フィナンシャルグループ、三菱 UFJフィナンシャル・グループ、み
ずほフィナンシャルグループを含む世界の 29グループ（欧州 17、米国 8、日本 3、中国 1）がリス
ト化された。G─SIFIsのリストは毎年更新され、各年 11月に FSBから公表されることになっており、
銀行以外の金融グループが特定される可能性もある。また、G─SIBsに対する政策措置の具体的な規
則文書は、同じ 11月 4日、バーゼル銀行監督委員会から公表された（528ページ、脚注 399参照）。

＊391 正式な法律名は長いが、短い名称として Dodd─Frank Wall Street Reform and Consumer Protection 
Actが使われており、ドッド・フランク法は、その略称である。
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ドッド・フランク法は、金融危機の再発を防止する観点から、包括的な金融規制・

監督の見直しを定めている。同法の中で邦銀への影響が特に大きいと見られる項目は、

①米国の金融システム上重要な金融機関への規制強化、②破綻処理計画の策定、③銀

行等の自己勘定トレーディング、ファンド投資の制限（いわゆるボルカー・ルール）、

④デリバティブ取引規制、⑤証券化商品への規制、である。これらの規制の中には、

個々の適用ルールの定め方や運用方法次第で、米国内の拠点にとどまらず域外適用さ

れる可能性があるものや、米国以外の金融市場・金融取引に影響が及ぶ可能性がある

ものが含まれる。このため、当行の米国内における業務だけでなく、グローバルな業

務も影響を受ける可能性がある。

2011年 3月末時点では、米国当局による実施細目についてのルールの策定が行わ

れている段階であり、当行は論点ごとに具体的な影響などの分析を進めている。

また、バーゼルⅢにおける景気連動性への考慮や、FSBなどによるシステム上重

要な金融機関という概念に垣間見られるように、サブプライムローン問題に端を発す

る金融危機以降、実体経済や金融市場と連関して生じる広範なリスク要因に着目する

マクロプルーデンスに対する関心が強まっている。これは、個々の金融機関の経営の

健全性を確保する仕組み（ミクロプルーデンス）だけでは金融システムの安定性を維

持できなかった経験を踏まえたもので、金融規制・監督を担う組織体制の変更におい

ても、マクロプルーデンスの重視の動きが相次いでいる。

米国では、ドッド・フランク法に基づいて、米国の金融システム安定化を図る新た

な組織として、金融安定監視協議会（FSOC＊392）が設立された。FSOCは、財務省、

FRB、SEC、連邦預金保険公社（FDIC）などのトップで構成され、米国の金融シス

テムに影響を与えるリスクを特定し、対策を講じる役割を担う。また EUでは、マク

ロプルーデンスの立場から金融システムを監視する欧州システミックリスク理事会が、

欧州金融監督制度の一翼として設立された。さらに英国でも、金融危機防止において

規制・監督の分担が有効に機能しなかったことを受けて＊393、新たな体制づくりが進

められており、マクロプルーデンス監視を担う組織の設置が予定されている。

＊392 FSOC：Financial Stability Oversight Council
＊393 例えば、2009年 4月の第 2回 G20首脳会議（ロンドン）開催を控えた 3月に英国 FSAが公表した

提言文書『ターナー・レビュー』の中で、規制・監督の分担に隙間が生じていたことが指摘されて
いる。
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（3）欧州債務危機の発生

金融機関に対する国際的および国ごとの金融規制の見直しが具体化していく動きと

並行するように、欧州を震源とするソブリンリスク問題が発生し、新たな波乱要因と

して、世界の金融市場を揺るがしている。ギリシャ（2010年 4月）、アイルランド

（2010年 11月）に続いて、2011年 4月にはポルトガルが IMFと EUに金融支援を要

請した。

家計や企業、金融機関の過剰債務問題、先進国以外で起きた従来のソブリンリスク

問題と異なり、欧州債務危機では、一部の先進国の政府債務に対する信用失墜が生じ

ている点が特徴である（図表 2─5─1 ④）。問題を抱えた国々の財政赤字削減などの

改善策実行や、国際機関や関係国による金融支援実施を巡って不測の混乱が生じれば、

直接的な影響が大きいと観測されている欧州系の金融機関などを通じて、問題が広く

伝播する可能性は否定できず、国際金融システムはまた一つ大きなリスクを抱えるこ

ととなった。また、欧州経済の変調は、世界金融危機から立ち直りをみせた新興国経

済にも影を投げかけている。

図表 2─5─1 ④　国債利回りの格差
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	 2	 バーゼルⅢと当行の対応

◉新たな規制強化の概要
2010年（平成 22年）12月、バーゼル銀行監督委員会は、バーゼルⅢの枠組みの詳

細を示すテキストを公表した。バーゼルⅢテキストは、銀行に対する自己資本規制の

枠組み強化と流動性規制の導入について、国際的な基準を示している。

（1）自己資本の強化

テキストのうち自己資本規制の枠組みは、①要件・定義と水準（最低所要水準に加

えてバッファー部分）の両面からの自己資本の強化、②リスク捕捉の強化、③レバ

レッジ比率規制の導入、に大別される。

まず、自己資本の強化に関しては、銀行の損失吸収力を強化することを目的として、

事実上必要となる水準（資本の量）を大幅に引き上げ、要件・定義（資本の質）も厳

格化する方向で見直されることとなった。

従来の規制上の自己資本は、普通株式や内部留保、一定の要件を満たす優先株式・

優先出資証券から成る Tier 1、一定の要件を満たす劣後債・劣後ローンや、その他有

価証券評価差額金（評価益）などから成る Tier 2、市場リスクに対応するための規制

が追加された際に導入された Tier 3（短期劣後債など）で構成されていた。リスクア

セットに対する所要自己資本の比率は 8％以上とされ、Tier 1（Tier 3が存在する場

合は控除）と同額までという Tier 2の算入限度を満たしつつ 8％以上を満たすために

は、Tier 1比率を 4％以上にする必要があった。また、バーゼル銀行監督委員会が、

Tier 1に関して、普通株式や内部留保が中心的な形態であるべきであるとした内

容＊394が金融庁の監督指針に反映されているため、普通株式や内部留保による Tier 1

比率を 2％以上とすることが事実上の目標であった。

これに対してバーゼルⅢでは、世界的な金融危機において、経営困難に陥った金融

機関の自己資本の損失吸収力に問題が生じた経験を踏まえて、Tier 1を業務継続ベー

ス、Tier 2を破綻時にそれぞれ損失吸収力を持つ資本と位置付け、さらに Tier 1を、

普通株式および内部留保等のみで構成される普通株式等 Tier 1と、その他 Tier 1に

＊394 バーゼル銀行監督委員会『自己資本の基本的項目（Tier 1）としての発行が適格な資本調達手段』（1998
年 10月）。



526　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

区分する＊395。また、信用リスクなどと同等の内容の資本で市場リスクに対応する趣

旨から、Tier 3は廃止される。リスクアセットに対する所要自己資本の比率は、損失

吸収力が高い資本区分において引き上げられ、普通株式等 Tier 1で 4.5％（現行対比

で実質プラス 2.5％ポイント）、Tier 1で 6％（現行対比でプラス 2％ポイント）とな

る＊396。総自己資本の最低所要水準は現行と同じ 8％であるが、バーゼルⅢでは、別

途、資本保全バッファーの上乗せを求められるほか、各国の情勢に応じてカウンター

シクリカルな資本バッファーの上乗せが行われる（図表 2─5─2 ①）。

資本保全バッファーは、さまざまなリスク要因によって銀行の経営環境が悪化する

ストレス期において、配当支払いなどの社外流出によって総自己資本が最低所要水準

を下回ることを生じにくくするために、平時から、普通株式等 Tier 1に相当する資

＊395 Tier 2に関しては、Tier 1と同額までという算入限度や、Upper Tier 2、Lower Tier 2という区分が
廃止される。

＊396 経過期間が設けられており、普通株式等 Tier 1は 2013年（わが国の場合は 3月末、以下同じ）3.5％、
2014年 4.0％、2015年以降 4.5％、Tier 1は 2013年 4.5％、2014年 5.5％、2015年以降 6％。

図表 2─5─2 ①　新たな規制の概要（所要自己資本、資本バッファーなど）
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G─SIFIs に対してシス
テム上の重要性に応じ
て資本保全バッファー
に上乗せ（段階的に導
入）

普通株式等
が中心的な
形態である
べき

自己資本の調整項目の段階的
算入（資本から控除）

普通株式等 Tier 1で 1～ 2.5％

資本保全バッファー
普通株式等 Tier 1で 2.5％以上

適格要件から外れる資本に関
し経過措置で算入可能な割合
（2021年の10％を最後に終了）

バーゼルⅡによる自己資本比率規制

─

Tier 1＋
Tier 2＋
Tier 3
8%
以上

（4％）

（2％）

Tier 2＋
Tier 3
ただし算入は
Tier 1 と同額
まで

（注）わが国の場合、各年 3月末。
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本を 2.5％上乗せするものである＊397。これによって、ストレス期に取り崩し可能な

資本の厚みが増すだけでなく、資本保全バッファーを充足していない場合には、その

程度に応じて社外流出の制限を課すことによって、自己資本の減少を抑制する仕組み

である。

カウンターシクリカルな資本バッファーは、過度の信用膨張への対策である。行き

過ぎた信用拡大が起きると、その後の調整過程において銀行の損失が増大し、金融シ

ステム不安を深刻化させるおそれがある。このため、各国の政策当局がリスクの積み

上がり状況に応じて 0～ 2.5％の範囲で資本上積みの要否を判断するもので、銀行は

上積み分を普通株式等 Tier 1に相当する資本で充足する必要がある＊398。

資本保全バッファー（2.5％）と、カウンターシクリカルな資本バッファー（0～

2.5％）の上乗せを考慮すると、新たな規制では、普通株式等 Tier 1を最低限 7～

9.5％（現行対比では実質プラス 5～ 7.5％ポイント）に維持することが必要となる。

さらに、G─SIFIsについては、前述のように（521ページ参照）、バーゼルⅢによる

枠組みを上回る損失吸収力を持つべきであるとして検討が進められているため、G─

＊397 経過期間が設けられており、2016年 0.625％、2017年 1.25％、2018年 1.875％、2019年以降 2.5％。
＊398 経過期間が設けられており、カウンターシクリカルな資本バッファーの最大値は、2016年 0.625％、

2017年 1.25％、2018年 1.875％、2019年以降 2.5％。

図表 2─5─2 ②　新たな規制の概要（自己資本の定義・適格要件）

資本項目の例

バーゼルⅢ 従　来
Tier 1 Tier 2 Tier 1 Tier 2

普通
株式等
Tier 1

その他
Tier 1

主要な
部分 その他

普通株式 ○ ○
内部留保 ○ ○
優先株式（普通株式への転換権付き） ○ ○
優先株式（普通株式への転換権なし） ○ ○
優先出資証券（ステップアップ条項なし） △ ○
優先出資証券（ステップアップ条項付き） ○
劣後債・劣後ローン（初回コール日までが 5年以上） ○ ○
劣後債・劣後ローン（初回コール日までが 5年未満） ○

（注１）  優先出資証券（ステップアップ条項なし）は、条件次第で算入不可（例えば、会計上負債に分類されるものは、
元本削減や普通株式転換の仕組みがなければ算入不可）。

（注２）  バーゼルⅢでは、表に掲げた項目以外にその他の包括利益累計額およびその他公表準備金が普通株式等 Tier 1
となる。従来、一定の制約の下で Tier 2に算入されていた資産評価益は、条件を満たす部分がその他の包括利
益累計額に含まれる。
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SIFIsに特定される銀行は、さらに資本の上積みを求められる見込みである＊399。

バーゼルⅢでは、自己資本の定義・適格要件についても、厳格化される（図表 2─

5─2 ②）。

従来、Tier 1の主要な部分として扱われていた、普通株式への転換権のある優先株

式は、バーゼルⅢでは普通株式等 Tier 1に該当せず、その他 Tier 1に算入される。

Tier 1（主要な部分以外）に算入可能であった、配当に関してステップアップ条項が

付された優先出資証券は、バーゼルⅢでは規制上の自己資本として認められなくな

る＊400。また、Tier 2に算入可能であった劣後債・劣後ローンも、初回コール日＊401

まで 5年未満であれば規制上の自己資本から外される。

自己資本算出に当たって行う調整についても、従来は Tier 1の主要な部分が控除

対象ではなかった無形固定資産＊402、繰延税金資産（一時差異に係るものを除く）、

自社グループ外の金融機関への普通株式出資などが、普通株式等 Tier 1の調整項目

となる＊403。

前述のように普通株式等 Tier 1の維持すべき水準が実質的に引き上げられる一方

で、普通株式等 Tier 1を中心に調整（控除）が厳格化されるため、従来に比べてな

お一層、自己資本の中核的な部分（普通株式等 Tier 1）を充実させる必要が生じるこ

とになる。

＊399 バーゼル銀行監督委員会は、2011年 11月 4日、G─SIFIsのうち銀行グループ（G─SIBs）に対する
政策措置の規則文書を公表した。G─SIBsはシステム上の重要性に応じて四つのバケット（これに収
まらないような G─SIBsに対して将来的に適用される可能性がある空バケットを含めると五つ）に
区分され、バケットごとに定められた資本の上積み（普通株式等 Tier 1に相当する資本で 1.0～ 2.5％、
ただし空バケットは 3.5％）を求められる。同日、FSBが公表した文書（522ページ、脚注 390参照）
によれば、2014年 11月に特定される G─SIBsに対して 2016年から段階的に適用が開始され、2019
年までに完全実施される。

＊400 この例のように、その他 Tier 1、Tier 2の適格要件を満たさなくなる資本商品については、一定の要
件を満たすものであれば経過措置の対象となり、従来基準による 2013年（わが国の場合は 3月末、
以下同じ）の額に対して、2013年は 90％まで算入可能、以後、1年に 10％ポイントずつ算入上限が
引き下げられ、2021年（10％まで）を最後に経過期間が終了する。

＊401 発行等に当たって定められた条件に基づいて期限前償還が可能となる時期のうち最も早く到来する
日付。

＊402 従来は、「のれん」だけであったが、バーゼルⅢでは「のれん」以外の無形固定資産も、一部の例外
を除いて控除項目となる。

＊403 これ以外に、その他 Tier 1や Tier 2の調整項目がある。これらの調整項目の算入（自己資本からの
控除）には経過措置があり、各資本区分に対応する調整項目合計額に対して、2014年には 20％を算
入（自己資本から控除）、以後、1年に 20％ポイントずつ算入割合が上がり、2017年（80％）を最後
に経過期間が終了して、全額が自己資本から控除されることになる。
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（2）リスク捕捉の強化とレバレッジ比率規制の導入

世界的な金融危機では、CDSなどのデリバティブ取引、特に店頭デリバティブの

カウンターパーティーリスクの増大と実態把握の難しさから連鎖破綻（システミック

リスク）の懸念が強まり、金融不安が増幅される一面があった。また、サブプライム

ローン関連の証券化商品などへの投資が格付機関の格付（外部格付）に依存して広

まっていたため、同証券化商品の信用失墜が起きると、金融機関を含む多くの投資家

が損失を被る事態も生じた＊404。

バーゼルⅢでは、このような経験を受けて、自己資本規制の枠組み強化として、自

己資本の質と量の向上と併せて、リスク捕捉を強化することとなり、カウンターパー

ティーリスクに関する取り決めの整備や外部格付への依存の見直しなどが行われる。

また、同じく自己資本規制の枠組み強化として、レバレッジの過度の拡大とその急

激な解消（デレバレッジ）が深刻な金融危機を招いたという教訓を踏まえて、レバ

レッジ比率規制を導入する。自己資本比率の算定では、資産ごとのリスクウェイトを

反映したリスクアセットが用いられるのに対して、レバレッジ比率規制では、リスク

ウェイトによる調整を行わずに（ノンリスクベース）、オンバランスとオフバランス

のエクスポージャーに対する Tier 1資本の比率を算定する。これにより、過度なレ

バレッジの抑止効果だけでなく、リスクアセットを用いる自己資本比率が、リスク

ウェイトの計測上の問題によって影響を受けるようなことが生じても、それを補完す

る効果が期待されている。レバレッジ比率規制は、試験的な水準を 3％として、試行

期間（2013年から 2017年）を設けて規制の影響が検証され、その結果をもとに具体

的な規制内容が決められることになっている。

（3）流動性規制の導入

バーゼルⅢでは、自己資本規制の枠組み強化と共に、新たに流動性規制が導入され

る。世界的な金融危機においては、自己資本の水準に問題がない銀行であっても、十

分な流動性を備えていなかったために資金繰りの困難に直面する例があった。流動性

規制は、この経験を踏まえたもので、流動性カバレッジ比率（LCR）規制と安定調達

＊404 金融危機への応急的措置的な対応として 2009年 7月に公表されたバーゼルⅡの枠組み強化（2011年
末から実施）では、複雑な証券化商品のリスク捕捉・資本賦課やトレーディング勘定の規制手法な
どが強化された。
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比率（NSFR）規制という二つの基準が設けられる。

流動性カバレッジ比率規制は、短い期間（30日間）の流動性問題に十分対応でき

るように備える仕組みで、例えば、格付機関から格付の大幅な引き下げを受け、無担

保で大口の資金調達ができなくなるような事態が生じた場合（ストレス発生時）に

30日間で予想される資金純流出額に対して、流動性に優れた資産の保有を 100％以上

とする。流動性カバレッジ比率規制は、2011年から観察期間が始まり、その結果を

踏まえた規制最終案に基づき、2015年から最低基準となる。

安定調達比率規制は、例えば、平時の金融市場で短期の大口資金調達に依存する一

方で、流動性の低い資産構成が高いなど、資産・負債などの期間ミスマッチから生じ

る可能性がある流動性問題に十分対応できるように備える仕組みである。具体的には、

流動性リスクの高さを考慮した資産額（所要安定調達額）に対して、ストレス発生時

の調達源としての安定性の高さを考慮した負債・資本額（安定調達額）が 100％以上

となるようにする。安定調達比率規制は、2011年から観察期間が始まり、その結果

を踏まえた規制最終案に基づき、2018年から最低基準となる。

（4）定量的影響度調査の結果

バーゼル銀行監督委員会は、バーゼルⅢテキストの公表と同時に、バーゼルⅢの自

己資本規制の枠組み強化と流動性規制の導入によって予想される影響度を評価した

「包括的な定量的影響度調査（QIS：Quantitative Impact Study）」を明らかにした。そ

の中では、控除項目の段階的算入や、適格要件を満たさなくなる資本調達手段の経過

措置などを一切考慮せずに、2009年末時点で新規制が完全実施された場合を仮定す

ると、普通株式等 Tier 1比率 7％（最低所要比率 4.5％プラス資本保全バッファー

2.5％）を満たす水準に比べて、調査対象行全体の普通株式等 Tier 1は約 6,000億ユー

ロ不足＊405との推計結果が示された。

この推計結果を求めるに当たって仮定された前提条件と異なり、バーゼルⅢはいく

つかの経過措置を伴いつつ段階的に導入されることとなるが、反面で、QISの結果は、

中期的にみて銀行が保有資産の削減に走るリスク、あるいは世界規模で銀行間の資本

調達競争が生じる可能性が残ることを示唆するものであった。

＊405 調査対象は、23の加盟国・地域の 263行。このうち、Tier 1が 30億ユーロ超で業務が多角化してお
り国際的に活動する銀行 94行合計の普通株式等 Tier 1不足額が約 5,770億ユーロとされている。
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◉資本調達の必要性増大への対応
2006年 10月に公的資金を完済した後、SMFGはその後の成長戦略を支えることを

目的に、12月、海外子会社による優先出資証券の発行を通じて自己資本の増強を行っ

た。このとき発行されたのは米ドル建て（16億 5,000万ドル）および英ポンド建て

（5億ポンド）の配当非累積的永久優先出資証券であり、自己資本比率規制における

基本的項目（Tier 1）に算入可能な商品性のものであった。

2007年 4月以降は、「LEAD THE VALUE計画」における七つの成長事業領域の積

極展開に向けて資本の積極的な投入が行われる予定であった。しかし、前述のような

国際的な金融規制の見直しが、当行のその後の資本政策に大きな影響を及ぼすことと

なった。

新たな自己資本規制に関する内容の詳細決定には時間を要したが、2008年 11月に

ワシントンで開催された第 1回 G20首脳会議以降、国際的な流れとして①銀行資本

の質の向上を求め、かつ②同資本の所要量を増加させる方向性にあることは、明らか

であった。そこで、SMFGおよび当行では、発行済みの資本調達手段のリファイナ

ンスを通じた資本の質の向上、そして普通株式の新規発行による大規模な増資の実行

等に踏み切った。リーマン・ショック以降、国際金融市場が混乱し不安定な中での資

本調達は、商品性の選択や調達規模・タイミングの判断が極めて難しいものであった。

そのような状況下、SMFGおよび当行は、自己資本関連規制の強化を先読みした上

での動きが必要との経営判断に基づき、資本調達を実行した。

2008年から 2009年にかけては、合併前の旧両行において 1998、1999年に発行し

た優先出資証券が順次初回の償還可能期日・配当ステップアップ期日を迎えた。これ

らについては基本的に、海外子会社による、より質の高い資本調達手段の発行を通じ

て償還額を上回る再調達（リファイナンス）を行うことを前提に、償還を実施した。

その際、不安定な市場の状況を勘案して、円建て、米ドル建て、英ポンド建てと、調

達する通貨の分散を図っただけでなく、発行市場も国内と海外に分け、さらに償還可

能となる期間の設定や配当ステップアップ条項の有無についてもさまざまな組み合わ

せで商品性を多様化させるなど、円滑な消化に向けた工夫を重ねた。なお、この間新

たに発行された優先出資証券は全て、株式市場における希薄化を回避するため、普通

株式への交換権を付与していないものであった。

このような中、2008年度の当行決算は、国際部門や市場営業部門が大幅な増益を
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記録したものの、リーマン・ショックによる金融危機の深刻化と世界経済の悪化を背

景に株式等減損が想定以上に発生したことに加え、経済環境の悪化による広範な企業

業績悪化、さらに前述した中堅不動産ディベロッパーの資金繰り問題の発生などによ

る与信関係費用増加や繰延税金資産の評価減などにより、3,011億円の当期純損失

（SMFG連結では 3,735億円の当期純損失）となった。自己資本比率は、先進的内部

格付手法の導入などによってリスクアセットが減少したため、大幅な赤字決算にもか

かわらず Tier 1比率 8.22％、連結自己資本比率 11.47％と問題ない水準を確保してい

た。しかし、折しも 2009年 4月に第 2回 G20首脳会議（ロンドン）が開催され（521

ページ参照）、銀行の自己資本規制を強化する議論が進められつつあった状況を勘案し、

5月 28日に取締役会において普通株式の発行および売り出しによる増資を実施する

ことを決議、公表した。

この増資は国内・海外の両市場において募集し、オーバーアロットメントによる売

出分も含め、2009年 6月から 7月にかけて総額約 8,610億円の資本を調達した。2009

年度中間期においては、中間純利益の計上にこの増資分が上乗せされた結果、Tier 1

比率で 9.55％、連結自己資本比率 13.13％という水準に達した。

後述するように、SMFGおよび当行は、当時、日興コーディアル証券のグループ

化戦略を進めており、2009年 5月には、日興コーディアル証券等の事業取得につい

て日興シティホールディングスと合意したことを公表して、SMFGとして大きな成

長ポテンシャルへの期待を表明していた。

北山は、2009年 9月に外部コンファレンスで行ったプレゼンテーションの中で、

この増資について、次のような趣旨の説明を行った。

先般の普通株式増資は、規制強化の動向も踏まえつつ、新たな金融秩序の下で

も競争力を維持し、持続的成長を実現するために必要な強固な資本基盤を構築す

る目的で実施いたしました。払込金額総額は 8,610 億円と、当初想定の 8,000 億

円を上回り、成功裏に終了いたしました。

この結果、資本配賦の観点からは、2009 年度業務計画におけるリスクアセッ

ト拡大対応分約 2,600 億円、日興コーディアル等の買収に伴い必要と見込まれる

資本 3,500～ 4,000 億円に加えて、2,000～ 2,500 億円の「バッファー」を創出す

ることができたと考えております。
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しかし、国際的な自己資本規制を巡る動きは予断を許さないものであった。バーゼ

ル銀行監督委員会が 2009年 12月に公表した自己資本規制と流動性規制に関する市中

協議文書の内容を踏まえると、SMFGとしてさらに一段の資本拡充をいち早く実施

することが必要との問題意識が高まっていた。株式市場における慣行として、同一年

度中に複数回の大幅な増資を行うことは極めて異例の事態であったが、SMFGおよ

び当行としては、これを断固として実行するとの経営判断を下し、2010年 1月から 2

月にかけて国内外の市場で募集した増資によって、オーバーアロットメントによる売

出分も含め総額約 9,730億円という大規模な資本を調達した。この増資の目的につい

ては、2010年 1月 6日に取締役会決議を経て公表した「新株式発行及び株式売出し

に関するお知らせ」において、次のように述べている。

国際的な自己資本規制強化のフレームワークが明らかとなるなか、当社は、強

靭な資本基盤と、着実な成長を実現する事業ポートフォリオの構築に、逸早く取

り組み、新たな競争環境下においても持続的成長を実現できる体制を構築するこ

とといたしました。今回の新株式の発行は、その戦略の一環として行うものであ

り、強化された資本基盤をもとに、成長著しいアジア等における業務や、日興

コーディアル証券株式会社のホールセール事業を含めた成長事業領域の更なる強

化を進めることで、中長期的な株主価値向上を図ってまいります。

一方、自己資本の量の拡大にとどまらず、質の改善についても着実に手を打った。

2010年 1月の増資の発表と同日に公表した「海外市場における優先出資証券及び劣

後特約付永久社債の公開買付け」は、資本の質の改善に向けた動きの一環である。具

体的には、2006年 12月に海外子会社が発行した 16.5億米ドルおよび 5億英ポンドの

永久優先出資証券と、2005年 7月に当行が発行した 13.5億米ドルおよび 7億ユーロ

の劣後特約付永久社債について、その全額を対象として公開買い付けを行うことを発

表した。その結果、米ドル建ての優先出資証券には発行総額の 60.7％、英ポンド建て

の優先出資証券には同 85.3％、米ドル建て劣後債には同 75.8％、ユーロ建て劣後債に

は同 52.7％の応募があり、いずれも 2010年 2月 9日に買い付けを行った上で消却を

実施した。

また、2003年 2月に GSグループとの合意に基づいて発行した 1,503億円の転換型
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優先株式（第四種優先株式）については、2008年 4月にその 3分の 1、2010年 1月

に残りの全てについて、それぞれ取得請求権が行使され普通株式が交付された。これ

により GSグループが保有する SMFGの第四種優先株式はなくなったが、2010年 1

月 28日のプレスリリースにおいて、SMFGは「引き続き当社と GSグループは良好

な関係を維持してまいります」と明記した。2011年 2月には、2005年 3月に第三者

割当により発行した優先株式（第六種優先株式）の全てについて、2011年 4月 1日

に自己株式として取得の上、消却することを、取締役会で決議した。これにより、

SMFGの発行する優先株式は全てなくなり、普通株式と内部留保を中心とする、質

の高い強
きょうじん

靭な資本基盤の構築に向けた動きは着実に前進している。

図表 2─5─2 ③　資本の強化に向けた主な動き（2008年以降、2011年 4月まで）

自己資本の調達に関する動き 優先出資証券等の償還に関する動き
2008年 2月7日 海外子会社による優先出資証券発行（1,350億円）

4月30日 GSグループが、保有する SMFG優先株式の 3分の 1（1万 6,700株）について取得請求権を行使し、普通株式を
取得

5月12日 海外子会社による優先出資証券発行（18億米ドル）

6月30日 1998年に海外子会社により発行した優先出資
証券（18億米ドル）を償還

7月18日 海外子会社による優先出資証券発行（13億 5,000万米ドルおよび
2億 5,000万ポンド）

12月18日 海外子会社による優先出資証券発行（5,382億円）

2009年 1月4日 SMFGの普通株式 1株につき 100株の割合で株式分割、普通株式の 100株を単元株式数とする単元株制度を採用

1月22日 2008年 12月発行の優先出資証券を追加発行（1,607億円）

1月26日 1998、1999年に海外子会社により発行した優
先出資証券（計　約 2,838億円）を償還

6月22日 国内市場および海外市場において SMFG普通株式の公募売り出し
により約 8,274億円（オーバーアロットメントによる売出分も含
めると約 8,610億円）を資本調達

6月30日 1999年に海外子会社により発行した優先出資
証券（計　約 3,400億円）を償還

9月28日 海外子会社による優先出資証券発行（3,430億円）

10月15日 9月発行の優先出資証券を追加発行（450億円）

2010年 1月27日 国内市場および海外市場において SMFG普通株式の公募売り出し
により約 9,190億円（オーバーアロットメントによる売出分も含
めると約 9,730億円）を資本調達

1月28日 GSグループが、保有する SMFG優先株式の全て（3万 3,400株）について取得請求権を行使し、普通株式を取得

2月9日 2006年に海外子会社により発行した優先出資
証券のうち、約 10億米ドルおよび約 4億 2,600
万ポンドを公開買い付けの上、消却

2005年に発行した SMBCの劣後特約付永久社
債のうち、約 10億 2,300万米ドルおよび約 3
億 6,900万ユーロを公開買い付けの上、消却

6月29日 株主総会において、SMFG普通株式の発行可能種類株式総数を 15億株から 30億株へ増加させる定款の一部変更
を承認

2011年 4月1日 2005年に発行した SMFG優先株式の全てを自
己株式として取得の上、消却
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なお、この間 2008年 6月の株主総会では、普通株式 1株につき 100株の割合を

もって株式の分割を行うこと、単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を 100株

とすることが承認された。これは、いわゆる株式等決済合理化法の施行による株券の

電子化に伴って、端株を所有する株主の便宜を図りつつ端株の整理を行うことを目的

としたものであり、2009年 1月に実施した。また、2010年 6月の株主総会では、

SMFG普通株式の発行可能種類株式総数を 15億株から 30億株に増加させ、これに

伴って発行可能株式総数も増加させる定款の一部変更が承認された。これは、2009

年度中の 2回にわたる計約 1兆 8,340億円の増資および GSグループによる取得請求

権行使に伴う普通株式交付などによって発行済普通株式数が約 14億 1,400万株とな

り、発行余力が極めて限定的になったためであった。

◉世界的な金融危機を踏まえたリスク管理への取り組み
米国のサブプライムローン問題を端緒とする証券化商品への信用失墜によって発生

した金融資本市場の混乱は、2008年 9月のリーマン・ブラザーズの破綻で一層深刻

になり、世界的な金融危機に発展した。その影響は実体経済にも広がり、2009年の

主要国の経済成長率はマイナスに陥った。その後の世界経済は、各国の政府や中央銀

行による取り組みなどを受けて最悪の状況からは脱したが、ギリシャの財政危機が同

国に貸出債権を多く持つ欧州諸国に悪影響を及ぼす懸念、先進国に残るデフレ圧力が

景気停滞をもたらす懸念など、引き続きリスク要因が山積している。

当行においては、世界的な市場混乱を通じて認識した課題を整理した上で、潜在的

な損失発生・拡大に早期に対処できるよう、内外にわたるリスク管理体制の見直しを

実施した。

459ページ以降で述べたように、国際部門においては、この危機に対して、体制、

管理方法の両面からリスク管理対策を実施した。

体制に関しては、証券化商品のように市場リスクと信用リスクの両方を併せ持つ商

品の取引（市場性信用取引）のリスク管理体制の強化等が課題となり、2008年 10月、

米州リスク管理部と欧州リスク管理部を設置した。

グローバルベースでの与信企画機能と問題発生時の機動的な対応力の強化なども課

題となり、2008年 11月の組織変更と 2009年 1月の機能再編を経て、2009年 4月に

国際与信管理部を設置した。

管理方法については、カントリーリスク管理に関し、2009年 4月から、モニタリ
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ングの強化を目的として、「役員指定国」および「ウォッチ国」の指定を行うことと

した。併せて、債務者モニタリング制度に関し、クレジットアラーム制度を導入し、

機動的な個社与信管理と信用劣化兆候の早期把握の一層の強化を行った。

国内においても、市場性信用取引のリスク管理強化、信用劣化予兆の早期把握等に

向けた態勢整備に取り組んだ。例えば、2009年 4月には、当行が直面するさまざま

なリスクの一元的管理の一層の強化、市場性信用取引のリスク管理等の課題に対応す

るための組織改定を行った。まず、リスク管理部門を新設し、同部門にリスク統括部

と投融資企画部を置くこととした。リスク統括部は従来の統合リスク管理部の部名を

改定した部であり、新設のリスク管理部門の統括部と位置付けた。同時に、各部門や

本店各部の IT企画を支援し、全体最適でのシステム開発を促進するために、統合リ

スク管理部システム企画室と投融資企画部のシステム企画グループを統合して IT業

務推進部を新設した。同部はコーポレートスタッフ部門に置いたが、新設後もリスク

統括部と投融資企画部との兼務体制とした。次に、リスク統括部がエクイティー投資

を含めて行内のリスクを横断的に検討する観点から、エクイティー投資のポートフォ

リオの健全性・収益性の検証機関として 2006年 12月に設置されていたエクイティ投

資レビュー委員会に関して、委員長を投融資企画部担当役員からリスク管理部門担当

役員に、事務局を投融資企画部からリスク統括部に変更した。また、総務部内にあっ

たオペレーショナルリスク管理室を、リスク統括部の部内室として移管した。本件の

組織改定を行った時点でのリスクカテゴリーごとの管理担当部署を示すと、図表 2─

5─2 ④の通りである。リスクカテゴリーの分類は、①信用リスク、②市場リスク、

③流動性リスク、④オペレーショナルリスク（事務リスク、システムリスク等）、⑤

その他のリスク（決済に関するリスク、法務リスク、レピュテーショナルリスク等）

図表 2─5─2 ④　リスクカテゴリーごとの管理担当部署（2009年 4月）

管理すべきリスク 管理担当部署
信用リスク 投融資企画部
市場リスク リスク統括部
流動性リスク リスク統括部
オペレーショナルリスク リスク統括部
事務リスク 事務統括部
システムリスク 情報システム企画部

決済に関するリスク 事務統括部、リスク統括部、投融資企画部
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であり、その①から④および決済に関するリスクについて、管理担当部署を定めてい

る。

さらに、2009年 4月には、期中モニタリングなどを通じて債権流動化業務におけ

る裏付資産の管理強化を図る『裏付資産管理規則』の運用を開始した。併せて、前述

の通り（425ページ参照）、信用劣化予兆の早期把握のために、各種アラーム制度の再

構築を実施した。

市場リスクや信用リスクなどの管理体制の他、世界金融危機を受けてバーゼル銀行

監督委員会および米国や欧州などの主要国において進められている金融分野の規制・

監督体制の再構築に向けた動きや金融規制への対応も課題となっている。バーゼル銀

行監督委員会は、2010年 12月に、いわゆるバーゼルⅢテキストを公表した。また、

米国では、2010年 7月、1930年代以来の抜本的な改革となるドッド・フランク法が

成立した。

これらの規制が当行を含む邦銀の経営に及ぼす影響については、細目検討の進行度

合いに応じて、行内関係各部において検証と準備を進めているところである。
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第6 章 「最高の信頼を得られ世界に通じる金融グループ」を目指して

	 1	 新たな 10 年に向けた布石

◉銀証連携の枠組みの変更
（1）日興コーディアル証券のグループ化

2009年（平成 21年）、当行の投資銀行業務の枠組みは、大きな転換期を迎えた。

この年は旧住友銀行と大和証券グループとの合弁事業である大和 SBCM（大和証券

SMBCの前身）が開業してからちょうど 10年を経過する年であった。この節目を前

に、当行はそれまでの成果を踏まえ、将来の投資銀行業務にリテール証券も加えた証

券業務戦略の方向性を議論していた。

当時、世界的な金融危機の中で生じた国際的な金融再編を受けて、銀行、証券会社

を巡る競争環境は大きく変わりつつあった。まず、メガバンクについては、三菱 UFJ

フィナンシャル・グループ（MUFG）は三菱 UFJ証券を完全子会社として持ち、さ

らに米国の有力投資銀行であるモルガン・スタンレーの日本における国内証券会社と

の統合を発表していた＊406。また、みずほフィナンシャルグループにおいては、2009

年 5月にグループ内の新光証券とみずほ証券が合併し、ホールセール証券業務主体の

新会社（みずほ証券）が発足した＊407。

次に、国内証券最大手の野村ホールディングスは、2008年 9月、破綻した米大手

投資銀行のリーマン・ブラザーズのアジア太平洋部門の業務および欧州・中東地域の

株式・投資銀行部門の業務を継承することを発表した。

競合するメガバンクがグループ内にホールセール、リテールの両面で強力な証券会

社を有するようになり、また国内トップ証券会社がグローバルな投資銀行業務を飛躍

的に強化する競争環境の下では、当行としては、大和証券グループとの合弁による大

＊406 統合の発表は、2009年 3月。その後の協議を経て、MUFGとモルガン・スタンレーの共同出資によ
る三菱 UFJモルガン・スタンレー証券とモルガン・スタンレーMUFG証券が 2010年 5月に発足。

＊407 みずほフィナンシャルグループは、別途、リテール証券業務主体のみずほインベスターズ証券を有
していた。
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和証券 SMBCを中心として先行した当行の証券業務戦略の優位性は、もはや確固と

したものではなくなりつつあるという認識であった。このような認識に基づき、当行

は大和証券グループと連携強化の可能性について議論を重ねていた。

このような時期に起こったのが、米シティグループによる傘下の日本拠点の見直し

である。世界金融危機で多額の損失を計上したシティグループは、2009年 1月、経

営立て直しの一環として資産売却を含む世界的な事業再編計画を公表した。その一部

に日本拠点である日興シティホールディングス（日興シティ HD）の大半の事業が含

まれていた。日興シティ HDは、傘下にリテール業務が主力の日興コーディアル証

券と、ホールセール業務が主力の日興シティグループ証券などを持つ持株会社であ

る＊408。

シティグループの事業再編方針に接し、当行および SMFGの経営会議において、

グループ内に質と規模を備えた総合証券会社を構築することを目指すべきことが確認

され、SMFGが日興コーディアル証券等の売却の入札に参加した。

入札と交渉を経て、最終的に、2009年 5月に、当行が日興シティ HDとの間で日

興コーディアル証券等の事業の取得について合意したことが公表された（図表 2─6─

1 ①）。公表文書の中で、SMFGおよび当行は、本件の意義について、①リテール分

野については、新会社の従業員、チャネルなどが加わることで、SMFGが目指す、

あらゆる金融サービスをワンストップで提供可能なトータルコンサルティングの完成

に近付く、②ホールセール分野については、既存の大和証券 SMBCの事業展開に、

新会社の機能が加わることで、SMFGとして大きな成長ポテンシャルが期待できる、

旨を述べている。

また、SMFGおよび当行は、これらの意義を踏まえて、本件合意文書の中で「本

件を機に、SMFGは、新・日興証券と大和証券グループの間で、共同で建設的なディ

スカッションを行い、3者にとってメリットのある貌の提携関係を構築していきたい

と考えております」と表明した。

＊408 日興コーディアル証券の沿革をたどると、かつての日本の四大証券の一角であった日興証券に行き
着く（191ページ、図表 1─3─4 ①参照）。1999年、同社とシティグループとの合弁による日興ソロ
モン・スミス・バーニー証券が発足。2001年に持株会社化し、持株会社である日興コーディアルグルー
プの傘下に日興コーディアル証券などを置いた。その後、2007年にシティグループの子会社となった。
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（2）大和証券グループとの合弁事業の解消

日興コーディアル証券のグループ入りに関する合意の発表後、当行は大和証券グ

ループと、連携強化の可能性について、改めて粘り強く協議を重ねた。当行が銀証融

合ビジネスモデルの推進を目指しているのに対して、大和証券グループは、それまで

の補完関係の継続が望ましいという立場であった。

最終的に、残念ながら、両社は基本的な考え方の違いを埋めることができず、2009

年 9月、SMFGと大和証券グループ本社がそれぞれ、合弁事業の解消に関するお知

らせを対外的に公表した。公表文書の中で、SMFGは「協議を通じて、今後のホー

ルセール証券事業における銀証融合ビジネスモデルの在り方に対する両社の考え方の

違いが明らかになったため、両社が各々の証券戦略を展開することが望ましいとの結

論に至り、友好関係及び信頼関係を相互に継続することを確認しつつ、本合弁事業を

発展的に解消することといたしました」と述べている。

合弁解消の方法については、大和証券グループ本社が 2009年 12月 31日付で

SMFGが保有する大和証券 SMBCの全株式を取得し、同社を大和証券グループ本社

の完全子会社とすることとされた。合弁解消は予定通り行われ、大和証券 SMBC は、

2010 年 1月 1日から社名を大和証券キャピタル・マーケッツに変更した。

なお、本件合弁事業解消を知らせる前述の対外公表文書の中で、SMFGは 次のよ

うな説明を行った。

今回、大和証券 SMBC に関する合弁事業は解消することになりましたが、

SMFG と大和証券グループ本社との友好関係及び信頼関係は、長い歴史の中で

培われてきたものであり、株式会社三井住友銀行が大和証券グループのメインバ

ンクであることを含め、今後もその関係に何ら変化はないことを両社で確認して

図表 2─6─1 ①　日興コーディアル証券等の事業の取得についての合意内容（概要）

取得する
事業、資
産の内容

①リテール証券事業を主とする日興コーディアル証券株式会社の全ての事業（ただし一部資産・
債務を除く）、およびホールセール証券事業を主とする日興シティグループ証券株式会社の国
内株式・債券引受業務等を含む一部の事業、の双方を承継する会社の全ての株式

②①に関係する関係会社等の株式等
③その他の資産：「日興」に関連する商標権、政策保有株式等

スキーム 対象事業を継承する会社の株式等を当行が取得
取得価額 ①対象株式等、ただし下の②の政策保有株式（上場株式）を除く：5,450 億円

②政策保有株式（上場株式）：効力発生日（2009年 10月 1日予定）前日の 4 営業日前における
時価の 95％相当（2009年 3月 31日終値の 95％相当で試算した金額は 285億円）
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おります。

斯かる基本的な考え方に基づき、大和証券エスエムビーシープリンシパル・イ

ンベストメンツ株式会社については、関係当局への各種手続きを前提に、大和証

券グループ本社が 60％、SMFG グループが 40％の出資持分を保有する合弁事業

として存続することについて合意がされているほか、その他の協働事業につきま

しても、今後の枠組みを検討してまいります＊409。

また、SMFG と大和証券グループ本社は、投資銀行分野において、新たな業

務提携の可能性について検討してまいります。

（3）新たな協働の開始

2009年 10月、当行は日興コーディアル証券を完全子会社とした。同社は、リテー

ル証券事業を主とする旧日興コーディアル証券の全ての事業およびホールセール証券

事業を主とする日興シティグループ証券の国内株式・債券引受業務を含む一部の事業

等を引き継いだ会社である。日興コーディアル証券の完全子会社化について、『2009

年度中間期ディスクロージャー誌』のトップメッセージは、次の通り述べている。

平成 21年 10月には、日興コーディ

アル証券を三井住友銀行の 100％子会

社とし、グループの一員に迎え入れま

した。世界的な銀証一体化の動きの加

速や、国内におけるファイアーウォー

ル規制の見直し等、金融業界を取り巻

く環境が大きく変化するなか、三井住

友銀行と日興コーディアル証券との緊

密な協働により、銀証融合のビジネス

モデルを追求し、グローバル企業から

中堅中小企業まで幅広いお客さまのニーズに、銀行・証券の垣根を越えた質の高

いサービスを提供してまいります。

＊409 大和証券 SMBCの完全子会社であった大和証券 SMBCPIは、2010年 2月、会社分割等を経て大和
証券グループ本社（間接出資）が 60％、当行が 40％を出資する合弁会社に再編された。大和住銀投
信投資顧問による協働事業については、アセットマネジメント業務の将来性を展望して、従来の合
弁事業の枠組みを維持した。

2009 年 10 月 1日のセレモニーの様子  
（右から北山会長、奥頭取）
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日興コーディアル証券の SMFGグループ入りによって、個人のお客さまに対する

銀証融合ビジネスは大きく加速した。

2009年 10月、当行と日興コーディアル証券は共同で企画した投資信託である

SMBC・日興ニューワールド債券ファンドと SMBC・日興ニューワールド株式ファン

ドの取り扱いを開始した。2010年 2月には、共同企画投資信託の第 2弾である

SMBC・日興 世銀債ファンドの取り扱いを開始した。

2009年 10月には東京・大阪など全国 4カ所で計 2,500人のお客さまを集めて共同

セミナーも開催した。その際、既存のお客さまを招待しただけでなく、新聞広告を出

して一般募集も行うことで対外的にもアナウンスし、両社による銀証融合ビジネスの

展開を印象付けた。共同セミナーについては、両社の近隣支店共同の形でも適宜開催

した。この他、日興コーディアル証券店舗内への ATMの設置や日興コーディアル証券

による当行を所属銀行とする銀行代理業の開始（2010年 10月開始）などを実施した。

金融商品仲介業務に関しては、当行は大和証券グループとの合弁事業の解消に伴い

大和証券 SMBCとの新規取り扱いを中止し、2010年 4月、日興コーディアル証券を

委託金融商品取引業者とする個人向け業務を開始した。また、当行が SMBCフレン

ド証券と行ってきた銀証協働事業（金融商品仲介業務、ファンドラップ業務など）に

ついては、2011年 1月に、会社分割により日興コーディアル証券に統合した。

銀証融合に向けたもう一つの取り組みとして、当行、日興コーディアル証券および

世界有数の資産運用部門を持つバークレイズ・バンク・ピーエルシー（以下、グルー

プ会社を含めバークレイズ）による PBビジネスに関する協働事業がある（バークレイ

ズとの関係構築については、458ページ参照）。本事業はバークレイズが有する商品マーケ

ティングノウハウやグローバルベースのリサーチ能力を活用して、当行の積年の課題

だった PBビジネスの強化を実現しようとする取り組みである。

仕組みについては、図表 2─6─1 ②が示す通り、当行が紹介するお客さまに、日興

コーディアル証券内に新設した SMBCバークレイズ・ウェルス部が商品・サービス

の提供を行う。当行はバークレイズと共同で SMBCバークレイズ・ウェルス・サー

ビス株式会社を設立し（当行の出資比率は 50.1％）、同社が SMBCバークレイズ・

ウェルス部の運営をサポートすることとした。当行からのお客さまの紹介は、プライ

ベートバンキング営業部と一部のブロック・法人営業部で先行して実施し、その後順

次その他のブロックや法人営業部へと拡大している。
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法人のお客さまに対する銀証融合ビジネスについては、当行は、日興コーディアル

証券との協働の開始に当たり、2009年 10月、投資銀行統括部の部内室として証券戦

略室を設置した。同室の主な所管事項は、証券戦略等に関する基本方針の策定、中長

期的な体制整備に関する方針の決定などである。

具体的な協働に関しては、基本的に、大和証券 SMBCとの協働の役割分担が引き

継がれた。一部の業務については、日興コーディアル証券の取得に際して SMFGと

シティグループとの間で結んだ業務提携契約に基づいて、必要に応じて日興シティグ

ループ証券から社名変更されたシティグループ証券などのシティグループとの協働で

対応することとされた。

債券・株式の引受業務については、営業店はお客さまの資金調達ニーズに接した場

合、お客さまの要望に応じて日興コーディアル証券の協働担当部署に案件を連絡し、

協働に際してはユニバーサル・バンキング営業部などが営業店のサポートを行った＊410。

図表 2─6─1 ②　バークレイズとの協働事業開始時（2010年 7月）のスキーム

当　行
日興コーディアル証券

SMBC
バークレイズ・ウェルス部連携

バークレイズ
SMBCバークレイズ
・ウェルス・サービス

・ライフプラン全般に関する
   幅広いサービスの提供
・銀行取扱商品による運用の提案

・バークレイズの運用ノウハウの提供
・リサーチと投資アイデアの提供
・独自の運用商品の提供

出資

出資 出資

三井住友銀行グループ

お客さま

・バークレイズのノウハウをいかした
   各種運用サービスの提供

＊410 ユニバーサル・バンキング営業部は、2009年 6月、ファイアーウォール規制の見直しに伴い、銀証
一体営業の推進に向けて、投資銀行部門の営業店として設置された。同部は、2011年 4月の組織改
定で廃止され、主な機能は法人業務推進部および SMBC日興証券（本件組織変更と同日に日興コー
ディアル証券から社名変更）に移された。
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M&Aアドバイザリー業務に関しては、当初はM&A情報を当行企業情報部に集約

する形で運営した。その後、日興コーディアル証券において、企業情報本部を 1部体

制から業種別対応を含めた 7部体制に大幅に拡充するなどの体制強化が行われたこと

から、2010年 4月以降、大和証券 SMBCの時と同様に、原則、日興コーディアル証

券が上場企業や海外案件などの大型案件に、当行が中堅企業の案件に対応することと

した。これに応じて、営業店は案件に応じては、お客さまの同意等を前提に、日興

コーディアル証券の企業情報本部とも連携することとした。

金融商品仲介業務に関しては、当行は大和証券グループとの合弁事業の解消に伴い

大和証券 SMBCとの新規取り扱いを中止し、2010年 1月、日興コーディアル証券を

委託金融商品取引業者とする法人向け業務を開始した。

ファンド投資業務の分野では、バイアウト・ファンドの強化に向けて、2010年 12

月、当行は日興コーディアル証券による出資という形で、住友商事、住友信託銀行な

どからの出資を合わせ、日本企業に対するエクイティー投資などを行うファンド運営

会社であるライジング・ジャパン・エクイティ株式会社を設立した。

日興コーディアル証券との協働は、株式公開を目指す成長企業との取引推進におい

ても開始した。例えば、2010年 7月、当行は日興コーディアル証券と共同運営する

「IPOナビゲーター」を創設した。これは専門ノウハウを有するアドバイザー企

業＊411の協力を得て、株式公開関連情報の提供を会員向けに行うサービスである。

2010年 3月には、日興コーディアル証券は、SMFGの一員として新年度を迎える

に当たり、2011年 3月期から 2013年 3月期までの中期経営計画を公表した。日興

コーディアル証券は、その計画の中で、10年後の姿を「本邦 No. 1であり、グロー

バルにも競争力を有する、質量ともに充実した総合証券会社」と見据え、リテールビ

ジネスにおいては「富裕層ビジネスへの取組み強化」「SMBCとの連携を強化し、お

客様の多様なニーズに対応」を、ホールセールビジネスにおいては「確固とした存在

感を示す実績を残すためのフロント体制の確立」「トレーディング業務、海外展開、

SMBCとの連携等の新たなビジネスの拡大に必要な人員強化、システム投資等を行

う」などの施策を提示した。

2010年秋以降は、内外における日興コーディアル証券と他の SMFGグループ各社

＊411 SMFGグループからは、日本総合研究所と SMBCベンチャーキャピタルがアドバイザー企業として
参加している。SMBCベンチャーキャピタルは、大和証券グループとの合弁事業解消の後の議論を
経て、同グループとの合弁会社である大和 SMBCキャピタルの事業を分割承継する形で、2010年 7
月に当行の連結子会社として発足した会社である。
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とのシナジーの強化を図る観点から、協働事業に関わる会社の社名に「SMBC日興」

を用いることとした。まず、2010年 10月、SMBCの子会社でスワップ関連業務など

を行う英国 SMBCキャピタル・マーケット会社が、社名を英国 SMBC日興キャピタ

ル・マーケット会社に変更し、日興コーディアル証券と協働して債券引受などの証券

業務を開始した。続いて、2010年 12月、SMBCの米国における証券子会社である

SMBCセキュリティーズ会社が、社名を SMBC日興セキュリティーズ・アメリカ会

社に変更し、日興コーディアル証券と協働して、日本株ブ

ローカレッジ、M&Aアドバイザリーなどを段階的に拡充す

ることとした。同じく 2010年 12月、香港における日興コー

ディアル証券の子会社であるプライムアジア証券（アジア）

が SMBC日興セキュリティーズ（香港）に社名変更した。

2011年 1月には、上海に日興コーディアル証券の子会社とし

て設立された SMBC日興投資コンサルティング（上海）有限

公司が、日中間のクロスボーダーM&Aを中心とするアドバ

イザリー関連業務を開始した。

このようにさまざまな協働施策を背景に、例えば日本社債

引受の分野で日興コーディアル証券のシェアが 2010年度に

16.6％（2009年度は 6.2％）に高まるなど、銀証融合ビジネ

スは着実に進展してきたことを踏まえて、2011年 4月 1日に

は、日興コーディアル証券は、SMFG グループの一員である

ことを明確化するため、社名を SMBC日興証券に変更した。

◉本店移転とワークスタイル変革
2010年 7月、当行の新しい本

店ビル（三井住友銀行本店ビル

ディング）が竣工した（6月 30日

に行われた竣工式の模様は中口絵参照）。

本店ビルは、当行の伝統と先進性

をイメージできるデザインと、太

陽光発電や屋上緑化など環境に配

慮した設計を特徴としている。

架け替え当日の新社名入
りの看板（兜町本社ビル、
2011年 4月 1日撮影）

建設中の本店ビル



546　　第 2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦

10月には、旧本店、大手町本部、

および東京宝塚ビル＊412にあった

本店機能を、新しい本店と本店北

館＊413へと移転させた。これによ

り、合併以降、日比谷地区と大手

町地区に分散していた東京の本店

機能は、大手町地区にほぼ集約さ

れた。

また大手町本部ビル＊414 も、

2014年度の竣工に向けて建て替

えを進めており、将来的には大手町ファーストスクエア入居部署の集約、さらには

SMFGグループ会社の入居も視野に入れている。

本店を移転することとしたのは、前述の通り、入居していた日比谷三井ビルディン

グの所有者である三井不動産から、日比谷地区再開発の一環として移転の提案があっ

たことがきっかけであった。ちょうど本店機能の集約を検討していた当行は、その絶

好の機会と考え、2005年 7月、移転の決断をした。

当行は、本店移転という一大イベントを、単なるオフィス移動にとどめることなく、

本店各部の業務を低コストで効率的なものに変えることを目指した。業務上の文書の

作成・利用・保存を電子的に行い（ペーパーレス）、紙の文書を保管するためのキャ

ビネットを削減し（キャビネットレス）、キャビネットを置くためのスペースをなく

してコストを減らさなければならない（コストレス）という問題意識に基づいて移転

プロジェクトを進めたことについて、奥は、本店オープニングセレモニー（2010年

10月 18日）で次のように振り返った。

（大手町という）家賃の高いところに、今までにように、何も生み出さない

キャビネットを置いていて良いのか、キャビネットが家賃を払うことはできない

本店北館（左端の建物は本店）

＊412 旧本店に隣接し、2007年からストラクチャードファイナンス営業部、さらに 2008年から PA本部な
どが利用していた。

＊413 大手町一丁目三井ビルディング。
＊414 大手町本部ビルは、2002年 3月に流動化により売却（246ページ参照）。その後、2007年 3月に再取

得した。
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わけですから、とにかくペーパーレスにして、人間が頭を使い、人間が働きやす

いオフィスを考えなければいけないということで、キャビネットを 3分の 1にし

ろという厳命を下したわけであります。

当行では、2009年 4月に本店移転プロジェクトチームを立ち上げ、ストック・フ

ロー両面からのペーパーレス・キャビネットレス（以下、ペーパーレス）、会議変革

やフリーアドレス導入の検討など、ワークスタイル変革に向けた取り組みを進めた。

ストック面からのペーパーレスに関しては、本店各部で保存文書の徹底的な整理・

廃棄を行い、2009年 5月から 1年で保存文書を約 3割（3分の 1程度）に削減した。

フロー面については、紙の資料がなくても業務を遂行できるようにデジタル機器など

を整備し、文書の作成・利用・保存の電子化を進めた。会議変革においては、まず経

営会議をペーパーレス化するなど率先垂範で実行し、併せて、資料の事前配布など会

議運営の要点をルールとして体系化し、議論の活性化や会議運営の効率化などを図っ

た。本店各部の取り組みの一例としては、審査各部における与信稟
りん

議
ぎ

プロセスの一層

のペーパーレス化が大きな効果を生んだ。

さらに、本店移転後は、部室内で座席配置を固定化せず、業務に応じて適宜座席を

変えるフリーアドレスを導入し、ワークスタイル変革を進めた。また、組織改定や人

事異動に伴うレイアウト変更工事を最小限に抑えるため、机などの配置を統一し、間

仕切りもなくすなど、ユニバーサルレイアウトを導入した。

慣れ親しんだワークスタイルを、ペーパーレス、会議変革、フリーアドレスによっ

て変革するためには、まず意識を改革しなければ行動は変わらない。そこで、本店各

部の副部長クラスを責任者（ワークスタイル変革オフィサー）に据えて、部ごとに勉

強会やミーティングを行いトップダウンによる意識改革を図る一方で、若手層向けの

図表 2─6─1 ③　ワークスタイル変革

ペーパーレス 資料の作成・保存を電子的に行い、紙の使用・保存をな
くすことで、省スペース・保管コスト削減はもちろんの
こと、情報の共有化を促進

会議変革 ペーパーレス化を機に、会議運営の要点をルールとして
体系化し、会議の効率化・議論の活性化を図る

フリーアドレス 座席を固定せずに、仕事の状況に応じて変更可能。どの
座席からもノート PCで社内ネットワークに接続して仕
事を進められるように、デジタル機器利用の環境を整備
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JCP（Junior Challengers Program）研修やグループ長クラス向けの SCP（Senior 

Challengers Program）研修の実施などにより、新ワークスタイルの浸透を図った。

JCP研修には、PCリテラシーの向上や論理的思考力・問題解決力の向上といった内

容も含まれており、ワークスタイル変革の浸透を通じて一層の業務効率化を可能にす

るものであった。

また本店移転と併せて、本店各部の業務を対象とした効率化・コスト削減に関する

提言を行内で広く募集し、その中から多くの改善策を実施した。2009年 10月から 12

月までの募集期間に 1,500件を超える提言が寄せられ、その中で特に優秀な提言を

TCR表彰として、また積極的に応募した従業員および部店を特別表彰として、頭取

から表彰した。TCRとは、Total Creative Resolution（全行的課題に対する創造的解

決策）および Total Cost Reduction（全行的コストの低減）の頭文字を取ったもので

ある。

既に実行に移された提言としては、ペーパーレスとコスト削減につながった行内誌

の電子化、作業効率の向上に資する共通単語（例えば、部店名の略称、専門用語、な

ど）の全行的なパソコン登録、イントラネットでの新サイト「行内共通用語集」の開

設などがある。その後も、一層の業務改善に向けて、提言の具体化を検討している。

この他、本店移転に伴い、SMBCビデオニュースや研修 DVDを視聴できる館内映

像配信システムの導入、資料作成機能・情報リサーチ機能・図書館機能を持つ「ナ

レッジセンター」の設置により本店各部の提案資料等作成・情報収集サポートと図書

保管コスト・管理負担の軽減、本店各部発信の情報掲示ルールの明確化とイントラ

ネットの改定によって探しやすい情報体系の構築、などを行った。

◉ニューヨーク証券取引所上場
2010年 11月 1日、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）はニューヨーク証

券取引所（NYSE）に上場した＊415。NYSE上場の実現に至る道筋を概観すると、次

の通りである。

＊415 厳密には、上場されたのは、スポンサー付米国預託証券（ADR：American Depositary Receipt）。
ADRは、外国企業の株式（原株）を裏付けに、預託銀行が米国市場での流通を目的として発行する
証券。SECへの登録によって、米国企業の株式と同様に売買・決済、保管される。スポンサー付
ADRとは、原株の発行会社（スポンサー）が特定の預託銀行と預託契約を締結し、発行会社、預託
銀行および投資家の権利義務を明確化した上で、当該預託契約に従って預託銀行が発行する ADR。
ADRの上場は、外国企業が NYSEに上場する際に用いる一般的な方法である。なお、本件の NYSE
上場において、SMFGは、実績、サービス内容等に基づき、シティバンクを預託銀行に選定した。
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（1）NYSE上場準備に至る背景

NYSEは世界の証券取引所の中でも影響力と注目度が突出して高く、その上場企業

には、米国の大型優良企業や各国のグローバル企業が数多く名を連ねている。このよ

うな名声のある市場に上場し世界における投資家基盤を広げることは、当行発足前の

旧両行の当時から目標としていたが、不良債権処理、金融再編などへの対応のため、

上場の本格的な準備には至らなかった。

改めて NYSE上場構想が動き出したのは、2006年 10月に SMFGが公的資金返済

を完了し、また 2007年 4月に「最高の信頼を得られ世界に通じる金融グループ」を

目指すことを掲げた「LEAD THE VALUE計画」を開始して、SMFGおよび当行の経

営が新たな段階に移行した時であった。この時点で既に、国内主要金融機関である三

菱 UFJフィナンシャル・グループ、野村ホールディングス、みずほフィナンシャル

グループが NYSEに上場していたことも、SMFGおよび当行の判断に影響した＊416。

2007年 12月の経営会議は、「最高の信頼を得られ世界に通じる金融グループの実

現に向けて、グローバルプレーヤーとしてのビジネス展開を加速する体制を構築」す

ることを狙いとして、NYSE上場プロジェクトを開始することを決定した。上場のメ

リットとして特に意識したのは、米国 SECの厳しい審査を通過することで経営の透

明性・健全性が証明され市場の評価が高まることであった。投資家層の拡大・多様化

も意識した。副次的には、国内外での経営戦略の機動性、柔軟性の確保につながると

いうメリットもあった。米国の証券関連諸法制においては、米国人株主比率 10％超

の企業との株式交換等の事業再編について、日本企業同士との組織再編も含めて、原

則として米国 SEC宛てに登録義務を課しており、そのための提出書類は、NYSE上

場維持のために提出する年次報告書の内容と重複が多いためである。

（2）NYSE上場の準備活動

プロジェクトチームによる情報収集などの初期調査を経て、2008年 4月、SMFG

に独立室として、また当行にコーポレートスタッフ部門の独立室として財務開発室を

それぞれ設置して、NYSE上場に向けた本格的な準備を開始した＊417。財務開発室は、

関係部やグループ会社、さらに監査法人などの外部専門家と協力しつつ、米国 SEC

＊416 三菱 UFJフィナンシャル・グループは 1989年に三菱銀行として NYSEに上場。また野村ホールディ
ングスの上場は 2001年、みずほフィナンシャルグループの上場は 2006年。

＊417 NYSE上場後の 2011年 4月の組織改定で、当行においては財務開発室と財務企画部を財務企画部と
して、また SMFGにおいては財務開発室と財務部を財務部として、それぞれ統合した。
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への対応などに取り組んだ。

NYSE上場のためには、米国 SECに登録届出書（Form 20-F）を提出し、登録の認

可を得る必要がある。上場準備における取り組みの中で特に主要な項目は、この登録

届出書の作成であった。同届出書には連結財務諸表が含まれている。従来、その会計

基準としては、米国会計基準のみが認められていた。2007年 11月のルール改定で、

外国企業については国際会計基準（IFRS：International Financial Reporting Standards）

も認められるようになったことから、SMFGとして米国会計基準と IFRSのどちらを

選択するかという判断を要することとなった。

当時、IFRSによる本格的な連結財務諸表を作成している日本企業は見当たらず、

IFRSを採用することによるリスクと作業負担を不安視する意見があったものの、

SMFGとしては、先進性を強調できること、日本を含む国際的な会計基準は IFRSに

統合・収
しゅう

斂
れん

する可能性が大きいと見込まれることなどを踏まえ、米国会計基準では

なく IFRSの採用を決断した。実務的な観点からは、IFRSを適用する企業が初年度の

財務報告を作成する際に、企業結合等の一部の項目については、費用対効果の観点か

ら、過年度にさかのぼって行う修正を免除する規定が設けられており＊418、この点で

は IFRSの採用は作業負担が小さいというメリットが考慮された。

実際に作業段階に入ると、前例がない中で IFRS連結財務諸表を作成することは、

想定以上の苦労であった。IFRSを採用している欧州、豪州の金融機関の事例の調査

に時間がかかった上に、それらの国の実務と日本における実務の違いを十分に踏まえ

て、最終的にどのように対応するかを決定する必要があったためである。特に時間を

かけて検討した項目は、貸出金の減損（貸倒引当金の見積もり）の範囲と判定方法、

および SPE（Special Purpose Entity：特別目的事業体）の洗い出しである＊419。これ

らの他にも、デリバティブ金融商品、投資有価証券、繰延税金資産などについても、

日本基準で示した金額との差が大きいことから、注意深い検討が必要であった。

上場準備においてもう一つの大きな取組項目は、サーベンス・オクスリー法＊420を

含む米国の証券関連諸法制に合わせたコーポレートガバナンス、内部統制についての

＊418 IFRS第 1号（国際会計基準の初度適用〈First─ time Adoption of International Financial Reporting 
Standards〉）における免除規定。

＊419 日本基準では SPEについては流動化目的等一定の要件を満たすものは連結除外とすることができる。
一方、IFRSではそのような一律の連結除外規定がなく、SPEに対する実質的な支配の有無を総合的
に勘案した連結判定が求められる。

＊420 会計監査人の独立性強化、経営者の責任の厳格化、情報開示の強化などを規定。外国企業も含めて
米国の公開会社に適用される。
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環境整備であった。2000年代半ば以降、日本においても会社法や金融商品取引法の

施行などを受けて内部統制を巡る制度整備が進められていた。SMFG、当行としては、

これらへの対応に加えて NYSE上場にも耐え得る態勢づくりに取り組んだ。例えば、

監査人の独立性要件の充足を確保するため、SMFGおよびその子会社が SMFGの監

査に関与する特定の監査法人等との間で締結する全ての業務契約について、契約締結

前に SMFG監査役会の同意（事前同意）を取得する必要があるため、2009年 1月、

事前同意の運用を開始した。

（3）NYSE上場の実現

上で述べた準備活動を踏まえ、2010年 7

月の経営会議は、最終的に NYSEへの上場

申請を実施することを決定した。その後、

米国 SECなどによる審査を経て、2010年

11月 1日、SMFGは NYSEに上場した。

当日、NYSEで行われた朝食会において、

NYSEのニーダーラウアー CEOから社長

の北山に上場証明書と記念品の地球儀の置

物などが贈呈された。その後、北山は取引

開始の合図であるオープニングベルを鳴らすため、トレーディングフロアのバルコ

ニーに移動した。どこからともなく拍手が沸き起こる中、午前 9時半に北山がボタン

を押しカン・カン・カンという鐘の音が鳴り響くと、フロアからの拍手が一段と高

まった（中口絵参照）。トレーディングフロアで行われた北山へのインタビューは現地

の生放送で伝えられた。また、NYSE内の会議室で記者会見も行われ、日本メディア

各社のニューヨーク支局や海外メディアが多数出席した。

午前の一連の催しの後には、有力ヘッジファンドのファンドマネージャーなどと昼

食をとりながら面談し情報交換を行った。さらに夕方には、証券会社をはじめとする

金融機関関係者などをニューヨーク市内のホテルに招いて上場記念レセプションを開

催し、約 200人が出席した。レセプションの会場では、コーポレートカラーを意識し

て、照明やテーブルフラワーなどの色調をグリーンにする演出が行われた。北山は、

スピーチの中で、「合併 10年目で NYSE上場を果たすのは、国際的に競争力のある

NYSEに掲げられたバナー
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金融グループを目指すというわれわれのゴールの礎となる」旨を述べた。また、コー

ポレートカラーであるトラッドグリーン（深緑色）とフレッシュグリーン（若草色）

が持つ意味の通り、SMFGが伝統と若々しさを有する金融グループであることを出

席者に説明した。

また、ニューヨークで上場セレモニーが行われている期間、東京にいた奥にとって

は、旧行当時を含め 3度目の正直でようやく実現した NYSE上場だっただけに、こ

の日の到来は感慨深いものであった。
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	 2	 未曾有の災害への対応

◉強化してきた不測の事態への備え
「近年、銀行が抱えるリスクは多様化・複雑化しており、情報化の進展など銀行を

取り巻く経営環境の変化も相俟って、通常のリスク管理だけでは対処できないような

危機が発生する可能性は否定できず、危機管理の重要性が高まっている」。

これは、金融庁が 2005年（平成 17年）10月に策定した「主要行等向けの総合的

な監督指針」─『Ⅲ─6 業務継続体制（BCM＊421）』」の中の一文である。

当行は、1995年の阪神・淡路大震災などの経験を踏まえ、合併当初から『緊急時

対策規程』などの規程を整備し、大規模災害や金融・証券市場の混乱、疫病の蔓延と

いった不測の事態に備えてきた。例えば、新銀行における緊急時用食糧配備基準の制

定（2001年 8月）、『緊急時対策規則』『緊急時対策手続』の書面での備え付けルール

の制定＊422（2002年 8月）、緊急時対応カードの制定および全従業員への携行の義務

付け（2003年 12月）、緊急時対策本部設置ルールの整備＊423（2003年 12月）などを

実施してきた。

一方、インターネットによる情報通信技術の発展や金融の高度化・国際化など経

済・社会の情勢は目まぐるしく変化しており、緊急時への対策強化が必要であるとの

認識が社会的にも高まっていった。2005年 9月に内閣府・中央防災会議＊424がまと

めた『首都直下地震対策大綱』では、主要な金融機関を首都中枢機関と位置付け、建

築物の耐震強化やバックアップ機能の充実、事業継続計画の策定などを求めた。また

海外においても、ジョイント・フォーラム＊425が「業務継続のための基本原則」と題

する市中協議ペーパーを 2005年 12月に公表し、テロや自然災害などの重大な障害に

＊421 BCM：Business Continuity Management
＊422 災害が発生した際に、ネットワークにアクセスできないことが想定されることから、規程を書面の

形で拠点に備え置き、店内に周知徹底しておくことをルール化（2002年 8月通達）。課長・グループ
長以上については、自宅にも備え置くこととした。

＊423 総務部長が「緊急時」と認定した事態が発生した場合に、大手町本部（当時）または大阪本店に緊
急時対策本部を設置するが、大手町本部あるいは大阪本店が被災により使用できない場合の代替場
所の順番を規定。なお本店移転後、緊急時対策本部設置場所のうち、大手町本部を本店に変更して
いる。

＊424 中央防災会議は、災害対策基本法に基づき内閣府に設置された組織で、防災基本計画の作成・推進
や非常災害時の緊急措置に関する計画作成・推進などを行う。

＊425 バーゼル銀行監督委員会、証券監督者国際機構（IOSCO）、保険監督者国際機構（IAIS）を母体とす
る合同会合で、金融の各分野にまたがるような議題を議論。
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対する業務継続体制を整備する上での、重要な七つの原則を提示した。これに呼応す

るように、金融庁も前述の「主要行等向けの総合的な監督指針」を策定し、平時にお

ける業務継続体制や危機発生時の対応などに関する行政ルールの明確化や行政手続き

の整備を行った。

こうした動きを受けて、当行も規程・規則の見直しや体制の整備等を図った。規

程・規則の見直しに関しては、2008年 11月に『緊急時対策規程』『緊急時対策規則』

の改定と併せて、『危機管理マニュアル（共通編、緊急時対策本部編共通用、緊急時

対策本部編各部用）』および『業務継続計画』を策定し、対象拠点にも書面で備え置

くこととした。体制整備という点では、緊急時対策の課題を検討するために 2007年

2月に緊急時対策委員会（委員長：総務部担当役員）を設置した。また 6月には、経

営会議役員および緊急時対策本部メンバーが、同本部設置場所予定の大手町本部と大

阪本店（553ページ、脚注 423参照）に徒歩で出勤して緊急時対策本部を立ち上げる訓練

を実施するなど、有事への備えを行った。実際、こうした平時からの準備が奏功した

事例としては、2009年に新型インフルエンザが流行した際に＊426、『危機管理マニュ

アル』に基づく緊急時対策本部として新型インフルエ

ンザ対策本部（本部長：頭取、2009年 4月 28日～

2010年 3月 31日）を設置し、業務運営に支障が出な

いように、感染防止用品などの備蓄推進や新型インフ

ルエンザ・ホットラインの設置など、迅速な対応策を

講じた。

営業店における緊急時対策としては、帰宅・駆け付

け用のスニーカーの配備（2007年 2月）や、帰宅・

駆け付け支援マップ作成ツールの導入およびマップの

配備と携行の義務付け（2007年 1月）、災害時対応演

習の実施（2005年 1月から、災害時の預金払い戻し

や ATMのオフライン稼働といった演習を実施）など

を行った。

＊426 世界保健機関（WHO）は 2009年 4月以降、世界レベルの警戒フェーズ（警戒水準）引き上げを行い、
6月 11日（ジュネーブ現地時間）には、最高度であるフェーズ 6に引き上げて、世界的大流行（パ
ンデミック）が発生したと宣言した。

帰宅・駆け付け支援マップなどをま
とめた『帰宅支援ハンドブック』
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また、2009年 4月には新緊急時対応システム（クライシスマネジメントシステム）

を導入した。このシステムは、携帯電話を利用して従業員やその家族の安否確認など

を行うことができるとともに、収集した安否情報や所在情報などをもとに、立ち上げ

可能な部店の把握など緊急時における各種対策を検討・実施することを可能にするも

のである。

2009年度までで規程や体制・設備・システムなどインフラ面の整備がおおむね終

了したため、2010年度からは、①想定外の事態にも適切に対処できる応用力の強化、

②銀行のフロントからバック（銀行内の事務執行部署、グループ会社）・外部委託先・

システム部門まで含めたサプライチェーン全体における業務継続計画整備による実効

性の向上、③ SMFG全体の緊急時体制の統制、という三つの観点から、緊急時体制

の整備に取り組んでいる。

◉東日本大震災の発生と当行の対応
2011年 3月 11日午後 2時 46分、三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0の巨大地

震が東日本を襲った。「平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」＊427である。地

震直後に発生した観測史上最大級の大津波は、岩手県、宮城県、福島県などの太平洋

沿岸部を飲み込み、各地に甚大な被害をもたらした。津波が広範囲に達したことから、

死者・行方不明者数は 1都 1道 10県におよび、合計で 2万人弱（詳細未確定）と、

戦後最大の自然災害となった（東日本大震災＊428）。

また東京電力福島第一原子力発電所では、国際原子力機関（IAEA）が定める国際

原子力・放射線事象評価尺度でレベル 7と評価される深刻な事故が起きた＊429。

東日本大震災の影響は、わが国経済・社会の多方面に及んだ。地震・津波による住

宅の被害など被災者の生活への深刻な影響はもとより、工場の損壊等による被災地の

生産不能と部品供給網寸断による全国的な生産活動への波及＊430、施設の破損や冠水、

放射性物質検出に伴う出荷制限などによる農林水産業への影響、国内の自粛ムードや

＊427 3月 11日の気象庁による命名。
＊428 4月 1日の持ち回り閣議による決定。
＊429 レベル 7の基準は、「計画された広範な対策の実施を必要とするような、広範囲の健康および環境へ

の影響を伴う放射性物質の大規模な放出」。またレベル 7の事故は、1986年に旧ソビエト連邦で起き
たチェルノブイリ発電所事故以来。4月 21日には、福島第一原子力発電所の半径 20キロメートル圏
内が災害対策基本法に基づく警戒区域に設定され、当該区域への立ち入りが原則として禁止された。

＊430 2011年 3月の鉱工業生産は、リーマン・ショック後の 2009年 2月に記録した大幅な減少よりさらに
激しい、過去最悪の落ち込みとなった。
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海外からの旅行客激減による観光産業への打撃など、さまざまな問題が持ち上がった。

また東京電力では、福島第一原子力発電所以外の発電所や流通設備等も被害を受け

たことで、震災直後に電力需給が大幅に逼迫し、予見できない大規模な停電に陥る可

能性があったことから、計画停電を実施した。計

画停電は、管内を五つのグループに分け、あらか

じめ決めた時間帯に、グループごとに 3時間ずつ

輪番で停電を実施する方式で行われた＊431。

こうした未曾有の大災害の中、当行は、地震発

生直後に頭取の奥を本部長とする緊急時対策本部

を本店 5階に立ち上げ、情報収集・対応策策定に

当たった。幸い従業員は全員無事で、店舗の倒壊

等の被害もなかったが、従業員家族のうち 11人

の尊い命が奪われた（調査時点は 2011年 4月 8

日）。

震災当日、首都圏では交通まひ発生によって帰

宅が困難になるなどの混乱が起きた。当行では、

従業員の一部は、緊急時対策として配備されてい

た帰宅・駆け付け用のスニーカーを履き、帰宅支

援マップを片手に徒歩で帰ったが、一方で帰宅が

＊431 その後、被害を受けていた設備の一部復旧や節電の浸透、気温上昇による暖房需要の減少などによっ
て需給バランスが改善したため、東京電力は、4月 8日に、計画停電は「原則実施しない」と発表し
た。

 
 
 

本店 5階に設けられた緊急時対策本部

このブロックは
著作権上の理由で
表示できません
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困難であったため、店舗等に宿泊せざるを得なかった従業員も多かった。本店と本店

北館では、食堂での炊き出しを実施したほか、乾パンなどの緊急時食糧の配布を行っ

た。非常時のこのような対応は、平常時からの準備がいきた結果である。

また、仙台支店では被災地の状況に鑑み、地震発生翌日の 3月 12日（土曜日）か

ら休日営業を開始し、4月 24日（日曜日）まで毎週、休日営業を実施した。津波で

家財道具一切を失ったお客さまも多かったことから、通帳や印鑑を紛失した場合でも、

本人確認のみで預金の払い戻しに応じるなど機動的な対応を行った。週明けの 3月

14日には、本店各部から食糧・備品等を持参した応援要員 5人が仙台支店に駆け付け、

業務を支援した。4月 8日からは、被災した地元金融機関のお客さまへの預金払い戻

しの取り次ぎも実施した。これは、地元金融機関の被害が大きく、震災直後には約

280の営業店が閉鎖、4月に入っても 150以上の営業店が営業できない状態であった

ことから、被災者の利便性を図る観点から対応することとしたものである。また、金

融円滑化法の趣旨を踏まえ、住宅ローンの借り入れがある被災者に対する返済猶予制

度を導入したことに加えて、特別金利住宅ローンや特別ファンド（法人向け）の取り

扱いを開始するなど、積極的に復興支援に努めた。さらに、当行として義援金 3億円

を寄付（SMFGグループ全体で 6億円程度）したほか、国内および海外の従業員に

よる寄付、義援金口座の取り扱い、従業員のボランティア活動を支援するための震災

復興特別休暇制度の導入、といった取り組みを行った。

東日本大震災の影響としてもう一つの大きな問題が、前述の電力需給逼迫への対応

であった。計画停電は 3月 14日から順次実施されたが、当行は計画停電の対象と

なっていた拠点を含め、全店で営業を行った。実際に停電した拠点のうち、自家発電

装置設置店では通常通り業務を行ったが、非設置店 16拠点では、やむを得ず停電中

はお客さまを当行の他店や他行の店舗に誘導する対応をとった。また節電対策として、

本店各部や営業店などのディスプレーや夜間照明の消灯、室内照明の減灯などを実施

したほか、店舗内 ATMの稼働時間短縮、店舗外 ATMの休止などの措置をとった。

店舗外 ATMについては、電力の需給バランスが改善した 4、5月に時間を短縮し

て稼働を再開した＊432。

＊432 その後、政府は、2011年夏期の電力需給対策として、東京電力および東北電力の管内において、工
場など契約電力 500kW以上の大口需要家に対して、使用最大電力の値（1時間単位）の 15％削減を
求める、電気事業法に基づく電気の使用制限を 2011年 7月から 9月まで実施した。当行でも、行内
で節電提言を求めるなど、全行的な取り組みを進めた。
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当行では、東日本大震災対応で得た教訓を踏まえ、緊急時対策関連規定の改定、新

緊急時対応システムの機能追加など、緊急時対策の見直しを図っている。また、緊急

時に備えて体制やマニュアルをどれだけ整備しようとも、最終的には“人”がいなけ

れば機能しないことから、緊急時対策本部を構成している主要部署に関しては、関係

者のうち複数名が、原則として本店から徒歩圏に居住する体制を整えた。



三井住友銀行本店ビル竣工式での奥頭取（2010年 6月 30日）

ニューヨーク証券取引所でオープニングベルを鳴らす北山社長  
1 人おいて左は國部専務、右は宮田専務（2010年 11月 1日）



このたびの東北地方太平洋沖地震において、お亡くなり

になられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、

被災された方々には、心からお見舞いを申し上げます。

1日も早い被災地の復旧を心よりお祈り申し上げます。

三井住友フィナンシャルグループも、お客さまへの円滑

な資金供給や決済手段の確保など、金融システムの要

としての使命、役割をしっかりと果たし、日本の復興に向

けて全力で取り組んでまいります。

さて、私ども2人は、このたび、三井住友フィナンシャルグループ社長、三井住友銀行頭取に、それぞれ

就任いたしました。三井住友銀行の発足から10年経ち、新たな10年がスタートするという節目の年に襷

を受け継ぎましたが、あらためて足下の経営環境を見てみますと、今回の震災は言うに及ばず、世界

経済の不均衡拡大、アラブ諸国における民主化運動の拡大等、内外の政治・経済両面において、不安

定で先が見通しにくい状況です。金融界では、昨年末にバーゼルⅢの成案が公表され、危機を教訓と

したグローバルな金融規制の大枠が固まる等、競争環境が大きく変わるほどの新たな金融秩序が確

立されようとしております。一方、アジアをはじめとする新興国の経済成長や、それに伴う企業のグロー

バル展開、マネーフローのグローバル化という大きなトレンドは、国内の中小企業や個人のお客さまに

も確実に押し寄せております。

このように変化の激しい時代だからこそ、私どもは、お客さまへの円滑な資金供給やコンサルティン

グ、経営課題解決のためのアドバイス等、金融機関の本来的な機能の提供が私どもの使命であると改

めて認識し、徹底してまいりたいと考えます。そこで、私どもは、社員一人ひとりの、そして組織全体の

グローバル対応力を更に高めるとともに、お客さまのニーズにマッチした最適な商品・サービスをシー

ムレスに提供できるよう、グループ各社の連携と機能の強化を進めます。私どもは、こうした取り組みを

通じて、お客さまの成長・発展に貢献することにより、私ども自身もお客さまとともに成長していきたいと

考えております。

私どもの基本的な考え方　―「先進性」「スピード」「提案・解決力」の極大化を通じて、「お客さま、社会

から最高の信頼を得られ、世界に通じる金融グループ」の実現を目指す―　は変わりません。私ども

は、どんな難局にもひるまず、時代の一歩先を読み、環境変化にプロアクティブに対応してまいります。

これからの三井住友フィナンシャルグループ、三井住友銀行にどうぞご期待ください。

2011年4月

左：三井住友フィナンシャルグループ
　　取締役社長　宮田　孝一
右：三井住友銀行
　　頭取　國部  毅

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 株式会社三井住友銀行

取締役社長 頭取

トップメッセージ（2011年 4月）
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	 3	 新しい経営首脳の下で臨む次の 10 年への挑戦

2011年（平成 23年）1月 28日、三井住友フィナンシャルグループと三井住友銀行

は、4月 1日付の役員人事が内定したことを発表した。

2005年以降、約 6年間にわたって経営の舵取りを行った奥と北山は、公的資金の

返済など、金融激動の時代から残された経営課題の解決に取り組んだ後、さらに、国

際的な金融規制の見直しをにらんだ資本基盤の強化、SMBC日興証券との新たな銀

証連携の枠組み構築、NYSE上場、本店移転など、新たな 10年に向けた布石を次々

に打った上で、合併 10年を機に、三井住友銀行頭取と三井住友フィナンシャルグ

ループ社長の座を後進に託し、それぞれ三井住友フィナンシャルグループ会長、三井

住友銀行会長として業務執行の監督に当たることとなった。

合併 10年の節目に当たる 2011年 4月 1日、奥と北山にかわって、三井住友銀行取

締役兼専務執行役員・三井住友フィナンシャルグループ取締役であった國部毅が三井

住友銀行頭取兼最高執行役員（三井住友フィナンシャルグループ取締役）に、同じく

三井住友銀行取締役兼専務執行役員・三井住友フィナンシャルグループ取締役であっ

た宮田孝一が三井住友フィナンシャルグループ取締役社長（三井住友銀行取締役）に

就任し、3代目の経営トップとして、新たな 10年の船出に当たり舵を取ることとなっ

た。

國部は、1954年（昭和 29年）生まれ、東京都出身。1976年に旧住友銀行に入行、

三井住友銀行発足後は大阪駅前法人営業部長、財務企画部長を歴任した。2003年に

執行役員に就任し、引き続き財務企画部長、その後、経営企画部長を委嘱された。

2006年三井住友銀行常務執行役員、2007年三井住友フィナンシャルグループ常務執

行役員、同取締役、2009年三井住友銀行取締役兼専務執行役員に累進、この間、一

貫して銀行および持株会社の企画関連各部を担当した。

宮田は、1953年（昭和 28年）生まれ、徳島県出身。1976年に旧三井銀行に入行、

三井住友銀行発足後は市場資金部長となり、2003年に執行役員に就任、市場営業統

括部長兼市場資金部長を委嘱された。2006年三井住友銀行常務執行役員、2009年三

井住友銀行取締役兼専務執行役員、2010年三井住友フィナンシャルグループ専務執
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行役員、同取締役に累進、この間、ほぼ一貫して市場営業部門を担当する傍ら、投資

銀行部門ならびに人事部副担当役員を歴任、2010年には銀行のリスク管理部門、持

株会社の企画部、財務部などを担当した。

國部と宮田は、2011年 4月に経営トップに就任すると、直前に起きた東日本大震

災に係る哀悼とお見舞い、および復興に向けて金融機関の使命と役割を果たす姿勢を

表す言葉で始まるメッセージを公開した（中口絵参照）。その上で、「先進性」「スピー

ド」「提案・解決力」の極大化を通じて、「お客さま、社会から最高の信頼を得られ、

世界に通じる金融グループ」の実現を目指すという従来からの経営方針に立脚しつつ、

時代の一歩先を読み、環境変化にプロアクティブに対応していく決意を明らかにした。

新たな 10年に向けて、まず取るべき針路は、2011年度から 2013年度までの 3年

間を対象とする中期経営計画において、より具体的に示された（図表 2─6─3 ①）。

中期経営計画では、経営方針の実現に向けて目指すべき方向性として二つの経営目

標、「戦略事業領域におけるトップクオリティの実現」「新たな規制・競争環境に対応

した財務体質の実現」を掲げている。また財務目標は、「健全性」「収益性」「成長性」

のバランスの取れた安定的な向上を図るという考え方に基づき、①グローバル金融グ

ループに相応しいコア Tier 1比率、②アセットクオリティを高め、リスク・リター

ンのさらなる向上を実現、③グローバル金融グループの中でトップレベルの効率性を

追求、④アジアを中心とする海外の成長を捕捉し、海外収益力を増強、の 4点を挙げ

ている。

そして、経営目標、財務目標を実現するために、二つの戦略施策を重点的に推進す

る。一つ目は、各戦略事業領域に対するミッションを明確化して、Team SMFG、

Team SMBC として一体感を高めつつ取り組みを強化することであり、二つ目は、グ

ループ経営強化、グローバル展開を支える企業基盤を確立することである。

合併 10年の節目に当たる 2011年 4月 1日、発足したばかりの新たな経営体制の下

で初めて開催した部店長会議で、宮田は、三井住友フィナンシャルグループが傘下の

連結対象企業数約 320社、従業員数約 6万 2千人の巨大な複合金融グループに成長し

た事実を指摘した上で、新たな 10年に向けて、従来にも増してグループ経営を強化

していく方針を示した。そして、最後に次のように述べた。
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図表 2─6─3 ①　中期経営計画（2011～ 2013年度）
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連結経費率
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8％程度
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40％台後半
30％程度
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「健全性」「収益性」「成長性」のバランスの取れた安定的な向上を図る。
•グローバル金融グループに相応しいコア Tier 1比率
•アセットクオリティを高め、リスク・リターンのさらなる向上を実現
•グローバル金融グループの中でトップレベルの効率性を追求
•アジアを中心とする海外の成長を捕捉し、海外収益力を増強

今後 3年間で目指すべき方向性 

経営方針

•グループ経営強化
•グローバル化推進
•業務効率化

金融面でのプロアクティブな支援を通じ日本の復興に貢献

「先進性」「スピード」「提案・解決力」の極大化により「最高の信頼を得られ世界に通じる金融グルー
プ」を目指す。

•個人向け金融コンサルティングビジネス
•法人向けトータルソリューションビジネス
•アジアを含む新興国における商業銀行業務
•証券・投資銀行業務
•非アセットビジネス（決済・アセットマネジメント等）

コーポレートスローガン：LEAD THE VALUE

経営目標、財務目標実現のための方策 

中期経営計画（2011～2013年度）

安定的な
向上

収益性

健全性 成長性

経
営
目
標

財
務
目
標

戦
略
事
業
領
域

戦
略
施
策

企
業
基
盤

コア Tier 1比率
連結当期純利益 RORA

海外収益比率

連結経費率
単体経費率

収益性

健全性 成長性

（注１）  2013年度目標値のうち、コア Tier 1比率は SMFG連結ベースのバーゼル III規制完全実施時の定義（控除
項目を全て控除）での算出。連結当期純利益 RORAと連結経費率は SMFG、単体経費率は SMBC。海外
収益比率は内部管理ベース。

（注２）  戦略施策のうち決済業務については、2011年 4月 1日付の組織改定で、決済関連ビジネス（預金、資金管
理、為替およびこれらに付随するファイナンス業務など）の新たな推進体制などに関し、特にアジア圏で
の競争力強化に向け、部門横断的なプロジェクトチームを設置した。なお、2011年 10月 3日付の組織改
定では、同プロジェクトチームの検討結果を引き継いで、グループ横断的な視点で決済ビジネス全般に係
る業務企画、戦略企画を担う決済企画室を、経営企画部の部内室として設置した。また SMFGにおいても、
企画部の部内室として決済企画室を設置した。
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SMFGには、長きにわたって引き継がれてきた歴史、そして数々の言い知れ

ない苦難を乗り越えてきた諸先輩の熱い思いがあります。これをきっちりと受け

継ぎ、次の世代にしっかりと引き継いでいく責任を非常に重く受け止めています。
（中略）

リスクは常に姿を変えて我々を脅かすでしょうが、恐れず、ひるまず、逃げず

グループ皆で前に進んでいきたいと思います。

また、國部は、中期経営計画について説明した後、次の言葉で頭取訓示を締めく

くった。

私のモットーは「正々堂々」です。これまで、難題にぶつかった時にも、正々

堂々と「普通に考えて、普通に行動する」ことを心掛けてきました。

今後も、私は、どのような経営課題を突きつけられても、絶対に逃げることな

く、先頭に立って、正々堂々と進んでいくことをお約束致します。

そして、皆さん一人ひとりを信頼して経営に当たりますので、皆さんも、私を

信じてしっかりとついてきて頂き、全員一丸となって、「Team SMBC」として、

「トップクオリティ」「グローバル」「プロアクティブ」な銀行の実現に向けて、

チャレンジしていきたいと思います。

宮田社長と二人三脚で、そして、皆さんと共に、更に輝かしい SMBCの歴史

を刻んでいくために、全力を傾けて参ります。

 以　上
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6.1  専務執行役員 4.3  取締役

6.29  取締役副社長 4.1  取締役

4.1  執行役員
4.30

6.27  常務執行役員
       常務取締役　兼
4.1  常務執行役員

       専務取締役　兼
6.1  専務執行役員 4.3  取締役

4.3  専務執行役員

4.1  執行役員
3.31

4.2

6.2  常務執行役員
         常務取締役　兼
6.29  常務執行役員

       取締役　兼
4.3  専務執行役員 4.2  取締役兼副頭取執行役員

6.29  取締役副社長

門脇　英晴 門脇　英晴

塚本　武正 塚本　武正

北山　禎介 北山　禎介

高橋　繁正 高橋　繁正

野田賢治郎 野田賢治郎

松本　睦彦 松本　睦彦

水島藤一郎 水島藤一郎

石田　浩二 石田　浩二

楠　　守雄 楠　　守雄

月原　紘一 月原　紘一

平澤　正英 平澤　正英

矢作　光明 矢作　光明

木本　泰行 木本　泰行

中野健二郎 中野健二郎

西山　　茂 西山　　茂

吉松　　均 吉松　　均

相亰　重信 相亰　重信

上段：三井住友フィナンシャルグループ　下段：三井住友銀行　　：新任　　：異動　　：退任
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         専務
12.2  取締役 6.27  取締役副社長

4.1  専務取締役兼専務執行役員
12.1

6.29

12.2  取締役

4.1  専務取締役兼専務執行役員
6.27

6.27

6.2  専務執行役員
       副社長
4.1  執行役員 6.29  取締役社長

4.1  常務取締役兼常務執行役員 6.2  専務取締役兼専務執行役員
6.28

6.29  取締役会長
4.1

4.1  常務取締役兼常務執行役員
5.31

6.2  専務取締役兼専務執行役員

4.1  常務取締役兼常務執行役員
6.22

4.1  常務取締役兼常務執行役員
5.31

6.2  専務取締役兼専務執行役員

4.1  常務取締役兼常務執行役員
6.29

4.1  副頭取兼副頭取執行役員
       専務取締役　兼
6.2  専務執行役員

6.2  常務執行役員

4.1  常務執行役員
6.26

6.29  監査役
6.29

6.29
6.27 常務取締役

4.1  専務取締役 6.29  常任監査役

6.29  取締役副社長

4.1  常務執行役員
6.29

6.28

6.29  監査役
6.28

         常務取締役　兼
6.27  常務執行役員

       専務取締役　兼
4.1  専務執行役員

6.29  常任監査役

       専務
4.1  執行役員

       副社長
6.1  執行役員

4.1  常務執行役員 4.3  取締役
4.30

4.3
         常務取締役　兼
6.27  常務執行役員

       専務取締役　兼
4.1  専務執行役員

       副頭取　兼
6.1  副頭取執行役員

       副頭取　兼
6.1  副頭取執行役員

       副頭取　兼
6.1  副頭取執行役員

6.27  取締役

4.1  常務執行役員
6.26

6.26
         常務取締役　兼
6.27  常務執行役員

       専務取締役　兼
4.1  専務執行役員

       専務取締役　兼
4.1  専務執行役員

4.2  取締役 6.28  監査役
       取締役　兼
4.3  副頭取執行役員

6.28  常任監査役

6.27  取締役

4.1  常務執行役員
4.30

6.29

4.2  取締役
       取締役　兼
4.3  副頭取執行役員

         常務取締役　兼
6.27  常務執行役員

6.29  専務執行役員

4.1  執行役員
4.30

4.3

6.27  常務執行役員
         常務取締役　兼
4.30  常務執行役員

       専務取締役　兼
6.1  専務執行役員 4.3  取締役

4.1  執行役員
6.24

6.27  常務執行役員
       常務取締役　兼
4.1  常務執行役員

       専務取締役　兼
6.1  専務執行役員 4.3  取締役兼副頭取執行役員 4.1  取締役副会長

6.29  取締役

4.1  執行役員
6.29

6.27

6.27  常務執行役員
       常務取締役　兼
4.1  常務執行役員

       専務取締役　兼
6.1  専務執行役員 4.3  取締役

6.29  取締役副社長 4.1  取締役

4.1  執行役員
4.30

6.27  常務執行役員
       常務取締役　兼
4.1  常務執行役員

       専務取締役　兼
6.1  専務執行役員 4.3  取締役

4.3  専務執行役員

4.1  執行役員
3.31

4.2

6.2  常務執行役員
         常務取締役　兼
6.29  常務執行役員

       取締役　兼
4.3  専務執行役員 4.2  取締役兼副頭取執行役員

6.29  取締役副社長

門脇　英晴 門脇　英晴

塚本　武正 塚本　武正

北山　禎介 北山　禎介

高橋　繁正 高橋　繁正

野田賢治郎 野田賢治郎

松本　睦彦 松本　睦彦

水島藤一郎 水島藤一郎

石田　浩二 石田　浩二

楠　　守雄 楠　　守雄

月原　紘一 月原　紘一

平澤　正英 平澤　正英

矢作　光明 矢作　光明

木本　泰行 木本　泰行

中野健二郎 中野健二郎

西山　　茂 西山　　茂

吉松　　均 吉松　　均

相亰　重信 相亰　重信

上段：三井住友フィナンシャルグループ　下段：三井住友銀行　　：新任　　：異動　　：退任
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       専務
4.3  執行役員

4.1  執行役員
4.30

4.30

6.2  常務執行役員
         常務取締役　兼
6.29  常務執行役員 4.1  取締役4.3  取締役兼専務執行役員 4.2  取締役兼副頭取執行役員

6.29  取締役

4.1  執行役員
4.1

6.2  常務執行役員
       専務
4.3  執行役員

         取締役　兼
4.28  専務執行役員

4.3  専務執行役員

4.1  執行役員
4.30

4.2

6.2  常務執行役員 4.3  取締役兼専務執行役員
       取締役　兼
4.1  副頭取執行役員 4.1  取締役

4.1  執行役員
6.17

6.2  常務執行役員 4.3  取締役兼専務執行役員

4.1  執行役員
4.30

6.1  常務執行役員

4.1  執行役員
4.30

6.1  常務執行役員

       専務
4.1  執行役員

4.1  執行役員
6.27

6.26  監査役6.1  常務執行役員
       取締役　兼
4.2  専務執行役員 4.1  取締役

         専務
6.27  取締役 4.1  取締役 6.26  常任監査役

6.27  執行役員
4.30

6.1  常務執行役員 4.2  取締役
       取締役　兼
4.3  専務執行役員

6.29  常務執行役員
4.30

6.27  執行役員
4.30

1.29  常務執行役員 4.3  取締役兼専務執行役員 4.1  取締役

6.29  取締役

6.27  執行役員
3.31

4.3  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員 4.1  取締役兼副頭取執行役員

4.2  常務執行役員 4.1  専務執行役員 4.1  副社長執行役員 6.29  取締役副社長

4.1
4.2  常務執行役員

6.27  執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員 4.1  取締役兼副頭取執行役員 4.1  取締役6.1  常務執行役員

4.2  常務執行役員

6.27  執行役員 4.3  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員
       取締役　兼
4.1  副頭取執行役員 4.1  取締役

4.1  専務執行役員
       副社長
4.1  執行役員 6.29  取締役

3.17  専務取締役兼専務執行役員
6.28

6.2  執行役員
3.31

4.3  常務執行役員 4.2  取締役兼専務執行役員

6.2  執行役員 4.3  常務執行役員
       取締役　兼
4.1  専務執行役員

       取締役　兼
4.1  副頭取執行役員

       常務
4.2  執行役員

6.2  執行役員 10.2  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員
       頭取　兼
4.1  最高執行役員

6.28  取締役

4.1  常務執行役員

6.2  執行役員 7.3  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員
       取締役　兼
4.1  副頭取執行役員

4.1  専務執行役員 4.1  副社長執行役員

遠藤　　修

東　俊太郎

宿澤　広朗

津末　博澄

勝川　恒平

岸川　和久

西尾　弘樹

尾野　俊二

種橋　潤治

大原　　亘

川村　嘉則

島田　秀男

市川　博康

北村　明良

安藤　圭一

國部　　毅

久保　哲也

遠藤　　修

東　俊太郎

宿澤　広朗

津末　博澄

勝川　恒平

岸川　和久

西尾　弘樹

尾野　俊二

種橋　潤治

大原　　亘

川村　嘉則

島田　秀男

市川　博康

北村　明良

安藤　圭一

國部　　毅

久保　哲也

上段：三井住友フィナンシャルグループ　下段：三井住友銀行　　：新任　　：異動　　：退任
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       専務
4.3  執行役員

4.1  執行役員
4.30

4.30

6.2  常務執行役員
         常務取締役　兼
6.29  常務執行役員 4.1  取締役4.3  取締役兼専務執行役員 4.2  取締役兼副頭取執行役員

6.29  取締役

4.1  執行役員
4.1

6.2  常務執行役員
       専務
4.3  執行役員

         取締役　兼
4.28  専務執行役員

4.3  専務執行役員

4.1  執行役員
4.30

4.2

6.2  常務執行役員 4.3  取締役兼専務執行役員
       取締役　兼
4.1  副頭取執行役員 4.1  取締役

4.1  執行役員
6.17

6.2  常務執行役員 4.3  取締役兼専務執行役員

4.1  執行役員
4.30

6.1  常務執行役員

4.1  執行役員
4.30

6.1  常務執行役員

       専務
4.1  執行役員

4.1  執行役員
6.27

6.26  監査役6.1  常務執行役員
       取締役　兼
4.2  専務執行役員 4.1  取締役

         専務
6.27  取締役 4.1  取締役 6.26  常任監査役

6.27  執行役員
4.30

6.1  常務執行役員 4.2  取締役
       取締役　兼
4.3  専務執行役員

6.29  常務執行役員
4.30

6.27  執行役員
4.30

1.29  常務執行役員 4.3  取締役兼専務執行役員 4.1  取締役

6.29  取締役

6.27  執行役員
3.31

4.3  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員 4.1  取締役兼副頭取執行役員

4.2  常務執行役員 4.1  専務執行役員 4.1  副社長執行役員 6.29  取締役副社長

4.1
4.2  常務執行役員

6.27  執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員 4.1  取締役兼副頭取執行役員 4.1  取締役6.1  常務執行役員

4.2  常務執行役員

6.27  執行役員 4.3  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員
       取締役　兼
4.1  副頭取執行役員 4.1  取締役

4.1  専務執行役員
       副社長
4.1  執行役員 6.29  取締役

3.17  専務取締役兼専務執行役員
6.28

6.2  執行役員
3.31

4.3  常務執行役員 4.2  取締役兼専務執行役員

6.2  執行役員 4.3  常務執行役員
       取締役　兼
4.1  専務執行役員

       取締役　兼
4.1  副頭取執行役員

       常務
4.2  執行役員

6.2  執行役員 10.2  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員
       頭取　兼
4.1  最高執行役員

6.28  取締役

4.1  常務執行役員

6.2  執行役員 7.3  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員
       取締役　兼
4.1  副頭取執行役員

4.1  専務執行役員 4.1  副社長執行役員

遠藤　　修

東　俊太郎

宿澤　広朗

津末　博澄

勝川　恒平

岸川　和久

西尾　弘樹

尾野　俊二

種橋　潤治

大原　　亘

川村　嘉則

島田　秀男

市川　博康

北村　明良

安藤　圭一

國部　　毅

久保　哲也

遠藤　　修

東　俊太郎

宿澤　広朗

津末　博澄

勝川　恒平

岸川　和久

西尾　弘樹

尾野　俊二

種橋　潤治

大原　　亘

川村　嘉則

島田　秀男

市川　博康

北村　明良

安藤　圭一

國部　　毅

久保　哲也

上段：三井住友フィナンシャルグループ　下段：三井住友銀行　　：新任　　：異動　　：退任
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       専務
4.1  執行役員

6.2  執行役員
3.31

6.29

10.2  常務執行役員

         専務
6.26  取締役 4.1  取締役

6.2  執行役員 4.3  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

4.1  取締役

4.1  取締役

6.27  取締役
      常務
4.1  執行役員

       専務
4.1  執行役員 6.29  取締役 4.1  取締役社長

6.2  執行役員 10.2  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

4.1  執行役員 4.3  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員 4.1  取締役兼副頭取執行役員

6.26  取締役
       専務
4.1  執行役員

4.1  執行役員
4.30

4.30

4.2  常務執行役員

4.1  執行役員 4.1  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

4.1  専務執行役員

4.1  執行役員 4.1  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

4.1  執行役員 4.1  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

4.1  常務執行役員

6.1  執行役員

4.1  専務執行役員

4.2  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

6.1  執行役員 4.1  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

6.1  執行役員 4.1  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

4.1  常務執行役員

6.1  執行役員 4.1  常務執行役員 4.1  取締役兼常務執行役員

6.1  執行役員 4.1  常務執行役員

6.1  執行役員

4.1  常務執行役員

4.1  常務執行役員

6.1  執行役員

4.1  常務執行役員

4.1  常務執行役員

4.3  執行役員 4.1  常務執行役員

4.2  執行役員 4.1  常務執行役員

4.1  常務執行役員

谷沢　文彦

藤井　順輔

宮田　孝一

中西　　智

橋本　和正

清水　喜彦

團野　耕一

渡辺　三憲

城野　和也

南　　浩一

箕浦　　裕

伊藤雄二郎

高橋精一郎

古川　英俊

森川　郁彦

蔭山　秀一

渕崎　正弘

谷沢　文彦

藤井　順輔

宮田　孝一

中西　　智

橋本　和正

清水　喜彦

團野　耕一

渡辺　三憲

城野　和也

南　　浩一

箕浦　　裕

伊藤雄二郎

高橋精一郎

古川　英俊

森川　郁彦

蔭山　秀一

渕崎　正弘

上段：三井住友フィナンシャルグループ　下段：三井住友銀行　　：新任　　：異動　　：退任

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
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       専務
4.1  執行役員

6.2  執行役員
3.31

6.29

10.2  常務執行役員

         専務
6.26  取締役 4.1  取締役

6.2  執行役員 4.3  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

4.1  取締役

4.1  取締役

6.27  取締役
      常務
4.1  執行役員

       専務
4.1  執行役員 6.29  取締役 4.1  取締役社長

6.2  執行役員 10.2  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

4.1  執行役員 4.3  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員 4.1  取締役兼副頭取執行役員

6.26  取締役
       専務
4.1  執行役員

4.1  執行役員
4.30

4.30

4.2  常務執行役員

4.1  執行役員 4.1  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

4.1  専務執行役員

4.1  執行役員 4.1  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

4.1  執行役員 4.1  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

4.1  常務執行役員

6.1  執行役員

4.1  専務執行役員

4.2  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

6.1  執行役員 4.1  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

6.1  執行役員 4.1  常務執行役員 4.1  取締役兼専務執行役員

4.1  常務執行役員

6.1  執行役員 4.1  常務執行役員 4.1  取締役兼常務執行役員

6.1  執行役員 4.1  常務執行役員

6.1  執行役員

4.1  常務執行役員

4.1  常務執行役員

6.1  執行役員

4.1  常務執行役員

4.1  常務執行役員

4.3  執行役員 4.1  常務執行役員

4.2  執行役員 4.1  常務執行役員

4.1  常務執行役員

谷沢　文彦

藤井　順輔

宮田　孝一

中西　　智

橋本　和正

清水　喜彦

團野　耕一

渡辺　三憲

城野　和也

南　　浩一

箕浦　　裕

伊藤雄二郎

高橋精一郎

古川　英俊

森川　郁彦

蔭山　秀一

渕崎　正弘

谷沢　文彦

藤井　順輔

宮田　孝一

中西　　智

橋本　和正

清水　喜彦

團野　耕一

渡辺　三憲

城野　和也

南　　浩一

箕浦　　裕

伊藤雄二郎

高橋精一郎

古川　英俊

森川　郁彦

蔭山　秀一

渕崎　正弘

上段：三井住友フィナンシャルグループ　下段：三井住友銀行　　：新任　　：異動　　：退任

2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
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②その他の役員

氏　名 就任年月日 退任年月日 役　　　職
大場　將弘 2001.4.1 2001.6.27 三井住友銀行常務取締役
児玉　龍三 2001.4.1 2002.6.26 三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員
廣田　　正 2001.4.1 2002.6.26 三井住友銀行常務取締役兼常務執行役員
宮城　覚映 2001.4.1

2001.6.28

2001.6.28

2002.6.26

三井住友銀行常務執行役員
　　 同 　　常務取締役兼常務執行役員

三浦　良二 2001.4.1 2002.6.26 三井住友銀行常務執行役員
柳村　幸一 2001.4.1 2002.6.26 三井住友銀行常務執行役員
渋谷　清志 2001.4.1 2002.6.24 三井住友銀行常務執行役員
仁瓶　真平 2001.4.1 2003.6.24 三井住友銀行常務執行役員
石井　潤平 2001.4.1 2003.6.26 三井住友銀行常務執行役員
海野　隆雄 2001.4.1 2004.5.31 三井住友銀行常務執行役員
豊田章一郎 2001.4.1 2001.6.28 三井住友銀行取締役（社外取締役）
熊谷　直彦 2001.4.1 2001.6.28 三井住友銀行取締役（社外取締役）
川上　哲郎 2001.4.1 2001.6.28 三井住友銀行取締役（社外取締役）
浦上　敏臣 2001.4.1 2001.6.28 三井住友銀行取締役（社外取締役）
山内　悦嗣 2001.4.1

2002.12.2

2005.6.29

2002.12.1

2009.6.26

2009.6.26

三井住友銀行取締役（社外取締役）
三井住友フィナンシャルグループ取締役（社外取締役）
三井住友銀行取締役（社外取締役）

北元　保文 2001.4.1 2002.6.26 三井住友銀行執行役員
川尻　至良 2001.4.1

2003.6.2

2003.6.2

2004.4.1

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

志儀　英昭 2001.4.1 2002.6.24 三井住友銀行執行役員
津矢田邦明 2001.4.1 2002.6.26 三井住友銀行執行役員
前田　孝一 2001.4.1

2002.6.27

2002.6.27

2003.11.4

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

犬賀　一志 2001.4.1 2003.6.25 三井住友銀行執行役員
小林　貞雄 2001.4.1

2003.6.27

2003.6.27

2003.6.26

2006.6.29

2008.6.27

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　監査役
三井住友フィナンシャルグループ常任監査役

鈴木　　潤 2001.4.1 2004.5.31 三井住友銀行執行役員
宮内　憲悟 2001.4.1

2004.4.1

2004.4.1

2005.6.28

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

大森　右策 2001.4.1 2003.6.12 三井住友銀行執行役員
松本　　明 2001.4.1 2002.6.20 三井住友銀行執行役員
佐治　大祐 2001.4.1 2002.6.23 三井住友銀行執行役員
宮内　裕通 2001.4.1 2003.6.26 三井住友銀行執行役員
米田　康三 2001.4.1 2002.6.24 三井住友銀行執行役員
今福　重雄 2001.4.1 2005.6.26 三井住友銀行執行役員
亀岡　信行 2001.4.1 2004.6.21 三井住友銀行執行役員
吉武　文徳 2001.4.1 2002.6.23 三井住友銀行執行役員
山下　　一 2001.4.1

2005.6.1

2005.6.1

2007.4.30

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

佐久間　博 2001.4.1 2001.10.5 三井住友銀行常任監査役
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氏　名 就任年月日 退任年月日 役　　　職
𠮷田　長幸 2001.4.1 2001.12.21 三井住友銀行常任監査役
紀伊　　博 2001.4.1

2002.12.2

2002.12.2

2002.12.2

2003.6.26

2003.6.26

三井住友銀行常任監査役
　　 同 　　監査役
三井住友フィナンシャルグループ常任監査役

平野豊三郎 2001.4.1

2002.12.2

2002.12.2

2002.12.2

2005.6.29

2005.6.29

三井住友銀行常任監査役
　　 同 　　監査役
三井住友フィナンシャルグループ常任監査役

渡辺　知行 2001.4.1 2003.6.23 三井住友銀行常任監査役
平岩　外四 2001.4.1 2002.6.27 三井住友銀行監査役（社外監査役）
大西　勝也 2001.4.1

2002.12.2

2009.6.26

2009.6.26

三井住友銀行監査役（社外監査役）
三井住友フィナンシャルグループ監査役（社外監査役）

伊藤　助成 2001.4.1

2002.12.2

2002.12.1

2005.4.21

三井住友銀行監査役（社外監査役）
三井住友フィナンシャルグループ監査役（社外監査役）

岡村　泰孝 2001.4.1 2002.6.27 三井住友銀行監査役（社外監査役）
山川洋一郎 2001.6.28

2002.12.2

2005.6.29

2002.12.1

2009.6.26

2009.6.26

三井住友銀行取締役（社外取締役）
三井住友フィナンシャルグループ取締役（社外取締役）
三井住友銀行取締役（社外取締役）

𠮷村　善裕 2001.6.28 2003.6.26 三井住友銀行執行役員
植田　雅人 2002.6.27 2003.6.24 三井住友銀行執行役員
川村　　滋 2002.6.27 2004.5.31 三井住友銀行執行役員
和田　光正 2002.6.27 2004.4.1 三井住友銀行執行役員
澤泉　　武 2002.6.27 2003.6.26 三井住友銀行執行役員
下志万正明 2002.6.27 2003.6.26 三井住友銀行執行役員
富髙　正信 2002.6.27 2005.6.26 三井住友銀行執行役員
原田　裕司 2002.6.27 2004.4.1 三井住友銀行執行役員
松坂　隆廣 2002.6.27 2004.5.31 三井住友銀行執行役員
山口　　隆 2002.6.27

2005.6.1

2005.6.1

2006.4.2

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

上田　　孝 2002.6.27

2005.6.1

2005.6.1

2007.4.30

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

河合　俊明 2002.6.27 2005.4.1 三井住友銀行執行役員
曽我部一志 2002.6.27 2004.5.31 三井住友銀行執行役員
玉井　克実 2002.6.27 2003.6.26 三井住友銀行執行役員
原田　　力 2002.6.27 2003.6.26 三井住友銀行執行役員
古川　泰久 2002.6.27 2003.6.26 三井住友銀行執行役員
保尾　福三 2002.6.27

2005.6.1

2005.6.1

2008.4.30

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

中村　金郎 2002.6.27 2003.6.27 三井住友銀行常任監査役
那須　　翔 2002.6.27

2002.12.2

2002.12.1

2004.6.29

三井住友銀行監査役（社外監査役）
三井住友フィナンシャルグループ監査役（社外監査役）

増田　正治 2003.3.17 2005.6.28 三井住友銀行執行役員
北　　基好 2003.3.17 2005.6.28 三井住友銀行執行役員
鴛田　國治 2003.6.2 2004.5.31 三井住友銀行執行役員
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氏　名 就任年月日 退任年月日 役　　　職
永原　義之 2003.6.2

2005.6.29

2005.6.28

2006.6.25

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常任監査役

池田　健治 2003.6.2 2006.4.30 三井住友銀行執行役員
木下　典夫 2003.6.2 2004.9.29 三井住友銀行執行役員
小橋新一郎 2003.6.2 2005.6.28 三井住友銀行執行役員
徳田　賀昭 2003.6.2 2005.6.28 三井住友銀行執行役員
北　　幸二 2003.6.2 2005.6.28 三井住友銀行執行役員
田代　真巳 2003.6.2 2006.6.27 三井住友銀行執行役員
野村　公喜 2003.6.2

2006.4.3

2006.4.3

2010.4.30

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

牧　　　満 2003.6.2 2005.6.28 三井住友銀行執行役員
勝又　一俊 2003.6.27 2005.6.28 三井住友銀行常任監査役
谷口　哲郎 2003.6.27 2004.6.28 三井住友銀行常任監査役
寺尾　康史 2004.4.1 2006.4.2 三井住友銀行執行役員
𠮷田　了三 2004.4.1 2006.4.30 三井住友銀行執行役員
石田　昭二 2004.4.1 2008.4.30 三井住友銀行執行役員
成影　善生 2004.4.1 2007.4.30 三井住友銀行執行役員
溝口　　潤 2004.4.1

2007.4.2

2010.4.1

2007.4.2

2010.4.1

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員
　　 同 　　専務執行役員

山中　龍夫 2004.4.1

2007.4.2

2007.4.2

2010.4.30

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

久保　　健 2004.4.1 2007.4.30 三井住友銀行執行役員
津国　伸郎 2004.4.1

2006.4.3

2007.6.28

2007.6.28

2007.6.28

2010.4.30

三井住友銀行執行役員
三井住友フィナンシャルグループ執行役員
三井住友銀行常任監査役

中尾　　誠 2004.4.1

2007.4.2

2007.4.2

2008.4.30

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

梅本　慶三 2004.4.1 2007.4.30 三井住友銀行執行役員
松本　龍昌 2004.6.29 2007.6.28 三井住友銀行常任監査役
荒木　　浩 2004.6.29

2006.6.29

三井住友フィナンシャルグループ監査役（社外監査役）
三井住友銀行監査役（社外監査役）

河本　尚之 2005.6.1

2008.4.1

2008.4.1

2009.9.30

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

今西　昭文 2005.6.1 2006.4.30 三井住友銀行執行役員
中川　　実 2005.6.1 2007.4.30 三井住友銀行執行役員
正木　浩三 2005.6.1

2007.4.2

2007.4.2

2010.3.31

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

柏倉　和彦 2005.6.1 2008.4.30 三井住友銀行執行役員
高舛　啓次 2005.6.1 2008.4.30 三井住友銀行執行役員
檜山　英男 2005.6.1

2007.4.2

2007.4.2

2010.4.30

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

磯野　　剛 2005.6.1 2009.4.30 三井住友銀行執行役員
川辺　雅也 2005.6.1 2006.4.30 三井住友銀行執行役員
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氏　名 就任年月日 退任年月日 役　　　職
高田裕一郎 2005.6.1

2008.4.1

2008.4.1

2009.9.30

三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

蓮見　雅彦 2005.6.1 2007.4.30 三井住友銀行執行役員
宇野　郁夫 2005.6.29

2006.6.29

三井住友フィナンシャルグループ監査役（社外監査役）
三井住友銀行監査役（社外監査役）

早川　貴之 2006.4.3 2009.4.30 三井住友銀行執行役員
白石　誠一 2006.4.3 2008.4.30 三井住友銀行執行役員
中務　雅憲 2006.4.3 2007.4.15 三井住友銀行執行役員
大久保克則 2006.4.3

2010.4.1

2010.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

後上　憲一 2006.4.3 2009.4.30 三井住友銀行執行役員
斉藤　　隆 2006.4.3 2009.4.30 三井住友銀行執行役員
佐藤　邦夫 2006.4.3 2008.3.31 三井住友銀行執行役員
米澤　英一 2006.4.3 2008.4.30 三井住友銀行執行役員
渡辺　正三 2006.4.3 2008.4.30 三井住友銀行執行役員
板倉　龍介 2006.4.3 2009.4.30 三井住友銀行執行役員
平石　　譲 2006.4.3 2008.4.30 三井住友銀行執行役員
村松　直人 2006.4.3

2007.4.2

2008.4.30

2008.4.1

三井住友銀行執行役員
三井住友フィナンシャルグループ執行役員

横山　禎徳 2006.6.29

2006.6.29

三井住友フィナンシャルグループ取締役（社外取締役）
三井住友銀行取締役（社外取締役）

神谷　敬三 2006.6.29 2008.3.31 三井住友銀行常任監査役
柴田　一弘 2007.4.2 2010.4.30 三井住友銀行執行役員
藤原　邦晃 2007.4.2 2009.4.30 三井住友銀行執行役員
岩見　博之 2007.4.2

2010.4.1

2010.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

植田祐一郎 2007.4.2

2010.4.1

2010.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

岡野　宏保 2007.4.2 2009.4.30 三井住友銀行執行役員
国吉　　誠 2007.4.2 2008.4.30 三井住友銀行執行役員
黒瀬　修介 2007.4.2

2010.4.1

2010.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

西本　達也 2007.4.2 2009.4.30 三井住友銀行執行役員
車谷　暢昭 2007.4.2

2010.1.4

2010.1.4 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

田形　敏己 2007.4.2

2011.4.1

2011.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

橘　　正喜 2007.4.2

2010.4.1

2010.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

廣田　耕平 2007.4.2

2010.4.1

2010.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

三浦　芳美 2007.4.2

2010.4.1

2010.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員
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氏　名 就任年月日 退任年月日 役　　　職
William 

M.Ginn

2007.4.2

2011.4.1

2011.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

Nicholas Andrew 

Pitts-Tucker

2007.4.2 2010.4.30 三井住友銀行執行役員

小鹿　彦太 2008.4.1 2010.4.30 三井住友銀行執行役員
原田　良輔 2008.4.1 2010.4.1 三井住友銀行執行役員

2010.4.1 三井住友銀行常務執行役員
前田　晴秀 2008.4.1 2010.4.30 三井住友銀行執行役員
飯田　信夫 2008.4.1 2010.4.30 三井住友銀行執行役員
加藤　隆彦 2008.4.1 2010.4.30 三井住友銀行執行役員
大西　一郎 2008.4.1 三井住友銀行執行役員
奥山　和則 2008.4.1 三井住友銀行執行役員
小野寺文敏 2008.4.1 2010.4.30 三井住友銀行執行役員
小林　博司 2008.4.1 2009.9.30 三井住友銀行執行役員
永元　　徹 2008.4.1

2010.4.1

2010.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

井上　篤彦 2008.4.1

2011.4.1

2011.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

関本　昌吾 2008.4.1

2011.4.1

2011.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

寺本　敏之 2008.4.1

2011.4.1

2011.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

成田　　学 2008.4.1

2011.4.1

2011.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

Chan Chi Keung, 

Chris

2008.4.1

2011.4.1

2011.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

山口　洋二 2008.6.27 三井住友フィナンシャルグループ常任監査役
矢是　宏基 2008.6.27 三井住友銀行常任監査役
林田　伸一 2009.4.1

2011.4.1

2011.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

松田　春聡 2009.4.1 三井住友銀行執行役員
松橋　　禎 2009.4.1 三井住友銀行執行役員
井上　悦孝 2009.4.1 三井住友銀行執行役員
金邉　勝彦 2009.4.1 三井住友銀行執行役員
畔柳　久哉 2009.4.1 三井住友銀行執行役員
境　　　康 2009.4.1 三井住友銀行執行役員
三島　裕史 2009.4.1 三井住友銀行執行役員
太田　　純 2009.4.1 三井住友銀行執行役員
川嵜　靖之 2009.4.1 三井住友銀行執行役員
藏原　文秋 2009.4.1 三井住友銀行執行役員
髙島　　誠 2009.4.1 三井住友銀行執行役員
幸野　良治 2009.4.1 三井住友銀行執行役員
岩本　　繁 2009.6.26

2009.6.26

三井住友フィナンシャルグループ取締役（社外取締役）
三井住友銀行取締役（社外取締役）
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氏　名 就任年月日 退任年月日 役　　　職
野村　晋右 2009.6.26

2009.6.26

三井住友フィナンシャルグループ取締役（社外取締役）
三井住友銀行取締役（社外取締役）

澤山　英夫 2009.6.26 三井住友フィナンシャルグループ常任監査役
伊東　　敏 2009.6.26

2009.6.26

三井住友フィナンシャルグループ監査役（社外監査役）
三井住友銀行監査役（社外監査役）

横山　邦男 2009.10.1

2011.4.1

2011.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

貞苅　　茂 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
服部　博明 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
三浦　　清 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
芦辺　真幸 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
上野　誠一 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
荻野　浩三 2010.4.1

2011.4.1

2011.4.1 三井住友銀行執行役員
　　 同 　　常務執行役員

川越　弘三 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
中川　雅博 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
福田　博一 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
石井　　仁 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
木村　浩司 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
黒田　　淳 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
佐藤　誠治 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
志村　正之 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
谷崎　勝教 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
西川　知宏 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
山廣　隆文 2010.4.1 三井住友銀行執行役員
早瀬　保行 2010.6.29 三井住友銀行常任監査役
会田　　南 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
東井　茂樹 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
石橋　達史 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
小野　　満 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
古賀　博文 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
伊東　稔喜 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
松下　隆史 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
良知　　昇 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
池田　剛久 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
大西　幸彦 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
奥谷　洋之 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
国崎　　肇 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
國賀　久徳 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
野田　浩一 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
森　　省輔 2011.4.1 三井住友銀行執行役員
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グループ概況─主な関係会社

㈱
三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

■㈱三井住友銀行

■SMBCフレンド証券㈱ （証券業務）

■三井住友カード㈱（クレジットカード業務）

■㈱日本総合研究所 （システム開発・情報処理
　 業務、コンサルティング業務、シンクタンク業務）

■三井住友ファイナンス＆リース㈱
　 （リース業務）

■㈱ SMFGカード &クレジット
　 （経営管理業務）

●大和住銀投信投資顧問㈱ （投資運用業務、
　 投資助言・代理業務）

●㈱ JSOL （システム開発・情報処理業務）

■㈱セディナ（クレジットカード業務）

●住友三井オートサービス㈱ （リース業務）

（注１）　2011年 4月 1日現在
（注２）　■は連結子会社、●は持分法適用会社
（注３）　Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia Berhad
 　　      は 2011年 4月 11日から営業開始

〈国内〉
■㈱みなと銀行（銀行業）
■㈱関西アーバン銀行（銀行業）
■㈱ジャパンネット銀行（インターネット専業銀行）
■ SMBC 信用保証㈱（信用保証業務）
〈海外〉
■ Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
（銀行業、以下同じ）
■三井住友銀行（中国）有限公司
■Manufacturers Bank
■ Sumitomo Mitsui Banking Corporation of Canada
■Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A.
■ ZAO Sumitomo Mitsui Rus Bank
■ PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
■  Sumitomo Mitsui Banking Corporation Malaysia 

Berhad（注 3）
● Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank

〈国内〉
■SMBC日興証券㈱ （証券業務）

〈海外〉
■ SMBC Nikko Securities America, Inc. （証券業務）
■SMBC Nikko Capital Markets Limited （証券業務）

〈海外〉
■ SMBC Leasing and Finance, Inc. （リース業務）

〈国内〉
■さくらカード㈱ （クレジットカード業務）
●ポケットカード㈱ （クレジットカード業務）

〈国内〉
■オリックス・クレジット㈱ （消費者金融業務）

●プロミス㈱ （消費者金融業務）

〈国内〉
■フィナンシャル・リンク㈱ （情報処理サービス業務、コンサ
ルティング業務）

■㈱さくらケーシーエス （システム開発・情報処理業務）
●さくら情報システム㈱ （システム開発・情報処理業務）

〈国内〉
●三井住友アセットマネジメント㈱（投資運用業務、投資助言・
代理業務）

〈国内〉
■ SMBCベンチャーキャピタル㈱（ベンチャーキャピタル業務）
■SMBCコンサルティング㈱ （経営相談業務、会員事業）
■ SMBCファイナンスサービス㈱ （融資業務、ファクタリング
業務、集金代行業務）

■ジャパン・ペンション・ナビゲーター㈱ （確定拠出年金
運営管理業務）

■ SMM オートファイナンス㈱ （自動車販売金融業務）
〈海外〉
■ SMBC Capital Markets, Inc. （スワップ関連業務、投融資業務）
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グループ事業部

カードビジネス事業部

 
 

 

取締役会

リスク管理委員会

監査委員会

報酬委員会

人事委員会

（注）　2011年 4月 1日現在

広報部

企画部
IR室
グループ CSR室

財務部

コンシューマー
ビジネス統括部

インベストメント・
バンキング統括部

IT企画部

総務部

人事部

リスク統括部

グループ業務管理室
監査部

監査役室

 

組織図
1．三井住友フィナンシャルグループ
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プ
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議
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プ

戦
略
会
議

監
査
役
・

監
査
役
会
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2．三井住友銀行

広報部
経営企画部

財務企画部

金融調査室
CSR室

政策投資室

情報システム企画部
IT業務推進部

品質管理部
お客さま相談室

人事部

人材開発部

研修所
人事相談室
ダイバーシティ推進室

総務部

金融商品コンプライアンス室
独占禁止法モニタリング室

金融犯罪対応室
海外コンプライアンス室

法務部

監査部

監査役室

資産監査部

関連事業部
■法人部門

■コーポレートスタッフ部門

■コンプライアンス部門

リスク統括部
オペレーショナルリスク管理室
システム企画室

投融資企画部
CPM室

■リスク管理部門

管理部
秘書室

事務統括部
事務推進部
企業調査部

■コーポレートサービス部門

■監査部門

■企業金融部門

■国際部門

■市場営業部門

■投資銀行部門

■個人部門

 
 
 

 
 
 

 
 
 

融資業務室
融資管理部

個人統括部

マーケティング企画室
個人コンプライアンス室

Next W・ing プロジェクト室
個人金融円滑化推進室
リテール人事室

個人商品開発室
コンサルティング事業部

ローン事業部

与信モニタリング室

与信モニタリング室

マスリテール事業部

ブロック 支店

営業部

国際法人営業部
国際企業投資部
トレードファイナンス営業部

国際業務部

ローンプラザ
アパートローン営業部

北東アジア地区営業拠点

法人営業部

法人財務開発部
不動産法人営業部
公務法人営業部
ビジネスサポートプラザ

法人プロモーションオフィス

米州各部

ローンサポート業務部
プライベートバンキング営業部
ダイレクトバンキング営業部
カードローンプラザ

欧州各部

本店営業本部
大阪本店営業本部
名古屋営業本部

米州本部
欧州本部

アジア・ 大洋州地区営業拠点 

アジア・大洋州本部

個人審査部

公共・金融法人部
法人業務推進部

法人マーケティング部

法人審査第一部

法人審査第二部

企業審査部

国際統括部
業務システム企画室
アジア研修室
国際業務開発室

アジア・大洋州統括部
アジア審査部

国際環境室

米州統括部
米州審査部
米州リスク管理部

欧州統括部
欧州審査部
欧州リスク管理部

米州コンプライアンス室

国際与信管理部

市場営業統括部
市場資金部
市場運用部
市場営業部
市場営業推進部

投資銀行統括部

シンジケーション営業部

証券戦略室
プロダクト戦略室

環境ソリューション室
船舶ファイナンス室

ダイレクトセールス室

ストラクチャードファイナンス営業部

執行管理室
信託業務室

信託部

不動産ファイナンス営業部
企業情報部
投資営業部
金融商品営業部

ストラクチャー審査部

アジア・ プロダクト推進部 

EC業務部

アセットファイナンス営業部
証券ファイナンス営業部

グローバル CMS室 ■決済ファイナンスユニット

支店サービス部
営業サービス部
公務部

コーポレート・
アドバイザリー本部 

地域法人営業本部

プライベート ・
アドバイザリー
本部各部

  スモールポートフォリオ管理室

法人企業統括部
法人金融円滑化推進室  

株
　主
　総
　会

取
　締
　役
　会

経
　営
　会
　議

監 査 役 ・ 監 査 役 会

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
部

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
本
部

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
部

確
定
拠
出
年
金
推
進
室

職
域
取
引
事
業
部

（注）　2011年 4月 1日現在
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2．三井住友銀行

広報部
経営企画部

財務企画部

金融調査室
CSR室

政策投資室

情報システム企画部
IT業務推進部

品質管理部
お客さま相談室

人事部

人材開発部

研修所
人事相談室
ダイバーシティ推進室

総務部

金融商品コンプライアンス室
独占禁止法モニタリング室

金融犯罪対応室
海外コンプライアンス室

法務部

監査部

監査役室

資産監査部

関連事業部
■法人部門

■コーポレートスタッフ部門

■コンプライアンス部門

リスク統括部
オペレーショナルリスク管理室
システム企画室

投融資企画部
CPM室

■リスク管理部門

管理部
秘書室

事務統括部
事務推進部
企業調査部

■コーポレートサービス部門

■監査部門

■企業金融部門

■国際部門

■市場営業部門

■投資銀行部門

■個人部門

 
 
 

 
 
 

 
 
 

融資業務室
融資管理部

個人統括部

マーケティング企画室
個人コンプライアンス室

Next W・ing プロジェクト室
個人金融円滑化推進室
リテール人事室

個人商品開発室
コンサルティング事業部

ローン事業部

与信モニタリング室

与信モニタリング室

マスリテール事業部

ブロック 支店

営業部

国際法人営業部
国際企業投資部
トレードファイナンス営業部

国際業務部

ローンプラザ
アパートローン営業部

北東アジア地区営業拠点

法人営業部

法人財務開発部
不動産法人営業部
公務法人営業部
ビジネスサポートプラザ

法人プロモーションオフィス

米州各部

ローンサポート業務部
プライベートバンキング営業部
ダイレクトバンキング営業部
カードローンプラザ

欧州各部

本店営業本部
大阪本店営業本部
名古屋営業本部

米州本部
欧州本部

アジア・ 大洋州地区営業拠点 

アジア・大洋州本部

個人審査部

公共・金融法人部
法人業務推進部

法人マーケティング部

法人審査第一部

法人審査第二部

企業審査部

国際統括部
業務システム企画室
アジア研修室
国際業務開発室

アジア・大洋州統括部
アジア審査部

国際環境室

米州統括部
米州審査部
米州リスク管理部

欧州統括部
欧州審査部
欧州リスク管理部

米州コンプライアンス室

国際与信管理部

市場営業統括部
市場資金部
市場運用部
市場営業部
市場営業推進部

投資銀行統括部

シンジケーション営業部

証券戦略室
プロダクト戦略室

環境ソリューション室
船舶ファイナンス室

ダイレクトセールス室

ストラクチャードファイナンス営業部

執行管理室
信託業務室

信託部

不動産ファイナンス営業部
企業情報部
投資営業部
金融商品営業部

ストラクチャー審査部

アジア・ プロダクト推進部 

EC業務部

アセットファイナンス営業部
証券ファイナンス営業部

グローバル CMS室 ■決済ファイナンスユニット

支店サービス部
営業サービス部
公務部

コーポレート・
アドバイザリー本部 

地域法人営業本部

プライベート ・
アドバイザリー
本部各部

  スモールポートフォリオ管理室

法人企業統括部
法人金融円滑化推進室  

株
　主
　総
　会

取
　締
　役
　会

経
　営
　会
　議

監 査 役 ・ 監 査 役 会

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
部

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
本
部

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
・
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
部

確
定
拠
出
年
金
推
進
室

職
域
取
引
事
業
部

（注）　2011年 4月 1日現在
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財務データ
1．財務ハイライト

連　結 三井住友銀行 三井住友フィナンシャルグループ

2002年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
経常利益
当期純利益
資本金
純資産額
総資産額
連結子会社数
持分法適用会社数
従業員数（注 3）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（社）

（社）

（人）

△ 580,628
△ 463,887
1,326,746
2,912,619

108,005,001
144
38

43,793

△ 515,749
△ 465,359
1,247,650
2,424,074

104,607,449
170
47

42,996

342,844
330,414
1,247,650
3,070,942
102,215,172

165
48

42,014

△ 30,293
△ 234,201
1,352,651
2,775,728
99,731,858

167
53

40,683

963,554
686,841
1,420,877
4,454,399
107,010,575

162
63

40,681

798,610
441,351
1,420,877
5,331,279
100,858,309

181
62

41,428

831,160
461,536
1,420,877
5,224,076
111,955,918

268
74

46,429

45,311
△ 373,456
1,420,877
4,611,764
119,637,224

288
79

48,079

558,769
271,559
2,337,895
7,000,805
123,159,513

307
58

57,888

825,428
475,895
2,337,895
7,132,073
137,803,098

327
47

61,555

経常利益
当期純利益
資本金
純資産額
総資産額
連結子会社数
持分法適用会社数
従業員数

単　体 三井住友銀行
（わかしお銀行と合併前）

三井住友銀行

2002年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
業務粗利益
経費（除く臨時処理分）
業務純益（注 1）
与信関係費用
株式等損益
経常利益
当期純利益
資本金
純資産額
総資産額
預金残高
貸出金残高
有価証券残高
国内店舗数（注 2）
海外店舗数（注 2）
従業員数（注 3）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（店、所）

（店、所）

（人）

1,853,515
△ 670,145
1,183,369

△ 1,543,078
△ 130,689
△ 522,106
△ 322,852
1,326,746
3,196,492

102,082,581
61,051,813
59,928,368
20,442,996

691
39

22,464

1,760,684
△ 647,040
1,113,643

△ 1,074,517
△ 635,708
△ 597,188
△ 478,304
559,985
2,279,223
97,891,161
58,610,731
57,282,365
23,656,385

570
38

19,797

1,584,127
△ 583,995
1,000,132
△ 803,403
103,867
185,138
301,113
559,985
2,870,870
94,109,074
60,067,417
50,810,144
26,592,584

614
38

17,546

1,522,861
△ 582,365
940,495

△ 954,843
△ 118,727
△ 71,680
△ 136,854
664,986
2,752,735
91,129,776
62,788,328
50,067,586
23,676,696

605
37

16,338

1,552,033
△ 586,459
965,573

△ 230,935
25,460
720,933
519,520
664,986
3,634,776
97,443,428
65,070,784
51,857,559
25,202,541

606
35

16,050

1,344,490
△ 603,888
740,601
△ 89,491
11,098
573,313
315,740
664,986
3,992,884
91,537,228
66,235,002
53,756,440
20,060,873

620
40

16,407

1,484,783
△ 665,091
819,691

△ 147,765
△ 141,002
510,739
205,742
664,986
3,493,249
100,033,020
66,417,260
56,957,813
22,758,241

631
44

17,886

1,524,856
△ 701,479
823,377

△ 550,079
△ 220,429
36,055

△ 301,116
664,986
2,546,493
107,478,218
69,499,997
60,241,266
28,000,515

642
47

21,816

1,455,275
△ 685,752
769,522

△ 254,660
3,857
462,749
317,995
1,770,996
5,397,949
103,536,394
70,457,266
56,619,058
28,536,200

659
46

22,460

1,531,759
△ 699,197
832,562
△ 94,269
△ 87,285
595,704
421,180
1,770,996
5,559,293
115,484,907
74,036,469
55,237,613
39,853,432

659
48

22,524

業務粗利益
経費（除く臨時処理分）
業務純益
与信関係費用
株式等損益
経常利益
当期純利益
資本金
純資産額
総資産額
預金残高
貸出金残高
有価証券残高
国内店舗数
海外店舗数
従業員数

（注１）  業務純益は一般貸倒引当金繰入前。
（注２）  国内店舗数は本支店（外為事務部、被振込専用支店、ATM管理専門支店等を含む）、出張所、代理店及び銀行

代理業者の合計。海外店舗数（拠点設置ベース）は三井住友銀行の支店、出張所、駐在員事務所と、三井住友
銀行（中国）有限公司および欧州三井住友銀行の本支店、出張所、駐在員事務所の合計。海外については、設置・
閉鎖の手続き完了を基準とする店舗数であり、業務開始・終了を基準とする場合とは一致しない年がある。

（注３）  従業員数は就業者数で、海外の現地採用者を含み、嘱託および臨時従業員を含まない。
（注４）  各金額および自己資本比率、Tier l比率は表示単位未満を切り捨て、不良債権比率は四捨五入。
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財務データ
1．財務ハイライト

連　結 三井住友銀行 三井住友フィナンシャルグループ

2002年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
経常利益
当期純利益
資本金
純資産額
総資産額
連結子会社数
持分法適用会社数
従業員数（注 3）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（社）

（社）

（人）

△ 580,628
△ 463,887
1,326,746
2,912,619
108,005,001

144
38

43,793

△ 515,749
△ 465,359
1,247,650
2,424,074
104,607,449

170
47

42,996

342,844
330,414
1,247,650
3,070,942

102,215,172
165
48

42,014

△ 30,293
△ 234,201
1,352,651
2,775,728
99,731,858

167
53

40,683

963,554
686,841
1,420,877
4,454,399

107,010,575
162
63

40,681

798,610
441,351
1,420,877
5,331,279

100,858,309
181
62

41,428

831,160
461,536
1,420,877
5,224,076

111,955,918
268
74

46,429

45,311
△ 373,456
1,420,877
4,611,764

119,637,224
288
79

48,079

558,769
271,559
2,337,895
7,000,805

123,159,513
307
58

57,888

825,428
475,895
2,337,895
7,132,073
137,803,098

327
47

61,555

経常利益
当期純利益
資本金
純資産額
総資産額
連結子会社数
持分法適用会社数
従業員数

単　体 三井住友銀行
（わかしお銀行と合併前）

三井住友銀行

2002年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
業務粗利益
経費（除く臨時処理分）
業務純益（注 1）
与信関係費用
株式等損益
経常利益
当期純利益
資本金
純資産額
総資産額
預金残高
貸出金残高
有価証券残高
国内店舗数（注 2）
海外店舗数（注 2）
従業員数（注 3）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（百万円）

（店、所）

（店、所）

（人）

1,853,515
△ 670,145
1,183,369

△ 1,543,078
△ 130,689
△ 522,106
△ 322,852
1,326,746
3,196,492
102,082,581
61,051,813
59,928,368
20,442,996

691
39

22,464

1,760,684
△ 647,040
1,113,643

△ 1,074,517
△ 635,708
△ 597,188
△ 478,304
559,985
2,279,223
97,891,161
58,610,731
57,282,365
23,656,385

570
38

19,797

1,584,127
△ 583,995
1,000,132
△ 803,403
103,867
185,138
301,113
559,985
2,870,870
94,109,074
60,067,417
50,810,144
26,592,584

614
38

17,546

1,522,861
△ 582,365
940,495

△ 954,843
△ 118,727
△ 71,680
△ 136,854
664,986
2,752,735
91,129,776
62,788,328
50,067,586
23,676,696

605
37

16,338

1,552,033
△ 586,459
965,573

△ 230,935
25,460
720,933
519,520
664,986
3,634,776
97,443,428
65,070,784
51,857,559
25,202,541

606
35

16,050

1,344,490
△ 603,888
740,601
△ 89,491
11,098
573,313
315,740
664,986
3,992,884
91,537,228
66,235,002
53,756,440
20,060,873

620
40

16,407

1,484,783
△ 665,091
819,691

△ 147,765
△ 141,002
510,739
205,742
664,986
3,493,249

100,033,020
66,417,260
56,957,813
22,758,241

631
44

17,886

1,524,856
△ 701,479
823,377

△ 550,079
△ 220,429
36,055

△ 301,116
664,986
2,546,493

107,478,218
69,499,997
60,241,266
28,000,515

642
47

21,816

1,455,275
△ 685,752
769,522

△ 254,660
3,857

462,749
317,995
1,770,996
5,397,949

103,536,394
70,457,266
56,619,058
28,536,200

659
46

22,460

1,531,759
△ 699,197
832,562
△ 94,269
△ 87,285
595,704
421,180
1,770,996
5,559,293
115,484,907
74,036,469
55,237,613
39,853,432

659
48

22,524

業務粗利益
経費（除く臨時処理分）
業務純益
与信関係費用
株式等損益
経常利益
当期純利益
資本金
純資産額
総資産額
預金残高
貸出金残高
有価証券残高
国内店舗数
海外店舗数
従業員数

（注１）  業務純益は一般貸倒引当金繰入前。
（注２）  国内店舗数は本支店（外為事務部、被振込専用支店、ATM管理専門支店等を含む）、出張所、代理店及び銀行

代理業者の合計。海外店舗数（拠点設置ベース）は三井住友銀行の支店、出張所、駐在員事務所と、三井住友
銀行（中国）有限公司および欧州三井住友銀行の本支店、出張所、駐在員事務所の合計。海外については、設置・
閉鎖の手続き完了を基準とする店舗数であり、業務開始・終了を基準とする場合とは一致しない年がある。

（注３）  従業員数は就業者数で、海外の現地採用者を含み、嘱託および臨時従業員を含まない。
（注４）  各金額および自己資本比率、Tier l比率は表示単位未満を切り捨て、不良債権比率は四捨五入。
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2．金融再生法開示債権、有価証券（その他有価証券）評価損益

連　結 三井住友銀行 三井住友フィナンシャルグループ （単位：百万円、％）

2002年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
金融再生法開示債権 6,567,725 5,853,773 3,336,197 2,323,006 1,292,457 1,084,632 1,132,643 1,653,186 1,571,842 1,690,321 金融再生法開示債権 
破産更生債権及びこれらに
準ずる債権 638,236 655,976 485,864 480,968 250,101 193,792 206,634 505,666 392,424 281,611 破産更生債権及びこれらに

準ずる債権
　　危険債権 3,263,420 2,340,207 1,409,151 1,074,240 564,949 384,817 507,167 865,603 881,239 875,837 　　危険債権
　　要管理債権 2,666,069 2,857,590 1,441,182 767,797 477,405 506,024 418,841 281,917 298,179 532,873 　　要管理債権
不良債権比率 9.6 9.0 5.6 3.9 2.1 1.6 1.6 2.3 2.2 2.4 不良債権比率

有価証券（その他有価証券）
評価損益 △ 495,507 △ 30,643 575,612 696,339 1,373,337 1,825,168 745,420 △ 33,176 586,414 370,899

有価証券（その他有価証券）
評価損益

　　株　式 △ 509,305 △ 165,442 669,784 705,053 1,702,690 1,972,647 936,228 7,062 410,984 311,956 株　式
　　債　券 36,459 111,164 △ 103,256 14,961 △ 297,233 △ 157,367 △ 132,892 △ 2,826 123,658 76,770 債　券
　　その他 △ 22,661 23,634 9,084 △ 23,675 △ 32,120 9,888 △ 57,915 △ 37,412 51,771 △ 17,827 その他

3．自己資本比率

連　結 三井住友銀行 三井住友フィナンシャルグループ （単位：百万円、％）

2002年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
自己資本 7,060,807 5,978,922 6,737,397 6,020,069 8,094,361 6,852,723 6,665,543 6,047,812 8,128,228 8,432,871 自己資本
基本的項目　① 3,719,366 3,255,936 3,571,604 3,262,250 4,645,905 3,903,257 4,381,464 4,335,085 6,032,280 6,323,995 基本的項目　①
補完的項目（自己資本への
算入額） 3,504,772 2,961,619 3,416,547 3,262,250 4,067,736 3,640,226 3,021,872 2,420,968 2,563,853 2,536,958 補完的項目（自己資本への

算入額）
　　控除項目 △ 163,331 △ 238,633 △ 250,754 △ 504,430 △ 619,279 △ 690,759 △ 737,792 △ 708,241 △ 467,906 △ 428,082 　　控除項目
リスク・アセット等　② 67,548,012 59,166,864 59,204,015 60,552,620 65,322,349 60,540,346 63,117,349 52,726,507 54,084,471 50,693,696 リスク・アセット等　②
自己資本比率（第一基準）（注） 10.45 10.10 11.37 9.94 12.39 11.31 10.56 11.47 15.02 16.63 自己資本比率（第一基準）
Tier1 比率　①÷②× 100  5.50  5.50  6.03 5.38  7.11  6.44  6.94  8.22 11.15 12.47 Tier1 比率　①÷②× 100

（注）  2002年 3月期は国際統一基準。

 三井住友銀行
単　体 （わかしお銀行と合併前）

三井住友銀行
（単位：百万円、％）

2002年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
金融再生法開示債権 5,900,043 5,261,345 2,811,234 1,824,622 960,095 738,667 803,939 1,194,170 1,100,685 1,126,269 金融再生法開示債権 
破産更生債権及びこれらに
準ずる債権 493,538 524,889 361,642 448,261 164,510 108,893 117,757 319,627 224,335 138,433 破産更生債権及びこれらに

準ずる債権
　　危険債権 2,970,165 2,129,501 1,202,673 924,451 473,409 300,097 402,028 678,240 697,670 684,826 　　危険債権
　　要管理債権 2,436,340 2,606,955 1,246,919 451,909 322,175 329,677 284,153 196,303 178,679 303,010 　　要管理債権
不良債権比率 8.9 8.4 5.0 3.3 1.7 1.2 1.2 1.8 1.7 1.8 不良債権比率
有価証券（その他有価証券）
評価損益 △ 481,654 △ 17,857 556,146 651,385 1,316,206 1,832,891 755,749 △ 42,701 521,377 305,621 有価証券（その他有価証券）

評価損益
　　株　式 △ 500,897 △ 152,354 651,101 667,326 1,632,404 1,978,749 936,324 △ 16,545 371,459 275,468 株　式
　　債　券 37,783 108,712 △ 101,890 7,700 △ 282,254 △ 151,444 △ 129,508 △ 1,241 116,145 71,931 債　券
　　その他 △ 18,540 25,785 6,935 △ 23,641 △ 33,943 5,587 △ 51,067 △ 24,914 33,772 △ 41,778 その他
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2．金融再生法開示債権、有価証券（その他有価証券）評価損益

連　結 三井住友銀行 三井住友フィナンシャルグループ （単位：百万円、％）

2002年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
金融再生法開示債権 6,567,725 5,853,773 3,336,197 2,323,006 1,292,457 1,084,632 1,132,643 1,653,186 1,571,842 1,690,321 金融再生法開示債権 
破産更生債権及びこれらに
準ずる債権 638,236 655,976 485,864 480,968 250,101 193,792 206,634 505,666 392,424 281,611 破産更生債権及びこれらに

準ずる債権
　　危険債権 3,263,420 2,340,207 1,409,151 1,074,240 564,949 384,817 507,167 865,603 881,239 875,837 　　危険債権
　　要管理債権 2,666,069 2,857,590 1,441,182 767,797 477,405 506,024 418,841 281,917 298,179 532,873 　　要管理債権
不良債権比率 9.6 9.0 5.6 3.9 2.1 1.6 1.6 2.3 2.2 2.4 不良債権比率

有価証券（その他有価証券）
評価損益 △ 495,507 △ 30,643 575,612 696,339 1,373,337 1,825,168 745,420 △ 33,176 586,414 370,899

有価証券（その他有価証券）
評価損益

　　株　式 △ 509,305 △ 165,442 669,784 705,053 1,702,690 1,972,647 936,228 7,062 410,984 311,956 株　式
　　債　券 36,459 111,164 △ 103,256 14,961 △ 297,233 △ 157,367 △ 132,892 △ 2,826 123,658 76,770 債　券
　　その他 △ 22,661 23,634 9,084 △ 23,675 △ 32,120 9,888 △ 57,915 △ 37,412 51,771 △ 17,827 その他

3．自己資本比率

連　結 三井住友銀行 三井住友フィナンシャルグループ （単位：百万円、％）

2002年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
自己資本 7,060,807 5,978,922 6,737,397 6,020,069 8,094,361 6,852,723 6,665,543 6,047,812 8,128,228 8,432,871 自己資本
基本的項目　① 3,719,366 3,255,936 3,571,604 3,262,250 4,645,905 3,903,257 4,381,464 4,335,085 6,032,280 6,323,995 基本的項目　①
補完的項目（自己資本への
算入額） 3,504,772 2,961,619 3,416,547 3,262,250 4,067,736 3,640,226 3,021,872 2,420,968 2,563,853 2,536,958 補完的項目（自己資本への

算入額）
　　控除項目 △ 163,331 △ 238,633 △ 250,754 △ 504,430 △ 619,279 △ 690,759 △ 737,792 △ 708,241 △ 467,906 △ 428,082 　　控除項目
リスク・アセット等　② 67,548,012 59,166,864 59,204,015 60,552,620 65,322,349 60,540,346 63,117,349 52,726,507 54,084,471 50,693,696 リスク・アセット等　②
自己資本比率（第一基準）（注） 10.45 10.10 11.37 9.94 12.39 11.31 10.56 11.47 15.02 16.63 自己資本比率（第一基準）
Tier1 比率　①÷②× 100  5.50  5.50  6.03 5.38  7.11  6.44  6.94  8.22 11.15 12.47 Tier1 比率　①÷②× 100

（注）  2002年 3月期は国際統一基準。

 三井住友銀行
単　体 （わかしお銀行と合併前）

三井住友銀行
（単位：百万円、％）

2002年3月期 2003年3月期 2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
金融再生法開示債権 5,900,043 5,261,345 2,811,234 1,824,622 960,095 738,667 803,939 1,194,170 1,100,685 1,126,269 金融再生法開示債権 
破産更生債権及びこれらに
準ずる債権 493,538 524,889 361,642 448,261 164,510 108,893 117,757 319,627 224,335 138,433 破産更生債権及びこれらに

準ずる債権
　　危険債権 2,970,165 2,129,501 1,202,673 924,451 473,409 300,097 402,028 678,240 697,670 684,826 　　危険債権
　　要管理債権 2,436,340 2,606,955 1,246,919 451,909 322,175 329,677 284,153 196,303 178,679 303,010 　　要管理債権
不良債権比率 8.9 8.4 5.0 3.3 1.7 1.2 1.2 1.8 1.7 1.8 不良債権比率
有価証券（その他有価証券）
評価損益 △ 481,654 △ 17,857 556,146 651,385 1,316,206 1,832,891 755,749 △ 42,701 521,377 305,621 有価証券（その他有価証券）

評価損益
　　株　式 △ 500,897 △ 152,354 651,101 667,326 1,632,404 1,978,749 936,324 △ 16,545 371,459 275,468 株　式
　　債　券 37,783 108,712 △ 101,890 7,700 △ 282,254 △ 151,444 △ 129,508 △ 1,241 116,145 71,931 債　券
　　その他 △ 18,540 25,785 6,935 △ 23,641 △ 33,943 5,587 △ 51,067 △ 24,914 33,772 △ 41,778 その他
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4．住友銀行、さくら銀行の財務データ（2001 年 3 月期）

①財務ハイライト

連　結

住友銀行 さくら銀行
経常利益 （百万円） 310,741 183,876
当期純利益 （百万円） 83,469 48,939
純資産額 （百万円） 1,837,151 2,175,809
総資産額 （百万円） 67,392,974 51,849,687
連結子会社数 （社） 84 65
持分法適用会社数 （社） 29 12
従業員数（注 3） （人） 22,222 24,184

単　体

住友銀行 さくら銀行
業務粗利益 （百万円） 772,811 730,392
経費（除く臨時処理分）（百万円） △ 325,138 △ 374,990
業務純益（注 1） （百万円） 447,672 355,401
与信関係費用 （百万円） △ 558,005 △ 261,098
株式等損益 （百万円） 259,940 51,481
経常利益 （百万円） 168,421 190,746
当期純利益 （百万円） 55,675 82,160
資本金 （百万円） 752,848 1,042,706
純資産額 （百万円） 1,918,707 2,281,230
総資産額 （百万円） 65,265,680 48,461,818
預金残高 （百万円） 30,169,065 28,872,248
貸出金残高 （百万円） 31,172,382 30,575,498
有価証券残高 （百万円） 16,860,309 10,199,669
国内店舗数（注 2） （店、所） 318 359
海外店舗数（注 2） （店、所） 36 23
従業員数（注 3） （人） 12,173 12,558

（注１）  業務純益は一般貸倒引当金繰入前。
（注２）  国内店舗数は本支店（外為事務部、被振込専用支店、ATM管

理専門支店を含む）、出張所、代理店の合計。海外店舗数は支店、
出張所、駐在員事務所の合計。海外については、設置・閉鎖の
手続き完了を基準とする店舗数であり、業務開始・終了を基準
とする場合とは一致しない。

（注３）  従業員数は就業者数で、海外の現地採用者を含み、嘱託および
臨時従業員を含まない。

（注４）  各金額および自己資本比率、Tier l比率は表示単位未満を切り
捨て、不良債権比率は四捨五入。
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②金融再生法開示債権、有価証券（その他有価証券）評価損益

連　結 （単位：百万円、％）

住友銀行 さくら銀行
金融再生法開示債権 1,834,918 1,520,073
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権 287,758 489,581
　　危険債権 1,363,207 803,208
　　要管理債権 183,953 227,283
不良債権比率 5.2 4.2
有価証券（その他有価証券）評価損益 51,738 △ 352,844
　株　式 △ 156,523 △ 361,202
　債　券 83,122 24,728
　その他 125,139 △ 16,371

③自己資本比率

連　結 （単位：百万円、％）

住友銀行 さくら銀行
自己資本 4,149,993 3,834,324

基本的項目　① 2,258,261 2,496,449
補完的項目（自己資本への算入額） 1,995,364 1,351,627
控除項目 △ 103,632 △ 13,752

リスク・アセット等　② 37,925,221 33,891,414
自己資本比率（国際統一基準） 10.94 11.31
Tier1 比率　①÷②× 100 5.95 7.36

単　体 （単位：百万円、％）

住友銀行 さくら銀行
金融再生法開示債権 1,561,564 1,260,895
　　破産更生債権及びこれらに準ずる債権 199,015 390,914
　　危険債権 1,263,454 679,644
　　要管理債権 99,095 190,337
不良債権比率 4.4 3.8
有価証券（その他有価証券）評価損益 △ 83,216 △ 346,628
　株　式 △ 162,302 △ 355,730
　債　券 80,945 21,416
　その他 △ 1,859 △ 12,314
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（注１）　年月は参考資料によったが、資料によって異なる場合は、適宜、判断した。住友銀行（個人経営）の創業、私盟会社三井銀行の創立は営業開始の年月を記載しているが、
他の銀行などの場合、利用した参考資料において、営業開始前の会社創立や設立の年月を基準としている場合があるほか、改組などの年月についても、認可の時点、新組
織の設立時点、旧組織から新組織への資産・負債等の譲渡時点、新組織での営業開始時点など、定義は必ずしも一致していない。国立銀行の設立年月は、参考資料で設立
を他の年月としている場合も、開業免状下附の年月で統一した。

（注２）　1893年7月に旧商法の会社関係規定が施行された後の沿革の説明には、会社の種類の略号として下記を使用している。法制上の会社以外の金融機関（制度導入前に設立され、
導入後も法制上の会社とならずに継続した金融機関と、制度導入後に、法制上の会社以外で設立された金融機関）を、個人経営（個人）としている。

　　　　　（個人）：個人経営　　㈴：合名会社　　㈾：合資会社　　㈱：株式会社
（注３）　個人経営から会社組織への変更と会社の種類の変更（旧商法の一部施行に伴う法制上の会社への移行を含む）を、改組としている。他方、金融規制上の位置付けが変わっても、

会社の種類が同じであれば改組と表記していない。また、名称（会社の種類以外の部分）の変更を、改称としている。
（注４）　複数の金融機関に営業が譲渡され、営業を譲り受けた金融機関の中の一つであった場合、一部営業譲受と表記している。
（注５）　金融業以外の沿革は、原則として省略している。　　　は三井住友銀行の有価証券報告書（2011 年 3 月期）の「企業の概況　沿革」に記載している金融機関（ただし、

2011年 4月 1日時点で他の金融グループに属しているものは、  　　　を付けていない）。
（注６）　各沿革系統図の全体像に関する参考資料は、別途、参考文献に掲げた。その他、個々の資料名は割愛したが、各金融機関の資料（社史など）や、その地元の史料などに当たり、

細部の内容を確認した。
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東京西南信用組合
1953.4設立
三善信用組合

1974.4合併・改称
西南三善信用組合

1980.7改称
西南信用組合

2003.3
合併

1953.4設立
田辺信用組合

1998.4
事業譲受

2001.4
合併に伴い
三井住友銀行の
完全子会社

2003.1
三井住友
フィナンシャル
グループの
完全子会社

1996.9営業譲受

1996.6設立

さくら銀行の
完全子会社

1949.6改称
みなし無尽開始
日本殖産㈱

1950.4改称
平和貯蓄殖産無尽㈱

1949.6設立
大日殖産㈱

1974.4
合併

1950.4設立
東京住宅無尽㈱

1972.10
合併

1955.10合併 1968.12合併
1971.10合併

1954.11
合併

1953.8設立
福徳信用組合
1953.7設立
曙信用組合
1951.11設立
図南信用組合
1952.11設立
東京勧業信用組合
1952.9設立
千代田信用組合

1952.12改称
東海信用組合

1955.5改称
東京中央信用組合

1957.11改称
恵比寿商工信用組合

1963.2改称
第一信用組合

1911.11設立
相互貯金㈱

1917.1改称
相互無尽㈱

1951.10改称
㈱第一相互銀行

1989.10改称
㈱太平洋銀行

1963.1改称
勧業信用組合
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（注１）　年月は参考資料によったが、資料によって異なる場合は、適宜、判断した。住友銀行（個人経営）の創業、私盟会社三井銀行の創立は営業開始の年月を記載しているが、
他の銀行などの場合、利用した参考資料において、営業開始前の会社創立や設立の年月を基準としている場合があるほか、改組などの年月についても、認可の時点、新組
織の設立時点、旧組織から新組織への資産・負債等の譲渡時点、新組織での営業開始時点など、定義は必ずしも一致していない。国立銀行の設立年月は、参考資料で設立
を他の年月としている場合も、開業免状下附の年月で統一した。

（注２）　1893年7月に旧商法の会社関係規定が施行された後の沿革の説明には、会社の種類の略号として下記を使用している。法制上の会社以外の金融機関（制度導入前に設立され、
導入後も法制上の会社とならずに継続した金融機関と、制度導入後に、法制上の会社以外で設立された金融機関）を、個人経営（個人）としている。

　　　　　（個人）：個人経営　　㈴：合名会社　　㈾：合資会社　　㈱：株式会社
（注３）　個人経営から会社組織への変更と会社の種類の変更（旧商法の一部施行に伴う法制上の会社への移行を含む）を、改組としている。他方、金融規制上の位置付けが変わっても、

会社の種類が同じであれば改組と表記していない。また、名称（会社の種類以外の部分）の変更を、改称としている。
（注４）　複数の金融機関に営業が譲渡され、営業を譲り受けた金融機関の中の一つであった場合、一部営業譲受と表記している。
（注５）　金融業以外の沿革は、原則として省略している。　　　は三井住友銀行の有価証券報告書（2011 年 3 月期）の「企業の概況　沿革」に記載している金融機関（ただし、

2011年 4月 1日時点で他の金融グループに属しているものは、  　　　を付けていない）。
（注６）　各沿革系統図の全体像に関する参考資料は、別途、参考文献に掲げた。その他、個々の資料名は割愛したが、各金融機関の資料（社史など）や、その地元の史料などに当たり、

細部の内容を確認した。
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1895（明治 28）.11
創業

1912.3改組
（1912.4営業開始）

住
友
銀
行
（
個
人
経
営
）

㈱
　住
　友
　銀
　行

㈱
　大
　阪
　銀
　行

㈱
　住
　友
　銀
　行

㈱
さ
く
ら
銀
行

1878.11設立
第六十一国立銀行

1893.6合併・設立
京町貸金会社

1877.10設立
京町貸金会社
1882.2設立
日吉貸金会社

1880.7設立
荘島町貸金会社
1886.1設立
御島貸金会社

1879.3設立
櫛原貸金会社

1893.5合併・設立
荘島貸金会社

1884.11設立
常盤組

1940.3合併・設立 1942.6
営業譲受

1942.3
営業一部譲受

1930.3
営業譲受

㈱池田実業銀行

㈱阪南銀行

1895.9設立
㈱泉屋銀行

1879.2設立
第百六国立銀行

1897.4改組・改称
㈱六十一銀行

1893.11改組・改称
㈱荘島銀行

1924.4合併 1928.4合併

1928.8営業譲受

1945.7
合併

1952.12
改称（行名復帰）

㈱
三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ

2002.12
設立

㈱

三

井

住

友

銀

行
㈱

三

井

住

友

銀

行

2001（平成 13）.4
合併・改称

㈱河内銀行
1952.11設立

㈱わかしお銀行

1951.10改称

㈱平和相互銀行

1965.4合併 1986.10合併

2002.12
完全子会社1950.4営業譲受

1998.10
事業譲受

1893.11改組・改称
㈱京町銀行

1893.12改組・改称
㈱櫛原銀行

1897.7合併

1893.11改組・改称
㈱常盤銀行

1920.1設立
㈱田中興業銀行

1920.5
合併1894.9設立

㈴田中銀行
1896.7設立
㈱若松貯蓄銀行
1896.7設立
㈱久留米貯蓄銀行
1899.2設立
㈾浅田銀行
1895.5銀行業兼営開始
和歌山倉庫㈱

1898.4改組・改称
㈱佐賀百六銀行

1922.1改称
㈱若松商業銀行
1922.1改称
㈱久留米銀行

1911.2改称
㈱和歌山倉庫銀行

1894.6設立
㈱豊田銀行

1899.3改称
㈱下毛実業銀行

1915.5設立
㈱肥前銀行
1916.9設立
㈱西肥銀行
1914.4改称
㈱豊前銀行

1897.11設立
㈱鶴谷貯金銀行

1912.6設立
1924.1合併

1922.1改称
㈱鶴谷銀行

1922.9改称
㈱佐伯銀行

1922.11設立
㈱三州平和銀行

1899.5
営業譲受

1912.10
営業譲受

1924.5
営業譲受

1925.5
営業譲受

1928.4
営業譲受

1930.11
営業一部譲受

1931.11
営業譲受

1941.9
営業譲受

1943.12
営業一部譲受

1931.2
営業譲受

1938.6
営業譲受1897.5設立

㈱広根銀行
1899.4設立
㈱北摂銀行1897.4設立

㈱能勢銀行
1896.7設立
㈱伊丹銀行

1893.11改組
㈱岸和田銀行

1893.6設立
岸和田銀行

1878.9設立
第五十一国立銀行

1893.12改組
㈾岡田銀行

1885.4設立
岡田銀行

1898.1改組・改称
㈱五十一銀行

1894.10設立
㈱岸和田貯蓄銀行

1896.12設立
㈱貝塚銀行

1902.1
合併

1922.1改称
㈱岸和田銀行

1930.5
営業譲受

1935.5
合併

1921.12設立
㈱岸和田貯蓄銀行

1921.12設立
㈱和泉貯蓄銀行

1897.9設立
㈱和泉貯金銀行
1897.6設立
㈱尾崎銀行

1899.9設立
㈴三林銀行

1907.8設立
㈱寺田銀行

1934.8
合併1922.1改称

㈱和泉銀行

1911.9設立
㈱河泉銀行

1920.3設立
㈱辻林銀行

1912.10設立
㈱大津銀行1883.4設立

上郷銀行
1893.10改組
㈱上郷銀行

1920.7
営業譲受

1900.7設立
㈱鳥取銀行

1926.3
営業譲受

1897.5設立
㈾深日銀行

1919.5改組
㈱深日銀行

1932.12合併・設立
㈱泉南銀行

1948（昭和 23）.10
改称

1953.11設立
東京菓業信用組合

1977.8改称
総栄信用組合

1988.2
合併

1955.8設立
東京西南信用組合
1953.4設立
三善信用組合

1974.4合併・改称
西南三善信用組合

1980.7改称
西南信用組合

2003.3
合併

1953.4設立
田辺信用組合

1998.4
事業譲受

2001.4
合併に伴い
三井住友銀行の
完全子会社

2003.1
三井住友
フィナンシャル
グループの
完全子会社

1996.9営業譲受

1996.6設立

さくら銀行の
完全子会社

1949.6改称
みなし無尽開始
日本殖産㈱

1950.4改称
平和貯蓄殖産無尽㈱

1949.6設立
大日殖産㈱

1974.4
合併

1950.4設立
東京住宅無尽㈱

1972.10
合併

1955.10合併 1968.12合併
1971.10合併

1954.11
合併

1953.8設立
福徳信用組合
1953.7設立
曙信用組合
1951.11設立
図南信用組合
1952.11設立
東京勧業信用組合
1952.9設立
千代田信用組合

1952.12改称
東海信用組合

1955.5改称
東京中央信用組合

1957.11改称
恵比寿商工信用組合

1963.2改称
第一信用組合

1911.11設立
相互貯金㈱

1917.1改称
相互無尽㈱

1951.10改称
㈱第一相互銀行

1989.10改称
㈱太平洋銀行

1963.1改称
勧業信用組合
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1876（明治 9）.7
創立

（
私
盟
会
社
）
三 

井 

銀 

行

1893.6改組
（1893.7営業開始）

1897.5改組・改称 1920.8
営業譲受

1926.4合併

1920.8
合併

1919.9
営業譲受

1909.11
営業譲受

1921.9
営業譲受

1922.3
営業譲受

㈴
　三
　井
　銀
　行

1909.10改組
（1909.11営業開始）

1910.3設立
㈱西脇銀行

1894.8設立
㈱瀬高銀行

1896.9改組・改称
㈱第一銀行

1893.12改組
㈱三池銀行

1886.10設立
三池銀行

1887.11設立
大阪共立銀行

1877.5設立
第十五国立銀行

1879.1設立
第百三十一国立銀行

1895.2設立
㈱和歌山銀行

1878.1設立
第三十二国立銀行

1898.1改組・改称
㈱浪速銀行

1881.7
合併

1881.10
合併 1898.9合併

1899.4
合併

1900.7
合併

1901.6
合併

1918.1
合併1879.3設立

第百四十二国立銀行

1873.9設立
第五国立銀行

1896.10改組・改称
㈱第五銀行

1896.6設立
㈱馬関商業銀行

㈱第一銀行 （略）

1958.4改称

1894.8設立
㈱大阪明治銀行

1900.10設立
㈱富国銀行

1893.12改組
㈱大阪共立銀行

1896.6設立
㈱大阪商工銀行

1905.10設立
㈾神戸川崎銀行

1916.10改組
㈱神戸川崎銀行

1895.9設立
㈱商工貯金銀行

1922.1改称
㈱商工銀行

1900.5設立
㈱高田農商銀行

1908.5営業譲受
1898.10設立
㈱四十九貯金銀行

1951.11改称
㈱亜東銀行

1952.8改称
㈱中小企業助成銀行

1899.3設立
㈱周陽銀行

1897.8設立
㈱丁酉銀行

1917.10改称
㈱津田銀行

1873.7設立
第一国立銀行

㈱ 

　三
　井
　銀
　行

1943（昭和 18）.4
合併・設立

1941.10
営業譲受

1943.11
営業一部
譲受

1944.8
合併

1948.10
分離

㈱
　帝
　国
　銀
　行

㈱
　帝
　国
　銀
　行

1954.1
改称（行名復帰）

1968.4
合併

㈱
　三
　井
　銀
　行

1990
（平成 2）.4
合併・改称

㈱
太
陽
神
戸
三
井
銀
行

㈱
太
陽
神
戸
銀
行

1992.4
改称

㈱
さ
く
ら
銀
行㈱十五銀行

㈱東都銀行

（略）
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1876（明治 9）.7
創立

（
私
盟
会
社
）
三 

井 

銀 

行

1893.6改組
（1893.7営業開始）

1897.5改組・改称 1920.8
営業譲受

1926.4合併

1920.8
合併

1919.9
営業譲受

1909.11
営業譲受

1921.9
営業譲受

1922.3
営業譲受

㈴
　三
　井
　銀
　行

1909.10改組
（1909.11営業開始）

1910.3設立
㈱西脇銀行

1894.8設立
㈱瀬高銀行

1896.9改組・改称
㈱第一銀行

1893.12改組
㈱三池銀行

1886.10設立
三池銀行

1887.11設立
大阪共立銀行

1877.5設立
第十五国立銀行

1879.1設立
第百三十一国立銀行

1895.2設立
㈱和歌山銀行

1878.1設立
第三十二国立銀行

1898.1改組・改称
㈱浪速銀行

1881.7
合併

1881.10
合併 1898.9合併

1899.4
合併

1900.7
合併

1901.6
合併

1918.1
合併1879.3設立

第百四十二国立銀行

1873.9設立
第五国立銀行

1896.10改組・改称
㈱第五銀行

1896.6設立
㈱馬関商業銀行

㈱第一銀行 （略）

1958.4改称

1894.8設立
㈱大阪明治銀行

1900.10設立
㈱富国銀行

1893.12改組
㈱大阪共立銀行

1896.6設立
㈱大阪商工銀行

1905.10設立
㈾神戸川崎銀行

1916.10改組
㈱神戸川崎銀行

1895.9設立
㈱商工貯金銀行

1922.1改称
㈱商工銀行

1900.5設立
㈱高田農商銀行

1908.5営業譲受
1898.10設立
㈱四十九貯金銀行

1951.11改称
㈱亜東銀行

1952.8改称
㈱中小企業助成銀行

1899.3設立
㈱周陽銀行

1897.8設立
㈱丁酉銀行

1917.10改称
㈱津田銀行

1873.7設立
第一国立銀行

㈱ 

　三
　井
　銀
　行

1943（昭和 18）.4
合併・設立

1941.10
営業譲受

1943.11
営業一部
譲受

1944.8
合併

1948.10
分離

㈱
　帝
　国
　銀
　行

㈱
　帝
　国
　銀
　行

1954.1
改称（行名復帰）

1968.4
合併

㈱
　三
　井
　銀
　行

1990
（平成 2）.4
合併・改称

㈱
太
陽
神
戸
三
井
銀
行

㈱
太
陽
神
戸
銀
行

1992.4
改称

㈱
さ
く
ら
銀
行㈱十五銀行

㈱東都銀行

（略）
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1898.7改組・改称
㈱三十八銀行

1889.7設立
殖産銀行

1893.12改組
㈱殖産銀行

1894.2設立
㈱生野銀行

1888.6設立
福本銀行

1893.11改組
㈱福本銀行

1896.8設立
㈱村岡銀行

1894.6設立
㈱八鹿銀行

1932.12改称
㈱三共銀行

1936
（昭和 11）.12
合併・設立

㈱
神
戸
銀
行

1948.4
改称

日
本
無
尽
㈱

1940（昭和 15）.12
設立

大
日
本
無
尽
㈱

1951.10
改称

㈱
日
本
相
互
銀
行

1968.12
改称

㈱
太
陽
銀
行

1973（昭和 48）.10
合併・改称

㈱
太
陽
神
戸
銀
行

1878（明治 11）.10設立
第三十八国立銀行

1898.6改組・改称
㈱五十六銀行

1878.6設立
第五十六国立銀行

1917.11 ㈱九十四銀行（1878.10第九十四国立銀行設立、1898.1改組・
改称）・㈱姫路銀行（1883.5姫路銀行設立、1893.10改組）・㈱
飾磨銀行（1896.3設立）を合併

1923.  8 ㈱神戸実業銀行（1901.2㈱西方銀行設立、1911.1改称）を合併
1927.12 ㈱三木銀行（1893.2三木銀行設立、1893.12改組）の営業譲受
1928.12 ㈱加古川銀行（1896.2設立）の営業譲受
1930.  2 ㈱網干銀行（1894.10設立）の営業譲受
1930.  8 ㈱中播銀行（1892.1田原銀行設立、1893.11株式会社に改組、

1919.12㈱神崎商業銀行〈1897.9設立〉を合併、1920.3改称）の
営業譲受

1930.  8 ㈱相生銀行（1896.11設立）の営業譲受

1945.  4 ㈱恵美酒銀行（1885.6恵美酒銀行設立、1893.11改組）と㈱神戸湊
西銀行（1896.10㈱湊西銀行設立、1932.3改称、1932.8㈱明石銀行
〈1898.10設立〉の営業譲受）の営業譲受

1945.  5 ㈱神戸貯蓄銀行（1921.12㈱淡州貯蓄銀行設立、1938.8改称）を合併
1945.  7 神戸信託㈱（1927.12兵庫大同信託㈱設立、1939.1大同信託㈱に改

称、1942.6改称）を合併

1941.  5 ㈱共益無尽商会（1913.1 ㈾平塚共益商会設
立、1917.2 ㈾共益無尽商会に改称、1936.5改
組）・金港無尽㈱（1911.8横浜管理㈱設立、
1915.10横浜管理無尽㈱に改称、1916.2横浜
金融㈱〈1915.11設立〉を合併、1916.8改称、
1939.12 大師無尽㈱〈1914.6 大師正栄㈾設
立、1915.11大師無尽㈾に改称、1936.6改組〉
を合併）・明和無尽㈱（1928.5設立）・新興
無尽㈱（1936.5設立）が合併

1941.  8 埼玉無尽㈱（1911.3 埼玉勧業㈾設立、
1916.11 埼玉無尽㈾に改称、1932.7 改組）・
熊谷無尽㈱（1913.8 熊谷起業共益㈾設立、
1916.11 熊谷無尽㈾に改称、1931.2 改組）・
埼玉共同無尽㈱（1913.10埼玉共同貯金㈱設
立、1915.11 埼玉共同貯金無尽㈱に改称、
1916.11改称）・本庄無尽㈱（1920.5設立）が
合併

1943.  3 愛国無尽㈱（1912.3
㈾帝国貯金奨励会
設立、1917.4愛国無
尽㈾に改称、1920.6
改組）を合併

1960.  4 東洋信託銀行㈱（1959.12開業）
に信託業務を譲渡

1919.10 ㈱宍粟山崎銀行（1891.6 宍粟山崎銀行設立、1893.12 改
組）・㈱安志銀行（1897.8設立）を合併

1928.  4 ㈱繁盛銀行（1896.10設立）を合併
1929.  5 ㈱揖水銀行（1894.2設立）の営業譲受

1931.  8 ㈱赤穂合同銀行（1927.5㈱坂越銀行〈1892.12坂越銀行設
立、1893.11改組〉と㈱永信銀行〈1899.10設立〉が合併し設
立）の営業譲受

1932.12 ㈱田村銀行（1898.7田村銀行（個人）設
立、1902.1 合名会社に改組、1916.8 改
組）・㈴太田垣銀行（1900.2設立）を合併

1932.12 ㈱港府銀行（1896.7㈱港銀行設立、1928.6㈱府中
銀行〈1893.4府中銀行設立、1893.12改組〉を合併
し改称）と㈱城崎銀行（1896.11設立）を合併

1901.5設立
㈱朝来銀行

1924.4合併・設立
㈱甲子銀行

1928.1改称
㈱但馬銀行

1927.  6 ㈱宮田銀行（1892.12宮田銀行設立、1893.11改組）を合併
1928.  8 ㈱協同竹田銀行（1891.12協同設立、1897.1改組・改称）

を合併
1929.  6 ㈱中川銀行（1894.12）を合併

1924.  4 ㈱江原銀行（1894.11設立）、㈱
但馬銀行（1896.12 ㈱城崎共立
銀行設立、1920.10改称）が合併

1928.1合併・設立
㈱但馬合同銀行

1928.  1 ㈱豊岡銀行（1887.9豊岡銀行設立、
1893.11改組）・㈱新栄銀行（1895.11
㈱豊岡貯金銀行設立、1911.10新栄
銀行（個人）〈1893.7新栄社（個人）
設立、1896改称〉と合併・改称）・
㈱宝正銀行（1896.4佐川銀行（個人）
設立、1913.11 改組・改称）・㈾宝
林銀行（1893.7宝林銀行（個人）設
立、1897.10改組）が合併

1928.  1 ㈱五十五銀行（1878.9 第五十五国立
銀行設立、1898.1改組・改称、1912.11
㈱出石貯蓄銀行〈1896.7設立〉を合併）
と㈱合橋銀行（1898.9設立）を合併

1894.12設立
㈱広谷銀行

1930.5合併・改称
㈱養父合同銀行

1941.5合併・設立
㈱全但銀行

1883.3設立
豊融銀行

1893.12改組
㈱豊融銀行

1915.3改称
㈱東京庶民銀行

1889.1設立
竜野銀行

1893.11改組
㈱竜野銀行

1895.11設立
㈱上郡銀行
1896.12設立
㈱岩見銀行

1897.2設立
㈱小宅貯蓄銀行

1899.10改称
㈱堀貯金銀行

1904.2改称
㈱奥藤銀行

1927.  4 ㈱神岡銀行（1899.12設立）と㈱苅尾銀行（1901.10㈱赤穂
実業銀行設立、1912.5改称）を合併

1930.  1 ㈱播西銀行（1898.2設立）の営業譲受

1928.  3 ㈱久崎銀行（1896.6久崎㈱設立、1899.7改称）の営業譲受
1930.  6 ㈱平福銀行（1893.11平福融通㈱設立、1898.2改称、1928.7

㈱西播銀行〈1894.2㈱柊木銀行設立、1918.4改称〉の営業
譲受）の営業譲受

1926.  7 ㈱佐用銀行（1896.2㈱佐用農業銀行
設立、1898.1改称）と㈱三日月銀行
（1898.3 ㈱三日月貯蓄銀行設立、
1907.4改称）が合併

1897.5設立
㈱出合銀行

1897.9改称
㈱新宮銀行

1926.7合併・設立
㈱佐用合同銀行

1917.4改称
㈱松本永銀行

1935.6改称
㈱松本銀行 1941.9合併・設立

㈱兵和銀行

1945.3合併

1941.11合併

1946.7合併

1945.8営業譲受

1941.12合併

1942.2合併

1942.3営業譲受

1942.6営業譲受

1943.6
営業譲受

1943.3営業譲受

1943.1
営業譲受

1942.9営業譲受
1942.6営業譲受1930合流

1944.6
営業譲受

1941.12
営業譲受

1944.6
合併

1930.  5 ㈱大屋銀行（1887.7大屋銀行設
立、1893.12改組）、㈱西谷銀行
（1889.10 西谷銀行設立、1893. 
12 改組）、㈱関宮銀行（1890.6
関宮銀行設立、1894.2改組）、㈱
南盛銀行（1891.3 南盛銀行設
立、1894.1改組）を合併

1923.  8 ㈱万里銀行（1891.4万里銀行設立、1893.10改組）を合併
1928.  5 ㈱二見銀行（1898.5設立）の営業譲受
1928.  6 ㈱明石実業銀行（1898.９㈱垂水銀行設立、1904.1改称）の営業譲受

1928.10 ㈱第六十五銀行（1878.11第六十五国立銀行設立、1898.1改組・
改称）の営業譲受

1891.5設立
西宮銀行

1893.11改組
㈱西宮銀行

1895.11設立
㈱灘商業銀行

1932.  9 ㈱武庫銀行（1896.1㈱西宮貯金銀行設立、1921.10改称）を合併

1931.  9 ㈱志方銀行（1897.1
設立）の営業譲受

1943.12 ㈱但馬貯蓄銀行（1921.12設立）を合併

1912.8　実業信託㈱を合併

1893.6設立
山崎勤倹

1894.1改組
山崎勤倹㈱

1897.2改称
㈱勤倹銀行

1919.9改称
㈱宍粟銀行

1919.  9 ㈱竜野貯蓄銀行（1896.12設立）を合併
1922.  6 ㈾堀銀行（1895.4設立）を合併

1896.4設立
㈱姫路商業銀行

1896.11設立
㈱高砂貯蓄銀行

1917.5設立
㈱神戸岡崎銀行

1926.  4 ㈱北条銀行（1891.3北条銀行
設立、1893.12改組）と㈱加西
銀行（1897.5設立）が合併

1926.  7 ㈱社銀行（1893.6 社銀行設立、1893.12 改
組、1919.1米田信託㈱〈1914.5設立〉を合
併、1922.8㈱西伊藤銀行〈1901.3㈱鵤銀行
設立、1919.4 改称〉を合併）・㈱東播銀行
（1896.2 設立）・㈱小野銀行（1897.12 ㈾小
野銀行設立、1920.3 改組）・㈱柳城銀行
（1899.6設立）が合併

1926.11 ㈱小田銀行（1895.5設立）と㈱中東条銀行（1900.11設立）を合併
1929.  1 ㈱木梨銀行（1893.1木梨銀行設立、1893.12改組）の営業譲受
1939.  6 ㈱東和銀行（1896.5㈱東条銀行設立、1929.7㈱三草銀行〈1900.6設

立〉を合併し改称）の営業譲受

1929.  1 ㈱岩坂銀行（1882.7南丹銀
行設立、1893.10株式会社に
改組、1916.5改称）・㈴大西
銀行（1893.11㈴荒木銀行設
立、1905.4改称）・㈱国包銀
行（1900.5設立）が合併

1943.  2 ㈱溝口銀行（1896.2設立）と㈱大沢銀行（1897.4設立、1930.7
㈱奥吉川銀行〈1899.9設立〉を合併）の営業譲受

1920.1設立
㈱西脇商業銀行

1926.4合併・設立
㈱加西合同銀行

1928.  6 ㈱渡瀬銀行（1896.5設立）と㈱
細川銀行（1900.3設立）が合併

1928.6合併・設立
㈱美嚢合同銀行

1940.9
合併・設立
㈱播州銀行 1910.2設立

相生信託㈾
1912.2改組
相生信託㈱

1916.3改称
相生無尽㈱

1910.6設立
大森共同㈴

1912.3改組・改称
大森信託㈱

1915.10改称
大森無尽㈱

1916.7改称
大明無尽㈱

1914.2設立
長生貯蓄㈴
1924.11設立
東京復興無尽㈱

1917.1改組
長生貯蓄㈾

1917.11改称
長生無尽㈾

1923.6改称
共楽無尽㈾

1936.5改組
共楽無尽㈱

1911.5設立
共盛貯金㈱

1916.7改称
東京共盛無尽㈱

1916.7改称
帝国無尽㈱

1910.9設立
真成㈾

1913.12改組
真成㈱

1916.12改称
真成無尽㈱

1911.1設立
㈾栄商会

1913.6設立
大正貯蔵信託㈾

1916.9改称
大正無尽㈾

1916.9改称
共栄無尽㈾

1922.3改組
共栄無尽㈱

1925.5改称
㈱東京第一無尽

1913.10改組・改称
東京共立㈱

1916.7改称
東京共立無尽㈱

1916.5設立
東都無尽商会（個人）

1912.6設立
福殖㈱

1918.5改称
福殖無尽㈱

1909.11設立
東京朝日信託㈴

1910.2改組
東京朝日信託㈱

1916.7改称
東京朝日無尽㈱

1911.7設立
友好㈾

1912.11改組・改称
友好貯蔵㈱

1915.10改称
友好無尽㈱

1930.1改組・改称
三栄無尽㈱

1927.5設立
南信無尽㈱

1942.9改称
信州無尽㈱

1941.5合併・設立
神奈川無尽㈱

1941.8合併・設立
武州無尽㈱

1913.7設立
永正㈴

1926.6設立
弥生無尽㈱

1913.9設立
城東㈱

1916.3
共和金融㈱
を合併

1910.4設立
三尻貯蓄㈾

1916.12改組・改称
三尻無尽㈴

1924.4改組
三尻無尽㈾

1926.12改組
三尻無尽㈱

1916.12改称
城東無尽㈱

1938.9改称
寿徳無尽㈱
1926.8設立
日本興業無尽㈱

1918.6改称
日本橋信用無尽㈴

1920.6改組
日本橋信用無尽㈱

1925.3改称
東京信用無尽㈱

1925.2設立
信濃無尽㈱1930.2設立

金融無尽㈱

1921.9改称
山梨中央無尽
商会（個人）

1921.7設立
甲府無尽商会（個人） 1934.2設立

甲斐無尽㈱

1916.9改称
中央無尽㈱

1912.10改称
中央共済㈱

1912.5設立
㈱中央ブローカー

1930.8改組
共進無尽㈱

1919.3改称
共進無尽㈴

1918.3改組
㈴共進商会

1910.2設立
㈾共進商会

1916.3改称
三栄無尽商会（個人）

1910.3設立
三栄商会（個人）

1926.12改組・改称
東都無尽㈱

1926.7合併・設立
㈱東播合同銀行

1929.1合併・設立
㈱上荘銀行

1907.5改称
㈱高砂銀行

1928.4合併・改称
㈱姫路銀行

1928.  4 ㈱広銀行（1900.4設立）を合併

1936.  2 ㈱三重商工銀行（1897.5設立）の営業譲受

1913.11  共同貯金㈱を合併

1929.  8 ㈱博融銀行（1896.1博融㈱設立、1906.2改称、1919.10㈱飾揖
銀行〈1900.4設立〉を合併）の営業譲受

1932.  1 ㈱口吉川銀行（1899.10㈱吉川農業銀行設立、1901.6改称）の営業譲受

1923.11 ㈱曽根銀行（1890.3曽根銀行設立、1893.11改組）を合併
1924.  5 ㈱播陽銀行（1897.10設立）を合併
1927.  6 ㈱魚住銀行（1901.3設立）を合併
1928.11 ㈱大塩銀行（1900.7設立）の営業譲受
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1942.  6 ㈱百三十七銀行（1879.4第百三十七国立銀行設立、1897.7改組・改称し
㈱第百三十七銀行、1900.9㈱共同貯蓄銀行〈1895. 11設立〉を合併し改称）
の営業一部譲受

1942.  6 ㈱中丹銀行（1928.1㈱村雲銀行〈1898.4設立〉と㈱辻銀行〈1899.9設立〉が
合併し設立、1931.12㈱篠山銀行〈1883.5篠山銀行設立、1893.10改組〉を
合併、1937.7㈱須知銀行〈1894.12設立〉の営業一部譲受）の営業一部譲受
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沿革系統図 ─ 3
1898.7改組・改称
㈱三十八銀行

1889.7設立
殖産銀行

1893.12改組
㈱殖産銀行

1894.2設立
㈱生野銀行

1888.6設立
福本銀行

1893.11改組
㈱福本銀行

1896.8設立
㈱村岡銀行

1894.6設立
㈱八鹿銀行

1932.12改称
㈱三共銀行

1936
（昭和 11）.12
合併・設立

㈱
神
戸
銀
行

1948.4
改称

日
本
無
尽
㈱

1940（昭和 15）.12
設立

大
日
本
無
尽
㈱

1951.10
改称

㈱
日
本
相
互
銀
行

1968.12
改称

㈱
太
陽
銀
行

1973（昭和 48）.10
合併・改称

㈱
太
陽
神
戸
銀
行

1878（明治 11）.10設立
第三十八国立銀行

1898.6改組・改称
㈱五十六銀行

1878.6設立
第五十六国立銀行

1917.11 ㈱九十四銀行（1878.10第九十四国立銀行設立、1898.1改組・
改称）・㈱姫路銀行（1883.5姫路銀行設立、1893.10改組）・㈱
飾磨銀行（1896.3設立）を合併

1923.  8 ㈱神戸実業銀行（1901.2㈱西方銀行設立、1911.1改称）を合併
1927.12 ㈱三木銀行（1893.2三木銀行設立、1893.12改組）の営業譲受
1928.12 ㈱加古川銀行（1896.2設立）の営業譲受
1930.  2 ㈱網干銀行（1894.10設立）の営業譲受
1930.  8 ㈱中播銀行（1892.1田原銀行設立、1893.11株式会社に改組、

1919.12㈱神崎商業銀行〈1897.9設立〉を合併、1920.3改称）の
営業譲受

1930.  8 ㈱相生銀行（1896.11設立）の営業譲受

1945.  4 ㈱恵美酒銀行（1885.6恵美酒銀行設立、1893.11改組）と㈱神戸湊
西銀行（1896.10㈱湊西銀行設立、1932.3改称、1932.8㈱明石銀行
〈1898.10設立〉の営業譲受）の営業譲受

1945.  5 ㈱神戸貯蓄銀行（1921.12㈱淡州貯蓄銀行設立、1938.8改称）を合併
1945.  7 神戸信託㈱（1927.12兵庫大同信託㈱設立、1939.1大同信託㈱に改

称、1942.6改称）を合併

1941.  5 ㈱共益無尽商会（1913.1 ㈾平塚共益商会設
立、1917.2 ㈾共益無尽商会に改称、1936.5改
組）・金港無尽㈱（1911.8横浜管理㈱設立、
1915.10横浜管理無尽㈱に改称、1916.2横浜
金融㈱〈1915.11設立〉を合併、1916.8改称、
1939.12 大師無尽㈱〈1914.6 大師正栄㈾設
立、1915.11大師無尽㈾に改称、1936.6改組〉
を合併）・明和無尽㈱（1928.5設立）・新興
無尽㈱（1936.5設立）が合併

1941.  8 埼玉無尽㈱（1911.3 埼玉勧業㈾設立、
1916.11 埼玉無尽㈾に改称、1932.7 改組）・
熊谷無尽㈱（1913.8 熊谷起業共益㈾設立、
1916.11 熊谷無尽㈾に改称、1931.2 改組）・
埼玉共同無尽㈱（1913.10埼玉共同貯金㈱設
立、1915.11 埼玉共同貯金無尽㈱に改称、
1916.11改称）・本庄無尽㈱（1920.5設立）が
合併

1943.  3 愛国無尽㈱（1912.3
㈾帝国貯金奨励会
設立、1917.4愛国無
尽㈾に改称、1920.6
改組）を合併

1960.  4 東洋信託銀行㈱（1959.12開業）
に信託業務を譲渡

1919.10 ㈱宍粟山崎銀行（1891.6 宍粟山崎銀行設立、1893.12 改
組）・㈱安志銀行（1897.8設立）を合併

1928.  4 ㈱繁盛銀行（1896.10設立）を合併
1929.  5 ㈱揖水銀行（1894.2設立）の営業譲受

1931.  8 ㈱赤穂合同銀行（1927.5㈱坂越銀行〈1892.12坂越銀行設
立、1893.11改組〉と㈱永信銀行〈1899.10設立〉が合併し設
立）の営業譲受

1932.12 ㈱田村銀行（1898.7田村銀行（個人）設
立、1902.1 合名会社に改組、1916.8 改
組）・㈴太田垣銀行（1900.2設立）を合併

1932.12 ㈱港府銀行（1896.7㈱港銀行設立、1928.6㈱府中
銀行〈1893.4府中銀行設立、1893.12改組〉を合併
し改称）と㈱城崎銀行（1896.11設立）を合併

1901.5設立
㈱朝来銀行

1924.4合併・設立
㈱甲子銀行

1928.1改称
㈱但馬銀行

1927.  6 ㈱宮田銀行（1892.12宮田銀行設立、1893.11改組）を合併
1928.  8 ㈱協同竹田銀行（1891.12協同設立、1897.1改組・改称）

を合併
1929.  6 ㈱中川銀行（1894.12）を合併

1924.  4 ㈱江原銀行（1894.11設立）、㈱
但馬銀行（1896.12 ㈱城崎共立
銀行設立、1920.10改称）が合併

1928.1合併・設立
㈱但馬合同銀行

1928.  1 ㈱豊岡銀行（1887.9豊岡銀行設立、
1893.11改組）・㈱新栄銀行（1895.11
㈱豊岡貯金銀行設立、1911.10新栄
銀行（個人）〈1893.7新栄社（個人）
設立、1896改称〉と合併・改称）・
㈱宝正銀行（1896.4佐川銀行（個人）
設立、1913.11 改組・改称）・㈾宝
林銀行（1893.7宝林銀行（個人）設
立、1897.10改組）が合併

1928.  1 ㈱五十五銀行（1878.9 第五十五国立
銀行設立、1898.1改組・改称、1912.11
㈱出石貯蓄銀行〈1896.7設立〉を合併）
と㈱合橋銀行（1898.9設立）を合併

1894.12設立
㈱広谷銀行

1930.5合併・改称
㈱養父合同銀行

1941.5合併・設立
㈱全但銀行

1883.3設立
豊融銀行

1893.12改組
㈱豊融銀行

1915.3改称
㈱東京庶民銀行

1889.1設立
竜野銀行

1893.11改組
㈱竜野銀行

1895.11設立
㈱上郡銀行
1896.12設立
㈱岩見銀行

1897.2設立
㈱小宅貯蓄銀行

1899.10改称
㈱堀貯金銀行

1904.2改称
㈱奥藤銀行

1927.  4 ㈱神岡銀行（1899.12設立）と㈱苅尾銀行（1901.10㈱赤穂
実業銀行設立、1912.5改称）を合併

1930.  1 ㈱播西銀行（1898.2設立）の営業譲受

1928.  3 ㈱久崎銀行（1896.6久崎㈱設立、1899.7改称）の営業譲受
1930.  6 ㈱平福銀行（1893.11平福融通㈱設立、1898.2改称、1928.7

㈱西播銀行〈1894.2㈱柊木銀行設立、1918.4改称〉の営業
譲受）の営業譲受

1926.  7 ㈱佐用銀行（1896.2㈱佐用農業銀行
設立、1898.1改称）と㈱三日月銀行
（1898.3 ㈱三日月貯蓄銀行設立、
1907.4改称）が合併

1897.5設立
㈱出合銀行

1897.9改称
㈱新宮銀行

1926.7合併・設立
㈱佐用合同銀行

1917.4改称
㈱松本永銀行

1935.6改称
㈱松本銀行 1941.9合併・設立

㈱兵和銀行

1945.3合併

1941.11合併

1946.7合併

1945.8営業譲受

1941.12合併

1942.2合併

1942.3営業譲受

1942.6営業譲受

1943.6
営業譲受

1943.3営業譲受

1943.1
営業譲受

1942.9営業譲受
1942.6営業譲受1930合流

1944.6
営業譲受

1941.12
営業譲受

1944.6
合併

1930.  5 ㈱大屋銀行（1887.7大屋銀行設
立、1893.12改組）、㈱西谷銀行
（1889.10 西谷銀行設立、1893. 
12 改組）、㈱関宮銀行（1890.6
関宮銀行設立、1894.2改組）、㈱
南盛銀行（1891.3 南盛銀行設
立、1894.1改組）を合併

1923.  8 ㈱万里銀行（1891.4万里銀行設立、1893.10改組）を合併
1928.  5 ㈱二見銀行（1898.5設立）の営業譲受
1928.  6 ㈱明石実業銀行（1898.９㈱垂水銀行設立、1904.1改称）の営業譲受

1928.10 ㈱第六十五銀行（1878.11第六十五国立銀行設立、1898.1改組・
改称）の営業譲受

1891.5設立
西宮銀行

1893.11改組
㈱西宮銀行

1895.11設立
㈱灘商業銀行

1932.  9 ㈱武庫銀行（1896.1㈱西宮貯金銀行設立、1921.10改称）を合併

1931.  9 ㈱志方銀行（1897.1
設立）の営業譲受

1943.12 ㈱但馬貯蓄銀行（1921.12設立）を合併

1912.8　実業信託㈱を合併

1893.6設立
山崎勤倹

1894.1改組
山崎勤倹㈱

1897.2改称
㈱勤倹銀行

1919.9改称
㈱宍粟銀行

1919.  9 ㈱竜野貯蓄銀行（1896.12設立）を合併
1922.  6 ㈾堀銀行（1895.4設立）を合併

1896.4設立
㈱姫路商業銀行

1896.11設立
㈱高砂貯蓄銀行

1917.5設立
㈱神戸岡崎銀行

1926.  4 ㈱北条銀行（1891.3北条銀行
設立、1893.12改組）と㈱加西
銀行（1897.5設立）が合併

1926.  7 ㈱社銀行（1893.6 社銀行設立、1893.12 改
組、1919.1米田信託㈱〈1914.5設立〉を合
併、1922.8㈱西伊藤銀行〈1901.3㈱鵤銀行
設立、1919.4 改称〉を合併）・㈱東播銀行
（1896.2 設立）・㈱小野銀行（1897.12 ㈾小
野銀行設立、1920.3 改組）・㈱柳城銀行
（1899.6設立）が合併

1926.11 ㈱小田銀行（1895.5設立）と㈱中東条銀行（1900.11設立）を合併
1929.  1 ㈱木梨銀行（1893.1木梨銀行設立、1893.12改組）の営業譲受
1939.  6 ㈱東和銀行（1896.5㈱東条銀行設立、1929.7㈱三草銀行〈1900.6設

立〉を合併し改称）の営業譲受

1929.  1 ㈱岩坂銀行（1882.7南丹銀
行設立、1893.10株式会社に
改組、1916.5改称）・㈴大西
銀行（1893.11㈴荒木銀行設
立、1905.4改称）・㈱国包銀
行（1900.5設立）が合併

1943.  2 ㈱溝口銀行（1896.2設立）と㈱大沢銀行（1897.4設立、1930.7
㈱奥吉川銀行〈1899.9設立〉を合併）の営業譲受

1920.1設立
㈱西脇商業銀行

1926.4合併・設立
㈱加西合同銀行

1928.  6 ㈱渡瀬銀行（1896.5設立）と㈱
細川銀行（1900.3設立）が合併

1928.6合併・設立
㈱美嚢合同銀行

1940.9
合併・設立
㈱播州銀行 1910.2設立

相生信託㈾
1912.2改組
相生信託㈱

1916.3改称
相生無尽㈱

1910.6設立
大森共同㈴

1912.3改組・改称
大森信託㈱

1915.10改称
大森無尽㈱

1916.7改称
大明無尽㈱

1914.2設立
長生貯蓄㈴
1924.11設立
東京復興無尽㈱

1917.1改組
長生貯蓄㈾

1917.11改称
長生無尽㈾

1923.6改称
共楽無尽㈾

1936.5改組
共楽無尽㈱

1911.5設立
共盛貯金㈱

1916.7改称
東京共盛無尽㈱

1916.7改称
帝国無尽㈱

1910.9設立
真成㈾

1913.12改組
真成㈱

1916.12改称
真成無尽㈱

1911.1設立
㈾栄商会

1913.6設立
大正貯蔵信託㈾

1916.9改称
大正無尽㈾

1916.9改称
共栄無尽㈾

1922.3改組
共栄無尽㈱

1925.5改称
㈱東京第一無尽

1913.10改組・改称
東京共立㈱

1916.7改称
東京共立無尽㈱

1916.5設立
東都無尽商会（個人）

1912.6設立
福殖㈱

1918.5改称
福殖無尽㈱

1909.11設立
東京朝日信託㈴

1910.2改組
東京朝日信託㈱

1916.7改称
東京朝日無尽㈱

1911.7設立
友好㈾

1912.11改組・改称
友好貯蔵㈱

1915.10改称
友好無尽㈱

1930.1改組・改称
三栄無尽㈱

1927.5設立
南信無尽㈱

1942.9改称
信州無尽㈱

1941.5合併・設立
神奈川無尽㈱

1941.8合併・設立
武州無尽㈱

1913.7設立
永正㈴

1926.6設立
弥生無尽㈱

1913.9設立
城東㈱

1916.3
共和金融㈱
を合併

1910.4設立
三尻貯蓄㈾

1916.12改組・改称
三尻無尽㈴

1924.4改組
三尻無尽㈾

1926.12改組
三尻無尽㈱

1916.12改称
城東無尽㈱

1938.9改称
寿徳無尽㈱
1926.8設立
日本興業無尽㈱

1918.6改称
日本橋信用無尽㈴

1920.6改組
日本橋信用無尽㈱

1925.3改称
東京信用無尽㈱

1925.2設立
信濃無尽㈱1930.2設立

金融無尽㈱

1921.9改称
山梨中央無尽
商会（個人）

1921.7設立
甲府無尽商会（個人） 1934.2設立

甲斐無尽㈱

1916.9改称
中央無尽㈱

1912.10改称
中央共済㈱

1912.5設立
㈱中央ブローカー

1930.8改組
共進無尽㈱

1919.3改称
共進無尽㈴

1918.3改組
㈴共進商会

1910.2設立
㈾共進商会

1916.3改称
三栄無尽商会（個人）

1910.3設立
三栄商会（個人）

1926.12改組・改称
東都無尽㈱

1926.7合併・設立
㈱東播合同銀行

1929.1合併・設立
㈱上荘銀行

1907.5改称
㈱高砂銀行

1928.4合併・改称
㈱姫路銀行

1928.  4 ㈱広銀行（1900.4設立）を合併

1936.  2 ㈱三重商工銀行（1897.5設立）の営業譲受

1913.11  共同貯金㈱を合併

1929.  8 ㈱博融銀行（1896.1博融㈱設立、1906.2改称、1919.10㈱飾揖
銀行〈1900.4設立〉を合併）の営業譲受

1932.  1 ㈱口吉川銀行（1899.10㈱吉川農業銀行設立、1901.6改称）の営業譲受

1923.11 ㈱曽根銀行（1890.3曽根銀行設立、1893.11改組）を合併
1924.  5 ㈱播陽銀行（1897.10設立）を合併
1927.  6 ㈱魚住銀行（1901.3設立）を合併
1928.11 ㈱大塩銀行（1900.7設立）の営業譲受
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1942.  6 ㈱百三十七銀行（1879.4第百三十七国立銀行設立、1897.7改組・改称し
㈱第百三十七銀行、1900.9㈱共同貯蓄銀行〈1895. 11設立〉を合併し改称）
の営業一部譲受

1942.  6 ㈱中丹銀行（1928.1㈱村雲銀行〈1898.4設立〉と㈱辻銀行〈1899.9設立〉が
合併し設立、1931.12㈱篠山銀行〈1883.5篠山銀行設立、1893.10改組〉を
合併、1937.7㈱須知銀行〈1894.12設立〉の営業一部譲受）の営業一部譲受
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1990年（平成 2年）

 4. 1 太陽神戸三井銀行発足、取締役会長松下康雄、
頭取末松謙一［さくら］

 1. 4 日経平均株価（終値）、1989.12.29の史上最高
値 3万 8915円 87銭から下落（株価のバブル崩
壊の始まり）

 3. 20 株式の公募時価発行が事実上停止
  27 大蔵省、通達「土地関連融資の抑制について」

を発出（1990.4.1実施）

 7. ─  米国、景気の山
 10. 3 ドイツ統一

1991年（平成 3年）

 4. 23 頭取末松謙一、全国銀行協会連合会会長に就
任（～ 1992.4.21）［さくら］

 2. ─  景気の山（「平成景気」の終了）
 3. ─  米国、景気の谷
 4. 1 協和埼玉銀行発足（協和銀行と埼玉銀行が合併）
  22 静信リース、金融機関系ノンバンクで初の経営

破綻（会社更生法適用申請）
 7. 1 日本銀行、公定歩合引き下げに転じる（6.00％

→ 5.50％、以後、計 9回の引き下げにより
1995.9.8には 0.50％）

 12. 8 ロシア、ウクライナ、ベラルーシの首脳がソ連
の消滅を宣言（1991.12.25ソ連のゴルバチョフ
大統領、辞任を発表）

  9 欧州共同体（EC）、1991.12.9～ 10に開いた理
事会で欧州連合条約（マーストリヒト条約）草
案に合意

1992年（平成 4年）
 4. 1 太陽神戸三井銀行、行名をさくら銀行に変更

［さくら］
 4. 1 伊予銀行、預金保険機構による初めての資金援

助（低利融資）を受け、東邦相互銀行を救済合
併

  23 大蔵省、都銀・長信銀・信託銀の不良債権額の
概数を初めて示す

 6. 19 金融制度改革法成立（1993.4.1施行）
 8. 18 大蔵省、「金融行政の当面の運営方針」を公表
  28 政府、総合経済対策決定（総事業規模 10.7兆円）

1993年（平成 5年）

 6. 29 頭取巽外夫、取締役会長に、副頭取森川敏雄、

 1. 27 共同債権買取機構発足
 3. 29 全国銀行協会連合会、不良債権の情報を開示項

目に加えることを決定
 4. 13 政府、総合的な経済対策を決定（総事業規模

13.2兆円）
 6. 21 定期性預貯金金利の完全自由化

年　　表
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   頭取に就任［住友］

 9. 16 政府、緊急経済対策を決定（総事業規模約 6兆
円）

 10. ─  景気の谷
 11. 1 欧州連合（EU）発足

1994年（平成 6年）

 4. 1 第 1回優先株式（1,000億円）を日本の金融
機関として初めて発行［さくら］

  26 頭取森川敏雄、全国銀行協会連合会会長に就
任（～ 1995.4.25）［住友］

 6. 29 頭取末松謙一、取締役会長に、副頭取橋本俊
作、頭取に就任［さくら］

 10. 19 さくら証券を設立（1994.11.24営業開始）［さ
くら］

 11. 4 住友キャピタル証券を設立（1994.11.24営業
開始）［住友］

 2. 8 政府、総合経済対策を決定（総事業規模 15.3
兆円）

   大蔵省、「金融機関の不良資産問題についての
行政上の指針」を公表

 10. 17 流動性預貯金金利（除く当座預金）の自由化

 12. 9 東京協和信用組合と安全信用組合、経営破綻（東
京都が処理策発表）

1995年（平成 7年）
 1. 27 1995年 3月期業績予想修正、不良債権問題

に対処するため当時としては異例の赤字決算
とする方針を発表［住友］

 1. 13 東京共同銀行発足（東京協和信用組合、安全信
用組合の受皿銀行）

  17 阪神・淡路大震災発生
 4. 14 政府、緊急円高・経済対策を決定（総事業規模

約 7兆円）
  19 円レート、一時、変動相場制移行後の最高値（当

時）1ドル 79円 75銭に上昇
 6. 2 大蔵省、銀行の店舗設置数規制を撤廃
  8 大蔵省、「金融システムの機能回復について」

を公表
 7. 31 コスモ信用組合、経営破綻（東京都から業務停

止命令）
 8. ─  ジャパン・プレミアムが発生し始める
  30 兵庫銀行、経営破綻（大蔵省が処理策を発表）、

木津信用組合、経営破綻（大阪府から業務停止
命令）

 9. 20 政府、経済対策を決定（総事業規模 14.2兆円）
  26 大和銀行、ニューヨーク支店での不祥事を公表

（さらに 1995.10.9米国現地法人での組織的な損
失隠蔽問題を公表）

 10. 27 みどり銀行発足（兵庫銀行の受皿銀行、1996. 



596　　資 料 編

当 行 関 連 経 営 環 境 な ど

 11. 3 大和銀行の米国業務撤退について支援を行う
ことを発表［住友］

 12. 28 さくら信託銀行を設立（1996.1.31営業開始）
［さくら］

   1.29営業開始）
 11. 2 大和銀行、米国からの事実上の完全撤退命令を

受ける（撤退期限 1996.2.2）
 12. 19 住専の一次損失処理に関する「住専問題の具体

的な処理方策について」閣議決定 

1996年（平成 8年）

 2. 2 大和銀行の米国業務継承完了［住友］
 3. 26 1996年 3月期の業績予想を修正、住専向け

を含む不良債権処理により赤字決算とする方
針を発表［さくら］

  29 太平洋銀行の破綻処理大筋合意（関係 4行）
について記者会見［さくら］

 4. ─  3カ年計画「Challenge21計画」開始［住友］
  23 頭取橋本俊作、全国銀行協会連合会会長に就

任（～ 1997.4.22）［さくら］
 6. 6 わかしお銀行を設立（太平洋銀行の受皿銀行、

1996.9.17営業開始）［さくら］
  28 すみぎん信託銀行を設立（1996.7.23営業開始）

［住友］

 7. ─  行内企業格付制度を導入［住友］

 10. 1 第 2回優先株式（1,500億円）を発行［さくら］

 1. 10 バーゼル銀行監督委員会、バーゼルⅠに市場リ
スクを含める新規制の全容を公表（わが国では
1998年 3月末から適用開始）

  30 住専の二次損失処理に関する「住専処理方策の
具体化について」閣議了解

 4. 1 東京三菱銀行発足（三菱銀行と東京銀行が合併）

 6. 18 住専処理法と金融三法（改正預金保険法、経営
健全性確保法など）が成立

  21 改正預金保険法の一部施行により 2001.3.31ま
で預金等を全額保護（預金等の保護の変遷は
240ページ、図表 2─1─2 ⑥参照）

 7. 26 住宅金融債権管理機構発足
 9. 2 東京共同銀行、整理回収銀行に改称
  25 ㈳新金融安定化基金設立総会

 11. 11 橋本首相、金融システム改革（日本版ビッグバ
ン）取り組みを指示

  21 阪和銀行、経営破綻（大蔵省から業務停止命令、
銀行に対しては戦後初）

 12. 25 行政改革プログラムを閣議決定（大蔵省から金
融検査・監督部門を分離、日本銀行法の全面改
正など

1997年（平成 9年）
 1. 8 大規模な本店組織見直しを実施（支店業務・

企業金融・国際業務・市場営業の各グループ
設置など）［住友］

  27 「パソコンバンキング（インターネット方式）」
を開始［住友］

 3. 5 大蔵省、通達「早期是正措置制度導入後の金融
検査における資産査定について」を発出

  6 一連の金融不祥事件（大手証券会社による違法
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 4. ─  新たに支店の区分を設定の上、テリトリー制
とエリア一体運営の導入、支店ブロック制の
見直し［住友］

  ─  信用格付制度を導入［さくら］

 6. 1 専務取締役高﨑正弘、取締役会長に、専務取
締役岡田明重、頭取に就任［さくら］

  16 「住友のハローダイレクト」サービスを開始
［住友］

  27 頭取森川敏雄、取締役会長に、副頭取西川善
文、頭取に就任［住友］

 7. ─  BPRチーム設置、抜本的な業務見直しに着手
［さくら］

  1 新金融商品販売対応委員会（通称「窓販委員
会」）を設置［住友］

 10. 1 第 4 次 中 期 経 営 計 画（ ス ロ ー ガ ン は
Breakthrough）開始［さくら］

   カンパニー制・グループ制を導入、投資銀行
ディビジョンカンパニーを設置［さくら］

   「グローバル EBサービス」の取り扱いを開
始［さくら］

 12. 1 間貸し（投信委託会社の直販）方式による投
資信託の窓口販売を開始［両行］

   な利益供与等）が公になり始める
 4. 1 消費税率引き上げ（3％から 5％へ）
  15 日本公認会計士協会、資産の自己査定に係る内

部統制の検証、貸倒償却・貸倒引当金の監査に
関する実務指針を公表（1999.4.30同指針の一
部改正を公表）

 5. ─  景気の山
  16 改正外為法成立（1998.4.1施行）
 6. 11 改正独占禁止法成立（1997.12.17施行）
   改正日本銀行法成立（1998.4.1施行）
  13 大蔵省、「金融システム改革のプラン～改革の

早期実現に向けて」を公表

 7. 2 タイ、変動相場制移行（バーツの実質切り下げ）、
アジア通貨危機の発端

  4 大蔵省、不良債権償却証明制度を廃止
  10 大蔵省、利息たな上げ認定制度を廃止
 8. 19 日本銀行、西暦 2000年問題に関するチェック

リストを作成（大蔵省も 1997.12.24にチェック
リストを作成）

 10. 23 香港、アジア通貨危機波及の動きに対して通貨
防衛のため金利高め誘導、株価（ハンセン指数）
が急落し、世界的株価暴落を誘う

 11. 3 三洋証券、経営破綻（会社更生法適用申請）
  17 北海道拓殖銀行、経営破綻（自主再建を断念し

北洋銀行等に業務継承を要請することを発表）
  24 山一証券、経営破綻（自主廃業に向けて営業を

休止すると発表）
  25 短期金融市場で流動性危機の様相が強まるな

ど、金融システム不安が深刻化
  26 大蔵大臣・日本銀行総裁談話「金融システムの

安定性確保について」を発表
  28 財政構造改革法成立（1997.12.5施行）
 12. 1 間貸し方式による銀行等の投資信託窓口販売を

解禁
  5 金融持株会社関連二法成立（1998.3.11施行）
  16 自由民主党（連立与党の中核）、「金融システム

安定化のための緊急対策」を決定
  24 大蔵省、貸し渋り対応策を決定（BIS規制の国

内基準適用行に対する早期是正措置の弾力的運
用など）
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1998年（平成 10年）
 1. 22 ローンプラザの設置を開始［住友］
  28 ローン相談デスク・さくら L.A.の展開を開

始（1998.4.1にはさくらローンアドバイザー
を設立）［さくら］

 2. 1 チャネル改革部を設置［さくら］
  18 米国の子会社を通じて、米ドル建て永久優先

証券（18億ドル）を発行［住友］
 3. 31 金融安定化法に基づく公的資金を導入（両行

それぞれ永久劣後債 1,000億円）［両行］

 4. 13 田辺信用組合から預金および正常債権等を譲
り受け［さくら］

 5. 11 店別ポートフォリオ・データベースを本格導
入［さくら］

 6. 30 住宅金融債権管理機構から損害賠償の提訴を
受ける（旧住専への案件紹介者責任追及、
1998.10.28追加提訴）［住友］

 7. 1 キャピタルマーケットグループを設置［住友］
  13 「さくらのブラウザバンキングサービス」を

開始［さくら］
  21 江東営業部を設置（次世代型チャネルの試行）

［さくら］
  28 大和証券との戦略的提携について基本合意書

を締結し、発表［住友］
  31 いわゆる過剰接待問題に関して、金融監督庁

から業務改善命令を受ける［両行］
 8. 31 増資構想を記者会見で発表、その後、構想を

固め、第三者割当増資による普通株式発行
（1998.12.25に約 862億円）と海外子会社の
優先株式発行（1998.12.24に約 2,588億円お

 2. 16 改正預金保険法・金融安定化法成立（1998.2.18
施行）

 3. 10 金融危機管理審査委員会、大手行 4行の金融安
定化法に基づく公的資金申請を承認（1998.3.12
には大手行など 17行の公的資金申請を承認、
公的資金投入額は 21行に対して計 1兆 8,156
億円）

  31 土地再評価法成立（同日施行）
 4. 1 大蔵省、早期是正措置を導入
  6 トラベラーズ・グループとシティコープが合併

合意を発表
  24 政府、総合経済対策を決定（総事業規模 16兆

円超）

 6. 1 日興証券とトラベラーズ ･グループ、わが国に
おける投資銀行業務での合弁や資本提携などを
発表

   欧州中央銀行（ECB）発足
  5 金融システム改革法成立、日本版ビッグバンに

関係する 24の法律を一括して改正（一部を除
き 1998.12.1施行）

   SPC法成立（1998.9.1施行）
   月刊誌が日本長期信用銀行の経営問題を掲載、

以後、同行の株価が急落
  22 金融監督庁発足
 7. 7 金融監督庁・日銀、主要 19行に対する集中的

な検査・考査に順次着手
  31 金融監督庁、いわゆる過剰接待問題に関して銀

行 9行、証券会社 4社に行政処分

 8. 17 ロシア政府とロシア中央銀行、ルーブル切り下
げと対外民間債務の 90日間支払い停止を発表
（ロシア危機）

  28 中小企業金融安定化特別保証制度（特別保証制
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   よび 1999.3.30に 250億円）を実施［さくら］
 9. 25 環境マネジメントシステムの国際規格 ISO 

14001の認証を取得［さくら］

 10. 1 加州住友銀行のザイオンス・バンコーポレー
ションへの売却を完了［住友］

  12 新営業店端末WITの導入開始（2000年度中
に全営業店への設置完了）［住友］

  19 西南信用組合から預金および正常債権等を譲
り受け［住友］

 11. 24 個人顧客情報システム（MCIF）を導入［住友］

 12. 1 投資信託の窓口販売開始［両行］

   度）創設などを閣議決定
 9. 23 ロシア危機により行き詰まった米大手ヘッジ

ファンド、ロング・ターム・キャピタル・マネ
ジメント（LTCM）に対する取引銀行団の支援
策がまとまる

 10. 12 金融再生法・改正預金保険法（1998.10.23施行）、
債権管理回収業法（1999.2.1施行）などが成立

  16 早期健全化法成立（1998.10.23施行）
  23 日本長期信用銀行、経営破綻（金融再生法に基

づく特別公的管理決定）
  30 企業会計審議会、「税効果会計に係る会計基準

の設定に関する意見書」「連結財務諸表制度に
おける子会社及び関連会社の範囲の見直しに係
る具体的な取扱い」公表

 11. 16 政府、緊急経済対策を決定（事業規模 17兆円超、
減税を含めると 23兆円超）

   ムーディーズ、日本国債・政府保証債の格下げ
を発表（最上位の Aaaから Aa1へ）

 12. 1 銀行等の本体による投資信託窓口販売の解禁
  13 日本債券信用銀行、経営破綻（金融再生法に基

づく特別公的管理決定）
  15 金融再生委員会発足（金融監督庁は同委員会に

置かれる）
1999年（平成 11年）
 1. 19 関西銀行の第三者割当増資に応じる（出資比

率 49.98％）［住友］
  26 自己資本増強のため、海外子会社を通じて優

先出資証券を発行する方針を発表（1999.2.26
に 3,150億円、1999.3.1に 200億円、1999.3.26
に 50億円を発行）［住友］

 2. 1 旧住専の紹介融資問題で住宅金融債権管理機
構と裁判上の和解［住友］

  25 『コンプライアンス・マニュアル』を制定［住
友］

 3. 1 コンビニバンキング＠ＢΛＮＫの展開を開始
［さくら］

  15 さくら CRMを全店展開［さくら］
  26 ゴッタルド銀行のスイス・ライフ社への売却

を完了［住友］
  31 早期健全化法に基づく公的資金を導入（住友、

優先株式 5,010億円発行、さくら、同 8,000
億円発行）［両行］

 4. ─  中期経営計画「Challenge21計画」のフェー
ズⅡ開始［住友］

  1 法人業務と個人業務を分離する新営業体制を

 1. ─  景気の谷
  1 欧州単一通貨ユーロ誕生（当初 11カ国）
  22 企業会計審議会、「金融商品に係る会計基準の

設定に関する意見書」公表

 2. 12 日本銀行、ゼロ金利政策実施を決定

 3. 12 金融再生委員会、大手行など 15行の早期健全
化法に基づく公的資金申請を承認（合計 7兆
4,592億円）

 4. 1 整理回収機構発足（住宅金融債権管理機構と整
理回収銀行が合併）
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   開始［住友］
   営業店組織を機能別からマーケット別に変更

［さくら］
  5 住友キャピタル証券を大和 SBCM（1999.2.5

発足）に営業譲渡［住友］
   大和 SBCMが営業開始［住友］
  26 『法令遵守マニュアル』を制定［さくら］
 6. 29 執行役員制度を導入［両行］

 7. 1 成果主義型の人事制度を導入［さくら］
 8. 9 ビジネスローンセンター（後にビジネスロー

ンプラザに改称）の試行を開始［住友］

 10. 1 普通社債（1,000億円）を発行（発行解禁の
第 1号）［住友］

   人事・給与体系を抜本的に見直し［住友］
   組織改定により全社的にカンパニー制 ･ グ

ループ制を導入［さくら］
   さくらビジネスローンの取り扱いを開始［さ

くら］
   「ナイスキャッチ」の取り扱いを開始［さくら］
  14 統合を前提とした全面提携を発表［両行］
  29 第 1回統合戦略委員会を開催［両行］

 12. 8 「将来の統合を前提とした全面提携」の当面
の具体策（システムの統合など）について発
表［両行］

 6. 29 金融再生委員会、「転換権付優先株の転換権行
使について」（いわゆる「転換権行使ガイドラ
イン」）を公表

 7. 1 金融監督庁、『金融検査マニュアル』を導入
 8. 9 改正商法成立（株式交換および株式移転の導入、

1999.10.1施行）
  20 第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行が統合

計画を発表
 9. 30 金融再生委員会、「資本増強行に対するフォロー

アップに係る行政上の措置について」（いわゆ
る「3割ルール」）を公表

 10. 1 大蔵省と金融監督庁、普通銀行による普通社債
の発行を解禁

   株式売買委託手数料の完全自由化（金融システ
ム改革法で改正された証券取引法による）

   日本政策投資銀行発足（特殊法人として設立、
日本開発銀行と北海道東北開発公庫の業務を継
承）

   国際協力銀行発足（特殊法人として設立、日本
輸出入銀行と海外経済協力基金の業務を継承）

 11. 11 政府、経済新生対策を決定（総事業規模 17兆
円程度）

  12 米国でグラム・リーチ・ブライリー法成立
 12. 14 民事再生法成立（2000.4.1施行）

2000年（平成 12年）
 3. 22 旧住専の紹介融資問題で整理回収機構と民事

調停成立［さくら］

 4. 3 投資サービスプラザを本格展開［住友］
  21 合併の 1年前倒し、「合併の基本事項」、「新

銀行グループの経営の大枠」を発表［両行］
  25 頭取西川善文、全国銀行協会会長に就任（～

2001.4.24）［住友］
  28 すみぎん信託銀行の全株式を住友信託銀行に

 3. 10 米ナスダック総合指数（終値）、史上最高値
5,048.62となる（翌営業日以降、大幅に下落、
ITバブル崩壊の端緒）

  30 東京都銀行税条例成立（2000.4.1施行）
 4. 1 中央三井信託銀行発足（中央信託銀行と三井信

託銀行が合併）
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   譲渡［住友］

 6. 9 みなと銀行（1999.4.1に阪神銀行がみどり銀
行を合併して行名変更）をグループ化する方
針を発表［さくら］

  12 Value Net の提供を開始（2000.10.3、Value 
Doorに改称）［住友］

 7. 27 消費者ローン事業＠ Loanを開始（さくらロー
ンパートナーの設立は 2000.6.8）［さくら］

 9. 19 ジャパンネット銀行を設立（営業開始は
2000.10.12）［さくら］

 10. 1 顧客対応方針別組織からマーケット別組織へ
と移行、本店各部と営業店の組織を法人・個
人に分離［さくら］

 11. 6 兵庫県内の 10カ店をみなと銀行に営業譲渡
（2001.1.9にもさらに 10カ店を営業譲渡）[さ
くら ]

  16 新銀行のシンボルマーク、コーポレートカ
ラーなどを発表［両行］

  20 「ワンズダイレクト」の取り扱いを開始［住友］

 5. 23 金融商品販売法成立（2001.4.1施行）
  24 改正預金保険法成立、預金等の全額保護 1年延

長（2001.4.1施行）など
   改正商法成立（会社分割制度の創設、2001.4.1

施行）

 7. 1 金融庁発足（金融監督庁と大蔵省金融企画局が
金融再生委員会の下で統合）

 8. 11 日本銀行、ゼロ金利政策を解除
 9. 29 みずほホールディングス発足

 10. 19 政府、「日本新生のための新発展政策」を決定（総
事業規模 11兆円程度）

 11. ─  景気の山

2001年（平成 13年）

 4. 1 三井住友銀行発足、取締役会長岡田明重、頭
取西川善文

   さくら証券を大和 SBCMに営業譲渡、大和
SBCMは大和証券 SMBCに社名を変更

  2 火災保険等の取り扱いを開始
   資産づくりセットの取り扱いを開始
 5. 17 Value Doorサイトを構築
 6. 1 支店 BPR推進プロジェクトを開始

 1. 3 FRB、政策金利引き下げに転じる（6.50％
→ 6.00％、以後、計 13回の引き下げにより
2003.6.25には 1.00％）

  4 日本銀行、日銀当座預金および国債の即時グロ
ス決済（RTGS）化を実施

  6 中央省庁の再編実施に伴い金融再生委員会を廃
止、金融庁を内閣府に設置

 3 .─  米国、景気の山
  16 政府、日本経済が緩やかなデフレ状況にあると

の認識を初めて示す
  19 日本銀行、量的金融緩和政策開始
 4. 1 銀行等による保険窓口販売の第 1次解禁
  2 三菱東京フィナンシャル・グループ、UFJホー

ルディングス発足
  6 政府、緊急経済対策を決定（金融再生と産業再

生、証券市場の構造改革など）

 6. 11 金融庁、「資本増強行に対するフォローアップ
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  29 さくら信託銀行の全株式を中央三井信託銀行

に譲渡

 7. 2 経営効率化推進策（100日作戦）の具体的内
容を決定

 8. ─  「SMBCフィナンシャルリンク」を立ち上げ
 9. 11 米国同時多発テロ発生に際し、コンティン

ジェンシープランを発動
  17 店舗統合予定店の共同店舗化を開始

 11. 8 パソコンバンクナビWebの取り扱いを開始
  21 法定準備金を剰余金へ振り替える方針を発表

（2002.1.30開催の臨時株主総会での承認を経
て実施）

 12. 5 業務改革委員会を設置
  10 法人渉外支援システム SMASHの導入を開始

   に係る行政上の措置についての考え方の明確化
について」を公表（いわゆる「3割ルールの明
確化」）

  22 改正商法成立（自己株式の取得と保有制限の見
直し、法定準備金減少手続きの創設など、
2001.10.1施行）

  26 「基本方針」（いわゆる「骨太の方針」）を閣議
決定

 9. 11 米国で同時多発テロ発生
  19 「私的整理に関するガイドライン研究会」、「私

的整理に関するガイドライン」を決定し、公表
 10. 26 政府、改革先行プログラムを決定
  29 金融庁、主要行に対する特別検査に着手

（2002.4.12結果公表）
 11 .─  米国、景気の谷
  21 銀行等株式保有制限法成立（2002.1.4一部施行）

 12. 2 エンロン、不正会計問題を発端に経営破綻（米
国連邦倒産法第 11章の適用を申請）

  11 中国、世界貿易機関（WTO）に加盟
  14 政府、緊急対応プログラムを決定（事業規模 4.1

兆円程度）
2002年（平成 14年）
 1. 31 ビジネスセレクトローンの試行販売を開始

 3 .─  ノーツ・キャプターを導入（2002.5.8から全
法人営業部で取り扱いを開始）

  8 大手町本部ビルを売却
 4. 1 「One’s next 1st.プロジェクト」を開始
  8 勘定系システムの統合を開始（2002.7.22に

完了）
  23 スモール法人向けにポートフォリオ型与信管

理に基づく業務運営体制を本格導入

 5. 7 法人向け貸出金利の新体系として「標準金利」
を導入

 1 .─  景気の谷
  15 UFJ銀行発足（三和銀行と東海銀行が合併）
  30 銀行等保有株式取得機構発足（2002.2.15業務

開始）
 2. 1 金融庁、都市銀行などに本体での信託業務への

参入を解禁

 4. 1 みずほ銀行、みずほコーポレート銀行発足（第
一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行が会社分
割と合併を実施）

   定期性預金等の全額保護終了
  12 金融庁、「より強固な金融システムの構築に向

けた施策」を公表
  22 本人確認法成立（2003.1.6施行）
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   個人債権管理センターを設置
 6. 3 法人部門、企業金融部門の組織を改定（不良

債権問題対応のため、審査体制の見直し、所
管営業店の再編・新設、なお法人部門の営業
店再編は 2002.7.8開始）

 7. 15 SMBC─CLOの取り扱いを開始
  30 グループ経営改革（持株会社体制への移行な

ど）の方針を発表

 10. 1 個人年金保険の取り扱いを開始
   ロスデータベースを導入
  22 信託業務（銀行本体で行う兼営業務および代

理店業務）を開始
   i─Dealの提供を開始
  30 日本リバイバル・ファンドを組成
 11. 1 スモール法人向け問題債権担当のビジネスサ

ポートプラザを設置
  18 One’s plusの取り扱いを開始

 12. 2 三井住友フィナンシャルグループ発足、取締
役会長岡田明重、取締役社長西川善文
［SMFG］

   組織を改定（戦略金融部門の設置など）
  5 あおぞら銀行買収の検討を行っていることを

認めるニュースリリースを発表［SMFG］

 7. 21 ワールドコム、不正会計問題を発端に経営破綻
（米国連邦倒産法第 11章の適用を申請）

  30 米国でサーベンス・オクスリー法成立
 8. 9 企業会計審議会、「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」を公表
 9. 9 経済財政諮問会議の民間議員 4人が「金融シス

テム改革」「税制改革」「規制改革」「歳出改革」
の 4本を柱とする緊急提言を実施

  18 日本銀行、金融機関保有株式の価格変動リスク
軽減のために新たな施策の導入を検討すること
を発表（2002.11.29から株式の買い入れを開始）

 10. 1 銀行等による保険窓口販売の第 2次解禁（個人
年金保険など）

  30 経済財政諮問会議、「改革加速のための総合対
応策」を策定、うち金融分野については、金融
庁が「金融再生プログラム─主要行の不良債権
問題解決を通じた経済再生─」を公表

 11. 8 金融庁、「主要行における自己査定と検査結果
との格差について」を公表

  29 金融庁、金融再生プログラムの作業工程表を公
表

 12. 10 金融庁、事務ガイドラインを改正（早期是正措
置の厳格化、早期警戒制度の導入など）

  11 改正預金保険法成立（流動性預金の全額保護終
了の 2年延期など、2003.4.1施行）

  12 政府、改革加速プログラムを決定（総事業規模
4.4兆円程度）

2003年（平成 15年）
 1. 15 GSグループとの間で、同社による SMFGの

転換型優先株式への投資など三つの柱をパッ
ケージとする合意を締結［SMFG］

 2. 1 日本総合研究所を完全子会社化（同社の完全
親会社を合併）［SMFG］

   SMBCとの間で会社分割を実施し、三井住友
カード、三井住友銀リースを子会社化（その
後、株式買い取りにより完全子会社化）
［SMFG］

  8 GSグループ宛てに総額 1,503億円の転換型
優先株式を発行［SMFG］

 3. 5 欧州三井住友銀行をロンドンに設立（業務開

 1. 27 金融庁、主要行に対する特別検査に着手
（2003.4.25結果公表）

 2. 24 日本公認会計士協会、貸倒引当金の計上方法と
してキャッシュフロー見積法（DCF法）が採
用されている場合の監査上の留意事項を公表、
主要行監査人に対し繰延税金資産の合理性確認
など監査の厳正化を求める会長通牒を通知

  25 金融庁、『預金等受入金融機関に係る検査マニュ
アル』の改定を発表（引当に関する DCF的手
法の採用など）

 3. 15 世界保健機関（WHO）、重症急性呼吸器症候群



604　　資 料 編

当 行 関 連 経 営 環 境 な ど
   始は 2003.3.17）
  10 パソコンバンクWeb21の取り扱いを開始
  12 海外投資家向けに 3,450億円の転換型優先株

式を発行［SMFG］
  17 わかしお銀行と合併
  20 Global e─Tradeサービスの取り扱いを開始
  31 公的資金の一部を返済
 4. 1 三井住友銀行の情報システム部門を日本総合

研究所に集約［SMFG］
   住宅ローン自動審査システムの導入を開始
  14 標準・簡易判断型与信採り上げ基準を本格的

に導入し、Nファンドの運営を開始
   ファシリティー・ローンの取り扱いを開始（リ

スクテイク貸金などの導入とその後の動向に
ついては、290ページの図表 2─2─2 ③、424

ページの図表 2─4─4 ⑤、同⑥を参照）

 5 .─  グローバル RM（GRM）制度を試行導入
  6 ローンオフィス（後の法人営業所）の設置を

開始
  26 資本準備金・利益準備金をその他資本剰余金・

未処分利益に振り替える方針を発表（2003.6.27

開催の定時株主総会での承認を経て実施）
［SMFG］

 6. 16 戦略金融部門の組織を改定（営業店を廃止し
審査担当の本店各部に機能を統合）

  23 HUB＆スポーク体制への移行を開始
 7. 22 わかしお銀行との合併に伴うシステム統合の

実施
 8. 1 2003年 3月期の利益実績が経営健全化計画

を大幅に下回ったため（「3割ルール」に抵触）、
金融庁から業務改善命令を受ける［SMFG］

  11 クライアントサポートローンの取り扱いを開
始

 9. 1 デイスター・ファンドを組成

 11. ─  MCステーションの設置を開始
  5 SMFG企業再生債権回収を設立［SMFG］
  10 One’s Styleの取り扱いを開始

   （SARS）拡大防止のために緊急旅行勧告を発表
  20 米英軍、対イラク攻撃を開始
  28 金融庁、「リレーションシップバンキングの機

能強化に関するアクションプログラム」を公表

 4. 1 日本郵政公社発足
  4 金融庁、「公的資金による資本増強行（主要行）

に対するガバナンスの強化について」を公表（い
わゆる「ガバナンス強化ガイドライン」）

  12 米投資ファンドのサーベラスグループ、ソフト
バンク保有のあおぞら銀行株式を TOB方式で
全株買い取ると発表

  16 産業再生機構発足（2003.5.8業務開始、2007.3.15

解散）
  28 日経平均株価（終値）、バブル崩壊後の最安値（当

時）7607円 88銭に下落（その後、上昇に転じ、
8月に 1万円台回復）

 5. 17 初の金融危機対応会議開催、りそな銀行に資本
増強措置を講じる必要性を認定

  23 個人情報保護法成立（2005.4.1全面施行）

 6. 11 新発 10年物国債流通利回り、過去最低の 0.43％
（その後、急激な上昇に転じ、VaRショックを
引き起こす）

 8. 1 金融庁、資本増強行に対するフォローアップ
ルール（いわゆる「3割ルール」）に関して、15

行（グループ）に業務改善命令を発出

 10. 1 住宅金融公庫、証券化支援業務（買取型）を開
始

  8 東京都銀行税条例を巡る訴訟で原告各銀行と東
京都の間で訴訟上の和解成立

 11. 29 金融危機対応会議を開催、足利銀行について特
別危機管理の必要性を認定
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2004年（平成 16年）
 1. 26 合併後、初の法人営業部新設（特定大口問題

債権の担当拠点設置を除く）
 3. 15 SMBCコンサルティングプラザの設置を開始
 4. 1 オペレーション抜本改革実行プロジェクト実

施
  20 頭取西川善文、全国銀行協会会長に就任（～

2005.4.19）
  21 アセット連動ローンの取り扱いを開始
  30 『オペレーショナルリスク管理規程』『オペ

レーショナルリスク管理規則』の制定を実施

 6. 8 合併後、初の支店新設
  21 コンシューマーファイナンス事業におけるプ

ロミスとの提携について発表［SMFG］

 7. 30 UFJホールディングスに対する統合申し入れ
の検討を行っている旨を表明（詳細な展開は
359ページ、図表 2─3─3 ①参照）［SMFG］

 11. 2 公的資金の一部返済を対外公表［SMFG］
  22 2004年度中間決算で三井住友銀行が不良債

権比率半減目標を半年前倒しで達成したこと
を発表［SMFG］

 12. 1 個人向け（委託元：SMBCフレンド証券）、
法人向け（同：大和証券 SMBC）に証券仲介
業務を開始

 5. 21 UFJホールディングス、UFJ銀行、UFJ信託銀
行、住友信託銀行が UFJ信託と住友信託の経
営統合を発表（その後、UFJグループが住友信
託に白紙撤回を申し入れ）

 6. 14 金融機能強化法成立（2004.8.1施行）
   公益通報者保護法成立（2006.4.1施行）
  26 G10の中央銀行総裁および銀行監督当局の長官

がバーゼルⅡを承認（わが国では 2007年 3月
末から適用）

  30 FRB、政策金利引き上げに転じる（1.00％
→ 1.25％、以後、計 17回の引き上げにより
2006.6.29には 5.25％）

 11. 26 改正信託業法成立（信託可能財産の範囲拡大、
信託業の担い手の拡大など、2004.12.30施行）

 12. 1 銀行等の登録金融機関による証券仲介業務開始
（2004.6.2成立の改正証券取引法の施行による）

  24 金融庁、「金融改革プログラム─金融サービス
立国への挑戦─」を公表

2005年（平成 17年）
 2. 1 遺言信託業務を開始
  21 決済用普通預金の取り扱いを開始
  25 UFJホールディングス・UFJ銀行に対する統

合提案の取り下げを発表［SMFG］
 4. 1 組織改定を実施（戦略金融部門およびコミュ

ニティバンキング本部の廃止など）
   支店サービス拠点の本格的な設置開始
  11 ローン STPシステムを導入
  18 プロミスおよびアットローンとカスケード方

式によるコンシューマーファイナンス事業を

 4. 1 決済用預金（恒久措置として全額保護）以外の
預金等保護が元本 1,000万円までとその利息に
移行
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   開始
   SMBC─クレセルローンの取り扱いを開始
 5. ─  ライジング・ルーキー・プログラムを開始

（2009年度に SMBCコーポレートバンキング
カレッジと改称）

 6. 29 SMBC副頭取奥正之、SMFG取締役会長・
SMBC 頭取に、SMFG 副社長北山禎介、
SMFG取締役社長・SMBC取締役会長に就任
［SMFG・SMBC］

 7. 11 三井住友カードに対する出資比率を 100％か
ら 66％に変更（NTTドコモに対し、三井住
友カード株式の譲渡及び割当増資を実施）
［SMFG］

  22 2005年 3月期の利益実績が「3割ルール」に
抵触し、金融庁から業務改善命令を受ける
［SMFG］

 10. 3 三大疾病保障付住宅ローンの取り扱いを開始

 11. 24 『キャッシュカード規定』等を改定（不正出
金被害の補償に対応）

 12. 2 公正取引委員会から金利スワップの販売につ
いて独占禁止法に違反する行為がみられると
して勧告を受ける（2005.12.12に勧告応諾書
を提出）

  19 生体認証 ICキャッシュカードの発行を開始
  22 一時払終身保険の取り扱いを開始
   

 6. 29 会社法成立（旧商法、有限会社法などの会社法
制に関係する部分を見直し再編成、一部を除き
2006.5.1施行）

 10. 1 三菱 UFJフィナンシャル・グループ発足（三
菱東京フィナンシャル・グループと UFJホー
ルディングスが合併、傘下の三菱 UFJ信託銀行、
三菱 UFJ証券も発足）

  14 郵政民営化関連法成立（郵政民営化委員会等の
規定は 2006.4.1施行）

  28 金融庁、「主要行等向けの総合的な監督指針」「公
的資金（優先株式等）の処分の考え方について」
を公表

   預金保険機構、「資本増強のために引受け等を
行った優先株式等の処分に係る当面の対応につ
いて」を公表

 12. 5 金融庁、繰延税金資産の算入適正化に関して自
己資本比率告示を改正

  22 銀行等による保険窓口販売の第 3次解禁（一時
払終身保険など）

2006年（平成 18年）
 1. 23 エクエーター原則を採択

 2. 20 ATM・CDの 1日当たり現金出金上限、振込
等の限度額を見直し

  24 環境配慮企業支援ローン（2007.7.23 に
SMBC─ECOローンと改称）の取り扱いを開
始

 1. 1 三菱東京 UFJ銀行発足（東京三菱銀行と UFJ
銀行が合併）
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 4. ─  法人部門・企業金融部門の営業店の業績評価
体系を大幅に改定

  3 大規模な組織改定を実施（コンプライアンス
部門、コーポレート・アドバイザリー本部、
品質管理部の設置など）

   SMBCアラームラインの運営態勢を整備
  11 法人企業統括部所属のコンプライアンス統括

オフィサーを各地域法人営業本部に配置
  24 法人部門の営業店に与信グループを設置
   アーリーウォーニング制度を導入
  27 金融庁から金利スワップの販売態勢等につい

て業務停止命令・業務改善命令を受ける
   行内の特別調査委員会による金利スワップ販

売実態調査の結果を公表

 7. ─  個人業務部所属のコンプライアンス推進役
（2007.4.6にコンプライアンス統括オフィサー
に名称変更）のブロックへの配置を開始

  26 CCFアクションプランを策定（その後、毎年、
見直しを実施）

  27 第 1回 CS・品質向上委員会を開催
  31 法人情報ポータルサイトと顧客ポータルサイ

トをイントラネット上に開設
 9. 1 SMBCフレンド証券を完全子会社化［SMFG］
 10. 10 SMBCマネジメントレビューを導入
  20 公的資金の返済を完了（完済までの過程は

396ページ、図表 2─4─2 ②参照）［SMFG］

 3. 9 日本銀行、量的緩和政策を終了
 4. ─  米国の住宅価格（S&P／ケース・シラー住宅価

格指数・季節調整値）がピークとなる（以後、
下落基調）

 6. 7 旧証券取引法などを大幅に見直した金融商品取
引法が成立（2007.9.30施行）

 7. 14 日本銀行、ゼロ金利政策を終了し、政策金利の
引き上げに転じる（0％程度→ 0.25％前後、
2007.2.21に再度引き上げ 0.5％前後）

 12. 13 改正貸金業法成立（総量規制と上限金利引き下
げは、同法が施行期限と定めた 2010.6.18に施
行）

2007年（平成 19年）
 1. 16 SMBCファンドラップの取り扱いを開始
  22 米国監督当局から米国におけるマネー・ロー

ンダリング防止態勢に関して業務改善命令を
受ける（2010.5.6解除）

 2. 26 貸金業法等改正を受け、コンシューマーファ
イナンス事業を一部見直し

 3. 12 SMBCファーストパックの取り扱いを開始
  23 大手町本部ビルを再取得

 4. 2 組織改定を実施（プライベート・アドバイザ

 3. 13 ニューヨーク証券取引所、サブプライムローン
大手のニュー・センチュリー・フィナンシャル
の取引停止と上場廃止方針を発表（同社は
2007.4.2、米国連邦倒産法第 11章の適用を申請）

  29 犯罪収益移転防止法成立（2008.3.1全面施行）
 4. 1 住宅金融支援機構発足（独立行政法人として設
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   リー本部の設置など）
  16 中小企業向けの信用リスク評価モデルおよび

スコアリングシステムを改定
  23 『事務規程』の抜本的改定を開始
  24 頭取奥正之、全国銀行協会会長に就任（～

2008.4.22）
  27 中期経営計画「LEAD THE VALUE計画」を

公表［SMFG］
 6. ─  グローバル RM（GRM）制度を法人部門に拡

大
 7. 2 SMBC─クレセルローンの新規取り扱いを停

止、Nファンドを標準審査手続に移行
 8. 6 外為事務集中システム FLEKSの導入を開始

 9. 3 コンプラナビの全店試行を開始（2007.9.18
本番運用を開始）

 10. 1 三井住友ファイナンス &リース、住友三井
オートサービスが発足（住友商事グループと
の戦略的共同事業）［SMFG］

 11. 19 アセットバリューの取り扱いを開始
  27 ベトナム・エクスポート・インポート・コマー

シャル・ジョイント・ストック・バンクと資
本・業務提携契約を締結（他の提携について
は 453ページ、図表 2─4─6 ④参照）

 12. 22 平準払死亡保障保険や医療保険などの取り扱
いを開始

   立、住宅金融公庫の業務を継承）

 6. ─  欧米大手格付機関によるサブプライムローン関
連証券化商品の格付け引き下げが本格化

 8. 9 仏大手銀行 BNPパリバ傘下のサブプライム関
連ファンドが売買凍結

   欧州中央銀行（ECB）、市場の混乱に対して異
例の規模で流動性を供給、その後、FRB、日本
銀行なども市場に資金供給

 9. 18 FRB、政策金利引き下げに転じる（5.25％
→ 4.75％、以後、計 10回の引き下げにより
2008.12.16には事実上のゼロ金利政策）

 10. 1 日本郵政グループ発足

 11. 15 米国 SEC、米国上場の外国企業が国際会計基準
審議会の国際会計基準（IFRS）に則り作成した
財務諸表を、米国会計基準への調整表なしで受
け入れることを決定

 12. ─  米国、景気の山
  14 振り込め詐欺救済法成立（2008.6.21施行）
  22 銀行等による保険窓口販売の全面解禁

2008年（平成 20年）
 2. 7 海外子会社による優先出資証券を発行（1,350

億円、以下、資本強化の動きについては 534
ページ、図表 2─5─2 ③参照）［SMFG］

  18 新営業店端末機の試行を開始（2008.4.22、名
称を CUTEと決定）

 3. 10 SMASHを顧客ポータルサイトに統合
  17 東海地区の店舗ネットワーク強化の第 1弾と

して 2支店を開設

 4. 1 組織改定を実施（グローバル・アドバイザリー

 2. ─  景気の山（戦後最長の景気上昇が終了）

 3. 14 FRB、ベア・スターンズの経営危機と金融市場
の混乱を収拾するための対策を実施

  16 JPモルガン・チェース、ベア・スターンズの
救済合併を発表

  28 経営が悪化した新銀行東京（2005.4.1開業）に
対し、400億円の追加出資を行う補正予算案が
東京都議会で成立

 4. 11 金融安定化フォーラム（FSF）、7カ国財務大臣・
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   部の設置など）
   住宅ローンを通じた地球温暖化防止応援キャ

ンペーンを開始
 5. ─  SMBCリテールバンキングカレッジを開始
 6. 13 新タイプの拠点 ｢SMBCパーク 栄｣ を開設
  25 英国の大手金融機関バークレイズ・ピーエル

シーへの出資などについて合意
 7. 1 職種区分の見直し等を実施（一般職の廃止と

ビジネスキャリア職の新設など）
   営業店勤務の派遣社員等のうち約 2,000人を

正社員として雇用
  7 コビナンツ管理システムを導入

 9. 30 三井住友ファイナンス &リースへの出資比
率を 55％から 60％へ引き上げ［SMFG］

 10. 1 SMFGカード &クレジットを設立［SMFG］
   SMBC環境配慮評価融資の取り扱いを開始

（2009.6.5には SMBC環境配慮評価私募債の
取り扱いを開始）

 12. 8 住友商事との航空機オペレーティングリース
事業の共同展開を発表［SMFG］

   中央銀行総裁会議（G7）に、金融市場の混乱
の要因分析と今後の対応についての提言に関し
報告

 6. 6 改正金融商品取引法成立（ファイアーウォール
規制の見直し、銀行等の業務範囲の拡大、利益
相反管理体制の構築など）

 7. 3 原油価格（ニューヨーク・マーカンタイル取引
所の先物価格）、最高値 1バレル 145.29ドルに
上昇

 8. 29 政府、「安心実現のための緊急総合対策」（総事
業規模 11.7兆円程度）を決定（その一環とし
て 2008.10.31に原材料価格高騰対応等緊急保証
制度を導入）

 9. 15 リーマン・ブラザーズ、経営破綻（米国連邦倒
産法第 11章の適用を申請）

  22 三菱 UFJフィナンシャル・グループ 、モルガン・
スタンレーへの出資方針を発表

 10. 1 日本政策金融公庫発足（政府が全株式を保有す
る特殊会社として設立）

   日本政策投資銀行が特殊会社に改組
  3 米国で緊急経済安定化法が成立（不良資産救済

プログラム TARPの創設など）
  30 政府、「生活対策」（総事業規模 26.9兆円程度）

を決定
  31 日本銀行、政策金利の引き下げに転じる（0.5％

前後→ 0.3％前後、以後、計 3回の引き下げに
より 2010.10.5には事実上ゼロ金利）

 11. 14 第 1回 G20首脳会議、ワシントン D.C.で開催
（2008.11.15まで）

 12. 12 改正金融機能強化法成立（2008.12.17施行）
  19 政府、「生活防衛のための緊急対策」（総事業規

模 37兆円程度）を決定
2009年（平成 21年）

 4. ─  支店・支店サービス部の一体運営体制へ移行
  1 組織改定を実施（リスク管理部門の設置、不

動産法人営業部の設置など）
   カントリーリスク管理に「役員指定国」

「ウォッチ国」を導入、海外拠点のクレジッ
トアラーム制度を一本化

 3. ─  景気の谷
  10 日経平均株価（終値）、26年 5カ月ぶりの安値

7054円 98銭に下落
 4. 1 第 2回 G20首脳会議、ロンドンで開催（2009.4.2

まで）
  10 政府、経済危機対策（事業規模 56.8兆円程度）

を決定（その一環として原材料価格高騰対応等
緊急保証制度を 2009.4.27に緊急保証制度へ改
正）
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   新緊急時対応システムを導入
  13 ファシリティー・ローンの新規取り扱いを停

止
  20 法人向け与信運営制度を見直し（格付モデル

の改定、コーポレートアラーム制度・管理強
化先制度の制定など）

  27 三井住友銀行（中国）有限公司を設立（同日、
業務開始）

  28 新型インフルエンザ対策本部を設置（～
2010.3.31）

 5. 1 日興コーディアル証券等の事業の取得につい
て合意したことを発表［SMFG］

 6. 9 排出権売買業務を開始
  11 CCナビ（コンプラナビの後継システム）を

西日本の各部店に導入（東日本各部店には
2009.7.13導入）

  23 個人向けコールセンターを 2拠点から 3拠点
に増強

 7. 1 オリックス・クレジットを連結子会社化
 8. 12 自己信託を開始
 9. 10 大和証券グループ本社との合弁事業の解消を

発表［SMFG］
 10. 1 日興コーディアル証券を完全子会社化

 12. 4 金融円滑化法に基づき「貸付条件の変更等に
係る対応の基本方針」を策定

  31 大和証券 SMBCに関する合弁事業を解消
［SMFG］

  27 WHO、新型インフルエンザの流行状況を踏ま
え、世界的大流行（パンデミック）の警戒水準
を引き上げ

 6. ─  米国、景気の谷

 9. 24 第 3回 G20首脳会議、ピッツバーグで開催
（2009.9.25まで）

 10. 14 企業再生支援機構発足（2009.10.16業務開始）
 11. 30 金融円滑化法成立（2009.12.4施行）
 12. ─  欧米大手格付機関が相次ぎギリシャ国債の格付

けを引き下げ
  8 政府、「明日の安心と成長のための緊急経済対

策」を決定（総事業規模 24.4兆円程度）
2010年（平成 22年）
 1. 4 日興コーディアル証券を委託元とする法人向

け金融商品仲介業務を開始
 4. 1 三井住友銀行 (中国 )有限公司における日系

企業取引所管を、国際統括部から法人企業統
括部に変更

   貢献評価制度を導入
  19 日興コーディアル証券を委託元とする個人向

け金融商品仲介業務を開始
  20 頭取奥正之、全国銀行協会会長に就任（～

2011.7.1）
 5. 31 セディナを連結子会社化［SMFG］

 6. 15 日本銀行、成長基盤強化を支援するための資金
供給の枠組み導入を決定（2010.9.6に第 1回の
貸付を実施）

  26 第 4回 G20首脳会議、トロントで開催（2010.6.27
まで）
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 7. 1 バークレイズおよび日興コーディアル証券と

の PB業務協働開始に合意
  15 日本銀行の「成長基盤強化を支援するための

資金供給」に対応した融資ファンドを設定

 10. 1 金融 ADR制度の創設に対応（『CS推進規則』
や各種商品説明書の改定など）

  18 本店を移転

 11. 1 ニューヨーク証券取引所へ上場［SMFG］

 7. 21 米国でドッド・フランク法成立

 9. 10 日本振興銀行（2004.4.21開業）が経営破綻、初
のペイオフ発動

 10. 1 全国銀行協会連合会､ 金融 ADR制度に基づき、
指定紛争解決機関としての業務を開始

  5 日本銀行、「包括的な金融緩和政策」実施を決
定

 11. 11 第 5回 G20首脳会議、ソウルで開催（2010.11.12
まで）

 12. 16 バーゼル銀行監督委員会、バーゼルⅢテキスト
を公表

2011年（平成 23年）
 1. 1 SMBCフレンド証券の個人向け銀証協働事業

を日興コーディアル証券に統合
  4 銀行取引約定書を改定（指定 ADR機関の名

称・連絡先の記載）
  28 セディナを 2011.5.1に完全子会社化する方針

を発表［SMFG］
 3. 11 東日本大震災発生を受けて緊急時対策本部を

立ち上げ
  12 仙台支店の休日臨時営業を開始（～ 2011. 4.24）
   東日本大震災被害への義援金を日本赤十字社

に寄付すること等を発表（2011.3.29に金額
の引き上げを発表）

  14 東日本大震災の被災者向けに特別金利住宅
ローン、特別ファンド（法人向け）の取り扱
いを開始

 4. 1 三井住友銀行発足 10周年
   SMBC取締役兼専務執行役員・SMFG取締役

國部毅、SMBC頭取（SMFG取締役）に、
SMBC取締役兼専務執行役員・SMFG取締役
宮田孝一、SMFG取締役社長（SMBC取締役）
に就任

   香港支店、台北支店における日系企業取引所
管を、国際統括部から法人企業統括部に変更

   決済業務戦略プロジェクトチームを設置
   日興コーディアル証券、社名を SMBC日興

証券に変更

 1. 20 中国国家統計局、2010年の名目 GDPを発表（ド
ル換算で日本を上回り世界第 2位となることが
確実視される）

 3. 11 旧住専債権の最終処理に向けた預金保険法改正
案を閣議決定

   東日本大震災発生
  14 東京電力、計画停電を開始（その後、電力需給

バランス改善を受け、2011.4.8に計画停電は原
則実施しないと発表）

  16 円レート、ニューヨーク市場で、一時、変動相
場制移行後の最高値（当時）1ドル 76円 25銭
に上昇（日本時間では 17日早朝）

 4. 1 三井住友トラスト・ホールディングス発足（中
央三井トラスト・ホールディングスと住友信託
銀行が経営統合）
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あ行
アーリーウォーニング制度 423, 472

あおぞら銀行 261

あさひ銀行 187, 189

アジア営業部 451

（国際統括部）アジア研修室 454

アジア審査部 460

アジアセールスデスク 322

アジア・大洋州統括部 452

アジア・大洋州本部 452

アジア通貨危機 16, 122, 149

アジア部 319

アジア・プロダクト推進部 443, 452

アジア本部 451

アセットファイナンス営業部 433

アセットマネジメント業務 117

アセット連動ローン 293, 434

アットバンク 105

アットローン 107, 279, 414

アパートローン営業部 270

アレンジメントフィー 310, 432

アレンジャー 310, 312, 432

案件格付 330, 423

安定調達比率（NSFR） 467, 529

遺言信託業務 275

いざなぎ景気 229

遺産整理業務 275

イスラム金融 435

一時払終身保険 274

1年・3年基準 233

一般職 147, 333, 498

インサイダー取引 475

インターネットバンキング 77, 296

ウォッチ国 460, 536

受皿銀行 39＊, 53, 193

失われた 10年（15年、20年） 2, 9

内なる国際化 378, 452, 454, 458

売掛債権活用ローン 292

売掛債権担保融資制度 293

営業審査第一部～第三部 253, 302

営業店 265, 283

営業統括部 302, 306, 373, 428

営業部 301, 373, 416, 421

営業部グループ 96

英国金融サービス機構（FSA） 248

エー・アイ・キャピタル 441

エーエム・ピーエム・ジャパン 106

エージェント 310, 312, 431

エクイティーファイナンス 24, 32

エス・ビー・アイ・エム投信 116

延滞債権（額） 37, 163

円高（進行） 15, 23, 519

欧州営業第一部～第六部 457, 462

欧州監査部 327

欧州債務危機、欧州債務問題 14, 524

欧州審査部 457

欧州中央銀行（ECB） 13, 514

欧州統括部 315, 317, 460

欧州本部 457

欧州三井住友銀行 248, 316

欧州リスク管理部 460, 535

オーエムシーカード 384

大蔵省 9, 37, 45, 55, 151, 158, 163

大阪法人営業部 253

大阪本店 202, 217

大阪本店営業第一部～第四部 253, 301

大阪本店営業本部 304, 421

大手（17、19、21）行 155, 162, 187

大手町本部（ビル） 217, 246, 546

岡田明重 91, 177, 185, 195, 

 200, 202, 217, 220, 256

お客さまサービス部 477

お客さまの声 DB 410

奥正之 1, 195, 368, 377, 

 386, 393, 502, 546, 552

オペモニター 473, 495

オペレーショナルリスク 135, 472

オペレーショナルリスク委員会 473

オペレーショナルリスク管理規程 472

（総務部、リスク統括部）オペレーショ
ナルリスク管理室 473, 536

オリジネーター 311

か行
カードローン事業部 280

海外営業グループ 96

（総務部）海外コンプライアンス室 481

海外収益比率 447, 462

海外与信管理システム 459

会計ビッグバン 57

（法人業務部）外国業務推進室 284, 294

外国業務部 294, 373, 376, 416

会社法、会社法制 60, 433, 484

（改正）外為法 57, 114

外部損失データ 473

カウンターパーティーリスク 150, 529

格付機関 120, 201, 529

格付モデル 425

確定拠出年金業務 405

（改正）貸金業法 385, 413

貸倒引当金（繰入、計上） 
 62, 168, 233, 550

貸出条件緩和債権 165

カスケード事業 279, 413

カストディー業務 51, 314, 443

合併差益 10, 245, 247

ガバナンス強化ガイドライン 236, 362

株価変動リスク 9, 212, 255

株式等損益 244, 353, 517

株主総会 246, 256, 395, 535

神谷健一 32

為替系デリバティブ 484

簡易判断型与信採り上げ基準 290

（ストラクチャードファイナンス営業
部）環境ソリューション室 445

環境ビジネス 388, 417, 509

環境ビジネス交流会 295, 510

環境リスク 509

関西アーバン銀行、関西銀行 194

監査委員会 485

（業務監査部）監査企画室 486

監査部［SMBC］ 217, 327, 486

監査部［SMFG］ 259

監査部門 486

監査役［SMBC］ 327, 485

監査役［SMFG］ 258, 485, 551

勘定系システム 201, 208, 224, 337, 340

カントリーリスク管理 317, 460, 535

管理強化先制度 425

危機管理マニュアル 554

企業会計審議会 55, 57, 233, 247

企業格付 82, 134

企業金融 CRM 303

企業金融グループ 65

企業金融部門 217, 282, 301, 373, 415

企業再生機構 518

企業再生ファンド 239, 254, 313, 440

企業情報部 309, 428, 544

企業調査部 290, 306, 451, 472

危険債権 243, 353

偽造・盗難カード 475, 478

基礎的手法 473

基礎的内部格付手法 472

北山禎介 1, 195, 368, 

 383, 511, 532, 551

木津信用組合 40, 52

希薄化 181, 251, 395, 531

規模の利益 25, 30, 179, 277

キャピタルマーケットグループ 66, 117

キャリアカテゴリー（制） 146, 334

業種別与信運営制度 426

行政処分 117, 142, 232, 389, 481

業績回復ローン 292

業績評価（体系、制度） 378, 391, 418

業態別子会社（方式） 55, 115

共同債権買取機構 156, 168, 177

業務斡旋 295

業務改革委員会 286

業務改善計画 142, 239, 354, 391

業務改善命令 235, 239, 247, 354, 389

業務監査部 327, 485

業務監査部門 217, 326, 485

業務純益 203, 401, 465

業務粗利益 243

業務停止命令 389

業務部門 217, 301, 373

緊急時対策 43

緊急時対策規程 553

緊急時対策本部 553, 556

銀行等株式保有制限法 225, 255＊
銀行等保有株式取得機構 225, 231

銀行法 129, 165, 474
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銀行法施行規則 62, 165＊
銀証融合、銀証連携 3, 409, 428, 542

金銭債権流動化 311, 433

金融 ADR制度 483

金融安定化フォーラム（FSF） 519

金融安定化法 10, 155, 161, 172, 180

金融安定理事会（FSB） 521

金融円滑化 419, 427

金融円滑化法 426, 518

金融改革プログラム 11, 362

金融監督庁 55, 157

金融危機 2, 9, 55, 129, 150, 157

金融危機管理審査委員会 155, 172, 180

金融危機対応会議 235

金融検査マニュアル 168, 475

金融国会 157, 182

金融再生委員会 158, 161, 174, 184

金融再生プログラム 10, 59, 231, 249

金融再生法 157

金融再生法開示債権 165, 243, 352

金融三法 45, 50, 61

金融システム改革 54

金融システム改革法 57, 67, 115, 165

金融システムの安定 39, 46, 52, 214＊
金融自由化 3, 18

金融商品営業部 429, 439, 445

（総務部）金融商品コンプライアンス室
 477, 483

金融商品仲介（業務） 313, 439, 542

金融商品取引法 365, 407, 474, 477

金融商品販売法 474

金融審議会 235, 272, 474

金融制度改革法 18, 55, 115, 121

金融制度調査会 37, 55, 163

（投資銀行営業部）金融ソリューション
室 285, 303, 306, 309, 436

金融庁 158＊, 225, 235, 362, 389, 481

（総務部）金融犯罪対応室 480, 482

金融（システム）不安 36, 51, 181, 366

金融（銀行）持株会社 3, 19, 115, 189

金融持株会社関連 2法 115

金利減免（先） 36, 37, 163

金利減免等債権 163

金利スワップ 389, 480

金利棚上げ（先） 37, 163

クオーク 279, 383

國部毅 559, 562

クライアントサポートローン 298, 424

クリアリングトラスト 442

クリーン開発メカニズム 444

繰延税金資産 59, 234, 249, 365, 528

グループ業務管理室 391

グループ経営会議 258, 485

グループ（事業）戦略 371, 383

グレーターチャイナ 451, 462

グレーターチャイナ営業部 452

クレジットアラーム制度 460, 536

クレジットウォッチ制度 423, 426

クレジットカード事業 383

クレジット・スコアリング・モデル 
86, 289

クレジット・デフォルト・スワップ

（CDS） 472, 522, 529

クレジットポリシー 330, 471, 509

（EC業務部）グローバル CMS室 443

グローバル・アドバイザリー部（GA
部） 305, 376, 416

グローバル化 14, 122, 500

グローバルコリア営業部 462

グローバル・リレーションシップ・マ
ネジメント（GRM） 304, 417

経営会議 217, 326, 329, 381

経営企画部 217, 329

経営健全化計画 162, 174, 184, 220, 354

経営健全性確保法 61, 109, 129

経営支援先債権 163

経営戦略の柱 203, 262, 307, 315

経営体制 203, 326, 328, 333

経営の健全性の確保のための計画 155

経営理念 203, 220, 333, 370, 381, 418

経営理念カード 372

経済財政諮問会議 226, 231

経費率 223

決済（関連ビジネス） 276, 412, 446

決済システム 130, 137

決済に関するリスク 328

決済ファイナンス事業部 265, 280

決済ファイナンスユニット 446

兼営法 314, 441

原価法 154, 162

検査部 327

減損処理 244

公共・金融法人部 416

公共法人営業部 416

貢献評価制度 497

公正取引委員会 53, 389, 480

構造改革 54, 213, 225, 226

公的資金 155, 162, 171, 180, 203, 362

公的資金（返済、完済） 11, 353, 396

行動規範 203, 220, 370

行内格付制度 134, 330, 471

交付国債 155

神戸本部 217

広報部 399

公募制度 148, 335

公務法人営業部 283, 419

コーポレート・アドバイザリー本部
（CA本部） 373, 415

コーポレートアラーム制度 426

コーポレートガバナンス 143, 326

コーポレートカラー 208, 551

コーポレートサービス部門 217

コーポレートスタッフ部門 217

コールセンター 99, 263, 281, 403

顧客価値（創造、実現） 93, 113

顧客基盤 102, 277, 282

顧客セグメント 72, 262, 404

顧客ポータルサイト 422

国際会計基準（IFRS） 57, 550

（国際審査部）国際環境室 509

国際企業 CRM 101, 305

国際企業 DC 96, 127

（国際統括部）国際業務開発室 462

国際業務グループ 65

国際審査部 317, 458, 460

国際統括部 317, 319

国際部門 217, 315, 447

国際与信管理部 460, 535

国内基準適用行 154, 194

国内事務取扱手続 380, 491

国内法人業務委員会 374

個社別与信管理（K先） 291, 426

個人業務グループ 68, 71, 79, 98

個人業務部 265＊, 404

（個人統括部）個人金融円滑化推進室 
427

（個人統括部）個人コンプライアンス室 
410

個人債権管理センター 253, 270

個人事務システム部 343, 488

個人情報保護法 475, 478, 482

個人統括部 264

個人年金保険 273

個人部門 217, 222, 262, 373, 402

個人部門の将来ビジョン 264, 268, 276
コスモ信用組合 40, 52

コタック・マヒンドラ銀行 444

（個別）コビナンツ 288, 423

コマーシャルペーパー（CP） 114

コミットメントライン 293, 310, 432

コミュニティバンキング本部（CB本
部） 260, 300, 342

5割 8割ルール 229, 351

コンサルティング（ビジネス） 268, 402

コンサルティング事業部 265, 408

コンサルティングプロセス 273, 408

コンシューマー営業部 264, 273

コンシューマービジネス統括部 280

コンシューマーファイナンス事業 
 279, 413

コンシューマーファイナンス事業部 
 280

コンティンジェンシープラン（危機管
理計画） 137, 325, 341, 342

コンピテンシー（行動特性） 147, 335

コンプライアンス 104, 141, 259, 327

コンプライアンス委員会 259, 327, 478

コンプライアンス統括オフィサー 
 392, 410, 481

コンプライアンス部門 375, 481

コンプライアンス・マニュアル 327

コンプラナビ 407, 477

さ行
サーベンス・オクスリー法 347, 550

債権管理回収業法 156, 177

債権償却特別勘定 168

債権放棄 47, 53, 246

財政構造改革（法） 54, 153, 156

財務開発室 549

財務企画部 255, 549＊
債務者格付 109, 330

債務者モニタリング 318, 332, 460

さくら CRM 99

さくら L.A. 102

さくら証券 116, 308

さくら信託銀行 121
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さくらのブラウザバンキングサービス 
99

さくらビジネスローン 112

サブプライムローン 349, 361, 512

サブプライムローン関連証券化商品 
466, 513, 529

3カ月以上延滞債権 165

産業再生機構 240, 254, 431, 518

産業再生法 240

三洋証券 117, 150, 189

三洋信販 107, 385

三和銀行 52, 99, 190, 357

3割ルール、3割ルールの明確化 236

時価会計 9, 57, 59, 129, 183, 212

時価発行（公募）増資 32,  180

時価評価 59, 129, 245

（法人業務部）事業再編室 253, 309

資金援助（方式） 36, 39, 47, 53

資金証券サービス部 443, 446

自己株式 353, 395

自己査定 61, 109, 165, 212, 330

自己資本比率 12, 61, 171, 203, 532

自己資本比率規制〈＊ BIS規制も参照〉 12

自己信託（信託宣言） 314, 442

資産運用営業部 264

資産運用層 72, 74, 262

資産監査部 327, 330, 485

資産形成層 72, 74, 262

資産査定 232

資産流動化 309

市場運用部 323, 464

市場営業グループ 65, 130

市場営業推進部 285, 320, 464

市場営業統括部 320, 323

市場営業部 320, 463

市場営業部門 217, 243, 320, 463, 514

市場外貨資金部 320

市場型間接金融 115, 292

市場資金部 320, 464

市場事務部 332, 343

市場リスク 12, 129, 132, 328, 332, 473

市場リスク会議 329, 332

（統合リスク管理部）システム企画室 
536

システムリスク 135, 139, 328, 472, 496

執行役員（制度） 96, 143, 326

実質破綻先 166

実務指針 60, 62, 168, 233

シティグループ 188, 386, 539, 543

支店、支店新規出店 70, 98, 265, 402

支店営業グループ 96

支店業務グループ 65, 66

支店サービス拠点 403

支店サービス部 487

支店サービス部長 487

支店事務指導部 488

支店長 266, 335, 487

私募債 114, 314, 443

資本コスト 25, 318

資本市場部 443

資本準備金 246, 256, 395

資本政策 9, 61, 531

資本保全バッファー 3, 526

事務ガイドライン 137, 236, 308

事務管理部 343, 488

事務推進部 488, 494

事務統括部 217, 343, 472, 482

事務リスク 135, 328, 472, 495

社外取締役 143, 258, 326

ジャパンネット銀行 107

ジャパン・プレミアム 40, 50, 124, 150

ジャパン・ペンション・ナビゲーター
（J─PEC） 406

上海支店 319, 451

住専国会 45, 54, 61

住専処理法 47

住宅金融公庫 46, 366, 482

住宅金融債権管理機構 47, 160, 170

住宅金融支援機構 367

住宅金融専門会社（住専） 36, 45

住宅ローン 73, 102, 270

住宅ローン自動審査システム 281

（貸倒）償却・引当 58, 161, 169, 330

商業銀行 DC 96, 112

商業銀行業務 415, 420

承継ビジネス事業部 376, 405

証券営業部 294, 439

証券化（業務） 18, 309

証券子会社 18, 116

（総務部）証券コンプライアンス室 477

（投資銀行統括部）証券戦略室 543

証券仲介業務 275, 294, 313, 409, 439

証券取引法（改正） 275, 294, 439, 474

証券ファイナンス営業部 443

少数株主持分 171

消費者金融会社 107, 279

消費者金融事業 385

消費税率 54, 149

（改正）商法 60, 171, 180, 247

情報系システム 88

情報システム企画部 343, 496

剰余金 244, 395

職域取引事業部 376, 405

職務等級（制度） 145, 147, 334, 498

人員構成 381, 498

新株予約権付ローン 433

新銀行グループの経営の大枠 
 203, 262, 328, 333

人事委員会 143, 258, 326

シンジケーション営業部 431, 443

シンジケートローン 292, 310, 430

人事部 405

（改正）信託業法 275, 314

信託業務 441

信託子会社 18, 121, 441

信託部 441

（改正）信託法 314

シンボルマーク 208

信用格付制度 109, 134

信用コスト 82, 93, 109

信用保証協会保証付貸出金 289

信用リスク 109, 132, 330, 471

信用リスク委員会 471

信用リスク会議 329

信用リスクマネジメント部 332, 472

末松謙一 26, 29, 91

スタンダード・チャータード銀行 449

ステークホルダー 1, 92, 203, 333, 504

ストックオプション（制度） 143, 326

ストラクチャードファイナンス営業部 
428, 434, 437, 444, 445

ストラクチャードファイナンス業務 
117, 312, 434

すみぎん信託銀行 121

住銀投資顧問 116, 119

住友キャピタル証券 116, 119

住友商事（グループ） 384, 544

住友信託銀行 160, 276, 357, 441, 544

住友生命保険 408

住友のハローダイレクト 76

住友三井オートサービス 384

スモールビジネス 85, 288, 421

成果責任評価制度 497

税効果会計 58, 183

政策投資株式 9, 212, 241, 255, 329

（財務企画部、ポートフォリオマネジ
メント部）政策投資室 255

正常先（債権） 230, 233, 330

成長産業クラスター・プロジェクト
チーム 388, 445

（法人業務部）成長事業推進室 284

政府保証（枠） 155, 161

整理回収機構 160, 171, 239, 254, 353

整理回収銀行 39＊,  50, 155, 160

西暦 2000年問題 88, 137

世界（的な）金融危機 514, 529, 535

セディナ 384

ゼロ金利政策 163, 213, 465, 515, 518

全額保護 229, 239

全国銀行協会（連合会） 37, 131, 483

全国銀行協会（連合会）会長行 
 39, 44, 48, 49, 272, 478

戦後最長の景気（回復、上昇） 229, 516

先進的計測手法 459, 473

先進的内部格付手法 472, 532

選択と集中 91, 111, 449

セントラルファイナンス 383

（ストラクチャードファイナンス営業
部）船舶ファイナンス室 457

戦略運用（業務） 323, 464

戦略金融統括部 254, 440

戦略金融部門 254, 298, 304, 356

早期警戒制度 232, 236

早期健全化法 10, 161, 173

早期是正措置 12, 61, 109, 165, 236

早期是正措置に関する検討会 61, 177

総合職 147, 333, 498

総務部 375, 477, 481

ソウル支店 462

組織的犯罪処罰法 476

その他有価証券 59, 212, 247, 352

その他有価証券評価差額金 245, 353

ソリューション（営業） 282

損失補てん 117, 141

た行
第一勧業銀行 23, 190
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第三者割当増資 183

ダイバーシティ推進 381, 501

（人事部）ダイバーシティ推進室 502

台北支店 388

代理店（方式、業務） 273, 314, 441

ダイレクトバンキング営業部 281, 403

大和 SBCM 119, 308, 538

大和銀行 50, 124, 141, 189

大和証券 118, 188, 386

大和証券 SMBC 294, 308, 428, 538

大和証券 SMBCPI 254, 440, 541

大和証券グループ本社 119＊, 540

大和住銀投信投資顧問 119, 256, 541＊
高﨑正弘 91, 185, 202

巽外夫 51

ダブルカウント 205, 284, 308, 416

ダブルフロント 373, 416

短期金融市場 129, 150

担当役員 332, 471, 477, 536

担保権信託 314, 442

地域法人営業本部 70, 98, 283, 300, 419

地域法人営業本部長 378, 419

地球温暖化防止応援キャンペーン 411

チャネル改革 91, 96

中央信託銀行 190

中央三井信託銀行 276, 441

中期経営計画（2011～ 2013年度） 560

中計「ブレイクスルー」 92, 102, 136

中国業務推進部 294, 373, 376

中国統括部 451

中国本部 451

通帳 339

定額保護 229

低価法 154, 162

ディスクロージャー 37, 61

デイスター・ファンド 254, 440

適合性（原則） 78, 407, 477

デフレ 2, 220, 225, 519

デリバティブ 309, 429

デリバティブ営業部 284, 429

テレホンバンキング 76, 99, 281

テロ資金提供処罰法 476

転換権行使 236, 394

転換権行使ガイドライン 239, 363

転換社債（型新株予約権付社債）、CB 
 171, 384

店舗規制、店舗通達 21, 22, 25, 96

東海銀行 23, 52, 189, 357

東海地区 21, 299, 382, 402

統括責任役員 332, 427, 451

当期純損失 244, 247, 354, 532

当期純利益 353, 395

東京共同銀行 39, 50

東京協和・安全信用組合 39, 55

東京電力 107, 555

東京法人営業部 253

東京三菱銀行 187, 254, 358

統合 ROE 92, 96, 136

統合戦略委員会 200, 204

統合与信管理システムⅡ 380, 423

統合リスク管理部 329, 332, 471, 536

東西冷戦 13

倒産 35, 212, 424

投資営業部 438, 441

投資開発部 440

投資銀行 DC 96, 116

投資銀行営業部 433, 437

投資銀行業務 115, 310, 415, 420

投資銀行統括部 428, 440

投資銀行部門 217, 307, 373, 428

投資サービスプラザ 73, 266

投資信託の窓口販売 67, 72, 78, 104

同時多発テロ 227, 319, 325

頭取 326, 485

盗難通帳 475, 479

投融資企画部 472, 536

東洋信託銀行 190, 357

尖った分野 93, 102

（改正）独占禁止法 19, 57

独占禁止法上の問題 389, 418, 480

（総務部）独占禁止法モニタリング室 
 390, 481

特定目的会社（SPC） 115, 311

特別検査 226, 232

特別公的管理 158, 173, 261

特別資金援助 50, 193

土地の再評価 154＊
ドッド・フランク法 522, 537

トリガー 111, 318

取締役会 217, 258, 326, 329

取締役会長 326, 485

取締役社長 258, 485

トレーディング業務 130, 320, 464

トレードファイナンス営業部 457

トレジャリーグループ 96

な行
内外法人業務委員会 374

内部監査（部署） 259, 326, 485

内部監査会議 485

内部管理統括責任者 477

内部損失データ 459, 472

内部統制規程 485

名古屋営業本部 301, 421

西川善文 64, 118, 174, 195, 199, 

 202, 217, 221, 256, 358

日系企業取引（所管部門変更） 
 378, 381, 388, 452, 462

日経平均株価 8, 38, 182, 225, 347, 361

日経優秀製品・サービス賞 
 106, 270, 277, 418＊
日興コーディアル証券 2, 21, 386, 539

日興証券 188, 539＊
2年・3年ルール 225, 229, 351, 365

日本エンデバーファンド 255

日本銀行（法） 55, 152, 230, 514, 518

日本興業銀行 188, 190

日本公認会計士協会 58, 62, 233, 235

日本債券信用銀行（日債銀） 159, 187

日本政策投資銀行 255, 366, 440, 509

日本生命保険 107

日本総合研究所 20, 256, 343, 445, 452

日本長期信用銀行（長銀） 157, 187

日本版ビッグバン 21, 54, 104, 271, 385

日本郵政グループ 367

日本リバイバル・ファンド 254, 440

ニューヨーク支店 319, 456, 457, 481

ニューヨーク州銀行局 319, 481

ニューヨーク証券取引所上場 1, 548

ニューヨーク連邦準備銀行 
 158, 481, 514

ネット deホーム 413

ノーツ・キャプター 293, 433

野村証券、野村ホールディングス 
 188, 538

ノンバンク 9＊, 35, 117, 151, 168, 177

ノンリコース 114

は行
バークレイズ 275, 458, 542

バーゼルⅠ 12, 26, 32, 469

バーゼルⅡ 12, 365, 459, 469

バーゼルⅢ 3, 12, 467, 520, 525, 537

バーゼル銀行監督委員会 12, 132, 525

パーフェクト 85, 295

排出権（取引、ビジネス） 388, 442, 444
配当可能利益 245

配当原資 61, 256

配当ステップアップ条項 528, 531

破産更生等債権 243, 353

橋本俊作 42, 91, 176

パソコンバンクWeb21 296

パソコンバンク・ナビ 85, 86, 99

破綻懸念先 166, 230, 232

破綻懸念先債権 161

破綻先 166

破綻先債権（額） 37, 163

バブル崩壊 2, 9, 35, 40, 46

バンキング業務 130, 320, 464

犯罪収益移転防止法 476

反社会的勢力 476

阪神・淡路大震災 40, 193, 553

東日本大震災 555, 560

非金利収入 109, 113

ビジネス・エシックス 504

ビジネスサポートプラザ（BSP） 
 98, 283, 288, 421

ビジネスサポートプラザ部長 299

ビジネスサポートローン 86

ビジネスセレクトローン 289, 424

ビジネスローンプラザ 86

ヒストリカルシミュレーション法 473

100日作戦、経営効率化推進策 
 220, 223, 382

兵庫銀行 40, 52, 193

標準金利 287

標準審査手続 425

標準判断型与信採り上げ基準 290

品質管理部 375, 393, 427, 483

ファイアーウォール規制 474, 478, 541

ファイナンシャルアドバイザー 312

ファイナンシャル・コンサルタント
（FC） 72, 263, 264

ファクタリング 114, 293

ファシリティー・ローン 293

フィナンシャル・リンク 296

風説の流布 157, 178

フェデラルファンド・レート 227, 513
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（有価証券）含み益、含み損 26, 45, 247

富士銀行 51, 190

富士通 107

不正出金 475, 479

普通株式 33

普通銀行 53, 129

普通社債 25, 129

不動産業向け融資の総量規制 9, 35

不動産ノンリコースファイナンス 
 313, 437

不動産ファイナンス営業部 437

不動産プロジェクトファイナンス 114

不動産法人営業部 381, 426

プライベート・アドバイザリー部 405

プライベート・アドバイザリー本部
（PA本部） 376, 405

プライベート・エクイティー・ファン
ド 313, 440

プライベートバンキング営業部 
 264, 275, 376＊, 542

プライベートバンキング事業部 376

ブラジル三井住友銀行 444

ブランド（価値、戦略） 79, 219, 267

振り込め詐欺 475, 479

振り込め詐欺救済法 475, 479

不良債権処理（額） 9, 168, 352

不良債権のオフバランス化 225, 351

不良債権比率の半減 10, 231, 350, 355

不良債権問題 10, 39, 61, 220, 226, 356

プロジェクトグループ 96

プロジェクトファイナンス 312, 434

ブロック（制） 75, 98, 265

ブロック部長 266, 378

プロミス 279, 385, 413

フロントミーティング 380, 382

ペイオフ 36＊, 39, 50, 239, 366

ペイオフコスト 36＊,  50, 52

ペイオフ凍結 229

弊害防止措置 274, 478

米国証券取引委員会 165, 549

米国連邦倒産法第 11章 467＊,  515

米州営業第一部～第四部 457, 460, 462

米州開発銀行 445

米州監査部 327

米州コンプライアンス室 481

米州審査部 460

米州統括部 315, 317, 460

米州本部 319

米州リスク管理部 460, 535

平準払保険 274, 408

平成景気 9, 25, 38

ペーパーレス（化） 411, 493, 508, 546

ベストプラクティス 201, 202, 333, 337

ヘッジファンド 157, 513

ベンチャー企業 114

ベンチャー・キャピタル・ファンド 
313

法個協働、法個連携 378, 405, 422

報酬委員会 143, 258, 326

法人営業所 300

法人営業部、法人営業部新設 
98, 252, 283, 299, 373, 420

法人営業部 CRM 100, 286

法人営業部長 298

法人企業統括部 373, 388, 417

法人業務グループ 68, 70, 81, 87, 98

法人業務推進部 417

法人業務部 253, 294, 308, 428, 439

（法人企業統括部）法人金融円滑化推進
室 427

法人情報ポータルサイト 422

法人審査第一部～第三部 290, 423, 427

法人戦略営業第一部～第四部 
 283, 299, 428

法人統括部 373

法人部 70

法人部門 217, 282, 373, 415

法人プロモーションオフィス 297

法人マーケティング部 417, 427

法人融資第一部～第二部 252

法務部 375, 477, 483

法務リスク 135, 328

ポートフォリオ型与信管理（P先） 
 288, 291, 421

ポートフォリオマネジメント部 332

ホールセール（証券）業務 115, 308, 385

簿価 45

保険オフィサー 409

（改正）保険業法 272, 474

保険コンサルタント 408

保険審議会 55, 271

保険窓口販売（解禁） 271, 408

北海道拓殖銀行（拓銀） 150, 187

骨太の方針 226

香港営業部 319

香港支店 319, 388, 451

本社部門 217, 374

本店［さくら銀行］ 41

本店［住友銀行］ 202

本店［三井住友銀行］ 1, 217, 383, 545

本店営業第一部～第十部 
 253, 301, 304, 417, 421

本店営業本部 421

本店各部 217, 264, 283, 307, 315

本店北館 546

本店第一、第二営業本部 301, 304

本人確認法 476

ま行
マーケティング部門 205, 308

間貸し（方式） 104, 272

マクロプルーデンス 523

マスリテール事業部 280

松下康雄 26, 29

マネーライフコンサルタント（MC） 263

マネーライフ・コンサルティングデス
ク（MCデスク） 74, 263

マネー・ローンダリング 475, 479, 481

未収利息 37, 166, 169

みずほフィナンシャルグループ 538

三井アセット信託銀行 441

三井信託銀行 190

三井住友カード 20, 256, 263, 279, 383

三井住友カード iD 412

三井住友海上火災保険 254

三井住友銀行（中国）有限公司、中国現
地法人 377, 450

三井住友銀リース 20, 256

三井住友ファイナンス＆リース 20, 384

三井生命保険 408

三井物産 107, 383

三井不動産 383, 546

三つの過剰 9, 211, 228

三菱 UFJ信託銀行 358

三菱 UFJフィナンシャル・グループ 
359, 538

三菱商事 441

三菱東京 UFJ銀行 359, 441

三菱東京フィナンシャル・グループ 
357

ミドル層、ミドル法人 288, 298, 425

ミドル定型与信管理先（MT先） 
 291, 298, 425

ミドル標準与信先（MH先） 425, 426

みなと銀行 193

宮田孝一 559, 560

六つの改革 54, 150

メガコンペティション 55, 174, 370

メザニン（ファイナンス） 251, 440

モバイル Suicaチャージサービス 412

森川敏雄 43, 44, 64

モンテカルロシミュレーション法 473

や行
役員指定国 460, 536

役職員 219

山一証券 73, 117, 151, 187

優越的地位の濫用 389, 481

融資オフィサー 266, 290, 422

融資慣行見直し 286, 305

融資企画部 332, 471

融資先規制 274, 409

融資集中部 343

優先株式 33, 180, 183, 251, 528

優先株式等の引受等 155, 163

優先出資証券 173, 528, 531

ユーロ 14, 122

ユニバーサル・バンキング営業部 543

要管理先債権 162, 233, 240, 243, 352

要管理先債権以外の要注意先債権、そ
の他の要注意先債権 162, 233

要注意先 230

要注意先（要管理先を除く） 330

預金者保護 46, 52, 154

預金者保護法 475, 479

預金全額保護 39, 50

預金保険機構 36, 53, 154, 353, 363

（改正）預金保険法 50, 154, 229, 239

与信格付 82, 134

与信関係費用 243, 352, 517, 532

与信グループ 422

与信モニタリング 111

四大証券 117, 151, 187

ら・わ行
ライジング・ジャパン・エクイティ 

544

ライフプランサービス営業部 376

リース事業 384
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リーマン・ショック 411, 426, 466, 515

利益準備金 246, 256

利ざや確保 110

リスクアセット 173, 181, 532

リスクカテゴリー 328, 472, 536

リスク管理（制度、体制） 12, 93, 328

リスク管理委員会 143, 258, 326, 329

リスク管理規程 259, 328, 472

リスク管理債権 160, 165, 168

リスク管理部門 536

リスク資本 329

リスク統括部 536

リスク量 109, 134

りそな銀行 235, 348

りそなホールディングス 235

リテール証券業務 21, 385

流動性カバレッジ比率（LCR） 467, 529

流動性リスク 140, 325, 328, 332, 459

量的緩和政策 213, 518

リレーションシップマネジメント
（RM） 305

（永久）劣後債 33, 171, 180, 203, 528

（永久）劣後ローン 33, 53, 180, 528

レバレッジ比率（規制） 521, 529

レピュテーショナルリスク 135, 328

ローコストオペレーション 280, 342

ローン金融円滑化相談窓口 427

ローンサポート業務部 270, 427

ローン事業部 265

ローン事務部 344

ローン担保証券（CLO） 292, 434

ローンプラザ 73, 266, 273

ロシア危機 157, 182

ロンドン支店 248, 316

わかしお銀行 53, 247, 260, 300, 341

アルファベット
ABCP 311, 434, 513

ALM 130, 133, 323

ALM委員会 325, 332

BC職 498

BIS規制 3, 11, 123

BPR 89, 93, 96, 343

CBリパッケージローン 432

CCF（アクションプラン） 391, 410, 419

CCナビ 477

Challenge21計画 88, 116, 127

COI委員会 478

COMPACT 335, 494

（投融資企画部）CPM室 472

CS 280, 373, 374, 382, 489

CSR 445, 503

CSR委員会 503

（経営企画部）CSR室 503

CS職 269, 333, 498

CS調査 410, 418

CS・品質向上委員会 391

CUTE 380, 403, 411, 491, 492

DCF的手法、DCF法 233, 246

EB 84, 99, 295, 344

EC業務部 284, 443, 446

FLEKS 380, 491

FRB 227, 349, 513～515

G20首脳会議 520, 532

GIS 128, 317

Global e─Tradeサービス 296, 321

GS 117, 250, 458, 533

G─SIFIs 521, 527

HUB＆スポーク体制 280, 344

HUBセンター 490

ICキャッシュカード 478

i─Deal 296, 321, 464

IMPACT 335

IR 179, 259

ISO14001 417, 508

IT業務推進部 536

IT景気 210, 227

iモード 77, 99

J─REIT 438

JR東日本 412

LBO 285＊, 312, 436

LEAD THE VALUE計画 
 267, 397, 402, 430, 453, 549

LGD 423, 471

M&A（アドバイザリー） 309, 428

MBO 114, 312, 436

（個人）MCIF 78, 100

MCステーション 280, 345, 411

MMF（マネー・マーケット・ファンド、
マネー・マネジメント・ファンド） 

72, 105, 466

NEC 337＊, 343

（個人業務部、個人統括部）Next  
W・ingプロジェクト室 404

Next W・ingポスト 405

NTTドコモ 77, 99, 107, 412

NTT東日本 107

Nファンド 291

One SMBC 1, 379, 488

One to One 97, 295

One’s Life 267

One’s next 267

One’s plus 267, 277

One’s Style 277, 404

One’s ダイレクト 77, 267, 277

PB 262, 405

PB層 262, 405

PBビジネス 542

PFI 312, 435

RAROA 81, 136

RAROC 318, 459

RISE 333

ROE 91, 203, 236

ROI 110

SMASH 285, 422

SMBC Academy 336, 500

SMBC─CLO 292

SMBC─ECOローン 417

SMBCアラームライン 392

SMBCインターナショナルビジネス 
490

SMBC環境配慮評価融資・同私募債 
 417, 418, 509

SMBC環境ビジネスフォーラム 510

SMBCキャピタルインディア 436, 444

SMBCクラブ 50s 404

SMBCクラブWoman 404

SMBCグリーンプログラム 412

SMBC─クレセルローン 291, 298

SMBCコーポレートバンキングカレッ
ジ（CBC） 499

SMBCコンサルティング 294

SMBCコンサルティングプラザ・同
オフィス 268, 382, 402

SMBC退職金運用プラン 268

SMBCダイレクト 268, 413

SMBCデリバリーサービス 344, 490

SMBC日興証券 3, 21, 545

SMBCパーク 栄 402

SMBCバークレイズ・ウェルス・サー
ビス 542

SMBCバッジ 379

SMBCビジネスサポート 298

SMBCビデオニュース 399, 548

SMBCファーストパック 277

SMBCファインダーサービス 295

SMBCフィナンシャルリンク 295

SMBCプリンシパル・ファイナンス 
441

SMBCフレンド証券 21, 275, 385, 409

SMBCポイントパック 268, 278

SMBCマーケットサービス 343

SMBCマネジメントレビュー 404, 499

SMBC融資事務サービス 343

SMBCリテールバンキングカレッジ
（RBC） 403, 500

SMBCローンビジネスサービス 343

SMFGカード＆クレジット 384

SMFG企業再生債権回収 254, 440

SMVA 318, 459

（改正）SPC法 115, 116

SSS 84, 286

STACS 128, 317, 461

STP 281, 491

SVA 136

T24 461

Tier 1 32, 171, 203, 249, 365, 525, 532

　コア Tier 1比率 3, 560

　その他 Tier 1 525

　普通株式等 Tier 1 525

Tier 2 32, 181, 525

Tier 3 525

UFJグループ 238＊, 357, 384

Value Door 86, 113, 289, 295

VaR（Value at Risk） 134

VaRショック 324

VaRモデル 473

Vファンド 297

Web通帳 277, 411

Windows版パソコンサービス 84

WIT 89, 492

（注）＊は該当ページの脚注参照。
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編 集 後 記

三井住友銀行が 2011年 4月 1日に発足 10周年を迎えるに当たり、行史を編纂することが
2009年 12月 9日の経営会議で決まり、2010年 1月 12日、総務部に臨時の組織として行史
編纂室が設置され、4人が専任者として発令を受けた（なお、4人のうち中村研一が 2012年
4月 2日に異動したため、その後、発行までの編纂は最後に記す 3人で行った）。
編纂開始に当たって、奥頭取（当時）から、単なる行史ではなく金融史とすることが重要

である、という趣意が示された。これを受け、本書では、まず、金融・経済情勢や諸制度、
政策などのうち銀行に対する影響が大きかったものを経営環境の変化として整理し、それに
よって生じた課題に対して経営首脳が取った戦略的対応と当行の動きを次に記述するという
まとめ方を原則とした。
記述の対象とする期間については、『三井住友銀行十年史』の編纂ではあるが、発足以前
に当たる、合併の経緯に触れることは当初からの方針であった。他方、旧両行のうち住友銀
行が、1995年 11月 1日の創業 100周年を記念して、1998年 8月に『住友銀行百年史』を発
行し、1990年代半ばまでの出来事を既に記述していることから、合併の経緯以外に関しては、
1990年代半ば以降を対象とする方法が、一つの案であった。
しかし、本書の「はじめに」以降で記述しているように、合併前の旧両行と発足後の三井

住友銀行の経営に多大な影響を与えた数々の要因、すなわちバブル崩壊と不良債権問題の発
生、世界地図を変化させた東西冷戦の終結、BIS自己資本比率規制の導入、金融持株会社の
下でのグループ経営や銀証融合ビジネスへの道を開いた金融自由化の進展などは、いずれも
1990年頃の出来事と密接に結ばれている。このため、経営環境に関しては 1990年頃から説
き起こす必要があると考えた。また、さくら銀行が太陽神戸三井銀行として発足したのが
1990年 4月 1日であることから、このいきさつについては、当行関連の歴史の重要な節目
として記述することとした。他方、1990年代半ばより前の、旧両行の個々の業務施策など
については、前述の背景により割愛した。このように、1990年頃と 1990年代前半の動向に
ついて経営環境を中心にまとめつつ、1990年代半ば以降に話題を移していく構成とした。
合併前も合併後も、金融激動下での銀行経営であったことから、経営環境の変化を受けて、

ないし変化を先読みして、当行自体の合併、バランスシートのクリーンアップや資本増強、
証券・リース・クレジットカードなどでのグループ戦略や海外金融機関との提携といった経
営戦略を次々に打ち出した。このため、前身の各行が発行してきた従来の行史に比べて、経
営戦略とその背景に関する記述の比重が高くなっている。
経営環境の変化がその後の経営課題と当行の対応に関連していくという全体の構図につい

て、読者の理解に資するように、「はじめに」や第 1編第 1章第 1節で、まず行史全体の概
要を先にまとめていることも、年代に沿って記述を進める伝統的な形式に対して、本書の構
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成上で工夫した点である。
厳しい経営環境を懸命の努力で切り抜けてきた過程を記述するに当たり、素案の段階では

自己評価に基づく形容表現も一部にみられたが、これに関しては一般的な社史の編纂姿勢に
合わせ、事実の記述に必要のない修飾は省くよう、心がけた。
また、資料編に関しては、以前であれば読者が紙媒体の参照資料を全期間そろえることに

手間を要したと思われる有価証券報告書、ディスクロージャー誌、投資家向け各種説明資料
などが、IT化の進行を反映して、ウェブサイトに、合併前後以降の各決算期について掲載
され、一般的な社史の資料編より詳細で豊富な情報を得られるようになっている。このため、
経営首脳から、行史では重複を避ける掲載形式が望ましいとの示唆があった。これらを踏ま
え、本書の資料編では、ウェブサイトから情報を得られる資料は簡略な掲載にとどめ、時系
列で詳細な一覧図表をまとめるには労力を要すると思われるものを主に取り上げた。また、
三井住友銀行として初めての行史を作成する機会を捉えて、前身各行の創業・創立からの沿
革を総合的・体系的にまとめることを試みた。
以上のような構成を取ったこと、および金融史として、経営環境から説き起こし、経営課

題、当行の戦略的対応に至る流れの記述に一定の分量を当てたことは、執筆者として苦心し
た点である反面、前身の各行による従来の行史と形式が異なるという印象を読者に与える可
能性もあるが、編纂の狙いを汲み取っていただき、共感を得るところがあれば、執筆者とし
てこれに勝る喜びはない。
本書の編纂に当たっては、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）・奥会長、三井住

友銀行（SMBC）・北山会長、SMBC・國部頭取、SMFG・宮田社長の懇切丁寧なご校閲を
いただいた。また、末松顧問、森川顧問、西川顧問、岡田顧問には、トップ在任当時の節目
の出来事に関して、それぞれインタビューをお願いし、資料を調べるだけではうかがい知る
ことができないいきさつや、当時の心境などについて、お聞かせいただいた。行史編纂室が
設けられた総務部の担当役員、部長からは、編纂作業に対する力強いご支援と、内容の正確
性、記述の適切性について、原稿の査読を通じて、助言をいただいた。ほかにも、行内・行
外の多くのかたがたから、数々のご教示とご協力を得た。心からお礼を申し上げる。
本書の発行に当たっては、凸版印刷年史センターのお骨折りを得た。あわせて感謝を申し

上げる。

2013年 1月
三井住友銀行　総務部　行史編纂室

　　　室　　　長　吉本　澄司
上席推進役　市川　元幸
上席推進役　杉本　　健



三井住友銀行十年史

2013年 3月 1日発行

編　纂　三井住友銀行総務部行史編纂室

発　行　株式会社三井住友銀行
　　　　東京都千代田区丸の内一丁目 1番 2号

印刷・製本　凸版印刷株式会社（制作　同 年史センター）


	三井住友銀行十年史
	巻頭口絵
	中口絵1
	中口絵2
	発刊によせて
	目次
	凡例
	はじめに
	第1編　金融激動の時代の始まり
	第1章　バブル崩壊と金融不安の台頭
	1　1990 年前後の一大転機と当行の歩み ── 行史の概観
	2　太陽神戸三井銀行の発足とさくら銀行への行名変更
	3　不良債権問題の発生と初期の金融不安
	4　政策課題が集中した1995 年と住友銀行、さくら銀行の動き
	5　改革重視の政策の陰で生じた危機の芽

	第2章　住友銀行・さくら銀行の経営戦略
	1　住友銀行における業務体制の抜本改革
	2　住友銀行の個人業務戦略
	3　住友銀行の法人業務戦略
	4　住友銀行のシステム戦略
	5　さくら銀行の「ブレイクスルー」への挑戦
	6　さくら銀行の個人取引への注力
	7　さくら銀行の法人取引への取り組み
	8　投資銀行業務への取り組み
	9　国際業務への取り組み
	10　市場業務への取り組み
	11　リスク管理への取り組み
	12　コンプライアンス、コーポレートガバナンスの取り組みと体制
	13　人事制度の見直し

	第3章　金融危機発生と金融再編の波
	1　財政ショック、アジア通貨危機、そして金融危機へ
	2　住友銀行における不良債権処理と資本増強
	3　さくら銀行における不良債権処理と資本増強
	4　動き始めた大型金融再編
	5　住友銀行とさくら銀行の統合の決断
	6　新銀行発足を前に強い逆風に転じた経営環境


	第2編　合併後の逆境克服と真のグローバル金融グループへの挑戦
	第1章　三井住友銀行発足当時の経営課題と取り組み
	1　三井住友銀行の誕生
	2　三井住友銀行発足当時の経済・金融情勢と政策動向
	3　正念場の経営環境下における経営課題への注力
	4　グループ経営の見直し

	第2章　三井住友銀行発足後の各部門の取り組み
	1　個人部門の取り組みと体制
	2　法人部門の取り組みと体制
	3　企業金融部門の取り組みと体制
	4　投資銀行部門の取り組みと体制
	5　国際部門の取り組みと体制
	6　市場営業部門の取り組みと体制
	7　コーポレートガバナンス、コンプライアンスの体制
	8　リスク管理の取り組みと体制
	9　人事制度と人材育成の仕組み
	10　事務・システム関連の取り組みと体制

	第3章　金融不安の最終局面と不良債権比率半減目標の達成
	1　落ち着きをみせ始めた経済・金融情勢
	2　全力で取り組んだ不良債権比率半減目標の達成
	3　UFJ への統合申し入れ
	4　危機対応を終わり新たな局面に移った政策動向

	第4章　新たな首脳陣の下での挑戦
	1　経営首脳の交代と経営方針の表明
	2　残された課題の解決とLEAD THE VALUE 計画の策定
	3　個人総合金融サービス業への飛躍
	4　法人業務の高度化に向けて
	5　投資銀行業務への取り組み
	6　国際部門の取り組み
	7　市場営業部門の取り組み
	8　リスク管理への取り組み
	9　各種経営管理への取り組み
	10　事務・システム関連の取り組み
	11　人材育成への取り組み
	12　CSR 活動の展開

	第5章　世界的な金融・経済情勢の混乱と当行の対応
	1　世界金融危機と経済収縮
	2　バーゼルⅢと当行の対応

	第6章　「最高の信頼を得られ世界に通じる金融グループ」を目指して
	1　新たな10 年に向けた布石
	2　未曾有の災害への対応
	3　新しい経営首脳の下で臨む次の10 年への挑戦


	資料編
	経営首脳の異動
	役員一覧
	グループ概況 ── 主な関係会社
	組織図
	財務データ
	沿革系統図 ── 1
	沿革系統図 ── 2
	沿革系統図 ── 3
	年表

	参考文献
	索引
	編集後記
	奥付



